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巻　頭　言

龍谷大学里山学研究センター　センター長

牛尾　洋也

　この１年は世界の激動期であった。

　イギリスのEU離脱の国民投票を受けて、「The Guardian」誌は2016年７月26日に「ようこ
そ、不確実性の新しい時代に　Welcome to the new age of uncertainty」という記事を掲載し
た。そこでは、EU離脱問題や頻発するテロのほか、アメリカ大統領選挙の行方がもたらす未
来像の不確実性が指摘されており、実際、11月９日にトランプ候補は勝利を手にし、COP21
が採択した温暖化対策の『パリ協定』離脱も語られている。ここでの「不確実性」は、見通し
のきかない不安定な将来像を示すネガティブな意味として用いられている。
　他方、1977年に「散逸構造論」でノーベル化学賞を受賞したイリヤ・プリゴジン（Ilya 
Prigogine）は、「不確実性」にそれとは異なった意味を付与した。
　プリゴジンは、ビーカーのような閉鎖系における「平衡状態」とは異なり、エネルギーの高
低差や物質の濃度差によって生じる「流れのある開放系のシステム」においては、外部からエ
ネルギーを内部に取り入れ、自己の中でエントロピーを生産し、それを外部に排出すること
で「非平衡の状態」が維持される「散逸構造」の存在を発見した。そこでは、物質や熱が不可
逆的に「無秩序」に向かう「エントロピー増大の法則」とは異なり、エントロピーに逆行して

「秩序化」に向かう「可能性」や「ゆらぎ」が存在し、「自己組織化」される可能性があるとさ
れる。ちょうど、川の流れに抗する渦や大気中の台風やハリケーンのようなものである。また、
生命が物質代謝を行いながら自己の細胞とエネルギーを生成し「秩序を形成」する生命現象や、
太陽から光を吸収し熱を放出する地球のシステムも非平衡の散逸構造といわれている。
　この発見は、未来も過去も同じ役割を演じるところの時間の欠如した決定論的宇宙観にたつ
近代物理学への疑問へと展開する。すなわち、プリゴジンは、1997年の『確実性の終焉（The 
End of Certainty）』のなかで、上記の「ゆらぎ」や「カオス」を導入することにより、自然の
基本的レベルにおいて時間の流れ＝不可逆性を導入し、時間、混沌、不確実が固有の宇宙の表
現であるという、確実性ではなく可能性を表現する新しい自然法則を構想し、進化発展しつつ
ある宇宙を記述した。
　難解な理論であるが、ここでは「確実性の終焉」は、ネガティブな意味においてではなく、

「可能性」へと拡張する発想の転換への肯定的な意味づけがなされている。
　今年度の里山学研究センターのシンポジウムは、「流域のくらしと奥山・里山〜愛知川から
考える」というテーマのもと、琵琶湖に流入する主要１２河川の中の一つ「愛知川」流域にお
いて、森林─里山─人─川─湖という一つの開放系の環境において研究を行う意義について大
いに議論された。環境激変の流れの中で、私たち里山学研究センターの地道な研究が「ゆら
ぎ」を生み、それがやがて大きなうねりとなることを願っている。
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2016年度里山学研究センター報告書について

龍谷大学里山学研究センター　副センター長

村澤真保呂

　今回の報告書は、主として昨年度より開始した５年間のプロジェクト「琵琶湖総合研究」の
二年目の研究報告・活動報告を掲載しています。このプロジェクトは、これまで当センターで
蓄積してきた里山学研究にもとづき、その成果を市民社会へ具体的な形で還元することを目的
としています。プロジェクトの一年目にあたる昨年度は、プロジェクト全体の骨格をなす基礎
的研究に注力し、折しも「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」（2015年９月28日公布・施行）
がプロジェクト開始とほぼ時を同じくして施行され、その方針と内容が本プロジェクトの内容
に深く関わることから、滋賀県の行政関係者・研究者とも連携を図り、新たな研究ネットワー
クの構築を図ってきました。二年目の2016年度は、琵琶湖水域圏研究のモデルケースのひとつ
として愛知川流域（東近江市）を選び、実態調査をはじめとする研究に着手し、年度末には愛
知川流域を主題としたシンポジウムを開催するにいたりました。この2016年度の報告書は、そ
れらの研究成果を中心とする内容としてまとめています。
　来年度以降もさらなる調査と研究を重ねていき、最終的には持続可能社会の実現に向けた次
世代社会モデルの構築とそのための政策提言（「琵琶湖イニシアティブ」）をまとめる予定です。

（付録）琵琶湖総合研究とは
　本センターでは、2015年度からは、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業として、
主に琵琶湖水域圏を中心に、３つの研究班と総合研究班により研究活動を進めています。

第１研究班　「水と生命」研究班
　琵琶湖の水系環境の現状と歴史的変遷の研究を基に、琵琶湖水域圏の生物多様性と生態系保
全の仕組みを解明し環境保全ツールの研究を行います。
　①　琵琶湖水域圏環境の現状と変遷の基礎研究
　②　圏域の生物多様性と環境保全ツールの研究

第２研究班　「資源と産業」研究班
　水域圏環境に大きく作用する森林資源の持続可能な管理・利用の研究を基に、地域における
持続可能な再生可能エネルギーの利用可能性と持続可能な森林管理、新しい農業政策の研究を
行います。
　①　森林バイオマス生成・固定、管理・利用の研究
　②　循環型環境保全農業政策の研究、地域の「食」の研究

第３研究班　「人と暮らし」研究班
　最新の景観地理学と防災学の知見を取り入れ、研究成果を地図上で総合化することで、自然
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に調和した社会の構築に向けた研究を行います。
　①　地質・防災学、地域・景観生態学：マッピング
　②　生活文化上の資源循環型コミュニティの関係性構築

総合研究班
　各班の成果を総合的に取りまとめ、都市部を包括した、人間と自然環境との持続可能な関係
の再構築をめざす「琵琶湖イニシアティブ」を提唱します。
　①　環境倫理
　②　環境教育
　③　地域・環境政策



１．シンポジウム
　　「流域のくらしと奥山・里山
　　　　　　　　　〜愛知川から考える〜」
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シンポジウム「流域のくらしと奥山・里山〜愛知川から考える〜」

　プログラム

　シンポジウム	 ピアザ淡海　ピアザホール

総合司会  宮浦富保（龍谷大学理工学部・教授/里山学研究センター・副センター長）

12：00-13：00 受付

13：00-14：30 第一部
 主催者挨拶 牛尾洋也　（龍谷大学法学部・教授/里山学研究センター・センター長）

 基調講演
 「なぜ愛知川流域を研究するか
 　─琵琶湖の健全な「乳母」であるために─」
  田中　滋（龍谷大学社会学部・教授/里山学研究センター・研究員）

 「東近江市の流域政策」
  山口美知子（東近江市市民環境部森と水政策課・課長補佐）

14：30-15：00 第二部
 ポスターセッション
 　「里山・里湖にかかわる多様な研究・取組みのポスター展示」

15：00-16：30 第三部
 関連講演
 「小椋谷と木地屋」
  須藤　護（龍谷大学・名誉教授・研究フェロー /里山学研究センター・研究員）

 「東近江市 里山林整備の現場から」
  松尾扶美（東近江市永源寺森林組合・技術職員）

 「東近江の森林資源〜特徴と利用可能性」
  山下直子（国立研究開発法人森林総合研究所・主任研究員）

16：30-17：40 第四部
 パネルディスカッション
 フロアー質問
 　「森・川・湖の統一的な流域政策へ」
 　コーディネーター：
  宮浦富保（龍谷大学理工学部・教授/里山学研究センター・副センター長）
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 　パネリスト：
  山口美知子（東近江市市民環境部森と水政策課・課長補佐）

  須藤　護（龍谷大学・名誉教授・研究フェロー /里山学研究センター・研究員）

  松尾扶美（東近江市永源寺森林組合・技術職員）

  山下直子（国立研究開発法人森林総合研究所・主任研究員）

  田中　滋（龍谷大学社会学部・教授/里山学研究センター・研究員）

  林　珠乃（龍谷大学理工学部・実験助手/里山学研究センター・研究員）

 閉会挨拶
  丸山徳次（龍谷大学文学部・教授/里山学研究センター・研究員）
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基調講演

なぜ愛知川流域を研究するのか
─琵琶湖の健全な「乳母」であるために─

龍谷大学社会学部・教授/里山学研究センター・研究員
田　中　　滋

　ご紹介に預かりました龍谷大学社会学部の田中です。今日は「なぜ愛知川流域を研究するの
か」というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。
　自己紹介ですが、私は、1990年前後に話題となった長良川河口堰反対運動を研究したことが
きっかけで河川の環境問題を考えるようになりました。もともと川が好きなものですから、以
来30年近く河川の環境社会学を旗印に研究をしてきました。しかし、一方では宗教と政治の関
係や社会学理論などといろいろなことを研究するものですから、今日の発表も、浅いのではな
いのかとお叱りを受けるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
　下記にリストしたのが今日の発表の流れですが、まず、なぜ流域に注目するのかについてお
話し、２番目に琵琶湖に流入するいくつもの河川の中でなぜ愛知川を研究するのかという話を
させていただきます。そして、３番目に、２番目との絡みの中で、農林業の近代化とそれがも
たらした「負の遺産」の話をさせていただきます。4番目に流域をめぐる諸問題の解決と未来
像を模索するという課題に取り組みます。

　１．なぜ流域に注目するのか
　２．なぜ愛知川流域を研究するのか
　３．農林業の近代化と「負の遺産」
　４．諸問題の解決と未来像の模索─愛知川が琵琶湖の健全な「乳母」であるために

　本日の報告の副題と４.の副題に「琵琶湖の健全な『乳母』であるために」とありますが、
皆さんは、「琵琶湖は母じゃないの、乳母って誰のこと」という疑問をもたれると思います。
その心を申し上げますと、琵琶湖に流入する河川が琵琶湖の乳母である─という位置付けです
ね。琵琶湖が母であるはずなのに、なぜ流入河川が乳母になるのかという話は、今日の話を聞
いていただくと分かると思います。

１．なぜ流域に注目するのか
1–1．流域の〈入れ子〉構造と流域思考
　流域には、全体流域があり、その中に支流があります。その支流も一つの流域を形成してい
るわけです。長良川（岐阜県）には吉田川という大きな支流があります。琵琶湖に流入してる
河川よりも水量豊富な大きな支流です。そういう支流も、源流域があって、中流域があって、
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長良川本流に合流するところ（河口部）には小さな平野が広がるというような形で、一つの流
域を形成してるわけです。それから微小流域。たとえば滋賀県には琵琶湖に流入してる小さな
河川がたくさんあります。百いくつあるそうですが、それらにもやはり源流域、河口から歩い
てでも行けるような源流域があって、中流域があって、琵琶湖に注ぐところに河口部があると
いう形になっています。
　岸由二さんという方がおられます。彼は1990年代の中頃でしたでしょうか、「流域環境の保
全」をテーマとする本（木平2002）を出版しようという時に、コーディネーターの木平勇吉さ
んが集めたメンバーの一人です。私もその一人だったのですが、岸さんは、鶴見川（神奈川
県）や小網代（同）の保全活動をやっておられる元気のいい方です。その彼が強調するのが、

「源流に当たるところでは緑を守り、中流では貯留池を工夫し、下流では浸水危機に対応する
ということが大事だ」ということです。そして、それが流域の生物多様性の保全・回復と治水
の工夫に繋がっていくという主張をしているわけです。彼は、これを「流域思考」という言葉
で表現しています。また、彼は、一つの流域の中に中小の流域があるという構造を、「流域の

〈入れ子〉構造」と呼んでいます（1）。

図１．行政地図と流域地図

1–2．行政地図と流域地図─愛知川と東近江市との重なり
　図１.は河川の全体流域、中支流域、小支流域を図示したものです。図１.のタイトルは「行
政地図と流域地図」となっていますが、A市、B市、C町という三つの市町村がこの全体流域
を分割しているという図ですね。こうした複数の市町村によって流域が分割されている状態は、
日本の河川のほとんどで見られるものです。そういう点において、愛知川というのは、東近江
市にその流域全体がすっぽり収まっている珍しい川なんです。例えば、滋賀県の高島市を流れ
る安曇川はどうかというと、最上流部は京都市だったりするんですね。それから長浜市は、姉
川をすっぽりカバーしているかに見えますが、姉川が伊吹山から直接流れ出てきている辺りは
米原市だったりするんですね。そんなふうにして、一つの市町村が比較的大きな河川をすっぽ
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りカバーしている事例はなかなかありません。日本全国の河川を全部見たわけではありません
が、私の知っているもう一つは石川県の白山市です。手取川という川が白山市を流れています
が、その流域は、最上流部から海まで白山市でほとんどカバーされています（下流部一部区間
は川北町）。愛知川と東近江市、手取川と白山市といった一つの市町村に比較的大きな河川が
ほとんどすっぽりと収まっているという関係は珍しく、通常は流域が複数の市町村によって分
断されているわけです。

1–3．〈流入河川─琵琶湖─淀川〉の関係
　流域の〈入れ子〉構造という考え方にもとづくと、琵琶湖への流入河川も一つの流域を構成
していることになります。源流域があって、中下流域があって、最後に琵琶湖に流れ込む河口
部があるわけです。

　

　図２.が琵琶湖に流入している河川の流域地図ですが、赤で塗りつぶされているのが愛知川
流域で、少し分かりにくいですが、赤線で囲まれている部分が東近江市になります。愛知川流
域は東近江市にすっぽり収まっていることが分かります。
　図３.は淀川流域ですが、淀川流域の源流域は琵琶湖へ流入する河川で、琵琶湖は中流域の
貯留池という形になります。そして、琵琶湖の水は瀬田川から流れ出て、大阪平野を下り、大
阪湾に流れ込んでいくわけです。
　図３.では、淀川流域は、木津川や桂川、そして琵琶湖といった三つほどの流域に分けられ
ているのですが、木津川や桂川を無視すると、中流域が琵琶湖で、高時川、愛知川、日野川、

図３．淀川流域　
出典：近畿地方建設局・水資源開発公団編 1993年『淡海よ
　　　永遠に』

図２．行政地図と流域地図（滋賀県）
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野洲川、安曇川などの琵琶湖への流入河川が源流域に当たるわけです。

1–4．琵琶湖の位置づけ
　近畿地方において、琵琶湖は、〈琵琶湖の治水と淀川下流域の治水・利水〉という対立構図
の下でずっと語られてきました。瀬田川には随分と土砂が堆積するのですが、江戸時代にはそ
こで非常に良質な鮎が獲れ、膳所藩はその鮎を徳川幕府に献上していました。しかし、琵琶湖
の水が流れ出る瀬田川に土砂が堆積することによって、大雨が降ると琵琶湖周辺が水害に見舞
われるということがあって、農民たちは瀬田川を浚渫するように嘆願します。しかし、なかな
か相手にしてもらえないという状態が江戸時代にずっと続きます。
　東日本大震災のあった2011〔平成23〕年と同じ年の９月に紀伊半島は大水害に見舞われまし
たが、紀伊半島は1889〔明治22〕年にもそれ以上の規模の大水害に見舞われ、十津川村が壊滅
するという大災害が起こりました。1896〔明治29〕年には、琵琶湖周辺の大雨で琵琶湖の水
位がプラス3.76メートルにも上昇しました。3.76メートルと言えば半端じゃない高さで、当然、
民家の二階にまで水が侵入してくるわけですね。琵琶湖沿岸では、家と家の間を舟で行き来す
るという悲惨な状況になっています。そういう水害があって、瀬田川洗堰が作られることにな
ります（1905〔明治38〕年完成）。
　戦後は、今日のようなテーマで集まっておられる皆さん方はよくご存知かと思いますけれど
も、琵琶湖総合開発が1972〔昭和47〕年から1997〔平成９〕年まで行われます。この琵琶湖総
合開発によって〈琵琶湖の治水と淀川下流域の治水・利水〉という対立構図の解消が図られた
わけです。
　このように、琵琶湖が語られるときには常に琵琶湖と淀川下流域との関係が焦点化されてき
ました。その結果として流入河川と琵琶湖との関係、たとえば愛知川であるとか安曇川である
とかの流入河川と琵琶湖の関係においては、圧倒的に〈琵琶湖優位の価値序列〉が定着してき
たわけです。言い換えれば、流入河川は、琵琶湖に比べて軽視されてきたということです。
　これを流域の〈入れ子〉構造という発想の下で捉え直してみると、淀川流域全体から見れば、
琵琶湖は中流の貯留池という位置付けになり、流入河川は源流という位置づけになります。そ
れは先ほども言った通りです。こういう発想をすると、流入河川に対する琵琶湖優位の相対化
の第一歩が踏み出せます。別に私は琵琶湖の価値を低く見ようとというつもりは全くないので
すが、過剰に重視することも危険だろうと考えているわけです。

1–5．「母なる湖」という比喩が無効になる⁉
　今や琵琶湖に関して「母なる湖」という比喩が無効になりつつある部分があります。去年の
里山学研究センターのシンポジウムで基調講演をしていただいた嘉田さんが知事の時に次のよ
うに語っています。「400万年の悠久の歴史の中で、固有で多様な生態系を育んできた琵琶湖は、
私たちに幾多の試練とともに豊かな恵みをもたらしてきました。私たちの心のよりどころとし
て大きな存在である琵琶湖を、私たちは畏敬と思慕の念を込めて“母なる湖”と呼んでいま
す」（嘉田2000）と。
　こうした考え方がマザーレイクという滋賀県の政策タイトルになっているわけですが、今や
湖上交通は衰退し、水産業は、たとえばブラックバスやブルーギルといった外来魚が増えて、
衰退しつつあります。それから水質悪化による琵琶湖離れもあります。たとえば、このピアザ



11

シンポジウム「流域のくらしと奥山・里山〜愛知川から考える〜」

淡海のすぐそばに琵琶湖（南湖）がありますが、この南湖の水に触れたいと私は思いません。
　母なる琵琶湖の子供というのは、じゃあ今はどうなっているのかと言えば、それは水資源を
享受する下流域の大阪府民などということになります。すなわち琵琶湖と滋賀県民との間では
母と子供という関係が以前ほどには強く感じられなくなり、琵琶湖と淀川下流域との関係で、
母と子供という関係が、何か冷たい関係のようでもありますが、成り立っているということに
なります。

1–6．琵琶湖にとっての流入河川の存在意義─自然科学的観点から
　琵琶湖と流入河川の関係を自然科学的観点から考えていくと、まず挙げられるのが先程言っ
た洪水（1896〔明治29〕年、＋3.76m）による水位上昇と、渇水（1994〔平成６〕年、−1.23m）
による水位低下です。流入河川から大量に水が流れ込むと、琵琶湖沿岸域は洪水に見舞われる
し、少雨で流入量が少ないと干上がっていく。そういうふうにして、琵琶湖は流入河川に直接
依存して生きている、そういう存在だということです。
　他の観点で言うと、雪解け水による湖底への酸素供給。最近温暖化が進んで雪が少ないもの
ですから、たとえば姉川とか高時川とか、上流域が豪雪地帯である川から琵琶湖に流入する冷
水が減ってきてるので、貧酸素状態が湖底で進んでいる。流入河川が酸素を送り込めなかった
ら琵琶湖は死んでいくわけです。
　もっと長いタイムスパンで見ていくと、流入河川による内湖の形成が挙げられます。琵琶湖
にとって、内湖は生物多様性の揺り籠のような場所です。西ノ湖がラムサール条約に2008年に
追加指定されました。その西ノ湖は干拓されてしまった大中之湖の一部だったのですが、かつ
ての大中之湖は恐ろしいほどに沢山の魚を沸き立たせていました。大中之湖で生まれた魚たち
は琵琶湖本湖に行って、大きく成長していくわけです。そうした点において内湖は琵琶湖に
とってすごく重要な存在であったわけです。
　滋賀県も現在では内湖再生の取り組みを始めているのですが、そもそもこの内湖を作ったの
は誰かというと、流入河川なんですね。大中之湖と小中之湖を作ったのは愛知川です。愛知川
から流れ出てきた砂が琵琶湖の流れに乗って南下し、砂州を作り、内湖を琵琶湖から切り離し
ていくという仕事を行ったわけです。琵琶湖の生物多様性の基盤になる内湖を作ったのは、流
入河川であり、その点において流入河川は琵琶湖にとって重要であるという話ですね。
　４番目に琵琶湖の生態系にとっての流入河川の重要性が挙げられます。それは毎年毎年繰り
返される話ですけども、アユ、ビワマスとかナマズとかフナとか、これが大・中・小・微小河
川や水田に遡上して産卵する。だから、流入河川がなかったならば、ビワマスのような固有種
も命を繋いでいくことが難しくなってくるわけです。
　それからネガティブな影響ということでは、河川からの汚染物質や富栄養化物質の流入の悪
影響が挙げられます。石けん条例（琵琶湖の富栄養化防止に関する条例）が1979〔昭和54〕年
に制定されていますが、この条例も汚染物質や富栄養化物質に対する対策として制定されたわ
けです。
　こういうふうに考えていくと、流入河川と琵琶湖との関係は、流入河川が「乳母」で、琵琶
湖は「大きな赤ん坊」というように比喩的に表現することができるわけです。そういう意味で、
大・中・小の流入河川研究がすごく重要だということになるわけです。われわれが愛知川に注
目するのは、琵琶湖に流入する河川が「大きな赤ん坊」である琵琶湖を維持し育てる「乳母」
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だからだという言い方ができるかと思います。

２．なぜ愛知川流域を研究するのか
2–1．琵琶湖流入河川の比較
　次に、琵琶湖に流入する主要河川の中でなぜ愛知川流域を研究するのかということについて
お話しします。表１ですが、これは琵琶湖への流入河川の比較表になっています。流域面積で
は、姉川が最も大きくて421km2、愛知川はおよそその半分くらいの214km2です。２列目に計
画流量という欄があります。計画流量というのは、簡単に言うと、洪水のとき、この川には水
がこれだけ流れるでしょう、だから治水のためには、たとえばこれくらいの高さの堤防がいる
でしょうというのを計算するための基準となる河川流量です。

表１．琵琶湖水圏集水域・概要

　　　　　　　　出典：内藤正明編2012年『琵琶湖ハンドブック（改訂版）』滋賀県琵琶湖環境部環境政策課

　　　　　　　　　　　滋賀県2009年『滋賀県の河川整備に関する方針』

　注目すべきなのは、姉川の計画流量は2400m3/sですが、愛知川はそれよりも大きくて
3000m3/sあることです。流域面積は半分なのですが、計画流量は大きいわけですね。愛知川は、
流域面積に比して計画流量が大きい「暴れ川」であると言えます。

　　　愛知川は古来よりあばれ川として知られて、その河床は何回も場所を変えています。こ
れは年々上流より運んでくる土砂が積もり、河床が高くなり、洪水が堤を破って流出し、
流れを変えた結果です。

　　　現在の河床は少なくとも、寛文の開拓の結果できた、栗見新田村の開村以前と考えられ
ています（2）。

　寛文年間というは、1661年〜1672年ですから、相当以前から割と安定している。愛知川はた
しかに暴れ川で破堤はするが、川筋そのものは割と安定している川だと言えそうです。

2–2．愛知川の集水域と「分散域」？─扇状地や内湖の形成─その形状の特徴
　図２.をもう一度みていただくと分かるように、愛知川の集水域は他の流入河川と比べて扇
頂部に抜け出した後、非常に細くなります。たとえば野洲川、高時川、姉川や安曇川でもそれ
ほど細くなりません。他の流入河川と比べて、扇頂部から下流で極端に狭窄化するというのが
愛知川の特徴です。
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　集水域というのは、川に水が集まってくる範囲ですね、流域と言い換えてもいいのですが、
愛知川の集水域は、たしかに他の流入河川と比べて扇頂部から下流で極端に狭窄化します。し
かし、見かけ上は狭くなるのですが、愛知川が周辺に及ぼしてきた影響力は甚大です。広大な
扇状地を形成し、その地下には豊富な伏流水（地下水）が眠っています。また、愛知川を水源
とする農業用水路網が縦横に発達しており、扇状地下の伏流水を汲み上げる井戸も数多く存在
しています。さらに愛知川ハザードマップの浸水域は広大です（図４．）。また、愛知川が大中
之湖などの内湖を形成したことについてはすでにお話しました。これらのことから愛知川が扇
頂部から下流においていかに大きな「分散域」（散水域）をもっているかが分かります。愛知
川は、この分散域を含めれば、集水域で表される流域よりももっと大きな流域をもっていると
考えることができます。
　なお、「分散域」という概念は学術上は存在しないのですが、「分散域」を定義するならば、
それは、「河川水や土砂が、扇状地や砂州として、また地下水として、あるいは各種用水や洪
水などによって分散される範囲」ということになります。

2–3．水が生み出す豊かさ─愛知川下流域の産業と文化
　⑴　有数の米作地帯と文化
　滋賀県には、琵琶湖南部の野洲川、日野川などによって形成された湖南平野と、琵琶湖東部
の愛知川、犬上川などによって形成され
た湖東平野があり、それぞれ古くから穀
倉地帯、有数の米作地帯として知られて
います。渡来人がすでに灌漑施設を造っ
ていたそうです。
　愛知川流域はこのように滋賀県におけ
る米作の一大中心地なのですが、農地が
扇状地にあることから水不足に昔から悩
まされてきた地域でもあります。それゆ
えに水争いの絶えなかった地域でもあっ
たと思いますが、そうした争いを調停す
るシステムとして「郷祭り」と呼ばれる
祭りが発達していきます。すなわち用水
の競合と惣村連合の関連の下で、複数村
落による神社祭祀である「郷祭り」が
発達していったというわけです（市川
2015）。祭りを通して複数村落間の用水
秩序を確認するということがおこなわれ
たのです。
　それから、これは私も知らなかったの
ですが、堰を設けることなく河川から取
水する「底樋」のシステムが注目されま
す。川の外側から河床の底までトンネル

図４．淀川水系愛知川浸水想定区域図　
出典：彦根市防災マップ（http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/
　　　suibou/files/echigawa100.jpg, 2017年３月１日閲覧）
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を掘って、川から染み出てくる水を底樋から取水するというユニークなシステムです。この底
樋から取水された水は、水の流れる街並み景観を形成し、人びとに潤いを与えてきたとのこと
です。そうした底樋が現在でも、愛知川下流部右岸（彦根市）側に服部町の「瀬首井」、本庄
町の「落尾井」、田附町の「湯の花井」の三つが残っているそうです（3）。

　⑵　伏流水と産業
　それから伏流水と産業でいうと、「近江上布」が挙げられます。麻の栽培と麻織物の生産が
愛知川流域ではかつては非常に有名だったということです。愛知川の豊かな水と琵琶湖からも
たらされる適度な湿気が、麻の栽培と麻織物の生産を支えたわけです。それと、忘れてはなら
ないのが酒造業です。滋賀県の酒は全国的に見れば有名ではないのですが、愛知川流域にはお
いしいお酒を造っている酒蔵がいくつもあります。また、UCCなどの飲料水メーカーも豊か
で良質な地下水を求めて流域に工場を設置しています。

３．農林業の近代化と「負の遺産」
3–1．有数の米作地帯ゆえの「農業水利の近代化」
　愛知川流域では有数の米作地帯ゆえに農業水利の近代化が早くから進みます。愛知川流域な
らびに少し北に位置する宇曽川流域では、図５に示されているように、多くの大型井戸、井堰、
溜池、逆水施設（琵琶湖の水のポンプアップ設備）が設けられていましたが、戦後、それらの
地域をカバーする形（逆水地域を除く）で、農業用利水ダムである永源寺ダム（1972〔昭和
47〕年完成）を水源とする大規模灌漑施設（国営かんがい排水事業・湖東平野地区）の整備が
おこなわれます（図６．）。「農業水利の近代化」は、「河川の近代化・装置化」を基盤としてお
こなわれたのです。
　ここで、「河川の近代化・装置化」は、河
川にダムや頭首工が設置されることによっ
て、河川水（水資源）の合理的な利用が促
進されることを意味します（田中2012）。ま
た、ダムや頭首工の設置と「農業水利の近
代化」とが連動していることを考えれば、

「農業水利の近代化」である圃場整備事業
（用排水分離システムの導入）も、広い意味
で「河川の近代化・装置化」に含めて考え
ることができると言えるでしょう。
　さらに言えば、滋賀県における「河川の
近代化・装置化」は、「琵琶湖の近代化・装
置化」とも連動しています。「琵琶湖の近代
化・装置化」は、1905〔明治38〕年の瀬田川
洗堰の設置から始まるとも言えます。瀬田川
洗堰の設置によって、琵琶湖の水位は１m近く下がり、琵琶湖沿岸域の地下水位の低下をも引
き起こしました。従来の浅井戸による灌漑は不可能となり、大型の深井戸が必要となります。
そして、それに伴って大型の動力ポンプの導入が必然化されただけではなく、農業用水の安定

図５．愛知川・宇曽川流域の大型井戸、井堰、溜池、逆水

出典：近畿農政局淀川水系農業調査事務所編1983年『淀川
　　　農業水利史』
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供給のための農業用利水ダム（永
源寺ダム）の建設へと繋がって
いったのです。
　琵琶湖の１m近くもの水位低下
は、戦前、戦後の内湖の干拓事業
を当然のことながら容易にしたで
しょうし、それがまた、「琵琶湖
の近代化・装置化」を押し進めて
いくわけです。そして、「琵琶湖
の近代化・装置化」は、琵琶湖全
体を「人造湖」化する戦後の琵琶
湖総合開発事業（1972年〜1997年）
によって徹底化されます。

3–2．近代化の「負の遺産」
　⑴　農林業のモノカルチャー化
　これまでにお話してきたように、河川や琵琶湖の近代化・装置化は、たとえば瀬田川洗堰の
ように結果的

0 0 0

に、あるいは永源寺ダムの建設と大規模灌漑施設の整備のように意図的
0 0 0

に農業の
近代化を押し進めました。
　農業の近代化は、かつては手放しで肯定されたのですが、今では環境面などからその見直し
がおこなわれています｡ たとえば、滋賀県の「魚のゆりかご水田」などの取り組みはその事例
です｡ 農業の近代化は農業生産性という視点はもちろんのこと、環境保全や食品の安全などの
いくつもの視点から論じることができますが、その根幹にあるのが、多品種少量生産から少品
種大量生産への転換です｡ これは、自動車などの個人消費者向けの工業製品の生産形態の変化
とは流れが逆ですね。
　かつて農家の人は百姓と呼ばれていましたが、それは彼らが多様な種類の作物を工夫しなが
ら年間を通して栽培していたことに由来すると説明されたりもします｡ すなわち、農家の人々
は、多様

0 0

な作物を育て、そのために多様
0 0

な農作業（播種、育苗、施肥、草取り等々）をこなし
てきたがゆえに「百

0

姓」と呼ばれていたというわけです｡ 農業の近代化は、手間のかかる多様
な作物の栽培を放棄させ、米などの少数の作物を大量に生産する方向へと農業を導いていった
のです｡ 言い換えれば、農業は米作モノカルチャーへの道を近代化の名の下に歩んでいったわ
けです（田中2015）。
　農林業の近代化は、収穫量の安定や増大などの恩恵を与える一方で、さまざまな問題を流域
に引き起こすことになります。

　⑵　上流域の問題
　河川や琵琶湖の近代化とは直接には関わりませんが、「林業の近代化」も少品種大量生産へ
と林業を導くものでした。戦後の拡大造林政策によって、針葉樹モノカルチャー化（拡大造
林）が進み、山はスギやヒノキだけの人工林の山へと変貌し、さらには手入れが行き届かなく
なることによって山地崩壊の危険性の高い山へと変貌していったのです。

図６．国営かんがい排水事業湖東平野地区

出典：国営かんがい排水事業「湖東平野地区」の概要（http://www.
　　　maff.go.jp/kinki/press/seibi/suiriseibi/pdf/141024-01.pdf, 2017年
　　　3月1日閲覧）
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　愛知川支流の茶屋川上流には今は廃村となった茨川の集落がありましたが、そこでは、製炭
業が衰退した後は、補助金による植林（造林）が進められました。しかし、植林の完了に伴っ
て収入が途絶し、集落の人びとは挙家離村を次々と余儀なくされていきました。そして、その
集落は、今、手入れされない植林地から流出する土砂に徐々に呑み込まれつつあります。奥山
の荒廃と土砂流出は、まさに針葉樹モノカルチャー化（拡大造林）の爪痕だと言えます。

　⑶　中下流域の問題
　中下流域ではどうなったかというと、農業や日常生活全般が近代化されると、肥料や燃料供
給源としての里山は不要になり放置され、集落間近にまで「山が下りてくる」ことになります。
山と耕地・人家が近接することによって獣害問題が深刻化します。
　ダムが出来ると濁水問題が起こります。紅葉が清流にその影を映すことで人を集めていた観
光地はその景色を傷つけられますし（永源寺）、川石に苔が付かずアユが育たないといった被
害も起こります。また、ダムへの貯水による放水量低下は、川が一部干上がる「瀬切れ」を引
き起こし、アユやビワマスの遡上を阻害します。愛知川はかつては全国から良質なアユを求め
て釣り師が集まったとのことですが、それも今や昔のことになっています（4）。
　また、ダムの下流部では、上流からの土砂の流入が阻害されることによって河床低下が起こ
ります（ダムの上流では、反対に河床上昇が起こり、ダム自身も土砂で埋まり、堆砂率が上
がっていきます）。愛知川では永源寺辺りで河床低下がみられるとのことですが（5）、一般的に
は橋脚の掘り崩しが起こり、橋が流されるといった被害が発生し、また取水堰が用をなさなく
なったりします。愛知川では、先ほど紹介した「底樋」が、河床低下によって露出してしまい、
土砂採取も手伝って用をなさなくなるといった問題が実際に起こっています（6）。これは用水
路の存在が潤いを与えてきた街並み景観の破壊へと繋がっていく問題です。
　大規模灌漑施設の建設と圃場整備によって用排水分離や用水路の暗渠化がおこなわれると、
従来の田越し灌漑に比べて生物多様性が急激に減退してくることにもなります。また、大規模
灌漑施設の建設によって用水管理は、「村落と村落の緊張関係」の下での管理から「土地改良
区と個別農家の制度的関係」の下での管理へと変化します（田中2015）。これは用水管理の合
理化であるとも言えますが、村落間対立の解消は村落内部の紐帯を弛緩させ、村落間対立・緊
張を前提として成り立っていた「郷祭り」の賑わいに影を落とすことにもなりかねません。
　内湖が生物多様性の揺籠のような場所であるというのはすでにお話しましたが、その内湖の
干拓という名の近代化が琵琶湖全体の生物多様性に与えた影響も甚大です。
　
４．諸問題の解決と未来像の模索─愛知川が琵琶湖の健全な「乳母」であるために
　これまでの話からも分かるように、河川の流域や琵琶湖には解決すべき問題が山積していま
す。そして、これらの問題を解決していく上でもっとも重要なのは流域の人びとのネットワー
クです。しかし、流域の人びとのネットワークについて考える上で重要となるのが、河川が人
びとの間に〈繋がりと分断〉の双方を生むという本来的に両義的な存在であるということです。

4-1．河川による〈繋がりと分断〉
　河川は政治や経済あるいは文化の〈回廊〉となると同時に、上流と下流、右岸と左岸との

〈分断〉の働きをもします。河川によって流域の人びとは繋がりかつ分断されるのです。たと
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えば、長良川（岐阜県）の場合ならば、「飛山濃水」という言葉に象徴されているように、山
また山の飛騨地方と広大な平野に恵まれつつも洪水に苦しむ美濃地方のそれぞれの利害、上流
─下流の利害がしばしば激しく対立してきました。また、一般的に行政地図がしばしば河川を
境界線として構成されていることからも分かるように、右岸と左岸もしばしば対立してきまし
た。たとえば、洪水の際に右岸側の人びとは左岸側の堤防が先に決壊してくれることを、決し
て口には出さないが、心の底では願わざるをえないのです。
　図７.と図８.はそれぞれ彦根市と東近江市のハザードマップですが、見てお分かりいただけ
るように、お互いに相手方の部分は白くなっています。本当はこの部分も青くなるのです。彦
根市や東近江市に決して悪意はないのでしょうが、行政地図の発想だと、こうなるのです。こ
の二つのハザードマップは、そういう意味において行政地図的発想の問題を如実に表している
地図であると言えるでしょう。
　河川は、このように人びとを繋げると同時に分断するという両義性を持っているのですが、
流域の人びとをネットワーク化するためには繋がりを活かし、分断を克服する工夫が必要だと
いうことになります。

4–2．〈流域地図と行政地図〉の重なりの幸運（1）─愛知川と東近江市
　山積する河川流域の問題の解決にとって流域の人びとのネットワークが重要なのですが、河
川の両義性は、河川の上−下流や右岸−左岸が行政的に分断されていると、〈繋がり〉よりも

〈分断〉に比重が移りがちになります。先に挙げた岐阜県の飛騨と美濃の対立も江戸時代の行
政区分上の分断を引きずっているという側面もあるのです。また、たとえば、先にお話した

「底樋」は愛知川の右岸側、すなわち彦根市側にあるのですが、どうも東近江市の人びとには
あまり知らないようにも見えます。

図７．愛知川洪水ハザードマップ／彦根市

彦根市（http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/
contents/0000006/6362/kouzui.pdf, 2017年3月1日
閲覧）

図８．愛知川洪水ハザードマップ／東近江市

東近江市
（http://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000004/
4573/3-13P39P40.pdf, 2017年3月1日閲覧）
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　しかし、1–2.のところでお話したように、愛知川は、中下流部では右岸側が別の市町村（愛
荘町と彦根市）となってはいるものの、東近江市にその流域（集水域）全体がすっぽり収まっ
ている珍しい川です。その意味するところは、東近江市は、河川の流域が背負わされている諸
問題に対処する上で、大きな優位性をもっているということです。
　一級河川である愛知川の管理権限は滋賀県にあり、東近江市にはありません。しかし、東近
江市は愛知川流域の諸問題に滋賀県や中央省庁と協力して「流域一貫の総合的・統合的河川管
理」を押し進める可能性をもっています。茶屋川上流域の拡大造林で荒廃した奥山から流れ出
る濁水を抑制し、永源寺ダムの放流濁水の長期化を防ぐ、あるいは瀬切れ問題を軽減する。こ
れらの取り組みは、東近江市が流域の森林組合や漁業組合、土地改良区あるいはまた市民団体
や研究者などとネットワークを組み、そのネットワークを介して県や中央省庁をその取り組み
に引き込んでいくことによって可能となるはずです。もし愛知川が複数の市町村によって分断
されているならば、こうした取り組みはより困難になる可能性があります。

4–3．〈流域地図と行政地図〉の重なりの幸運（2）─滋賀県と琵琶湖
　愛知川と東近江市との重なりがもたらす優位性についてお話しましたが、これと類似の事態
は、琵琶湖集水域と滋賀県との関係においても見出されます。すなわち、琵琶湖集水域は滋賀
県域とがほぼ重なっているのです。琵琶湖総合開発法（1972年〜1997年）や琵琶湖保全再生法

（2015年〜）という琵琶湖の名を冠した法律ができたのも、この重なりが重要な働きをしてい
ます。
　この重なりの重要性については、琵琶湖博物館の戸田孝さんも指摘していて、彼は、「石鹸
運動や、その成果としての滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」を挙げて、この重な
りがもつ重要性に言及しています（7）。

4–4．〈琵琶湖〉による繋がりと分断─多中心性のネックレス構造
　先に愛知川の中下流部の右岸側は他市町村（愛荘町と彦根市）となっているとお話ししまし
たが、河川流域の諸問題を解決していく上で、東近江市は、愛荘町や彦根市ともネットワーク
を作っていかなければなりません。河川の流域をめぐる諸問題の解決には、一般的には各種地
域団体や市民などとのネットワークが重要な働きをするのですが、忘れてはならないのが、市
町村間のネットワークの構築です。
　滋賀県においてこの市町村間のネットワークを考える上で重要となってくるのが、滋賀県下
の市町村が琵琶湖によって繋がりかつ分断されているという事態です。河川が人びとの間に

〈繋がりと分断〉を生む両義的な存在であることについては先に述べましたが、琵琶湖もまっ
たく同じような両義的な存在です。
　山梨県の甲府盆地の中心都市は甲府市一つです。同じように、山形盆地の中心都市も山形市
一つです。しかし、滋賀県の場合は、同じ盆地構造でありながら、一つには滋賀県全体が一つ
の盆地を形成しており、二つにはその盆地の中央に琵琶湖が位置することで相互に分断されて
いるという特徴があります。その結果、琵琶湖を囲むように大津市、草津市、近江八幡市、東
近江市、彦根市、長浜市といった、それぞれに独自の文化と産業をもつ中規模都市が併存する
という構造が形成されたのです。そして、それらの都市はかつては琵琶湖の舟運によって相互
に繋がり繁栄していたわけです。滋賀県では、その盆地構造と琵琶湖の存在ゆえに「多中心性
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のネックレス構造」とでも呼べる、複数の政治・経済・文化圏の併存が生まれたのです。
　これらのことを考えると、まさに琵琶湖は〈繋がりと分断〉を生む両義的な存在であること
が分かります。滋賀県は、県庁所在地にすべてが集まるという中央集権的な構造になっておら
ず、地域分権的で多様性に富む一方で、他方では統一が取りにくいというマイナス面をももっ
ているのです。

4–5．〈峠〉による繋がりと分断
　もう一つここで付け加えておかなければならないことは、滋賀県全体をカバーする盆地構造
とそれを取り囲む山々の峠の配置が「多中心性のネックレス構造」を強化しているという側面
です。盆地は周囲の山々によって他地域から分離・分断されており、「峠」を介して他地域と
交流することになります。峠も、河川や湖と同じように、人びとの間に〈繋がりと分断〉を生
む両義的な存在なのです。たとえば、峠を越えて商業活動を行なった近江商人の活躍は、この
峠の両義性にその存立基盤があったのです。
　峠を介して盆地社会は他地域と繋がることで、他地域の政治・経済・文化などの影響を受け、
一般的には、それらは盆地の中心となる一つの都市においてその盆地社会固有の政治・経済・
文化などと融合していきます。おそらく甲府盆地の中心都市である甲府市においてはそうした
融合が起こっていたはずです。しかし、琵琶湖が中心に陣取る滋賀県ではそうならなかったと
いうことです。ネックレス構造をなすそれぞれの都市は、峠の向こうにある地域の政治・経
済・文化などの影響をそれぞれに引き受け、独自の政治・経済・文化などを形成していったの
です。

５．おわりに
　これまでに述べてきたような流域の諸問題の解決や地域活性化一般にとって重要なことは、
地元の人びとが地元内部で相互（人と人、市町村と市町村、県と市町村など）に、また外部の
人びとと、活動的で多元的なネットワークを組んでいくことです。
　滋賀県においては、琵琶湖に流入する諸河川、県の中心に位置する琵琶湖の存在、県全体を
カバーする盆地構造、そして滋賀県を取り巻く峠の存在という四つの〈繋がりと分断〉の契機
によって、「多中心性のネックレス構造」が出来上がったわけですが、滋賀県において特に人
びとや市町村間のネットワークを考える際に重要なポイントとなるのは、人びとが、そして各
市町村がこれらの〈繋がりと分断〉をいかに活かし、また克服するのかということです。
　多様性というものは、統一性からはみ出す要因として日本ではしばしばネガティブに見られ
てきましたが、多様性は相互補完性を生み出す契機としてもっと評価されてもいいのではない
かと常々考えています。やり方次第でお互いの違いを楽しみ合うことがもっとできるはずです。
　その際にキーポイントになるのが、そのネットワークの核となる人や市町村の存在です。誰
がということは私には分かりませんが、どの市町村がということであれば、東近江市はあきら
かにその有力候補の一つです。
　最後に、今日の話の前半部の自然に関する話題に関連づけて生き物のネットワークの話をし
て、今日の話を終えたいと思います。
　先に紹介した岸さんは、里山に偏重した近年の環境保全運動に苦言を呈しつつ、次のように
述べています。「『すみ場所（ビオトープ）』の多様性とそこに生きる生き物の多様性。その両
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者の多様性をしっかりと保全すること（ネットワーク化）が『生物多様性』の本来の目的であ
る」（8）と。彼のこの発言と今日の話を結びつけるならば、奥山、里山、河川、琵琶湖といっ
た「すみ場所（ビオトープ）」の多様性を保全し、さらにそれぞれの「すみ場所（ビオトープ）」
における生き物の多様性を保全・回復するということになります。奥山の荒廃は河川の荒廃を
生み、それが人びとの魚や水との潤いのある触れ合いを奪うという形で、あるいは洪水のリス
クを高めるという形で人びとの日常生活を脅かし、それがさらには里山保全の余裕を人びとか
ら奪うという「負の連鎖」があります。これを断ち切ることが必要なのです。
　「すみ場所（ビオトープ）」のネットワーク化と人びとや市町村のネットワーク化がうまく接
合することによって流域と琵琶湖の未来は展望することができるのです。

注
⑴　MAMMO. TV「今週のインタビュー」#291「地球に暮らしなおすための地図を手に入れろ／岸由二

さん（慶應義塾大学経済学部教授）」
　（http://www.mammo.tv/interview/archives/no291.html, 2017年3月1日閲覧）。岸さんの「流域思考」

に関しては、岸由二2013年『「流域地図」の作り方』ちくまプリマリー新書も参照。
⑵　能登川町総合文化情報センター「西村助之丞―栗見出在家の開村の恩人」『ふるさと百科／能登川て

んこもり【風土と歴史】』（http://notohaku.com/acic/tenkomori/forlink.htm, 2017年3月1日閲覧）
⑶　西村久子2013年「愛知川伏流水の復元について」『西村久子／県政報告』第43号。
⑷　愛知川清流会「次世代に残そう清らかなる川」（http://www.hitoumi.jp/event/12_echigawa.pdf，

2017年３月１日閲覧）
⑸　愛知川漁業協同組合「サイト管理人のつぶやき」（http://www.s3.x0.com/tubuyaki.html, 2017年3月1

日閲覧）
⑹　注（3）と同じ。
⑺　戸田孝「滋賀県域と琵琶湖集水域の一致」『戸田孝の私設琵琶湖博物館』（http://www.lbm.go.jp/

toda/ohmi/drainage.html, 2017年3月1日閲覧）
⑻　注（1）と同じ。

参考文献：
市川秀之　2015年「湖東地域における複数村落による神社祭祀」『人間文化』38号（滋賀県立大学）。
嘉田由紀子　2000年「はじめに」滋賀県『マザーレイク21計画第2期改定版』。
岸　由二　2013年『「流域地図」の作り方』ちくまプリマリー新書。
木平勇吉　2002年『流域環境の保全』朝倉書店。
田中　滋　2012年「近代日本の河川行政史─ナショナリゼーション・近代化から環境の事業化へ─」牛

尾洋也,・鈴木龍也編著『里山のガバナンス：里山学のひらく地平』晃洋書房。
田中　滋　2015年「〈水利と米作の複雑系〉を読み解く」村澤真保呂・牛尾洋也・宮浦富保編著『里山学

講義』晃洋書房。



21

シンポジウム「流域のくらしと奥山・里山〜愛知川から考える〜」

基調講演

東近江市の流域政策

東近江市役所
市民環境部森と水政策課・課長補佐

山口美知子

　ありがとうございます。滋賀県の東近江市の森と水政策課の山口と申します。どうぞよろし
くお願いいたします。基調講演というようなとんでもない時間を頂戴することができましたこ
とを、本当に感謝申し上げます。ことの発端はおそらく、昨年のシンポジウムにパネリストで
寄せていただいた時に、この里山学研究センターにはいろんな専門家の皆さんがおられるとい
うことを教えていただきまして、それだったら一つのフィールドで、いろんな研究者の皆さん
がこぞって研究をしていただけたら、もっともっと東近江が立体的に見えるのではないかとい
うことで、本当にその時思いつきで発言させていただいたのを今でもよく覚えております。
　実はこの１年間、いろんな方々が東近江を訪れていただきました。森林の研究者の方等には、
セミナーの時間までとって頂いたりということで、本当にありがたい１年間を過ごさせていた
だきました。またこのようなシンポジウムのテーマにしていただいたということで、個人的に
ここ最近いろんな所にお邪魔してるんですけども、私の中で一番楽しみにしていた、シンポジ
ウムでございます。私の話よりも、皆さんの話をじっくり聴きたいなあというのが正直な気持
ちではございますけれども、ちょっと東近江の紹介もさせていただきながら、お話しできれば
なというふうに思っております。
　いつも私が使わせてもらっている写真なんですけれども、このトップの写真が東近江、今、
散々田中先生からもお話しいただいた愛知川と鈴鹿山脈、その扇状地に広がる水田全体を写し
た写真になります。手前、下の色の濃い所が琵琶湖ですね。私たちはどうしても下流、最下
流っていうと、どうしても琵琶湖と言ってしまうんですけども、そうじゃないよってよく専門
家の先生方からは教えていただいており、琵琶湖のまたさらに下流があるということも私たち
は忘れてはいけないなあというふうに思っております。
　実は私、歴史は大変苦手なんですが、最近特に、空間軸と、時間軸と、この２つの軸で地域
を見ないと、いろんな方策を間違うんじゃないかなというふうに考えるようになりました。前
回、田中先生と打ち合わせをさせていただいた時も、本当にたくさんのことを実は教えていた
だきまして、それをヒントに、素人ながら、ちょっと東近江の歴史をさかのぼってみたいなと
いうふうに思って、写真だけ集めてまいりました。
　先ほど先生のお話の中にも地質の話がちょっと出てきましたけれども、約7,000万年前、実
はこの湖東の辺りには湖東カルデラというのが広がっていたということなんですね。要は、火
山が噴火して固まった岩が点在している。その岩で有名なのはこの一つ、太郎坊宮ですね。東
近江には、このような里山、なおかつ大変硬い岩でできた里山が点在しているということと、
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この大きな塊のこの辺り、百済寺とかある辺りですね。そんな地形がベースになっているとい
うことですね。
　さらにずっと新しくなって、１万3,000年前くらいまできますと、実は相谷熊原遺跡という
所で、縄文のビーナスが見つかっております。これ県内の遺跡を地図に落としてあるんですけ
ど、見てください、皆さん、この辺り。これ年代に並べてもよくわかるんですけども、この辺
り、大変この県内でも古いものがここに集まっております。相谷は、これは山のほうですね。
そんな所に、こんなものが作れる文化があったということです。
　また新しくなりまして、1300年前くらい、要は奈良から平安にというこの時代あたり、すで
に東近江には灌漑用の水路がございました。愛知川の水を自然の傾斜で引いてくる水路ではあ
りません。より高い所へ水を送るような灌漑の技術がすでにあったようです。その近くに神社
遺構がございます。これ、うっすらと神社の形になっているの、分かりますかね。復元のイ
メージを専門家が書いたものですけれども、日本の中でもかなり古い方の神社がここにあった
のではないかというようなことも言われております。また八日市、東近江市役所のすぐ近くに
吉住池という池がございます。この池の下にも、このような、実は遺跡が沈んでいるんですけ
ども、すでに県のほうで発掘調査していただいておりますが、その隣には建部神社という神社
がございます。これ、春に毎年行われているお祭りの様子なんですけれども、この吉住池の上
流の村と下流の村が集まって、確か７基くらい神輿が集まる祭りだったと思いますけれども、
大変大きなお祭りがございます。そんなものができたのも、こんな頃ですね。そこからさらに
新しくなりますと、奈良平安鎌倉というようになってきますと、大変興味深いのは、技術者集
団があったということですね。先ほど先生のお話にもありました木地師さんたち、ろくろの技
術ですね。この釣鐘を作る鋳造の技術、また織物ですね。鎌倉の時代には麻織物が織られてい
たというような歴史も残っているということらしいんですけれども、そんな技術。また建築で
す。湖東には今在家というところがございまして、そこには宮大工さんたちがおられます。こ
のような建築の技術も、実はもう、この時代にはこの地にあったというふうに言われておりま
す。要は中世の時代にこれだけの様々な技術があった場所というのは、実は日本中でもそう多
くはないと言われています。一つ面白かったのは、私、今年仕事で、東京ですき焼きをやらな
きゃいけなかったんです。すき焼きをやるんだったら、やっぱり南部鉄器で、南部鉄の鍋でや
ろうと言い出した人がいて、南部鉄かあと思いながら南部鉄のこと色々調べておりました、そ
したら南部鉄というのは産地が２つありまして、盛岡と水沢というところがあるんですけども、
水沢の歴史を皆さん、もし時間がありましたら、またホームページ等で検索してみてください。
実は近江からこの鋳造の技術を持った職人を藤原氏が連れて行ったことが始まりだというふう
に書いてあります。要は、それくらい古くから、近江にはかなり高度な技術があったというこ
とです。この真ん中にある石塔寺ですね。この石塔も大変象徴的な建物ではないかなというふ
うに思います。
　そこからさらに新しくなってきますと、ガバナンスのあり方がだんだん変わっていきます。
鎌倉後期から室町という、約700年前くらいになるのかなあと思うんですけれども、東近江の
地には惣村自治と言われるものと、商人が生まれてまいります。これ、伊庭の集落ですね。日
本遺産に登録されました伊庭の集落。この神社は今堀町というところの日吉神社なんですけれ
ども、ここには日本で最も古い文書が残っているというので有名な神社でございます。この神
社、実はこの商人の文章を残してるということなんですね。ここに五箇商人と四本商人と書き
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ました。五箇商人というのは、五個荘の商人という意味ではありません。５カ所の方が、共同
で商売をしていたということで、実はこの五箇商人というのは、近江から若狭の方へ商売に
行っていた人たち。四本商人というのは、近江から中部圏へ商売に行っていた人たちのグルー
プのことです。四本商人というのは、この４つの集落がございます。一つは、先程言った石塔、
五個荘の小幡、この神社のある今堀保内商人です。この東近江の中にある３つの集落から商人
が出ております。もう一つ、気になりますよね。もう一つは愛荘の沓掛なんですけれども、そ
の４つの地区から商人が共同で八風越えをして中部圏に商売に行っていた。面白いのは、五個
荘の小幡商人という商人だけは、こっちにも参加していたんですね。要は、若狭に商売に行く、
こちらの中部圏に商売に行く、その両方に参加をしていたのが、実は五個荘の小幡商人という
ことです。こういう古い町には、自分たちのことは自分で決めるというような文化も当然残っ
ておりました。ですので、古くから様々なルール、掟が書いて残されているということですね。
　実は近江商人は江戸に入ってからです。こうやって並べると、最近の話だなって思うんです
けれども、400年前くらいになる、江戸期に入ってから、近江商人というのが出てくるわけで
す。近江商人の三方よしという考え方は、大変有名になっておりますけれども、その中に典型
的な家訓として挙げられているのが、例えば、「しまつして、きばる」ということ。「奢れる者
かならず久しからず」ですね。農業をしながら、その合間に商売をしていたということですね、
近江商人というのは。決して農地を手放してはならないというふうに言い伝えられていたとも
伺ってます。また「富を好しとし、其の徳を施せ」ということで、富を得るのは悪いことじゃ
ありませんよと、いいことですよと、その財産に見合った社会貢献をしなさいというようなこ
とも家訓として残されていたということですね。
　少し新しくなりますと、一人だけちょっと近江商人を紹介しておきたいと思うんですけれど
も、五個荘の近江商人はとても有名ですね。ですけども、この田附政次郎さんというのは能登
川から出ておられる方でございます。紡績等でたくさん財をなされたということなんですけれ
ども、伊藤忠兵衛さんのところで丁稚奉公されたりというような大変、実は苦労人でございま
す。そんな田附さんが、大阪で商売を始められて、何をされたかというと、北野病院創られて
ますね。また手塚山学院、よく聞く学校ですね。手塚山学院の創設にもお金を出しておられま
す。東近江とのご縁で言いますと、神崎実業学校を作った方ですね。今は、八日市高校と八日
市南高校になっておりますけれども、そんな学校を作っておられます。またここにちょっとコ
ピーを、小さくて申し訳ないですけども、今でも財団法人五峰興風会というのがございまして、
能登川には毎年、寄付をいただいております。その中に、実はこれを立ち上げられたのは二代
目の政次郎さんですけども、先代の政次郎さんがどんなことを思っていたかということを設立
の趣意書に実はとうとうと書いておられます。教育と産業の発展を実現して欲しいというのが
政次郎さんのご希望だったということで、実際このような会が立ち上がっているということで
すね。
　そんな背景を持った町で一体今何が起こっているのかということですね。この辺から今の
話になってまいりますが、市内の総生産額、5,400億円あるうち、330億円はエネルギー代金
として外に出て行きます。また、消費としても680億を超えるお金が市外へ出て行ってしまう
と。この経済フローを私たちは一生懸命、何とかしなさい、これを何とか増やしなさい、とい
うふうに地方創生の文脈で言われておりますが、忘れてはならないのが、今まで話した、この
ベースの部分です。自然資本、人、そこにインフラ、人と人との関係性、この４つの資本が潤
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沢にあったから、今まで東近江はこれだけ豊かなまちを作ってこられたということは、歴史を
さかのぼると間違いないことだというふうに考えております。また１市６町が合併をしたおか
げで、最源流部から琵琶湖畔までが東近江になったということは、もう一度、この流域を単位
に豊さを考えてみようじゃないかということで、実は東近江市では環境基本計画という行政計
画の中に、今のこの４つの資本というのを位置付けしまして、それら４つを地域資源というふ
うに呼ぶことにしております。また、その地域資源を保全・再生する取り組み、またそれを活
用する取り組み、地域資源そのものをつなぐ仕組み作りというようなことを基本方針に置きな
がら、私たちはこれからまちづくりをやっていきたいなというふうに考えております。森と水
政策課というのは、実はまだできて２年目です。２年目が今終わろうとしているところでござ
います。この広大な面積、一体どこから何をどう手をつけていいのかというようなときに、実
は私たちが何とか活動の指針にしたのが、一つは賢明な利用を進めましょうということ。自然
資本を保全・再生しましょうということ。そして、交流と学習をしていきましょうということ。
要は、分野の違う人たちが、今、連携して学ぶということとを、縦軸ですね、時間軸、私たち
の前の世代の皆さんが何を考え、私たちの次の世代の子供達が一体どんな将来像を望んでいく
のか、そんな世代と分野をつなぐような交流と学習を促進していきましょうというようなこと
を柱にさせてもらいました。
　私どもの地方創生では、実は「森おこしプロジェクト」というのを提案させていただきまし
て、今様々な取り組みを進めている最中でございます。例えばエコツーリズムの産業化ですと
か、新たな木の産業創出というようなこと。また、森里川湖のつながりを継承していきましょ
うというような働きかけなどを行っているところでございます。エコツーリズム、こんな感じ
ですね。子供たち、大変楽しそうにいろんなことに取り組んでくれましたけれども、今日実は
来ていただいてる、茨川という今は幻の集落に最後までお住まいになっておられた筒井さんに、
エコツーリズムの一環でツアーをやっていただいて、どんな暮らしがその山の奥にあったのか
というようなことを、本当に生き生きと伝えていただいたりもしております。私たちが一体ど
んな場所でどんなふうに暮らしてきたのか、そしてこれからどう暮らしていくべきなのかとい
うことを考えられる、そんなエコツーリズムを提供できたらなあというふうに考えております。
　それと実は、先ほどから先生が言ってくださっている流域というものも、水の始まりは森で
ございまして、実はその森が大変な状況になっております。ちょっとその話をしていると、２
時間も３時間も経ってしまいそうですので、ちょっと割愛しますが、今その森をなんとかしよ
うということで、様々なチャレンジが東近江では始まっております。実は東近江の森というの
は、市域の半分以上あるんですけれども、人工林は３割くらいしかございません。残りの６割
から７割近くが実は天然林です。地域の里山を見ると、こんな感じですね。これ綺麗に整備を
した後の写真なので、大変スッキリして綺麗に見えるんですけども。このようにほとんど滋賀
県の里山って、田んぼがすぐありますよね。そうすると、何が起こっていたかというと、ここ、
獣害で大変なことになっておりました。あのイノシシが出てくることを止められなければ、僕
たちは稲作はやめなければならないというくらい、大変困っておられました。その害を止める
ために、この山際に柵をするということをしていただいたわけですけれども、実は柵をするだ
けでも獣害は止まりません。東近江で何をやっていただいたかというと、この伐採ですね。森
林整備をしましょうということなんですけれども、森林整備をするには、所有者がおられます。
この所有者の皆さんが、みんなで整備をしようという意思決定をしないと勝手には切れないん
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ですね。ですので、東近江の各集落で今始まっているのが、集落単位で意思決定をして、森林
整備をするということでございます。その時には個人の境界確定をしないで整備をする。その
整備をするということに同意書を書いていただくというようなことで整備をしています。
　そうして整備が進むと、材が出てきますね。この材をある程度売り物にしていかないと、こ
の整備のお金は捻出できません。これまでは、ほとんどのこの広葉樹材が薪になっていました。
要は燃料ですね。最近薪も流行っていますので、結構薪もいい需要先になっておりますが、ど
うしても単価的にはそんなに高くない。実際、今の雑木林は、昔の雑木林と違って、かなり太
い材料がある。そりゃそうですよね。もう70年くらい切ってないですもんね。大変大きな雑木
林の木があるということで、実はそれは家具にできるんじゃないかということで、資源量調査
をさせていただきました。そうすると、東近江で大体年間120m3くらいの家具材が出せるじゃ
ないかということが分かったんですね。これならある程度、産業として成り立つのではないか
ということで、今、国産材で家具を作ることをずっとやってこられたワイス・ワイスという会
社の社長さんと一緒に、地方創生の一環で、地域に仕事を作っていきましょうということで賛
同をいただきまして、地元の森林組合にも協力してもらいながら、木材の加工業者さんたちに
も協力してもらいながら、東近江の広葉樹で家具を作るというような取り組みを進めておりま
す。
　また、このように東近江のような源流部から下流部までが一つのまちになっているところっ
ていうのは確かに珍しいんですけれども、このような流域思考を全国にやっぱり広げていくべ
きだろうということで、実は環境省はこの「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」と
いうのを一昨年から始めておられます。東近江はそのモデル地域にも選んでいただいているわ
けですけれども、とにかく森と里と川と海はつながることで、その様々な生態系サービスを提
供してくれていたと。で、そのつながりを忘れてしまったあたりから、どうも道を間違えたん
じゃないかというような、先ほど先生のお話にもありましたが、まさにそんなことがたくさん
課題となって表出してきているのが今だというふうに私どもも思っておりますし、環境省もそ
んな発信をしていただいております。なんとかこれをつないでいこうということですね。いろ
んな課題が顕在化してしまっているものをなんとかしようということで、今、環境省の方が、
提案をされていて、私ども東近江でもそれに近い形をなんとか作っていこうということで取り
組んでいるのが、この地域循環共生圏というものですね。都会と田舎というのは、実は持ちつ
持たれつの関係でないと成り立たないということですね。特に、自然資本をすっかり忘れてし
まった都会の皆さんに、森里川湖というような、その資本の大切さを知っていただくというこ
とも大変重要な課題になっておりますが、そんな取り組みを進めていこうということで、実際
に、ここにもありますね、社会経済的な仕組みを通じた支援というふうにありますけれども、
環境と経済と社会を分断しない地域のあり方、ガバナンスのあり方というものを作っていきな
さいというのが、今環境省から言われていることでございます。
　東近江では実は、２つの組織を作っていこうというふうに考えておりまして、その一つが環
境円卓会議というものですね。こちらはどちらかというと、地域の皆さんと、そのつながりを
取り戻していくような場作りです。
　もう一つが、東近江三方よし基金という経済の仕組みです。グローバル経済になり、物が介
在しない、お金だけがお金を生んでいくような世の中になったあたりから、どうもおかしいと
いうことで、金融の仕組みを変えるべきだとおっしゃっている方がたくさん実は出てきており
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ます。東近江では、ローカルファイナンスをどう再構築するかというようなことを考えながら、
実はこの三方よし基金というのを作っております。これを提案した時には、コミュニティファ
ンドと言われるような、いわゆる地域の寄付を集めて、地域の活動を応援するというようなこ
とができる一つの組織として、考えていた部分もあったんですけれども、歴史のことをいろい
ろ調べていくうちに、東近江から発信すべきファイナンスの仕組みというのは一体何なのかと
いうことをいろいろ考えるようになりました。私たちは、やはりもっともっと先人に学ばない
といけないのではないかなあと思っております。そんなことを考えておりますと、いろいろ知
恵を貸してくれる方々も出てきまして、今、この設立準備会の代表をしていただいております
龍谷大学の深尾先生からは、社会的投資という言葉を一般化できるようなまちを作りましょう
というふうに言われております。私たちは自然資本の上にしか豊かなまちを築くことはできま
せん。ということは、それらの資本を誰がどのように保全をして次の世代に繋いでいくのかと
いうこと。それを一体どのように経済的な仕組みで支えるのかということを、私たちは考えて
いかないといけないのではないかということで、これまでの例えば融資や投資というのは、ビ
ジネスベースで成り立つか成り立たないかだけだったわけですけども、それを私たちは東近江
で、社会的収益の見える化ということに取り組みながら、環境や経済や社会、ソーシャル、社
会的な価値に貢献するような取り組みを応援できる仕組みとして、この三方よし基金を作って
いこうというふうに考えております。
　確か皆さんの手元にパンフレットも今日配っていただいているかなあと思うんですけれども、
300万円の基本財産が財団法人を作るのには必要なんですけれども、それを行政の予算で300万
円出して作ることは、もしかしたら500億の予算規模のあるまちだとしたら難しくないかもし
れません。が、準備会の皆さんから言っていただいたのは、それではダメだと。地域の皆さん
に応援していただける基金にしないと、意味がないということで。それはそうですよね。つな
げようとしているのに、つながらないといけない人たちが知らないような基金では意味がない
ということで、3,000円を1,000人から集めなさいというような指示がありまして、今現在50名
の方に協力をしていただいて寄付集めをしております。その時に、三方よし基金にどんな思い
を込めていただいたかというようなことをちょっと書いていただいて、子供たちに本当に未来
を拓せるような街にしたいとか、いろんな思いを書いていただきました。おそらく人数でいう
と、700人を超えるのではないかなと思うんですけれども、そんな皆さんから今940口くらいに
なっております。もしこんなまちづくりを応援してやろうという方が今日もしおられましたら、
また帰りに私に声を掛けていただければ、ありがたいなというふうに思います。
　関連した動きとして、ちょっと紹介をしておきたいのが、休眠預金の議論でございます。10
年以上金融機関で眠っていたお金を一旦東京に集めて、それをまた地方で様々な取り組みに使
える仕組みを作ろうというような法律が、12月に通りました。ここ２年、３年くらいかけてお
そらく仕組み作りが急ピッチで進むということなんですけども、そのお金を受け取るには、受
け皿が間違いなく必要です。東近江の三方よし基金は、そのような動きも意識しながら動かせ
ていただいております。皆さん、休眠預金って毎年どれくらい出てくるかご存知ですか。毎年
全国で１千億くらいのお金が出てまいります。
　もう一つ、社会的投資という言葉の中で、東近江で取り組んでいただいたものが、東近江版
のソーシャルインパクトボンドというものですね。海外で実はすでに進んでいる仕組みなわけ
ですけども、東近江では実際に行政が出していた補助金や委託料を、地域の皆さんにいったん
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応援をしていただくと。資金的な調達をまず一旦地域の皆さんからしていただいて、成果が出
たら行政が資金を出してくださった方にお金を返すというようなやり方に変えるチャレンジを
させていただきました。何が起こるかと言いますと、公、公益的な事業というのは行政がやる
もんだと思っている人たちは、行政とその事業をやる方だけの関係性で終わってしまうんで
すけれども、実は地域の皆さんは歴史的な背景から考えても、地域のことは地域のみんなで
解決したい、実はそんなDNAをお持ちでした。なので、公益的な活動を私たちが応援できる
と、その権利を買うというような感覚で、お金を出してくださいました。200万くらいのお金
が、だいたい10日から２週間までくらいの間に集まったということは、ちょっとよその地域で
は考えにくいことかもしれないですね。
　こんな社会的投資や寄付や助成、そういうものを沢山とにかく組み合わせて、地域が持続可
能なまちになっていくような取り組みを応援していける基金にしていきたいというふうに考え
ております。そして、そのベースにあるのは、間違いなく自然資本であります。私たちでいう
と、流域そのものが私たちのとても大切な財産であります。それを先人たちは大変上手に利用
をし、活用をし、そして保全をして、このまちを作ってきていただいたということをもう一回
ちゃんと考え直しながら、まちづくりをしていけたらなというふうに考えております。はい、
ちょっと雑駁な話になりましたが、以上になります。ありがとうございました。
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関連講演

小 椋 谷 と 木 地 屋

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー /里山学研究センター・研究員
須藤　　護

　ただいまご紹介いただきました須藤と申します。先ほど２人の方が講演をされました。大変
興味深くて、私は聴き入ってしまいまして自分の出番を忘れそうになりましたけど、いろいろ
なところで皆さん方、様々な研究をされているという、そういうことを知って大変うれしく思
いました。
　時間が30分と決められておりますので、本題から入っていきたいと思うんですけど、今のお
２人の講演の中で私が感じたことは、古いことを知るというのは非常に大事なことなんですが、
何のために知るのかという、そういう問題に大変興味を持ちました。それで私なりに考えてみ
ますと、例えば東近江にしても、住み続けていくために、やはりその地域で住むことに対して
自信を持っていくという、あるいは誇りを持っていくという、そういうことを非常に強く感じ
ました。
　それで先ほどのお話の中で縄文時代から近世の近江商人の話まで出てまいりましたが、そこ
で活躍された方々は多分、東近江という土地に対して、またそこに住んでいることに対して大
変誇りと自信をもっていたと思います。ですから、あれだけのことができたのかなと思います。
そういうことを考えていきますと、今の人たちも同じような考え方をしていけば、豊かな地域
社会を形成できるのではないかと、そういう印象を強く持ちました。それと田中先生のお話の
中で、生物・文化・産業の多様性の回復というような副題がついておりました。今日私が少し
お話しさせていただくのは、そういう先のお２人の方の補強を少しでもしたいという、そうい
う目的がございます。
　それで、テーマとして「小椋谷と木地屋（木地師）」というテーマをつけさせていただきま
した。これはいわゆる鈴鹿山脈の愛知川の源流にあたる地域に居住してきた方々がどういう歴
史をもっているのか、人びとの歴史はどのようなものであったのか、という問題が一つあると
思います。そのような歴史を知ることが重要だというのが１点。それから、その歴史を共有す
るというのが第２点目。そしてその歴史の中から問題を発見していくという、歴史研究の重要
性はそのあたりにあるのかなというふうに考えています。
　それで映像を見ながら話を進めたいと思います。この鈴鹿山脈の西側ですね、西側に広がる
谷、これ小椋谷という谷ですね。具体的に申し上げますと、ここに永源寺があります。九居瀬、
確かこれはダムで沈んでると思いますけど、それから黄和田、政所、箕川、蛭谷、そして君ヶ
畑、この６つの集落ですね、これを小椋谷六ヶ畑といっています。「畑」という字が付いてい
るのですが、この問題に関しては大変むずかしい問題ですので今回は省略します。この一番右
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上にあるのが茨川という所です。今日おいでくださいました筒井正先生のご実家があった所で
あると伺っております。
　さて、最初は写真を見ながら概略を見ていきたいと思うんですけど、これは蛭谷の集落です
ね。こういう集落です。まあ行かれた方、たくさんいると思いますけど、今はあまり人が住ん
でいない状況になってしまっています。それから筒井神社、蛭谷にある神社ですけど、惟喬親
王と関係が深い神社で、この下が帰雲庵と言いまして、現市長さんと関係の深い建物であった
と思いますが、歴史的に重要な役割を果たしたところです。
　これが小椋谷六か村の一つであるの君ヶ畑です。蛭谷よりはちょっと大きな集落なんですけ
ど、30軒ほどありまして、ここに大皇器地祖神社という神社がありまして、ここに高松御所と
いう御所がありました。この二つの集落が木地師関係の中心になった所です。
　この写真が筒井峠というと峠で、平野部に出る途中にあるのですが、ここに筒井千軒という
ところがあります。千軒というのは大変大きな数ですけど、たくさんの人が住んだ場所といっ
ていいと思います。現在は100軒くらいの屋敷跡の確認はできています。ここに木地師の祖神
といわれている惟喬親王という方の菩提所、それから供養塔があります。惟喬親王を信仰して
いた木地師の皆さんがおまつりされているというところであります。
　この小椋谷がなぜ大事な所だったのか。それは日本の歴史の中で、明治の初めの頃までのこ
となんですが、日本文化の中のいわゆる食文化、とくに食文化の中の食器ですね。具体的に言
いますと、木器とか漆器そういうものの生産に関わる問題であります。ロクロを携えて木地物
を作る職人である木地師、木地屋ともいいますが、その人たちを統括してきた所として、非常
に重要な役割を果たしてきた。そういう所であります。
　日本人の食器の歴史をみていきますと、皆さまご承知のように、古くは土器ですね。それか
ら土師器とか須恵器とか、あるいは瓦器とかそういった土器が儀礼の際や日常の器の中心だっ
たんですが、鎌倉時代から室町時代のあたりから渋下地、柿渋の下地ですね。その下地を使っ
て漆を塗ることがはじまり、非常に安価な漆器ができるようになってきます。それによって、
日本の食事用具、特に食用具の大きな変革がおこります。
　さらに近世に入りますと、各地に城下町が出来上がってくる。すると城下町の地場産業とし
て漆器というものが重要な位置を占めていく。そのために、全国的に漆器の需要が高まってい
くということがありました。元禄（1688〜1704）の頃には、日本のほとんどの漆器産地が形成
されていることがわかってきました。そうすると、もともと、この近江の小椋谷というところ
は、木地師がたくさんおられたところ。先ほどの筒井千軒も、あの屋敷跡も木地師の屋敷跡で
はないかと言われておりますが、その周辺の原木がなくなったために、全国に散らばっていく
という経過をたどったのではないか、ということがこの地に伝承されています。
　近世に入ってからのことになりますが、全国に木地師が出かけていくわけですけど、ただ手
ぶらで出かけるわけにはいかない。ここにありますように往来手形というものが必要になる。
それから宗門人別帳、つまりあなたはどこのお寺に所属してるんですかと、つまり近世の戸籍
管理というのは寺が管理していましたので、それが必要になる。それから木地師の免許などが
必要になる。そういうことを、先ほど写真で見ていただきました蛭谷の帰雲庵と、君ヶ畑の高
松御所、この２か所で全国に散っていった木地師の管理業務をおこない、信仰の中心になって
いたということであります。
　ところが、近場だったら良かったんですけど、遠くに、例えば東北地方とか九州にもおられ
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ましたので、本山に帰って、往来手形をもらったり宗門人の手形をもらったり、免許をもらっ
たりすることが困難になってきた。そのために、本山から神主やそれに準ずる人が木地師の村
を訪ねて歩いて烏帽子着（成人式）の儀式をあげる。また轆轤師としての免許を発行する。そ
ういうことを行なっていた。小椋谷から全国の木地屋のもとを訪ねて歩いて、そしてそこでこ
ういうような事務手続きといいますかね、手形とか免許を与えることが行なわれてきました。
木地師の側では初穂料という名目で金銭を奉納していました。この記録が氏子駈帳という形で、
帰雲庵と高松御所に残っておりまして、それがあることで、とくに近世が中心になりますけど
も、日本における移動する職人の足跡をたどることができるという貴重な資料が残っている、
そういう地域であります。
　それで大事なことは、木地師（木地屋）という職業を持った人たちが、まずは自分たちの故
郷を大事にしていたということがありまして、なぜ大事だったかというと、男子が成長して轆
轤用のカンナを扱えるようになると、古くは本山に出向いて、本山というのは筒井八幡神社と
大皇器地祖神社であると考えていいんですけど、鳥帽子着という儀式をした。各地の木地師に
たいして、沐浴潔斎、烏帽子の単衣を着けて神主が献饌する、という儀礼をおこなうわけです。
この儀式を終えると、用材の入手とか製品の販売、最も大事なことは、カンナという道具があ
るんですけど、そのカンナの先に付いてる鋼を得る、そういうことができるようになる。仲間
としての待遇が得られるわけです。そういうことで大変重要な儀式であったということが言え
るかと思います。
　このとき「阿野（あのう）の定盛にて候」とか、「谷後（たんご）の家次に候」と、こうい
うふうに名乗りをあげて神に告げる儀式があった。これもまだ分かってないんですが、面白い
ことは、近世の文書の中に石積みの職人の名前として「阿野」も「谷後」も出てきます。私は
今大津市の坂本という所に住んでいるのですが、坂本の南側に穴太（あのう）という集落があ
ります。穴が太いと書きます。そこは、石積みをする職人さんがたくさんおられた所なんです
けど、その穴太ではないかということです。その石積みの頭を阿野といったり谷後といったり
しています。そこで木地業と石工との関係ですね。この問題をさらに広げていきますと、木材
の伐採・加工、土木、石組みとの関係につながっていくのではないかと感じています。
　それからもう一つは、これも分からないことが多いし、これ話してると長くなりますが、鉄
との関係、刃物との関係ですね。木地師の場合は、ロクロを回してお椀を作りますので、その
カンナの先に非常に粘り気のある鋼が必要になるんですね。木地椀の成形をするときも鋭利な
刃物を使います。石の細工をするときもやはり固いもんですから、鋼が必要になります。です
から木地師が行なう烏帽子着の儀礼は、鉄の問題をふくめて大きな示唆を与えてくれているよ
うに思われます。
　烏帽子着を着るという儀礼、つまり一人前の木地屋になるためにこういう名乗りをするとい
うことが、非常に面白いなと考えております。この儀式を終えると烏帽子親を決めて一台のロ
クロと免許状を与えられる。それから、往来手形、宗門手形などが与えられる。これをやった
のが蛭谷の帰雲庵と、それから君ヶ畑の高松御所です。木地屋というのは全国にいました。そ
の人たちを近江の２つの集落が統治してたということになります。したがって、先ほど申しま
したように、この地域というのは歴史的に見ても、あるいは日本文化、日本の木の文化、特に
食文化の関係の文化を見ていくときに非常に重要な位置を占めていたということになります。
　烏帽子着の儀式をはじめとした儀式は、蛭谷や君が畑から氏子駈に出ていった人が行なって



31

シンポジウム「流域のくらしと奥山・里山〜愛知川から考える〜」

いましたが、氏子駈も何年かに一回しか出ません。そうすると、この地域の信頼された人物が
代理人として証書を出したりするようになっていく。ここにでてくるのは貫井の木地問屋です。
申請しているのは木地師ですが、本山の代理人になっているのが貫井の人だということが書か
れています。貫井は湖西ですね、今は確か大津市に入ったと思いますが。貫井というところの
木地問屋の方が代理人として証書を出してるという証明書があります。こういうものは、蛭谷
の木地屋資料館というのがありまして、往来手形とか宗門手形などがありますので、ご存知の
方多いと思いますけど、行ってみていただければいいかなと思います。
　これが氏子駈帳ですね。これは蛭谷と君ヶ畑と両方あります。それで、どれほどの木地師
がいたのかということなんですけど、蛭谷の氏子駈帳をみていきますと、だいたい近畿、中
国、四国が中心。延べ軒数として、一番多い時は文政期（1818〜1830）になりますが、3,043軒。
延べ人数にすると４万8,000人という、そういう数に上ってきます。これは蛭谷だけなんです
けど、君ヶ畑のほうは主に東日本が中心になるんですけど、だいたい蛭谷の１割くらいという
ことになります。これが氏子駈帳の印刷したものなんですが、私が最初に出会った木地師さん
は福島県南会津地方針生と駒止山という所で、その地名は氏子駈帳に出てきます。ここにいた
思われる木地師さんの系統だと思いますが、昭和50年でしたかね、お会いして、いろいろお話
を伺うことができました。
　次に木地師が使用した道具類ですが、これも資料館にありますので見ていただければと思う
んですが、大変重要なことは、持って歩く道具が非常に少ないということ。ロクロ、カンナ、
手斧（チョウナ）があります。中をくる手斧と、外を刳る手斧がある。これは中をくるんです
けど、刃先が湾曲しています。そして外をくる手斧は刃先がまっすぐになってます。これが木
地師が必要とした道具です。それに鍛冶道具。フイゴとか、金槌とか、そういうものだけです。
ということは、少ない道具を巧みに使いながら製品を作るということですから、技術的には高
いレベルのものを持っていたことがわかります。
　重要なことは、移動することを前提とした道具類のセットがあったことで、あんまり荷物が
多いと、移動しにくいということがあります。この人たちはいい原木があると、その山へ移動
して歩いていきます。短いときでだいたい３年から５年。長いときは50年くらい、そこの原木
の状況によって異なりますけど、とにかく移動する。したがって荷物を最小限にしていく。そ
うすると非常にレベルの高い技術が要求される。そういうことになるかと思います。そのへん
も見ていただければと思います。
　それで、もうまとめに入ってしまう状況なんですけど、日本における木の文化と小椋谷とい
うことで、かつて小椋谷の六ヶ畑と言われた地域は、ロクロ木地業が盛んなところであったこ
と。筒井千軒といわれるほどの活気に満ちた所であったと。今は非常に静かな所ですけども、
かつては非常に活気のある地域であった。ところが、木地加工に用いるトチとかブナ、ケヤキ、
こういう原木が減少すると、人々は各地の山に移住を始めた。
　そのような時代の流れの中で、六ヶ畑のうちの蛭谷と君ヶ畑は氏子駈という支配制度を作り
上げた。そして氏子駈帳を見ていきますと、正保年間（1644〜1648）から明治６年まで、約
220年間の間に、全国で5,200世帯、人口にして30万人ほどの人々が木地業に従事していたこと
がわかってきました。古くは、職人は材料のあるところに移動して仕事を行なうことが一般に
行なわれてきました。ところがその実態はわからないことが多いのですが、木地師に関しては
移動する職人の実態が分かってきたわけなんです。そのような非常に珍しい、そして貴重な資
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料がこの地域に残されているということですね。これは日本の職人史、日本文化史を見ていく
上で大変重要な資料になるということになります。
　それで、あとそんなに時間ないんですけど、近代に至るまでロクロ工、ロクロ師、木地師、
木地屋、これも非常に面白いのは、ロクロ工というのは古代に言われていた、そしてロクロ師、
木地師というのは中世に多く言われました。木地屋というのは近世に呼ばれて、そういう名前
が変わるんですけど、いずれもロクロを用いて木器を生産した人びとのことを言います。丸物
の木器を生産した人びとです。こういう歴史的な記録を、正確に残していく、正確に記録して
いく。それが日本人の履歴書の１ページになる。これは日本人の履歴をたどっていく上でも非
常に重要なことであろうと思います。その日本人の履歴の元になった。元というのは日本文化
の基層部分です。日本文化の基層部分を担っていた木の文化、そういう文化の担い手になって
いったのが木地師ということで、小椋谷というところは大変大事な場所であるというふうに思
います。
　もう一点は、最初に申し上げました。日本においては土器の時代というのは非常に長く続い
た。しかし、鎌倉、室町のあたりから大体500年、あるいは600年の間ですね、日本人が使用し
てきた主要な漆器というのは、木製であったことがわかってきました。その食器の製造を、流
通製造、そういうものを支えてきたのが木地師であり、漆掻きの職人さん、それから漆を塗る
塗師ですね。こういう人たちは非常に重要な存在であった。これらの人びとを統括していたの
が、小椋谷の、主として蛭谷と君が畑という小さな集落であったことがわかってきます。
　加えて、日本人の日本の職人史を見ていく上で、先ほども穴太衆という石工の問題がありま
した。それから木地師の祖といわれている惟喬親王は小野宮とも呼ばれておりました。小野と
いう名称は鉄とか鋼ですね、鉄の加工をはじめとして、職人史研究の鍵を握っている。これは
なかなか分からないことが多いんですけど、これから研究をしていく必要があって、その資料
をたくさん残しているのが小椋谷であるということが言えるかと思います。そのような意味で
この地域は大変重要な地域であります。
　ちょうど30分になったかと思います。この後ディスカッションの時間があるようですので、
その時にまた議論ができたらと思います。どうもありがとうございました。
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関連講演

東近江市里山林整備の現場から

東近江市永源寺森林組合・技術職員
松尾　扶美

東近江市永源寺森林組合の紹介
　森林組合は1978年に改正された森林組合法に基づく森林所有者の共同組合です。「森林所有
者の協同組織の発達を促進することにより、森林所有者の経済的・社会的地位の向上と森林の
保続培養および森林生産力の増進をはかり、国民経済の発展に資すること」を目的として設立
されました。東近江市永源寺森林組合では、平成28年度時点で772名の組合員に加入いただい
ています。東近江市永源寺森林組合の経営理念は、「山主よし」「森林よし」「組合よし」から
つながる「地域よし」です。「山主よし」では、山林は山主である組合員の財産であり祖先か
ら受け継がれてきた土地と樹木であると認識し、納得していただける仕事ができるように努め
ています。「森林よし」では、地域の公益的資源である森林の保全・育成を図ることを努めて
います。施業によって森林が荒れるようでは本末転倒です。「組合よし」では、自らの組織が
充実してはじめて「山主よし」「森林よし」を達成できるとして、安定した経営に努めていま
す。そして、これら全体が相互により良く回っていくことで、地域の中の森林組合という存在
意義「地域よし」を達成できると考えています。

森林整備について
　私たちが森林整備を行う地域は主に東近江市内です。東近江市は全体の56％を森林が占めて
います。市の東半分ほどに位置する奥山の永源寺地域、里山の五個荘地域、布引丘陵地域、蒲
生地域で施業を行なっています。奥山林は愛知川の源流域で、鈴鹿十座と呼ばれる風光明媚な
峰々がそびえる鈴鹿山脈の中ほどに位置する地域で、標高が高く比較的林齢の高いスギ・ヒノ
キ人工林が主です。奥の方の広葉樹林では、炭焼きを行っていた窯が残っていたりもします。
里山林は標高の低いかつての薪炭林で主にコナラ・マツ・ソヨゴ・リョウブなどが生えていま
す。集落や田んぼのすぐ裏手に位置する人との距離が近い森林です。現在は藪のようになった
ところが多くあり、竹林もあります。その雑木林の中にポツポツとスギ・ヒノキ人工林も存在
し、場所によっては林齢の高い所もあります。

森林整備（搬出間伐）の流れ
１．森林経営計画（５ヶ年の森林整備計画）の提案
　補助金を活用した森林整備を行なうために、森林経営計画は30ha以上のまとまった面積を
対象に樹立します。森林組合が山主さんに成り代って事務手続きを行ないますが、これには複
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数の山主さんの承諾が必要で、里山地域だと集落単位で実行委員会を立ち上げてとりまとめし
ていただき、奥山地域では個人さんごとに承諾をいただいていきます。次に組合と山主さんで
長期の森林経営委託契約を結び、５ヶ年の森林整備計画を提案します。

２．１年目の施業内容の決定と見積り
　１年目の森林整備計画について事業見積書を提案し、承諾をいただくと、自治会や山主さん
と造林事業委託契約書を交わします。

３．現地打合せと境界の確定
　１年目の事業地、施業範囲の境界を確定し、間伐のイメージや作業道のルートについて打ち
合わせを行ないます。

４．施業（作業道作設・伐採・造材・搬出・運搬）
4-1．作業道作設
　林業機械を入れるためには作業道が必要です。谷や尾根と言った細かな地形を見て、雨が
降ってもできるだけ崩れにくい路網を選定し、等高線に沿ってゆるやかに尾根まで登るルート
で作設していきます。

4-2．伐採
　木１本１本を見て、将来性のある素性の良い木を育てる木として定め、傷や曲がりがあった
り先端が折れていたりする木から優先して間伐対象にしていきます。残す木のバランスにも木
を配ります。集材しやすいように作業道に向かって伐倒していきます。

4-3．造材
　グラップルで材をつかみながら、４m15cm、３m15cmなど規格に沿って切りそろえていき
ます。できるだけ真っ直ぐな材になるよう、木を良く見て切る場所を決めます。そして、A材、
B材、C材、雑木に分けて道端に積んでおきます。

4-4．搬出
　積んでおいた材をグラップルで林内車（2.8t）に乗せて山土場まで搬出します。山土場でも
木は材質ごとに分けて積んでおきます。

4-5．運搬
　販売先までトラックで運搬していきます。

５．木材の販売・造林補助金の申請
　木材を材質ごとに複数の業者へ販売し、施業面積、施業内容に応じて造林補助金の申請を行
ないます。
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６．精算・次年度事業の打合せ
　事業精算、木材売上、補助金支給額といった収益から機械経費、運搬経費、人件費、事務手
数料などを差し引き、ご返却金のある場合はお返しします。そして次年度事業の計画について
打ち合わせを行なっていきます
　これが森林整備のおおまかな流れです。１箇所の施業地で５ヶ年繰り返し、30haの搬出間
伐を完了させます。

搬出間伐による素材生産
　奥山地域と里山地域の利用間伐面積（ha）を比較すると、搬出間伐が始まった当初のH24年
度は奥山地域が多いのですが、次年度以降徐々に奥山地域の間伐面積も拡大していますが、特
に里山地域の間伐面積が伸びています。近年では奥山地域よりも里山地域の方が広く施業を
行っています。また、単年度で両方合わせた施業面積が拡大しています。奥山地域と里山地
域の素材生産量（m3）を比較すると、40％の間伐を行っているのですが、奥山地域では平均
90m3/ha以上の搬出量があるのに対して里山地域では平均40m3/haであり、全体の搬出量は奥
山地域の方が多い傾向にあります。しかし近年では里山地域の搬出量も伸びています。用途
別素材生産量を比較してみると、価格の高いA材の取扱いが徐々に増えているのがわかります。
チップ用針葉樹材の生産量が伸びていることから、現場作業員の意識が搬出間伐に向かってき
たことが読み取れます。また、H27年度からは製材品用広葉樹材の利用も始まりました。少し
でも補助金に頼らず木材売上で森林整備費用をまかなえるよう努力してきた成果が表れている
と考えられます。

スギ・ヒノキ材・広葉樹材の利用
　搬出したスギ・ヒノキ材の利用方法ですが、Ａ材の大半は木材市場へ出荷します。木材は競
りにかけられ製材所の方に買われて、主に柱や板や細工物など建築用材として使われます。ま
た、組合の製材所に持ち帰り柱や板や特殊材など注文材になることもあります。Ｂ材は他府県
でベニヤ板や合板等を製造する大型工場に出荷するので、一旦近隣の森林組合で運営する木材
流通センターに運び、大型トラックでまとめて出荷されます。Ｃ材は主にチップ工場に出荷さ
れ、紙の原料となったり牛の寝床となったりします。ただ原木として販売するよりも、これま
でとは違ったスギ・ヒノキ材の利用を創造し、付加価値を付けた製品にして地元にお金が残
るようにしようという取組みもあります。地元の作家さんが考案した新しいスギのおもちゃ

「KUMINO」。日本の伝統建築工法の組み木からヒントを得たもので、２か所切り欠きのある
長方形（30×30×180mm）の積み木です。同じ形のピースを遊ぶ人の創造力で自由に発想を
広げていろいろな物を組み立てることができます。地域の子どもが地域の材で作られたおも
ちゃで遊び、目の前に見えるあの山に思いを馳せてくれたらというのが、作家さんの願いです。
この材はビニールハウスで乾燥させているのですが、天然乾燥に近い質感になる人工乾燥技術
の開発も兼ねています。また、先端の枝はや元の株など今までは搬出されず林内に集積して腐
らせていた林地残材を活用する取り組みとして、小規模薪ボイラー普及に向けての調査研究を
行なっています。小規模であることは、地域住民が主体的に選択することのできるレベルとい
うことで、薪というのは、初期投資が少なく、手間はかかるが雇用や副業につながると考えら
れます。また、地元住民が自ら山に入る理由になり、里山林の継続的管理につながるのではな
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いかと考えられます。ボイラーは薪ストーブとは違って暖房だけでなく冷房にも利用でき、薪
供給も数日に一回で良いものがあります。また、里山林では放棄されて数十年経つコナラやマ
ツが直径30cmを越える大木に育っています。しかしナラ枯れ、マツ枯れにより絶ち枯れたま
ま腐朽していて危険でもあり、資源が利用されないままのもったいない状態です。里山林整備
ではこれらを材として搬出し、資源の有効利用をしようという目的があります。径が太く曲が
りや虫食いが少ない特に良質な材は、組合の製材所で板にして家具屋さんに買っていただきま
す。市役所のコミュニティスペースに置いてある机やテーブルなどになっています。これは市
役所の森と水政策課に協力していただいてデザイン性のある家具屋さんとの連携が形になった
ものです。シイやカシはトラックの天板に、ヤマザクラは地元作家さんにより乳児検診で配ら
れるスプーンに加工されました。家具材ほど良質でない材については、大量に出てくる曲がっ
た細い材、マツ・コナラ・ソヨゴ・リョウブ・シイ・カシ・サクラ・タカノツメなどは主に
チップ材になります。他に細くて真っ直ぐなコナラは椎茸原木に、板にしたコナラの木皮材は
ピザ用割木に販売するなど、チップより高く販売する工夫もしています。

森林整備の効果・今後の課題と取組み
　里山林の課題は様々ですが、地元の方の関心が高いものは獣害です。収穫間近の田んぼをイ
ノシシに荒らされることも度々あるそうです。里山が開けることで獣は身を隠す所がなくなり、
人と獣との棲み分けになるのではないかと考えています。しかし、作業道に獣の歩いた跡が
あったり、柵を破られたりと獣と人との攻防戦は続いていて、獣害対策の難しさを実感してい
ます。
　里山林は集落のすぐ裏手にあります。みなさん荒れていたことが気になっていたようで、整
備をすると、散歩の回数が増えたとか気持ちがよくなったとか言われます。隣の集落がうちの
山も整備してほしいと声をかけてくださることもありました。放置林と呼ばれて久しい森林も
実は多くの人が気にかかっていて、なすすべもなく手をこまねいている状態だったのだと思い
ました。私たちの仕事で景観が良くなったと実感していただけるのは嬉しいことです。山が
すっきりすると、作業道を使って散歩をしたりジョギングをしたりする方を見かけるようにな
ります。しかし、里山に入って利用したい地域住民の方の思いもあれば、自分たちの土地に勝
手に人が入ってくるのを快く思わない山主さんもいらっしゃいます。この思いの違いをどうし
たらいいのかと葛藤します。また、整備後の管理は自治会ごとに行なってもらう必要がありま
すが実際難しい状態です。整備後の里山林の使い方については、これからみんなで考えていか
なければならないことだと思います。
　木は毎年育つので森林整備を進めたいのですが、間違って隣の山の木を切ってしまったらと
ても大変なことになるので、特に奥山では不明確な境界が深刻な障害となっています。データ
上で境界を示すものはありますが、詳細な地形に照らし合わせてあるわけでもなく曖昧なもの
で、現地での境界はとてもわかりにくいです。境界を知ってらっしゃる方は高齢の方が多く、
現地での境界確認は急がなくてはならない課題です。私たちは３年かけて永源寺地区のある地
域で境界明確化事業に取り組んでいます。
　また、森林整備の下見をしていると、人の入らないような場所で時々希少な植物が見つかる
こともあります。昨年度は貧栄養な状態の保たれている水源と下流のため池周辺の湿原が見つ
かりました。また、整備予定のヒノキ林で腐生植物が見つかったこともあります。これらは保
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全していくべき植物です。しかし、放っておいて環境が変わって消えていかないだろうか、森
林整備で日当りや水の流れ矢湿度など影響を与えてしまうのではないかと心配しています。継
続観察が必要だと思います。
　そして、竹林整備後は広大な開けた土地ができますが、次の年には笹のような細い竹が生え
てきて、数年経つと元の竹林にもどってしまうことも大きな課題です。竹林問題は土地利用の
問題だと思います。その一つの解決策として、竹林だった場所への植栽を考えています。ある
お寺さんの境内への道の隣にはヤマザクラとイロハモミジを植えました。これで５年間は補助
金をいただいて下刈りを行なうことができます。
　そして、植栽する苗木についてですが、今はどこの産地の種かわからない苗木を植え付けて
います。森林総合研究所に協力していただきながら、これを地元産の遺伝子を持つ苗木に置き
換えようという取り組みがあります。昨年度はコナラ地引苗を2000本、地元産広葉樹種子を
2000ポット播種しました。ヤマザクラ、ケンポナシ、オニグルミ、トチ、カヤ、ハリギリ、イ
イギリなどです。これらは竹林整備後だけでなく奥山にある皆伐跡地の鹿害で樹木が育ってい
ないような場所にも防鹿柵を張って植栽できればと考えています。

最後に
　私は林業の仕事はとても魅力的だと思いました。日本の林業の持つ伝統は奥深く、土地に結
びついて長い年月をかけて積み上げてきた知恵とか技術とか精神とかとてもたくさん詰まって
いると思いました。私はこれからも山で働き続けたいと思います。そして、山で一緒に働く仲
間が増えたら嬉しいと思います。だから、生業として林業でやっていけるように、お金が回る
ように、木をもっと使ってもらえるように、いろいろな立場の方の努力されている姿を見てき
ましたし、私も森林組合の職員として一緒に考えていきたいと思うようになりました。そして、
地域の森林組合として、山だけでなく地域への視線を持ちながら仕事をしていきたいと思いま
す。後の世代の人たちに本当に価値のあるものを残せるように。人が山に入って働くことで、
山がきれいになり、人の社会にも良い影響がを及ぼす。山と人がお互いを活かし合う社会を目
指して働いていきたいと思います。
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関連講演

東近江の森林資源
─特徴と利用可能性─

国立研究開発法人森林総合研究所関西支所・主任研究員
山下　直子

はじめに
　近畿・中国地域の中山間地の森林は、人工林、広葉樹二次林ともに資源が充実しつつあり、
本格的な利用期を迎えようとしているが、所有形態が小規模分散しており、流通機構などの基
盤整備も不十分である。そのため、地域的にまとまった人工林資源を有する九州などに比べて、
大規模集約的な林業の実施が難しいという問題がある。
　震災後、全国的に薪やホダ木が不足し、西日本への需要シフトが加速されている。その結果
として薪価格も上昇しているが、それらの需要の変化に対応できる生産体制や森林管理体制は
整備されていない。当地域の森林面積の６割以上を占める広葉樹二次林は、一部の地域で行政
の補助制度を活用しながら伐採がおこなわれているが、木質資源が有効利用される段階には到
達していない。さらに、このような森林は、老齢、大径化しているものも多く、そのまま放置
すると生物害等の影響により森林劣化が進行する恐れがある。
　これらの解決策としては、森林資源を適切に利用しながら森林を更新させる循環的利用が考
えられる。従前では未利用材の多い広葉樹二次林では採算性の低さから利用が進んでいなかっ
た。森林整備を進めるためには採算性の確保が不可欠であり、多種多様な木質資源を単独の用
途ではなく、木質製品用、薪・ペレット用、ホダ木用等の複数の用途を視野に入れて搬出する
ことによって効率化を図ることは有力な解決策になり得る。すなわち、用材のみならず、小径
材、枝条、梢端、被害材、林地残材等の低質材を含む地域の木質資源を、資源の特性に合った
用途で無駄なく利用し、資源の付加価値を高めるという「量」より「質」を重視した生産体制
である。加えて、持続的供給が可能な森林に再生させるにはどのような手法が必要かを判断す
る必要がある。
　本シンポジウムでは、広葉樹二次林の利用に向けて積極的な取り組みがおこなわれている滋
賀県東近江市をコア調査地としておこなっているプロジェクトを紹介し地域特性と用途に応じ
た木材・木質資源の安定供給と利用体制の構築について議論した。
　
東近江市の森林の特徴
　東近江の森林は、民有林率が97％であり、その内訳は、個人所有が一番多く、次に公社・公
団の所有、神社仏閣の所有林、集落の所有林が存在する。近畿全般的な傾向として、人の歴史
が古い地域であるため、個人所有の森林が多く、このことが森林の利用が停滞している要因の
一つであると考えられる。滋賀県は、琵琶湖のまわりに1000m級の山々が囲んでいる複雑な地
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形要素を有し、日本のほぼ中心部分に位置しており、気候区としては日本海側気候と太平洋側
気候、それと比較的降水量が少ない瀬戸内気候の３つの気候区の相接する場所である。東近江
市付近は、その３つの気候区の特徴をほぼ併せ持つ地域であり、鈴鹿山系に繋がる奥山地区と
布引丘陵や五個荘、蒲生の平野部に標高の比較的低い山が点在する里山地区がある。愛知川
上流の鈴鹿山系は降水量が年間2400mm以上になるところがある一方で、下流の湖東平野では
1500mm程度であり、滋賀県の中でも降雨の少ない地域である。そのため、下流域にとっては、
愛知川上流域の水資源量が古来から重要であり、水の確保には苦労していたという。それを象
徴するかのように、周辺はため池や灌漑用水の水路が多い。鈴鹿山系の山々は、雨乞岳や竜王
山といった名前の山があり、水の確保をめぐって大変な時代が続いていたことを示唆している。
　鈴鹿山系に繋がる奥山地区は、石灰岩地など特殊な地質条件の場所があり、そのような立地
環境を好む希少植物が多くみられる。また、絶滅危惧種であるイヌワシやクマタカが営巣して
いるという点においても、東日本と西日本を繋ぐ緑のコリドーとして重要な地域である。一方
の里山地域では、古くから人手の入った広葉樹二次林が広がる。里山地域で特殊な環境として
知られているのが、愛知川沿いに分布する河辺林である。この河辺林では、愛知川の伏流水に
よって冷温な環境が維持され、平地でありながら山地性の樹種が分布しており、ケヤキやナラ
ガシワ、ハリギリ、ムクノキなど冷温帯によくみられる樹種が存在する貴重な森林と位置付け
られている。これらの森林は、現在は、ナラ枯れ、マツ枯れ、シカ害などの生物害の影響と、
近年の少雨の影響によって乾燥化が懸念されている。またタケなどの外来種の侵入や、周辺の
宅地化、工業の発達などによる周辺環境の変化によって、その様相は変わりつつある。
　
種組成に影響を及ぼす要因
　東近江市の奥山地区と里山地区の広葉樹二次林では、奥山地域では標高が高いところでは冷
温帯性の樹種、低くなるにつれて温帯、暖温帯、亜熱帯性の樹種まで、幅広い植生の垂直分布
がみられる。一方里山地区では、暖温帯から亜熱帯性の種が多くみられ、コナラやアカマツな
どの二次林を特徴づける樹種が両者に共通して出現する。
　本地域を含む近畿地方は、人の歴史が古く、生活のために煮炊きや暖をとるための燃料や、
畑に用いるための肥料が必要であり、そのために森林の利用履歴が長い。燃料として、萌芽性
の高いコナラが利用されたため、コナラ林が維持されてきた。また、集落の周辺にある農用林
から刈敷と呼ばれる木の枝や草を採取し、水田の元肥に使ってきたため、有機物が収奪され土
地が痩せて、そのような立地でも育つアカマツが優占するようになった。したがって、コナラ
やアカマツが多いのは、人が古くから森林を利用してきた証である。
　東近江市の里山地区の広葉樹二次林における森林の蓄積は、胸高断面積合計が約30-38m2/
ha、で、暖温帯としてみるとやや少なめであるが、近畿圏の40年生のコナラが優占する里山
二次林としては、ほぼ平均的であると思われる。蓄積量、本数とも最も多いのはコナラで、次
にソヨゴが続いており、アカマツとコナラの大径木は枯れ個体が多い。落葉広葉樹の直径階分
布をみると、若い個体は安定的に多い状況ではなく、後継稚樹が十分に育っているとはいえな
い。
　広葉樹二次林の種組成に影響を及ぼす要因を調査地点間の類似度に基づいて解析した結果、
各調査地点における上層の枯死木の割合、すなわち林冠の疎開度が種組成に影響を及ぼしてい
ることが示唆された。また、上層の枯死木の割合が高い場所では常緑樹種の割合が高い傾向が
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あり、したがって、コナラやアカマツ等の林冠木が枯れたあとは、ソヨゴやヒサカキといった
樹種で構成される常緑林化が進む可能性が高いといえる。
　
森林の利用可能性
　現在、東近江市永源寺森林組合では、エノキやヤマザクラ、トチノキなどの大径木が、単木
的に高値で取引されることもあるが、安定供給として量を担保できるのは、蓄積量が最も多い
コナラである。コナラは、大きなものは家具材、小さいものは薪やほだ木といったように、使
える用途が多いという点でも有効である。広葉樹の利用を考える上でネックになるのが、搬出
コストでるが、用材のみならず使われていない林地残材を有効利用することによって採算性が
改善されることが期待される。そのためには、実際に使える量がどれくらいあるかを見積もる
必要があり、現在、コナラの幹と枝の太さごとの材積を推定するために、パイプモデルをベー
スにした推定法を検証している。従来は、幹の部分のみが利用範囲とされてきたために、現在
ある材積の推定法は、幹部分のみを推定するものである。これを枝部分も含めて、サイズごと
に推定できるようにすることで、これまで使われてこなかった根元部分や枝部分などサイズに
応じた利用に向けた収支予測が可能となる。実際に、小径部分を考慮した材積を推定すると、
従来の材積式で計算したものと比べて、平均で20％程度有効利用できる材積量が増え、大径木
ほどその差は大きいため、林分単位で考えると残材部分を利用することでより多くの資源を有
効利用できることが期待される。

今後の展望
　森林を循環的に利用するためには、量を担保しつつ、質を重視した生産体制が重要である。
産業として成り立つためには、一定の量が安定供給されることが大前提である。広葉樹利用に
おいては、小径部分を含む材を、それぞれの用途に応じて振り分け付加価値を高めることで採
算性の改善が期待される。加えて今後は、広葉樹材を含めた地域の多様な木質資源を無駄なく
利用する枠組みづくりに必要な技術的・社会的要素を明確にし、循環的利用に必要な具体的手
法を提示する必要がある。
　このような、資源の種類に応じた有効利用という「むだなく使う」、という考え方は、元を
たどればこの地に生きた先人たちが大切にしてきた精神そのものであり、まさに今「先人に学
ぶ」必要があると思われる。このような丁寧な仕訳を伴う仕事は、材の質を見極められる現場
判断が必要であり、森を見る目、木を見る目をもつ人材の確保が重要といえる。これまでの日
本の林業は、量的な視点から森林の利用をとらえる動きが主流であったが、このように質を重
視した生産体制が可能であるのは、地域の有利性であると思われる。今後は、伝統や文化、そ
の地域の背景などを生産者から利用者までが共有できるような、木の風合いが損なわれないよ
うな利用がさらに進むことを期待したい。



41

シンポジウム「流域のくらしと奥山・里山〜愛知川から考える〜」



42

里山学研究センター 2016年度年次報告書

パネルディスカッション

森･川･湖の統一的な流域政策へ

コーディネーター
宮浦　富保
パネリスト

山口美知子、須藤　護、松尾扶美、山下直子、田中　滋、林　珠乃

司会者（宮浦氏）
　最初に、本日のパネラーの方々をもう一度紹介させていただきます。龍谷大学社会学部の田
中滋さんには「なぜ愛知川流域を研究するのかと」というご講演をいただきました。東近江市
市民環境部森と水政策課の課長補佐の山口美知子さんには「鈴鹿山脈から琵琶湖までつながる
東近江市〜森おこしプロジェクト〜」というご講演をいただきました。龍谷大学の名誉教授で
あり、里山学研究センター・フェローの須藤護さんには「小椋谷と木地屋」というご講演をい
ただきました。東近江市永源寺森林組合技術職員の松尾扶美さんには「東近江市：里山整備の
現場から」というご講演をいただきました。森林総合研究所主任研究員の山下直子さんには

「東近江の森林資源〜特徴と利用可能性」というご講演をいただきました。そして本日はポス
ターの展示をしていただきました龍谷大学の教員であり、里山学研究センターのメンバーであ
る林珠乃さんです。林さん、ポスターの内容を説明してもらえますか。
林氏
　龍谷大学の林です。里山学研究センターでは主に景観に注目して研究を行っています。皆さ
んのお手元に、「琵琶湖瀬田川流入河川の集水域と行政界」という資料（図１）があると思い
ます。琵琶湖瀬田川には118の河川が流れ込んでいます。田中先生のお話では流域、つまり集
水域を意識することが大切だということでしたが、それぞれの集水域がどのような特徴を持っ
ているのかということについて類型化する内容の資料です。滋賀県には他の県にないすごい宝
物のような資料があります。明治10年から12年くらいにかけての滋賀県の産業や社会構造や自
然環境を、滋賀県内1400の村のそれぞれについて記載した「滋賀県物産史」という文書です。
全国的に見ても珍しい文書だと思います。この文書のデータをまとめて現在の地図の上に再表
現して、当時の自然環境、つまり身近な自然を使って生活をしていた頃の景観を、現在そこに
住んでいる人が見て取ることができるようにする作業に取り組んでいます。学生さんにも手
伝ってもらって作業を進めていますが、今のところ、当時の愛知郡、神崎郡、蒲生郡について
の作業が終わっています。ポスターでは、愛知郡、神崎郡、蒲生郡の一部のデータを紹介して
いますので、この後、時間があるようでしたら、皆様も是非ご覧になってください。
司会者
　議論を始めるにあたって、本日のテーマである愛知川流域の地理的特徴や歴史的特徴につい
て、皆さんのお考えを再度確認しておきたいと思います。講演内容の補足でも結構ですし、水
や木材、燃料などの資源利用との関わりについての補足でも結構です。
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山口氏
　大変贅沢なシンポジウムだったと思います。どの方のお話を伺っても、歴史的な背景があっ
て現在の東近江の景観、人のあり様、産業のあり方がつくられてきたのは間違いない、という
ことがよく分かりました。
　田中先生と事前に打ち合わせをさせていただいた時に、東近江はわざとこの１市６町が合併
をしたんじゃないかと先生から言われまして。「さすがにそれはないと思います」とは言った
のですが、あとで調べれば調べるほど、もともとそれらの地域にはさまざまな繋がりがあった
ことがわかり、もしかしたら人々の無意識の中では合併が必然であったのかもしれないと思う
ようになりました。あらためてそうしたことを確認させていただいたシンポジウムだったと思
います。
須藤氏
　今日のシンポジウム、私にも色々と勉強させていただいた部分が非常に多かったと思います。
そういう意味で、自然科学分野との学際的研究を進めていく基盤ができつつあると考えていま
す。例えば、木地屋がどういう木を使っていたかというと、私が聞くかぎりでは、ほとんどが
ブナなんですね。ブナは標高600〜700メートルくらいから上に群生するので、木地屋にとって
非常に都合のよい樹木ということですね。ブナよりかなりいいのがトチなんですね。ところが
トチというのは大きな実がなりますので、山村の非常に重要な食料になるわけですね。ですか
らなかなか伐れなかった。更にいいのはケヤキなんですけど、ケヤキは硬いんですね。ですか
らよっぽど刃物が良くないときれいなものはできない。ということで、主にブナが利用されて
いた。
　ところが先ほどの山口さんのお話の中でブナは一言も出てこないんですね。それはなぜなの
かというと、最初は伐り尽くしてしまったのかなと思ったんですけど、実はそうではなくて、
木地屋の木の伐り方、選び方というのは、お椀にならないような木は選ばないんですね。です
から、筋がスッと通った、しかも100年以上たった大木を選ぶわけですね。それで奥山に移動
するわけですけども、その時に「マサミ」というのをやります。木の表皮を剥がし、そして一
回割ってみて、きちんと割れるかどうか。割れなかった場合には、その木は伐らないんです。
だから残るはずなんですね。曲がった木は残るはずなんですけど、残っていません。これは私
にとって一つの大きなヒントになったんですけど、小椋谷にいつごろまで木地屋がいたのか、
それからいつ頃からいなくなったのかを知るための基準として、樹木のことをもうちょっと研
究してみたいと考えています。
　私自身勉強になったことは、この小椋谷のいわゆる奥山に生えてる木を、先ほど山口さんの
データを見ながら、ちょっとピックアップしてみましたら、ケヤキがありました。イタヤカエ
デ、ヤマモミジ、それからコハウチワカエデがあります。これらは非常に高級品として使われ
たものですので、この辺りから、またブナの問題を考えていけば、小椋谷における木地屋の歴
史を樹木のほうから見ていくことができるのかなと思いました。大変参考になりました。
松尾氏
　今日お話を聞かせていただいて、私も大変面白く感じました。普段歴史とか全然関わってな
かったんですけど、自分たちの作業しているすぐ近くから縄文のビーナスとか出てきています。
私たちが作業させてもらってる五個荘の山でも古墳が時々見つかっています。作業道を作るの
には困るんですけど、古墳があるというのがすごく面白く感じます。私は福岡出身で、この地
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域とは全く関係なく、まだ来て2年ですけれども、とても面白い所に来たと思ってます。森林
組合でもこの地域ならではの関わりができたらいいなと思います。
山下氏
　松尾さんは九州のご出身ということですが、私は北海道出身で。全く歴史観がないと言った
ら言い過ぎですけれども、せいぜい200年くらいの歴史しかない所で。学生の頃に日本史を学
んで、信長や古墳時代といっても遠い別の国の話だなというように感じていたんですが、滋賀
に移り住んで、またこのプロジェクトをやるようになって、あっ、あの地名はここだったのか、
と思うことがあります。さらに自然科学分野ですと、あまり歴史と結びつかないと思っていた
のですが、実際に研究を始めてみると、この山は昔どのような使われ方をしてたんだろうと考
えることがよくあります。その履歴に応じて今の山があるわけですから。こうして自然に歴史
を知りたくなり、いろいろ調べてきました。自然科学分野と人文科学分野が本当に繋がりあっ
て、歴史を理解した上で、今の森林を理解することが本当に大切だと感じております。
林氏
　愛知川流域の地理的特徴と歴史的特徴ということですけれども、スクリーンに映しているの
は滋賀県の地質図（図２）なんですが、大きく分けて4つに分かれます。付加コンプレックス、
堆積岩類、火成岩、深成岩です。青色が火山岩で、この濃い色は流紋岩です。この東近江とい
うのは大体この辺りですが、県内で流紋岩、火山岩があるのはこの辺りだけなんですね。この
流紋岩、火山岩は、地形的には湖東島状山地と言われるものなんですけれど、さっきすこし話
に出てきたここの蓋山とか、それからこの長命寺のとことか、沖島とか、そういう場所なので
すが、その辺りの地質は火山岩です。ですから、この図を見ると、ここに湖東のこのエリアの
宗教的シンボルになっている山があります。それからもう一つ、経産省に指定されている滋賀
県の伝統工芸品に近江上布があります。これがその流紋岩の湖東島状山地ですが、近江上布は
カルデラの内側のところで生産や加工が行われています。ここのところに愛知川の伏流水が湧
き出て、それがこの産業に必要だったのですね。こういうふうに地理的な、あるいは地質的な
このエリアの特徴が、この地域の宗教的、文化的なものだとか、産業的な基盤などの歴史的特
徴と結びついているわけです。
司会者
　配付資料の中にメモを入れてあります。『琵琶湖流域を読む』という上下巻の本から抜き出
したメモです。山口さんの話の出だしのところでもお話がありましたし、先ほど林さんのお話
にもあったんですが、7,000万年前に噴火したカルデラ。この大きなカルデラの中に、東近江
市がすっぽり入っていることを示したメモです。参考にしてください。湖東流紋岩は花崗岩み
たいに固くて、非常に加工性のいい石材としてこの辺りで使われていたということも記してあ
ります。
　今日のテーマである愛知川流域を研究することの意義について、特に愛知川流域のほぼ全部
が東近江市に属するということの意義について、田中さんと山口さんからお話しをいただきた
いと思います。
田中氏
　東近江市に愛知川流域が収まっていることのプラスとマイナスについて少し述べてみたいと
思います。一つの市町村に流域が収まっているのは、複数の市町村に分かれている場合に比べ
て、当事者意識が、例えば行政にしろ、市民にしろ、生まれる可能性があるのだろうと思いま
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す。一方、別の市町村に分かれてる場合には、対抗心や敵対心が生まれて、たとえば彼らが何
もしないから我々はこんな目に遭ってるんだといったような不毛な対立図式を生んでしまう可
能性もあります。
　愛知川流域が東近江市に収まっていることのプラス面としては、東近江市の行政なり市民な
りが当事者意識と責任感を持って、統一的な政策の下でこの流域に関与できる可能性を高める
だろうということが挙げられるわけですね。
　マイナスについて考えると、流域がいくつかの市町村に分かれている場合には、対立するの
ではなく協力できたときには、人材のストックっていうんですかね、たとえば、A、B、Cと
いう三つの市町村が、みんなそれぞれに人材を持ち寄れるというそういう可能性があります。
　東近江市は合併してできたのですが、たとえば、行政支所という形で残っている永源寺町に
は以前のようなマンパワーはないわけですね｡ 一つの市や町で流域全体の問題に取り組む場合
には、行政内部でマンパワーをどのように調達する仕組みを作り出すのかが課題になります。
　合併して流域に対して統一的な施策を講じる可能性が生まれたけれども、それを遂行するマ
ンパワーが不足するという問題ですね。
　それから、国とか県の関与についてですが、幾つかの市町村に分かれている方が引き出しや
すいのか、合併して一つの市になっている方がいいのかというのは、私には分かりかねますの
で、そのあたりに詳しい山口さんにお伺いしたいと思っています。
山口氏
　先ほど田中先生から、繋がりながらも分断されているというお話がありましたけれども、先
日ある方が、物流というのは差があるから生まれる、ということをおっしゃっていました。本
当にその通りなんですね。地方創生というと、一歩間違えると、つい地域の中で全てのことを
完結させて、地域の中で物もお金も人も全て回そうということだけに特化してしまいそうにな
ります。先日、富山県南砺市の方で日韓のフォーラムにお邪魔をしてきた時に、韓国のタムヤ
ン郡の辺りの景色と滋賀の景色というのはそっくりなんだそうです。古くから大陸や朝鮮半島
から渡ってこられた方々が滋賀に住み着いた理由が分かる気がする、とおっしゃっている方も
いました。近江という場所は、古くからいろんな人が行き来をし、住み続けてきた場所なんで
すね。
　人の動き、物の動き、お金の動きっていうのは人の体でいうと血流みたいなもので、それが
今東京にうっ血してるから問題になっている。だから地方創生で、地方がそれぞれ独立国のよ
うなことをやり出したら、結局地方でうっ血するだけなんです。私たちがしなければならない
のは、血流を作ることなんです。グローバル経済を全否定する必要はなくて、健全な血流の仕
組みを地域の連携によって作っていくことができるのではないかと考えています。
　中世の近江の人々がわざわざ八風街道を超えて商売をしていた頃のように、稼いだお金がま
た社会へきちんと返ってくる仕組みをガバナンスに組み込むことができたら、本当に豊かな地
域の姿をそれぞれの場所に作っていけるんじゃないかな、と思っています。
　東近江では、流域が一つの自治体になったということで、いろんなことが考えやすくなりま
したし、過去の人々の生き生きとした歴史がやっと見えてくるようなスケールになったと思い
ます。同じような課題を持った地域の皆さんと連携し、活気ある地域づくりをするためには、
先人に学びながら取り組むしかない。木地屋のお話にもありましたように、学ぶべきはやはり
ガバナンスだと思います。どのようなガバナンスを作っていくか、それこそが私たちに課せら
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れている本当の課題だと感じます。
　田中先生が国と県の関係について話をされましたが、現在の国は、モデルになる地域は直接
応援するというスタンスに変わってきています。ですけれども、使っている言葉も知っている
現場の知識も全く違いますので、国と協働するのはとても大変です。今度、国立環境研究所の
琵琶湖分室が滋賀にできますよね。つい先日、たまたまそこに赴任される予定の研究者にお会
いしたんですが、その研究者の方も、例えば生態系サービスの評価を議論したときには、じゃ
あ滋賀にどんな場所があるのか、という話になっていったわけです。それぞれの立場で、それ
ぞれの皆さんが何とかしたいっていう思いはお持ちですので、共通の現場と共通の言語を作っ
ていければ、国や県と手を組むことはそんなに難しくないと思っています。私自身は国の方と
も、県の方とも一緒にいろんなことを共同でやっていきたいと思っています。
司会者
　流域が一つの市町村に属するというメリットは最大限活用していただき、また今日の話に出
てきた近江商人とか、木地師とかのように、別の階層でネットワークを作るというのもとても
大事だと思います。また、愛知川流域だけで考えを閉じるのではなくて、別の流域とネット
ワークをつなぐことも大事だろうと思います。この辺りのことでさらにご意見がある方、お願
いします。
須藤氏
　今の話は正解だと思います。私の立場から申し上げますと、今は若い人の担い手がいなくて、
お祭りや民俗芸能がどんどん消滅していってるんですね。ひどい所だと、国の重要文化財に
なっているのにもう来年からできないという状況になっています。ですから、そういうお祭り
や民俗芸能をもう一度見直して、それを若い人たちが中心になって経験者に習って勉強してい
く環境づくりができないかな、と思います。
　最初の田中先生のお話の4-2、これは県立大学の市川さんの研究を引かれたんだと思います
けど、水争いと祭り文化がありますね。やはりお祭りをやることで、周辺の村の人たちが一堂
に集まるんです。そして、そのお祭りに芸能が付随していって、各地でそういうお祭りが復活
していくと、いろんな所でいろんな人たちが集まるようになる。ここにもありますように、祭
りというのはいわゆる水の争いとか境界の争いとか、そういうものの緩衝材になっているんで
すよね。昔からの人々の知恵が、お祭りとか民俗芸能にはびっしり詰まっているわけです。そ
ういう意味で、若い人を盛り立てて、そういう芸能やお祭りを伝承できるような環境づくりを
していただければ大変ありがたいと考えています。
司会者
　流域を考えるときに、奥山と里山を個別に扱うのではなくて、それらの有機的な繋がりを作
る仕組みが必要ではないかと思うのですけれども、そういう仕組みを作るにあたって、課題や
展望について発言していただける方はいらっしゃいますか。
山口氏
　今日の山下さんと松尾さんのプレゼンを聞かせていただいたら、もう任せておいたら大丈夫
かなという気がしたんですけども。去年のご縁をきっかけにお願いして開催していただいたの
が、実はその森林の所有権に関するセミナーです。彼女も今すごく苦労されていると思います
が、実は私はどこへ行っても同じ悩みを全国の方から伺っているのですね。所有権をどう捉え、
今後どう扱っていくのかという問題は、森林を今後どうするかという話と間違いなく切っても
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切り離せない話ですので。奥山と里山を区別しないというのはもちろんなのですけれども、そ
れぞれの対処法が違う可能性は高いです。私がプレゼンで話した、所有界をあまり確定せずに
森林整備をするというのは、どちらかというと里山で有効な手段です。しかし、それを奥山で
やろうとすると、やはり同じようなやり方ではできません。時代も変わっていますので、これ
は専門家の方にぜひ議論をいただきたいと思っているテーマの一つです。
司会者
　会場から頂いた質問に幾つかお答えいただきたいと思います。東近江市で行っている取り組
みは、過去に分断され、個別化されてきた日本の都市集落計画を再生する可能性が感じられま
す。そのためにもぜひ取り組みの普遍化を図ってほしいとのことですが、山口さんからコメン
トをお願いします。
山口氏
　行政計画に盛り込むというのは、普遍的に今後続けていくとことの一つの意思表示というふ
うには思っておりますし、それ以外にもいろんなやり方があるとは思っております。正直に申
し上げて、行政組織だけが問題を認識をしても、全く意味がないと思っています。今日いらっ
しゃる松尾さんとか、山下さんのような研究者とか、本当にいろんな方々が地域に関わり続け
るようなことがなければ、どんなに絵を描いていても形になっていかないのです。そういうこ
とがあるので、地域の皆さんと、どのようなことが、どうして必要かっていうことを常に共有
していく努力をしていきたいと思っています。
司会者
　次の質問です。環境という観点で良い広葉樹林というのはどういうものでしょうか。商業的
な観点で良い広葉樹林と合わせた理想の広葉樹林というのは考えられるでしょうか。松尾さん
いかがでしょうか。
松尾氏
　私も山を見ながら試行錯誤しているところでして、里山林整備の意義についてよく先輩と議
論しています。とくに、自分たちが扱っている山の将来は一体どうなるだろうって議論しなが
ら仕事をしています。商業的によいというのは、おそらく有用木、つまり材として使える木、
例えばサクラやクリ、コナラ、ケヤキなどのほか、今回苗木を作ったケンポナシとかハリギリ
とかの木を育てる畑のようなものかもしれません。
　広葉樹は放っておくと光をめぐって競争して曲がりくねるので、畑のようにしてまっすぐ育
てたほうが材としては使いやすくなると思います。生態学的観点でよい山というのは、実は私
自身も里山の場合どこを目指したらいいか分からないのですが、やはり整備をして若返らせる
ことからスタートして、どこかに落ち着けばいいんだろうと思ってます。
　感覚的な意見ですけれど、水を保持する木というのが大事であると思っています。根を張り、
水を保持する木です。私たち技術者も種ごとの特性を意識して、例えば根を張るマツとかケヤ
キなどの木がどこに生えているのか、沢なのか尾根なのか斜面なのか、そういう点をもっと見
極められるようになって、いつか答えられるようになればいいなと思います。
司会者
　最後の質問にしたいと思います。生物多様性の高い森林の再生を保証するような計画や、補
助金に頼らないでも回る仕組みが課題だと考える方もいらっしゃいます。本日の山下さんのお
話の最後のほうに、コナラという樹木があるからチョウの仲間の生物多様性が高いのだという
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お話が出てきました。山下さんからご意見をお願いします。
山下氏
　バランスが大事だと思うんです。経済林に関してはいろんな価値観があると思うんですけど
も、やはり今生きている世代のみんなでどういう林を育てたいかという価値観を共有して、そ
ういう林を目標として作っていく。それが経済林だと思います。その何年か先、つまり自分の
子供や孫の世代にもそれが必要とされる林になるのかどうかは、もう誰にも分かりません。そ
れでも、今の価値観でやるしかない。
　私たちが気をつけなければいけないのは、その資源を使い尽くしてしまい、次の世代に残す
財産が何もない状態にならないようにすることです。そういう意味でも、生物多様性を含め、
いろいろな面でバランスを保った森林を残すという責務があると思います。そのためには種の
多様性、つまり種がどれだけ多いかという評価だけでなく、生態学的に繋がりを持った種がど
れくらい共存できているかという、機能的多様性の評価がすごく重要になってくるわけです。
例えば、この東近江の鈴鹿山系にはイヌワシやクマタカが住んでいるのですが、これらの絶滅
危惧種が生息するには非常に高い木が必要であると言われています。また、それらの鳥が獲物
を追うためには、落葉広葉樹林が必要だと言われています。クマタカは林内でも狩りができる
けど、イヌワシは見通しがよい場所でなければ狩りができない。というように、短絡的に一つ
の面だけを見るのではなくて、いろんな方面から見て評価しなければいけない。それはとても
大変な作業ではあるのですけれども、いろいろな専門家の方々と議論を重ねながら、生態学的
な繋がりのあるバランスの良いネットワークをそなえた山づくりに取り組んでいく必要がある
と思います。
司会者
　すみません、補助金の問題についてはもうコメントする時間がなくなりました。時間の制約
上、議論を深めることができなかった点が多かったかもしれません。本日のシンポジウムでは
流域についていろいろな観点から議論がありました。愛知川流域は渡来人の影響が強く、また
近江商人や木地師を生んだ場所でもあります。永源寺ダムが建設されたことによる社会的な影
響、下流域では琵琶湖総合開発の問題、それから所有と管理の問題など、いろいろな観点から
流域の問題を考える必要があります。そうした宿題を残しながら、今回のシンポジウムを終わ
りにしたいと思います。どうもありがとうございました。
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図１．琵琶湖瀬田川流入河川の集水域と行政界
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図２．滋賀県の地質図
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閉 会 の 挨 拶

龍谷大学文学部・教授/里山学研究センター・研究員
丸山　徳次

　ただ今ご紹介いただきました龍谷大学の丸山です。本日は皆さん、たくさんの方にお集まり
いただき、ありがとうございました。最後に一言だけ私の感想めいたことをお話しさせていた
だいて、最後の挨拶に代えさせていただきたいと思います。
　「里山学」というのを龍谷大学で私が提唱し、龍谷大学では、2003年から文理融合型のチェー
ンレクチャー方式で里山学という講義を行ってきました。そして、2004年には現在の里山学研
究センターの前身である最初の研究センターを設立しましたから、今年で13年たったことにな
ります。里山学というものを、私は次のように規定してきました。すなわち、広い意味での環
境問題の解決の一環として、持続可能な社会を追求することに寄与するために、「里山的自然」
とは何かを、様々な専門分野から明らかにし、さらに、稲作文化と深く関わってきた里山を維
持してきた伝統的な知恵を明らかにして、それを里山的自然の保全に活かしていく、というこ
とです。里山とは、「人の手が入った自然」であり、「文化としての自然」ですが、その「人の
手」ということには、技法と作法があっただろうと思われます。里山維持の伝統的な知恵には、
広い意味での技術としての技法と、広い意味でのルールとしての作法が含まれていたと思いま
す。
　本日の様々な方々の熱心なご発表の中にも、伝統的な知恵が働いていたことは、確かなこと
だと思います。「里山」という言葉そのものは、江戸時代の中期にすでに使われていたことが
1980年代に確認されていました。私自身の専門は西洋哲学であり、まったくの門外漢ではあり
ますが、近年の日本史研究者によれば、実はもっと古く、事柄としては12世紀、あるいは11世
紀くらい、平安時代末から鎌倉時代に、すでに里山と奥山とを区別する、分けるという、そう
いう見方があったようです。
　とりわけ近江の国あたりでは、人々が居住している村落の裏にある山という意味で、「後山

（うしろやま）」という言葉が11世紀あたりに使われていたようです。あるいは、人々が暮らし
ている村の向こう側にある山として向山（むこうやま）とか向山（むかいやま）という言葉で、
人々が稲作を中心とした農業生産をしながら日々を生きるために必要な肥料や柴や木材を手に
入れ、活用するための山、森林が、「奥山」とはっきり区別される形で認識されていたようで
す。そうした後山ないし向山といった山林を日常的に活用することによって、人々は生きてき
たのであって、まさに自然がおこなう生産を利用することで、私たち人間は、長い時代を通し
て、生きてきたのだということが、ますます明瞭になってきました。
　そして、江戸時代には、少なくとも二度にわたって全国的な一種の危機的状況があったので
すが、その危機をそのつど克服することで、日本の社会では決定的な意味での自然崩壊を経験
することがなかったのですが、それは、他ならぬ日本の自然の豊かさとともに、先人の知恵が
そのつどうまく働いてきた結果だと思います。
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　本日のシンポジウムで、私たちは、愛知川流域という大変ローカルな地域に目を向けたわけ
ですが、里山学が当初から考えていましたことは、ローカルに徹することで、そこから問題の
普遍的な解決の糸口を見いだしたいということがありましたので、今日はそういう意味では一
つの、理想的なシンポジウムが行えたと、私自身は非常に喜んでいます。
　しかし、今日のお話を通して、もう一度私たちが改めて考えなければならないのは、「豊か
さ」の本当の意味です。高度経済成長時代には、右肩あがりの経済的な豊かさ、物質的な豊か
さを、求めてきたわけですが、近年の経済学者たちの多くの中から指摘されているように、こ
の戦後の高度経済成長というのは、戦争の終わった後の崩壊から立ち上がってきた、非常に特
殊な、歴史的に特殊な状況が生み出した、その条件下で成立し得た経済成長であって、今なお
も高度経済成長を求めるということは、地球資源全体から考えてもほぼ無意味と化しているわ
けです。にもかかわらず、特に日本の社会では、なおも成長経済を求めることが唯一の解決で
あるかのような、そういう言説に私たちは今も翻弄されているわけですが、本日の議論を通し
て、「豊かさ」の意味を改めて考えなければならないでしょう。
　本日ご講演いただいた方々から、非常に特徴的な言葉として何度も出てきたのは、「つなが
り」および「つなぐ」という言葉です。「つながり」をつけるということは、何か本来はつ
ながっているはずのものを、私たちが分けてしまっている、分断してしまっているからこそ、

「つながり」をつけなければならない、つながなければならない、ということが私たちに次第
に見えてくる、ということです。「里山的自然」というのは、まさに、人と自然、人と人とが

「つなながり」をつけることがどういうことであるのかを、私たちに教えてくれるものだと思
います。
　そして「つながり」をつけるときの最も重要で、基盤的な「つながり」こそは、私たち人間
一人ひとりがこの世に生まれ、そしてこの世を去っていく、この世に別れを告げていくわけで
すが、自分の人生が終わった後の、この世がなおもつながっていくことを、私たちは望むこと
ができるし、信じることができる、ということです。そして、それを望むことができる、信じ
ることができることによって、一人ひとりの人生が本当の意味で豊かに輝くことができるので
す。現在のような、なおも高度経済成長を求めようとする経済のあり方は、極めて短期的な、
己の一生の時間をしか考えることのないような、そういう経済的思考が私たちの頭を支配して
いるわけですが、本当の意味での私たちの「豊かさ」は、自分の死んだ後の、この世が人間的
に生きるに値する世界として存続していくこと、持続していくことを、私たちが信じて、それ
を願うこと、その願うことに、己の人生の意味を見いだす点にあると思います。
　そういう意味で、本日のシンポジウムは、愛知川流域という大変ローカルな場所に焦点を
あてたのでしたが、私たちがそこから汲み取ったことは、人間としてのそれぞれの「命のつ
なぎ」の重要性だったと思います。経済学では、リプロダクション（reproduction）を「再生
産」と訳していますが、リプロダクションはまた「生殖」であり、「繁殖」です。つまり、私
たち自身がみずからの生命を維持し、また子孫を残して、この世をつないでいくことが「リプ
ロダクション」です。私は、再生産と生殖とに分裂してしまっている日本語を統一的に理解す
るために、リプロダクションを「命のつなぎ」という言葉で理解したいと思いますが、私たち
の再生産の可能性の条件は、本当の意味での第一次的な生産者である自然の存在そのものです。
つまり、生産が同時に再生産でもある生命的な自然の存在こそが、私たちの「命のつなぎ」の
可能性の条件なのです。本日、非常に熱心にご議論いただいた皆さんの話もすべて、私たちに
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とっての「命のつなぎ」ということを考えさせるものだったと思います。
　本日はみなさん、熱心にご参加くださり、まことにありがとうございました。もう一度、本
日ご講演いただいた皆さんに拍手をしていただいて、それで終わりにしたいと思います。
　どうもありがとうございました。
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ポスターセッション

No. タイトル 発表者

P1 里山学研究センターの紹介 龍谷大学里山学研究センター

P2 景観生態学的に見た琵琶湖・瀬田川流入河川の集水域
の特徴 林　珠乃

P3

明治初期の愛知郡・神崎郡・蒲生郡における自然と人々
のくらし
　―滋賀県物産誌から読み解く身近な自然と共に
　　生きる姿―

林　珠乃

P4 大縮尺空中写真でみる湖と森をむすぶ景観諸相 中川晃成

P5 環境DNA分析を用いた琵琶湖・浜名湖周辺における
特定外来生物ヌートリアの侵入初期探知 本澤大生，小松鷹介，山中裕樹

P6 環境DNA分析と直接捕獲から得た河川棲魚類相調査
結果の比較

芝田直樹，辻冴月，蒲生野考現倶楽部，佐藤博俊，
山中裕樹

P7 世界湿地の日2017in湖北
　『湿地と防災/減災・河川と流域へのまなざし』 須川　恒，野村祐美子，植田　潤

P8 この河辺林はなぜ残ったか？
　〜里山保全活動19年の歩み〜 遊林会事務局

P9 食の循環から見る農業 嶋田可菜，岡野大樹，古太恵人，浦諒太郎，山本竜平

P10 公害から地域再生へ〜そのプロセスとは〜 管野優香，野間元綺，石田聡子，中原広貴

P11 日本遺産〜信濃川流域に生き続ける縄文文化〜 吹野僚平，藤坂妃那，井上優大，今西　徹

P12 佐渡の世界農業遺産と生物多様性 米住京子，由良康太，山本英樹，西元康宏，安達弘暉

P13 世界農業遺産みなべ・田辺の梅システムと生物多様性 鎌野有紀，細川晋大朗，佐々知紗理

P14 愛知川における河床高の変動 遊磨正秀，太田真人

P15 「河辺いきものの森」のチョウ類相 太田真人，遊磨正秀

P16 龍谷の森の林内植生環境と訪花昆虫 山田純平，野村賢吾，鶴谷峻之，太田真人，遊磨正秀

P17 河川上流部におけるアジメドジョウの行動と河床利用 鶴谷峻之，野村賢吾，山田純平，太田真人，遊磨正秀

P18 マツカサガイの成長段階に応じた生息環境 野村賢吾，鶴谷峻之，山田純平，太田真人，遊磨正秀

P19 ヤマトシジミの蜜源植物に対する選好性 野口　聡，太田真人，遊磨正秀

P20 森林における土壌動物と植生の関係 礒谷一毅，太田真人，遊磨正秀

P21 畦畔の環境変化がカエル類の食性に与える影響 澤田　司，太田真人，山田純平,	野村賢吾,	鶴谷峻行,	
遊磨正秀

P22 龍谷大学瀬田キャンパスにおけるセアカゴケグモの生
息環境による卵数変動 舘　雄大，太田真人，遊磨正秀

P23 カジカ大卵型の体色と底質の色彩 野田　葵，鶴谷峻之，太田真人，遊磨正秀

P24 底生魚カマツカが選択する河床環境 山田直輝，鶴谷峻之，太田真人，遊磨正秀

P25 アカハライモリの利用環境と移動範囲 山鳥将弥，太田真人，遊磨正秀
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大縮尺空中写真でみる湖と森をむすぶ景観諸相　中川晃成
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１）第１回研究会
　　開࠵日：2016年４月20日 
　　場　所：瀬田学ࣷ７߸ؗ環境実習ࣨ２
　　講演者：中川晃成（龍谷大学理学部・講師/里山学研究センター・研究員）
　　　　　　「琵琶湖、その湖際（みずぎわ）の景観変遷ʵそれを͏ئのは誰かʵ」
　　　　　　林　珠乃（龍谷大学理学部・実ݧॿख/里山学研究センター・研究員）
　　　　　　「地理情報システム（GIS）の基礎とその可能性」

２）第２回研究会
　　開࠵日：2016年６月３日 
　　場　所：ਂ草学ࣷ３ؗޫࢵ階里山学研究センター研究ࣨ
　　講演者：大崎康文（滋賀県観ޫ࿑ಇ局観ޫަ流局（滋賀県ڭҭ委員会事務局
　　　　　　　　　　　文化ࡒ保護課ซ任））
　　　　　　「水と暮らしの文化ʵ日本遺産のとり組みについてʵ」

３）第３回研究会
　　開࠵日：2016年６月９日 
　　場　所：ਂ草学ࣷ３ؗޫࢵ階里山学研究センター研究ࣨ
　　講演者：山口美知子（東近江市市ຽ環境部森と水政策課・課長ิ佐）
　　　　　　「森林の現状と課題及び所有権の問題について」

４）第４回研究会
　　開࠵日：2016年６月16日 
　　場　所：	ਂ草学ࣷࢵ英ؗ２階第１共ಉ研究ࣨ
　　講演者：須川　恒（龍谷大学・ඇৗۈ講師・研究フΣロー /里山学研究センター・
　　　　　　　　　　　研究員）
　　　　　　「琵琶湖とラムサール条約ʵ大きな湖で条約を活用するにはʵ」
　　　　　　須川　恒（龍谷大学・ඇৗۈ講師・研究フΣロー /里山学研究センター・
　　　　　　　　　　　研究員）
　　　　　　「ラムサール条約を活かした湿地保全活動ʵ世界の湿地の日	in	湖北ʵ」
　　　　　　赤松喜和（龍谷大学大学Ӄ政策学研究Պ）
　　　　　　金　紅実（龍谷大学政策学部・।ڭत/里山学研究センター・研究員）
　　　　　　「ラムサールシンポジウム2016ʵ中海・宍道湖ʵへの参加・報告」

５）第５回研究会
　　開࠵日：2016年７月30日
　　場　所：ਂ草学ࣷ４ؗޫࢵ階講ٛࣨ401
　　講演者：小池浩一郎（ౡࠜ大学生物資源Պ学部・ڭत）
　　　　　　「木質バイオマス発電の現状と課題」
　　　　　　泊みゆき（NP0๏人バイオマス産業社会ネットϫーΫ・理事長）
　　　　　　「日本における木質バイオマス利用の現状と課題」

研究会Ϧスτ
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６）第６回研究会
　　開࠵日：2016年10月16日 
　　場　所：瀬田学ࣷஐޫؗ地下１階ステューデントコモンζミーティングルーム
　　講演者：筒井　正（浜松学Ӄ大学・ඇৗۈ講師）
　　　　　　「廃村茨川に生まれて─森林文化再考」
　　　　　　須藤　護（龍谷大学・名༪ڭत・研究フΣロー /
　　　　　　　　　　　里山学研究センター・研究員）
　　　　　　「木地師の活動と里村」

７）第７回研究会
　　開࠵日：2016年10月24日 
　　場　所：瀬田学ࣷஐޫؗ地下１階ステューデントコモンζミーティングルーム
　　講演者：Bosco	Rusuwa（マラウイ大学チャンセラーߍ生物学Պ）
　　　　　　「マラウイ湖の水産業と暮らし」
　　　　　　丸山　敦（龍谷大学理学部・講師/里山学研究センター・研究員）
　　　　　　「マラウイ湖と琵琶湖の比較を考える」

８）第８回研究会
　　開࠵日：2016年11月４日 
　　場　所：ਂ草学ࣷ３ؗޫࢵ階里山学研究センター研究ࣨ
　　講演者：岡田英基（滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課・課長）
　　　　　　「「琵琶湖保全再生施策に関する計画」の検討状況について」

９）第９回研究会
　　開࠵日：2016年12月１日 
　　場　所：ਂ草学ࣷ３ؗޫࢵ階里山学研究センター研究ࣨ
　　講演者：釜井俊孝（京都大学防災研究所・ࣼ໘災害研究センター長）
　　　　　　「埋もれた都の防災学：都市と地盤災害の2000年」
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ୈ１ճ研究会

琵琶湖ɺͦの湖
ㆿ㆚ㆍ㇏

──ͦΕをΉの୭か	มભ؍ܠのࡍ
　

龍谷大学ཧ学部・ࢣߨ/里山学研究センター・研究員
中　ߊ

　本研究会は次の要ࢫのもとに行った。
　ㅡ琵琶湖の湖際の景観の変遷を、烏丸半島とその付近を例にとり、よく使われる空中写

真や地形図に加え、明治初期の地籍図や近世の相論絵図や伊能図、また近世文書など
の文字史料、あるいは考古学的知見もあわせ用いることにより、どのようにどの程度
୧れるのか、検౼します。

　ㅡ同時に、景観の大きな改変が、災害対策や耕地整備など、それ自身否定できない美名
の背後で、ҝ政者の意向に基づく一元的な価値観の下になされ、公共水面である琵琶
湖水域が収奪されるということが、近世においても、また近代以降においても繰り返
されてきたことを明らかにします。

　ㅡ本来、湖際の風土（�景観）は、多様で重層的な「用益」と「༇楽」の場であり、そ
こでは当事者による「普請」（�保全や管理）がこうした受益と表裏一体のものとし
てなされてきたと思われます。人間のଚݫを担保することの一部としての「風土（�
景観）の享受と自決」の権利のための哲学と法理の構築を指向して、我々のプロジェ
クトの目標のひとつであるBiwako initiativeの提言にもつなげられる話にしたいと考
えています。

この研究会において述べた論ࢫはこのように三点あった。
　このうち第一の点は、景観復元にچ版地形図を用いる際の問題点を、特に琵琶湖湖岸域の実
例をもとに述べたものである。製作者の価値観による情報選択と情報付与がなされていること
が、地図を用いることの利点であると同時に、また限界でもある。滋賀県内をほぼ網ཏする最
初期の地形図は1890年代に測図された二万分一正式図である。そのわずか20年ほど前、明治初
期に地ે改正に伴ない大ॖई（約1/600）の地籍図が製作されていた。大ॖईであることやそ
のため描述内容が໖ີであることなどから、近代化される以前の景観復元にはׄ好の資料とな
る。い県内には保存状態のよい地籍図が多数残されている。
　他方、空中写真は、当時の地表面の現況をありのままにとらえた一次資料となるものの、利
用出来る期間がほぼ戦後からに限られる。しかしながら、県内では1960年代までは土地改変が
それほど進行していない地点が多く残り、ために戦後の空中写真に写し込まれた景観が明治初
期の地籍図におけるそれとそれほど異ならない状態にあることも少なくない。その場合、地籍
図の描述内容のો生を高い信頼性を持って行うことが可能となる。さらに、こうして復元した
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明治初期の土地状況が、近世中世またはそれ以前の文書の記述とූ合する場合には、その時代
よりの景観が保存されていることが推論できることすらある。
　湖岸域の景観変遷、特に、湖岸線変遷は自然現象である側面もあるが、湖岸の高度利用が進
んでいた地域、例えば南湖東岸などでは、湖岸線をどこに設定するかは、近世においてもすで
に人ҝ的支配下の範ᙝであった。これについて議論するのが、第二の点である。特に、天保期
の瀬田川浚えとそれに伴って実施された琵琶湖岸での新田開発とされる事業について、その意
思決定がどのようなものであったかに注意をいながら、この一連の政策の進行状況の検౼を
行った。
　第三の点については、徳山ダムや福島原発生

ㆪ㇊㇏ㆂ

業ૌুなどにおける具体事例を手がかりに考察
した。ひとつの村を消滅させてしまう規模の開発事業、いわゆる歴史時代と呼ばれる時間ス
ケールよりはるかに長い期間に渡って居住不可能とするような産業事故、こういうものが、あ
る特定の人間の意思の帰結として引き起こされてしまう時代に我々は生きている。確かに、そ
こには技術的側面における根本的な疑問点を指摘できる。のみならず、上記の具体事例は、そ
うした事業が引き起こす人ؒのଚݫにかかわる問題が抜きがたく存することも示している。人
間が生来もつ権利として、風土の享受と自決の権利である環境権を確立するための哲学と法理
の構築が必要であることを述べた。
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ୈ１ճ研究会

地ཧ報シスςム	(*4
の基ૅとͦの可能性
　

龍谷大学ཧ学部・࣮ݧॿख/里山学研究センター・研究員
林　　珠乃

　地理情報システム（以降GI4, Geographic Information 4ystems）とは、位置や空間に関する
様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ、分析・解析し、視覚的に表示させるシステ
ムのことである。現在、行政、社会インフラの維持管理、環境調査、災害対策、森林や農地の
管理等の他分野で活用されている。本研究会では、GI4の概要を紹介し、琵琶湖水域圏を対象
とした研究における利用可能性について議論した。
　GI4を導入によって、紙地図等の紙ഔ体の情報のデジタル化や、加工や管理がしやすくなる
だけでなく、オリジナルのデータを作成することができる。これらの情報はデジタルデータで
あるため、多様な方法で可視化することが可能であり、また、オーバーレイ分析等の地理情報
に基づく分析を行うことができる。これにより、地域の情報を容易に伝達・共有することが可
能になり、合理的な意思決定を支えると期待される。
　GI4を運用するためには、パソコン・プリンター・スキャナ等のハードウェアに加え、
ArcGI4・2GI4等のGI4ソフトウェアやGoogle mapやGoogle Earth等の地図ブラウジング環境
が必要である。さらに、GI4の知識とコンピュータをૢ作する技術を持ったヒューマンウェア
が不可欠である。近年は、ArcGI4等の専門的なソフトウェアだけでなく、Google map等の感
覚的なૢ作が可能なシステムに容易にアクセスできるようになったため、GI4を利用する敷居
が低くなっている。GI4で用いるデータについては、すでにある紙地図を加工したり自分で
データを入力することによって自作したデータ以外に、行政が作成し一般に公開している基盤
地図情報・国土数値情報・自然環境保全基礎調査等のデータをダウンロードして利用すること
ができる。
　これまでGI4を利用して、南大לの地名や土地利用の変遷や、福岡県東峰村の土地利用の変
遷を研究してきた。今後は琵琶湖水域圏を対象にして、琵琶湖水域圏の118の一級河川の集水
域の特徴を明らかにする研究を計画している。
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ୈ̎ճ研究会

ਫとらしのจԽ
─ຊҨ࢈のऔΓΈについて─

滋լݝޫ؍࿑ಇہྲྀަޫ؍ہʢ滋լݝ教ҭҕ員会ࣄہ文Խࡒ保護課ซ任ʣ

大࡚　߁文

　日本遺産（+apan Heritage）制度は2015年度から創設されたもので、初年度は18件、2016年
度は19件が認定されている。日本遺産創設の趣ࢫと目的としては、文化財や伝統文化を通じた
地域の活性化のために、歴史的経Ңや伝承を踏まえた一つの「ストーリー」を描いて、一体
的・包括的に文化財を取り巻く環境を整備・活用していく意図があり、情報発信・人材育成、
調査研究、普及ܒ発、公開活用のための環境整備などの事業に対して文化庁が補助する。
　滋賀県は７市（大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・高島市・東近江市・米原市）ととも
に協議会を構成し、日本遺産事業に取り組んでいる。日本遺産が文化庁として地方創生の一事
業として位置付けられていることから、同制度事業はストーリーをつなぐことにより地域資源
を観光資源として活用するという側面を有しており、３年間の補助金をもとにして地域の住
民・団体とともに制度展開を持続的に行っていることの現状と課題を報告した。
　報告を受けて、活発な質疑応答があり、①地域住民との協力体制の困難性の現状及び後継者
の育成の課題への認識、後継者育成と関連した教育の取り組み、②財政の問題、観光地化のฐ
害も踏まえた༠導・規制の問題、伝統文化の維持の取り組みに所有権など近代法の前提をどの
ように組み込むのか、③民俗芸能の継承・記録保存への資金投入の問題、ᶆ水と人との暮らし
が重要文化的景観に選定された地域以外ではどの程度残っているのか、ᶇ命の源としての水の
概念に対する制度の一面的な側面の克服、ᶈ世界遺産と日本遺産との関係、ᶉ補助金が途絶え
た後にどのように訪問者に地域にお金を落としてもらうかなどの持続性への懸念・対策につい
て、質疑・意見交換がなされた。
　その内容は、①行政としては交流人口を増やしていきたい一方で、日々の生活を切り売りし
てまで観光地化することについてはݫしい意見もあること、また、日本遺産では予算との兼ね
合いからもハード整備は中心とはならないことと、文化財の保存と継承のうえでも教育の問題
が当然課題としていることから、日本遺産学習ノートの作成などにより親しみを感じてもらう
展開などが試みられていること、②財政の問題としては独立採算ができる組織作りが重要であ
り、地域団体の構成メンバーに商工会や琵琶湖ؿધなどの湖上交通の団体に加わってもらって
いて、多種多様な方に参画していってもらっていること、不ศであるからこそ残っている景観
もあることから任意の協力金制度などの活用や、地域の共有財産（入会財産）をଚ重する施策
などが重要であること、③日本遺産が制度として、地域文化の保存継承を含んでいないために、
メニューにある「人材育成」の一環として位置付けて行っていく必要があること、ᶆ米原の雨
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戸川など、琵琶湖周辺以外にも多くの要素があること、ᶇ水とفりとすることで多くの要素を
包ઁしようとしていること、ᶈ文化財そのものを価値付けする世界遺産制度とストーリーを対
象とする日本遺産制度は別物であるが、他方で世界遺産のような盛り上がりをみせるような制
度展開が期待されること、ᶉ景観をみて帰るだけでは、地域にお金が落ちるといったことがな
いために、まさにそのための重要な要素として「食文化」がキーとなること、などであった。
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ୈ̏ճ研究会

森林の現ঢ়と՝ٴͼॴ༗ݖのについて
　

東近江市市民環境部森と水政策課・課長補佐
山口美知子

１．
　まず、東近江市は合併後、市域の56％が森林、その内30％が人工林であり、近隣地域と比較
すると人工林率が低い地域といえる。そのうえで、国産林の材価は昭和30年代と同じであり、
木の活用方法、その価格、採算について森林所有者は悩みを持ち、木の値段と木の質との関係
にも課題が生じている。伐採作業にかかる費用の採算がとれたとしても、育成の経費や今後の
森づくりの経費の回収は難しい。
　東近江市では社寺林の割合が多い。また、個人有は４分の１。残りは、集落、会社、公社と
いうことで、特徴的であるのは、国有林・県有林・市町村有林といった公有林が少ないことで
ある。このことは近畿地方に一定共通する現況でもあるといえ、地域の人と国がかかわる機会
が少ないことを意味する。市役所としては、逆に、இ家さんのいる社寺林、地域住民の共有林
など、行政がかかわるべき森林が多く存在することが明らかとなったが、１市６町での合併前
をみると、地域ごとにその割合や森林と地域との関係性が全く異なっていたとされる。
　ボランティアで山の調査をすると、鹿の皮Ṟ被害が多く、８割ほどの現場で被害があった。
値打ちがする木も皮Ṟ被害で売り物とならない。50年、100年の木が皮Ṟで値段がつかないこ
ともある。
　平成23年度の国交省のアンケート調査では、相続時に適切に手続をしていない農地・森林所
有者の現状が明らかとされた。ا業が買収を進めていた土地についても100名以上の共有者が
存在し、買収断念後も土地の売却ができず、最終的に市に寄附してもらうといったことも生じ
ている。その際には、名前と住所を頼りに、実態を握することとなったが、そこでも相続登
記が適切になされていないという現状が明確なものとなった。
　従来、東近江には、「惣村」自治、惣掟があった。しっかりと書面が残っている地域である
といえる。入会林野近代化法以前から、有化に対して、自分たちの地域であるということで、
地域で主張していた。ただし、木材の値段が上がったときに何が起こったかというと、個人分
割が行われた。その後は、管理システムとして、入会林も個人林も成り立たなくなったとされ
る。
　そこで、以上の課題を所有権と関係付けて課題整理すれば、①所有者の特定が困難、②所有
界の確定が困難、③森林整備の前提として所有者との契約が必要とされること、ᶆ転売が容易

（登記書き換えのみ）、ᶇ管理責任が不明確といったことがある。もっとも、問題は所有権だけ
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の問題にとどまらないという。
　結局において、「継承されない森」という問題があり、土地（所有権）、管理（責任）、資源、
情報、技術や知恵がそれぞれ継承されない。本来は、どこにどんな資源があるのかということ
がわかっていないといけない。高島のトチノキの伐採もその文脈で問題となる。地域の方がそ
もそも重要なものであることを知らなかったという経Ңがある。
　継承されない結果ࣦわれる価値がある。しかし、その価値を本来継受している者は誰かが重
要であり、地域の社会や経済に与える影響は計り知れないはずである。例えば、京都の大文字
焼きの山の広葉樹にナラ枯れが生じた際には観光業から支援があった。
　また、愛知県の豊田市では、上流の環境を考えて合併が進められたという経Ңもある。
　ある集落では、なぜ所有界を確定することが必要かが問題となった。地元の手作りの地図を
土地改良区の経験者の方が作成し、個人の所有界確定はせずに森林整備が進んだ。集落に声を
かけて、固定資産੫の通知、公図、森林計画図も集めて、地図上で、だいたいの場所を確認し
て、誰の山がどこかということで握する。森林整備を集落単位で行う。地元の関係者以外の
所有となっている山は買い戻すなどして、整備した結果、獣害が激減。明るいきれいな道とな
り、山がきれいになると、人が入り、また༽をࣂうこととなり、定期的に週に一回は集まって
活動を行うなどの動きがみられる。
　このことは土地改良の事前調査と同じ考え方ともいえ、誰のものがどの程度あるのかの調査
を山に当てはめたものであるとされる。この考え方を及させるものが、今般の東近江市の

「補助事業を活用した集落ぐるみでの森林整備マニュアル」。
　森林組合は薪屋と契約して、広葉樹の行き先も決まり、周辺の住民が自分たちのところでも
同様の動きを展開してみようというように、広がりを見せている。ほかにも、守山市のホテル
に、地元材で家具をいれたいとの要望があり、森林組合の現場にストックされている木に関心
が寄せられた。
　所有者の負担なく整備ができ、獣害被害が少ないと農業にもメリットがある。里山の仕事が
増えると、ౙ場の仕事が増えることにも繋がる。
　この流れの中で、法律レベルでは、森林法の改正があり、現在は所有者不明であっても、管
理できるシステムがあるが、しかし、行政がそれを行うには、かなりの勇気がいる。おそらく
市町村はなかなか行わない。
　他市町村の事例でも、西҄倉村の森林管理協定や、豊田市の森づくり会議の事例など興味深
いものがある。
　以上を踏まえて、やはり、所有権の考え方をどのように捉えるか、また、経営の視点（利用
権の設定）や継承の視点（所有権の相続）といった特に継承の問題をどのように考えるべきか
がやはり課題であり、経済価値を作っていく必要もある。この中で、公益的機能の受益者負担
も考えられないのかが課題となる。

２．࣭ٙԠ
　登記については登記費用の問題があり、所有権という権原（タイトル）については、売却な
どの変動やฆ争が生じた際には登記ないし境界確定が現実化するが、それ以外の日常時には必
ずしも登記や境界確定が意識されないこと、そのために、所有権については処分の場面と管理
の場面が分けて考えられるべきこと。他地域に居住している所有者が生ずる経Ңはどういった
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ものであるのかといった質問。森林整備については、土地の経済的な価値が低している現状
がむしろ経済的な利害対立をऑめ、関心がബいҝに整備がし易くなるともいえる一方で、個別
利害関係人が生ずる場合にはやはり個別の権利の問題が顕在化すること。社寺林の所有率が高
いという現況をどのように捉えるのか。行政内部での意識共有の現況や、受益者を踏まえた費
用分担のあり方、ا業のC43、バイオマス発ి等について議論が行われた。
　これらに対しては、山口講師から、地域の土地についても、生産森林組合の権利者の主張と
して、金銭換算して、山への現物出資分をかえしてくださいという声もありえるなど、権利性
にからむ問題が顕在化する場合があることや、他地域に所有者が生ずる場合や、地域住民が知
人に売却する場合などがあること、奥山をどのように扱うべきか、コンパクトシティなどの政
策と農村や山林の問題との関係、社寺林といえども社寺が経営を行うことには限界があること
なども課題となるといった話がなされた。
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ୈ̐ճ研究会

「ラムαールシンポジウム2016	த海・࣡ಓ湖」

લ学श会ࣄՃのためのࢀ
　ラムαールを׆かした࣪地อ全׆ಈ

─ੈքの࣪地の	JO	湖─

龍谷大学・ඇৗࢣߨۈ・研究フェロー /里山学研究センター・研究員
須　　߃

ϓϩάϥϜ
　１）須川߃「琵琶湖とラムサール条約─大きな湖で条約を活用するには─」
　２）金紅実ゼミ学生「宇治川のヨシ利用に関する調査の中間報告」
　３）須川߃「ラムサール条約を活かした湿地保全活動─世界湿地の日 in 湖北─」
　４）フリートーク

ਢ川がൃ表しͨೋͭのߨԋᾇとᾉの内༰
　琵琶湖は1993年にラムサール条約の条約湿地として登録された。ラムサール条約は湿地の持
続的利用	賢明な利用
を進めるためのさまざまなアイデアがあり、それらを活用すれば琵琶湖
の保全に役立つはずであるが、現在までラムサール条約について深く研究して琵琶湖保全の政
策に活かそうとの姿は行政や研究者も含め皆無に近かった。一方で、中海・࣡道湖におい
ては、島根県・鳥取県関係者が県境を越えた連携によって条約を活かした活動を進めている。
1996年12月に新ׁ市でラムサール・シンポジウムが開催され、湿地保全へ強い関心を持ち始め
た熱心な地方行政担当者の参加により、たいへん印象的なシンポジウムとなった。それから20
年たって2016年８月米子市でラムサールシンポジウムが開催されることになった。
　このシンポジウムで須川が口頭およびポスター発表を予定している「世界湿地の日in湖北」
について紹介した。ラムサール条約を実行する上では、湿地CEPA活動	対話・教育・参加・

発ܒが重要とされ、世界湿地の日はCEPA活動の一つで、条約క約日である２月２日前後に
毎年切り口の違う共通のテーマを設定して世界中で活動が進められる。2011年２月から毎年、
滋賀県長浜市湖北町にある琵琶湖水鳥湿地センター /湖北野鳥センターにおいて、世界湿地の
日の活動を行ってきた。６年間の活動から、１）共通のテーマを、地域を見直す視点として活
用する、２）活動内容を国際的に発信する、３）お祭り的な楽しさを含む、といった諸点を活
かすと、湿地保全を進めるツールとして世界湿地の日が大変役立つことが判ってきた。
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ୈ̐ճ研究会

ラムαールシンポジウム2016

த海・࣡ಓ湖へのࢀՃ・報告
　

龍谷大学大学Ӄ政策学研究Պ
松　ت

龍谷大学政策学部・।教授/里山学研究センター・研究員
࣮ߚ　　ۚ

　2016年８月27日〜29日 にかけて、鳥取県米子市でラムサールシンポジウム2016が開催さ
れた。ච者は当シンポジウムに参加し、これまで取り組んできた京都市伏見区宇治川左岸に位
置するヨシ原における大学生の保全活動について事例報告を行った。

ᾇ　ϥϜαʔϧγϯϙδϜù÷øýの֓要について
　国内のラムサール条約登録湿地第１号である۴路湿原の登録から20年が経過し、現在国内で
登録総数は50か所に及んでいる。湿原、湖প、干ׁ、水田と登録対象の環境は多様に及んでい
る。“湿地”や“ラムサール条約”という言葉が人々に認識され、自治体や市民が湿地保全の
活動に取組んでいる。
　一方で、登録湿地以外の湿地の環境汚染の問題、活動の行き詰まり（固定化）の問題、それ
に対する具体的な計画の策定や人々の参加といった課題がある。そのため、当シンポジウムは、
事例報告を通して国内の湿地保全の現状と課題を共有し、今後の活動の活発化を図ることを目
的に開催された。
　27日には現地調査として、࣡道湖エクスカーション（࣡道湖における保全活動の報告と施
設見学）が行われた。28日 、29日 は米子全日空ホテルにおいてシンポジウムの開催、基調
講演と３つのセッションが設けられた。３つのセッション、⑴日本の湿地を取り巻く状況はど
う変わったか、⑵湿地を地域にどう役立てるか、⑶湿地の管理に携わる人々の活動を強化する
には、とテーマが事前に設定され、口頭発表者が選択して、各々課題に基づき報告を行った。
ච者は⑴のテーマで発表を行った。以下より報告内容を記す。
　
ᾈ　γϯϙδϜでのใࠂ内容について
　シンポジウムでは、「京都伏見のヨシ原について〜歴史、現状と課題〜」というタイトルで
報告を行った。報告概要は以下のとおりである。
　京阪中書島Ӻ以南、宇治川河川敷に約35haのヨシ原がある。ڊ椋池のヨシ原、宇治川のヨ
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シ原、呼び名は様々だが、本ߘでは「伏見のヨシ原」としている。伏見のヨシ原がある場所に
は、かつて京都府下で最大の淡水湖が広がっていた。漁業が盛んで、周辺には漁家が立ち、湖
の周囲に生えるヨシをヨシズや屋根෪きに使い、ヨシを生業とする人々（ヨシ屋）がいた。し
かし、流出河川が１本しかない琵琶湖から流れてくる多量な水で宇治川（淀川）は洪水が多発
した。そのため、1896年〜1910年にかけて、治水事業である淀川改良工事が行われた。これに
より、宇治川の遊水池機能を果たしていたڊ椋池は完全に宇治川と切り離されたが、水位は低
下し、水質は急激に悪化した。漁獲量は減少、風土病の流行で環境悪化が進行し、ڊ椋池周辺
に暮らす住民の要望で、田地に変える干拓運動が起こった。治水事業後も堤防が決壊し、洪水
被害も受けていたことから、1933年に国営の干拓事業が開始された。現在は大部分が田地にな
り、域内の人口増加で一部が宅地化されている。
椋池の名残として、伏見のヨシ原がある。近畿地方で最大のツバメのᆞ地であることが明ڊ　
らかにされており（須原߃「ツバメの集団ᆞ地となるヨシ原の重要性」『関西自然保護機構会
報21巻２号』、187–200、1999）、生物多様性を育む場として重要な環境であると言える。かつ
ては、ヨシ屋により、ヨシ原は定期的に管理されていたが、外国産ヨシ材の流入や、כ෪家屋
の減少により、ヨシ屋の多くが消滅した。現在は屋根෪きを行う会社が１社で管理を行ってい
る。毎年、一定の区域でヨシ刈りとヨシ焼きを行っている。人手による管理をଵると、ヨシ原
は藪化し、真っ直ぐで丈夫なヨシが生えてこない。ヨシ材の確保、他方で生物にとっての適切
な生息地を維持するため、定期的なメンテナンスが必要である。しかし、管理主体が限らてお
り、ヨシの価値が低下する中で、人材や費用の確保が難しい状況にある。
　そこで、龍谷大学政策学部金ゼミの学生たちがヨシ製品の新規開発や市民向け環境教育を提
案し、ヨシ原保全の取り組みをとおした環境教育を行ってきた。伏見のヨシ原では、以前よ
り市民団体がツバメの観察会を実施していた。観察会はツバメの飛来数がもっとも多い時に
開かれ、参加者数も100名を超える人気のイベントである。親子での参加が目立っていた。た
だ、“ヨシ原”や“ツバメ”の存在は知っていながら、近畿地方で最大のᆞ地であることは広
く知られていなかったため、貴重な生態系を有する環境であることを伝えることは重要だと考
えた。特に、親子世代をターήットにして、行政が主催するイベント等に出向き、ポスター展
示・口頭発表とヨシ紙作りの体験型環境教育を行った。参加者の中には、「ڊچ椋池を知って
いて、一帯は大きく変わったが、ヨシ原だけは消えないでほしい」といった声や、「ヨシ紙で
葉書やᐼを作るといい」という提案が出された。
　最後に今回のシンポジウムへの参加をとおして、ච者の感想を記しておきたい。当シンポジ
ウムに参加したきっかけは、ヨシ原保全の取り組みの報告と活動上の課題を共有したいと思っ
たからである。伏見のヨシ原は、ラムサール条約登録湿地ではなく、保全のための計画や施設
は存在しない、いわゆる全国的には無名の環境である。しかし、放置されがちな環境だからこ
そ、その価値を伝える必要があると考えた。
　登録湿地では国や自治体が長期的な計画を策定し、保全に取組んでいるが、それ以外は市民
団体が中心である。環境を再生する、維持することは重要だが、それを行う人あるいは係る費
用をうにはボランティアでは限界がある。事例発表では、そのような意見が多く出た。シン
ポジウムを通して、この課題を乗り越える、『連携』が生まれたように思う。
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ୈ̑ճ研究会

木࣭όΠΦϚスൃిの現ঢ়と՝
　

ౡࠜ大学ੜࢿ源Պ学部・教授
খߒҰ

ԋߨ
　EUのバイオマスは再生可能エネルギーの2/3程度を占めている。しかし、日本のマスコミで
あると、再生可能エネルギーといえば風力が紹介される。バイオマスは主に熱、ి力に使用さ
れている。
　EUでは、95年の北Ԥの加入により、バイオマスの比率が高い国がEUに加わったこととなる。
1995年までは、ヨーロッパのバイオマスは草本であったが、シフトチェンジが行われ、在来型
の林業の「副産物」を使う方が良いとされるようになった。
　スウェーデンの林業は、日本の農家林家といった里山的利用が主流である。چ大陸（ヨー
ロッパ、日本）は人口過重経済であり、農地の所有面積はぎりぎり生活できる水準まで小さく
なった。日本とヨーロッパの森林保有構造は似ている。
　EUでは、所有規模は平均13ϔクタールで、多くは５ϔクタール以下。日本の農山村の森林
所有と似ている。ガス化研究も国立機械検査所（スウェーデン北部）で行われている。
　スウェーデン内陸部。農地と森林が錯૰している、湖と海の国である。農家は近所の山を高
度利用している。ベクショーという町。移民博物館がメインの町。19世紀に同地域の４分の１
がアメリカに移住していく。そこでは、80年代から、そして特に97年に、燃料転換がなされ、
オイルの割合が激減する。スウェーデンとフィンランドの関係では、重化学のプラント産業は
フィンランドが強い。
　石༉時代到来のあと、1970年に地域熱供給を導入し、1978年ではバイオマス利用の検౼が開
始されたが、それは地域自給が可能であることが要因であった。1997年には中央政府補助の一
つである「バイオマスからのి力開発基金」が導入された。このころに、集落熱供給を開始

（1000〜3500kw規模）。
　スウェーデンでの地域熱供給の熱源をみると、まず地域熱供給自体が増えているが、1980年
から2000年にかけての変化が大きく、日本と比べてかなり大きくバイオマスなどが増えている。
　熱力学の師ঊとして、スウェーデン・ベクショー大学のビヨルン・セットリーウス教授。中
小のバイオマスのプラントを使い、リバーニング（中小規模のチップボイラーによる熱利用）
の使用が日本でも可能であるとされた。スウェーデンの成ޭは、熱力学的に大きなミスをしな
かったからであるとされる。熱とి力の使い分け。
　日本では、ྠ番停ిなどがあったが、冷暖房の使用率が高い。オールి化などで全てをి気
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にすることの課題。
　スウェーデンの木質バイオマス利用の特色として、熱力学的に無理をしない。熱先行（ガス
化発ిは現況ి力価格では無理）。自治体主導でバイオマス利用が推進されている。スウェー
デン木代ガス化研究の流れとして、大気圧及び加圧が強い。CHPの拡張計画（Boras）。小型
化しても効率が下がらないものを小型化している。木材のガス化。内面機関とガス化装置は小
型化できるが、問題はガスクリーニングであり、分離工程は複雑なものであると大きくないと
コストが高くなる。また、ৠ気タービンも大型化しなければならない。加圧ガス化装置。
　ベクショーはスウェーデン最大の森林組合の本部がある地域。日本建築学会編『高齢者が気
持ちよく暮らすには』（技報堂出版）。日本では、部屋により温度もバラバラで、暖房により高
齢者の死率が変化する。指標をみるかぎり、生活の質は低い。建物全部の暖房が必要といえ
る。
　スウェーデンでの推進力として、協同組合が強い。森林協同組合は組合員の所得拡大のみを
考えている。自治体協会は中央政府と対等であり、国、県、基礎自治体の役割分担が明確であ
る。県は、広域行政のみで、基本的に自治体がほとんどのことをカバーする。
　イタリアの例では、林業不振の要因の認識（日本と同じ）。中小農家林家による育林と大規
模加工部門のコンビネーションが特徴。北Ԥは協同組合があり、６の森林組合に集約。個別林
家の経営計画のサポートを重視している。オーストリアは、小規模所有者の組織化がうまくで
きており、林業会議所（実は農業会議所）が貢献している。
　オーストリアの自ຫとして使われなかった原発がある。1978年11月５日には、50.47％が原
発に反対投票をした。
　オーストリア農林業団体の機関誌では、1985年４月にバイオマスからのエネルギーが問題
となる。熱市場をૂってどうするかということで、どういう営業形態でやるのかが問題とな
る。オーストリアのバイオマスはすでに原発２期分を代ସしている（1994.11）。バイオマスボ
イラーの導入（オーストリア）は80年代からかなり増えている。木質エネルギー需要の推移で
は、チップ、ペレット、が増えており、薪は暖の使用から自動化された薪ボイラーに半分程
なっている。
　オーストリアでは、地域の住民が出資して会社を作って何かをやるという意識が高い。バイ
オマス地域熱暖房施設は最近はどこにでもある。
　ཙ農と林業。山の中ෲは森林地帯で、上にいけば農家が行っている。６割がཙ農で、４割が
林業であるとされる。兼業農家によるチップ化作業も農家に組み込まれてバイオマス利用が進
んでいる。
　さらにオーストリアでは、小規模所有が多い。これが重要。半分以上（55.3％）が小規模私
有林である。むしろこちらが森林資源の利用が活発である。また、79.8�が生産林である。
　ススキのボイラー。竹にも使える。日本のメーカーがオーストリアのメーカーを視察にいく
と、日本ではあの値段ではボイラーが作れないという。システムの考え方としては自動車と同
様に技術が使われている。チップボイラー統合システム。
　オーストリアの推進力は農業林業会議所、山林組合（Waldverbund）。後者は何か事業を行
いたい者が組織する。また、農民の創る会社が中心であり、自治体は直接活動しない。
　アジアは安いホテルはి気ヒータで熱力学的にはあまりよくない。日経新聞の私の履歴書に
も紹介される中国の会社。利益の一つはトウモロコシ。
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　移動耕作は燃料林生産の森林経営に転換可能、燃材の販売は林産物を商業化する唯一の可能
性ともされる。
　空調の温度差について、空調にかかるエネルギーは温度差の二乗による。冷房も低温の熱で
ある。エアコンと原発の๊き合わせ販売のような形がアジアで展開されている。バイオマスと
太陽熱の併用などで代ସするなどの可能性がある。サステイナブルな使い方を考える中で。

ᶄ࣭ٙԠ
須川：ペレットは確かに安いなど、価格の差がある。比較的上手くいっているところをどう評

価するかということなのか。
খ：95年に北ԤがEUに入ると、その国々はすでに80年代に実際に使い始めている。障害は

森林組合でもあり、山林の所有面積は関係なく、水平的なインテグレーッションができてい
ない。抜本的に変える必要がある。組織化をすると༌出できるようにもなる可能性がある。

藤ݪ：スウェーデンの森林組合などの年齢層や後継者の育成はどうなっているのか。
খ：スウェーデンでは、日本のように森林組合に実際に作業する人が一人もいない。日本の

ように作業すると利益相反となる。山を持っている人は木材が高い方が良い。作業工は安
い方がよい。しかし、組合は作業工で給料を支うシステム。なので、切り離す必要があ
る。経営のサポートをしているのみ。あとはロビー活動など。作業は、農家出身の人間が中
古の機械を買って、ܑఋや家が一ا業としてやっている。人数的にはՋな時期はコアなメ
ンバーとして２名でしいときはԛっ子などを呼んできて行うなど。実際の作業は全て個人
会社が行っている。

な͗Β：吸収式冷房機について実際に行う業者などについては、熱利用まで話がいかない。吸
収式冷房機については実際にどのような話があるか。

খ：世界で初めてでは、ಢ木県の例がある。しかし更新により、エアコンにかわっていた。
島根大学は、重༉炊きの吸収式冷房機を使っている。使われていないわけではないといえる。
熱により冷やすことができる。吸着式というものもある。こちらのほうがメリットがある。
フロンを使わない。環境負荷という点でもੌくよいものとなっている。なお、北Ԥでも、エ
アコンが最近でてきている。

٢Ԭ：十分活用されていない副産物を熱利用に活用するメリットがあるが、そのためには林業
事態がある程度回っていかないといけない。日本と異なり、北Ԥは安定的に展開しており、
林業のあり方も自然に対して負荷をかけすぎないようになっているとされる。地域の熱供給
に一定のメリットがあるとなると、熱に対する需要が出てくるが、木材利用を中心とした林
業との整合の必要があるといえる。木材利用と熱利用とが競合しないか。

খ：ボリュームとしてはまだまだ余力があるといえる。スウェーデンは、70％くらいであり、
余力がある。末木市場も余力がある。

ؙ山：スウェーデンの人口は何か。人口ີ度でいうとどうか。また、国家的方針は全くことな
るのではないか。地形的な問題はないか。

খ：一人あたりの森林面積は３ϔクタールあるが、北の方はあまり意味をなさないが。オー
ストリアであると、１人あたり、0.7程度。日本のഒ。北海道は0.7。日本のҢ度と比べると
そこまで差はない。森林組合は伐採コストを下げる気はない。経産省は数字を出しているが、
あまり進むと困るとする。暖房としてはエアコンやి気温水器が競合している。ి力会社の
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売上げが落ちてしまう。地形については、オーストリアでは、チェーンソーで倒すが、北
Ԥは機械で倒す。オーストリアでは、30ユーロかかる。ا業努力で安くしようとしている。
オーストリアでは、農山村で中山間では農林業へのプライドがある。
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ୈ̑ճ研究会

ຊに͓͚る木࣭όΠΦϚス利用の現ঢ়と՝
　

/10法人όΠΦϚスۀ࢈社会ネοトϫーΫ・ཧࣄ長
ധ　ΈΏ͖

　バイオマスは、世界で最も多く使われている再生可能エネルギーである。日本では1960年代
の燃料革命により、薪炭材などのバイオマス利用は大きく減少した。一方、日本の国土の2/3
は森林であり、大な森林資源を持ちながら、林業の近代化のれなどにより、人工林の成長
量の1/4程度しか利用できていない。
　2012年に始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度（'IT）では、この森林資源の利用
拡大が期待されたが、制度的不備や関係者の理解不足から多くの課題が生じた。木質バイオマ
スを燃料とするి力に、24円/kWh、32円、40円と高い買取価格がつき、新規参入者も相次い
だ。
　そもそも燃料用途は、木材の最も安価な利用方法である。建材や合板として高く売れる木材
と一緒でなければ、燃料材は山から降ろしてくることは困難である。言うなれば、マグロのア
ラだけを大量に求めても、トロが売れる見込みがなければ遠洋まで行って漁獲はできないのと
同様である。
　燃料材の需要のみが急激に増加し、林業現場は活性化すると同時に困している。現在、
'ITで未利用木質バイオマスの認定容量は43万kW、༌入材を含む一般木質バイオマスは328万
kWであり、それらを稼働させるには、それぞれ年間800万m3、4500万m3程度と大な木材が
必要になるが、その調達は容易ではない。
　国内の森林管理体制の整備、特に皆伐後の再造林の実施、༌入バイオマスであれば、持続可
能性基準の導入などにより、環境・社会面での負のインパクトの回ආ、温暖化対策としての有
効性の確保などが大きな課題である。2016年度後半、一般木質バイオマス発ిに規模別買取価
格の導入など、'IT制度の不備を補う取り組みが次々と打ち出された。
　そもそも国内の間伐材等は、小規模でも高い利用効率が見込めることなどから、発ిより熱
利用主体での利用拡大を進めるべきである。
　まだまだ課題は多いが、改善点も見られ、今後の適切な利用拡大が望まれる。
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ୈ̒ճ研究会

ഇଜҵ川にੜ·Εて
─森林จԽ࠶考─

松学Ӄ大学・ඇৗࢣߨۈ
Ҫ　　ਖ਼

　茨川は滋賀県神崎郡永源寺町（現東近江市）に属し、琵琶湖の東で愛知川の上流、鈴鹿山系
北部の山中に位置する山村である。中世後期に東小椋村の出郷として発展し、近江と伊をつ
なぐ峠筋の茶屋として、また、ۜ山の集落としてにぎわった。ۜ山の衰微とともに、過疎化が
すすみ、昭和38年に８戸、昭和40年８月に廃村となった。
  茨川は、ి気もガスも水道もなく、「ธ地５級」の集落で、༣ศ物の配達もなく、近代化の
から取り残された「陸のݽ島」であった。1954年に林道が開通するが、しばしば֑崩れや橋
の流ࣦなどで車が茨川まで来ることは少なかった。自給自足が原則で、米やে༉・Ԙ・砂な
どの調味料、その他生活必需品は、人の背によって三重県北町から運び込まれた。集落内に
病院はなく、軽いո我や病気は自然治༊を待つほかなかった。産ംがいないので、私たち５人
ܑఋは全員、自宅で母方の祖母の介助で生まれた。事後に出生届を出すだけで、何の問題もな
かった。
　水道のない茨川で、風呂を沸かすのは一苦労で、老人世帯にとっては困難なことである。両
親が山で働いており、帰宅がいので、川からの風呂の水汲みは私の仕事であった。近隣の
人がしばしばい風呂でわが家を訪れ、はいつもに賑やかであった。年に５回ほど行われ
る「お日待ち」は楽しい行事であった。足りない物があれば貸しआりが行われ、来٬があって、
御馳（ぼたや巻きण司など）を作れば、重ശにいれて各家に届けた。年始の挨拶で各戸を
նって「みかん」をいただくのも楽しみであった。村内で鉄๒を持っている人がౙقにシカや
イノシシをࣹ止めると、すべての家に配分した。貧しかったけれど、満ち足りた暮らしがそこ
にはあった。
　ほとんどの家が山を保有し、炭を焼き、その他に植林、椎茸や茶の栽培などで生計を立てて
いた。焼いた炭は、大人たちが負ぶって、三重県の北町まで運んだ。戦後、住宅建設ラッ
シュでਿ・ජの需要が急増し、営林ॺの؊入で植林が盛んにおこなわれた。茨川に中学校がな
く、子どもが小学校をଔ業すると、その家はやむを得ず、離村していった。離村に際してそ
の家と最後の別れの挨拶を交わし、母がᰫ別を渡していた様子が、50年を過ぎた今でも裏
に焼き付いて離れない。
　1965年３月末で、茨川分校は廃校となり、最後の一軒であった私たち家は、住み׳れた茨
川を離れた。茨川を離れた1965年８月19日は、とてもॵい日でઊの声がॵさを増していた。同
年4月に末ຓが生まれ、母は生後４ケ月の乳児を負ぶい、は重い荷物を担いで９ࡀの私を頭
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に７ࡀ５、ࡀの༮子を伴って険しい治田峠を越えて三重県の北町に向かった。NHKの取材
を受けたは「今日で茨川は廃村となります」と答えている。長年住み׳れた茨川を離れるこ
とは、両親にとってਏいことであり、またこれから始まる新しい生活への不安もあった。茨川
を離れた折り、住む家も働く場所も決まっていなかった。当面は॑の世話になり、北町治
田でआ家住まいを始め、࣐来50年以上のࡀ月が流れ去った。
　両親はすでに他界し、往事の様子を聞きただすことはできない。生前、しばしば家で茨川
に里帰りした。は神社の傷みをひどく気にかけていた。なぜなら、離村するまで宮守をۈめ
ていたからである。故郷は先祖の墳ุの地である。代々の先祖が眠っているサンマイに行くと、
なぜか気が休まるのを覚えた。茨川で生まれ育った者にとって、神社とともに大切に守り伝え
てきたサンマイが、2012年９月の大雨で跡形もなく流ࣦしてしまった。自然のҖを前にして、
私たちはあまりにも無力である。500年もの間、風雪にえてきたサンマイがである。
　雑木林が伐採され、植林が行われた結果、木や山の保水力が低下し、雨水は表土をり、濁
流となって川に流れ、河床を上昇させた。村の守である天照神社の前の河床でみると約三ᶤ
上昇している。ۇかの雨水が甚大な被害をもたらすのである。の炭焼き小屋の近くの谷川で
イワナを釣るのが楽しみであった。誰も知らない、私だけのൿີのポイントも今や水無川とな
りイワナは棲んでいない。いや、人間の自然へ負荷がイワナを棲めなくしてしまったのだ。私
たち家の食卓に色をఴえたイワナは、一体どこへ行ってしまったのだろうか。廃村茨川は村
全体がススキや雑草に෴われ、所どころで苦みのきいた青षいクサギが、ջかしいषいをඬわ
せている。
　森の荒廃は、茨川だけにとどまらない。日本全国の森を८る深刻な問題である。わが国は国
土の70％を森林が占めている。政府の指導で植林がྭされ、里山からかなり山奥までਿやජ
が植えられ、針葉樹林帯と化してしまった。植えられた樹木が成長し、採算がとれないとの理
由でそのまま放置され、立ち枯れの進行、度重なる洪水に伴う森林破壊など深刻な自然環境の
悪化が進んでいる。人間の欲望に起因する自然への過度な働きかけが主たる原因である。その
応報を私たちはんじて受けざるを得ない。シカやイノシシ、クマ等の里への接近もその応報
の一部である。
　三重県北町出身で環境考古学の提唱者安田喜ݑ氏は、「森は命の水の源」であるとして、
森を保全することの大切さを説き、そのためにも、「環境戦࢜の育成」が急務であり、「森里海
の連関を基本とした森の環境国家」の構築の必要性を主張されている。同感の至りである。日
本の先住民である縄文人は、森ཏ万象に神が宿るとして、森を大切にし、自然を畏ාし、森を
大切にしてきた。
　今日、山村の多くが限界集落、さらに存立の危機にවしている。森を保全する環境戦࢜がい
なくなってしまい、森林の荒廃を食い止めることは困難である。荒廃が進む森を山村の住民の
みで保全するのは不可能である。森の恩恵を受ける中・下流域の住民が河川の上流の森林保全
に目を向けるべきである。
　大量生産・大量消費、使いࣺての時代はもはや過去のものとなりつつある。競争原理に基づ
く経済合理主義は破の危機にある。持続可能な開発を促進させるためにも、ライフスタイル
を見直し、Ԥ米型の「森を支配する文明」、「収奪する文明」から安田氏の主張する「森の文
明」「米の文明」へとシフトさせ、森林の保全とその資源の有効活用を目指す「森の環境国家」
の樹立をめざす取り組みが求めらている。
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ୈ̒ճ研究会

木地ࢣの׆ಈと里ଜ
　

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー /里山学研究センター・研究員
須藤　　護

　本ߘは2016年10月14日に行なわれた研究会報告の要ࢫである。
　日本人の山の使い方は多様であった。その一例として木地師の活動と、それを支えた里村の
関係が深かった福島県会津地方を取り上げた。この地方の村の多くは農耕を軸にしてきたが、
集落から離れるほど野生動物の世界が広がり、木地師のような専門の木工職人や狩ྌや漁労を
行なうྌ師、木材の伐採搬出する人々などの生産活動の場になっていた。木地師たちは漆器産
地である会津若松の周辺の山に居住し、その素地となる木地を供給してきた。その木地師たち
の多くは、愛知川上流部である滋賀県چ神崎郡永源寺町蛭谷、君が畑（現東近江市）を故郷に
している人びとであった。
　さて、今回の研究会のテーマは、日本の漆器産業を支えてきた木地師と里村との関係であり、
福島県南会津郡田島町針生という村を対象にした。針生は180戸ほどの集落であるが、8000町
歩ほどの広大な山を所有している。この山には、大正時代の末ころまで数組の木地師が入り木
地椀の製作に携わっていた。山で生産された木地椀は里村である針生の人びとが里に降ろし会
津若松まで運ばれた。
　木地師はアラドリした木地ガタを火୨に上げて乾燥させ、これを１日200個ほどロクロ൨き
する。５月から初雪が降る11月中०までは針生からഅ方がやってきて、木地椀を村まで持っ
て帰り、അやഅ車に積んで会津若松の漆器屋まで運ぶ。針生と若松までの距離は48kmほどで、
往復4日がかりであった。会津若松では木地椀を売ったお金で日常生活用品や食料を買って帰
り木地師のいる山に上げる。とりわけ５か月間ほど続く積雪期間は、木地師は山に籠ることに
なり、大量の物資が里村の人びとによって運ばれた。
　下記の物資は大正時代の中頃、ある木地師の家が注文し、針生の人びとによって山に上げ
られた生活物資の一例である。米11表ほど（１日３ঋ、１か月９ే）、味３本、ে༉（９ঋ
୬）５本、酒（２ే୬）３本、足ାは家分と年始用、手১い10反ほど（年始用）タバコ：40
入り20本、お茶30〜40本、砂、野ࡊ類５段（１段は６ଋ、௮物用）、ダイコン、ジャガイ
モ、シオビキ６本包を４ඨ、Ԙ１ඨ、ニシン（１ଋ100本入りのものを10ଋ）、お՛子１ే؈入
り５本、など木໖の反物５〜６反、40ଋ（履き物用）、ハバキ10足、麻１貫目（ロクロ用ߝ）、
カンナボウ３本などであった。
　長い間山中で仕事をしてきた木地師、その山のすそ野で農耕に携わり、木地師が必要とした
物資を運んだ里村の人びと、漆器製造の技術者である塗師、そして漆器の流通に関わる人々に
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よって、日常用・冠ࠗ祭用の漆器は全国に運ばれ、近代に到るまで身近な器として機能して
いた。木地師と里村の人びとは、奥山と里山を舞台に、日本人の食文化を担うという大きな役
割を果たしてきたことになる。
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ୈ̓ճ研究会

ϚラウΠ湖のਫۀ࢈とらし
　

ϚϥΠ大学νϟンセϥーߍੜ学Պ・।教授
#PTDP�3VTVXB

　マラウイはアフリカ大陸南東部の内陸国であり、大地ߔ帯に刻まれたマラウイ湖の大部分を
有する。マラウイ湖は国際湖で、南東部をモザンビークにৡ渡した他、北東部の沿岸でタンザ
ニアと接する。世界一多様な湖棲魚類群集を構成するのはほとんどが岩帯に住むシクリッド
科魚類である一方、水産業の対象となるのは、伝統的に、回遊性のシクリッド科魚類やコイ科
魚類、ナマズ類などである。マラウイ湖には６万人ऑの漁師がいて、網、地Ӫ網、᠘、手釣
り、トローリングなどで年70ktऑ（湖内生産量の９割ऑ）の水༲げがある。水産関連業従事者
は50万人ऑとされ、日干し、ᗉ製、湯がき、ローストなどの加工を受け、国民の大多数にマラ
ウイ湖の淡水魚を供給する（動物タンパク源の72�、全タンパク源の40�、GDPの４�）。し
かし、近年の急激な人口増加によって、周辺の森林伐採と過剰な漁獲圧が発生し、水産資源の
枯渇をটいている。かつて、中央政府による漁具制限、ې漁期、ې漁区、ې漁時刻の設定で水
産資源の維持が試みられたが、大方ࣦഊに終わり、最有用魚チャンボの水༲げは1980年代の
5000t強から1990年代以降の500tऑに減少した。1993年以後は参加型管理が導入され、漁村の
管理委員会が基礎となった地域に根ざした管理と保全が確立されたが、新しい委員会と伝統的
なリーダーとの折り合いは悪く、ີ漁は一般的に見られ、有用魚の減少は続いている。このよ
うな状況を打開するための教訓は、マラウイ湖内のMbenji島に見られるウタカ漁の伝統的管
理や、チルワ湖（マラウイ湖から南に80kmの内陸湖）の複数のリーダーで行われるې漁管理
などの成ޭ例から得られよう。
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ୈ̓ճ研究会

ϚラウΠ湖と琵琶湖のൺֱを考える
　

龍谷大学ཧ学部・ࢣߨ/里山学研究センター・研究員
丸山　　ರ

　琵琶湖とマラウイ湖は、ともに世界有数の古代湖であり、非常に多様な水生生物群集に恵ま
れる点で共通する。２つの湖を互いに比較対象と捉えることは様々な学問分野において非常に
面白いが、置かれた条件が大きく異なることには留意すべきであろう。まず、面積で43ഒ、水
深で７ഒの違いがある。加えて、温帯に位置する琵琶湖は年１回፩湖であり、不完全፩湖
であるマラウイ湖とは、物理・化学的な特性が大きく異なる。たとえば、後者の深底帯はほぼ
無酸素で生物はほぼ生息しない。集水域の農業主産物にも、コメかトウモロコシかという違い
があり、湖への環境負荷も質的に異なる。最も興味深い違いは、環境問題の進行具合であろう。
マラウイ湖での大きな問題は、過剰な漁獲圧と周辺のད地化である。琵琶湖では、ད地化の問
題は江戸期などの過去の記録にのみ確認され、富栄養化も一段落し、現在は外来生物の影響や
沿岸帯の改変が問題視されることが多い。２つの湖は互いの過去や未来を映しているとも捉え
ることができ、比較研究をするならばこれらの差異をどう活かすか、議論を重ねるべきであろ
う。
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ୈ̓ճ研究会

࣭ٙԠ
　

ㅡマラウイ湖が国際湖であることについて、環境管理上・水産資源管理上どのようなネゴシ
エーションがどのようになされるか、質問があった。湖の大部分をマラウイが所有している
ためにマラウイ政府による管理の影響が大きいとはいえ、国境問題も含めた難しい事情が紹
介された。

ㅡ世界自然遺産に登録されているエリアにも村が存在していることについて、どのように折り
合いを付けているのか質問があった。国立公Ԃ固有の保全ルールや、観光ビジネスの影響が
紹介された。

ㅡ同じ大地ߔ帯のビクトリア湖には食用外来魚が導入されていることに触れ、マラウイ湖での
外来魚問題の現状や危惧について質問があった。マラウイ湖では外来魚問題は発生していな
いが、養殖魚の逸脱などが危惧されていることが紹介され、外来魚問題はマラウイ湖シク
リッド魚類の多様性を著しく低下させるであろうことが説明された。また、ビクトリア湖の
外来魚ナイルパーチの導入は、食用目的ではあったが、漁獲は大手の漁業者に独占されやす
く、漁獲物も地元ではなく海外に༌出されてしまうなど、必ずしも住民の暮らしを良くする
ものではないことが補足された。

ㅡマラウイ湖での沿岸帯改変の可能性について質問があった。現状では、ホテル建設による湖
岸の開発が主なものであること、改変によって有用魚種の繁殖の場と多様な沿岸種の生息の
場がࣦわれることなどが説明された。



121

研究会報告

ୈ̔ճ研究会

「琵琶湖อ全࠶ੜࢪ策に関するܭը」の

についてگঢ়౼ݕ
　

滋լݝඐഀބ環境部ඐഀބ保શ࠶ੜ課・課長
Ԭ田　ӳج

　琵琶湖では、高度経済成長期以降、急速な工業化や人口増加など社会経済情の急激な変化
により、周辺から琵琶湖に流入する汚濁負荷量が増大し、昭和52年には淡水赤ைが発生するな
ど水質が悪化した。その後、下水道の整備など生活排水対策や工場排水の規制など様々な取組
により、琵琶湖への流入負荷は減され、富栄養化の進行もある程度抑えられたと考えている。
しかしながら、難分解性有機物の増加や栄養Ԙバランスの変化などの新たな問題をはじめ、水
草の大量繁ໜや外来動植物の増加など、琵琶湖の課題は複雑かつ多様化してきており、総合的
な保全再生を図ることが強く求められている。
　そうした中、平成27年９月に「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が成立し、ཌ年４月に
は、国において基本方針が策定された。県では、この基本方針をצ案して「琵琶湖保全再生施
策に関する計画」を平成29年３月に策定したところである。
　計画には、「保全再生に関する方針」をはじめ、「保全再生のための事߲」として「水質汚濁
の防止および改善」、「水源のかん養」、「生態系の保全および再生」、「景観の整備および保全」、

「農林水産業、観光、交通その他の産業の振興」などの施策や、「調査研究」、「取り組む主体や
推進体制」、「教育の充実」など、幅広い߲目を記載している。
　計画の重点事߲としては、「琵琶湖を「守る」取組」と「琵琶湖を「活かす」取組」の２つ
の柱を考えており、「守る」取組については、これまでから取り組んでいる水源林の整備保全
や水草対策はもとより、٤緊の対策が必要な侵略的外来水生植物の防除や鳥獣害対策、水産資
源の回復などに取り組んでいく。
　一方、「活かす」取組については、エコツーリズムなどの体験・体感による琵琶湖とのふれ
あい推進や、滋賀県の林業成長産業化、環境関連産業の推進など琵琶湖が持っている様々な可
能性を引き出し、活用する施策を進めていく。
　こうした取組を支える調査研究や環境学習などと併せて施策に取り組むことで、琵琶湖を

「守る」ことと「活かす」ことの好循環をさらに推進し、「真に自然と共生する社会のモデル」
を創り、滋賀県から全国に、そして世界に発信していくこととしている。
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ຒΕたのࡂ学ɿ市と地൫ࡂ書の2000年
　

研究センター長ࡂ研究所・ࣼ໘ࡂ大学ژ
Ҫ　ढ़ז

ԋߨௐج．１
　本日は、地質の時間と歴史の時間をつなぐ試みを話題にしたい。これは、都市の災害では有
効な手法であり、「埋もれた都の防災学」のスタンスに立ったお話しである。
　例えば、真田丸の作成時に、大きな土ྥや堀が作られたわけであるが、特に、堀跡にこだわ
りたいと思う。ೈらかい土で埋められた堀跡が都市の中心部にあると、地盤災害の原因となる
可能性となるからである。
　そもそも、上町台地の周縁は、近世（17世紀）の公共事業が顕著な場所である。戦国時代、
城を造っては壊していた。大規模な城ֲが平野につくられる様になると、それは、やがて惣構

（そうがまえ）に発展する。現在では、そうした遺構の上に住宅や道路がつくられている。
　堀跡では、地震動の増幅効果が顕著であり、動的有限要素法による見積もりでは、深さが
10mの深い堀での地表変位は約３ഒとなる。
　豊ਉ氏大阪城は、今の４ഒの面積である。この頃、都市をすっぽり囲む「総構」が出現した。
豊ਉ氏大阪城は、現代の大阪城（徳川氏大阪城）の下に埋まっている。総構は、都市自体を要
を城内に囲っていても困らない。そもそも、大阪の歴史は、時の権力者ୂ܉化した。数万の࠹
による大規模な地形改変の歴史である。豊ਉ氏大阪城の本丸自身も。ްい盛り土の上に作られ
た。
　豊ਉ氏大阪城はほとんど全体像がわかっていない。三の丸堀の発掘では、豊ڊ大阪城の堀の
具体的構造が初めて明らかになった。堀ሯ風（堀底部のట田化）による防御施設で、急֯度

（約45度）の斜面なのでഝい上がれない。一気に埋められた土層構造が見られ、史実とー致す
る。
　この様に三の丸の成果からは、総構の強力な防御力が裏付けられた。
　積山（2000年）は、明治期まで残っていた地割と地形から詳細な南惣構の位置を比定してい
る。۶曲した細部の形状（防御に都合が良い）と真田出丸の位置（現在の明学院に中心）も
推定されている。
　空堀商店街は土ྥの上にあり、上町筋には現在でも堀跡が沈下している。なので震災時には、
大きくؕする恐れがあり、通行に障害をきたす可能性がある。
　空清町公Ԃにおける୳査結果を示す。堀の深さは約10m、幅30〜50m（当時の鉄๒の有効ࣹ
程距離以内）。堀の内部はೈらかい地盤で埋められている。
　すなわち、ೈらかい地盤で埋められた堀跡が幅広く、上町台地を横断して広がっている。震
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災があると、その上で災害が起こる可能性がある。
　京都はどうか。京都の総構は、御土居堀である。秀吉は、中心にᡉ楽第を置いて京都の総構
とした。ᡉ楽第は、平安京の内裏の跡につくられた。
　大宮土居町の御土居堀を見てみる。深さ２〜３̼、幅約20m。土ྥの上には竹が植えられて
いた。御土居堀は交通に不ศであるために明治以降に平化され、土ྥと堀のペアはほとんど
残っていない。
　堀川は平安京の排水路である。二本あり、今の堀川は平安京の東堀川である。一方、西堀川
はあっという間に埋まってしまった。主に、紙屋川の洪水の土砂による。しかし、右京では御
土居が堤防の代わりとなり、近世には洪水が抑制されていた。しかし、御土居堀を埋め立てた
明治期以降は、あふれた洪水が直接市中（円町付近）に流れ込む様になり、災害が再び激化し
た。
　ᡉ楽第は、1587年に完成。８年間しか地上になかった城であり構造はあまりわかっていない。
天守閣（北西）、ക雨の井、本丸東堀などが確認される。
　発掘で出土した城の石֞は滋賀県からの石が使われていることがわかった。ව田川の流域か
らもってきたものと思われる。
　2015年10月〜2016年１月から本格的な物理調査を実施した。高精度表面୳査を44側線、୳
査距離総計は5400mで実施した。この୳査の結果、裏門通一城から南一（本丸西）。25〜
75m地点でマウンド城の高まりを検出。この高まりはられた天守台（天守をたてた台）が残
存していると考えられる。ほかにも、地盤をりのこして土橋を造ったと思われる箇所や、本
丸東が確認された。
　ᡉ楽第の場合、多くの堀跡が確認されたが、埋めている地盤は悪くない。埋め土とは思えな
い自然地盤のような硬さであった。୳査では周りが硬いために相対的にॊらかく検出されただ
けである。
　伏見城についても調査を行っている。慶長伏見地震による倒壊前の伏見城は、指月伏見城と
呼ばれ、現在の+3౧山Ӻのところにあった。再建された木幡伏見城の天守閣は明治天皇陵の
下にある。木幡山伏見城は、舟入によって宇治川、淀川と舟運で繋がれていた。
　木幡山伏見城南側の舟入を୳査すると、天然と人工の二重谷埋め構造であった。かなりೈら
かい地盤が特徴的。現在はここに新興住宅地がある。
　この時代、都の߫外はどうなっていたか。京都近߫（城陽市u宇治市）における近世の山地
環境を再現してみたい。宇治の上林家の絵図をみると、山道市௵跡の周辺は、草山・ಝ山・松
山と記載されている。中心部は、扇状地であり、そこでは古墳が埋まっている。この古墳周辺
の土層は、６-８世紀の堆積物を17世紀の黄色い砂が෴っている。つまり近世の洪水堆積物が
かなりްい。この近世の洪水層は山に広く分布する
　明治以前は、人里に近い山には木があまり生えていなかった。近世の集約的な森林管理（柴
刈・草刈りの場）が原因。草山は容易にಝ山となり、崩壊が発生。過剰な土砂流出によって

「天ኂ川」が形成された。こうのことは、千葉徳࣐の「はげ山の文化」に書かれている。
　戦中戦後、この近世の状況は一時的に再現された。中上流の山地では、多くの崩壊u土石流
が発生し、これらの土砂は天井川に流れ込み、決壊。水害を引き起こした。崩壊の多くは、戦
時中皆伐された斜面で発生した。
　山の荒廃は天井川として下流に現れる。江戸時代にはすでに相当、河床が上昇していた。
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　天井川の断面をみると、外側にటをまぜて堤防を構築した跡が見られる。中央部は、ラミナ
がよく発達する砂層が堆積している。
　天井川の基底は、従来は、17世紀初めと考えられていた。しかし、われわれの調査では14〜
15世紀前半にさかのぼると思われる。例えば、天神川コアにみられる二種類の砂層がその状況
を物語る。天神川の1300年代以降の堆積物には、変成岩の砂ཻが含まれず、大部分が花崗岩類
起源のマサである。この部分は天井川の堆積物を考えられる。その他の多くの年代測定値から
も天ኂ川の底は14世紀の南北朝時代に遡るといえる。
　わが国の人口を見ると、14世紀から増加する、その後、17世紀に人口ര発が起きた。天井川
化（山地荒廃）の社会経済的背景としては、14世紀ごろから、様々な古代的権Җがࣦわれ、自
然と人間の関係が根本的に変化した事があげられる。その結果、古代村落が完全に終焉し、中
世村落（惣村）が成立する。すなわち、戦ཚの時代には村が地縁によってまとまるしかなくな
り、荘Ԃや氏を中心としていた村の構造が、惣村と呼ばれる地縁集団となる。これは現代に
つながる村の形態である。惣村では、開発も村単位で行われた。村の中の川についても特定の
場所に固定したり、周辺の森林開発も行われた。そういう意味では、南北朝時代に開発意欲が
増したのではないかと思われる。アニメ「もののけඣ」は、まさに天井川時代の山林開発の物
語である。結局、シシ神の森は開発されるが、二次林が生える草山として続いていく。中世の
人間と環境の問題を描いたアニメであるといえる。天井川化の時期は、その地域がいつ頃開発
ブームを迎えたかによって異なる。現在は、砂利採取や上流のダム建設により、本流の川床が
低下する時代。川は時代の変化を写してきた。
　近代の公共時代の象مとして、谷埋め盛土について紹介したい。経済的合理性の追求が災害
リスクを人ҝ的にটいた点は天井川と同じ。しかし、天井川には公共性が存在したが、谷埋め
盛り土は私益追求（初期西洋近代の本質）の結果であるといえる。現在では、大な数・面積
の宅地盛り土斜面が都市の内部に存在する。多くの谷埋め盛土を生んだ東急田Ԃ都市は、昭和
62年建築学会賞を受けた。この開発によって、東急ి鉄は地価を2000ഒにして売った。そうし
て資本は蓄積されたのであり、宅地開発はそれくらいかる。
　しかし谷埋め盛土、災害のリスクが明らかな場所である。阪神淡路大震災の被害を紹介した
い。例えば、Ѷ屋市三条町で起きた地すべりは、ため池を埋めて造成された宅地で発生した。
　琵琶湖湖底遺跡について紹介したい。千軒伝承遭跡は湖岸に12箇所点在する。それは水辺

（ウオーターフロント）への進出とࣦഊの歴史を反映する同様の水際の地すべりは結構頻繁に
起きる現象である。アマκン川やクイーンズランドでは、地震が無くても起きている。
　琵琶湖沿岸のஜຎ神社に中世の絵図が伝わる。ِ物であるが、そこで語られていることは多
少の真実があると思われる。絵図と現代の湖岸線を比較すると、ஜຎ神社の神域の半分が消ࣦ
している。この水事件は、1291年から1567年の間に起きたと思われる。
　陸上でも地すべりの証処が得られた。ೈらかい地層が湖側に緩く傾斜。この地層は、AD１
世紀ごろの内湖的環境の堆積物である。水域の調査では、湖底に地すべり地形が認められる。
これらは、湖底ݣ跡の成因として、地すベり原因説の根ڌとなり得る。
　下坂浜千軒遺跡は、プロイスが上司に送った書簡で触れられている。プロイスは当時九州に
いて伝聞で聞いた。1586年の天正地震によって3000戸の村の過半が湖中に消えたと書かれてい
る。世界には類似する現象が多くある。例えば、古代アレキサンドリア。４世紀以降に街は水
したと考えられる。類似例は、別府湾のӝ生島などでも知られている。こうした水際の地す
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べりは、低平地「盛り土」に対するܯ告である。1999年にもトルコ・コジヤエリ地震によって
マルマラ海沿岸でも水現象が発生した。1995年の兵ݿ県南部地震でも、内陸のӷ状化地域に
おいて谷埋め盛り土の変動が発生している。
　地盤の歴史（理学u工学の対象）と人間の歴史（人文u社会学の対象）は繋がっている。災害
は、土地と人間の歴史性を反映する今日的課題である。その具体例をここでは近世の都市と山
地と河川の関係史を題材に述べた。すなわち、根本には生活利用空間を広げようとしてきた人
間の欲望と、その結果発生する災害との関係があり、そのことが人工地形を含む広義の歴史
をつくってきたといえる。同様のことは、現代でも宅地造成の間題として身近に発生してい
る。天井川等の歴史遺産の研究は、そうした意味において、現代にも通じる意味（「しなやか
な（3esilient）社会」の作り方）を持った人文知の構築にほかならない。

２．࣭ٙԠ
中川晃成研究һ：近世城下町は、もっと低湿地につくられている。大阪城の城下などはもっと

びたびたなところにマス目をひいてつくられた。そこが本格的に危ないと思っている。
低いところがऑいのは当たり前である。問題であるのは、起こらないと思っていた：Ҫढ़ז

ところで起こることが間題であるといえる。
中川：田んぼもつくれないような低湿地に開発で城下町をつくった。それが今の都市になって

いる。そのこと自体に気づいていないのではないか。ӷ状化が起こる場所にあえて住んでい
ることとなる。

Ҫ：それはある種あきらめているのではないか。丘陵地を開発したところはみんな高台だとז
思っているが、それが下に谷がある。それが災害として問題である。リスクが本来は不動産
価格に反映されるべきだがそうなっていない。

尾༸研究һ：堀でも、ೈらかい地盤と硬い地盤があると述べられていた。どこまでがどのڇ
ような問題であるのか。

Ҫ：谷があった場合に、排水の処理の間題、地下水がたまるかどうか。住宅地の場合は、細ז
切れにしているために、その下の排水施設はそれぞれ全員でやるべきことをその仕組みがな
い。排水施設はメンテナンスが必要であり、50年ほど。その時期にきている。地震がくると
ӷ状化して地りしてしまう。

。尾：ほとんど不可能ではないか。50年の排水施設のメンテナンスڇ
。ਐ研究һ：可能であるのか܂ߴ
。Ҫ：工学的には可能であるが、費用の間題や合意の間題がある。国の制度は存在するז
中川：宇治川の件について、宇治川を支配しようとして展開があった。秀吉の流路は平常時の

流路であり、洪水のときに川幅がギリギリであり、洪水のときのことを考えていない間題が
ある。もうーっ、下流について、木津川と桂川が合流しており、３線の上流をー気に流す流
量が淀川にない。そうするとそこでの水位が上がるので、宇治川が流れ込まないために、下
流から上流の洪水が起こる。昔はおぐら池があったが、いまはなくて問題となっている。お
ぐら池のあとに遊水地をつくるなどの工夫が必要ではないかと思われる。宇治川は標高が５
mほどであり、掘っても仕方ないといえる。

跡として発掘さݣ橋では遺物が多くでている。八幡町がҪ：木津川は逆に掘れている。御ז
れている。北にあったものを木津川はつけかえて変更した。



126

里山学研究センター 2016年度年次報告書

。小学生もरって宝物をरえる：܂ߴ
林च೫研究һ： 琵琶湖畔の遺跡は、北湖に多い理由はなにか。
。Ҫ：わからないז
ؙ山ಙ次研究һ：北湖の北は深い。形状が異なるのではないか。
中川：私見では内湖はؕ湖であると思う。
。尾：古琵琶湖層があるが、外線が落ちていくといえるڇ
林：昔の湖岸の形状と今の湖岸の形状は変わっており、湖周道路が湖岸となっている。
。Ҫ：地盤があぶないといえるז
。り防止地区の指定を受けるか受けないか尾：地ڇ
りが多い地域。そこに住宅をつくっまれており、昔から地ڬ灰岩がڽҪ：古琵琶湖層群にז

ている。普通は、地り地に大規模な宅地開発はされないにもかかわらず、なぜ滋賀県はそ
れが可能かが疑間である。地り防止法によると委員会が許可しないと開発ができず、普通
は許可されていない。なぜ滋賀県では許可されているのかがわからない。指定地なのに住宅
があることが疑間である。

。り防止地区は所有者の合意が必要である。大きな所有者の合意次第となる尾：地ڇ
。Ҫ：指定されているところの許可が、なぜおりるのかが疑間であるז
中川：竹村知事の前は自民王国として、イケイケドンドンの時代であった。埋め立ての面積を

知事年代ごとにわけると明確となる。
。尾：昭和40年ごろの宅地開発ڇ
中川：西がゴルフ場をもっている箇所が現在はプリンスホテルや西のスーパーがある。そ

れはとりあえず土地を取得するためにゴルフ場として取得する。そのあとに地価を上げる方
法を考える。

って谷に埋めて平らにする。いまはズブズプなところに実施する。そ宅地開発は山を：܂ߴ
れは土木技術が進んだからなのか。

。Ҫ：技術的にはできるが、長期間保つことは難しい。半世紀以上も安全に保つことは難しいז
。山の高いところに住むことも多い：܂ߴ
、Ҫ：日本の山の中の集落は、多くが地すべり地の上にある。平らになっていて住みやすいしז

簡単に水が得られる。୨田が作りやすいので、住みやすい、良い土地である。他方で、数十
年に一度ぐらいは災害がある。

。尾：要は付き合い方が重要であるڇ
Ҫ：四国山地の民家などは、地すべりで傾いても簡単に治せるようになっている。かちっとז

した家づくりではない。
ؙ山：国土交通省は、レジリアンスを国土強ਟ化と訳した。間題である。
中川：龍谷の森は地りしたあとにみえた。古琵琶湖層で河原の丸石などがでてくる。
ؙ山：上町台地は岩盤であるのか。伝統的に城があるところは安定しているというのは本当で

あるのか。
。Ҫ：砂れき層である。江戸城は台地の先端であり、地盤のいいところといえる。様々であるז

大阪城もそうである。
ؙ山：湖は、水の水面があるとすると、地層の中に水が入り込んでいるのではないか。そうす

ると、京都の地下水は北から南に流れているが、それは琵琶湖との関係があるのではないか。
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福島第ーも地下水があるところにっくっている。地下水の研究が必要である。
。Ҫ：京都と琵琶湖は山地でִてられているので、地下水は直接᷷がっていないと考えられるז
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ཾ谷の森での学ੜの研究׆ಈ

龍谷大学ཧ学部・教授/里山学研究センター・෭センター長
宮浦　富保

　龍谷の森とその周辺域では、学生による研究活動はもちろん、教員や里山学研究センター研
究員の研究が精力的に行われている。このߘでは学生研究に焦点を当て、特にଔ業研究とम࢜
研究のタイトルのみ取りまとめて、龍谷の森とその周辺での学生の研究活動の記録とする。
　2016年度における龍谷の森でのଔ業研究のタイトルを表１に示す。全部で13件のଔ業研究が
行われた。なお、龍谷の森を利用したଔ業研究は、環境ソリューション工学科以外の学生も
行っている可能性があるが、本報告では実施状況が握されている環境ソリューション工学科
のଔ業研究のみを取りまとめた。龍谷の森を利用したଔ業研究は2006年度から行われており、
例年10〜20件であり、これまでの合計は192件に達する（表３）。
　2016年度にまとめられた龍谷の森でのम࢜研究のタイトルを表２に示す。म࢜課程における
研究は複数年にわたって行われるが、ここでは2016年度に論文提出が行われた研究のタイトル
を示す。龍谷の森を利用したम࢜研究は2009年度から報告されており、例年1〜6件であり、こ
れまでの合計は26件に達する（表３）。

表１．2�16にཾ୩のとそのपลͰ行Θれͨଔ業研究

　研究室　　ç氏名 　　　　　　　　　　　　論文タイトル

 市川 古谷　和也 瀬田丘陵における微小ཻ子状物質PM2.5の成分別༌送経路解析

 市川 平田　ޛ 森の中のO3とNO2の水平濃度分布に影響を与える気象要因

 市川 青木　大 龍谷の森におけるՆقのオκンの生成・消滅

 宮浦 福島　和也 ソーダライム法を用いた土呼吸測定

 宮浦 柴田　խ之 ヒノキ人工林の間伐の有無が降雨の樹冠ः断量に与える影響について

 宮浦 門　༤大 木炭としてのソヨゴ材の利用

 宮浦 遠藤　周平 環境変化とリターの違いが中型土動物相にもたらす影響

 遊ຏ ؘ　　༤大 龍谷大学瀬田キャンパスにおけるセアカゴケグモの生育環境と卵数変動

 遊ຏ 谷　一ؽ 森林における土動物と植生の関係

 横田 岡松　丈ګ 林内の開空度の測定における魚؟レンズと標準レンズの比較

 横田 ⅓田　明里 伐採経過年数の異なる地植生比較

 -ei 田中　和ໜ トウカイコモウセンゴケ（┈┶┳┷┩┶┥ⓤ┸┳┯┥┭┩┲┷┭┷）の土素濃度の変化による

   成長の変化

 -ei 安ᒜ　ע生 環境条件に対するコニシキソウ（┉┹┴┬┳┶┦┭┥ⓤ┷┹┴┭┲┥）の垂直方向への形態変

   化について
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表２．2�16にཾ୩のとそのपลͰ行Θれͨम࢜研究

　研究室　　ç氏名 　　　　　　　　　　　論文タイトル

 遊ຏ 山田　७平 里山二次林の林内植生環境と訪花ࠛ虫

表３．2��6Ҏ߱のଔ業研究͓よͼम࢜研究の݅数

　年度  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ྦྷ計

　ଔ業研究件数  10 20 16 10 16 18 17 20 34 18 13 192

　म࢜研究件数     2 5 2 5 6 2 3 1 26
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地域に͓͚る৽たな森林・林ࢪۀ策の一ಈ

─策に関する調ࠪ報告ࢪۀ林ܕ市に͓͚るࣗെݝլ࣎─
	

龍谷大学里山学研究センターリαーν・Ξγスタント
龍谷大学大学Ӄ法学研究Պതظޙ࢜課ఔ

西लҰ

１．ௐࠪの֓要
　龍谷大学里山学研究センターでは、2015年度から進める「琵琶湖を中心とする循環型自然・
社会・文化環境の総合研究─4atoyamaモデルによる地域・環境政策の新展開─」（私立大学戦
略的研究基盤形成支援事業）プロジェクト1の一環として、2016年８月20日から21日にかけて、
同プロジェクトの第２研究班「資源と産業」の「森林資源とエネルギー利用の研究」ユニット
メンバー（特に金紅実研究員）を中心として滋賀県の長浜市における森林・林業施策のヒアリ
ング及びフィールドワーク調査を行った。
　調査概要は以下となる。

調査日程：2016年８月20日−21日 
調査場所：滋賀県長浜市市役所及び長浜市余ޖ町ੁ並地域等
調査内容：長浜市役所産業観光部森林整備課・北部振興局農林課へのヒアリング調査
　　　　　自伐型林業作業場のフィールドワーク調査及び自伐型林業に関する研究会開催

　本調査は、「自伐型林業」に関する施策の実施状況及び課題を捉するために行ったもので
ある。「自伐型林業」とは、主に森林所有者が自身の持ち山において、伐採から搬出、出荷ま
でを自身で行う林業を意味する。その意味では、かつての家経営的な農業林家といわれる形
態もこれに属するといえる。本調査をا画した金紅実研究員によれば、平成21年の「森林・林
業再生プラン」による国の施策2のもとでは、大規模集約化林業の促進において森林組合や林
業事業体が主たる担い手として位置付けられているのに対して、上記のように個々の森林所有
者が林業の担い手となる自伐型林業が一定の注目を集めている。自伐型林業では、木材価格の
低が続き間伐を委託すれば森林所有者は収益を上げることが困難である現況において、小規
模であれ、森林の所有者が、その森林の整備、伐採、搬出そして出荷を自ら行うことにより、
外注によるコストがかからず、一定の収入を確保できる可能性があるとされる。このために、
林業の基盤である林道や作業道の整備がなされ、林業技術の維持や指導が行われるならば、森
林の経済的利用の一形態として自伐型林業が成立する見込みがあり、最近は全国でその試みが
行われているという。
　以上から、本調査では、上記の自伐型林業の導入を森林・林業政策の一環として進めている

（滋賀県）長浜市の担当者へのヒアリング調査及び現地のフィールドワーク調査を行い、加え
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て、自伐型林業推進協議会事務局の上֞喜寛氏をটいて研究会を開催することで、自伐型林業
の実態と課題について調査研究を行った。本調査は、牛尾洋也（龍谷大学里山学研究センター
センター長、龍谷大学法学部教授）、丸山徳次（同センター研究員、同文学部教授）、吉岡充

（同センター研究員、同法学部教授）、鈴木龍也（同センター研究員、同法学部教授）、池田߃
男（同センター研究員、同法学部教授）、宮浦富保（同センター、同理工学部教授）、中川晃成

（同センター研究員、同理工学部講師）、金紅実（同センター研究員、同政策学部।教授）、高
西、（研究員࢜同センター博）進（同センター研究員、京都女子大学名誉教授）、太田真人܂
秀一郎（同センターリサーチ・アシスタント）によって行われた。
　なお、本調査の前提として、長浜市の概況について先に記しておく。
　長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、地理的には、北は福井県、東は岐阜県に接している。
市域には金ฅ岳など1,000m級の山々が連なり、河川は、姉川や高時川、余ޖ川が琵琶湖に注
ぎ、湖北平野と水鳥が集う湖岸風景や自然景観が広がっている。市の総面積は68,079haであ
り、そのうちに占める森林面積は37,300haにのぼり、総面積の約55�を占める。下記に示すヒ
アリング調査でも明らかなように、森林面積のうち、人工林は12,495haと37％を占め、天然林
は20,638haと61％を占めている。また、その森林の所有形態別の内訳は、私有林32,485ha（約
88％）、公有林1,513ha（約４％）、国有林3,302ha（約９％）となっている。その中ではさらに、
個人が所有する森林が15,110ha（40.5％）と最も多い3。なお、所有規模としては、1ha以上の
森林を所有している林家のうち、５ha以下の小規模林家が約85�を占めている4。
　また、下記のヒアリング調査の対象となる長浜市の森林・林業政策に関する諸施策の概況は
次のようになる5。
　長浜市では、森林・林業施策を推進するための総合計画として、平成24年４月に策定された

『長浜市森づくり計画（長浜市森林整備計画）』（平成27年から平成37年）を基盤として、各種
施策が展開されている。同計画は、長浜市の将来像等を示した『長浜基本構想』（平成19年か
ら平成28年）、自然環境保全や緑化等の施策を示した『長浜市環境基本計画』（平成21年から平
成30年）及び『長浜市みどりの基本計画』（平成21年から平成32年）といった各種計画と整合
性を保つように策定されると同時に、県の『琵琶湖森林づくり基本計画』とも整合するものと
して位置付けられている6。また、同計画は、森林法10条の５に基づき7、国の『全国森林計画』
及び県の『湖北地域森林計画』のもとで、造林から伐採までの森林施業に関する技術基準等を
示した法定計画（市町村整備計画）としても位置付けられている。以上のように位置付けられ
得る同計画の指針のもとで、具体的なプランを示す『長浜市森づくり計画アクションプラン』

（平成27年から平成31年）、『森林経営計画』（森林組合等）などが策定されている8。

２．ヒΞϦϯάௐࠪ
ᾇ　市自伐型ྛ業の概要
　ヒアリング調査は、2016年８月20日の13時から16時に、長浜市役所本庁１階多目的室にて
行った。市の担当者として、土田孝洋氏（長浜市北部振興局農林課副参事）及び永井正彦氏

（長浜市産業観光部森林整備課課長代理）にご対応いただいた。
　金紅実研究員による本調査のا画趣ࢫの説明のあとに、土田氏及び永井氏により、長浜市の
森林・林業施策及び自伐型林業について、「長浜市における「自伐型林業」の取組について」
とする報告がなされた。
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　以下はその報告及び説明資料を取りまとめたものである。

　⛶　市のྛ構造
　まず、前述したような長浜市の概況及び森林構造につき、市の地理的要因と歴史的要因の概
略説明がなされた。市域は琵琶湖と同様の面積があり、北は福井県に接しており、伊吹山など
1,000m級の山々に囲まれている。歴史としては、長浜は太߰秀吉が最初に城を造った地であり、

「長浜」という名称を付したのも秀吉であるとされる。日本三大Ӫ山祭りとされるӪ山祭りも
あるために、現在ユネスコの世界文化遺産登録の運動が展開されており、申請手続が進められ
ている。また、ࠇนスクエアは滋賀県で最も観光٬の引き込みが多く、県内有数の観光都市で
ある。さらに、چ高௬町では、地域の方が守ってきた観Ի文化があり、焼き౼ち時に観Ի様を
川に沈めて守ったとも語られている。東京文化芸術大学の協力のもとで東京都の上野にて、観
Ի展の開催なども行なわれているという。
　このような長浜市における森林の現況については、68,079haとされる市の面積に対して、森
林率は54.8％と、面積の約半分が森林（森林面積37,301ha）であり、そのうち人工林は３割程
度（人工林面積12,494ha）となっており、小規模に分散している。その点が森林・林業施策上
で問題ともなっているとされる。なお、民有林面積は33,999haであり、市内に森林組合は２団
体存在し、林業事業体は存在しない。
　また、河川の上流域にある奥山林は、天然のスギやブナ、ミズナラ林などで構成されている。
人工林は放置されているものが多く、手入れが必要な森林（45年生以上）は69％（8,574ha）
となっている。長浜市は、県南部と比べて日照時間が短く積雪量が多いために、ヒノキよりも
生長が早いスギが多く植栽されたことから、人工林ではスギがその90％以上を占めている。
　以上の森林の所有形態は、前述のように小規模で分散しており、なかには入会林のように複
雑な所有形態も多いために整備がなかなか進んでいないようである。地域の高齢化により諸活
動が停滞しているケースもあり、新たな林業の担い手育成が課題となっている。

　⛷　市のྛ・ྛ業ࡦࢪ
　次に、長浜市の森林・林業施策について。
　長浜市では、『長浜市森づくり計画（長浜市森林整備計画）』を平成24年３月に策定し、同計
画において、「森林の大切さのܒ発と魅力の発信」、「市民が参画する森林づくり」、「次代の森
林を支える人づくり」、「森林資源の利用拡大」、「効率的な木材生産」、「多様な森林づくり」の
６つの基本施策を掲げ、里山林や人工林の活用を進めていくものとされている。
　また、前述したように、森林施策の『長浜市森づくり計画アクションプラン』も策定されて
いる。そこでは、次代を担う人材の発掘及び育成を重点に考え、森林組合等が行う面的な規模
を持った「施業委託型林業」と、将来の管理も含めて自伐林家が自ら行う「自伐型林業」の両
ྠで、林業と地域の活性化が目指されている。自伐林家の育成数の数値目標（平成27年度の̌
人から平成31年度に10人（林家収入がある者）へ）も定めており、「地域おこし協力ୂ」もそ
の自伐林家として育成することを目標としている。
　平成28年度の上記計画における基本施策の概要としては、市民参画の観点から、「市民参加
の里山づくり事業」や、「里山リニューアル整備事業」として間伐に関する事業、環境学習、
自伐型林業の事業等が進められている。また、効率的な木材生産を目指すということで、森林
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組合が行う集約化の施業や木質バイオマスの利活用事業なども行われている。さらに、情報収
集や仲介のもとで、ط存の団体や関係機関、多様な取り組みなどの連携を模索し、山の所有者
と山を活用したい人を結びつける仕組みを構築するという「森林マッチングセンター構想」と
いう仕組みづくりが行なわれている。もっとも、同構想については、予算の確保が課題である
とされる。これら各種の事業を通して、川上から川下までが一体として繋がるような総合支援
の施策を行っていくことが意欲されている9。また、資産材の利用について、工務店等へのヒ
アリングなども実施されているとのことである。

　⛸　自伐型ྛ業のਪਐࡦࢪ─「市」ٴͼ「材定ֹങऔ」事業、ൃܒ・研म事業
　基本施策の一部を構成する事業として、長浜市では自伐型林業の推進施策が積極的に進めら
れている。
　同市での自伐型林業の推進については、平成24年度から庁内で情報収集や検౼が開始された。
これは、森林資源や木製バイオマスの利活用による経済活性化の検౼、域内経済循環や中山間
地域振興の視点での自治体独自の林業振興の方向性の必要、林業者の育成が必要といった視֯
から展開されたようである。滋賀県は県の琵琶湖環境部に林業の部ॺがあるという特色がある
が、これに対して、長浜市では、林業を産業として位置付けたいということから、産業経済部
という部ॺが置かれている。そこにおいて、国や県とは異なる自治体独自の方向性を見出すこ
とができる取り組みが進められている。具体的には、経済循環のڌ点となる事業をモデル的に
実施し、「薪市場」事業と「木材定額買取」事業という２つの事業が平成26年度から開始され
ている。
　これら２つの事業は、市内に広葉樹が多いために薪としての供給と需要をつなげたいと考え
から、林家等が自ら管理する山林を整備し搬出する木材が収入になる流通システムの構築を促
進して、薪による収入ないしは広葉樹を利活用した収入を得る林家を形成することを目指した
事業である。それら２つは、森林資源のうち薪にできるものは薪として販売し薪として売りに
くいものは補助事業者が定額で買い取るという形で、連関した事業となっている。また、その
需要の基礎づくりとして、平成26年から、薪ストーブやペレットストーブへの設置補助も行わ
れている。そのようなストーブについては新規に50から60件ほど導入があるようで、一定の需
要は存在するという。
　「薪市場」事業について、現在、薪の価格は、広葉樹の薪（40cm）で１キロ単位30円（੫抜）
となっている。このように非常に安価である理由は、未乾燥の薪の状態で販売しており、「ߪ
入された方で乾燥してください」という趣ࢫのもとで販売していることによる。もっとも、値
段については今後検౼される可能性がある。薪市場については、初年度は34トンの丸太が販売
されたが、それにつき個人の出荷はほとんどなく、森林組合が出荷したものが売れたようであ
る。平成27年からは、かなり多くの方に出荷してもらい、約６トンの薪と、約46トンのۄ切り
丸太の出荷があったようであるが、若干のP3不足もあって、販売実績としては๕しくなかっ
たという。なぜそのように多くの出荷がなされたのかについては、市の認識としては、後述す
る自伐型林業の研म事業をスタートさせていたことと関係があるのではないかということであ
る。
　「木材定額買取」事業については、１トンあたり6000円（੫込）が買取価格となっている。
あまり売れない樹種はスギであり、広葉樹ではナラやカシなどが価値をもっているという。な
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お、同買取制度で買い取ることができる木は、長浜市内の山から切り出してきた木であり、長
さ、樹種、太さは問われない。また、伐採後に放置されている木でも腐っていなければ買取可
能であるとされる。買取に際しては、出材者の住所、氏名、連絡先のほか、出材する山の地番
等の事前登録が求められる。
　自伐型林業のܒ発及び知見を深める事業として、長浜市では、平成27年１月24日に第１回

「自伐型林業フォーラム」が開催されている。同フォーラムは、NPO法人である「自伐型林業
推進協会」10に講師ݣをお願いして、山の所有者や地域の住民が自ら山を管理し整備する自
伐型林業について学び、木材を搬出して活用するためのܒ発事業として行われたものである。
なお、そこでは、和Վ山県の「みなべ川森林組合」の関係者にもパネリストとして加わってい
ただき、森林組合としては初めて自伐型林業を推進するとの話があったという。
　同フォーラムの第２回は、同年２月14日に、ೌ崎と長浜に主要工場がありその創業者が長浜
出身である「ヤンマー株式会社」が長浜市内に建設したヤンマーミュージアムにて行なわれた。
第２回のフォーラムは、実際に自伐型林業を実ફされている若者をটいて、若者や女性の視点
から自伐型林業を紹介するというコンセプトのもとで行なわれている。また、同年３月14日の
第３回のフォーラムでは、長浜市内の里山において、林内作業車と軽Ս線による木材排出のデ
モンストレーションが開催された。１回目のフォーラムのアンケート結果によると、参加者の
65％が山林所有者であり、自伐に関する技術の研म会があれば参加したいという回答がほとん
どであったとされる。特に、山から木材を出す排出作業と作業道講習への関心が高かったとい
う。また、２回目のアンケート結果では、副業として取り組みたいという参加者が６割に上り、
さらには、Iターンで林業に戦してみたいという回答もあったという。
　加えて、平成27年度と平成28年度では、NPO法人「自伐型林業推進協会」への委託のもと
で「自伐型林業研म会」が実施されている。内容は、チェーンソー講習、伐倒・搬出講習、作
業道講習であり、平成28年度は搬出講習に代えて広葉樹伐倒研मがا画された。このような研
究会を通して、山に仕事に入る人、山林資源で収入を得ることができる人、中山間地域におい
て副業型林業で生計を立てる人を増やして、放置林を減らしながら地域の活性化につなげたい
という。参加者数は、15名以上20名未満で推移しており、非常に関心が高かったとされる。今
後は、広葉樹林の施業について研मを行う予定であり、広葉樹の里山林の活用をしていくとい
う。同時に、農家林家やサラリーマン林家の育成も図ることが目指されている。
　ところで、滋賀県は、第二次産業比率が非常に高く、県民所得が高い。山村地域に住みなが
ら、工場等に務めている県民も多く、現在は林業での収入を得ることへの関心が低くなってい
る。その中で、長浜市の現況は山のことを知っている人がいなくなるのが一世代早いとも言わ
れているという。早急に対策が必要となっている。
　なお、長浜市では、圃場整備が山の中まで実施されているためお米作りが盛んであり、農家
で山持ちという住民もいるために、そのような方にもう一度山に入ってもらうことを目指して
いるという。また、年配の講習参加者も多く、退職後に山を整備するといった事例もあるとさ
れる。このため、トラクターを使った林内作業の試行などが今後検౼されている。さらに、後
述のように、「地域おこり協力ୂ」による自伐型林業モデルチームづくりが進められている。
ただし、技術を伝える林家が少なくなっていることから、林業にかかわる技術の取得が困難と
なっているために、地域おこし協力ୂには外部の講師による指導を実施しているという。それ
とともに、ط存の森林組合との連携を図ることも目指されている。
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　⛹　スλΠϧの自伐型ྛ業
　以上のように、自伐型林業に関する各種の取り組みが実施されているが、長浜市では特に、
長浜スタイルとする自伐型林業の方向性が模索されている。
　このような長浜スタイルの自伐型林業は、前述したNPO法人自伐型林業推進協会の協力の
もとで行われている。まず、長浜市の現状を、①広葉樹が多い、②有名な林業地ではない、③
専業林家は存在しない、ᶆ京阪神の大都市が近い、ᶇ林業に興味を持つ住民は多い、ᶈ木材流
通システムは販路及び利用用途が限定的でしい、と握したうえで、森林・林業に関する行
政支援政策としての、①インフラとしての研म会の継続（継続したब業研म、モデル事例づく
りのための個別研म）、②補助制度（作業道敷設補助、保険及び機械レンタル補助）、③市有林
の活用及び民有林の集約化といった森林のマッチング（山林集約化支援制度、森林バンク創設）、
ᶆ流通整備及び開発（薪流通開発事業の展開、広葉樹施業の開発事業、木質バイオマス推進）
などを踏まえて、次のようなスタイルが長浜において地域住民が対応できる基本的スタイルで
あるとする。すなわち、そのスタイルは、①針葉樹中心の森林経営（副業型モデル事例づく
り）、②広葉樹中心の森林経営（薪林業の追及とモデル事例づくり、大径材（30cm以上）広葉
樹の流通システムの構築）、③山林の確保（長浜市有林の活用、集約手法のモデル事例づくり）、
ᶆ集落営林型の追及、ᶇ必要な機械の握（３トンバックホー及び林内作業車）である。
　以上の方向性の追及のもと、実際には、（本調査を行った2016年の）１年程前から、「長浜市
地域おこし協力ୂ」の「自伐型林業チーム」が組織され、自伐型林業の取り組みがなされてい
る。同チームの活動のミッションは、自伐型林業の実ફと普及活動を行うことであるという。
具体的には、副業型（兼業型）自伐型林業への戦として、手入れがなされている人工林が非
常に少ないため、材価として１本ずつで収入を得ることは難しいなかで、手つかずの広葉樹の
エネルギー利用や林産物の販売等の森林資源を活かした活動を進めるとともに、何らかの副業
的な収入源（狩ྌや観光事業及び農業等）を創出することを目標としている。
　そもそも自伐型林業とは、山林所有の有無や所有規模にこだわらずに、森林の経営や管理、
施業を自ら（山林所有者ないし地域）が行う、自立・自営型の林業であり、持続的な収入を得
ることができる林業が目標とされている。長浜市でも、次の世代へ引き継いでいくような山作
りを目指していきたいと考えているという。
　実際には、林業技術の研म（伐倒）を行い、兵ݿ県のࣰ山市から講師をটᡈし、伐倒技術や
林業知識などについて地域おこし協力ୂの上記チームへの個別指導などが行われている。そこ
では、マニュアルにこだわらずに、実ફ的に理にかなったやり方を指導していただいていると
いう。
　また、奈良県־原市から講師をটᡈして、作業道づくりの研मも行われている。「壊れない
道づくり」の技術体得のため、地域おこし協力ୂが実際に作業道づくりを行っている（後述の
現地調査で視察をした）。平成27年度では、余ޖ町のੁ並地域の生産森林組合所有の山林（約
20ha）、ੁ並の住民の所有林（約1ha）を伐倒や作業道づくりの研म林としてआ用し、約400m
の作業道づくりが行われた。森林組合の山は組合員への割山になっておらず、一චで所有され
ている山であり、非常に珍しく使い易い山をआ用して上記の作業を進めているという。また、
新たに「森林・山村多面的機能発ش対策交付金」11を活用した面的整備も推進されている。な
お、集落では過疎化と高齢化が進んでおり、大事に山を育てた住民が現在はなかなか山に入る
ことが困難となっている現況がある。
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　その他、外部での林業技術等の研मとして、薪市場での薪作り体験や、他の地域でのシンポ
ジウムや研म会の参加などを行っているという。
　また、広葉樹の活用に関しては、今後も、長野県上田市から講師をটᡈし、有用広葉樹の周
りに稚樹を育てる技術など、人間にとっての有用広葉樹をどのように次世代に残すかという技
術研मを行う予定であるとされる。例えば、30年ないし40年たったナラの木であると、自然萌
芽は起こりにくいために、ドングリの芽がしっかりと育つ環境をつくる必要がある。これらに
つき今後も研मを積み重ねていくという。また、有用広葉樹をしっかりと地図にプロットしな
がら、研मで受講者に伝えていくことも行われている。森林・山村多面的交付金を活用して作
業道づくりと広葉樹の活用を進め、広葉樹は薪にして販売することが目指されている。
　以上のような長浜スタイルによる自伐型林業の取り組みのコンセプト・キーワードは、「小
規模兼業型林業」と「広葉樹活用」であるという。地域おこし協力ୂの活動についても、最終
的には各自が自立できるようにするプロジェクトであり、少しずつ収益が出せるように進めら
れている。個人林家の作業道については、市としても必要な形で補助を行う仕組みを創設する
ことも必要であると考えられている。

２．࣭ٙԠ
　上記の担当者による報告後に、下記のように関連事߲につき、ディスカッションが行われた。
ؙ山：長浜市内で山林を所有されている方はどれくらいの数であるのか。
永Ҫ：『長浜市森づくり計画（長浜市森林整備計画）』の54ทの記載のとおり、個人有林は

15,110haと41％を占め、同55ทにあるように、１〜３ha以下の山林所有者は、1300戸である。
ؙ山：これまでの講習会は、すべて長浜市がお金を出して行っているのか。また、広報も積極

的に行っているのか。それとも、そこまで多くはカバーしていないのか。
田：270万の予算に基づき、協会に委託して行っている。フォーラム等での周知など、多く

の場所で広報を行っている。率としては高くはなくとも、関心は少しずつ増えているといえ
る。ただし、他の地域と比べて、若い方が少ないこともあるために、もう少し若い方にもか
かわってもらいたい。

尾：長浜市としては、自伐型の林業をどのように位置づけて考えていくのか。システムとしڇ
ては全体としての林業政策と独立しているのか、それとも、作業道なども含めて、全体の林
業政策とクロスするところがあるのか。その位置づけについてどうあるのか。

田：林業は主に森林組合に補助金を交付して進めるという手法が従来の方法であったが、そ
れに併行して自伐型林業を進めると、確かに森林組合からは一定のܯռ感も生ずる。しかし、
長浜市では、国が進める集約化施業は森林組合が行うが、それに適さないところでは、個別
に自伐型林業を進めるということで役割分担ができるものと考えている。

尾：例えば、ドイツでは包括的な施策が行われていると思われるが、今後どのようなことがڇ
望ましいか。

永Ҫ：昨年度ドイツのフォレスターにきていただいたが、ドイツでは10年に一度山を調査して
管理計画がしっかりとしている。日本では、全国的には岡山などでは握がなされていると
いわれるが、長浜では山の現況の管理や目利きできる人材が不足しているために、その目利
きができる人材を現在の自伐型林業の事業に参加している方の中から育成していきたいと考
えている。山の所有や管理などの情報の集約がなされていない。行政側も握し切れていな
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い。計画のための情報握が必要である。
宮浦：自伐型では、どの時期にどの材をどの程度切れば良いかという情報をもらうことが必要

であり、買取の方途があるかどうか、切った跡に苗木を育てるという期間は収入がないこと
などといった問題点などがあるが、そこにはᅘ矢になるような施策があるのか。

田：薪については、紹介したように薪市場や買取制度を行っている。木質バイオマスでは、
隣の米原市に工場があるために、そこに販売ができないかなどを今後検౼する予定である。
売手先をつくる事業展開も考えている。まっすぐに使える木材を多数ストックしておいて、
家具屋に販売するなど、林家のネットワークのような情報共有ができる場が必要ではないか
と考えている。もっともなかなか進められていない面でもある。

宮浦：ネットワークの核となる組織主体が必要ではないか。
田：もともとはその主体を行政がやるべきかと考えていたが、行政ではないほうがよいので

はないかという᪳もあり、現在はまだ構築できていない。パブリックベンチャーという提
案もあり、行政課題をベンチャー事業として回せないかという検౼も今後行っていく予定で
ある。

田：計画をたてる際の「収益」という言葉の意味について、家型林業の場合は、労値部分
が考慮されず、収入ベースであるが、その点をどのように考えているのか。

田：地域おこし協力ୂでは、事業費が100万円であるために、リースをかけたりしているが、
確かに人件費コストは家経営では無視されがちであり、現在のデータでもその点は無視さ
れているが、将来的にはその点も考慮できればと考えている。

٢Ԭ：自伐型林業の成立のための基盤作りが重要であると思われるが、作業道について、伐採
をした際に自分で排出できるのかが重要である。公道に接していればそこから作業道をつ
くっていくことは、権利関係や作業のコスト面でも重要であるが、里山では斜面があるため、
うまく作業道をつくっていくことが農家型の自伐型林業ではかなり難しい課題であると思わ
れる。非常に専門的なことであるために専業化するなどの手当も必要ではないか。

田：確かに専業的にやっていく必要がある部分ではある。自己で可能な部分は自身で行い、
それ以外は地域おこり協力ୂが行うなど、ॊೈに対応していくという動きがネットワークの
関係性の中で生じていくことを想定している。

宮浦：森林組合と自伐型林業との関係で、むしろ森林組合が中核となり、自伐型林業を取り込
んで行っていくことはできないのか。例えば、オーストリアでは森林組合が情報を渡して自
伐型林家をଋねているといった例もある。

永Ҫ：滋賀県内では、８つの森林組合があり、長浜にも２つある（昨年度８つを１つにできな
いかという動きがあったが実現していない）。森林組合では通常、３から４班が森林の整備
を行う。１つの班は森林組合が直営であり、それ以外の３つは請負されている部分であり、
それを地域の林家で担えないかとも考えている。ଋねる役割へ力点を置いていただくことに
期待をかけている。

尾：長浜スタイルとして、副業型として、狩ྌや観光事業の取り組みも模索されているといڇ
うことで、総収入で成り立つかという話があったが、その副業のプランや実績などはあるの
か。

田：地域おこし協力ୂの現状は、狩ྌを主に行いたいという者が一人おり、彼は鹿の販売
などを考えている。そのほかに、スポーツの活動を行っている者もおり、スポーツと両立し
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た林業など、いろいろと可能性があるのではないかとは考えている。もっとも、まだモデル
としては構築出来ていない。地元で農業をされている方が林業も行うという形が良いかと
思っている。例えば、果樹Ԃをされている方が研मに来てくださったりといった動きもある。

。尾：空き家の施策など、現況とのマッチングが重要であるといえるڇ
永Ҫ：観光など上手くマッチングができればと思っている。また、長浜はౙにかなり雪がふる

ために、ౙにどのように行うのか、モデルづくりができないかと考えている。
ؙ山：自伐型という林業のモデルは何に対立するものであるのか。森林組合での林業なのか。
永Ҫ：山林所有者は、自分で林業ができないため場合に、出資して森林組合にそれを行っても

らう。もともとは各自が自己で施業していたが、戦後山が大きくなり、森林組合が作業道を
つくり、組合員所有の人工林の山林を施業する形態となった。

ؙ山：かつて出資をしていた個別の林家と現在の組合との関係はどうなっているのか。
永Ҫ：出資をしている方もいれば、組合とまったく関係のない方もいる。ただし、組合に出資

されていない林家は、比較的人工林ではない山の所有者が多い。人工林や広葉樹が混じって
いる山は実入りのない山でもあるために、森林組合に出資をしておらず、保安林などあまり
整備をされていない山となっている。現状は、昔に植えた森林を森林組合が伐採するもので
あるが、自伐林家は、みずから植えたものをみずから伐採する。

田：小規模兼業型の林業と大規模専業型の林業との一定の対立関係があるのかと思われる。
ؙ山：環境エコロジカルの観点からは、小規模の個別所有者が勝手にやると問題も生じるので

はないか。
ླ木：そこは逆に、市民が林業にかかわることにより、森林組合の現況のモデルに対抗する形

で、人が林業にかかわるための今後の新たなモデルであると考えられる。これだけで制度転
換とはならないが、森林との関係を切ってしまっている現在の制度を変える一つのものかと
思われる。推進し易い要素として、人がある程度残り、働き先としての兼業が成り立って、
収入が伸びるという長浜の特徴があるといえる。ニッチな施策でもそれが成り立つ要素があ
る。

ؙ山：皮な言い方をすると、ほったらかしにされている山をやっていただくという意味で行
政としては良い意味があるのか。

田：長浜市では、もともと山がなかった市域につき合併後に半分を山林が占めることとなっ
た12。そこを事業としてやっていく可能性があると考えている。なお、滋賀県は植林時期が
全国的にはい。

中川：不在地主の割合はどうか。
永Ҫ：３割ほどである。それらの方は都会に住んでいる。また、不在地主は自己の山の場所を

握していない。そのため、境界立ち会いでも、地元の方でもよくわからない山もある。
。尾：森林法の改正で登記の届出がなされることとなったがどうかڇ
永Ҫ：相続で次の方に代わるという届出のみであり、売買は市では少ない。
ଜᖒ：伊吹山は非常に登山٬を呼んでいるが、長浜は少し行きにくい。レジャーやスポーツの

活用はどうか。総合計画などがあるのか。
永Ҫ：文化スポーツ課がレジャーなどの総合計画を現在作成している。その点は今後も魅力発

信として必要な部分であると思われる。
金：現在の取り組みの話の中で、伐採した木材の出口として薪の需要を増やしていこうという
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話があったと思うが、そもそも薪ストーブの普及率やその普及のҝの推進施策があるのか。
田：実際はなかなか売れない。自分の山で調達できる方や外部から調達される方がいる。後

者はどこから仕入れられているのかは現在調査できていない。市内では、もう少し売れても
良いのではないかと考えているために、今後工夫する必要がある。実際は伊߳森林組合が
行っている。場合によっては、個別の相対で取引できることも進めてほしいと森林組合には
お願いをしている。

金：市場形成には補助金が必要であると思われ、薪ストーブのߪ入には補助金がつくものと思
われるが、そのほかにも補助金があればよいかと思う。国と県と市との間の関係はどうか。

田：市の単独事業で事業全体に補助金をつけてやっている。

３．ϑΟʔϧυϫʔΫௐࠪ
　フィールドワーク調査では、ヒアリングの際に紹介いただいた「薪市場」事業の実施場所で
ある「ながはまモクモク薪市場」と長浜市余ޖ町ੁ並地域（高時川付近）において実施されて
いる作業道づくりの現場を視察した。
　ੁ原地域の森林では、地域おこし協力ୂの自伐型林業チームの3名によって、技術研मの場
として作業道が作られていた。個人所有の山林において、所有者の許可を得て、専門家の指導
のもとで壊れない作業道づくりが行われている。
　作業道づくりでは、排水が特に難しく、そのための工夫が行われていた。山林における水の
流れを読み取り、谷など水の流れのある上には作業道を作らないように設計されていた。しか
し、扇状地で水だまりが残るなど地形の性質上どうしてもその上に作るしかない場所もあり、
その部分は道がぬかるんでいた。そのため、った土砂を入れて固めたり、木組みで作業道を
補強するなどの工夫がなされていた。
　前述したように、地域おこし協力ୂの研मでも、良い林道とは水の流れが良い道であるとい
う専門家からの教えのもとで、作業道づくりにおいては水道（みずみち）をආけることが重視
されている。
　現地の植生としては、ナラやカシの木がみられた。また、山林内の比較的平地の部分には畑
や田んぼが存在した跡がみられ、かつては人の手が良く入った里山林であることがうかがわれ
た。当֘山林は個人所有地だけでなく、割山と寺の所有地であるとされ、各許可を得て作業が
行われている。他方で、自伐型林業の普及及び作業道づくりにおいては、山林の登記上の名義
人である不在村民等の存在が課題となる。不在村民の一部の方には、間伐の際にも補ঈの話が
出るなど、現在でも山は高いものであるという意識が根強く残っているとされる。

'JHVSF�1　୲ऀによるઆ໌ 'JHVSF�2　ߨशձの༷子
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　当地における積雪は３m以上とされる。山の所有者（女性）は、雪が降ると必要な枝を採り
に来るという。これは、積雪のおかげでఐ子が不要になるからであるという。もっとも、昨年
は30cmしか積雪がなかったようである。現地を視察すると、ケヤキに熊剥ぎの跡がみられた
が、現在は熊の出等はみられないとのことであった。また、鹿などは山筋にはいないという。
森林の生態系のバランスは崩れてきているようであり、急激に繁殖が増えたりなど今後検౼す
べき課題であるとされる。積雪が少ないとイノシシなどの繁殖も増える可能性がある。マツク
イムシは存在するが、虫の害は軒並みであまりないという。作業道付近からさらに奥に存在し
た集落はダム建設のために移転しており、現在は作業道直近には集落はない。
　木材については、良木よりは悪い木のほうが多く、現地は林業経営するにはあまり適さない
ようであるが、そもそも良い木自体が良い値で買ってもらえないという現実があり課題が多い
という。現地では、30年から40年の木が多かった。そもそも製材事業者に大きな木を製材する
機材はないため、長伐生業は難しいとされる。なお、自伐型林業にかかわる木材市場はچ長浜
市域にあるとされる。
　森林行政に関する市町村合併後の変化について、山の施業に関しては現在のほうが間伐に
しっかりと気配りが行き届いているとのことであった。چ余ޖ町時代は、森林行政としてはレ
クレーション施設設置などがメインであり、森においてもまだ木が利用できる大きさではな
かったという。また、چ余ޖ町時代は、基本的に森林組合を中心とする体制であり、合併した
ことで、森林行政がより制度化でき、スケールメリットも向上して広域の施策展開ができるよ
うになったようである。
　木材の利用に関して、前述のように、薪ストーブは主にスギやヒノキ、広葉樹を利用する。
長浜市の補助金では、二次燃焼保証付の薪ストーブを対象としているという。広葉樹のほうが
日持ちがよいということで広葉樹が良く使われるが、値段はあえて広葉樹を高くしているとい
う。もっとも、ਿを薪ストーブに使う層については、それが増えすぎてしまうと供給が追い付

'JHVSF�5　༨ޖொੁฒݱ地ௐࠪ１

'JHVSF�3　市

'JHVSF�6　༨ޖொੁฒݱ地ௐࠪ２

'JHVSF�4　ະס૩のؙଠ
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かなくなるとされる。
　現地の植林については、現在は植林は行われていない。森林組合としても造林の手間はかけ
られず、再生産できないために、植林はなされない。間伐をしているところでは、植林の話が
メインとなることはない。しかし、自伐林家に関しては場合によっては植林も今後可能かと思
われるとのことであった。人工林として継続するか、自然林に戻すのか、今後の山林利用の在
り方はさまざまに想定される。市としてはその点について補助制度を設けてはおらず、とりあ
えずは自然更新となるのではないかとのことであった。なお、滋賀県という地域柄、ಝ山を生
むような皆伐はݏがられる傾向にあるとされ、環境の観点からも今後ಝ山化は起こりにくいの
ではないかと考えられている。
　山林にかかわる部ॺとして、都市緑化については緑のื金制度などがあり、農林課は農業と
林業の並立を山村振興として行っているという。長浜バイオ大学などの近隣の大学研究機関と
は、林業に関しては関係性の構築はなく、現在の施策は市が単独で行っている形であるために、
今後はどこかの大学研究機関と共同で林業政策ができないかを模索しているとのことであった。

４．研究会
　ヒアリング及びフィールドワーク調査のཌ日の2016年８月21日９時半から11時半には、「湖
北・長浜まちやの宿いろは」の会議室にて、NPO法人自伐型林業推進協会の上֞喜寛氏（同
協会理事）に「国土の7割を活用する自伐型林業が100万人のब業を創出　世界をリードする森
林大国日本へ　そのカギは現行の大規模請負型林業に非ず　小規模分散型の自伐型林業にあ
り」とする基調講演を行っていただき、自伐型林業に関する研究会を開催した。
　NPO法人自伐型林業推進協会は2014年に設立されたNPO法人である。前身団体である高知
県の「土佐の森ٹ援ୂ」が自伐型林業に対して活動を行って十数年経たのちに、全国における
活動をサポートをする組織が必要であるとの認識のもとで、同協会が設立されたという。講師
の上֞氏はジャーナリストであり、関連する取材や記事をࣥචしたり、映画を製作したりなど
をする中で、同協会の理事長と出会い理事にब任することになったという。同協会が活動を開
始して現在は３年目であるが、自伐型林業を実ફしているグループが70ほど、それを予算化し
ている自治体が22から23自治体ほどに広がり、徐々に広がりをみせているという。
　上֞氏によると、これまでの林業では、従事者の減少による山林の放置や山林所有者が業者
に管理をすべて委託して大掛かりな皆伐や幅広の作業用林道づくりが行われたために、ಝ山の
増加や土砂流出などの環境破壊が生じている。それに対して、自伐型林業は、山林所有者自ら
が森林の管理を行うため大掛かりな伐採や幅広い林道の確保などは行わず、必要最低限の管理
を行うための経費しかかからず、また山も過度に壊さずに継続的に森林経営が可能となる。従
来の植林は国が設定した50年サイクルであったが、自伐型林業の目標とするサイクルは100年、
200年のサイクルのなかで、木と森を育てていくことになる。もっとも、この間に木を全く伐
らないということではなく、ಁく程度には管理を行うということを意味している。
　また、現在の林業の問題点の一つとして山林所有者の業者への委託が挙げられ、委託により
所有と経営が分離し、森林の管理を請け負う事業体（森林組合など）を中心にਾえた林業と
なっていることが場合によって問題となるとされる。このシステムでは、十分に所有者や地域
住民が森林管理に参画できないという。さらに、現行の林業では生産性や生産量の追及が行わ
れているため、施業委託型林業や短伐期皆伐施業が主となっている。そのために、土砂流出な
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どの環境破壊を༠発し、持続的森林経営が困難となり、面積当たりのब業者が極端に少ないな
どの多くの課題を๊えている。これらによって、日本最大の資産である「森林」を生かすどこ
ろか、劣化させてしまっているという。そのような中で「自伐型林業」から見出される可能性
として、「山林所有者や地域住民が自ら施業する自立・自営の林業」、「収入をあげる施業と良
好な森づくりを両立させる、非常に優れた環境保全型林業」、「小規模高ີ作業路網により小規
模な機械化を実現させ生産量と質の向上を追求し、生業化させる手法」を挙げることができる
という。実際に、「自伐林業」ではなく「自伐“型”林業」と称する理由は、これらの山林所
有者や地域住民が行うモデルづくりを目指しているからであるとされる。
　自伐型林業の利点は、伐採した木はすべて出荷することが可能であり、また専業ではなく兼
業として管理を行うことが可能であるという点にある。これらは産業創出・ब労創出により地
域再生へとつながると考えられる。高知県ではNPO法人自伐型林業推進協会の前身団体であ
る「土佐の森ٹ援ୂ」が活動していたこともあって、「副業型自伐林家養成塾」が開かれてお
り、県内外から毎年約30名の参加があるという。自伐型林業は林業が盛んな林業地ではなくて
も山があれば実施が可能であるということも地域再生のカギとなる。近年では、全国で自伐型
林業チームが続々生しており、自治体の政策にも取り入れられてきている。高知県や鳥取県
では県としての動きもあるとされる。NPO法人自伐型林業推進協会としても、これらの展開
をさらに活発にしていき、将来的には国も動かざるを得ない状況に持っていくことが目標であ
るという。
　金紅実研究員からは、自伐型林業施策に関して、県が関与するメリットについて問われた。
それに対しては、県がかかわることにより基礎自治体が動きやすくなってくるという。これま
で長浜市内でしかできなかったことが県全体に適応することが可能となるということに意義が
あるとのことである。長浜市以外に自伐型林業を政策として取り入れている自治体の例もいく
らかあるが、それら各地域では、同じく自伐型林業を取り入れながらも、林業地の性格などに
照らして、それぞれに適応した方法が採り入れられている。
　自伐型林業にかかわる森林従事者のब労関係については、昭和30年代には45万人存在した林
業従事者が今では５万人ऑにまで減少しており、また山林所有者やアルバイト、副業、専業と
いった林業に携わるब業構造がいびつな構造となっていることが指摘された。本来であれば山
林所有者が最も多く、次いでボランティア・ボラバイト、アルバイト、副業となり最も少ない
のが専業といったピラミッド構造が理想であるべきとして、そのようなब業のステップアップ
を支援する仕組みや組織が必要であるという。自伐型林業の類型としては、「専業」、「農家・
林家」、「六次産業化」、「観光×林業」、「福ࢱ×林業」の５つがあるとされる。
　質疑応答では、補助金が無くてもそれなりの収入があるということで一定の成ޭであると思
われるが、もしࣦഊした場合には何が原因であると思われるのかという質問に対して、上֞氏
からは、そもそもこれらの取り組みが成ޭを収めているとは思っておらず、昨年にようやく政
府が閣議決定に「自伐」という言葉を取り入れたが、その意味するところはあくまで大規模型
の林業を補రするために入れられただけのものであるために、自伐型林業自体の普及はまだま
だこれからであり、課題は山積しているとの意見がなされた。そのほかに、研究会の場では、
国から補助金をもらうのではなくクラウドファンディングなどでお金を集めるという手法で関
心を有する市民から集めることができれば、どの地域でも実施することができるのではないか
という意見や、各主体で支え合いながら自伐型林業をやっていくという中では、横のつながり
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において連携できるような新しい形の組合など作る必要があるのではないかといった意見が
あった。上֞氏からは、自伐型林業推進協会自体はネットワークをつなげるということはやっ
ていないが、まだ協会自体が出来て３年目であるために、今後さらなる方針を定めながら動い
ていくこととともに、県単位のレベルで何らかの協議会がある場合には、施策の実施の上で非
常に助かるということで、利用の側面からは、ネットワーク組織がある方がより良いという指
摘がなされた。また、理論的に考える上で何が障害となって上手くいかないのかを明確にして、
課題や対立軸を明確にすることが重要であるという意見も出された。上֞氏からは、林地の多
面的価値は約70ஹ円といわれているが、2011年以降それが更新されておらず、皆伐を行うこと
による現在の評価と自伐に基づく評価では経済的価値が異なり得る（自伐の方が上昇する）可
能性があるために、林業の多面的機能などの評価を里山学などの知見から適正に評価していた
だけないかといった意見も出された。これに対しては、そのような林地の多面的価値の評価と
いうのは炭素吸収率をもとにした評価であるために、森林における生態系サービスの評価を行
うことが必要であると考えられるといった指摘もあった。

５．एׯのݕ౼
ᾇ　ࡦࢪのཧと意義
　以上が長浜市における森林・林業施策、特に自伐型林業に関する本調査の報告である。
　本調査により、長浜市における取り組みについては、次のことがいえよう。
　第一に、長浜市は、森林所有形態に関して、私有林の比率が高く（約88％）、また、個人有
林率が最も高く（40.5％）、森林所有規模としては５ha以下の小規模な森林所有が多数を占め
る（約85％）13。このため、集約化・団地化による効率的な森林整備の必要とともに、それと
併行した個人ないし地域による自立的な森林整備、すなわち自伐型林業が展開され得る素地
を有しているといえる。現在の市の計画では、「施業委託型林業」と「自伐型林業」の両ྠに
よって林業及び地域の活性化が目指されていた。なお、このような森林構造は、同市が森林資
源を豊富に有していた市町と合併したことを背景としており、後述のように、長浜市の施策は
市町（村）合併後の森林・林業施策の一定の方向性を示唆しているといえる。
　第二に、長浜市の自伐型林業施策は、比較的近年になって積極的に制度運用が開始されたも
のであり、取り組みの現況としてはなお継続的展開の途中過程にあるといえる。その中でも特
徴的な施策としては、「薪市場」事業と「木材定額買取」事業、そして、自伐林業ܒ発及び研
究事業を挙げることができる。「薪市場」及び「木材定額買取」事業では、連関した制度運用
のもと、薪の乾燥はߪ入者に委ねたり、なるべく制限のない買い取りを許容したりなど、小規

'JHVSF��　研究ձの༷子 'JHVSF��　ߨԋऀによるجௐߨԋ
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模森林所有者の負担を軽減することで自発的な森林管理及び利用へのインセンティブを促すよ
うな工夫がなされていた。また、長浜市の自伐型林業施策における特徴ともいえるのが、現在
最も精力的に取り組まれているܒ発及び研म事業であり、専門的な知見を有するNPO法人の
協力を得ているそれらの展開は、森林所有者及び市民参画の観点からも注目される。市民の巻
き込みとともに外部地域とのつながりを同時に構築する「自伐型林業フォーラム」において市
民及び行政の知見が深められ、実ફ的な技術習得等の側面は「自伐型林業研म会」によって補
足されている。その際、滋賀県ないし長浜市においては林業の他に働き先があり所得水準も高
いという兼業可能な諸要素が存在することも相まって、中間間地域において副業型林業で生計
を立てる人を育てること、山に入らなくなってしまった山林所有者に再び山の管理及び利用を
促すといった一定の目的が明確に定められている。これらの展開は、自伐型林業の基盤作りだ
けでなく、ひいては、その後の山林の集約化に向けた基盤作りにもかかわるといえる。
　第三に、長浜市では、長浜スタイルとする地域の特性を捉した自伐型林業の展開が図られ
ていることが注目される。地域の特性と自治体ができ得る支援施策をもとに、持続可能な森林
経営・整備のスタイルを明確化され、「小規模兼業林業」と「広葉樹活用」というコンセプト・
キーワードのもとで定められた目的ຢは目標のもとでまずはモデル事例づくりが行われている。
後述するような課題もあるが、「地域おこし協力ୂ」による技術習得及び事例づくりは自伐型
林業の実ફモデルとして注目される。
　第四に、長浜市は、平成18年及び平成22年の合併を経ることにより、現在の広大な森林面積
を有することとなった。このために、そこでの施策は、市町（村）合併後の森林・林業施策の
一定の方向性を指し示すものとなっている。行政担当者からは、چ町時代の森林行政よりも、
合併後の森林行政のほうがより制度的基盤が強化され、より多様でスケールメリットも考慮し
た施策展開が可能となったという示唆的な意見もあった。
　第五に、以上に整理される長浜市の自伐型林業施策については、次の点において積極的な意
義が見出されていた。すなわち、以上からは、施業委託型林業と自伐型林業とを両立させて森
林・林業施策を展開していく中で、その基盤作りが重要であることが示唆されている。特に、
他の地域においてすでに一定の活動を行っている専門的知見を有したNPO法人との積極的な
協力体制の構築により、これらの基盤作りの基礎が念ີに固められている点は、森林・林業と
いう産業基盤を担う人材の育成及び（市民）参画や主体・ネットワークの組織化の観点からも
意義を持ちうる。

ᾈ　ޙࠓの՝
　また、以上の長浜市における森林・林業施策の整理及び意義とともに、本調査からは、森
林・林業施策及び自伐型林業施策にかかわるいくつかの課題が示された。
　第一に、森林・林業施策における全国的に共通した課題であるが、地域における人材不足や
人材の高齢化の問題がある。長浜市の行政担当者としてもこの点にどのように取り組むことが
できるのかという課題意識があった。森林の合理的な整備・経営の促進においてもこの点が課
題となっている。もっとも、長浜市では、森林・林業施策の中での自伐型林業の位置づけは相
対的に高いように思われるため、人材確保及び育成の問題に対して自伐型林業施策が果たし得
る役割が期待されている。少なくとも、日常的に森林と関わり合いを持つ市民（住民）を現在
よりも少しでも増やしていくという意味において、自伐型林業という手法は一定の意義を有す
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るようである。
　第二に、ط存の森林・林業施策との整合性及び連関性をどのように構築していくのかという
課題はなお存在するといえそうである。長浜市では長浜スタイルという明確な指標が定められ
ているために、自伐型林業の位置づけもかなり明確なものとされているが、森林の合理的な整
備・経営のための集約化・団地化の取り組み、及び、ط存の森林組合との具体的な連携や役割
分担などは今後の課題となっている。特に、自伐型林業は、個人による森林管理の制度化とも
いえるため、ط存の『森林・林業再生プラン』等の集約化・団地化の制度的基盤との整合をど
のように図っていくのかが課題となる14。このことは、各種のネットワークの核となる主体の
組織化が必要であることを示唆するが、ヒアリング調査の際の質疑応答にあるように、行政と
してもパブリックベンチャーの活用を含めて今後の課題であると認識されている。
　第三に、これもまた全国的な課題であるが、諸施策の前提となる森林管理の問題がある。こ
の問題は所有（権）の問題ともີ接に関連する。あらゆる施策を展開するための前提となる各
種の情報握がどの地域においても困難となっており、（相続及び売買による）所有者情報の
不明、分散化が増大し、境界の不明確化をটき、他方で不在地主が増えることによって所有と
管理が分離した状態が拡大している15。このことは、森林・林業に関する次世代への技術継承
の側面においても課題となる。行政担当者の話によれば、長浜市は山や森林のことを知ってい
る人がいなくなるペースが一世代早いということで早急な情報の集約が今後の行政課題である
とされている。
　第四に、自伐型林業を軸とする施策におけるタイムスパンの問題がある。自伐型林業は次世
代につなげる持続可能な林業としても注目されており、その理想とするサイクルは100年や200
年単位であるとすれば、そのような長期的な展開を想定する念ີな計画づくりが必要となる16。
現行の市町村整備計画は10年計画、森林経営計画は５年計画であり、短期及び中期の計画とし
ては制度が整えられ得るとして、計画及び実ફレベルでどのようにそのような長期的な制度展
開を保障していくのかは従来からの森林・林業施策の課題である。長浜市における兼業型林業
への注力という限定においても、それが成り立つための（人件費コストをも捉した）収益確
保の取り組みや地域内での販路等の拡充などについては今後の展開が注視される。この点は、
行政のその他の施策（観光や空き家対策など）との連関の必要性を示唆している。
　以上に整理した意義と課題については、里山学の知見を踏まえて、今後さらなる調査と研究
を行っていくこととしたい。

──────────
１　同プロジェクトの概要については、龍谷大学里山学研究センター『里山学研究 琵琶湖の保全再生

と里山・里湖─人と水との共生にむけて─（2015年度年次報告書）』（龍谷大学里山学研究センター、
2016年）28ท以下を参照。また、その取り組みについては、龍谷大学里山学研究センターのホームペー
ジも参照されたい（http://satoyama.kenkyu.ryukoku.ac.jp）。

２　「森林・林業再生プラン」（平成21年）は、森林の有する多面的機能の持続的発ش、林業・木材産業
の地域資源創造型産業の再生、木材利用・エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢
献の３つの基本理念のもとで、木材の安定供給体制を構築し10年後の木材自給率50％以上を目指すも
のである。森林・林業に関する諸制度・諸施策の展開については、林野庁『平成28年度版 森林・林業
白書』（全国林業改良普及協会、2016年）を参照。

３　日本の国土面積3,779万haのうち、森林面積は2,507万haとされており、日本全体でみると森林面積
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は国土面積の３分の２を占める。また、国全体では、上記の森林面積のうち、約６割の1,343万haがچ
薪炭林等の里山林を含む天然林であり、約４割の1,029万haが人工林である。したがって、長浜市の現
況はその面積比率及び人工林率つき、全国的な割合と類似した比率となっているといえる。もっとも、
全国の森林の所有形態別の割合は、森林面積の58％が私有林（人工林に占める私有林の割合は総人工
林面積の65％、総人工林蓄積の73％となる）、12％が公有林、31％が国有林となっている（平成24年３
月31日現在の数値）。これらにつき、林野庁・前掲ம（2）40ท参照。この点、長浜市の現況について
は、私有林率が高いことがその特徴であるといえるが、他方で、滋賀県全体では、国有林が8.7％、公
有林が7.9％、私有林が83.4％となっており、滋賀県全体の比率とはあまり大差がないといえる。なお、
滋賀県全体では、個人有林は41.3�であり、この点についても長浜市は滋賀県全体の比率と大差がない。
滋賀県の森林面積等は、滋賀県『目で見る森林・林業─滋賀県森林・林業統計要覧（平成26年度）概
要版─』（平成27年発行）を参照。

４　具体的な数値については、長浜市『長浜市森づくり計画（長浜市森林整備計画）』（平成27年策定）
54-55ทを参照。

５　概況等については、長浜市『長浜市森づくり計画（長浜市森林整備計画）』（平成27年策定）2ท以下
を参照。

６　滋賀県の『琵琶湖森林づくり基本計画』（平成17年から平成32年度）は、平成16年に施行された『琵
琶湖森林づくり条例』に基づく。もっとも、近年、目的不明な森林（水源林）の取得、ニホンジカ被
害の増加、貴重な生態系保全の必要や森林所有者の高齢化による林地境界の不明瞭化などの課題が生
じていることから、これらの課題に対応するため、森林の多面的機能（水源ᔻ養、県土の保全、木材
等の供給等）の持続的発شを目的として、県では条例及び関連計画の改正が進められている。同条例は、
①環境に配慮した森林づくりの推進、②県民協働による森林づくりの推進、③森林資源の循環利用の
推進、ᶆ次代の森林を支える人づくりの推進の４つを基本施策としているが、特に、①につき、森林
境界明確化のための必要ા置、共同施業等による適切な森林施業を行うા置、鳥獣対策の推進、樹齢
が高い樹木のある森林の保全、水源ᔻ養機能の維持に関する検౼を考慮に入れ、加えて、③につき、
住宅及び公共建築物等における利用、供給確保のための必要なા置の検౼がなされて、平成27年４月
１日に上記条例が改正された。これに伴い、上記の『琵琶湖森林づくり基本計画』についても変更が
加えられ、同計画は平成27年度から平成32年度までの計画とされた。また、上記の条例の第12条に基
づき、『滋賀県水源森林地域保全条例』が平成27年４月１日に一部施行され、水源森林地域における適
正な土地利用の確保を図るためのા置及び森林の有する水源ᔻ養機能の維持増進が図られている。具
体的には、土地取引（所有権移転）の事前届出に関する規律などが規定されている（第６条から14条）。

７　森林法10条の５（市町村整備計画）
　１　市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、五年ごとに、当֘

民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年
を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新
たにその区域内にある民有林が当֘地域森林計画の対象となった市町村にあっては、その最初にた
てる市町村森林整備計画については当֘地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、
当֘市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当֘地域森林計画に引き続
きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければなら
ない。

　２　市町村森林整備計画においては、次に掲げる事߲を定めるものとする。
　　一　伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事߲
　　二　立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森株の立木竹の伐採に関する事߲（間伐

に関する事߲を除く。）
　　三　造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事߲
　　四　間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
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　　五　公益的機能別施業森林区域及び当֘公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公
益的機能別施業森林の整備に関する事߲

　　六　委託を受けて行う森林の施業ຢは経営の実施の促進に関する事߲
　　ࣣ　森林施業の共同化の促進に関する事߲
　　八　作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事߲
　　九　森林病害虫のۦ除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事߲
　３　市町村森林整備計画においては、前߲各号に掲げる事߲のほか、次に掲げる事߲を定めるよう努

めるものとする。
　　一　林業に従事する者の養成及び確保に関する事߲
　　二　森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事߲
　　三　林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事߲
　　四　その他森林の整備のために必要な事߲
　（４߲以下省略）
８　森林法及び森林・林業基本法に基づく森林計画制度の体系については、林野庁・前掲ம⑵ 43ท参照。

具体的には、森林・林業基本法11条に基づく『森林・林業基本計画』にଈして、森林法４条による『全
国森林計画』（15年計画）が策定され、それに則ってॱ々に、都道府県につき、森林法５条による（民
有林に関する）『地域森林計画』（10年計画）及び同法７条の２による（国有林に関する）『国有林の地
域別の森林計画』（10年計画）、さらに市町村につき、同法10条の５による『市町村森林整備計画』（10
年計画）が策定され、それらに適合するものとして、同法11条に基づき、森林所有者ないし森林組合
等による『森林経営計画』（５年計画）が策定されるという体系を有する。

９　長浜市では川上から川下までの取り組みの総合支援が目指されているが、このような取り組みは、
国産材安定供給体制の構築を目指す林野庁の「国産材の安定供給における川上、川中及び川下のイメー
ジ」とも連関するものであるといえる。林野庁・前掲ம⑵ 15-16ท参照。その際にも、原木の安定供
給のためには、森林所有者や素材生産業者、原木市場等の木材流通業者、製材工場、合板工場等の間
で、木材に関する供給情報等を積極的に共有することが必要であるとᨳわれている。

10　「自伐型林業推進協会」については、同協会ホームページ（http://jibatsukyo.com/）を参照（2017年
３月７日最終閲覧）。同協会によれば、自伐型林業は、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的
森林経営を実現するものとして地方創生の視点からも関心が高まっているという。

11　林野庁による同交付金については、林野庁・前掲ம⑵ 113-114ท参照。里山林の景観維持、侵入竹
の伐採及び除去等の保全管理、広葉樹の薪への利用、路網や歩道の補म・機能強化等、自伐林家を含
む地域の住民が協力して行う取り組みを支援するものであるとされる。

12　現在の長浜市は、平成18年２月13日のچ長浜市、浅井町、びわ町の合併後、平成22年１月１日の長
浜市、ދچඣ町、湖北町、高月町、木之本町、余ޖ町、西浅井町の合併を経ている。

13　全国及び滋賀県の各比率との比較については、ம⑶を参照。なお、小規模な森林所有規模の全国的
な現況については、林野庁・前掲ம⑵ 89-90ท参照。

14　里山保全における『森林・林業再生プラン』の位置づけについては、吉岡充「里山の保全と「森
林・林業再生プラン」─里山地域の人工林をめぐって─」龍谷大学里山学研究センター『里山学研究 
琵琶湖の保全再生と里山・里湖─人と水との共生にむけて─（2015年度年次報告書）』（龍谷大学里山
学研究センター、2016年）189-197ท参照。

15　このような課題に対しては、近時、政府レベルにおいても課題認識がなされ、国土交通省などから
所有者の所在の握が難しい土地に関する୳索・利活用のためのガイドラインが出されるなど対策が
徐々に講じられている。国土交通省（http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/shoyusha.guideline.
html）のホームページなど参照。また、この点は日本土地法学会2016年度大会においても話題とさ
れ、現在は主に相続に関連して、なるべく所有者の握がなされるような諸施策が講じられているよ
うである。都市においても特に空き家問題への対策との関連で課題認識がなされている。森林の土地
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については、平成23年の森林法の改正により、平成24年４月から、新たに森林の土地の所有者になっ
た者に対しては、市町村長への届出を義務づける制度が開始された。森林法10条の７の２、「森林法施
行規則」（昭和26年農林省ྩ第54号）７条、「森林の土地の所有者となったࢫの届出制度の運用につい
て」（平成24（2012）年３月26日付け23林整計第312号林野庁長通知）参照。また、林野庁・前掲ம
⑵ 90-92ทも参照。

16　この点に関連して、ドイツ林業を支える基本思想である「持続可能性（Nachhaltigkeit）」の概念の
意義については、牛尾洋也「林業から森林文化へ─林業における持続可能性思想の発展と転換─ヨア
ヒム・ハンベルガー」龍谷大学里山学研究センター『里山学研究 琵琶湖の保全再生と里山・里湖─人
と水との共生にむけて─（2015年度年次報告書）』（龍谷大学里山学研究センター、2016年）147-150ท
及び、ヨハヒム・ハンベルガー（牛尾洋也訳）「林業から森林文化へ─林業における持続可能性思想の
発展と転換─」上記年次報告書151ท以下を参照。また、各種の主体や団体の多様な諸利益の調整の原
理については、ߘ「団体法の二元性⑴─ドイツ民法典社団法の原基的モデルの一考察─」龍谷法学
49巻４号（2017年）481ท以下も参照。
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森林߹に͓͚る里山ٴͼ奥山ཧの現گ

─に関する調ࠪ報告「߹森林ࣉ東近江市Ӭ源」ݝլ࣎─
	

龍谷大学里山学研究センターリαーν・Ξγスタント
龍谷大学大学Ӄ法学研究Պതظޙ࢜課ఔ

西लҰ

１．֓要
　龍谷大学里山学研究センターは、現在、2015年度から「琵琶湖を中心とする循環型自然・社
会・文化環境の総合研究─4atoyamaモデルによる地域・環境政策の新展開─」（私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業）プロジェクト1を進めている。同プロジェクトの一環として、2016
年12月２日に、同プロジェクトの第２研究班「資源と産業」の「森林資源とエネルギー利用の
研究」ユニットメンバーを中心として、滋賀県の東近江市の森林・林業施策に関する調査とし
て「東近江市永源寺森林組合」にヒアリング及びフィールドワーク調査を行った。
　本報告は、2016年12月２日に実施した東近江永源寺森林組合に関する調査報告である。
　調査の日時、調査先、内容については下記となる。

　調査日時：2016年12月２日（金）9：00-13：00
　調査場所：東近江市永源寺森林組合事務所２階会議室（滋賀県東近江市山上町3544）
　　　　　　東近江市五箇荘町伊野部地区（現地調査地）
　調査内容：東近江市永源寺森林組合へのヒアリング調査
　　　　　　東近江市五箇荘町伊野部地区へのフィールドワーク調査

　
　本調査は、東近江市の森林施策の意義と課題を検౼する上で、比較的小規模な森林組合とし
て精力的な活動を展開している東近江市永源寺森林組合の活動実態や現況を捉することを目
的として行ったものである。具体的には、上記森林組合の職員へのヒアリング調査と、森林整
備が行われている現地へのフィールドワーク調査を行い、森林整備の概要や課題について調査
研究を行った。本調査は、牛尾洋也（龍谷大学里山学研究センターセンター長、龍谷大学法学
部教授）、吉岡充（同センター研究員、同法学部教授）、宮浦富保（同センター、同理工学部
教授）、占部生（同センター研究フェロー、同名誉教授）、太田真人（同センター博࢜研究
員）、西秀一郎（同センターリサーチ・アシスタント）によって行われた。
　なお、本調査の前提として、東近江市及び東近江市永源寺森林組合の概要について先に記し
ておく。
　東近江市永源寺森林組合がある東近江市は、平成17年及び18年の２回の市町合併により、神
崎郡永源寺町、愛知郡愛東町、湖東町、八日市市、蒲生郡蒲生町、神崎郡五個荘町、能登川町
が一つになってできた自治体である。滋賀県の琵琶湖南東部に位置し、地形は東西に細長く、
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東は御池岳など1,000m級の山岳が連なり、鈴鹿国定公Ԃ区域に指定され、西は琵琶湖に面し
ている。市域には愛知川と日野川が流れており、緑豊かな湖東平野の田Ԃ地帯が広がり、さら
に市内の森林の多くが永源寺・愛東・湖東各地区の鈴鹿山系の山間部に位置している。人口は
115,199人となっている2。
　市の総面積は約38,858haであり、そのうち、森林面積は約21,859ha（国有林680haを含む）と、
森林率が56％を占める。また、人工林面積は7,118haであり、人工林率は約34％と全国及び滋
賀県の平均値と比較すると若干低い数値となっている3。その多くが間伐などの必要な林齢を
迎えているという。
　森林の所有形態では、民有林が21,179ha（森林面積に対して約97％）と大部分を占めている。
民有林の内訳としては、公有林が1,110ha（約５％）、私有林が20,069ha（約92％）であり、さ
らに、個人所有が約30％、集落所有が約10％、公団・公社所有が約20％、社寺所有が約16％と
いう内訳になる。したがって、東近江市は、全国及び滋賀県の数値と比べて、特に私有林率が
高い森林構造を有する。
　以上のような東近江市の永源寺地区を対象とする東近江市永源寺森林組合は、正組合員636
名と।組合員136名とを合わせて772名の組合員（平成28年度時点）によって組織された森林組
合法に基づく森林組合である。永源寺地区内森林面積は15,319haであるとされ、人工林の比率
が高いとされる。整備地域としては、永源寺地域、五箇荘地域、布引丘陵地域、蒲生地域と
いった奥山及び里山地域を対象とする。組合組織の役員は代表理事組合長１名、理事10名、
事３名、職員は、事務職員４名、技術職員５名、製材職員２名から構成されている4。
　東近江市永源寺森林組合では、「三方よし」の精神に則り、組合構成員である森林所有者の

「山主よし」、森林の多面的機能や獣害対策にも配慮した「森林よし」、安定した財政基盤のも
とでの森林経営を目指す「組合よし」の３つのコンセプトのもとで、「地域よし」として森林・
林業施策を地域に還元することを目指している。
　同組合による平成28年度（予定）の奥山地域の利用間伐面積は約21ha、里山地域の利用間
伐面積は約55haであり、全体の面積は約76haとなっており、近年は全体での施業面積が大き
くなるとともに里山地域での施業面積が大きくなっているとされる。その他、スギ・ヒノキの
利用や製品開発、林地残材を小規模薪ボイラーなどにより活用する仕組み、ナラ枯れ等の対策、
コナラ板の製材や広葉樹材の製品化、景観整備、（奥山地域での）境界明確化の取り組み、獣
害対策や植物保全、人工林のκーニング、竹林伐採作業、広葉樹苗木の生産などの各事業展開
がなされている5。
　なお、森林組合とは、森林組合法に基づく森林所有者の協同組織であり、組合員である森林
所有者に対する経営指導や森林施業の受託、林産物の生産、販売、加工等を目的とする協同組
合を意味する。わが国の森林組合数は、最も多かったとされる昭和29（1954）年度には5,289
であったが、経営基盤を強化する観点から国策として合併が進められ、平成25（2013）年度末
には644となっている。また、全国の組合員数は、平成25（2013）年度末現在で約155万人（法
人含む）となっており、組合員が所有する私有林面積は約944万haとなり、私有林面積全体の
およそ３分の２を占めている6。

２．ヒΞϦϯάௐࠪ
　ヒアリング調査は、前述のように、2016年12月２日の９時から、東近江市永源寺森林組合事
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務所２階会議室にて行った。森林組合の職員として、落部߂紀氏（東近江永源寺森林組合職
員）にご対応いただいた。
　吉岡研究員から、本調査の目的とともに、森林組合の事業内容、森林組合の規模やメンバー、
対象範囲、森林管理の課題などについてヒアリングを行うࢫの説明がなされ、以下のように質
疑応答が行われた。

٢Ԭ：森林組合の管について説示していただきたい。
མ෦：農業でいうと+Aと同様であり、永源寺森林組合では、چ永源寺町といわれる区域が管

となっている。山深い範囲をカバーしている。東近江市全域ではなくその一部が管内であ
る。چ湖東・愛東町は琵琶湖東部森林組合の管となる。چ八日市、蒲生町、五個荘町、能
登川町は、丘陵地帯や低山地帯であり、定上どこかの森林組合の管内ではないが、永源寺
森林組合が一番近接しているために、里山地域の地権者に呼び掛けて組合員になっていただ
き、森林組合で事業の委託管理を行っている。

٢Ԭ：員外利用の実態についてはどうか。
མ෦：森林経営契約に基づく補助事業はほぼ100％員内利用であり、それまで組合員ではない

ところも森林整備する際に出資していただき組合員になっていただく。員外利用としては個
人の庭木の伐採依頼などである。すべての事業において員内利用が２分の１以上となってい
る。

٢Ԭ：組合員数等についてはどうか。
མ෦：組合員数は、774人（調査当時）である。出資金は、口数が20578数で、一口1000円なの

で、約2000万円程度となっている。合併以前は、永源寺町森林組合であり、چ永源寺町の方
が出資して組織した組合員が多数を占め、内訳はほとんどが個人であるが、なかには自治体
もある。

٢Ԭ：現在の自治会の基盤はچ入会団体であるのか。
མ෦：自治会であり、入会団体ではない。

٢Ԭ：自治会管理の山林は村や入会が管理する山ではないのか。
མ෦：いわゆる字山といわれる山は自治体によって形態が様々であり、土地は神社や自治体の

所有であるが、上の部分は割山などで登記もされずに個々の管理となっている。その山の面
積がかなり大きい。

٢Ԭ：໖向山で共有地を管理している生産森林組合との関係についてはどうか。
མ෦：当֘土地の管内は日野町であり、管が分かれており、໖向生産森林組合とは契約はな

い。もっとも、当森林組合の管内に生産森林組合が一つあり、そこはあまり熱心には管理が
行われておらず、完全に委託していただく形となっている。

٢Ԭ：چ入会地部分もかなりあるのか。
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མ෦：明確ではないが、いわゆる字山は入会林的な形なのかもしれない。

。ඌ：永源寺のお寺の所有関係はどうなっているのかڇ
མ෦：範囲はあまり大きくはない。もともと多くが社有地であったというわけでなく、土地に

対する社寺の影響力もそこまでは聞かない。

。ඌ：もともとはそれぞれの村や字が山を持っていたのかڇ
མ෦：おそらくそうである。村の三役をۈめたら個人に山を切り分けて与えていたという話が

ある。

。ඌ：当֘地域の藩は何藩であったのかڇ
མ෦：彦根藩であると思われる。昔から村有であると思われる。

。Ӝ：国有林の割合などはどうかٶ
མ෦：規模は大きくなく、ほとんどが民有林である。県有林の造林公社の山があるが、地べた

が地元の所有となっている。分収契約である。

٢Ԭ：管内の所有規模はどうか。
མ෦：ྵ細であり、一人で100ha以上の組合員は少なく、ほとんどが５ha未満である。

。ඌ：登記がなされているところの管理実態はどうかڇ
མ෦：森林組合は県からいただく森林で所有者を握しているが、たまに実際に登記をとる

とそこに異なる名前があり、森林のデータが更新されずに過去の方の名前が残っている場
合がある。転売などの場合において、登記には反映されているが、森林が更新されていな
い場合がある。

٢Ԭ：土地の境界確定はどうか。
མ෦：はっきりいってほとんどわからないといえる。委託された際に、一応森林ベースで組

合員に持ち山の範囲を一覧としてお渡しし、長期の契約を結んでもらう。皆伐などを行う際
や施行の集約をする際には、そこで確認をするがつまづくこともある。

。Ӝ：森林には林班・小班などは載っているのかٶ
མ෦：林班を線引きして作成して、一林班で50haとしている。林班（数字で記入）、小班（い

ろはで記入）、地番（数字で記入）といった分類方法で書かれている。奥地にいくほど規模
が大きく、逆に集落では細かくなる（「永源寺森林計画図1/5000」を閲覧）。大字、小字も森
林には記載されており握をしている。森林所有者はある程度確定できても、森林面積、
樹種、樹高や現況はかなり不確定である。現在握している情報は、過去の植栽履歴などを
参照しているのかと思われるが確定は難しい。それらをもとに森林事業計画を作成する。施
行方法も森林に記載がある。
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٢Ԭ：森林でみると、樹種の構成はどうなるのか。
མ෦：چ永源寺町は、人工林と天然林のうち、天然林が多い。もっとも炭焼き後の二次林が多

い。
。ඌ：分収契約を結んだところが多いのかڇ
མ෦：県有林は排出可能な林部が多いが、造林公社は奥山の奥まったところが多い。所有者に

は造林公社に任せておけばよいという側面も一部あるかと思われる。造林公社も収益がとれ
ずにほとんど手をつけられていない場所もある。割合としては個人の人工林の方が多い。

。Ӝ：組合の従業員数や仕事の種類などはどのようなものかٶ
མ෦：組合職員は11名であり、その構成は、事務方と現場管理が４名。現場の技術作業員が５

名。製材の職人が２名となっている。

٢Ԭ：製材はどの程度まで行うのか。
མ෦：丸太、素材は組合員の山で伐採したものを使い、組合の製材施設で製材のԷ業者からの

注文に合わせて一次加工のみを行っている。乾燥などを行う機材などはない。

。Ӝ：間伐などはすべて技術作業員が行うのかٶ
མ෦：請負人がおり、林業会社が２社あり、一人親方の請負作業員が６名程度存在する。

。Ӝ：間伐が多いのかٶ
མ෦：40 〜 45年のਿの木があり、その林分については間伐、平成23年度以降は利用間伐にの

み補助金を出すという制度となり、搬出間伐を行っている。

。Ӝ：制度変更で奥山の整備ができなくなったかٶ
མ෦：そうとはいえない。林班単位、属地で森林計画を立てる。以前の森林施行計画がかなり

大雑で、一反（330௶、990m2）以上の切りࣺて間伐であれば補助金が出る。چ永源寺町
全体で５カ年の計画を立てていればよりよかったと思う。平成23年以降は、一回の補助金申
請の面積加減が５ha以上でないとできない。

。Ӝ：計画の状況はどうかٶ
མ෦：چ永源寺町は250林班あり、そのうち10林班しか経営計画が立てられていない。その経

営計画の要件は、林班の２分の１以上の森林面積を対象とすること、その範囲の所有者の同
意が必要であり、その所有者は組合員であるためその部分についてはクリアできるが、経営
計画の認定は市町（当地では東近江市）が行い、その計画の要件は、５年間に標準伐期以下
の林部については２分の１以上の面積を間伐、標準伐期以上であると林部の３分の１以上の
間伐が必要となる。このため、その要件がクリアできるところのみ経営計画を立てていると
いう状況である。

。Ӝ：主伐の現況はどうかٶ
མ෦：補助金の対象外となっている。当֘地域は40、50年の林であるので、そもそも主伐を行
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う林分が少ない。奥山には100年を超える林分があるが、そこから搬出するには河川を用い
る必要があるが、その技術がなく、補助金も出ないため採算がとれない。

。Ӝ：路網計画、林道計画は立てているのかٶ
མ෦：すでにط存の林道があるため、林道よりも規格の小さな森林作業道をつくって搬出する

システムは構築している。経営計画を立てるときに作業道をどのくらいつくるのかも計画を
立てている。それについても地権者の同意が必要であり、森林組合が立てて、補助金も出る
こととなっている。

。ඌ：ざっくりとした収支はどうなっているかڇ
མ෦：計画を立てる段階で施行地ごとに山の所有者に提案書を提出し、５ha以上のまとまり

をつくり、その範囲の地権者ごとに間伐して、補助金がこれだけの額、費用がこれだけの額、
材の売り上げはこれだけの額、ということで、収支を差し引きして地権者の納得が得られれ
ば計画を立てる。

。ඌ：森林組合自体の経営の現況はどうかڇ
མ෦：事業で一番大きいのは間伐・造林事業であり、それが年間１億円程度となる。毎年その

規模で行うというような計画でスタートする。あとは補助金によって事業量が左右される。
補助金の予算取りは県の方との協議となる。来年度は補助金がつかないということになると
間伐事業もॖ小せざるを得ない。補助金の目途があると事業地を増やすなどしている。

ඌ：全体では、例えば２億円程度で１年間の経営を組み立てて行うとして、その中で補助金ڇ
が数千万でということで、その中心は造林間伐であるとすればその他はどうか。
མ෦：製材加工部分や公共事業（県や市の発注事業）があるが、後者はかなり内訳が小さく

なっている。あとは一般の雑請負。数年前に多かったのは、太陽光パネル設置のための造成
にかかる整備である。ا業や業者から請け負って伐採する。

෦：薪やペレットについてはどうか。
མ෦：永源寺森林組合では、製造しておらず、すべて素材のまま販売している。滋賀県では、

例えば大ୌ山林組合などは売っている可能性がある。薪は、薪を製造する業者と協定を結び、
そこに原木の供給を行っている。

。ඌ：それは全体では大きな割合ではないのかڇ
མ෦：間伐事業に伴う素材生産の販売については、3,000万円ほどある。１億円とは別にある。

素材を組合の加工部門に回したり、それ以外は合板などを製作するا業に回す。

෦：それは間伐と連動しているのか。
མ෦：間伐がゼロであるとゼロとなり、連動する。

。Ӝ：山の将来ビジョンはどうかٶ
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མ෦：一応ビジョンがある。長期的であり森林組合だけではできない。まずは東近江市と連携
する。森林経営計画の上に市町村森林整備計画というマスタープランがあるが、それらはあ
まり独創性がないものであるため、東近江市独自の現況にあったものを作成するということ
で数年前から取り組みを行い、まずは森林のො存量調査や現況を調査し、利用可能な資源量
がどのくらいあるのかを現地調査している。そのもとでκーニングを行う。経済林タイプ、
環境林タイプ、広葉樹の林などは自然に任せるなどのκーニングをしている。

。Ӝ：経済林も再造林でやるのか。また、整備や販路はどうなっているのかٶ
མ෦：40、50年前に切りࣺて間伐がなされた優良な林分であるので、まずは作業道をつくり間

伐をしていくこととしている。利用可能な林分であり、作業道を入れることができるエリア
にある。奥山の人工林では、搬出が将来的にできないところは、環境林として自然に任せる
という形で計画を立てている。里山の区域では、人工林はほとんどなく雑木林が大半である。
獣害フェンスをほとんどのエリアで設置している。緩衝帯から奥の山については積極的に森
林整備を行い、補助金を用いて雑木林の間伐をし、積極的に雑木の排出をしている。コナラ
は薪を製造する業者やチップ工場に売っている。チップ工場は滋賀県に大きく２つある。甲
賀チップ、立木材（伊吹の米原地域）が挙げられる。数年後には未利用材を用いて、３万
立方の面積を獲得して活用の可能性がある。山室木材工業がそれを計画し、現在は調査研究
がおこなわれている。その計画がうまくいくと材の販路が拡大する。

。Ӝ：計画については森林組合が行うのかٶ
མ෦：市には専門の担当者がいないために、森林組合が積極的に計画を立てる。素材の販売に

ついては、上部団体の森林組合連合会があり、販路の営業開拓をして、素材の質や形状に
よって売り先を紹介してもらう。

。Ӝ：森林所有者が自ら間伐や主伐をするケースはどうかٶ
མ෦：この地域ではほとんどない。一つ、奥山で100ha以上の山を持っている方で伐採業者に

少しずつ山林を売って切ってもらっている個人の方はいる。しかし、そこは天然更新はされ
ず、鹿がかなり多く植林しないとずっとಝ山のままとなる土地である。

٢Ԭ：間伐実施は年間どの程度実施できているのか。
མ෦：年間60から80haの搬出間伐をしている。計画の間伐の実施は追いついておらず、10％

ほどである。地域としては過ີに植林がされていないので、すぐに災害は生じない。

෦：全国との比較はどうか。
མ෦：永源寺森林組合は県内でも優秀であると思われる。どこの組合もそもそも経営計画の樹

立でつまづき、境界確認（確定）でもつまづく。永源寺では、境界確認がうまくいっていな
いエリアは奥山地域に限られている。里地では自治体単位で経営計画をたてており、境界に
ついて地権者はあまりこだわらず、字界のみの外側を確定して、獣害対策を理由として大き
な枠組みのもとで境界確認をすることが行われている。その中の具体的な個々の境界の事柄
は自治体に任せている。
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෦：組合の規模はどうか。
མ෦：出資金が4,000万以上であると中核森林組合となるが、県内でそれになれていないのは

永源寺森林組合のみである。地元ີ着型の小規模な組合である。

෦：従業員には若い意欲がある応ื等があるのか。
མ෦：若く高学歴な方、女性などで現場に出たいという方が多い。現在は現場で作業をする女

性スタッフが１名いる。林学科や生態系の方が多い。競争率でいうと、ハローワークにはか
なりのื集がある。

。Ӝ：毎年のリタイアはどうかٶ
མ෦：数年後一気にリタイアされる方がいるために、中長期の計画では毎年１名以上を採用す

ることとして、人材育成を目指している。

٢Ԭ：事業がより収益をあげると、その反面で収益の分配によって集落単位でのまとまりに持
分比率の問題が生ずる。
མ෦：そのことがあるために、里山のモデルを奥山にもっていくことはできない。奥山は経済

林が多いためである。まだ「自分の山はこれだけの面積があり、立木の価値もあるはずだ」
と思われる方もいるために、面積҈分などの提案はできない。実測の費用や境界の明確化な
どもソフト事業で補助金の予算はあるが、非常に手間がかかる。また、体力的・精神的にർ
ฐする。そもそも境界を握されている方がご高齢であり、現地にいくことができない。世
代が代わるとその方に任せるというようなこともあるが実態握は難しい。もっとも、手書
きの門外不出の山林地図はある。

。ඌ：林班がある中で、地図上、一応の境界があるのかڇ
མ෦：一応はあるが所有者に境界を教えていただく必要がある。わかったところはߌを打って

GP4で位置を落とし込んで管理をする。

٢Ԭ：合意で決めたところで確定するということか。構図はࡋ判資料としても何ともいえない。
མ෦：そうなる。

٢Ԭ：やはり所有関係や境界の握が難しいのか。
མ෦：里地は「地番図」が市町の資料として参照できる。奥山の方であると地番図はほぼ白紙

である。もっとも、個人情報の問題もあり、データなどはもらえない。

٢Ԭ：管理対象となっている森林の広さはどうか。
མ෦：12,500ha（一林班50ha×250箇所）で、里地を含めると13,000haほどである。

٢Ԭ：前述のような里地でのモデルがあるために事業を進めることができるのか。
མ෦：里地で計画が立てられたことが良かった。里地での活動で森林組合の今後の将来性があ

るといえる。
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٢Ԭ：森林計画は里地が多いのか。
མ෦：10程度の森林計画のうち、里地が８割程度である。

。ඌ：獣害対策であるというとあくまでも生産というよりは管理の面からの整備かڇ
མ෦：そうである。

٢Ԭ：東近江市職員の方の話では、整備により山林が綺麗になり他の地域（地区）からも依頼
が出てくる連続性があるとお聞きしたがどうか。
མ෦：確かに、山林が綺麗になると森林組合に依頼が多くなり、獣も見らしがよくなって出

てこなくなり、隣の字に移動したなどの話もある。

。永源寺町でも里から奥に入っていくモデルはないのかچ：ඌڇ
མ෦：難しい。限界集落も多いためになお一層難しい。

ඌ：自治体の機能などが充実していないと、所有の問題に加えて獣害対策などの課題が出てڇ
こないのか。
མ෦：奥山では、例えば『東近江市空中写真（1/30000）』でみられる奥山は鹿と共生する箇所

などもあり、経済林として残っている部分が多い。

。ඌ：水源に関する補助金は県が行っているのかڇ
མ෦：環境੫としては県がやっている。それは環境林整備事業といわれるが、同時に切りࣺて

間伐にも用いられる、経済林をあきらめて環境林にする事業にも使われる。その場合、補助
金の依存率は100％となっている。国の補助金もあり、どちらかの補助金を使っている。

෦：補助金の減はどうか。
མ෦：ある。来年、再来年などの範囲で、補助金の予算がどんどんと減る傾向にあり、もっと

効率的に排出する技術を高める必要がある。なるべく排出した素材の販売利益で事業を回せ
るようにすることが必要である。

٢Ԭ：林材価格はどうか。販売先はあるのか。
མ෦：林材価格は落ちるところまで落ちて༌入材と変わらないレベルまで至って、その後落ち

着いている。販路は県内にはなく、近畿圏に販売業者がある。例えば、舞鶴の林ベニヤや森
の合板という岐阜のベリヤ会社、ウッドリンクという富山の会社などがある。合板の素材と
して出すものが多い。

෦：県内への販路について県は作出しないのか。
མ෦：滋賀県はまだ森林の林材の排出が少ない。

෦：製材所についてはどうか。
མ෦：組合内に平成11年に作った。国産材を加工するための施設として森林組合に作ったが、
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当初は米の松ばかり外材を加工していた。ਿ、ヒノキの加工の需要もあり、森林組合の加工
施設も息を吹き返した。ただし、シングルのもので、機械も少し古い。

٢Ԭ：国産材需要はどうか。補助金などもあるが。
མ෦：国も将来的に自給率を50％にするという目標があり、一応は需要は伸びてきている。

。ඌ：林道の問題などで結局は排出が難しいのか、作業道レベルでやれるのかڇ
མ෦：できれば林道はີに入っていてほしいが、そもそもط存の林道もしっかり活用できてい

ないので、林道などが引けない場所は河川収載するなどの工夫がいる。そもそも経営計画が
立てられない前提として、境界確認や団地化、集約ができないから動かないという現況があ
る。技術レベルよりもそちらかが٤緊の課題といえる。

。Ӝ：経営計画が少しずつ動いていくとこれから色々と展開が進むのかٶ
མ෦：その意味で、現在は少しずつ、境界確認、施行地の団地化（里地とは異なる合意形成の

仕方）を奥地で行うことを進めている。

Ӝ：現在は標高が高いところに鹿が移動するなどの変化がある。奥山に定期的に人が入らなٶ
いと国土の維持ができないだろう。

：各自治会は法人化されているか。
མ෦：自治会は、認可地縁団体で法人化されている。

Ӝ：環境林の考え方についても、ハイキングコースなどの地域（住民等）が入る意味での環ٶ
境の捉え方もあるのか。
མ෦：そういう計画での施行はない。環境林事業の切りࣺて間伐の多くは造林公社の編地であ

る。無計画で行った奥地の人工林は搬出の見込みが立たないところを地権者にお返しするた
めに、スギ・ヒノキをほったらかしにしては不健全であり、整備する。トレイルの整備など
は鈴鹿十山などの登山道の整備はある。

٢Ԭ：山を越えると湯の山温ઘがある。永源寺でも温ઘ地をつくったりしているというがどう
か。
མ෦：そのようである。

෦：ダムの方はどうか。
མ෦：国道の開通を行っている段階である。

３．ϑΟʔϧυϫʔΫௐࠪ
　ヒアリングの後、落部氏の༠導のもと、東近江市の五箇荘町の「伊野部」地区を現地調査し
た。以下はその概要となる。
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　ᾇ　ҏ野෦地区に͓けるྛ（ྛ）උ
　調査をした伊野部地区は、従来は里山利用がなされていた地域であるという。同地区では、
４つの集落の有する山を団地化して整備が行われた。合意形成は集落に委ね、10年間で少し
ずつ森林整備を行い、全地域間伐を行うこととされている。今年度は、春に５〜10haを整備
し、毎年各地域で同規模の整備を行うようである。当地では、ヒノキの良質な木が残されてい
る。また、コナラ林の若返りのために、上草木を３割から４割ほど切り、広葉樹林を施業する。
大径木のみを切り、細いものは残すこととし、萌芽の発生条件などについては、森林総合研究
所にも協力を仰ぎ調査研究を行っているという。森林整備とともに、作業道も整備されており、
作業道は条件が良ければ軽トラックが入ることができるとされる。広葉樹（ヒノキ）は、整
備・枝打ちなどまったくなされていないので、製材にはならず、チップとして使用されるのみ
であるという。このため、伐採したものは隣接する貯木場（山土場）に置き、チップにするた
めにトラックで販売所に運ぶこととなる。さらに現地では、自転車道も整備されていた。
　現地では、森林整備に関連して、従来、林の中が見えないくらいに生いໜっていた竹を全て
伐採し、山林にはフェンス（柵）が設置されていた。当地は、整備以前は竹が生いໜっていた
ようであり、山の奥が里地からは見えなかったという。もっとも、伐採した竹については、再
生能力が高いために維持管理が大変であるとのことで、定期的に伐採を行う必要がある。しか
しながら、常に生えてくる竹の伐採などの事後管理については、市からは補助金が出ないため
に、自己負担で行うこととなる。現場が田んぼの近くなので、除草ࡎは使いたくても使えず、
竹についても、地権者（山林所有者等）の対応は様々で、整備されていない土地ではかなり生
いໜったままとなっている。

　ᾈ　्ରࡦと合意形成
　これらの整備の契機は、東近江市の獣害対策であるとされる。フェンスの設置など、行政は
苦労したということである。森林整備により見らしが良くなり、獣害は減少したとされる。
当֘地域では、鹿ではなくழの被害があったという。現在でも作業道にழが通ることもあるよ
うだが、その住処にはならないという。
　整備のための所有者等の合意形成は、上記のように獣害対策を軸として展開された。主に自
治会単位で合意形成を行い、整備が進んでいる。自治会の規模については、４つの集落で100
戸ほどあり、集落ごとに４つの自治会があるという。自治会ごとに森林組合に委託契約をして
森林整備をしている。自治会に入会している住民は、未利用材の切った木を山に入って自由に
使うことができる。山に入ること自体も原則は自由であるという。委託費用は、森林計画で処
理することとなっており、自治会の負担はなく、それが整備の前提となっているとされる。ま
た、材の販売次第では、収益が生ずる場合があり、１年間で10万円ほどの利益が生ずる場合も
ある。
　さらに、自治会とは別に管理委員会も存在する。協議や打ち合わせなどは、山林委員など別
組織を結成して行う場合も多いとされる。なお、永源寺自体は別個の法人格として、自治会と
は別に森林計画に入ってもらっているという。

　ᾉ　ॴ有関係
　当֘地域の所有界は細かくなっており、森林組合としても境界確認及び地籍調査自体は直接
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の目的ではなく、森林管理が目的であるため、管理は集落単位でまとめて実施していくという。
これに対して異を唱える地権者はいないという。所有者の実態や情報は正確には握していな
いとされ、そもそも所有関係にあまり関心がない人が多いという。もっとも、自治会ごとで所
有者を握しており、連絡先がわからないことは少ないとされる。所有者としては、地元在住
の所有者が多く、在外の所有者（不在地主）は整備する際になって森林で判明するため、森
林整備が所有者情報の握のきっかけとなっている。在外の所有者に対しては、場合により、
自治会で土地を買い戻すようにしている。

４．ࣔࠦと課題
　以上が東近江市永源寺森林組合に関する調査報告である。
　本調査により、東近江市永源寺森林組合の現況については、次のことがいえよう。
　第一に、東近江市永源寺森林組合は、民有林及び私有林の割合が非常に高い東近江市内にお
いて、奥山地域の山深い範囲を管とした小規模な地域ີ着型の森林組合といえる。もっとも、
定上の直接の管地域でなくとも、چ八日市、蒲生町、五個荘町、能登川町などの低山地帯
や里山地域においても地権者が組合員となることで幅広く活動が展開されている。
　第二に、当֘森林組合が管とする里山地域においては、東近江市との連携とともに、近年、
森林や竹林整備が進んでいる。整備が進んだ要因としては、地域や自治会といったط存の団体
ないし組織を介した取り組みがなされたこと、主たる目的として獣害対策を設定して合意形成
がなされたことを指摘することができる。これらの実例からは、所有（権）関係の枠組みを超
えた（あるいはそれと連関した）活動主体の組織化の重要性を指摘することができる。
　第三に、持続可能な森林整備及び経営のための施策7について、将来ビジョンを定めながら
活動が展開されている。特に、市町村森林整備計画やマスタープランのみでは地域の特性を生
かした活動が十分には展開できないという認識をもって活動が行われていることが示唆的で
あった。東近江市では、現在、第２次環境基本計画（平成29年３月改訂予定）において、森
と水政策における新たな枠組みや将来像が検౼されている8。これらの展開とうまく連動して、
まずは利用可能な資源量がどの程度あるのかを調査し、今後の持続的な活動に活かす取り組み
が予定されている。
　今後の課題としては、他の地域においても同様であるが、諸施策の前提となる森林管理のた
めの基本情報の握の問題がある。この問題は所有（権）にかかわる問題ともີ接に関連する。
あらゆる施策を展開するための前提となる各種の情報握は当֘地域においても困難である
とされ、（相続及び売買による）所有者情報の不明、所有者の分散化が増大し、境界の不明確
化をটき、他方で不在地主が増えることによって所有と管理が分離した状態が拡大している9。

'JHVSF�1　ώΞϦϯάௐࠪ 'JHVSF�2　ҏ野෦地区のྛඋ 'JHVSF�3　ҏ野෦地区のྛඋ
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当֘森林組合においても、森林によって所有者を握しているが、森林の記載が実際の登
記の記載と異なる場合もあるとのことであった。森林所有者情報、所有関係の境界、また、森
林面積や樹種、樹高などの現況については不確定で不明確なままであるとされる。このことは、
森林・林業に関する次世代への技術継承の側面においても課題となる。
　また、৻重な手続を要することから、森林経営計画が立てられているのが250林班のうち10
林班という実情をみると、なお今後も幅広い事業の展開が求められているといえる10。さらに、
里山地域においては前述のように一定の成果が上がっているのに対して、奥山地域においては、
境界確認及び確定を含めて未だ手がつけられていない部分も多いということであるために、里
山地域と奥山地域の問題を分けて必要な対応を考えるとともに、それらの地域における施策を
どのように連関させながら事業が展開されるべきかを検౼する必要がある。ヒアリング調査で
も、収益率と持分比率の観点から、里山地域の施業モデルを奥山地域にそのまま転用すること
はできないとされていた。このことは、森林組合の事業をこえて、森林・林業施策において考
慮すべき要因を示唆するものであるといえる。
　以上の調査によって明らかとなった示唆と課題については、本センターが取り組む「琵琶湖
を中心とする循環型自然・社会・文化環境の総合研究─4atoyamaモデルによる地域・環境政
策の新展開─」プロジェクトを進めるなかで、里山学の知見を踏まえて今後さらなる調査と研
究を行っていくこととしたい。

──────────
１　同プロジェクトの概要については、龍谷大学里山学研究センター『里山学研究琵琶湖の保全再生

と里山・里湖─人と水との共生にむけて─（2015年度年次報告書）』（龍谷大学里山学研究センター、
2016年）28ท以下を参照。また、その取り組みについては、龍谷大学里山学研究センターのホームペー
ジも参照されたい（http://satoyama.kenkyu.ryukoku.ac.jp）。

２　平成28年６月１日現在の住民基本台帳人口による。
３　本ߘの東近江市の森林データについては、『滋賀県森林・林業統計要覧（平成27年度版）』による。

日本の国土面積3,779万haのうち、森林面積は2,507万haとされており、日本全体でみると森林面積は国
土面積の３分の２を占める。また、国全体では、上記の森林面積のうち、約６割の1,343万haがچ薪炭
林等の里山林を含む天然林であり、約４割の1,029万haが人工林である。さらに、全国の森林の所有形
態別の割合は、森林面積の58％が私有林（人工林に占める私有林の割合は総人工林面積の65％、総人
工林蓄積の73％となる）、12％が公有林、31％が国有林となっている（平成24年３月31日現在の数値）。
これらにつき、林野庁『平成28年度版森林・林業白書』（全国林業改良普及協会、2016年）40ท参照。
他方で、滋賀県全体では、国有林が8.7％、公有林が7.9％、私有林が83.4％となっている。また、滋賀
県全体では、私有林は、167,962haと全森林面積201,764haに対して約83％を占め（なお滋賀県の民有林
は184,119haで約91％）、個人有林は約41.3�である。滋賀県の森林面積等は、上記の『滋賀県森林・林
業統計要覧（平成27年度版）』及び滋賀県『目で見る森林・林業─滋賀県森林・林業統計要覧（平成26
年度）概要版─』（平成27年発行）を参照。

４　概要については、東近江市永源寺森林組合のホームページ（http://eigenji-kikori.wixsite.com/
eigenji-forest）を参照（2017年３月８日最終閲覧）。また、東近江市永源寺森林組合の定（特に７条
及び32条以下）も参照。

５　これらに関する具体的な組合の事業概要や、広葉樹材を活用した販路の取り組みなどは、2017年３
月４日（土）に開催された、龍谷大学里山学研究センターシンポジウム「流域のくらしと奥山・里山
〜愛知川から考える〜」における東近江市永源寺森林組合技術職員の松尾扶美氏による「東近江市　
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奥山林・里山林整備の現場から」とする講演報告（同報告は本（2016年度）年次報告書に掲載予定）
などを参照。

６　森林組合にかかわる基礎的な情報や施策については、さしあたり、林野庁・前掲ம（３）94-96ทを
参照。

７　この点に関連して、ドイツ林業を支える基本思想である「持続可能性（Nachhaltigkeit）」の概念の
意義については、牛尾洋也「林業から森林文化へ─林業における持続可能性思想の発展と転換─ヨア
ヒム・ハンベルガー」龍谷大学里山学研究センター『里山学研究琵琶湖の保全再生と里山・里湖─人
と水との共生にむけて─（2015年度年次報告書）』（龍谷大学里山学研究センター、2016年）147-150ท
及び、ヨハヒム・ハンベルガー（牛尾洋也訳）「林業から森林文化へ─林業における持続可能性思想の
発展と転換─」上記年次報告書151ท以下を参照。また、各種の主体や団体における多様な諸利益の調
整の原理については、ߘ「団体法の二元性⑴─ドイツ民法典社団法の原基的モデルの一考察─」龍
谷法学49巻４号（2017年）481ท以下も参照。

８　これについては、2017年３月４日（土）に開催された、龍谷大学里山学研究センターシンポジウム
「流域のくらしと奥山・里山　〜愛知川から考える〜」における滋賀県東近江市市民環境部森と水政策
課の山口美知子氏による「鈴鹿山脈から琵琶湖までつながる東近江市〜森おこしプロジェクト〜」と
する講演報告（同報告は本（2016年度）年次報告書に掲載予定）などを参照。また、東近江市の森林
政策については、同シンポジウムにおける国立研究開発法人森林総合研究所関西支所の山下直氏によ
る「東近江の森林〜特徴と利用可能性」とする報告も参照（本年次報告書に掲載予定）。

９　このような課題に対しては、近時、政府レベルにおいても課題認識がなされ、国土交通省などか
ら所有者の所在の握が難しい土地に関する୳索・利活用のためのガイドラインが出されるなど対
策が徐々に講じられてきている。国土交通省（http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/shoyusha.
guideline.html）のホームページなど参照。また、この点は日本土地法学会2016年度大会などにおい
ても話題とされ、現在は主に相続に関連して、なるべく所有者の握がなされるような諸施策が講じ
られているようである。都市においても特に空き家問題への対策との関連で課題認識がなされている。
森林の土地については、平成23年の森林法の改正により、平成24年４月から、新たに森林の土地の所
有者になった者に対しては、市町村長への届出を義務づける制度が開始された。森林法10条の７の２、

「森林法施行規則」（昭和26年農林省ྩ第54号）７条、「森林の土地の所有者となったࢫの届出制度の運
用について」（平成24（2012）年３月26日付け23林整計第312号林野庁長通知）参照。また、林野庁・
前掲ம（３）90-92ทも参照。

10　これらの取り組みの評価としては、国の政策との異同を整理することも重要であるといえる。里山
保全における国の『森林・林業再生プラン』の位置づけについては、吉岡充「里山の保全と「森林・
林業再生プラン」─里山地域の人工林をめぐって─」龍谷大学里山学研究センター『里山学研究琵琶
湖の保全再生と里山・里湖─人と水との共生にむけて─（2015年度年次報告書）』（龍谷大学里山学研
究センター、2016年）189-197ท参照。
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ҕһ会へのڥ・会ެ࢜ޢหژ

2016年度里山࣮地मश

	
龍谷大学里山学研究センターリαーν・Ξγスタント

龍谷大学大学Ӄ法学研究Պതظޙ࢜課ఔ
西लҰ

境ҕһ会によるཬ山࣮地मशの֓要・会ެ࢜ޢหژ．１
　龍谷大学里山学研究センターでは、京都ห護࢜会公害・環境委員会の依頼を受けて、2016年
10月31日 に、京都ห護࢜会公害・環境委員会による第69期選択型実務म習（自然保護部会）
の環境問題体験コースの一環として、第69期司法म習生に対するセンター研究員による里山学
の講義レクチャーと「龍谷の森」（滋賀県大津市瀬田）における実地レクチャーを行った。
　当֘म習は、第69期司法म習生に対して、環境問題及び里山問題に関する研मを目的とする
ものであり、龍谷大学里山学研究センターから、牛尾洋也（同センター長及び研究員、龍谷大
学法学部教授）、丸山徳次（同研究員、同文学部教授）、宮浦富保（同研究員、同理工学部教
授）、林珠乃（同研究員、同理工学部実験助手）、村澤真保呂（同研究員、同社会学部।教授）、
太田真人（同博࢜研究員）、西秀一郎（同リサーチ・アシスタント）が参加した。実務म習
の担当ห護࢜として、伏見߁司氏（ห護࢜）、浅井྄氏（ห護࢜）、司法म習生からは、伊藤༎
貴氏、岩田Ն樹氏、大প卓࿕氏、風早孝紀氏、ֽ山賢二氏、高田ܛ氏、田島༎規氏、中谷৻太
郎氏、長谷川麻里氏、平田ݑ人氏、藤橋悠二氏、箕ྠナナ氏、森勇貴氏の参加があった。

２．࣮地मश֓要
ᾇߨ�義レクνϟー
　まず、京都ห護࢜会公害・環境委員会の伏見߁司ห護࢜と牛尾洋也センター長による挨拶の
後、里山学研究センタースタッフ及び司法म習生及びห護࢜による自己紹介が行われた。司法
म習生からは、「富࢜山の近くが実家である」、「中学において生物部に入っていた」、「大学在
籍時に倫理学を専攻していた」、といった紹介のほか、「ロースクールで環境法を選択してい
た」などといった理由で自然環境部会の実務म習を選択したとのコメントがあった。
　講義レクチャーは、丸山研究員、宮浦研究員、牛尾研究員によって行われた。
　第一に、レクチャー１として、丸山研究員から、「里山学の展開」と題するレクチャーが
行われた。「里山」の狭義及び広義の概念、また、「人の手が入った自然」ないし「文化と
しての自然」としての里山について講義がなされ、質的な改善を意味する「持続可能社会」

（sustainable society）の概念の起源が18世紀初期のドイツ林学・森林管理の形成期における
「Nachhaltigkeit」の概念にまでさかのぼることができ、わが国の森林法における「保続」の概
念がそれを継受していることなどが示された。司法म習生からは、里山という言葉の中に、里
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と山があるが、そこでいう山の構成要素及び定義はどう考えるべきかといった質問や、人口減
少に伴い、当初から原生自然にしておいたほうが良いということも考えられないかと質問がな
された。これらに対しては、「里海（さとうみ）」などの言葉もあり里という言葉に付随して対
象としての自然が位置付けられ得ること、また、原生自然をつくる、場所を確保するという必
要性はもちろんあるが、限界集落や人口減少においてまったく手を入れなくて良いというわけ
ではなく、人の手が入っているからこそ維持される生物多様性があり、天然記念物指定につい
ても人の手をつけないのではなく、人の手が入らないからこそ絶滅した生物もいるために、人
間の手が入ることによる影響を加味する必要性があること、土の崩壊についても防災上の問
題があるといえるとの回答がなされた。
　第二に、宮浦研究員からは、「龍谷の森：大学が所有するかつての里山」と題するレクチャー
２が行われた。ߤ空写真を用いて、琵琶湖や龍谷の森の位置関係や、わが国の森や自然の歴史
的変遷や森林減少の変遷などについて講義がなされた。1864年の江戸時代における東山の再ક
花བ名勝図会（東山全図、その三）では、一本ਿが描かれており、江戸時代末期の比ӥ山や草
山一部ಝ山という状況であったことがうかがわれること、主要な街道筋はಝ山が多かったこと、

「毎日草刈」として百姓の主な仕事が草刈りであったことなどが紹介された。また、大阪の地
域では、薪として、当初はカシなどの広葉樹を利用していたものが、６世紀後半にアカマツを
使用するようになり、その時期から日本的な里山的景観が形成されてきたといえることや、現
在のナラ枯れの実態などが示された。
　第三に、牛尾研究員から、「里山学と法律学との接点」と題するレクチャー３が行われた。
特に法学及び法律学と里山学の関係性に重点を置いた講義がなされた。和Վ山県有田川市あら
ぎ島の重要文化的景観など、里山に関係する制度は多く、長浜町入浜権ૌুにおける公物に
関する反ࣹ的利益論に対する理論及びࡋ判例による克服の道筋が報告された。また、通行権
に関する数多くのࡋ判例・判例や、イギリスのフットパスに関する法律などから、里山学的
アプローチの可能性が指摘された。さらに、景観利益をめぐるૌুと判決を踏まえて、「景観

（-andschaft）」概念について、景観地理学及び景観生態学の見地に基づく報告がなされた。

ᾈ�࣮地レクνϟー
　その後、ன食休ܜをڬんで、ޕ後の実地レクチャーについての説明が林珠乃研究員から行わ
れた。
　実地レクチャー（レクチャー４）は、瀬田キャンパスに隣接する龍谷の森にて林研究員及び
宮浦研究員の実地ガイドにより行われた。森林観測タワーへの登頂や、ナラ枯れの実態やコナ
ラの木の植生などについて観測ないし実習が行われた。
　実地レクチャーの後に開かれた意見交換会では、講義で出た話題を龍谷の森においてそのま
ま体験できたことや、法律と実態とのဃ離を学ぶことができたこと、また、尾瀬の植生を中学
生の生物部において観察した体験などを思い出すことができたといった意見や、龍谷の森での
取り組みなど新鮮であったことなどが意見として挙げられた。さらに、龍谷の森において丸山
研究員のレクチャーで原始と人工の間にある里山の存在を実感することができたこと、環境問
題は実際に見てみないとわからないことから現場の重要性を実感しコナラの植生など多くを学
ぶことができたこと、放置することが自然の管理とも思っていた自身の理解への反省があった
ことなども挙げられた。そのほかにも、綺麗な森や紅葉の森を見て環境の側面から社会に貢献
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できたら良いと再認識できたことや、自然との共生のなかでイノシシなどの動物の問題はなお
課題であると感じたこと、そして、責任問題などネガティブな部分に法律問題が出てくる際に、
事前の段階でより良い環境を整える意味で法律が役立てば良いと認識したことや、森林観測タ
ワーでのࡱ影などを通して、森林や里山をもっと身近に感じるようにしていくべきことなど、
学際的な取り組みの必要性を感じたといった意見が出された。また、実地の体験を通してૌু
問題なども色々な立場から役立っていきたいと考えたこと、一昨年にスイスで１週間過ごした
際にスイスでは都会から੫金をとり山に還元するなどの取り組みがあることを知り日本でもそ
のような可能性があると感じたこと、ܐ事ૌুに関するम習においてやることとやるべきこと
を区別する意味を学んだが、環境と法律家はやることとやるべきことが近い分野であることを
学んだといった感想がなされた。
　浅井ห護࢜からは、当֘म習では里山学研究センターの学際的な視֯が学べることの重要性
が指摘され、伏見ห護࢜からは、法律学と里山学との関係性について、京都府ُ岡市の鮎もど
きのૌুがあるが、田んぼがないと絶滅する生物も存在し、そのような里山的存在がないと存
在することができない生物が実際に問題となっていることが指摘された。
　また、司法म習生からの質問として、森林観測タワーの研究上の存在意義は何かという質問
があり、宮浦研究員から、上から森をみることでわかる森林にかかわる研究上の意義や木の上
で生息する動物等の観測などに役立つことが指摘され、普段と異なる視点で森をோめるという
意味で環境学習としても意義があると回答がなされた。さらに、虫があまり見られなかったの
はなぜかという質問について、宮浦研究員からळというقઅや、むしろ森には虫があまりおら
ず、開けた空間のほうが虫は棲みやすいという回答がなされた。
　丸山研究員からは、第三セクターとして滋賀県と大津市が無ঈでଃ与した土地に龍谷大学の
瀬田キャンパス及び龍谷の森ができた経Ңとともに、環境アセスメントにて、オオタカが見つ
かり龍谷の森が保全されることとなったが、なお里山の保全と開発はリアルな課題として残存
していること、福島では、長期的な問題として森林をどうするのかという問題があることが指
摘された。また、持続可能性に関しては、現在の時間のなかで短期的成果に価値を見出すこと
に対して、自分が死んだ後の世界について考えることができるかが決定的に重要であることが
指摘された。牛尾研究員からは、社会ではૌুになっていない問題も多数ある中で、そこにお
いても法律家の関わりがあるとされ、それぞれの場所で発せられる言葉を制度にのせることが
できるか否かは法律家にかかっているといったことが指摘された。宮浦研究員からは、獣害問
題が里山及び奥山の問題として深刻であること、林研究員からは、善意による仕事が活きる可
能性が拓かれることの重要性が指摘された。
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森林をத৺とする地域資源の॥的利用にΑる

ྫࣄଓ可能な地域ͮくΓのઌਐ࣋

	υΠπ・όΠΤルンभアルΰΠ地域と
ΦースτϦア・「ϒϨήンπの森」地域

龍谷大学法学部・教授/里山学研究センター・センター長
尾　༸ڇ

龍谷大学ཧ学部・教授/里山学研究センター・෭センター長

宮浦　富保
龍谷大学法学部・教授/里山学研究センター・研究員

٢Ԭ　ॆ

〈目次〉
　はじめに
　ᶗ．ドイツ・バイエルン州アルゴイ地域の森林資源利用
　　１．中規模製材所（Poschenrieder）における集荷・製材・販売システム
　　２．バイオマス・ロジスティック・センターの組織と活動
　　３．ケンプテンの森林所有者連ໍ（Waldbesitzervereinigung）の組織と活動
　ᶘ．オーストリア・「ブレήンツの森」地域の森林利用と地域づくり事業
　　１．森林と林道の整備
　　２．フォアアールベルクの森林連合（Waldverband Vorarlberg）の活動
　　３．Krumbach村の地域づくり事業
　おわりに

〈ࣥච分担〉
　はじめに、ᶗの１．２．　ᶘの１．おわりに ：宮浦富保
　ᶗの３．ᶘの２．    ：牛尾洋也
　ᶘの３．     ：吉岡充

はじめに
　森林などの自然資源を活かした持続可能な地域づくりの先進事例として、2016年８月29日〜
９月１日の期間ドイツとオーストリアの事例を視察した。
　８月29日にミュンϔンで、今回の調査においてコーディネーター件通訳として同行していた
だくことになった池田ݑ昭氏と合流した。池田氏はドイツに長期滞在し、ジャーナリストとし
て現地の林業や森林の問題に取り組んでいる。ཌ日以降の調査に備え、ドイツ・オーストリア
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での森林・林業について池田氏の知見を伺った。その内容を以下に記す。
　1950年代に林道・作業道を作り始めた。所有・区分に関係なく、農林業の基盤を作ることを
目的としていた。
　道作りをきっかけに所有者同࢜の共同作業が始まった。必要な費用は85％を補助金で、15％
を支障木の販売でった。作った道は現在、レジャー目的でも利用されている。
　自伐林家（農業と兼ねる）が多い。伐採後の搬出作業は、トラクターとウィンチを組み合わ
せて行っている例が多い。
　ナポレオンの頃、土地所有の明確化が行われた。当時の標識（石柱）が今も残っているとこ
ろがある。その後、相続によって細分化し、不在所有者も発生している。
　1999年と2002年に大量の風倒木が発生した。ドイツ、オーストリア、フランスに渡る広範囲
の被害だった。これにより大量の低質材が市場に出てきて、これを処理するために製材工場の
大型化が進んだ。外国資本も入ってきた。多くの小規模製材所の整理統合廃業が起こったが、
残っている小規模製材所は地域への材の供給を行っている。
　森林の生産力を安定させるために、現在は原木生産を抑え気味にしていることもあり、原木
の入手に苦労している。燃料用のチップをニュージーランドから༌入している例もある。
　森林は、小規模所有者をサポートする役割を担っている。林道・作業道の開設にあたって
は、利害関係を持たない森林が調整にあたることが効果的である。
　原木の集材・運送は所有者連合が担っている。

ᶗ．υΠπ・όΠΤϧϯभΞϧΰΠ地域の森林ࢿ源利用
　１．中ن材ॴ（1PTDIFOSJFEFS）に͓ける集ՙ・材・ൢചγスςϜ
　８月30日のޕ前中にPoschenriederという、ドイツのバイエルン州アルゴイ地域にある中規
模の製材所を視察した。所内の案内と説明は、製材所長（Mr.Klaus Dieter）にしていただいた。
この製材所では主にトウヒとモミを製材している。製材品は自動車の材料（内装等）、建築材、
ࠝ包材などとして出荷している。所有者連合、個人から毎年６万m3の原木を仕入れて製材し
ている。
　トウヒは製材後すぐに人工乾燥する。モミはすぐに人工乾燥すると、表面のみ乾燥し、中心
部分に水分が残ってしまうので、製材後自
然環境下で２〜３ヶ月乾燥した後、人工乾
燥する。
　おがくずは人工乾燥用の燃料やペレット
の原料として出荷している。端材をチップ
化して燃料として利用するとともに、パル
プの原料として出荷している。樹皮はミネ
ラル等を含み、燃焼時に有害ガスが発生す
る等の不都合があるため、ここでは燃料に
は使っていない。別の会社に販売している。
　約100年間営業をしており、従業員は現在
24人。若者から老人まで、いろいろな年齢
の従業員が働いている。

図１．1PTDIFOSJFEFS材ॴのݪ集ੵ（ࡱӨ：ڇඌ）
　原木は右下に見える機械で樹皮を剥がされ、製材ライン
　に投入される。
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　一定の長さにۄ切りされた原木は、製材ラインに投入されると、面取り、柱や板への切断が
ほぼ自動的に実行され、柱、板のパッケージにまとめられる。需要者からの注文に応じて、柱
の太さや長さ、板の幅やްさなどが細かく設定されているとのことであった。機械は20年を目
処に更新しているらしい。
　原木が搬入されると、樹種別（主にトウヒとモミ）、径級別、材の善し悪しなどで区分され
る。製材ラインは、原木の一時貯蔵場所に接続しており、原木がラインに投入されると、最後
のパッケージまでほぼ自動的に進んでいく。ラインの途中にはオペレーターが二人配置されて
おり、製材過程を視している。視察中、直径１m程の原木が１回目の面取りの後に、再度帯
による面取りの工程に戻る際に、回転してしまい、ラインから落ちそうになった。オペレーڒ
ターはラインを停め、原木がラインに収まるようにベルトコンベアーの動きを調整していた。

　図２の中央部の面取りされた原木が手前
側に送られてくる。この後、原木は左側の
レールに乗り、再度面取り工程に入る。右
の小さな部屋の中で、オペレーターがライ
ンを見張り、制御用のコンピュータをૢ作
している。
　製材ラインの最終段階（図３）では、製
材された木材が右端に集積され、ベルトを
掛けられる。原木の投入から製品のパッケー
ジまでが１つのラインで自動的に進行する。

２．όΠΦマス・ϩδスςΟック・ηϯλーの৫と׆ಈ
　29日ޕ後、バイオマスロジスティックセンター（Biomassehof AllgÅu）を見学した。Mr. 
Helmut MÛllerが案内と説明をしてくれた。
入し、1997年に設立した。薪、ペレット、チッߪ用地であった土地18haを90万マルクで܉　
プを生産・販売している。売り上げはペレットが最も大きく、チップがそれに次ぐ。薪は赤字
の状態である。
　原料の９割はトウヒとモミであり、製材工場の端材が利用されている。

図３．1PTDIFOSJFEFS材ॴの材ϥΠϯの࠷ऴ෦分
（ඌڇ：Өࡱ）　　　

図４．材ॴのઆ໌Λする.S��,MBVT�%JFUFS（ӈ、
（ඌڇ：Өࡱ　　　

図２．1PTDIFOSJFEFS材ॴの材ϥΠϯ（ࡱӨ：ڇඌ）
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　ペレットは１戸あたり６トン、１トンあたり220ユーロで販売している。20トンくらい積載
できるタンクローリー２台で༌送（配達）している。販売範囲は９km圏内である。

３．έϯプςϯのྛॴ有ऀ࿈ໍ（8BMECFTJU[FSWFSFJOJHVOH）の৫と׆ಈ
　ᾇ　ࣾஂ๏人έϯプςϯྛॴ有ऀ࿈ໍ
　　　（8BMECFTJU[FSWFSFJOJHVOH�,FNQUFO�-BOE�VOE�4UBEU�F��7�）
　連ໍ加入者（会員＝森林所有者）は、1650人（߃常的な会員は1465人）、管する森林面積
は5940haあり、WBVケンプテンの地域に属している。連ໍの社員は７人の従業員と１名の主
任、１名の森林࢜である。PE'C森林認証プログラム（Programme for the Endorsement of 
'orest Certification 4chemes）に100％認可されている。
　バイエルン州全体とケンプテンWBVを比較すれば、バイエルンの森林面積全体は72万ha、
全体で年約500万m3の木材の市場化を行っており、利用率は１ha当たり6.9m3（fm）である。
それに対してWBVケンプテンの森林面積は約5900ha、森林所有者は1450人、年間約４万m3の
木材を市場化しており、それは１ha当たり6.8m3（fm）となる。このことから、WBVケンプ
テンは健ಆしているといえる。

　ᾈ　8#7έϯプςϯの׆ಈ１
　ケンプテン森林所有者連ໍ（WBV Kempten）は、大きく二つの仕事に従事している。一つ
は原木の販売であり、もう一つは、それにかかわる事務的な仕事である。前者は、森林所有者
からの原木の受け入れ及びそのコントロールをし、原木のリスト化を行い、販売と製材および
原木伐採と保持の相ஊである。後者は、原木リストと売買契約に関する事務、原木売買契約、
。٬の世話、売買益の分配、連ໍ活動（連絡文書作成、講習会）等であるސ
　前者について詳しく述べれば、一つは、原木の市場化（Holzvermarktung）の仕事とし
て、原木の一括販売と共同間伐、業者への仲介と原木売買を行い、次に、森林サービス

（'orstliche　Dienstleistung）の仕事として、森林の保育（Waldpqege）契約、営林（'orstliche 
Betreuung）、選定（Auszeichnen）、植林や助言、施業の手ほどき/コントロール、境界画定、
森林ؑ定書の作成（森林評価など）である。
　後者については、施業ネットワークが中心であり、最低限の基準の枠契約を行うことと、地

図６．質ϖレッτのݸผୡに༻されているλϯク
　　　ϩーϦー　ੵࡌྗは2�τϯ

図５．όΠΦマスϩδスςΟックηϯλーͰのઆ໌
　　　（ਅん中が.S�)FMNVU�.ÛMMFS）（ࡱӨ：ڇඌ）
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域的な施業者をつなぐことである。以前は森林所有者の約70％は自らが伐り出していたが、現
在は70％が都市住民であり伐採を依頼している。素材生産者と施業者との契約においては、森
を傷めないよう配慮する基準がある。
　仕事の内容は以下の通りである。まず、仲介手数料（Vermittlungspauschale）として、森
林所有者から1.5⒊/1m3、製材業者からは1.5⒊/1m3で、併せて連ໍは、3⒊/１m3の収入がある。
また、伐木の選定（Auszeichen）は40⒊/１時間、査定費用（WaldwertschÅtzung）は60⒊/１
時間、森林保護（WaldpqegevertrÅge）について完全に委託した場合は、55⒊/１ha/１年であ
る。さらに、バイエルン州から5万⒊/１年の補助金を受け取っている。
　ケンプテン森林所有者連ໍは、ネットワークの任務も行っている。森林に関する政治活動と
して、例えば地方政治家との付き合いや森林所有者連ໍ、林業協会、原木利用Ѻટ、多段階の
原木Ѻટネットワークづくり（Holzbuendelung）がある。

　このネットワーク構築による結ଋについては次の通りである。近時、原木の買手である製
材工場の大型化が進み、売手の原木所有者としては立場がऑくなった。そこで、第１段階と
して、ケンプテン森林所有者連ໍは、効率的に大規模工場に原木を供給するために、周囲の
５つの共同体を取りまとめ、「アルゴイ森林連ໍ（AllgÅuholz Markenverband e.V.）」を結
成し（1999年）、次いで、その連ໍを中心に、チップやペレットなどの木材加工を手掛ける
ために設立（1997年）された「アルゴイ・バイオマスロジスティックセンター（Bimassehof 
AllgÅu）」や、地域の木材による地域経済の循環を促進するために設立（2002年）された「ア
ルゴイ木材フォーラム（Holzforum）」、および「シュϰァーベン・アルトバイエルン木材組
合（4chwaben-Altbayern-Holz e.V）」などと戦略的パートナーシップ関係を結んだ（2004年、
2006年）。
　第２段階として、バイエルンとバーデンϰュルテンベルク州にある20の中小の森林組合
'zus（'orstliche ;usammenschlÛsse）、後述のアールベルクや南チロルなど隣接するオース
トリアの４つの森林組合、シュϰァーベン自由有権者協会（'WV 4chwaben）、４つのڊ大な

図７．#FSOIBSE�7PMMNBS�ʠ'PSTUXJSUTDIBGU�JN�,MFJOQSJWBUXBMEʡ（2����2�16）
　　　115σーλよりɻ
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私有林組合をまとめることで、併せて約３万２千人の私有林所有者をଋねた。
　第３段階として、この上位組織として、2004年に「In 4ilva 国際原木販売・ロジスティック
組合」1を作った。その結果、組織全体で年間約50万m3の木材生産を行っており、25万m3〜
200万m3の木材生産を行っている大規模製材所に対抗している。そのネットワークのメンバー
は、森林所有者連合（WaldbesitzerverbÅnde）、森林組合（'zsu）、森林協会（WaldverbÅnde）、
森林の同業組合（WaldwirtschaftsverbÅnde）、森林協同組合（Waldgenossenschaften）、ラン
ト並びに地方の森林行政（'orstverwaltungen）及び独立した私有林協会（Gro�waldeinheiten）
である2。
　In 4ilva 設立の経Ңとしては、特に、大ཛྷによって風倒木が多かった時に木材価格が下がり、
森林所有者が木材生産においてऑ者となる大きな危機があったが、その時に組織が作られた。
　
　ᾉ　8#7έϯプςϯの׆ಈ２
　WBVケンプテンの森林の現状であるが、対象となる森林は標高700m 〜1125mに存在し、雨
量1000mm 〜1800mm（多い時期は３月610m 〜９月890mmで樹木の成長期に当たる）の地域
にある。この地域は、積雪15％〜25％、気温14.2度〜12度であり、成長doz10〜14であるため、
成長量は高いといえる。樹種は、トウヒ（'ichte）80％、もみ（Tanne）５％、その他広葉樹
となっている。
　森林所有の状況としては、1–5haの小規模森林所有者が83％もあり、20ha以上の所有者はわ
ずか22人、100–200haは２人、200–500haは２人だけとなっている。詳しくは以下の通りである。
　１ha未満の森林所有者は404人、その合計森林面積は195.6ha、全体に占める森林面積率は
３％である。1-5haの森林所有者は805人、合計森林面積1991.7ha、森林面積率は34％、５
-10haの森林所有者は181人、合計森林面積は1283.3ha、森林面積率は22％、10-20haの森林所
有者は46人、森林面積614.2ha、面積率10�、20-50haの森林所有者は22人、面積571ha、面積
率４�、50-100haの森林所有者は３人、面積は265.9ha、面積率４�、100haの森林所有者は２
人、面積262ha、面積率４�、200-500haは２人、面積755ha、面積率13�である。合計1465人
の森林所有者がおり、総面積が5940.5haある。このように、５ha未満の小規模森林所有者は全
体で83�を占めていることがわかる。
　つぎに、WBVケンプテンで生産されている木材量は、25m3未満のロットについての支
いが977人もおり、年生産量約１万m3（fm）である。25-50m3のロットについては298人おり、
年間約１万m3であり、全体としては1468人に対して年間39080m3（fm）の生産量がある。こ
のように、約４万m2の木材生産量のなかの約２万m3の木材生産量については、小規模成産の
ロットであり、この取り扱いに大きな手間がかかるという課題がある。
　森林仲介割合は、86％が原木・製材用、３％がパルプ用、９％がチップ用、２％が薪であり、
ケンプテンでは直接はペレットはやっておらず、ランツベルク（in 4ilva）で製材とペレット
をやっている。原木の50％は、中ݎの製材工場に出しているが、それ以外の50％をIn 4ilvaを
通じて大きな製材工場に出している。

　ᾊ　ใཧとઓུ（-PHJTUJL）
　森林所有者約1500人のなかの多くが小規模森林所有であるため、ロット管理と情報管理が必
要となる。そこで、その手間を解決するために、IT技術を積極的に活用している。情報所有
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者が一人しかいない状況では対応力が欠け
るため、情報を共有し、情報管理インフラ
を整備するため、C3M−systemを４年前か
ら構築した。そこでは、森林所有者連ໍ加
ໍ者とのメールのやり取りやレポートの情
報をオープンにアクセスできるようにして
おり、地理的地図や土地台帳も情報システ
ムに入っている。
　 土 地 情 報 管 理 や 森 林 委 託 管 理 契 約

（Waldpqegevertraege＝施業）、森林計画な
どのほか、森林所有者（6000ha　約800人）
と現場で話し合いをした情報もそこに入る。
　ケンプテンでは、新しい道を作れば、そのキャンペーンも行っている。
　次に、林地の土地区画も画像で握し、土地台帳をデータベース化し、土地売買契約も握
している。ナポレオン服時に測量をした土地台帳がベースとなっているが、実際に測量局が
現地に行って情報が違っていれば書き換える。境界が不明確な場合は、GP4で測量し、立ち合
いのもと折り合い付け、ときとして測量のやり直しなども行っている。

　ᾋ　質ٙ
　①　所有者とWBVとの関係についてであるが、森林所有者とWBVは個別契約を結ばず、枠

契約に留まり、WBVは製材所への原木の取次など仲介のみを行っている。あくまでも売
買契約の当事者は、原木所有者と製材工場である。

　②　WBVの担う仕事の公共性と民間組織との関係についてであるが、WBVは約40年前に設
立され、当時は原木を結ぶワイヤーを共同ߪ入するための団体であった。このように当初
は森林所有者の自助組織として始まったが、やがてパルプ材の共同販売を手掛けるように
なり、原木の販売は約15年ほど前から行うようになった。　　

　　　原木販売は、かつては行政の森林が関わっていた。しかし、バイエルンでは州の区
画森林が私有林の木材の販売を手助けすることが問題とされ、数年前の行政改革によ
り民間組織であるWBVがその任務を担うことになった。しかし、実際は、森林の資格
を持つ者がWBVの組織にब職して同様の仕事を担っており、以前よりも効率的に課題が
果たされている。しかし、バーデン・
ϰルテンベルク州では、「統一森林ॺ

（Einheitforstamt）方式」3を引きついで
いる4。

　③　木材生産の任務から見て、環境問題
との触についてであるが、WBVでは、
年７万m3の森林を伐採をするため、緑
のౘ（Die GrÛnen）など環境団体との
衝ಥはあった。しかし、その声は限定
的な影響に留まっており、また木材生

図８．ӈखલは٢Ԭさん、ӈԞٶӜさん、池田さん、ࠨは
　　　આ໌する7PMMNBSさん

図̕．ӈから、ڇඌ、7PMMNBSさん、٢Ԭさん、ٶӜさん
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産の意味が理解されていないものと思われる。WBVはあくまで森林法と森林の許可の
枠内で活動を行っている。

　ᾌ　ώΞϦϯάΛ௨͡て
　まず、バイエルンにおける小規模森林所有者に着目した森林所有者連ໍの活動の広さにڻか
された。特に、原木の販売、Ѻટ、製材所との関係づけ、育林や施業に関する情報提供から具
体的な機関へのѺટなどの活動に留まらず、マーケティング、チップやペレットなどの林産物
の生産販売やフォーラムなどの広報・ܒ活動、政治的な活動を含めたロジスティクスが確立
していることが注目される。
　つぎに、私有林の管理については、2000年代初頭の行政改革のの中でバイエルン州は積極
的に民営化に踏み切ったことがӐわれる。その成否の判断はしばらく注視しなければならない
が、合理性や効率性は相当の展開をしているように思われる。また、民営化されたといっても、
森林所有者連ໍは株式会社ではなく、その活動目的は、営利の追求というよりも、協同組合的
な公益の追求に限定されているように思われる。
　最後に、小規模森林所有者をターήットにそれらをଋね、木材市場において一定の競争力を
持って対抗できる団体を協同組合的な形態で組織化し、さらに国際展開を図っているドイツの
森林組合の姿は、日本の私有林管理や森林組合の在り方において多くの点で参考になると思
われる。

ᶘ．ΦʔスτϦΞ・「ϒϨήϯπの森」地域の森林利用と地域ͮ͘り事業
１．ྛとྛ道のඋ
　８月31日は、オーストリアのフォアアー
ルベルク州ブレήンツの森地域のHittisau
村の地域おこし事業を視察した。まずは、
Mr.Klemens Nenning, Mr.Peter Nenningが
私有林の案内と説明をしてくれた。
　山のの草地に隣接して森林があり、
林道で中に入ることができる。林道の入り
口に自動車をறめ、林道を歩いて私有林の
中に入った。林道開設から10年を経過して
いる。林道の手入れは、横断ߔに溜まった
土や砂利を年２回程度除去するくらいのも
のである。
　林道の開設より前は、伐採はほとんど行われていなかった。材の搬出に苦労するからである。
林内は暗く、若木が育たないため、林冠は単層状態であった。高標高に生息するヤギや、シカ
による食害も多く発生しており、稚樹がほとんど育たず、林床の浸食の危険が高まっていた。
このあたりの土は浸食を受けやすい地質である。
　見学した私有林には多くの所有者がおり、所有面積は一人あたり0.1〜0.5haとかなり小規模
である。私有林全体の面積は約40haである。開設した林道は75m/haのີ度となる。
　択伐による収穫と天然更新を基本として森林経営を考えている。択伐木の選択（選木）の際

図1�．ΦースτϦΞのϑΥΞΞーϧϕϧクभϒレήϯπの
　　　のݟ学
　　　ӈから.S�1FUFS�/FOOJOH、.S�,MFNFOT�/FOOJOH、
　　　池田ݑতڇ、ࢯඌࢯ
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には、樹木間の競争の緩和と下層の光環境の調整を念頭に置いている。過ີ状態を是正すると
ともに、目標とする樹種の稚樹にとって良好な光環境となるような強さの択伐となるように気
をつけている。ここではできるだけモミが多く生育することを目指している。また多様性の維
持と拡大も目標の１つである。現在はブナ、トウヒ、モミで98％を占めている。動物によるモ
ミの実生の食害のため、ブナの稚樹が繁ໜしている場所がある。モミは択伐で育てると幹が通
直になり、枝落ちもよく、良質材となる。収穫されたモミの一部はଔ塔ംとして日本に༌出さ
れている。
　土砂崩れや地り防止を念頭に、残す樹種を決定している。傾斜のきついところではブナを
できるだけ残すようにしている。ブナは根がよく張るので、崩壊防止に役立つからである。一
方谷筋では湿地に強いカエデを残すようにしている。
　この後、別の森林へ移動した。村を見下
ろす風景の中に、谷沿いの森が見えた。こ
の谷沿いの森ではカエデを残す施業を予定
している。トネリコが望ましいのだが、先
枯れ病が流行しているので、現状ではカエ
デを主体に考えている。ڽ灰岩を基岩とす
る地質のため、表面が崩れやすい。過去に
も土砂崩れがよく発生した。斜面下部にあ
る人家を守るために、植生を維持するとと
もに、過ີな状態になることをආけている。
地上部が大きくなりすぎると倒伏しやすく
なり、根こそぎ倒れたりするので、土砂崩
れの要因となるからである。
　林道の表面は砂利を敷いて保護している。この場所では現地の岩をࡅいてްさ60cmほど敷
き詰めている。現地で調達できない場合は、他から砂利を持ち込んでいる。
　個人所有の面積が小さいので、伐採木の所有確定に時間がかかるということも、この地域の
私有林の特徴であるらしい。
　この後、'emale Museumという村の建物に移動し、Mr.Klemens Nenningから組合につい
ての説明を受けた。
　林道・作業道の設置は組合を作って行っている。色々な目的で組合が作られている。たとえ
ば水管理協同組合、狩ྌ協同組合、高地の草地管理組合、ワインのৢ造組合、集団住宅の管
理運営組合などである。
　林道開設の費用は所有者が負担する。負担の割合は林道の利用頻度に依存する。所有地がど
の程度道にとられているのかということも考慮される。林道の所有権は土地所有者にあるが、
利用権は道作り組合のメンバーにある。
　林道開設の計画が提案され、話し合いで組合員全員の賛成によって計画が決定される。場合
によっては計画の微調整や保証金の支いが行われる。

図11．ෑ設されͨྛ道
　　　࠭流出Λ͙ͨΊにްさ6�DNの࠭利Λෑ͖٧Ί
　　　ているɻ
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２．ϑΥΞΞーϧϕϧクのྛ࿈合（8BMEWFSCBOE�7PSBSMCFSH）の׆ಈ
　ᾇ　ϑΥΞΞーϧϕϧクのྛ࿈合87（8BMEWFSCBOE�7PSBSMCFSH）にͭいて5

　フォアアールベルクの森林連合はフォアアールベルクの森林所有者のためのサービス機関で
あり、それは利益༠導（Gewinnausrichtung）のない組合Vereinとして組織されている。この
地域で木材生産量をまとめることにより、森林所有者は木材市場でより強い販売価格の申し出
をすることができる。また専門的な組織化をすることにより利益を得るのは、森林所有者だけ
でなく、丸太の買手もそうである。主に、地域の製材業者で加工された丸太が提供されるが、
フォアアールベルクの外での販売も利用される。より多くの販売ルートを使用することによっ
て、伐採された丸太材のための最適の条件が達成されうる。その意味で、木材生産量を包括す
ることによって、森林連合は製材工場の重要なパートナーとなる。
　フォアアールベルク森林連合は1991年に設立された。フォアアールベルク農業会議

（-andwirtschaftskammer Vorarlbergð６の一つの産業団体であり、オーストリア森林連合の一
員でもあり、それらを通じてヨーロッパ森林連ໍの一員でもあるという利点がある。In 4ilva
の一員であり、ボーデン湖をはさみドイツとスイス内に隣接する多くの森林連合との協力はよ
り重要である。
　メンバーは1000人以上、森林面積は約3500haあり、2014年には木材生産量は年間約６万ha
である。森林の樹種の構成は、トウヒ（'ichte）50％、モミ（Tanne）12％、ブナ（3otbache）
10％である。用途は原木、薪、チップであり、完全委託も可能である。連合の収益は売り上げ
の３％である。
　森林所有の規模は、200ha以下の小規模所有が66％、200〜1000haが17％、1000ha以上は
12％であるが、１ha以下のより小規模なものも多い。小規模の森林は手間がかかり生産量と
して使われず、森林は単なる預貯金ସわりで、今年も伐り出さないという意識であったが、こ
うした構造的問題を解決するために、上述
のように、1991年にWV Vorarlbergが設立
された。
　次に、フォアアールベルク木材建築技芸

（Vorarlberger Holzbaukunst）という団体が
1997年に設立された。これは、木材販売と
地域利用のための組織であり、地域の木材
利用のためのプラットフォームである。森
林所有者、製材所、༌送、建築、設計など
グループからなる。また、木造建築のキャ
ンペーンやイベント、木材建築のコンテス
トなども行う。

　ᾈ　合にͭいて
　林道は共同組合（Genossenschaft）を通して作られ、管理されている。そこで、「組合」に
ついて少し説明する。
　共同組合は、中世から組織された共同体であった。1799年にスコットランドで近代的な組合
が作られた7。ドイツではフリードリッヒ・ライフファイゼン（'riedrich Wilhelm 3aiffeisen、

図12．ӈからϖーλー・ネχϯάࢯ、池田ࢯ、クレϝϯ
　　　ス・ネχϯάٶ、ࢯӜ٢、ࢯԬࢯ



179

研究活動報告

1818-1888）がआ人組合を作り、ϔルマ
ン・シュルツデーリッチ（'ranz Hermann 
4chulze-Delitzsch、1808-1883） が 手 工 業
者組合を作った。共同組合は、ۜ行、チー
ズ工場、木質工場、道づくり、水管理組合、
狩ྌ組合、放地組合、ワインৢ造組合など、
種類は多岐にわたる。
　大まかには連の森林法に細かく規定が
なされている8。共同組合で紹介をして組
合員に周知を図る。組合員の意見の相違は
あるが90％は承認されている。費用負担は、
林道の所有者割合で地権者が負担する。法
律規定上、林道が通過する所有者は林道の組合員になる。組合はプランを示すが、どこを林道
が通るかは組合員全員一致の原則である。書面で森林所有者に通知し許可を得る。地権者は土
地台帳から住所を知ることになるが、相続や不在地主の場合には୧るのに手間がかかる。所有
者の承認が得られないところでは道がストップする。承認しない人には道の使用権がない。林
道から離れている人も費用負担がある。道の組合と森林所有者組合とは地域によって別のとこ
ろもある。森林法には道の使用権規定がある。
　道づくりには私有林所有者の道の組合のために公務員（行政）が関わる。道づくりの実ફ
のためにはニュートラルな専門家が必要であるため、コンサルの任務として、法律上規定され
公務員が関わる

　ᾉ　ώΞϦϯάΛ௨͡て
　まず、林道建設の共同組合の説明が、共同組合（Genossenschaft）の歴史から始まり、今日
でも地域の様々な領域でこの組合組織が使われていることは大きな発見であった。協同組合の
組織は、地域の公益のための様々な事業を展開するうえで重要であり、全員一致原則のもと、
十分な説明と話し合いが求められるため、地域の共同利益性と一定の人数範囲の中でこそ活か
される仕組みであると思われる。
　また、天然更新を基本とするオーストリアの林業にあって、林道づくりは木材搬出のため欠
くことのできない重要な課題であり、かつ、光の調અをしつつどこに道を通過させるかなど極
めて専門的な知識と技術が必要となる。また、いったん作れば半永久的に利用可能なように作
ることを目的とするため、自然環境や森林に関する知識をもった土木技術が必要となる。
　林道は、細かく細分化された私有林の土地の地形を考慮して合理的に作られるが、その際、
上記のような地図を用いて計画が立てられ、法律に則って事業が行われる。
　日本においてもこうした林道づくりの手法は参考になると思われる。
　次に、フォアアールベルクの森林連ໍであるが、様々な機関が連携して木材生産の一括化を
果たし、市場において一定の競争力を持つべく合理的な生産と販売を行っている。このように、
生産にあくまでも力点をおき、そのためにその消費の場面にかかわる建築グループとも連携し
つつ、地域性にこだわった森林組合のあり方は、日本の森林組合あるいはそれに関連する組織
においても参考になると思われる。

図13．খنྛॴ有の地図
　,MFJOTUq�ÅDIJHF�8BMECFTJU[TUSVLUVSr#FJTQJFM�-JOHFOBV�
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３．,SVNCBDIଜの地域づ͘り事業
　調査の最後に、我々は、ブレήンツの森地域にあるKrumbach村の地域づくりの試みについ
て、村の職員として村のガイドをつとめているϔルガ・レドラー（Helga 3adler）さんから現
地を案内していただきながらお話を伺った。
　Krumbach村は、この地域にある人口約1000人の小さな村であるが、村長を中心に積極的な
村おこしが進められている。上述されているように、公的な機関とフォレスターによる森林整
備や農業会議所による木材の販売とともに、村も自治体として積極的な取り組みを行っている。
地元産木材、とくにこの地域で豊富に産出する「モミの木」の利用を促進し、その良さを地元
や地域外にひろくアピールするため、たとえば、村役場や図書室を含む多目的ハウス（日本で
は地域のコミュニティーセンターのようなもの）などの公共施設を、消ࣦしつつある地域の伝
統的な建築スタイルを採用しかつ地元の木材を利用することによって建築している。これらの
設計は、この事業の趣ࢫを理解する地元在住を含む３名の建築家に依頼された。村役場の外น
にബい木材を利用しྡྷ状にషり付ける伝統様式をとりいれ（図14）、また多目的ハウスの内部
もนや床を地元材による白木のモダンなデザインに統一している（図15，16）。それだけでは
なく、村が有名建築家や若手建築家の参加をื集して地元産木材を利用した建築デザインのコ
ンペを開催し、その作品も多目的ハウスに展示されている。その他、地下には地元のシンフォ
ニックバンドの練習室も設けられ（図17）、地域の内外から多くの人が集まり利用できる空間
がもうけられており、様々な活動に利用されている。
　このような地元産木材を利用する伝統的木造建築の見直しは、1980年代からはじまった。

図15．多的ハス内の図ॻࣨ

図1�．地下のԻָ࿅शࣨ

図14．ଜのݐ

図16．多的ハスの֎観
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い、この地域にはその技術を有する職人もお
り、かれらが建築や家具製作を担当した。現在、
村内の新築家屋の８割は木造であり、伝統的
スタイルも定着してきた。技術的には大空間
や高層の建築も可能であり、今後もまだまだ
展開の可能性がある。ヨーロッパ各地からの
視察も増えているとのことであった。
　なお、地元材を利用した有名な建築・家具
工房Holz Werkstatt（図18）がこの地域にあり、
その経営者であるマルクス・ファッスト（Markus 'aisst）氏からも、地域の択伐材を活かし
た建築や家具製作による地域活性化への情熱あふれるお話を聞くことができた（図19）。
　さらに最終の残材については、木質チップに加工することによって、地域暖房システムの燃
料として利用している。また、近年は、風光明媚でハイキングやサイクリングなど多様なアク
ティビティがありながら、ヨーロッパの有名観光地に比較して宿ധ料金などが低額であるなど
の要因から観光٬も増えており、スキーなどౙ場のスポーツも盛んになっている（図20）。
　大都市であるブレήンツへの通ۈも可能な߫外住宅地としての条件も働いて、ブレήンツの
森地域の人口は約３万人で人口流出もほとんど見られない。若者のUターンも増えて、仕事も
増えている。女性が働きやすい条件の整備などは課題であり、今後さらに取り組みを進める必
要がある。
　レドラーさんのお話は、おおよそ以上のような内容であるが、このいとりまとめからも、
この地域が地元の森林を整備しそこから持続的に択伐される木材など、ʬ地域の自然、文化、
景観、食材などを活かした多֯的な地域づくりʭの取り組みを行っていることがうかがえる。
もちろん、ブレήンツに近く、ミュンϔンからも車で二時間程度と立地条件に恵まれている面
もあるが、我国における地域づくりを考える上でも示唆に富む事例であると思われる。
　
おわりに
　今回調査した地域は、ドイツのバイエルン州アルゴイ地域とオーストリアのフォアアールベ
ルク州ブレήンツの森地域の２箇所である。二つの地域は国境をまたいで50km程度の距離に
ある。アルゴイ地域はほぼ平ୱな地形であるが、ブレήンツの森地域は山岳に取り囲まれてお

図1�．Ո۩の作ݱ図1�．౷的ݐங༷ࣜΛऔり入れͨՈ۩

図2�．ϒレήϯπの・)JUUJTBVଜの෩ܠ
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り、森林は傾斜地にある。地形条件は異なっているが、林業への取り組みについては似通った
ものを感じた。池田によると10、ドイツでは基本的に皆伐がې止されており、大径木を伐採し
ながら同時に森林の更新をはかることで持続可能な林業を行っている。オーストリアも基本的
にドイツの方法と同じであるように感じた。
　林道の整備に力を入れていることも両地域に共通することである。白井によると11、比較的
平ୱなドイツでは路網ີ度は１haあたり118mにも及び、Ԥ州の中でも急फ़なオーストリアで
は国有林で約32m、民有林では約49mも整備されているが、日本の路網ີ度は16mにしかなら
ない。ドイツ・オーストリアでは林道は林業のための未ฮ装の道路であり、一般車は基本的に
通行できない12。林道という名目で一般車の通行がほとんどである一般道が作られて、ฮ装ま
でされている日本とは対照的である。林業という産業に必要な道路と、生活に必要な道路を
はっきりと区別して扱っているところは日本の政策のあり方とずいぶん異なっていると感じた。
　森林組合の活動の仕方も、日本とは大きく違うように感じた。日本の森林組合が作業班を組
織して伐採や間伐、下刈りなどの作業を直接行っているのに対して、ドイツやオーストリアで
は森林組合が実際の作業を行うことはほとんどないようである。ドイツやオーストリアの森林
組合は、組合員の森林についての情報管理や伐採業者との調整などを主に行っているようだっ
た。また、林道の開設や水管理、狩ྌなど、それぞれの目的ごとに組合組織を作っており、組
合の組織・運営が明確な目的を持って行われていることが印象的であった。

──────────
１　主要な活動として会員の木材販売を行う協同組合（Genossenschaft）であり、小規模な森林所有者

の木材供給をଋね、専門的な木材販売の展開をすることで、森林所有者の競争力とその自助組織を強
化するための組織である。http://www.insilva.de/de/（2017年１月30日閲覧）

２　http://www.insilva.de/de/（2017年１月30日閲覧）
３　石井寛「ドイツの森林行政改革」石井寛・神প公三郎編『ヨーロッパの森林管理』（日本林業調査会

　2005）115ท以下によれば、統一森林ॺ方式とは森林ॺが州有林と団体有林の管理及び私有林に対
する森林行政を統一的に行うものであり、森林政策が専門知識を必要とするために専門教育を受けた
森林が森林行政の実施主体を担う必要があるとの考えから、各州で特別行政組織の森林ॺを設置し、
森林法（州法）に則って活動を行ってきた。

４　高坂ྰ・石崎ྋ子・風総一郎「ドイツの州有林における新たな管理形態─各州の動向と今後の方向
性─」「日林誌」98号（2016）39ท以下は、統一森林ॺ方式には、統一的な特別の森林ॺの設置と森林
所有形態にかかわらず統一的な森林行政を行う二つの要件があり、後者を満たすが前者の要件を満た
さないものを「統一森林行政Einheitsforstverwaltung」と呼んで区別し、州有林管理組織は、バーデ
ンϰルテンベルクのように「州公ا業」が担う形態と、バイエルンのように「公法上の営造物（公社）」
が担う形態の二つを区別しつつ、州有林改革においてはともに私法人の形態が採用されていないこと
を指摘するが、民有林に関しては大きく異なっている。

５　http://www.waldverband.at/wp-content/uploads/2015/07/Informationsblatt-WV-Vorarlberg.pdf
（2017年１月30日閲覧）

６　ペーター・ネニング氏は、フォアアールベルクの農業会議所（Die -andwirtschaftskammer 
Vorarlberg（-K））の一員である。ここは、フォアアールベクルの林業と農業の法的なアドバイスを
行う機関であり、公法団体である。

７　スコットランドの炭߭夫の初期の組合について、村۲ਔ三郎「スコットランドにおける炭夫の初
期༑愛協会─イギリス産業革命期における夫༑愛協会の研究（1）─」『経済ࢤ林』56巻３号（1988
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年）71-148ท参照。
８　例えば、オーストリア森林法64条の林道の許可義務（ː64 'orstG Anmeldepqichtige 'orststra�en）
９　“'orststrategie 2018　des -andes Vorarlberg” 4. 35, 6. 21　Kleinstwaldbewirtschaftung https://

www.vorarlberg.at/pdf/forststrategie201805_03_2.pdf（2017年１月30日閲覧）
10　池田ݑ昭（2008）持続可能なドイツ林業、ドイツからみた日本の森林・林業の課題─2008年「森林

組合トップセミナー」・「ドイツ元森林との意見交換会」の講演録─、農林中金総合研究所
11　白井裕子（2009）森林の崩壊─国土をめぐる負の連鎖、新ை新書２
12　池田・前掲参照
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愛知川源流域ʢҵ川ʣ現地ࢹ報告

	　
龍谷大学社会学部・教授/里山学研究センター・研究員

ଜᖒਅ保࿊

　2016年11月12日、今年度第6回里山学研究センター研究会（筒井正「東近江市茨川の暮らし」）
で報告された愛知川源流域の東近江市茨川町に、筒井正氏の案内のもと、里山学研究センター
の研究員4名（太田・田中・林・宮浦・村澤）による現地視察をおこなった。
　筒井氏がかつて暮らしていた茨川村（現・茨川町）は、八風街道（421号線）の途中、石ᒕ
トンネル滋賀県側手前から北東へ直線距離で７キロほどの林道の終点、鈴鹿山脈の高峰・藤原
岳の西南を流れる愛知川源流の川沿いにある。藤原岳の西側を通るこの川は、鈴鹿山脈最高峰
である御池岳の東南側に端を発している。今回は都合により八風街道側のルートを利用した
が、茨川村へ行くためにかつて使われていたのは、34号線沿いの蛭谷町から御池川沿いに進み、
君ヶ畑を経由して茨川に至るルートである。しかし、このルートの途中に土砂崩れが起こって
いることがわかり、安全面を考慮した結果、残念ながら今回は君ヶ畑経由のルートは利用しな
かった（地図参照）。

　訪れた現地の村の建物はほとんど残っておらず、残された土台の礎石をつうじて往年の村の
様子が推察できるものの、60年代末の廃村後の風化の早さが強く感じられた。ただしچ筒井ఛ
は名古屋大学山岳部が山小屋として活用しており、囲裏をはじめ、家屋のほとんどが現在も
使用にえられる状態で残されていた。また別の一軒が、八日市工業高校の山岳部によって利
用されており、これも手入れがおこなわれ、現在も使用されているように伺われた。視察メン

地図
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バーは、筒井氏の好意でچ筒井ఛの内部を見学し、昔の暮らしぶりを具体的に握しただけで
なく、周辺調査をつうじて、かつて滋賀県と三重県と結んでいた交通路の現在の状況、また筒
井氏の報告で扱われた当時の狩ྌや行事、移動、また土砂災害について、地理的・空間的な理
解を得ることができた。

　ちなみに、このようにほぼ廃ᆣとなりつつあった茨川村であるが、この村は鈴鹿山脈の登山
愛好家に人気の藤原岳と竜ヶ岳のあいだに位置しており、また東近江市が選定した「鈴鹿十
座」の中心部にあるため、廃村跡には東近江市により新しい登山者向けの道案内版が立てられ
ていた。また名古屋大学山岳部も、2017年より筒井ఛを改मし、鈴鹿登山の基地として活用を
続けていく方針を決めており、今後は茨川村周辺を訪れる登山٬が増えることも期待される状
況にあった。

ࣸਅ１　چ井ఛ

ࣸਅ３　「ླࣛे࠲」の൘

ࣸਅ２　ീַࢁ෦খ

ࣸਅ４　ݹいొࢁҊ内

ࣸਅ５　ྛ道ҵ川ઢのԆ事
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　また茨川村の100メートル手前で終点になっていた林道も、さらに奥まで延長する計画があ
り、現地視察に訪れた日も廃村跡のすぐ目の前で工事がおこなわれていた。実際、これまで滋
賀県側からの鈴鹿山脈への登山ルートが整備されていなかったため、登山者のほとんどが三重
県側からルートを選択せざるをえなかった。しかし、茨川の林道の整備・延長、ならびに茨川
周辺の登山道の整備が進めば、茨川村は鈴鹿山脈北部の滋賀県側ルートの起点となり、近い将
来には東近江市の「鈴鹿十座」の取り組みを支えるڌ点になることも十分に可能性があるよう
に思われた。
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「Տลい͖のの森」のνョウྨ૬

	　
龍谷大学里山学研究センター・ത࢜研究員

ଠ田　ਅ人
龍谷大学ཧ学部・教授/里山学研究センター・研究員

༡ຏ　ਖ਼ल

はじめに
　滋賀県東近江市を流れる愛知川の中流域に「河辺いきものの森」という森がある。ここは東
近江市と里山保全活動団体「遊林会」により保全管理が行われている愛知川沿いの里山林であ
る。
　河川やܢ流沿いには特徴的な樹種構造を持った植生が発達する（石塚 1977）。なぜなら河川
による浸食や堆積、土砂供給など様々な頻度・サイズ・強度のཚ現象が生じるためである

（伊藤・中村 1994）。そしてこのようなཚの結果、河川沿いの地形は複雑となり河辺林（＝
河畔林）やܢ畔林のような特徴を成立させ、またその動態に大きな影響を与えていることが
知られている（+ohnson et al. 1976）。これまで河川沿いの森林はすべて「河畔林」とされてい
たが、崎尾・中村・大島（1995）によりܢ谷林、ܢ畔林、河畔林の定義がなされている。ܢ
谷林は、河川上流域の崩積土が堆積したܢ流周辺のサワグルミ└┸┩┶┳┧┥┶┽┥ⓤ┶┬┳┭┪┳┰┭┥、トチノキ
┅┩┷┧┹┰┹┷ⓤ ┸┶┹┦┭┲┥┸┥、カツラ┇┩┶┧┭┨┭┴┬┽┰┰┹┱ⓤ┮┥┴┳┲┭┧┹┱林を指し、ܢ畔林はܢ谷林とほぼ同じ
森林群集であるが、位置的にはܢ谷林はܢ流の最上流域に分布している森林であり、ܢ畔林は
それよりも下流域の森林と定義している。またܢ畔林は生態学や林学の研究において主に冷温
帯落葉広葉樹林の分布するܢ流沿いの独特な種構成を持つ森林に対して使用されることが多い。
そこでܢ畔林をさらに流域上の位置から大きく二つに分けたところ、河川が山地から平地に流
れ出るところに形成される扇状地より上流域のܢ流に沿った林をܢ畔林（ܢ谷林を含む）、扇
状地より下流域の河川に沿った林を河畔林＝河辺林（扇状地を含む）と定義している。これら
のことを参考に考えると「河辺いきものの森」は扇状地以下の流域沿いの森であるため里山林
だけでなく河辺林でもある。
　河辺林はかつて河川の洪水調અのほか、陸地から河川への水や養分の流出の調અや堤防の浸
食防止、河川水質の制御などの機能があり、生態学的にはコリドーとして動植物の生育や移
動にとって重要な位置づけにあった（'orman � Godron 1986）。しかし、時代が経つにつれ
て開発や河川改म工事などにより減少傾向にあった。「河辺いきものの森」周辺でも吉田・坂
本・柴田（1991）の研究結果より河辺林が減少していることが分かった。このような背景もあ
り、河辺林の保全活動が始まり「河辺いきものの森」が残されている。
　本報告では2010年と2012年に「河辺いきものの森」で行ったチョウ類の調査をもとに河辺林
のチョウ類相について考察をした。
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ௐࠪํ๏
　2010年の６月から11月、2012年は５月から10月の間に調査を行った。調査方法は「河辺いき
ものの森」内に約２kmのルートを一本設置しその上を一定速度で歩き生き物を観察するルー
トセンサスを行った。観察範囲はルート上から左右５m以内で確認できたチョウ類のみとし、
またルートの進行方向へ背後から追い抜く形で飛ᠳしたものはダブルカウントをආけるために
記録は行わなかった。ルート上で観察した個体は目視で種の同定と数を記録した。目視での同
定が困難であった個体は一؟レフカメラでのࡱ影による同定、またはั虫網でのั獲により同
定をおこなった。
　2010年と2012年の調査はもともと目的の違う研究であったためルートセンサス以外に異なる
点が存在する。一つは調査対象種である。2010年はすべてのチョウ類を対象とし、観察を行っ
ていたが2012年はマーキング調査も同時進行で行っていたため体サイズの小さなシジミチョウ
科とセセリチョウ科を除いた３科（アήハチョウ科、シロチョウ科、タテハチョウ科）を対象
とした。また、2010年の調査時間帯は11時から13時の正ޕをڬんだ時間帯（チョウ類が最も活
動するとされる時間帯）で行ったが、2012年は９時から11時、12時から14時、15時から17時と
３つの時間帯で行った。そのため2010年と2012年を比較する際は、対象種は３科（アήハチョ
ウ科、シロチョウ科、タテハチョウ科）、時間帯は2012年の12時から14時を抜ਮし行なった。
また、それぞれの種の生息地属性を矢田（1998）と横田・内（2006）を参考に路性、草地
性、林縁性、樹林性の４つに分類をした。

݁果
　2010年の調査では５科28種264個体を観察し、2012年の調査では３科21種761個体を観察した。
もっと多かった科はタテハチョウ科であり、2010年は11種、2012年は14種であった。その中で
もサトキマダラヒカή┒┩┳┴┩ⓤ┫┳┷┧┬┯┩┺┭┸┷┧┬┭┭が最も多く、2010年には37個体、2012年は350個体
であった（表３）。科としての種数が少なかったのはシロチョウ科で２種であったが、キチョ
ウ┉┹┶┩┱┥ⓤ┬┩┧┥┦┩の個体数は、2010年がサトキマダラヒカήと同数の37個体であり、2012年は
サトキマダラヒカήに次ぎ123個体と多く観察された（表２）。またそれぞれの種の生息地属性
を見ると、シロチョウ科は２種とも路性であったが、その他はアήハチョウ科が５種中４種、
タテハチョウ科が14種中９種、シジミチョウ科が７種中３種、セセリチョウ科が５種中２種と
林縁性と樹林性が多く存在した（表１〜５）。シジミチョウ科とセセリチョウ科は一般的に平
地ではほとんどの種が路性か草地性であるため３種と２種でも多い方である。これらのこと
から「河辺いきものの森」に生息しているチョウ類は森林内を生息地としている、または生息
域にいている種が多いことが分かった。
　次にقઅ消長を見た結果、2010年は個体数が８月の中०から下०に向けてピークを迎えその
後減少した。種数は７月から増加し、10月の上०から減少していった（図１）。2012年はアή
ハチョウ科、タテハチョウ科、シロチョウ科の３科でのقઅ消長を見た結果、個体数は５月に
いたチョウ類が６月に一度減少し、７月になってまた増加し、８月中०にピークを迎えその後
減少していくという動きであった。種数も同様に一度６月に減少し７月に再び増加しそのまま
10月上०まで一定数出現し、そこから減少するという動きであった（図２）。2010年をアήハ
チョウ科、タテハチョウ科、シロチョウ科の３科でのقઅ消長をみると2012年と同様に６月頃
に一度減少し７月から増加する動きとなったためほぼ同じ動きであることが分かった（図３）。
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表1．Ξήハνϣ科のݸମ数

表2．γϩνϣ科のݸମ数

表3．λςハνϣ科のݸମ数

表4．γδϛνϣ科のݸମ数

表5．ηηϦνϣ科のݸମ数
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　2012年のタテハチョウ科で総観察個体数が10個体以上であった５種（サトキマダラヒカή
┒┩┳┴┩ⓤ┫┳┷┧┬┯┩┺┭┸┷┧┬┭┭、ヒメジャノメ┑┽┧┥┰┩┷┭┷ⓤ┫┳┸┥┱┥、コミスジ┒┩┴┸┭┷ⓤ┷┥┴┴┬┳、ヒカήチョ
ウ┐┩┸┬┩ⓤ┷┭┧┩┰┭┷、メスグロヒョウモン┈┥┱┳┶┥ⓤ┷┥┫┥┲┥）について時間帯でのقઅ消長を見た結果、
５種の中でも個体数のピークと出現時間に違いが見られた。ピークの速いॱに８月20日ころか
らサトキマダラヒカή、ヒメジャノメ、コミスジ、ヒカήチョウ、そしてメスグロヒョウモン
のॱ番となった（図４）。時間帯での出現数をみるとサトキマダラヒカήは、春先は15時以降
によく見られていたが、Նからळにかけてはどの時間帯に多く見られた（図4-a）。ヒメジャノ

図１．2�1�のݸମ数とछ数のقઅফ

図２．2�12のݸମ数とछ数のقઅফ

図３．2�1�の３科（Ξήハ、λςハ、γϩνϣ）のݸମ数とछ数のقઅফ
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メはピークであった８月21日までは９時からと12
時からの時間帯が多かったが、９月初०から中०
の間は15時からの時間帯に多く出現していた（図
4-b）。コミスジは全体的にどの時間帯でも観察が
できた（図4-c）。ヒカήチョウは８月から個体数
が増加し、時間帯は朝༦に多く出現していること
が分かった（図4-d）。メスグロヒョウモンは8月27
日から出現を確認したが、初めは༦方に出現して
いたのが９月に入ると９時、12時の時間帯で多く
見られた（図4-e）。

ߟ
　「河辺いきものの森」は管理された河辺林である
ことから平地であっても森林内を生息場所として
いるチョウ類が多く観察された（表1-5）。特にタ
テハチョウ科の種が多く存在した。またタテハチョ
ウ科だけではなくその他のアήハチョウ科やシジ
ミチョウ科、セセリチョウ科などでも林縁性や樹
林性の種が多く見られた。龍谷大学瀬田学舎の隣
接林である「龍谷の森」もかつては里山林であっ
たが現在では放置林となり実験のため部分的に皆
伐など行われているが全体的に樹木が生いໜって
いるため、同じ種が見られていても個体数は多く
見られていない（太田 2011）。またシジミチョウ
科やセセリチョウ科では見られた種の半分以上は
路性や草地性であるが、これは平地であればど
こでも見られる種である。しかし、ゴイシシジミ
やコチャバネセセリ、ダイミョウセセリなどはあ
まり見られない種であることから河辺林は生物多
様性の保全に大きく役立っていることが考えられ
る。
અ消長からは春に出現してから一度６月頃にق　
減少し、７月に入ってから増加し８月の下०にピー
クを迎えることが分かった（図２、３）。図１に
おいて個体数が６月で減少しなかったのはシジミ
チョウ科、その中でもベニシジミ┐┽┧┥┩┲┥ⓤ┴┬┰┥┩┥┷
が多く見られたため減少している様子は見られな
かったと考えられる。また、ピーク時の種数は2010年、2012年共にあまり変動は見られなかっ
たが、実際に個体数の多かったタテハチョウ科の種別のقઅ消長をみるとそれぞれピークがず
れていたことから、一定の種類が長期間出現しているのではなくその期間内にも種毎にピーク

図４．ؒ࣌帯ผ出ݱ数とقઅফ
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があり入れସわっているということが考えられる。出現時間も種によって異なっていることが
図４から分かったが、これらはقઅによる気温変化にも影響を受けていると考えられるので河
辺林内の気温変動と今後、比較していく必要があると思われる。
　今回の報告では出現種や個体数、قઅ消長の傾向についてみてきたが、今後河辺林という生
態学的にも重要な位置づけにある環境での調査とその周辺の河原など平地や草原にあたる環境
との比較を進め、河辺林の重要性などをより明確にしていきたい。
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琵琶湖一पϑィールυ研究会報告

	　
龍谷大学政策学部・।教授/里山学研究センター・研究員

ਗ਼水ສ༝子

ᾇ　֓要
日時：2017年２月18日〜19日 
場所：滋賀県立琵琶湖博物館、野洲市須原地区、東近江市能登川博物館、高島市針江地区
内容：
　１）琵琶湖博物館におけるC展示、水展示リニューアルのポイント解説（金尾滋史氏、大

久保実߳氏）
　２）須原地区における魚のゆりかご水田の取り組み解説（堀জ男氏）
　３）「地域と協働した水生生物の保全活動：地域づくりと博物館の役割」（金尾滋史氏）
　４）東近江市能登川博物館の地域学芸員制度（ਿ浦ོ支氏）
　５）針江生水の郷委員会の活動とカバタの利用（針江生水の郷委員会）

ᾈ　ใࠂ
　１）琵琶湖തؗに͓ける$లࣔ、水లࣔϦχϡーΞϧのϙΠϯτղઆ（ۚඌ滋ࢯ࢙、大
（ࢯอ࣮߳ٱ

　2016年７月にリニューアルされたC展示室と水展示につ
いて、学芸員のお二人にリニューアルのポイントを解説し
ていただいた。
　C展示室については、開館から20年が経過し、琵琶湖周辺
地域の生活が大きく変わった昭和30年代の暮らしを知らな
い世代が増えていることから、現在の生活との比較や、時
代の変化を象徴的に表す物を展示するなどの工夫がなされ
ているとのことであった。
　また、リニューアル前とは変わらない内容として、実際
に居住されていた住宅をそのまま展示する江家住宅があ
る。住宅まるごとを展示する珍しいもので、また琵琶湖周
辺地域の住居や暮らしぶりの典型がわかるという貴重な展
示である。
　水展示については、琵琶湖の生物を展示するだけでな
く、景観や食などの生活文化との関連が各所で示唆され、博
物館の展示全体で総合的な理解が可能になるような工夫が
なされている。

江Ոॅのలࣔղઆ

Ϥγڥݪがݱ࠶されͨ水૧
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　また、ビオトープ型の水૧ではヨシ原環境が再現され、水૧にヨシを入れるとすぐにコイが
産卵するなど、学芸員もڻく現象が見られた。琵琶湖の漁法「たつべ漁」に使われるたつべが
水૧の中に置かれており、人間の関わりも含めたヨシ原を再現して、産卵生態がわかっていな
い魚類生態の実験的な観察の場ともなっているという。
　水展示ではその他にも、琵琶湖の「古代湖」としての性格に注目し、世界の古代湖との比
較、バイカルアザラシのࣂ育展示なども行われており、国際的な研究ネットワークの形成が取
り組まれている。
　その他、全体的に来館者が触れる、いをᄿぐ、Իを聞くなどの五感にうったえる展示の工
夫が各所になされ、学芸員による学術研究の成果が反映された内容となっていることが感じら
れた。

　２）ਢݪ地区に͓けるڕのゆりか͝水田のऔりみղઆ（ງ　জஉࢯ）
　須原地区では、当初は農地・水・環境保全向上対策の補
助金を受けて、2007年から魚のゆりかご水田の取り組みを
始めた。魚のゆりかご水田は、かつて水田で産卵していた
ナマズやニゴロブナなどの魚類の産卵期に排水路に堰板を
はめ、琵琶湖から排水路を経て圃場（圃場整備により２mか
さ上げ）と往来できるようにして魚類の繁殖を促すもので
ある。水圧が高くなると、堰板の設置がうまくできないと
十分に水がたまらないため、コツがいるという。須原地区
では情報発信にも力を入れ、県の認証を受けた「魚のゆりかご水田米」の販路拡大にも努力し、
酒造りやオーナー制にも取組んでいる。須原地区で取組みが成ޭしている理由には、補助金目
的での取組みではなく魚があふれる田んぼをջかしく思い、水管理を適切に行っていること、
また堀氏がリーダーとして戦略的に様々な取組みを展開していることがあげられる。
　須原地区は圃場整備前はクリーク地帯であり、集落が水管理を行ってため池（内湖）におい
て水位調અをしていたが、現在は田んぼ１ຕずつから排水路が琵琶湖に直結しているために、
濁水も琵琶湖へ直接流入してしまうようになった。

　３）ใࠂ「地域とڠಇしͨ水生生のอશ׆ಈ：地域づ͘りとതؗのׂ」（ۚඌ滋ࢯ࢙）
　前半では「魚のゆりかご水田」をはじめとする滋賀県の政策の基礎となった、金尾氏の研究
成果についての報告が行われた。琵琶湖周辺に固有の水田利用生物を保全するためには、田植
えから中干しまでの期間の水田で産卵と稚魚が生育できることが重要であることを実証し、魚
のゆりかご水田の制度化と普及につながった。また地域に足しげく通い、“水田に魚が戻ると
Ეが安く食べられる”と人々の心の機微にૌえる説明をしたという。
　また、学芸員という立場についても議論が交わされた。地域にとって、生態系や生物の保全
は多くある課題の一つでしかなく、科学の見解と地域の決定は食い違うし、地域や生物に詳し
いこととアカデミックな考え方ができることもまた違う。研究者にも、NPOなどにも、アカ
デミックと活動のまん中あたりにいる人が必要なのではないか。研究者としてだけでなく、住
民として、NPO団体として、様々な役割を使い分けながら取組みたい、と金尾氏は自らの今
後について述べた。

のゆりか͝水田の水࿏ڕ
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　４）東近江市ొ川തؗの地域学ܳһ੍（ਿӜོࢯࢧ）
　能登川博物館は、1997年に能登川町立の博物館として設
立された。初代の担当者が「１回来て終わり」の博物館に
しないことを༲げ、併設される図書館の来館者を取り込む
ことで、町民に使ってもらえる博物館をめざしてきた。学
芸員１名とྟ時職員２名に加え、「地域学芸員」という20名
程度の地域住民が、博物館のイベント等に参加している。
　能登川博物館は常設展示をもたず、ا画展のみで運営され
ている。地域のものを紹介し展示することを基本とし、学
芸員や地域学芸員が地域の中で情報収集して、展示のا画をたてる。地域に根ざした博物館と
なっている。

　５）江生水のڷҕһձの׆ಈとΧόλの利༻（江生水のڷҕһձ）
　針江生水の郷委員会のこれまでの活動の紹介を受けた後、
集落内を歩きながら各家庭のカバタを見学し説明を受けた。
カバタは各家庭が庭で貯めた自噴水を循環的に利用する仕
組みであるが、生活用水として現在も使われている。また
集落内をカバタの水は集落内を循環するため、上下流の思
いやりなど住民同࢜のつながりを維持するものともなって
いる。
　針江生水の郷委員会は、NHKでカバタが取り上げられて
以来、増加する訪問者に対応し集落の生活を守ることを目的に立ち上げられた組織で、見学案
内のほか、ヨシ焼き、針江大川の刈り、針江大川の除等地域環境の維持管理活動も行って
いる。多いときでは年13,000人が訪れるといい、見学料は地域環境活動に還元している。

ొ川തؗ

江のΧόλ
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৽ׁݝ地域ੜ調ࠪ
─政策ڥɺ࢈ɺຊҨ࢈ҨۀՈઓུ特۠ɺੈքࠃ─

	　
龍谷大学法学部　ڇ尾θϛ̎ճੜ

Ԭ大थ、ౢ田Մݹ、ࡊଠܙ人、浦ྒଠ、山ຊཽฏ
༝ྑ߁ଠ、ถॅژ子、山ຊӳथ、҆ୡ߂ᏻ、西߁ݩ

Ҫ্༏大、ਧ྅ฏ、藤ࡔ൲ಹ、ࠓ西ప
ؒ、៉ݩ༏߳、ੴ田૱子、中وݪ

龍谷大学法学部・教授/里山学研究センター・センター長
尾　༸ڇ

Ұ　はじめに
　里山学研究センターは、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択された「琵
琶湖を中心とする循環型自然・社会・文化環境の総合研究─4atoyamaモデルによる地域・環
境政策の新展開─」というプロジェクトについて、昨年にひきつづき現在活動を行っている。
　本研究プロジェクトは、自然生態系を基盤とする経済と社会の持続可能な発展関係を構築す
るため、「4atoyamaモデル」に基づく新たな社会モデルの総合的研究を行うものであり、その
ために各地の比較研究を行っている。
　本研究プロジェクトのなかでも、第２の「資源と産業」研究班では、環境保全型農業および
新しい農業政策の研究および地域独自の「食」の研究を行い、地域における持続可能な生産と
消費の構造を追求することを目的とし、第３の「人と暮らし」研究班では、地域の歴史的文化
的資源や産業資源を活用し、地域創生に資する循環型社会にふさわしい新しい自然調和型社会
の関係性構築に向けた研究を行うことを目的としている。
　今回は、新ׁにおける「地方創生」をめぐる様々な取り組みの調査を行った。その柱は以下
の通りである。
　第一に、新ׁ市が立案した「ニューフードバレー構想」と農業分野における国家戦略特区の
実ફ、その実施機関である株式会社「新ׁクボタ」の活動、新ׁ県各市町、特に新発田市の

「食の循環によるまちづくり条例」による取り組みとその一環として活動する「米倉有機の里
交流センター」の活動を調査した。
　第二に、新ׁ県佐渡市および新ׁ県の「世界農業遺産・トキと共生する佐渡の里山」を中心
とする生物多様性に配慮した県、市の取り組みと、「生物多様性国家戦略」のもとトキの繁殖・
放鳥と人々との共生に取り組む環境省自然保護事務所の活動を調査した。
　第三に、文化財等の地域資源を活かした地域振興・地域づくりを支援する「日本遺産」制度
を活用し、新ׁ県信濃川流域連携を行う長岡市、十日町市、津南町の各機関の活動を調査した。
　第四に、新ׁ水ມ病の公害問題を反省的契機として各機関や個人が行う環境政策や諸活動を
調査するため、新ׁ県の公害保険施策および新ׁ県立「環境と人間のふれあい館」の活動、一
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般社団法人「あがのがわ環境学舎」の活動、水ມ病ૌুにおいて大きな役割を果たされた坂東
克彦ห護࢜へのヒアリングを行った。
　世界農業遺産調査は、これまで、静岡県掛川地域の「静岡の茶草場農法」、および石川県能
登の「能登の里山里海」世界農業遺産（2014年度年次報告書）、和Վ山県みなべ田辺地域の

「みなべ・田辺のകシステム」（2015年度年次報告書）について報告を行ってきた。今回の佐渡
地域の世界農業遺産調査はそれに続くものである。
　農業、あるいは地域資源を活用し、環境問題への積極的取り組みによる様々な地域活性化
が、試行錯誤の中で、様々な機関や人々の努力によりいかに行われているかを知ることは、

「4atoyamaモデル」の研究・構築にとって極めて重要である。今回のヒアリングを土台にして、
今後、一層の分析を踏まえた課題克服の道筋を検౼したい。
　当日は、新ׁ県庁、新ׁ市、佐渡市、新発田市、長岡市、十日町市、津南町の各自治体、環
境省自然保護事務所、および、新ׁクボタ、阿賀野川環境学舎、坂東克彦ห護࢜をはじめ多
くの方々に対して、龍谷大学法学部２回生のゼミ生（牛尾ゼミ）とともに質問状を作成し幅広
くヒアリングを行った。
　調査は、まず学生が中心となって資料子を作成し、それに基づいて作成した質問状を送付
し、当日はそれに基づいてヒアリングを行ったが、以下は、もっぱら編集側の責任において、
ヒアリングの回答の趣ࢫを編集しまとめた形式で報告を行っている。
　今回の研म・調査の労をお引き受け頂いた自治体関係者およびアポイントの労をお取りいた
だいた関係者各位に、この場をおआりして心より感謝を申し上げたい。

ೋ　৽ׁの農業を中৺とする施ࡦのௐࠪ
ᶗ　৽ׁ市役所　国Ոઓུಛ۠ௐࠪᴷʮ࣭ঢ়・ճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ2017年２月28日10時〜
ʦώΞϦϯάઌʧ新ׁ市役所農林水産部ニューフードバレー特区課　副主査　内山晃司郎様
ʦ文　ʧ由良߁太（龍谷大学法学部２回生）

１　৽ׁ市にͭいて
ᾇ　৽ׁ市とଞの市ொଜとのฤ入合ซによって生ͨ͡効Ռや՝にͭいて͓ฉかͤ下さいɻ

（ճ）

　市町村合併によって新ׁ市は農地が大きく拡大し、従来主要な産業ではなかった農業が新た
に主要な産業の一つとなった。また、これに付随して特産品も大きく増加し（27品目）これを

「食と花の産品」として全国へ向けて発信することで新ׁ市の農産物をブランド化させてい
く取り組みを行っている。一方で農地の拡大によって利用規制のある土地（農地）が増加した
ため工場等の立地に際しての調整も多く求められることとなった。

ᾈ　৽ׁ市の総合政ࡦͰ͋る「にいがͨະདྷϏδϣϯ」によってͲのような効Ռや成ՌΛಘられ·
しͨかɻ

（ճ）

　「にいがた未来ビジョン」は新ׁ市の全部ॺが一丸となって策定した総合計画である。ちょ
うどこれを策定するタイミングで12次産業化や食文化を通じての交流の促進など新しい取り組
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みが開始されることとなった。また、この総合計画ではビジョンを達成するためにいくつかの
目標指標を定めている（農業生産法人の数、コメの༌出量、フードメッセ新ׁの入場者数な
ど）が、現在この目標はおおむね達成されているという現状にある（平成27年度時点）。

ᾉ　χϡーϑードόレー特区՝に͓いて、業Λ行うࡍͲのような՝Λ୲っていると͓考えͰす
かɻ

（ճ）

　特区指定当初、特区を担当する部ॺは、経済部と農林水産部の各々に分かれていた。これは、
特区提案の元となった「ニューフードバレー構想」を所管する部ॺが経済部にあったこと、ま
た農業分野での指定ということもあり農業関連の特例事業を農林水産部で進める必要があった
ことが背景にある。当初は場所的な要因などから連携しづらい部分も多少あったが、今年度か
ら農林水産部のもとに一つの課として集約された。これによって事務の効率化が図られ、急な
依頼等にも対応しやすくなった。苦労している点としては、特区の規制緩和が農業分野に留ま
らないこと。現在は、農業分野以外の規制緩和についても農林水産部のニューフードバレー特
区課で一旦調査等しているが、他の部ॺとの調整が必要な場合は、政策調整等を行う部ॺ等と
連携を行うことが必要となっている。

ᾊ　χϡーϑードόレー構想ࡦ定のഎܠはͲのようなのͰすかɻ

（ճ）

　平成21年度に新ׁ市の政策のシンクタンクである「新ׁ市都市政策研究所」から新ׁ市の食、
農業に関する強みを生かした政策提案があったことがきっかけ。この提案を受けて組織を改編
し平成23年度より本格的に取り組みを開始した。また、この際に苦労した点は、構想をどのよ
うに実現していくのかという具体化のプロセスであった。

２　国Ոઓུ特区にͭいて
ᾋ　৽ׁ市はͲのようなഎܠから国Ոઓུ特区੍Λ利༻しようと考えͨのͰすかɻ

（ճ）

　新ׁ市の提案のうち「ニューフードバレー特区」に関しては従来からの取り組みをさらに加
速させていくために提案されたものである。また、「環日本海ήートウェイ特区」は༌出入面

৽ׁ市ॴͰのώΞϦϯάの༷子 内࢘ߊࢁ༷
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等において規制緩和を進めることでڌ点性のさらなる向上を目指すものとして提案されたもの。
「創業特区」は開業率が高くない新ׁにおいて新たな産業を開拓していく必要があるとして提
案したものである。

ᾌ　国Ոઓུ特区の࣮ݱにけͨऔりみの中に͓いてۤ࿑しͨ͜とや特にཹ意しͨ͜とは͋り·
すかɻ

（ճ）

　ある特例に基づく取り組みを行おうとした場合、特例以外にも関係する法規制はいくつかあ
る。しかし、特区法で認められている緩和がそれらすべてをカバーしている訳ではない。そう
いった部分に関してどのように調整をしていくかという部分に関して苦労した。さらに、新し
い規制緩和を活用するا業の掘り起こしといった部分は現在でも課題の一つである。

３　国Ոઓུ特区にࢦ定されͨ͜とにより生ͨ͡効Ռ
ᾍ　国Ոઓུ特区にࢦ定されͨ͜とにより、χϡーϑードόレー構想にͲのようなӨڹが生ͨ͡の
Ͱすかɻ

（ճ）

　国家戦略特区の活用によってニューフードバレー構想は大きく加速していると考えている。
様々な規制緩和がなされたことによって新しい農業の形が新ׁで生まれている。また、特区の
指定を受け新ׁの農業に関する注目が高まったことによって、規制緩和を活用しないアグリビ
ジネスプロジェクトも多く実現するなどの効果も出た。

ᾎ　国による農業分野の੍ن؇によりا業の参入が͘ೝΊられるようになり·しͨが、͜れに
より生ͨ͡効Ռや՝なͲはͲのようなのͰすかɻ

（ճ）

業が直接生産を手掛ける形と、地元農家と連携する（生ا、業による農業参入についてはا　
産は農家が行いا業はその他の流通販売等を手掛ける）形があると思うが、新ׁ市の特区によ
るا業参入は後者の形。そのため、よく懸念されるا業ఫ退による耕作放棄地増加のリスクは、
前者に比べて低いと考えている。また、従来とは違う販路が確保できるようになったことで、
連携農家の収入の安定と向上が図れるようになったと考えている。

ᾏ　৽ׁ市に͓いて͜の国Ոઓུ特区ΛޙࠓͲのようにൃలさͤてい͜うと͓考えͰすかɻ
（ճ）

　特区で生まれたこのような新しい農業の形が、将来の日本農業のスタンダードになっていく
と考えている。新ׁ独自に取り組んでいる農業分野における革新をさらに広げていくためにも
引き続き取組みを拡大していきたい。また、若年層に期待することとして、先人たちの農業を
ଚ重しつつ、新しい形の農業を積極的に学ぶことで今後の日本の農業を切り開いていってほし
いと思う。
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４　Ճ質
ᾇ　特区に関する業はݱ在Ͳのように分୲されているのͰすかɻ
（ճ）

　基本的にはニューフードバレー特区課において規制緩和をとりまとめているが、個別の事業
に関しては特例の内容に沿った部ॺが担当している。

ᾈ　ا業の農業参入の形ଶに関して地ݩの農Ոと࿈ܞして事業ΛਐΊてい͘に͋ͨってͲのように
྆ऀΛ݁ͼͭけているのͰすかɻ

（ճ）

　新ׁ市では、「アグリビジネス総合相ஊ૭口」を設置しており、ا業から地元農家とのマッ
チングの相ஊがあれば、他部ॺと連携しながらマッチングの支援を行っている。

ᾉ　ا業が農業に参入し地ݩ農Ոとڞಉして農業Λ行う͜とͰ࣮ࡍ農Ոのऩ入は্し·しͨかɻ
（ճ）

業の流通・販売力を地元農家が活用できるようになったことで収入が向上したという事例ا　
は報告されている。個々の農家において収入が具体的にどの程度向上したかのデータは取れて
いない。

ᾊ　৽しい農業の形とैདྷ型の農業はͲのようにંり合いΛͭけてい͘のͰすかɻ
（ճ）

　従来型の営農において指摘されている課題を解決していくために特区の取り組みを進めてい
ることから、一般の農家の方々にも特区での事例を一つの参考としていただければと考えてい
る。

ᾋ　国Ոઓུ特区Λ௨して近ྡ市ொଜとはͲのような࿈ܞΛ図っているのͰすかɻ
（ճ）

　特区を共同で進めたいという相ஊを周辺地域からうけることはある。しかし、特区の地域指
定に関しては内閣府が所管しているため新ׁ市が一概に受け入れる訳にもいかない。また、特
区そのものではなく新ׁ市の特区による取り組みが周辺地域に与えている影響というものは少
なからずあると思う。

ௐࠪΛऴえて
　農業という分野は日本の産業の中で決して主要な産業であるとは言えない。近年では若者の
農業離れや、産業構造の変化なども相まって農業の低が続いている。こういった状況におい
て国家戦略特区を活用した新ׁ市における取り組みはこれからの日本の農業に新たなる希望を
見出すことができるのではないかと感じた。また、ا業の農業参入、農家レストラン、農業信
用保証制度などの特区制度を活用した上で、さらに農業の12次産業化、新たな形の農業の創出、
食文化を通した交流といった新ׁ市独自の取り組みを加えていくことで食・農を中心とした

「まちづくり」に発展させていくという発想には非常に感を受けた。
　このようなことをふまえて地方の活性化が声高にڣばれている現状をؑみたときに、ひとつ
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の分野・産業に頼った政策ではなく、より包括的な取り組みが必要とされていると考える。新
ׁ市においてはこの取り組みを今後もさらに発展させ、日本全国に広まって行くことを期待し
たい。

────────────────────────────────

ᶘ　ࣜג会社৽ׁΫϘタ・৽ׁݝͷۀௐࠪᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ　2017年２月28日13時半〜
ʦώΞϦϯάઌʧ　新ׁクボタ営業本部事業統括部　小野塚७也様
ʦ文　ʧ　浦　ྒ太࿕、ౢ田可ࡊ（龍谷大学法学部２回生）

ᾇ　ٱอ田మが生産ൢചΛ৽ׁ県にਐ出さͤͨཧ༝やܦҢΛ͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　⑴　経Ң
　1964年当時に久保田鉄工は資本参加により山宮産業、山宮商会、丸勝商会、村山農機店のا
業合同によって下越クボタ農機販売として設立させた。そして、営業所は白根・新発田・水
原・村上の４箇所に設置した。ただ、この時には下越地方にしか販路はない状態だった。2008
年に株式会社上越クボタと株式会社小林商店と経営統合して中越地方と上越地方に販路を拡大
した。こうして新ׁ県全体への販路拡大となった。
　株式会社であるため、利潤の追求と販路の拡大が背景にあった。

ᾈ　平成2�８݄に᷂/,ϑΝーϜ৽ׁクϘλΛ設ཱし、農業分野に参入し·しͨが、農業の生産
෦に·Ͱ事業ΛΊͨཧ༝Λ͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　ニーズ
٬となる農家の人たちのニーズが多様化してきている。一般的な農機の販売とそのम理だސ　
けでは٬ސのニーズには応えられない。そのため、農業全体を捉えて農舎の設計やより低コス
ト・高品質に栽培できるノウハウを提案することにより多様化する٬ސのニーズに応え、事業
拡大の糸口にしようと考えている。また、新ׁ市が国家戦略特区に指定されたことについても

৽ׁ市内の農Ոレスτϥϯ
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事業拡大の糸口になると考えている。

ᾉ　ݱ在·Ͱの生産ൢചにͭいての成ՌΛ͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　①　実際に行ったこと
　行政と連携し栽培実証圃を設置し、最適な栽培技術を模索している。また現地研म会を行い、
農家に対し営農指導を行っている。
栽培圃場では、K4A4を基幹ソフトに収量・食味値・肥料設計などをデータ化し蓄える事で、
生産者に対しデータに基づいた営農提案ができるよう準備をしている。
　②　担い手問題対策
　新ׁ市でも農業の担い手不足の問題がある中で現在農業の担い手である高齢者の方でも効率
的に生産が出来るようにICT技術を用いた機械や農業用ドローンの導入を行った。また、農産
物の生産については耕作放棄地をआり上げ新ׁクボタ自身が生産することで少しでも現状を打
開しようとしている。
　③　活農プロジェクト
　活農プロジェクトについては鉄コーティング直播の生産を行う農家数は660軒に増えたこと
や、農家の数が減ったのにも関わらず耕地面積は1296haに増えて一つの農家がより効率的に
農業をしていることが分かる。

ᾊ　׆農プϩδΣクτΛ࢝Ί͖ͨっかけにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　①　大౾300Aプロジェクト
　行政と協力して、新ׁ県における大౾の生産量を増やし、県産大౾を用いた味やে༉、౾
腐を広めていきたい。
　気象変動に強い、そして高品質で大量生産が実現できる栽培技術を実証するための機械化体
系の栽培試験を行っている。
　②　鉄コーティング技術
　種もみに鉄คをまぶし直接田んぼにࢃく鉄コーティング播種は育苗が不要になることで、低
コスト・作業の軽減化が実現できる。農家の人材不足・高齢化という問題を解消しながら、活
性化の引き金とするため
　③　ドローン導入
　ドローンのૢ作に免許が必要なため

ᾋ　大౾3��"プϩδΣクτの׆ಈによってͲのような効Ռが͋っͨのか͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　大౾300Aプロジェクト
　H23、24年には300A/10aを達成しているが、その後は天候不良等で達成していない。
　②　鉄コーティング播種技術
　ピーク時には年間で660軒増加した実績がある。しかし、現在は218軒の増加になっている。
ただし、耕地面積は1296haと増加しているため、一つ一つの農家が鉄コーティング直播によ
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る耕作面積を拡大させていることが読み取れる。
　③　ドローン導入
　ドローンのૢ作には免許が必要なため、ニーズに応えるために教習所を設立した。
　ᶆ　その他
　小ഴの耕地面積7haで新ׁクボタが持つ耕作放棄地のआり上げ面積は15haに上った。

ᾌ　大౾3��"プϩδΣクτに͓ける生産ඪ3��LH�1�IBにͭいてݱ状と՝Λ͓ฉかͤͩ͘さ
いɻ

（ճ）

　達成した年度があるなかでまだまだ達成していない年度もあり、原因としてՆのॵやക雨
の長雨等による収穫の時期のズレがある。（収穫適期に収穫ができず品質が低下する）

ᾍ　৽ׁクϘλιϦϡーγϣϯνーϜが݁成されている͜とΛい·しͨが、௨৴Λൃ行している
Ҏ֎にͲのような׆ಈΛ行ってい·すͰしΐうかɻ͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　農家へ効率的に支援する体制を整えるため、ICTを利用した農業の普及のために活動してい
る。また、̣̩̩東日本と連携してチューリップ栽培における、リモートによるハウス内の温
度・湿度管理の実証実験中である。

ᾎ　͜れからの৽ׁクϘλのలにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　⑴　事業の拡大と進展
　県内の農家は米価の低落により、稲作のみの体系では収益を継続的に確保する事が困難状況
である。そのҝ、野ࡊ作や施設Ԃ芸に取り組む生産法人が出てきている。それら生産者のサ
ポートをするべく、野ࡊ作の機械化体系の確立や土を使わないトマト栽培などの提案を行って
いる。
　⑵　担い手不足問題への対策
　農業初心者を育成することについては数値的に示して分かりやすく説明する。
また、行政と連携して県内の生産法人に従事する若手従業員に対し、農業機械ૢ作・メンテナ
ンス研मなども実施している。

ᾏ　農業のΞφϩάのྑさΛ存ଓさͤる͜とにͭいてはͲのように考えているのか、͓ฉかͤͩ͘
さいɻ

（ճ）

　農業で天候に左右されて生産が安定しない要因による影響を少しでも少なくするため、従来
の農業の良さをࣦってはいない。

ᾐ　大౾3��"プϩδΣクτにͭいては͓ฉ͖し·しͨが、͓米にͭいてのプϩδΣクτは͋るの
Ͱしΐうかɻ͓ฉかͤͩ͘さいɻ
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（ճ）

　低コスト生産に向けた鉄コーティング技術の安定と、高品質米に向けた土づくりとして耕う
ん15cmに߆って活動している。

ᾑ　৽ׁクϘλとしての୲いखෆののऔりみにͭいて۩ମ的に͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　①　高齢者向け
　農機は一つのボタンで作業が開始できるように、シンプルで分かりやすいૢ作性を実装して
いる。
　②　若者向け
　K4A4などのICT技術を利用した説明を積極的に行っている。　また、新ׁ農業・バイオ専
門学校の学生に対し、昨年はトラクタのૢ作研मを行うなど若手の担い手育成を図っている。

ௐࠪΛऴえて
　新ׁクボタへヒアリングにいかせていた
だきましたが、民間ا業として行政の援
助や施策に頼ることなく独自のا業努力に
よって事業を展開していました。その例と
して、活農プロジェクトは国の国家戦略特
区による新ׁ市の指定で動き出したのでは
なく、ا業独自にすでに動き出していたと
ころがあげられる。新ׁ市における農業の
担い手不足問題にも積極的に関わり、事業
を成していることを知ることができました。

────────────────────────────────

৽ׁクϘλલͰ ώΞϦϯά෩ܠ　ӈೋ人はখ野௩७༷

中ԝはখ野௩७༷
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ᶙ　৽発田市役所　৯ͷ॥環ʹΑΔ·ͪͮ͘Γྫௐࠪᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ　2017年３月１日10時〜
ʦώΞϦϯάઌʧ�新発田市役所　みらい創造課　ا画政策係　魚野健太郎様
  新発田市役所　みらい創造課　ا画政策係長　高山広༃様
  新発田市役所　みらい創造課　ا画政策係　米山知様
ʦ文　ʧ　岡野大樹、ౢ田可ࡊ（龍谷大学法学部２回生）

１　みらい造՝にͭいて
ᾇ　みらい造՝の業内༰には৯の॥による·ͪづ͘り、市の࠶構ஙが͋り·すが、·ͪづ
͘りという大͖な業Λ行してい͘に͋ͨってۤ࿑しͨ事、し͘はݱ在に͓いて՝とされ
ている͜とにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　市民の理解と実ફ
　食の循環によるまちづくりに対する市民の方からの評価は高く、どんどん進めて欲しいとい
う意見があった。この点平成20年から始まったこの取り組みは、ある程度市民からの理解を得
ていると行政としては認識している。しかし、各農家、家庭で実際に食の循環によるまちづく
りというと一体何をすればいいのか分からないというのが現状で、市民の中ではまちづくりは
行政が進めていけばいいのではないかという意見がある。つまり、考え方は概ね理解頂いてい
るが、市民の方々が実際に取り組んでくれていないというのが現状である。今後はこの理念と
実ફの間にあるဃ離をなくすことが課題となる。
　②　他の課との連携
　食の循環によるまちづくり推進計画には、基本的施策が５つある。それは、「産業の発展」

「健߁及び生きがいの増進」「教育及び伝承」「環境の保全」「観光及び交流」である。この基本
的施策に応じて、それぞれ別の課が担当しており、特にどの課が中心となって食の循環による
まちづくりを進めていくのかが明確に決まっている。「産業の発展」で言えば、農水振興課が
中心となって食の循環によるまちづくりを進めている。
　それぞれの課ごとに、それぞれ目標値を決めてまちづくりを実ફしていくことになっており、
この目標値を共有して明確にどのようにまちづくりを進めていくのかを決めている。
　しかし、計画を定め担当課の人達も目標値を決めているが、その目標値が毎年達成できてい
るかというと必ずしも達成しているというわけではないのが現状。まちづくりに対する各担当
課の思いの強さは様々で、その時々の業務の量によってはうまくいかない時もある。そのよう
な場合に足りない部分の補てんや方向性のアドバイス等をみらい創造課が行っている。これか
らは、目標値の達成やそれぞれの課との協力が課題となるのではないかと考えている

２　৯の॥による·ͪづ͘りにͭいて
ᾇ　৯の॥による·ͪづ͘りの的のҰͭとして「地産地ফ」Λ͛ܝて͓られ·すが、なͥ「地
産地ফ」Λࢦそうとされͨのかにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　「地産地消」とは
　新発田市役所では、「地産地消」と「地消地産」この二つの言葉を使い分けている。「地産地
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消」は、地元で生産されたものを地元で消費することであり、「地消地産」は、地元で消費さ
れる安全・安心かつ高品質な農産物を生産することとしている。両方ともが食の循環という考
え方の中で、安全で安心な食品を生産していくという考え方に基づいており、まちづくりにつ
なげていけたらと思っている。提供する側だけが提供したとしても市民の方には受け入れても
らえないし、消費する側としても市街のものや外国産のものを༌入していることが多い。理想
を言えば、新発田市内で食のすべてをまかなえれば良いが、現実的には遠い話になる。やはり
外国産の物もないとやっていけないのが事実であって、自給率を考えれば当然の事だと思う。
　しかし、やはりまちづくりという視点から言えば、地元の生産者が作ったものを積極的に消
費するというのが地元の振興にもつながるので「地産地消」「地消地産」この二つの考え方か
ら食の循環によるまちづくりを進め、拡大させていこうと考えている。
　②　問題点
　「地産地消」「地消地産」を確立していく中で、冷害が起こった場合や新発田市以外の産品と
の価格競争という部分で優位性が持てないという問題点がある。これは自由競争の中での話で
あるから、行政としては新発田市産のものを売る事・買う事を強制できない。市民の方々が安
全で地元の物とは言いつつ高ければやはり他の所のものを買いたいというのは当然の話である。
ただ、生産者の立場からするとこのような事を踏まえても積極的に自らが生産したものを使っ
て欲しいと考えている積極的な農家さんや消費者に対しての支援を食の循環によるまちづくり
という取り組みの中で推し進めていきたいと考えている。

ᾈ　さらなる「৯の॥」のप知、ൃܒにけͨใൃ৴がඞ要Ͱ͋り、「৯の॥」Λ࣮ફにͭ
な͛るऔりみがඞ要Ͱ͋るとされてい·すが、ޙࠓ۩合的にͲのような׆ಈΛ行い、それΛ࣮
してい͜うと͓考えͰすかɻ͓ฉかͤͩ͘さいɻݱ

（ճ）

　①　これからの食の循環によるまちづくりについて
　まずは、食の循環によるまちづくりについて何を目指していくのか共通のビジョンの様なも
のを分かってもらうというのが必要であると考えている。食の循環によるまちづくりは非常に
範囲の広い取り組みであるが、循環において関わり方は人それぞれで、実ફする市民の立場か
らすれば関わっている部分はそんなに広くない。
　循環のなかでも資源レベルの循環（環境の保全が大切であるという認識を持つ）文化レベル
の循環（食文化や教育、健߁づくりの大切さを分かってもらう）が重要になる。しかしこれだ
けだと理念というもので終わってしまう。ものを続けるというのはやはり自分たちにとってҝ
になる、かるなど経済的な後押しの様なものがないと誰もやってくれないというのが現実で
ある。この点食の循環を行うことで安心な農産物が他の農産物に負けない品質の良さ、ブラン
ド力を持っていれば消費者に選んでもらえる。かるとなれば積極的に取り組み作っていくと
いう活動につながっていく。実ફにつながるようなところまで食の循環を持ち上げていかなけ
ればならないと考えている。市民の方々にയ然と食の循環に取り組もうと呼びかけるのではな
く、共通のビジョンをまずは持っていただき、循環における各段階で関われることがあれば実
ફしていって欲しいと考えている。
　また、実際に活動に取り組んでくださるなら継続的に続けていって欲しいので、ҝになる・
かるという段階にまで進めていって欲しいと考えている。
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　②　具体的な活動について
　食の循環によるまちづくりの周知・ܒ発の次の段階の「実ફ」を意識して、市民を中心とし
た委員会と共に取り組みを進めている。今年は、料理教室や、主に事業者、生産者向けの連続
講座等を行った。みらい創造課としては、あくまで新発田市役所が主体ではなく、市民の人た
ちを主体として、まちづくりを進めていこうと考えている。

３　有ػのཬ構想に͓ける֤ࢪ設にͭいて
ᾇ　৯の॥による·ͪづ͘りΛ行うͨΊの࣮ફ的なࢪ設として有ػのཬަ流ηϯλー・有ػ資源
ηϯλー・米;るさと農ԂなͲが͛ڍられ·すが、ࠓ৯の॥による·ͪづ͘りΛൃలさͤ
ていͨ͘Ίに、͜れらのࢪ設ΛͲのように׆༻さͤてい͜うと͓考えͰすかɻ

（ճ）

　米倉有機の里交流センターには、主体性をଚ重している。どのような活動をするかについて
は、主に米倉有機の里交流センターに一任している。しかし、新発田市役所としては、人口減
少という課題を๊えている。
　そうであるので、毎年行っている移住体験ツアーを今後も実施していきたい。その場所は、
米倉地域が最も新発田市の魅力を知ることが出来る。その理由は、食の循環というシステムが
すべて備わっているからである。米倉地域に体験移住をしてもらい、食の循環社会の良さを
知ってもらいたい。

４　৽ൃ田市の͜れからにͭいて
ᾇ　ޙࠓ、৯の॥による·ͪづ͘りによって৽ൃ田市ΛͲのような·ͪにしてい͖ͨいと͓考え
Ͱすかɻ

（ճ）

　やはり、住みやすいまちづくりにしていきたい。住みやすいまちづくりにすることによって、
都会に行く人も良い意味で減少し、人口減少という問題を解決できればと考えている。住みや
すいまちづくりとは、具体的にどのような事なのか、例をひとつあげるとするなら、それは、
業を少しでも増やし、働きやすい環境にすることである。働きやすい環境にすることによっا
て、課題を解決することができるのではと考える。

ᾈ　৽ൃ田市の͜れからΛ୲っていͪͨ͘ࢲのようなएऀにظする͜とはԿͰすか、͓ฉかͤ͘
ͩさいɻ

（ճ）

　若者たちには、ॊೈ性を求めている。昔ながらの考え方も大切であるが、新しい考え方も大
切である。その新しい考え方を上の人たちに負けずにどんどん発信していってほしい。また、
なにをするに対しても、まずは、自分からという気持ちを常に持っていてほしい。

ௐࠪΛऴえて
　事前学習をしてから、新発田市の皆様にヒアリングを実施しましたが、学習では見られない
発見が多かった。
やはり、施策を実施するには、市民の皆様の理解が不可欠であり、どのようにしたらその施策
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を実施してくれるのか、このようなことを考
えることの重要性を理解できた。
　また、どうしたらこのまちにすんでくれる
のか、そのことは、単७そうで実は難しいと
いうことも理解できた。
　課題としては、どのようにしたら実施に協
力してくれるのかである。そこを今後は中心
に考えていければと考える。事前学習をして
から、新発田市の皆様にヒアリングを実施し
ましたが、学習では見られない発見が多かった。
　やはり、施策を実施するには、市民の皆様の理解が不可欠であり、どのようにしたらその施
策を実施してくれるのか、このようなことを考えることの重要性を理解できた。また、どうし
たらこのまちにすんでくれるのか、そのことは、単७そうで実は難しいということも理解でき
た。
　しかし、そのようなお話を聴いて、僕は、このような市政を考えたいと思うようになり、今
後の将来を考える良い機会となった。

────────────────────────────────

ᶚ　ถ༗ػͷ里ަྲྀセンターʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ2017年３月１日14時〜
ʦώΞϦϯάઌʧ�有機の里交流施設協議会会長　渡辺๕輝様、同　管理運営担当　斎藤和久様
  米倉ふれあい農Ԃ　斎藤道子様
ʦ文　ʧౢ田可ࡊ・古太恵人（龍谷大学法学部２回生）

１　米有ػのཬަ流ηϯλー
ᾇ　有ػのཬަ流ηϯλー։設のഎܠと࣌の׆ಈにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　有機の里交流センター開設の背景

Ұ൪ڕ　ࠨ野݈ଠ༷　中ԝ　ࢁߴ༃༷

ӈからࢁߴ༃༷、ڕ野݈ଠ༷、米ࢁ知༷ ৽ൃ田市ॴͰのώΞϦϯά
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　建物自体は、چ大庄屋斎藤ఛを改装整備したもので、斎藤ఛは昔、藩主が休息等に立ち寄っ
た時などにもてなす書院として使われていた。
　有機資源センター開設の始まりは、平成15年に農村振興総合統合補助事業というのが作られ、
土地の基盤整備を行い、田んぼを大きくするなどを含めて各地域の振興や様々な農業に関する
事業を行うことが市から許可された。その一環として米倉地区において土地の整備が行われた。
その結果、使わない余った土地が出てきた。そこで平成16年に県の補助金等を申請し、余った
土地、用途のない土地を集積し地域開発のために活用することになった。その一環として有機
の里交流センターは、建物の文化資産としての価値が低下しないように、当時の部材と間取り
を保ちながら、農村を身近に感じることのできるব外活動の場として設けられた。
　②　開設当時の活動
　米倉で育てた野ࡊ等を交流センターで加工し、地元の人に食べてもらうという活動を開設当
時から行っており、今もなお続いている。

ᾈ　ݱ在、米有ػのཬަ流ηϯλーͰはͲのような׆ಈΛ行ってい·すかɻ·ͨ、Πϕϯτ։࠵
に͓いてۤ࿑は͋り·しͨかɻ

（ճ）

　①　現在の活動について
　体験活動の他に貸館も行っているので、様々な会議や地元の方の集まり、井戸端会議等に利
用されている。基本的にはここでできたものを提供する、ここにあるものを提供するという事
を基本にしてイベント等を開催している。例えば、そば打ち体験は年間を通して行われており、
この他にも米倉でとれる山Ҷ・お米・こんにゃく・野ࡊ等を使った料理を地元の方に味わって
もらうイベントを行っている。
　②　活動に際して苦労したこと
　そば打ち体験や料理体験、料理提供、にはそれを指導する先生が必要になる。この点、最近
は地域において高齢化が進んでおり、料理指導をお願いする人を確保することに苦労している。
また、食材によってはとれる時期がバラバラなものもあり、イベントの時期に食材を確保する
のが非常に大変である。
　イベントの周知については、新発田市の広報にイベント情報を掲載している他、新ׁ日報と
いう地方紙を用いて参加者をืっている。市が協力してくれているので広報の面では特別な苦
労はない。

ᾉ　米有ػのཬަ流ηϯλーͰはௐཧ࣮शࣨや研मࣨが設けられてい·すが、࣮ࡍ、Ͳの༷な人
ͨͪが、Ͳのような的Λ࣋って༻しているのか͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　米倉有機の里交流センターでは年間を通して様々なイベントが開催されており、中でも年に
三回開催されているقઅのお膳を味わう会は人気のイベントである。
　また、施設は非常に安価での貸し出しを行っており、地元民の集いの場や、会議を行う際に
利用されることもある。話を聞いたところ、風情ある建物であることを活かしてコスプレのࡱ
影をするために利用しに来る人もいれば、新たなイベントとしてࠗ活パーティを開催し、若者
を呼びかけたこともある。
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ᾊ　৽ͨに৯の॥による·ͪづ͘りਪਐܭըがࡦ定され·しͨɻ͜の͜とΛडけてޙࠓ、米有
に༧定してされてݱのཬަ流ηϯλーͰはͲのようなऔりみがඞ要Ͱ͋ると思Θれ·すかɻػ
いるΠϕϯτは͋り·すかɻ

（ճ）

　まず、より多くの地域の方々に米倉交流センターのことを知ってもらいたいと考えている。
また、食の循環によるまちづくりの実現やより良いまちにしていくためには、市との連携等が
必要になる。施設の独立を願っているが、なかなかそうはいかないのが現状で、イベントの参
加者をืるほか、運営する人材の確保など課題は多岐に渡っている。
　活動としては、米倉の野ࡊ・お米等を都市部の方や新ׁ県以外の方、より多くの方々の知っ
てもらうと言う事、新発田市の伝統料理（笹だんご等）を若い世代に伝えていくと言う事を基
に、市の協力等を仰ぎながらイベントなどを開催していこうと考えている。
今後は特に、若い世代の人の協力が今後必要になってくる。活動に参加しているのは高齢の方
がほとんどなので、今後イベントを次に続けていける後継者とまでは言わないが、若い力が必
要になっていくので、施設としても若い人材の確保を課題としている。

２　米;れ͋い農Ԃにͭいて
ᾇ　米;れ͋い農Ԃが։Ԃし͖ͨっかけにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻՃえて、։Ԃ·Ͱのഎܠに
ͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　土地の基盤整理によって出てきた余分な土地を地域開発のために活用することがきまり、有
機資源センターや有機の里交流センターと同様に地域の復興を目的として設けられた。
施設としては地域の方だけではなく都市部の方にできる限り有機栽培を行ってもらい食の循環
を感じてもらう事、農業を知ってもらうこと、安全で安心な農作物を育てて食べてもらう事等
を目的としている。

ᾈ　農Ԃの։Ԃは有ػ資源ηϯλー・ަ流ηϯλーよりޙに։Ԃされてい·すが、Կかが生͡
ͨのͰすかɻ

（ճ）

　問題はなかったが、今農地となっている部分は初め何もない更地の状態であった。そこから
現在の整備された農地になるまでにはかなりの時間がかかった。農業の基本は土づくりなので、
この点土づくりにおいては大変な苦労があった。
　開Ԃしてからは、貸付農Ԃを利用する方の栽培指導等を中心に行ってきた。初めは、利用者
の方のほとんどが農業未経験者であったが、年を重ねるほどに栽培がうまくなっていった。

ᾉ　;れ͋い農Ԃ（ି付農Ԃ）Ͱ行っているଯංの༻にͭいて
（ճ）

　堆肥を使った栽培は、特別難しいと言う事ではないが、ただ堆肥をたくさん使えばいいとい
う事ではなく、堆肥だけでは土の栄養にならないので、土の栄養状態を見ながら使っていかな
ければならない。そのため、農Ԃにはアドバイザーがいて、利用者に栽培方法や堆肥の使用な
どをアドバイスしている。
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　農Ԃでは堆肥の使用を原則としているが、中には化学肥料を使っていらっしゃる方もいて、
堆肥を用いた栽培が今後広がっていくことを目指している。
　
ᾊ　ଯංΛ༻いてҭてるのと、化学ංྉΛ༻いてҭてるのとͰは、農作にͲんなҧいが生·れる
のかɻ

（ճ）

　化学肥料は栄養分が豊富なので、野ࡊが一気に栄養を吸収してしまって苦くなるものが多々
ある。この点、堆肥はゆっくり長い時間をかけて育つので、その分調整しながら育つことが出
来きる。堆肥は自然な野ࡊ本来の味を引き出すことが出来るので、化学肥料との間には味の違
いが生まれる。
　
ᾋ　ݱ在、Ͳの༷なํがି付農ԂΛ利༻されてい·すかɻ
（ճ）

　現役を引退された方が多く、時間に余裕がある方が利用している。中には若い人も利用して
いる。これは、家にアレルギー等を持った人がいて、家に安心安全なものを作って食べさ
せたいと思っている方などが多い。地域関係なく新発田市以外の所から農Ԃに来て貸付を利用
している方も多い。また、自分の農地が何らかの形で使えなくなった人も農Ԃを利用している。
夫්で利用していることもあれば、家で週末に農Ԃを訪れて育てた農作物を収穫しているこ
ともある。20代ぐらいの若い方、小学生、中学生、高校生は主に収穫体験をしていることが多
く、農Ԃ全体で言えば老若男女問わず農Ԃを利用している。

ᾌ　;れ͋い農ԂͰは、ޙࠓͲのような׆ಈΛ行ってい͖ͨいと考えて͓られ·すかɻ͓ฉかͤ͘
ͩさいɻ

（ճ）

　①　ここは市の施設なので、役所の方とも話し合い、市の方針に沿った「食の循環」という
ものをずっと続けていけるようにすること。また、今は貸付をメインに農地を広げている
ので後々は、貸付による農地の利用が大半になっていることを目指している。これに加え
て、収穫体験も行っていき農Ԃを多くの方に利用してもらう事を目指していく。

　②　今後の展望
　　➳　農Ԃの運営について
　　　農業は力仕事が多く男性の仕事のように思われがちだが、野ࡊに虫が付いているとか、

野ࡊのちょっとした見た目の変化などの細やかなことに気づきやすいのは女性の方が多い。
また、育てた野ࡊの食べ方をアドバイスするなど、その他栽培面については女性の方が向
いているし、女性だからできることが多々ある。最近では、農業機械の性能が発展してお
り女性でもできることが増えてきているので、農業は女性向きになっていく。この点、農
Ԃには女性のスタッフが半数いて男性にはできない部分の仕事を担っている。これからは、
女性が農業をしていくようになると思われるが、それでもやはり力仕事が必要になってく
るので、男性・女性がそれぞれの特異を活かし農Ԃを運営していくことが課題であるとし
ている。
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　　➴　農Ԃの拡大
　　　農Ԃを拡大していくには、それと同時にそれを運営していくスタッフが必要ではないか

と考えられるが、実はその逆で貸付にしてしまえば、農地を管理するのは利用者なのでス
タッフは少なくて済む。とは言ってもすべての農地の状態を握してアドバイス等を行う
のは限界があり、利用者がいない農地についても、いつでも使えるように整備しておかな
いといけないので、現地点ではݫしいところがある。そのため、サポーター（栽培の時に
草取りや石रい等を手伝ってくれる地元の方）の力がより必要になってくる。

　　➵　農地の利用
　　　これからは、20代・30代の若い世代に農地を利用してもらい、できる限り長い間農地を

利用してもらうことが必要になってくる。なぜなら農作物は始めてすぐにできるものでは
なく、それなりに時間がかかるもの。それを育てる人も時間をかけて上達していく。今後
は広い農地を長く使ってもらえる人に利用してもらうことが必要である。

ᾍ　米;れ͋い農Ԃにݶらͣ、৽ൃ田市Ͱҭてられている農作にはͲんな特徴が͋り·すかɻ
͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　新発田市はアスパラガスなどが有名で中には直径４センチほどのものもある。新ׁ県ではナ
ンバーワンの生産数を誇っている。また、さりҶも有名で大阪などの里Ҷの２ഒの値段がする
ものもあり、味はとてもい。加えて、越後ඣ（いちご）も有名で度が非常に高く、果が
ॊらかいので長期間の出荷は出来なかったが、現在は改良され東京や大阪等に出荷されている。
ほとんどは新ׁ県内で消費され、あまり県外に出荷されていないので、他県で見かけることは
あまりない。栽培については、かなり神経を使って栽培されているとのことで、みを重視し
ている。
　出荷する野ࡊは京野ࡊが多く、京都とかなり深い縁がある。他には大阪に山Ҷとほりかわご
ぼう・長ネギ・さりҶ等を出荷している。

ᾎ　米有ػ資源ηϯλ─の設ཱഎܠにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　①　設立背景について
　平成12年に循環型社会形成推進基本法というのが設けられ、大量生産、大量廃棄から循環型
社会に変えていく取り組みが目指された。つまり食べた残りを堆肥にし、その堆肥でまた野ࡊ
やお米を作るという循環を行うことで環境の保全を実現するというもの。これは平成16年に家
சの排ᔔの利用促進法が設けられ、家சのฅ等を畑などに積んで放置しておくことが出来なく
なった。また、稲葉やもみ֪は畑で焼いていたがこれも公害につながるとしてې止された。こ
のことを受けて家சのฅやもみ֪等の処理施設が必要となったので、土地の基盤整理で出てき
た余分な土地を活用して米倉有機資源センターが設立された。
　②　ष気問題について
　やはりष気問題というものは、地域の方の理解を得るという点において苦労があったように
感じた。そもそもこの施設を設立するときに、住民投票を行っており、また、設立が決まって
からも、ष気測定と水質調査を毎年行っている。この地域で下水の整備が早急にされたのも、
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施設設立と大きく関わっていた。また、堆肥の発߬方法についての研究もされており、よりष
いを出さない方法を追求している。実際に堆肥を発߬させている施設を訪問したが、施設外に
においは࿙れておらず、使用されている堆肥は無षであった。

ᾏ　米有ػ資源ηϯλーΛޙࠓ、Ͳのようなࢪ設にしてい͖ͨいと͓考えͰすかɻ
（ճ）

　①　どの様な施設にしていきたいか
　一番は、米倉有機資源センターで生産した堆肥を市内でさらに活用していってもらう事であ
る。また、小中学校の体験学習なども受け入れていく予定だ。
　ただ問題点としては、施設の老朽化問題や、販売先の確保などが挙げられており、それらの
対策も必要であるが、市や行政に「米倉をもっと知ってもらう」ことが重要である。行政との
更なる連携により、知名度の向上が最優先の課題である。
　②　食の循環によるまちづくり推進計画との関係について
　食の循環によるまちづくり推進計画が策定されたのが平成２８年で米倉有機資源センターが
設立される以前にできたものであるため、この計画に則るように強制されているわけではなく、
今まで通り施設を運営している。

ௐࠪΛऴえて
　近年、産業が目まぐるしく発展してきたことから、環境破壊が進み、地球温暖化や水質汚
濁・公害問題が発生した。このことを受けて大量生産・大量廃棄から循環型社会の形成を目指
す取り組みが行われ始め、「食の循環によるまちづくり」はその中の一つである。

༷ٱ౻ࡈはᬒ๕ً༷、ӈはࠨ

;るさと農Ԃのスλッϑのօ༷

ᬒ๕ً༷

;るさと農Ԃの෩ܠ
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　新発田市は生ごみの分別・回収や、堆肥の活
用など市が指定した業者にすべてを任すのでは
なく、それぞれの循環の過程において地域の住
民が深くかかわり、まちづくりの主体となるこ
とを目標に掲げている。そして、まちづくりを
発展させていくためにはどんな活動でも取り入
れ、市民の自発的な活動がまちづくりの中心に
なる事を目指しているという自治体のॊೈな体
制については感を受けた。しかし、「食の循
環によるまちづくり」を支えている各施設では、
地域が今๊えている少子高齢化や都市への人口集中等の問題から自発的で活発な活動を行うこ
とが難しくなっている現状がある。このことをؑみると各施設と自治体との益々の連携や協力、
各地域のことを市も市民もより知っていくことが必要ではないかと考える。
　新ׁ県という農業大国に寄せられる多大なる期待に独自の観点から政策に取り組む姿と直
に触れ、その期待に対する少しの不安がᐜ༕であったことを௧感させられた。今後、新ׁ県の
農業に取り組む姿が全国へと伝わっていき、日本の農業がさらに発展していく光景が目にු
かんでいる。

地域ੈ界農業遺産ɺ生ଟ༷性ௐࠪࠤݝ৽ׁ　ࡾ
ᶗ　佐市役所・佐ੈքۀҨ࢈ௐࠪᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ　2017年３月１日10時〜
ʦώΞϦϯάઌʧ　佐渡市役所　農林水産課　農業政策室　生物共生推進係　西孝行様
ʦ文　ʧ　米住京子（龍谷大学法学部２回生）

ᾇ　ࠤ市શମとしての՝はͲのようなのが͋り·すかɻ·ͨ、市のऔりみの中Ͱੈ界農業
遺産に関するऔりみの位置づけはͲのようなのͰすかɻ

（ճ）

　佐渡だけではなく全国的な問題であるが、佐渡での高齢化率は40％を超えている。しかし、
都会と違って高齢者の数が増えているわけではなく、高齢化率が増えているのである。
　佐渡は第１次産業の中で農業の占める割合が大きいが、販売農家の約70％は60ࡀ以上なので、
農業の担い手をどうするかというのが課題である。

ᾈ　「τΩとڞ生するࠤのཬࢁ」Λੈ界農業遺産にਃしようと思っ͖ͨっかけΛ͓ฉかͤͩ͘
さいɻ·ͨ、そのऔりみの中Ͱۤ࿑しͨ͜とが͋れڭえてͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　「गと暮らす郷」認証米制度立ち上げまでのي跡
　佐渡の作付面積は約5000ϔクタールで、そのうち4000ϔクタールは近代化された農地であ
る。パイプをひねれば水が出て、ౙ場は乾きやすい。しかし、生物にとっては棲みにくい環境
である。トキの野生復帰を目指すにあたり、トキのえさ場となる田んぼの生態系を増やすこと
は絶対であった。まずは小佐渡東部に60Ӌ定着させることを目標にトキの野生復帰は始まった

;るさと農Ԃに͋るିし出し農۩
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が、それはそこの地域だけの問題であって、東部以外の地域は関係がないと思われていた。だ
が、トキは鳥であり自由に佐渡全体を飛び回ることが出来るのだから、東部ではなく佐渡全体
の田んぼを豊かにしなければならないのではないかという考えから、認証制度は始まった。
　もうひとつの要因として、平成16年の台風直ܸがある。その年の８月、ちょうどお米の穂が
出る頃の佐渡に熱風が吹き荒れた。本来２万トンとれるはずが、台風の影響で全然お米がとれ
ず首都圏などに出荷できなかった。当時スーパーにお米は新ׁ産か魚প産のコシヒカリがあれ
ばよかったので、佐渡産のコシヒカリとして売られることはなかった。そうするとそのཌ年か
ら、新ׁ県産コシヒカリは佐渡のお米を取り寄せていたスーパーは、「去年台風の影響で佐渡
から取り寄せられなかったから、今年は違う地域のお米を取り寄せよう。」と考えるため、そ
の年から佐渡のお米は売れなくなってしまう。そうして売れ残ったお米は5000トンになった。
　さらに、お米の売れない産地は生産調整を国から強化されるため、お米が作れず農家の生産
意欲は上がらない。そして、耕作放棄地も増えていき、生物多様性の豊かな田んぼはࣦわれて
いった。だから、佐渡をお米が売れる産地にしなくてはならないし、一方でトキのえさ場も確
保しなくてはならない。この２つをクリアしていくために認証米制度は生まれた。
　②　世界農業遺産に申請しようとしたきっかけ
　世界農業遺産は2002年に'AOで始まった。当初は、発展途上国に伝わる伝統的な農業を守
るシステムであったが、研究で'AOと繋がりのあった国連大学が先進国の里山にも多面的な
価値はあるだろうということで、世界農業遺産を先進国にも取り入れようと'AOに提案した。
そこで、単なるトキの保護だけではなく、トキの保護を農業振興や生物多様性につなげている
佐渡が推નされたことがきっかけである。

ᾉ　ੈ界農業遺産のೝ定にけてࠤ市ຽのํにͲのようなใΛఏڙしてྗڠΛಘͨのͰしΐう
かɻ

（ճ）

　⑴　佐渡市の農家の反応
　認証米制度の説明会では抗するというより、無関心に近い反応であった。「市がそんなに
言うならやってみようか。」「トキが来てくれるならやってみようか。」という思いから参加し
てくれる農家が増えていった。
　農家が一番増えた理由は、国が行う前に佐渡が独自で佐渡版の環境保全型農業直接支交付
金をやっていたからではないかと考えられる。

ᾊ　ੈ界農業遺産のೝ定ޙ、ଞのೝ定地域とͲのようなަ流Λ行っていらっしΌい·すかɻ
（ճ）

　①　世界農業遺産の認知度を上げるために
　世界農業遺産を活用しようにも、今の日本では知名度が低いから活用のしようがない。だか
ら、まずは世界農業遺産を知ってもらわなくてはなくない。そのために、認定地域８地域で組
織された世界農業遺産広域連携推進会議はイベントを開催している。佐渡市がا画したイベン
トは食という切り口で世界農魚遺産を伝えていこうというものであった。このイベントでは認
定８地域がすべて集まり、熊本の赤牛や静岡のお茶などそれぞれの地域が一品を出品した。そ
して、イベントに参加した料理家がそれぞれひとつの地域を担当し、出品されたもののレシピ
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を開発する。各地域は世界農業遺産についてのプレゼンを行うというのが詳細である。参加者
は、料理教室を経営している人やフードブロガー、料理研究家などの40人の料理家で、メディ
アも取材に訪れた。

ᾋ　ੈ界農業遺産ೝ定によってࠤ市にͲのようなӨڹが͋っͨのかڭえてͩ͘さいɻ
（ճ）

　①　認証米制度による影響
　認証米制度は佐渡のお米のイメージアップに行ったもので、この取り組みによって佐渡のお
米を新ׁ県産コシヒカリとしてではなく、佐渡産コシヒカリとして売ってくれるお店も増えき
た。売れ残っていた5000トンのお米はもうなく、佐渡産コシヒカリは契約されて完売状態であ
る。売れ残りがなく、佐渡産コシヒカリとして売れるようになって農家としてもメリットがあ
るし、もちろん生産調整をされることはなくなった。
　認証米は手間がかかるため、高く売りたいと農家は思うが、自身で直接お米を売る農家は少
なかった。佐渡では+Aがお米を集めて全農に売り、全農が出荷している。全農に売るときに
認証米を佐渡産のお米より1500円の価値をつけて売っている。したがって、普通の佐渡米より
も高いので、お店では５キロ2980円で売られている。しかし、一般の消費者は５キロ1500円か
ら2000円くらいのお米を買っているので、認証米を3000トン出荷しても、売れるのは1500トン
くらいである。これでは認証米を売る販売メリットを感じることはできないので、認証米を自
身で売る農家が増えた。農家が暮らしていくためにも、経営コストを減しながら法人化して
10ϔクタールを家経営したり、お米とおけさ柿の複合経営で成り立たせたりするなどの様々
な経営モデルを考えていかなければならない。

ᾌ　ੈ界農業遺産のೝ定にけて୨田にはͲのような՝が͋り·しͨかɻ·ͨ、その՝ΛͲの
ようにղܾされ·しͨかɻ

（ճ）

　①　世界農業遺産の認定に向けて୨田として努力したこと
　୨田地域は佐渡にたくさんあり、高齢化も著しいし、生産効率も良くない。世界農業遺産認
定前に市が主導する୨田協議会があったが、すぐ解散してしまった。農家の人々は市役所を頼
りすぎてしまって、自分たちでどうにかしようという気持ちが足りなかったのである。しかし、
世界農業遺産に認定されてから୨田地域が主導する୨田協議会が出来た。୨田協議会が出来て
地域おこし協力ୂもやって来て、どろんこバレーをやったり、୨田の資源を活用していこうと
いう動きがみられた。協議会が出来たからといって、୨田地域の全部が潤うわけではなく、少
しずつ୨田の元気な姿を発信していくことが重要である。

ᾍ　ࠤの౷文化ΛͲのようにอ存・ൃలさͤてい͖·すかɻ

（ճ）

　①　佐渡のَ太ޑ
َ太ޑとはいろんな流があり、ळの豊作を願う農文化である。佐渡では毎年お祭りがあり、
人々は一か月前から神社や集会所に集まって練習や準備をする。その中で集落の結ଋ力やコ
ミュニティを高めるのだが、高度経済成長のときにはَ太ޑをࣙめてしまう集落が増えた。し
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かし、時が経つにつれ価値観も変化していき、َ太ޑを復活させる集落が増えた。全国的に芸
能というものはなくなってきているが、佐渡の能は農民がやっているので減らないのである。
その証ڌに、小さい島には36もの能舞台が現存している。

ᾎ　「τΩとڞ生するࠤのཬࢁ」のޙࠓのকདྷ૾にͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
ঝするͨΊに、୲いखෆのΛͲうする͖ͩとܧの豊かな自然Λकりࠤ、ޙࠓ、ͨ·　　
考えていらっしΌい·すかɻ

（ճ）

　①　佐渡の担い手対策
　新規ब農者に対する給付金は新ׁ県で一番多いのが佐渡である。また、東京や大阪で開催さ
れ、新規ब農を考えている人が集まるフェアに、農家や市役所職員の方は積極的に参加してい
る。
　最近では孫ターンやIターンの若者が増えていて、地域おこし協力ୂの応ื者にも孫ターン
の若者がいる。昔は「島から出た方がいい。」という教育がされてきたが、心の豊かさみたい
なものが注目されるようになり、若者の中で価値観が変わっていっているのではないかと考え
られる。
　地域おこし協力ୂとは総務省が行っていて、佐渡で暮らしていない人が佐渡の集落に入って
３年間地域おこしの活動をしている。佐渡はその地域おこし協力ୂの定着率が85％と非常に高
い。
　②　本来の生物多様性を知ってもらうために
　近年、市からの補助金がもらえるなら認証米を作ろうという農家が増えてきていて、本当の
意味の生物多様性を知らない農家が増えている。佐渡には意識の高い農家が多いが、全ての農
家が生物多様性を理解しているわけではない。生物多様性を知ってもらう取り組みとして年に
２回の勉強会を開催している。
　③　認証米のストーリー性を広めるために
認証米の販路は全国に拡大しているが、自由化によって今ではドラックストアでもお米が買え
る。しかし、それではお店に認証米が並んでいてもストーリー性は伝わらず、٬には高いお米
という認識しか生まれない。そこで、スーパーよりもお米屋さんに比重を置き、全国のお米屋
さんとの取引を大切にしている。今生き残っているお米屋さんはおしゃべり上手で、その産地
のお米を語って店頭で精米して販売している。そのようなお米屋さんに認証米を語ってもらう
ようにすれば、認証米のストーリー性は伝わる。しかし、お米屋さんは昔より少なくなってい
るのも事実なので、認証米のホームページを作り産地情報などを載せている。
　ᶆ　生物多様性の地域づくりに立ち返って
　トキの保護にはトキのえさ場である田んぼが重要で、佐渡の生物多様性は農業から始まった。
認証米も10年が経ってしまうと、認証米は埋もれてしまって生物多様性の地域づくりもബまっ
てしまう。それを防ぐために売ることや作ることばかりではなく、生物多様性の地域づくりの
地域づくりを重視していかなければならない。
　ᶇ　生物多様性の地域づくりのために
　平成29年度に認証米制度の要件を変えて、ܣ畔に除草ࡎを使うことをې止にした。佐渡の農
家は元々草刈りが丁寧で、除草ࡎを使う農家はいなかったが、担い手の問題もあり規模集約さ
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れると、除草ࡎを使う農家も増えてきたため、認証米を生産する農家は除草ࡎを使用すること
を明確にې止したのである。さらに、認証米制度の要件のひとつである生きものを育む農法の
中に「無農ༀ」というカテゴリーも加えた。こうして少しずつ認証米をレベルアップしながら、
佐渡は生物多様性に力を入れていこうとしている。他にも、生物多様性の地域づくりとして、
生物多様性の子ども会議や田んぼアートなどの取り組みも考えられている。
　ᶈ　これからの課題
　30年問題が大きな課題である。生産調整が廃止されて米価が落ちたとき、産地としてどうす
るべきかを考えなければならない。小規模農業の価値を日本で支え合い、分かり合い、共感す
ることが大切である。
　ᶉ　佐渡の食育
　学校給食では週５回のうち４回はご൧で１回はパンだが、ご൧はトキの認証米で、パンも認
証米の米คが使われている。しかし、小学生はそれを知らないから、知ってもらうために小中
学校に世界農業遺産の授業を取り入れようとしている。小学４年生から６年生が対象の「佐渡
kids生きもの調査ୂ」はトキとお米の関係を勉強しているが、小学生だけではなく高校生とも
何か取り組みたいということから、農業に関することを学んでいる新ׁ県立佐渡総合高校の生
ెとも連携している。これから大切なのは、小学生や高校生など若い世代に世界農業遺産につ
いて教育をすることである。

ௐࠪΛऴえて
　私は生まれも育ちも京都府で、ศ利な街に住んでいる。京都府でももちろん農家の方はいる
が、私の周りに農家はいない。そのせいか、佐渡について調査するまで農業が๊える問題につ
いて、あまりピンときていなかった。テレビでは農業の問題について取り上げている番組を見
かけるが、「日本の大きな課題のひとつ」という認識しか生まれなかった。
　しかし、実際に市役所でお話を聴くと非常にリアルな問題が見えてきた。農業の担い手の不
足や高齢化率の増加はやはりどこの地域も๊えているものだったが、トキの保護や世界農業遺
産の認知度、認証米のストーリー性と生物多様性の理解、佐渡の農業に関する教育、などの問
題は佐渡ならではのリアルな問題であった。
　このような課題もあるが、とても印象に残ったのはその課題に対する取り組みを積極的に
行っていることである。トキの保護のためにえさ場となる田んぼを整備し、かつ、台風の影響
で売れ残っていたお米を売るために「गと暮らす郷」認証米制度を立ち上げ、結果として売

市ॴにてࠤ 　行༷
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れ残ったお米はなくなり、お店は佐渡のお米を新ׁ県産コシヒカリではなく佐渡産コシヒカリ
として売ってくれるようになるなど、佐渡のお米のイメージアップにつながった。一時は絶滅
したトキも今では野生復帰に成ޭしており、人が住んでいる場所でもトキの姿を見ることがで
きる。行政や農家の方のこの努力が、佐渡市民の生物多様性の認知度の高さだったり、孫ター
ンやIターンの若者が増えていたり、地域おこし協力ୂの定着率が高いなどの成果にもつながっ
ているといえる。
　今の日本の農業は課題も多く、暗い部分もあるかもしれないが、佐渡の農業には希望がある
ように思う。佐渡の農業のモデルを全国にも発信して、皆が日本の農業の魅力やお米の魅力に
気づくことが大切だと思った。私自身もいずれ日本を支えていく若者の一人として、日本の農
業について考えなければいけない。

────────────────────────────────

ᶘ　৽ׁݝ佐Ҭৼڵௐࠪ　ᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ2017年３月１日13時30分〜
ʦώΞϦϯάઌʧ�新ׁ県佐渡振興局　ا画振興部　地域振興課長　ยۅ　३様
  　同　農林水産振興部　農地整備課長　ळ山　ོ様
  　同　農林水産振興部　農村整備課長　松尾　勝則様
  　同　農林水産振興部　農村計画課主査　金子　均様
ʦ文　ʧ山本ӳ樹（龍谷大学法学部２回生）

１　৽ׁ県にͭいて
　ᾇ　৽ׁ県に͓けるࠤ地域の位置づけや՝にͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　①　佐渡地域の位置づけ
　新ׁ県の観光やそのイメージにおいて、佐渡島は非常に重要な役割を果たしている。例えば、
相川金山を代表とする佐渡の金山ۜ山、それに関する製࿉所跡などの史跡や岩首昇竜୨田など
の景勝地が挙げられる。また、トキの野生復帰や日本初の世界農業遺産認定など自然環境への
対策に関して、先進的な取り組みが行われている。
　②　課題
　まず、佐渡の人口においては人口の減少数と減少率がともに拡大していることから、人を外
からいかに引き込むのかということや内から外への流出を防ぐのかということが課題である。
人口減少、特に若年層の流出によって、佐渡の基幹産業である一次産業だけでなく、他の産業
の停滞が課題となっている。さらに、一次産業における担い手不足も課題である。
　佐渡は本土から離れた離島であることから以前は、フェリーとともに飛行機の定期ศも離着
陸していたが、平成26年４月から運休しており、不ศである。フェリーも利用者の減少やフェ
リーの老朽化によりフェリーの経営もݫしくなりつつある。
　観光においては、商品のߪ入や団体ཱྀ行からグリーンツーリズム、エコツーリズムなどの体
験型のཱྀ行や個人ཱྀ行に変化してきている。多様化しているため、ॊೈに対応することが求め
られている。また、佐渡は金山ۜ山やトキ、َ太ޑなどをはじめとする観光資源が豊富である
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が、一方で交通面やౙの時期の観光٬の減少が課題であることから、年間を通じた質の高い集
٬プランの策定などが求められている。これによって、課題の一つである観光におけるリピー
ターの数を増やしていくということにつながる。

ᾈ　ࠤ地域ৼہڵはࠤのৼڵΛ行うに͋ͨってͲのような͜とに重点Λ置いているのͰすかɻ
（ճ）

　佐渡での取り組みを行っていくうえでの予算は大きく分けて２つである。１つ目は本庁各部
の方針により割り振られているものと２つ目は、佐渡の地域振興のために地域佐渡振興局の内
部において横断的にࣥ行できるものとに分けられる。その中でも地域振興関係予算が地域振興
のために活用されている。地域振興関係予算は平成26年度から平成28年度に策定されたもので、

「住んでみたい佐渡、行ってみたい佐渡」を基本理念としており、２つの重点テーマと７つの
施策の展開を柱とした取り組みが行われている。
　そこで、２つの重点テーマを目的ごとに分けると１つは、佐渡の有する魅力をより高めるこ
とを目的としているものである。ここでは、産業間の連携や各地域産業の活性化、その他、今
ある観光資源に加えて、新たな観光資源を開発し、活用していくことなどである。具体的な取
り組みとしては、新たな「佐渡の食」活用推進事業の一環として新たな農作物の活用やط存の
農作物の新たな活用の提案などにより、地産地消とともに農業、水産業、観光を結び付け、地
域振興を図っている。
　もう１つは、佐渡の魅力を観光として佐渡の外に発信していくことを目的としているもので
ある。これは、高めてきた佐渡の魅力を前提とした上で、本土や他県の観光٬に発信していく
ことである。いくら魅力があっても、そのことを観光٬が知らなければ、地域振興や観光٬の
増加などにはつながらないと考えられることから魅力向上に加えて、情報発信や観光のための
準備も非常に重要である。具体的には、近年、観光٬が増加している宿根木地区での観光プラ
ンの創設を目的として県道の整備等が行われている。
　このことから、佐渡の地域振興には観光とともに地域の活性化や情報発信が重点として想定
されている。

２　ੈ界農業遺産にͭいて
ᾉ　ੈ界農業遺産ೝ定のաఔに͓ける農政ہやࠤ市とのؒऀࡾの࿈ܞに関して、৽ׁ県の
ׂやྀされͨ点にͭいて͓ฉかͤ下さいɻ

（ճ）

　新ׁ県としては、佐渡地域の世界農業遺産の申請、認定に関して国と佐渡市のパイプ役とし
て携わった。他の世界農業遺産認定地域とは異なり、認定地域が佐渡市のみであることから、
佐渡市が中心となって申請し、新ׁ県佐渡地域振興局としてはサポートやパイプ役として世界
農業遺産の申請、認定に関わった。
　また、世界農業遺産の申請・認定前に行われたगと暮らす認証米制度の設置に関して新ׁ
県が認証米制度の設置の前段階として効果を確かめるために実証実験を行った。この実証実験
による効果がある程度見込めるという結果が出たことなどから、佐渡市に制度の設置を推進し
た。これによって佐渡市で認証米制度が設置されるに至ったという背景がある。
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ᾊ　৽ׁ県として୨田の׆༻やอશにͭいてͲのようなऔりみΛ行って͜られͨのͰすかɻ
（ճ）

　担い手の確保などによって積極的に行いたいという人がいれば、支援を行っている。以前ま
では、地域組織がしっかりしており、複数で水路や୨田の整備が行われていたが、現在ではや
はりではݫしい。要因としては、農業従事者の減少や高齢化に加えて、୨田は中山間地域など
の急な斜面に設けれられており、整備に手間がかかることから整備が行われていなかったりす
るということがある。また、ハード面の整備に関しては、補助金などを通じて支援することが
できるが、ソフト面における支援はなかなかできないというのが現状であり、何もしなければ、
耕作放棄地が増加してしまい景観としても良くない。
　そこで、新ׁ県全土を対象として、ボランティアによる୨田の保全を行っていくために新ׁ
県の農地部の職員が中心となって、ECHIGO୨田サポーターというものが平成11年３月に設け
られた。佐渡地域においては、小倉地区と岩根沢地区で用水路の除や草刈りなどの手伝いが
行われている。特に小倉地区においては、小倉千ຕ田があり、୨田オーナー制度も設けられて
いるため、オーナーになった人などが農業体験
として稲の植え付けを行っているが、オーナー
の人たちの大半が佐渡島以外の本土の人々であ
ることから、頻繁に来ることができない。そこ
で、地元の人々で構成されたボランティア集団
であるECHIGO୨田サポーターが足りない部分
の草刈りやその他の整備を手伝っている。サ
ポーターになっているのは、地元の人々が半数
であり、県の職員も多く含まれている。さらに、
地元のا業もサポーターとして多く含まれてい
るという特徴がある。

ᾋ　৽ׁ県としてτΩのอ׆ޢಈにͭいてͲのようなऔりみΛ行って͜られͨのͰすかɻ
（ճ）

　新ׁ県佐渡地域振興局が行っている事業として主に３つである。
　まず、１つ目は地域振興部が部の予算を用いて行っている国府川等統合河川環境整備事業で
ある。これは、トキの野生復帰に向けた一環として、河川を整備することで、多くの生物が生
息する河川環境の保全、再生、創出を目的として行われているものである。平成29年度からは
新たに地域振興関係予算を用いて、現在設置されている江の稼働状況などの調査が行われる予
定である。
　２つ目は、農林水産振興部の中でも林業部門が取り組んでいる森林害虫ۦ除事業である。こ
れは、トキのӤ場などは整備されつつあるが、一方でトキの巣となりうる松が松くい虫などの
害虫被害によって、減少していることからトキの生息環境である松を保護していくことによっ
てトキの定着に関わっていくというものである。Ӥ場などの୨田は注目されているが、巣とな
る森林、特に松などの保護がなされていないため重要である。
　３つ目は同じく農林水産振興部の農地部門が行っている生物多様性対応基盤整備促進パイ
ロット事業である。ここでは、トキの保護の一環として、新穂正明寺地区の田の水源である清

टঢཽ୨田ؠ　市ࠤ
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水平ため池の改मに加えて、Ӥとなりうるドジョウなどの生物の生息環境を向上していくこと
で、多様な生物が生息する地域作りを目標として行われている。
　佐渡地域振興局以外の部局が行っている事業として、さらに２つある。１つ目は、環境ا画
課の行っている佐渡トキ保護センターである。これは、トキのࣂ育や繁殖、野生復帰の推進に
よって、トキの保護増殖を行っているものである。２つ目は、トキをプロデュース・野生復帰
推進事業である。これは、直接的なトキの生息環境に関わっていくという取り組みというより
は、トキの取り組みを全国に発信することで、新ׁ県の環境イメージを高めるとともに、県民
の理解や満足度の向上を図るために行われている。
　これらの取り組みを県として行うことでトキの保護に取り組んでいる。

ᾌ　ੈ界農業遺産と৽ׁ県の観ޫ政ࡦはͲのような関係に͋るのͰすかɻ
（ճ）

　世界農業遺産という名前を直接活用していくというよりは、世界農業遺産の取り組みによる
環境状況の向上による効果であるトキの野生復帰や୨田を観光資源として活用している。トキ
は、佐渡の金山ۜ山等の観光資源と比べても非常に高い魅力や認知度があり、トキの森公Ԃも
観光施設として重要である。また、୨田においても景観という面で非常に効果があり、佐渡の
イメージ向上等にも用いられてきている。小倉地域の小倉千ຕ田では、୨田オーナー制度が導
入されていることから、オーナーとなった人々が農作業体験等を通じた交流人口の増加につな
がっている。最盛期の佐渡の観光者数が120万人だったが、現在では、最盛期の半分以下であ
る50万に程度にまで減少していることから観光への転用が重要となってきている。

ᾍ　৽ׁ県としてࠤ、ޙࠓ地域ΛよりҰൃలさͤるͨΊに、ੈ界農業遺産ΛͲのように׆༻し
てい͘のͰすかɻ

（ճ）

　まずは、世界農業遺産の生としてトキや୨田を観光資源として活用していく。トキに関し
て、現在野生のトキを見ることができる観察施設の建設という計画を推進しており、今後この
施設も観光資源として活用していく。
　次に、世界農業遺産を用いて、佐渡の食材のイメージアップや情報発信を行っている。特に
ここでは、世界農業遺産に認定された日本の地域間で連携していくために設置された世界農業
遺産広域連携推進会議でP3事業が行われている。各認定地域がイベントをا画して、意欲が
ある地域が参加していくというイベントをا画している。今年度は、平成29年２月21日に料理
家や料理ブログを書いているブロガーなどを対象として世界農業遺産や各地域の特産物を紹介
し、これを用いた料理を試食してもらうというイベントを開催した。以前までは、販売やパネ
ルでの展示が多かったが、今回は料理家などに料理を試食してもらうことで、品質の良さを
知ってもらい今後利用してもらったり、そのことをブログなどで掲載してもらうことで、共感
を広げ、世界農業遺産の理念を発信してもらったりすることが目的とされている。ここでは、
使用された食材の紹介を行った上で、実際に食べてもらい、交流を深めることでより効果が高
まった。
　その他に、世界農業遺産の認定から５年が経過することを起点として今後の世界農業遺産の
展望や取り組みを推進していくために佐渡市世界農業遺産推進会議の設置がا画されている。
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ここで、世界農業遺産の活用を推進するために、アクションプランを策定するとともに、世界
農業遺産の価値や認知度を高めていき、佐渡の地域振興を図ることを目的としている。現在設
立中であるが、佐渡市が中心となって、佐渡地域振興局や+Aとも連携しながら、活動してい
くことが予定されている。
　また、世界農業遺産、申請中の世界遺産とジオパークの三大資産を佐渡のストーリー関連付
けながら活用していく。ストーリーとしては、佐渡の金山が発見されたことでゴールドラッ
シュが到来し、狭い島に人口が流入してきたため、食ྐ不足が生じてきた。そこで、食ྐを確
保するために急な斜面を切り開いて、୨田を設置した。しかし、୨田は斜面に設置されており、
水の確保が困難であったので、金山の開発のために使われていた༲水技術である水上ྠが転用
されたという経Ңがある。そこにトキや他の生物が生息したことで、里山を中心とした独自の
環境が作り出されてきた。これらを保護するために世界農業遺産や世界遺産、ジオパークとし
て認定されてきた。これが佐渡のストーリーであり、振興等のために活用していく。

ᾎ　観ޫとڥのཱ྆Λ図かってい͘͜とに関して、Ͳのように͓考えͰしΐうかɻ
（ճ）

　佐渡市内では環境への配慮や観光のルール作りのためにి動自転車の配置や८回バスの運行
がا画されている。
　トキの保護に関して、今後トキの生息数の増加に伴って、佐渡島から本土へ移動していくこ
とが頻繁になると考えられる。ここで、佐渡の人々は比較的本土の人々に比べて野生のトキを
見׳れていたり、関わり合いについて理解していたりするが、一方で本土の人々にとって、ま
だトキは珍しい存在であることから不用意に近づいていったり、写真をࡱったりということを
行っている。それによって、トキがストレスを感じて、なかなかӤを食べれなかったりするこ
とで、死んでしまったり、衰ऑしていったりというような影響が出てきてしまうことが課題で
ある。そこで、新ׁ県としては自然保護の方とも連携して、ホームページでトキのかかわり
方に関する情報を発信していくことで、理解を求めていく。　　このことに関連して、トキの
保護と観光への活用を図っていくうえで、野生のトキが比較的高い確率で見れるような観察施
設の建設をا画している。これによって、トキにストレスをかけないようにしつつ、観光資源
としても活用していく。ただし、この折り合いが課題であるといえることから、今後取り組み
を進めていく。

農地ிࣷͰのώΞϦϯάہڵ地域ৼࠤ ོ༷　ࢁদඌউଇ༷、ळ、༷ۉ　からۚ子ࠨ
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ௐࠪΛऴえて
　日本全国で、農業従事者の減少や高齢化という課題が生じてきていたり、地域振興や観光の
推進という課題も生じていたりしており、新ׁ県においても例外ではない。特に、新ׁ県の重
要な観光地である佐渡の୨田は特に深刻である。୨田は急な斜面に設けられていることから高
齢の農家の人にとって、୨田の手入れは重労働であることから、平地の水田よりも୨田の休耕
地や耕作放棄地の増加が進んでいる。そこで、全国で行われている୨田オーナー制度が佐渡の
小倉千ຕ田で実施されている。さらに、新ׁ県は୨田オーナー制度やハード面の支援では補え
ないソフト面の支援をECHIGO୨田サポーターというボランティア組織を設立することで、୨
田の整備を行っている。
　新ׁ県の観光において、相川金山やトキ等の佐渡の観光資源が特に重要であると感じた。さ
らに、トキを保護するために県として江などの設置に加えて、トキの巣となる松の森林の整備、
Ӥの生息地となる河川の整備なども行われている。しかし、県としてはトキの保護を図るとと
もに、観光面におけるトキの活用が期待されているという印象を受けた。将来的には、野生の
トキを見れる観察施設を設置され、観光資源の１つとして重要な役割を果たすと考えられる。
しかし、人とトキのかかわり方や適切な距離感を見つけることがトキの観光への活用を推進し
ていく上では重要であると感じられた。
　今後、新ׁ県では、୨田オーナー制度とECHIGO୨田サポーターのようなボランティア組織
との連携が推進されるとともに、トキの保護と観光への活用をうまく両立していくことが期待
される。また、新ׁ県の佐渡島や日本全国での地域振興や観光の促進のためには、個別的な対
策ではなく、農業や観光などの様々な産業間の連携や連動した取り組みが実施されていくこと
が望まれる。

────────────────────────────────

ᶙ　環境ল　佐ࣗવ保護ࣄ所　ᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ2017年３月１日13時30分〜
ʦώΞϦϯάઌʧ環境省　佐渡自然保護事務所・広野行男様
ʦ文　ʧ安達߂ᏻ（龍谷大学法学部二回生）

ᾇ　ࠤ地域に͓けるڥอશや生多༷性อશなͲのऔりみに͓いて自然อޢ事ॴはͲの
ようなׂΛ୲っているのͰしΐうかɻ

（ճ）

　トキの野生復帰事業は国の施策の一つとして進めている事業である。現在は絶滅にවしてい
る動植物を指定し、絶滅から守る種の保存法に基づき、トキの保護増殖事業計画が立てられて
いる。他の例として、沖縄のヤンバルクイナやライチョウ、北海道のシマフクロウなどが挙げ
られる。このように、佐渡自然保護事務所ではトキのࣂ育はもちろんのこと、野生のトキの
現状も握し、モニタリングを行っている。
　トキは一度、日本の自然界からは野生で絶滅している。後の1981年、最後に残った５Ӌが佐
渡でั獲をされ、自然界からはいなくなった。そこで、人口のࣂ育下で増殖をし、トキを守る
保護事業が始められた。
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ᾈ　τΩのอޢや自然ڥのඋに関して県や市とͲのように࿈ܞΛとって͓られるのͰしΐうかɻ
（ճ）

　現場の事務所として、佐渡自然保護事務所が置かれているが、環境省職員としては５名ほ
どおり、ࣂ育下のトキを担当される新ׁ県の職員の方と一緒に活動している。
　上部組織としては、࡛ۄに関東地方環境事務所がある。このような上部の部ॺと常にやり取
りをしながら現場の状況を伝え、連携をとっている。

ᾉ　自然อޢ事ॴに͓いて、ࠤの生多༷性อશのͨΊにͲのようなऔりみΛ行Θれてい
·すかɻ۩ମ的に͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　江の設置が行われたことにより、トキが江を使うという現状が存在する。
　トキはサギなどと比べると非常に足が短い。また、くちばしが長く、くちばしの先まで神経
が通っており、目に見えないӤを୳しあてて食べるという特徴を持つため、湿地が深すぎる、
また浅すぎてもいけないため、水田のような環境がよいと考えられている。

ᾊ　τΩの෮׆からൟ৩、์ௗにࢸる·ͰͲのようなऔりみが行Θれて͖·しͨかɻ۩ମ的に͓
ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　1981年に最後の５Ӌをั獲してから、ࣂ育下での繁殖の試みが続けられてきたが、なかなか
成ޭに繋がらなかった。そこで、今の野生復帰の出発点となっているのが、1999年に中国から
２Ӌのトキがଃ呈されたことである。そこで初めて日本国内で人工繁殖が成ޭした。これを
きっかけにࣂ育下での繁殖がي道に乗った。
　2003年頃にトキの数が徐々に増えていく中で、放鳥するという計画が出てきた。そこで、
2003年に60Ӌのトキを定着させようという環境再生ビジョンが策定された。
　野生復帰事業は３つの柱で構成されており、第一にࣂ育下のトキを放鳥すること、第二にト
キが生きていけるӤ場などの環境を整備すること、第三にトキが野生復帰したことを支える地
域づくりである。
　トキの野生復帰を行うにあたり、市民の方にご意見を聞き、ご協力や支えの下進められた。
このような事業がすすめられた結果、2003年の最初の目標であった2015年頃の60Ӌの定着は達
成した。また、2020年の新たな目標に向け、さらなる活動が進められている。
　トキを放鳥する際、一Ӌ一Ӌのトキに足環というリングを足に装着させ、また可能な限りヒ
ナにも足環をつけ、識別を可能にしている。そうすることにより、島内にトキが何Ӌ存在する
のかということを握している。
　また、ࣂ育下のトキは物Իにکえ、ケージの中で飛び回ったりするなど非常にԲ病な性格で
あるため、৻重な保護が必要である。しかし、佐渡では多少車が近づいてもトキはあまりکえ
ずӤをとっている場面がみられるということから、トキが佐渡の環境に適応してきている光景
も見ることができる。
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ᾋ　ޙࠓのࠤౡに͓けるڥอશのలにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　野生復帰というものは、トキをただ放鳥し自然の中にトキを取り戻せばよいというものでは
ない。トキが再び絶滅しないためには、環境を持続的に確保することが重要である。それは、
農地がどのように変わっていくのか、高齢化や地域産業などの問題と関連するものである。
　過去に人間がトキの狩ྌを行ったという点においても、トキと人間の共存というものは切っ
ても切り離せない問題である。地域社会というものは、佐渡自然保護事務所の事業だけで実
現できるものではなく、地域全体の理解や支援といったものがあって初めて成り立っていくも
のである。
　当面、2020年までには放鳥を継続する方針である。それは、野生のトキの繁殖率がまだ不安
定であり、再絶滅する可能性があるためである。
　このように佐渡の野生のトキが生息している環境をより多くの人々に知ってもらい、実感し
てもらえるような環境を作っていくという考えである。
　トキが本州に渡ったとき、どのような環境が必要であるのかということを、佐渡をモデルと
して発信していかなければならない。石川では2016年11月にトキの一般公開が始まっており、
本州側とのトキをシンボルとした交流が行われている。このような交流を進めるとともに、観
光という面においても佐渡のトキを知ってもらうことが重要になってくる。

ௐࠪΛऴえて
　トキは一度、日本の自然界からは野生として絶滅している。直接的な原因があると言うこと
はできないが、人々による狩ྌが一つの原因と考えられている。そこで、もう一度トキを野生
復帰させるために佐渡自然保護事務所では、トキのࣂ育やモニタリング、足環による野生の
トキの現状握などの先進的な取り組みが行われてきた。トキの保護事業を行うにあたり、地
域の方々のご理解があったということを学び、トキの野生復帰には人々とトキの関係性が重要
であるということを௧感した。
　トキは多くの人が近寄るとストレスを感じる
などԲ病な性格であること、また今後トキが
本土に渡る可能性があるということで、本土
の人々がどのようにトキと接するべきである
のかということを、佐渡をモデルとして発信し、
知ってもらうことが重要である。トキのことを
より多くの人々に知ってもらうために観光とい
う面においても県や市と連携し、さらなる発展
を期待したい。

३༷　ۅ野行உ༷、৽ׁ県ி　ย　লڥからࠨ
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ɺ「ຊ遺産」ௐࠪڵ৽ׁ市֤市ொの　地域ৼ　࢛
ᶗ　長Ԭ市അߴೄ文ؗ　৽ׁݝຊҨ࢈ௐࠪᴷʮ࣭ঢ়・ճʯᴷ
ʦ　࣌ʧ　2017年２月28日13時30分〜
ʦώΞϦϯάઌʧ　長岡市教育委員会　長岡市立科学博物館ï兼ðഅ高縄文館　館長　小熊博史様
ʦ文　ʧ　吹野྅平（龍谷大学法学部２回生）

１　Ԭ市ཱ科学തؗにͭいて
ᾇ　Ԭ市ཱ科学തؗのདྷؗऀ数やྸ、そして市ຽのํʑのԠにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　科学博物館の入館者数については、平成24年や25年は約3000から4000人前後と比較的多いほ
うではなかった。しかし平成25年に科学博物館が元々は市役所の本庁舎であった場所に移転し、
リニューアルオープンした結果、平成26年の来館者数は約35000人にまで増加した。これには
新しくなったことによって入りやすくなったことや年数回の定期健診が関係しているとのこと
であった。
　年齢層についてはとっていなかったが、主に高齢者や小学生が多いようである。

ᾈ　͜れからྸにͭいてのσーλΛऔるͭりはないのͰしΐうかɻ
（ճ）

　博物館において、年齢層をとるということは困難であるために、ا画展や特別展の開催時は
アンケートでとることはあるが、常時とることはこれからも予定はしていない。

２　Ԭ市അߴೄ文ؗにͭいて
ᾇ　Ԭ市അߴೄ文ؗの設ཱܦҢにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　設立経Ңについて、昭和54年にഅ高・三十稲場遺跡が史跡として指定されたことをきっかけ
として指定地を公有化した後、それを整備し、その特色を紹介、そしてその利活用のためにഅ
高縄文館が設立された。
　県立歴史博物館との関係においては調査・研究・展示に関わる連携はもちろんのこと、チ
ケットの割引連携などを行っている。

ᾈ　国からิॿۚが出ͨという͜とͰ͋るが、県からのิॿۚは出なかっͨのͰしΐうかɻ

（ճ）　
　県との関係においては、അ高縄文館が整備をする前は補助金が出ていたが、その後は財政的
な面から開発に伴う発掘調査費は出ているものの、整備費は一切出されていないようであった。

ᾉ　അߴೄ文ؗの運営අにͭいて、県からのิॿۚは出てい·すかɻ
（ճ）　

　最初建設をする際には補助金は出るが、その後の管理費や整備費については出ていない。
（事業の一部には国の補助金を活用している。）
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３　ೄ文文化にͭいて
ᾇ　ೄ文文化のັྗにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　主に日本文化や暮らしの基礎となっていることや、世界的に見ても土器の口の部分に立体的
な装০を施しているものは縄文土器だけであり、現代とは違う感性をもっていることが挙げら
れた。

ᾈ　അेࡾ・ߴҴ遺のอ存に͓いてۤ࿑しͨ点やޙࠓ՝となる点が͋れ͓ฉかͤͩ͘さいɻ
·ͨ遺の׆༻にͭいて͓考えͰしͨら、͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　遺跡が指定を受けてから、その土地の買収やその周辺の土地の買収に非常に苦労したとのこ
とであった。またഅ高・三十稲場遺跡では、その前に国道８号線市道ができたこともあり、持
ち主はさらに所有権の移転をڋむケースもあったが、そこは県との協力により、なんとか了解
をもらい公有化することができた。
　また活用の面においては、観光振興を図るためには遺跡をいかに目に見える形で整備するか
が今後の課題であるとされた。

４　地域ৼڵにͭいて
ᾇ　平成26の４݄１から11݄3�にかけて、Ԭ市のྺ࢙や文化に৮れるاըとして、「ྺ
してい·す࠵೦ؗ、ඒज़ؗΛ८るスλϯプϥϦーΛ։ه、തؗΊ͙り」という市内のത࢙ؗ
が、͜れにͭいてͲのような的が͋っͨのか、·ͨͲのような効Ռがಘられͨのかにͭいて͓
ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　歴史博物館८りについては長岡観光コンベンション協会が行っており、平成26年度より、博
物館が新たに複数追加され、അ高縄文館もここで追加された。この事業の特典としては主に入
館料割引、「まちなか観光プラザ」でのお買い物割引、特産品プレゼントである地酒や味の
進呈等を行っている。അ高縄文館の参加者を比較すると、日本遺産に認定されたことに関わら
ず、平成26年度は約7000人、平成27年度は約6000人、平成28年度は約6500人というように一定
数を保っているようである。

５　ੈ界的なใൃ৴と観ޫとの関係にͭいて
ᾇ　ೄ文文化のൃ৴に͓いて、観ޫৼڵやその՝、কདྷのలなͲΛ͓考えͰしͨら、͓ฉかͤ
ͩ͘さいɻ

（ճ）

　全国的な情報発信については、主に長岡総合計画・長岡リジュネベーションに基づいて行っ
ている。長岡市の歴史、文化、自然、特産品等の魅力を国内外に情報発信することによって、
長岡市の認知度の拡大やグリーン・ツーリズムの強化による交流人口含め人口の増加を図るこ
とを目的としている。
　将来の展望としては、観光地として発展した後も、それを継続していけるようにすることが
最も大事であり、考えるべき課題であるとされた。
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　このような長岡市の施策は政策ا画課が担当しているが、P3関係については新しくシティー
プロモーション課という課を創設し、役割を分担しているということが分かった。

６　ຊ遺産にͭいて
ᾇ　ຊ遺産ೝ定にけてのऔりみに͋ͨって、それ·Ͱの৴ೱ川Րԍ֗道࿈ٞڠܞձՃໍ市ொ
ଜとしてのऔりみや׆ಈにม化は͋り·しͨかɻ

（ճ）

　日本遺産認定による効果としては、広報活動などP3の効果が出ているようである。また協
議会が元から存在したことにより、新たに協議会を設立しなくてもよかったという点やその調
整の面は、信濃川火ԍ街道連携協議会の強みであるということが挙げられた。

ᾈ　「なんͩ、͜れはʂ৴ೱ川流域のՐԍ型ثとઇ国の文化」のೝ定スτーϦーにͭいて、特に
ັྗがݱれている෦分、·ͨ作成にͨってۤ࿑しͨ点にͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　ストーリー作成にあたって、まず火ԍ土器をメインとした直球型と、ものづくりをベースに
観光の視点も踏まえたものと、その中間型の３つでったということであった。しかしこの協
議会において一番伝えたいことを考えたときに、やはり火ԍ土器と縄文文化が思いුかんだた
め、結果的に元々の協議会の趣ࢫに沿う形となった。
　苦労した点で言うと、ストーリーを最終的にߜっていく過程という点が挙げられた。またそ
のようにߜることによって地域の特色が現れやすいというような意見も挙げられた。

ᾉ　「なんͩ、͜れはʂ৴ೱ川流域のՐԍ型ثとઇ国の文化」が平成2�のຊ遺産にೝ定さ
れるલとされͨޙͰ、Ԭ市としてはͲのようなม化・効Ռが͋っͨのか、۩ମ的に͓ฉかͤ͘
ͩさいɻ

（ճ）

　日本遺産に認定されたことにより、地域住民の再認識に繋がったこともある。日本遺産の認
定に対しての地域住民の認知については、平成28年が火ԍ土器発見から80周年であったことや、
大ӳ博物館での展示等が重なったことによって、より高められたということもあった。また上
記でも述べたが、P3活動や広報活動も認定後は、国の補助もあって充実してきているとのこ
とであった。
　日本遺産の制度自体については、最近できたこともあって認知度は低い。またP3方法につ
いては、今推進している「日本遺産情報発信アプリ」サービス等が主に挙げられた。

ௐࠪΛऴえて
　長岡市അ高縄文館では、主に遺跡の所有権の取得をはじめとして、整備・保存・活用がどれ
だけ困難かということを聞くことができた。また『「なんだ、コレはʂ」信濃川流域の火ԍ土
器と雪国の文化』が日本遺産に認定されてから、地域の魅力の再認識についての効果はあった
が、地域活性にまでは至らないようであった。
　これからの課題としては、第一に遺跡をいかに目に見えるように活用していくか、第二に地
域の魅力の再認識を拡大し、地域活性に繋げる。主にこの二点であると考える。
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　そのため協議会の中でも、遺跡の整備や協議会の今後の方針において先進的な長岡市のこれ
からの取り組みに大いに期待している。

────────────────────────────────

ᶘ　ेொ市തؗ　৽ׁݝຊҨ࢈ௐࠪᴷʮ࣭ঢ়・ճʯᴷ
ʦ　࣌ʧ　2017年３月１日９時30分〜
ʦώΞϦϯάઌʧ 十日町市教育委員会事務局　文化スポーツ部文化財課
  参事・課長補佐　石原正හ様
ʦ文　ʧ　今西　徹（龍谷大学法学部２回生）

１　ेொ市തؗにͭいて
ᾇ　ेொ市തؗのؒདྷؗऀ数やྸにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　平成28年の年間来館者数は平均２万人、一番多かった時は、平成11年の国宝に指定された時
で３万3000人であった。
　年齢層については比較的高齢の方が多い。子どもについては小学生が多く、今後の課題とし
てはいかに中学生や高校生を呼び寄せるかである。
　外国人は年間100人ぐらい来ていて、雪まつりで来ることの方が多い。外国人に対応するた
めにӳ語訳での説明文を作ることも課題である。

２　ೄ文文化にͭいて
ᾇ　ೄ文文化のັྗやՁにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　縄文文化は日本文化の源流であり、現代の生活様式の原点である。縄文時代に四قを感じる
などの生活様式ができているといえる。つまり、現代の生活リズム・様式は縄文時代に形作ら
れているということであり、そこに魅力や価値がある。

ᾈ　ࢁ遺Λとり·͘׆ಈによって、Ͳのような効Ռと՝が͋り·しͨかɻ·ͨ、ޙࠓの׆༻
のల։にͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ

Ԭഅߴೄ文ؗに͓けるώΞϦϯάの༷子（ࠨ） ೄ文࣌代の෮ډॅݩΛҊ内していͨͩい༷ͨ子（ӈ）



231

研究活動報告

（ճ）

　効果については笹山遺跡のファン層の拡大ができた。課題としては、当初考えていたよりも
人と物の交流拡大ができていないことである。今後の展開は、ブランド力の強化である。
　笹山じょうもん市は、行政が協力して地元の人が中心となって開催されているお祭りである。
このお祭りで日本遺産に認定されたこともさらにアピールしていく予定である。開催期間は１
日である。雪まつりの開催期間は３日間で、実行委員会方式で開催されていてたくさんの小さ
な広場でそれぞれ楽しむことができる。

３　地域ৼڵにͭいて
ᾇ　Րԍ֗道ത学࿈ܞプϩδΣクτͰͲのような効Ռがࠓ·Ͱに͋り·しͨかɻ·ͨ、ޙࠓの՝
が͋れ͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　14年間続けてきたことで次世代への継承に効果がでている。例えば、子どもたちが誇りを
持ってくれる。自分たちの生活の原点が縄文時代に形作られていると感じてもらえている。
　課題は地域づくりの推進である。高校をଔ業して他地域に出て行ってしまう人が多く、地域
づくりになかなか結びついていかない。
４　ೄ文文化のใൃ৴にͭいて
ᾇ　国内֎のೄ文文化のใൃ৴によって、Ͳのような効ՌΛظされているのか、͓ฉかͤ͘
ͩさいɻ

（ճ）

　日本文化をどのようにアピールするのかが課題であり、情報発信することで地域振興や広域
観光の推進を期待している。また、国外への発信があまりできていない。国宝・火ԍ型土器の
レプリカがブラジル・リオの文化複合施設に寄ଃされ、展示される運びとなったが、ヨーロッ
パやアメリカへの発信の手段がないことが課題でもある。

５　ຊ遺産にͭいて
ᾇ　ຊ遺産ೝ定にけてのऔりみに͋ͨって、それ·Ͱの৴ೱ川Րԍ֗道࿈ٞڠܞձՃໍ市ொ
ଜとしてのऔりみや׆ಈにม化は͋り·しͨかɻ

（ճ）

　協議会としての今までの積み重ねはあるが、日本遺産に認定されてから加ໍ市町村のお互い
の結びつきが強くなった。日本遺産認定によって、魚প市の加入につながったことが大きな変
化である。今後、小千谷市なども加入する可能性があり、さらに結びつきが強くなることが期
待される。
　日本遺産認定を受けて、市町村の取り組みに対して新ׁ県が動き、「越後࠺有歴史文化活用
シンポジウム」が開催された。また、文化庁に日本遺産を申請する際には県を通さなければな
らなかったことから、県が全く関与していないわけではない。
　シリアル型の利点は、苦手分野を協議会で連携して相互補完できることである。平成29年度
の協議会としての方針は、モニュメントを増やしていくことである。

ᾈ　ेொ市はຊ遺産のೝ定スτーϦーに৽し͘Ճしようと思って͓られる文化ࡒは͋り·す
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かɻ·ͨຊ遺産ೝ定によって文化ࡒの׆༻にͲのようなӨڹが͋り·しͨかɻ
（ճ）

　構成文化財については追加する予定はない。認定ストーリーについては、火ԍ型土器を中心
としているが、その背後にある雪国の文化が重要な点である。
　影響についてはアプリや多言語でP3するといった、新しい手法による情報発信ができるよ
うになることである。

ᾉ　h「なんͩ、ίレはʂ」৴ೱ川流域のՐԍ型ثとઇ国の文化ʱがຊ遺産にೝ定されͨ͜とに
より、ेொ市にͲのようなม化が͋り·しͨかɻ

（ճ）

　十日町市の認知度が少しは向上した。十日町市がどこにあるかが分かってもらえるように
なった。また、人と物の交流が少しは増えた。例えば、モニターツアーや海外メディアツアー、
ӳ語圏の人々の来訪が増え始めている。

ௐࠪΛऴえて
　日本遺産制度の認知度はまだまだ十分ではないと考えられるが、日本遺産認定によって協議
会の取り組みや活動に変化が現れていることに感心した。今後は日本遺産認定をもっとアピー
ルしていくことが期待される。
　日本文化の源流であり、現代の生活様式の原点である縄文文化を情報発信することで、地域
振興や広域観光の推進につながると考えられるが、国外へ情報発信することが大変困難である
と感じた。今後は、魅力ある縄文文化が日本から世界へ発信され、広まっていくことを期待し
たい。

────────────────────────────────

ᶙ　とೄ文ͷମ࣮ݧशؗʮͳ͡ΐΜʯ৽ׁݝຊҨ࢈ௐࠪʵʮ࣭ঢ়・ճʯ
ʦ　࣌ʧ2017年３月１日13時30分〜
ʦώΞϦϯάઌʧ�津南町教育委員会文化財班主幹学芸員　苗場山ジオパーク推進室長
  佐藤խ一様
ʦ文　ʧ井上優大（龍谷大学　法学部２回生）

ेொ市തؗͰのώΞϦϯάの༷子



233

研究活動報告

 ᾇ　Րԍ֗道࿈ٞڠܞձの構成にͭいて
（ճ）

　①　設立当初は長岡・十日町・津南町・中里村の二市一町一村で運営し、合併していくのは
中里村だけであった。この合併については、パラルの関係であったため、問題は起こらな
かった。

　元々協議会が出発したときは、初期は総務課が統括し、その下に学芸員のグループと観光グ
ループがあった。しかしその後知らず知らずのうちに総務課が消え、学芸員が元々の仕事をし
つつ、統括もし、そのわきに観光グループがいるというような形となっている。（現在の協議
会の構成）
　②　協議会の方針
　これまで２本の柱を軸に活動してきた。１つ目に博学連携というプロジェクトがある。
　これは博物館の学芸員と学校が連携し、縄文学を子供達に伝えるというようなものである。
各学芸員によってニュアンスは少し異なるが、佐藤様のご意見としては、子どもたちに考古学
を教えるのではなく、それを入り口として「人間と自然との共生」というテーマについて感が
ることや「五感を通して体験することによる価値観の形成」が重要であると考えている。体験
としてはࡪの放流などをしている。
　２つ目に、観光として縄文文化を中心としたものを何かできないかという２本柱で活動して
きた。
　最近の活動では縄文学検定や東京オリンピック・パラリンピックの活用がある。背景に、火
ԍ土器の新たな活用として、ただ০るだけではなく、自然と人間が一万年間も存続したという
ことを伝え、それを今発信することが重要ではないのかという意見があった。

ᾈ　農とೄ文のମ࣮ݧशؗ「な͡ΐん」にͭいて
　「な͡ΐん」のདྷؗऀ数やྸ、地域ॅຽからのԠのͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　来館者数については、津南町は人口１万人の町であるから、入館者数だけで議論はできない
が、ピークは17000人ほど入る。しかし平均的には１万人が実態であるが、基本はその都市の
人口と入館者の関係を見ていくべきである。
　博物館法により、なじょもんは建設当時入館は無料であった。しかしその後議会で入場料を
取ることが決定し、500円の入館料を取ることとなった。それに不満を持った佐藤様は入場݊
を買えば、それが館内で使える300円分の金݊になるというシステムを導入し、これによって
売り上げも上昇した。
　無料であった当時は子どもたちが出入りしていたにもかかわらず、お金を取るようになって
から子供たちは来なくなってしまった。そのため町長に抗議した結果、今では無料となってい
る。

ᾉ　ೆொの特徴と՝にͭいて
（ճ）

　九州国立博物館に展示されているのも津南町の縄文土器である。
　津南町の雪は暖かく、同じ雪下でも、地域によって作物や山ࡊに味の違いが出たりしている。
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津南町の山ࡊはえぐみや苦みが少く、特産品である雪下にんじんは度が高い。また、平成の
大合併の際、住民投票を行い、十日町市と合併しなかった。このことはよかったと考えている。
平成の大合併は対等合併でなかったところが多く、ࣦഊであったという声も出ている。
　津南町としての課題は空き家問題と人口減少、そして財政である。田んぼは手入れをଵると、
再び使える状態に戻すのにとてつもない労力を用いるので津南町の空き家問題には、その家の
田んぼをどうするのかという課題もある。

ᾊ　ຊ遺産にͭいて

（ճ）

　日本遺産認定を目指されたきっかけは長岡市の市長のট集であった。大きなポイントは
100％の補助金で構成文化財を中心とした整備ができる。これについて地方は財源がないこと
から参加することとなった。
　現在、国は平成30年以降どのような体制でどのような目的でこの事業を持続するのかという
ことについて議論を開始している。

ᾋ　観ޫにͭいて

（ճ）

　これから日本の人口が減少していく中で、日本における観光についてインバウンドに頼らず、
日本人間での観光をベースに環境整備とモノづくりを推進していくべきであるとの考えを持っ
ている。
　津南町では同じ雪でも暖かい雪である。例えば岩手県の雪の中にある食物はౚってしまう。
そのために津南町の雪を他の雪との区別を図り、発信することは重要である。
　津南町では美味な山ࡊや水を使ったfoodを提供することが望ましい。しかしそれについての
若者の需要（・魚類）から外れていると考えているために、その点については難点である。
観光٬༠致のため、津南町の魅力がアピールできる物を活用し、産業化していくことが重要で
はないかと考えている。
　津南町においても人口増加や観光٬༠致に繋がるテーマパーク等の施設を建設することはで
きるが、その整備は手つかずになってしまうため、やはり日本遺産というものを継続させてい
かなければならない。津南町はそれに加えてジオパーク等も行っている。

ᾌ　ੈ࣍代の子ͪͨڙにͭいて

（ճ）

　津南町は一年間に50人しか生まれないが、そのうちの一割でも学芸員や都会で出世し、津南
町の魅力を発信する等の支援してくれればいい。そのような人材を育成することに努めるべき
であり、このようなことを考えなければ、日本の町村は消滅してしまうのではないかと考えて
おり、そのためには協議会の活動の柱の一つである博学連携プロジェクトというのは重要であ
ると考えている。
　
ᾍ　ೆொとしてੈ࣍代の子ͪͨڙに自ݾのொのތりΛ࣋ってらう͜とが重要Ͱ͋ると考え·
すかɻ
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（ճ）

　それはもちろん重要であると考えている。
　津南町は４月になると小学校に出向き、コミュニケーションを取った上でなじょもんの存在
を伝えている。そして小学校の教員とともに総合学習用のオリジナルのカリキュラムを作成し、
そこで津南町の特徴的な文化や魅力について学ぶ機会を作っている。これによって次世代の子
ども達に津南町の魅力を伝達していくというような取り組みをしている。
　そうでなければ、町単位の村は一歩間違えると消滅してしまうため、このように町を消滅さ
せないために施策を考えていくべきなのである。
　またどのように津南町を広告していくかということも考えていかなければならない。その取
り組みの例が、現在ファミリーマートでの「津南の水」の販売である。

ௐࠪΛऴえて
　津南町にとって本当の地方創生とは次世代を担う子供たちに教育であり、町として、自然と
触れ合う教育に力を入れていると考えられる。最近では、お金よりも大切なものに気づいた若
者は多く、これからの地域振興を盛り上げてくれる人材となってほしいというご意見もいただ
いた。
　しかし、地方、特に町の財源、人材不足は否
めず、これからも大きな課題となるのが現状で
ある。これは火ԍ街道連携協議会としての課題
でもあるが、日本遺産に対する補助金制度が終
わってからどう盛りあげていくのか。そして、
国としても、この日本遺産制度をどうしたいの
か。今回のヒアリングを通しても疑問が残り続
けた。

のௐࠪࡦ境・ެ　ݝ৽ׁ　ޒ
ᶗ　৽ׁݝி・৽ׁ水ມපௐࠪᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ　2017年２月28日10：00
ʦώΞϦϯάઌʧ　新ׁ県庁生活衛生課公害保健係　若月里Ղ様・本間　豊様
ʦ文　ʧ管野優߳（龍谷大学法学部２回生）

ᾇ　2���に৽ׁ水ມප地域ࢱਪਐྫΛ੍定され·しͨが、͜のྫの੍定աఔΛ͓ڭえ͘
ͩさいɻ·ͨ、੍定લ·Ͱのऔりみ͟͝い·しͨら͓えͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　今後の新ׁ水ມ病施策を検౼するにあたり、行政だけで検౼するのではなく、色々な方
面からの意見を取り入れることでより良い施策につなげていこうという方針のもとで法学
者・社会学者・水産学者・ҩ学者・マスコミ・福ࢱ関係者の方々を中心に新ׁ水ມ病問題
に係る࠙ஊ会を設置、2007年２月から１年かけて検証し、今後の在り方などの提言をいた
だいた。その後、提言をもとに新ׁ水ມ病施策をより積極的に推進するため条例を制定し
た。

「な͡ΐん」ͰのώΞϦϯάの༷子
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　②　条例制定前には、2004年に環境省が発出した「今後の水ມ病の在り方について」の通知
や、2005年に新ׁ県知事が発表した「ふるさとの環境づくりએ言」に基づき、新ׁ県とし
て現状につながる取り組みを行ってきた。

ᾈ　ྫͰはڭҭ・׆ൃܒಈ内༰としてされてい·すが、৽ׁ県内ͩけͰな͘৽ׁ県֎の人ͨͪ
にけてのڭҭ・ൃܒの׆ಈはԿかऔり·れてい·すか、͓ฉかͤͩ͘さい

（ճ）

　①　H27年度（2015年度）は公式確認からちょうど50年ということもあり様々な事業が行わ
れた。多くのメディアに発信し、環境大ਉが出੮した50年記念式典や加藤登紀子さんなど
をটいて開催したトークˍライブの開催などにより、多くの方に新ׁ水ມ病について考え
ていただく機会を設けた。2015年３月には東京都庁でパネル展を行っている。

　②　情報発信事業については、新ׁ大学、新ׁ県立大学、ҩྍ福ࢱ大学の３大学が今年度事
業の対象になっている。大学生から発信することが多くある。年間を通して講義を受けた
り、鹿瀬の土地に行ったりと実地・座学を通して、学生自身が学んできたことを年度末に
市民や県民にシンポジウムを行うなどにより、主には県内に向けて情報発信を行っている。

　③　環境と人間のふれあい館では、公害資料館ネットワークを結成し、全国の公害資料館同
で連携しながら公害を二度と起こさないための取り組み・全国への発信方法などを共有࢜
している。

　ᶆ　ܒ発パンフレットは多国語で作られ、多くの人に触れられるようにしている。　

ᾉ　ྫ੍定から͓よそ８がܦաして͓り·すが、ྫ੍定લと比較しͲのようなม化が͋っͨ
か、۩ମ的に͓ڭえͩ͘さいɻ·ͨೝ定ج४にͭいて、۩ମ的にͲのような՝が͋るのか͓
えͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　認定申請数の増加について
　認定申請数の増加については（４件ˠ70件（2011年ˠ2015年））、条例は直接的に影響を与え
たものではないと考える。しかし条例制定により、福ࢱの充実、また新ׁ水ມ病に対する理解
が深まったことなどにより、ױ者が手を上げやすい環境になったのではないか。その他、平成
27年度の公式確認50年事業により、メディアにも大きく取り上げられ、水ມ病についてより知
る機会が増えたことも影響したのではないか。
　②　もやい直しについて
　新ׁ水ມ病の発生により水ມ病に対する偏見や、ૌুによるഛঈ金目当てなどとの中傷によ
り、人と人とのឺがࣦわれた。水ມ病の状は発生初期に見られたܶ型のױ者を除きまわり
から見てすぐにわかるものではないため理解されにくく、今もなお差別・偏見が残ってしまっ
ている。こういった差別、偏見の解消のため、今後もܒ発やもやい直しの取り組みが重要と考
える。
　③　相ஊ૭口等の設置による県民からの声
　相ஊ૭口には新たに申請したいという方や、手帳（ҩྍ手帳。被害者手帳）を持っている方
が制度に関する相ஊのために多くくる。相ஊ૭口の設置により、どこに相ஊしたらいいのかが
はっきりしたため、相ஊしやすい環境になっていると考えられる。
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　ᶆ　条例制定してから見えてきた課題点について
　条例に基づく県施策の評価・検౼を行っている有識者からなる৹議会において、それぞれの
施策は概ね達成できていると考えられるが教育・行政・その他関係者との連携ができていない
のではないかという指摘があった。今後の課題となってくる。
　ᶇ　公健法による認定と条例による対象者の違い
　公健法の認定については、法律に基づき法定受託事務で行っている。新ׁ大学病院における
複数回にわたる様々なҩ学的検査、മ露状況調査、他࣬ױの影響の有無など、様々な資料をも
とに、ҩ師、ห護࢜が委員となる৹査会において総合的に判断いただいており、結果が出るま
でに時間を要している。
　条例による対象者は、メチル水ۜが蓄積した阿賀野川の川魚を食べていたと認められ、水ມ
病に見られる一定の状を有するとのҩ師の診断書の提出があれば、条例上の新ׁ水ມ病ױ者
として扱われる。細かい資料を求められることはない。
　新ׁ水ມ病福ࢱ手当の月額7000円という金額については、新ׁ水ມ病ױ者のྍ養及び健߁管
理等に係る経済的負担の軽減（病院への交通費等）に充てるものとしている。支給対象者は平
成27年度末で2370人にのぼる。
　ᶈ　ױ者の高齢化に伴って
　今後、新ׁ水ມ病ױ者の高齢化により水ມ病対策が先細りにならないような施策を検౼して
いく必要があると認識している。新ׁ水ມ病ױ者は高齢化しているが、今後行政としてどのよ
うに取り組んでいくのか、次の世代へどう教訓を伝えていくのか等、先細りにならない施策を
考えていかなければならない。未だに手を挙げられない被害者に対しては、地道に対策を行っ
ていく。
　ᶉ　公健法に基づく未৹査の方が2017年１月末現在158名いる。2016年より৹査のスピード
アップに取り組んでいる。年に二回৹査会を開催しで、１回あたり10〜15人ほどの৹査ため、
いま申請を出した人が৹査会にかかるまでおおよそ５年ほどの時間がかかる。৹査は申請者宅
を個別訪問し行うӸ学調査のほか、新ׁ大学病院での６回程度のҩ学的検査が必要となるため、
申請者との検査日程の予定が合わない等の問題もあり、৹査終了までに時間がかかっている。
この点が大きな課題であると考えられる。

ௐࠪΛऴえて
　おおよそ、質問状に沿ってお話を伺うことができた。時に、より細かい話や質問状以外のと
ころの話を聞くことができ、有意義な時間であった。条例を中心に認定方法や、その背景、実
際の行政の対応などをより具体的に聞くことができた。公式確認50年が経った今、行政側がど
のように新ׁ水ມ病を捉え、施策を行っているのか、ױ者に対してどう接しているのか、また
今๊えている課題なども具体的に知ることができた。実際学生は行政の方々とお話させていた
だく機会はほとんどないが新ׁ県庁を訪れ、実際に話をお聞かせいただくという経験は大変貴
重であった。
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────────────────────────────────

ᶘ　৽ׁݝ立環境と人ؒͷ;Ε͍͋ؗᴷ৽ׁ水ມපࢿྉؗᴷௐࠪʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ࣌ʧ2017年２月28日14時〜
ʦώΞϦϯάઌʧ新ׁ県立環境と人間のふれあい館─新ׁ水ມ病資料館─館長　塚田ᚸ߂様
ʦ文ʧ中原広貴　（龍谷大学法学部２回生）

と人ؒの;れ͋いؗにͭいてڥ．１
ᾇ　設ཱܦҢとਚྗしͨ͜とにͭいて
　৽ׁ県ཱڥと人ؒの;れ͋いؗの設ཱܦҢにͭいて͓ฉかͤͩ͘さいɻ
（ճ）

　環境と人間のふれあい館新ׁ水ມ病資料館という名称を作る際、新ׁ水ມ病という語۟を入
れるのに「水ມ病」は負の遺産と捉えられていた。それゆえ新ׁ水ມ病資料館の名称使用につ
き、関係者からの了解が得られなかったことについてその使用について、了解を得ることには
腐心したのである。結果的には開館時までには名称使用について了解を得られず、サブネーム
の使用になったのである。この施設の開館によって、新ׁ水ມ病という公害の本当の姿を住民
の方々から理解して頂き、併せて差別偏見の根絶を推し量るものである。

と人ؒの;れ͋いؗ　ώΞϦϯάڥ ࢜ޢ彦หࠀ東ࡔ、༷߂から、௩田ᚸࠨ

ӈから、ए݄ཬՂ༷、ຊؒ豊༷ ώΞϦϯάの༷子
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ᾈ　水ڥに関する学शプϥϯの͖っかけやม化
　　৽ׁ水ມපのྺ࢙や܇ڭΛ෩化さͤないͨΊに、ੈޙにܧঝする͜とによるڥอશの重要
性と͖合う͖っかけや学शプϥϯΛ行う͜とにより、人ʑにͲのようなม化がみられͨと͓考
えͰすか、͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　学習プランは、水ມ病の正しい知識と差別偏見をなくすためにはどうしたらよいのかという
点を、子供達を教育している先生方へ一つの参考として提供したものである。そういった、先
生方の努力によって事前学習が行われた結果、子供達の反応や関心が大きく変化したものと思
われる。さらに、新ׁ水ມ病の過ちや教訓を後世に継承し環境保全の重要性と向き合うきっか
けとなり、風化させてはならない出来事に改めて気づかされるという変化が見られたのである。

ᾉ　ೝ定ऀױ数の૬ҧにͭいて
ഒの૬ҧが生͡てい·すɻࡾ数にऀױຊ水ມපೝ定۽数とऀױ在に͓いて、৽ׁ水ມපೝ定ݱ　
そのと͜ΖΛͲのように͓考えͰすか、͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

昭和ి工鹿瀬工場は石༉化学工業へ事業転換を早くから計画していたのではないかと思わچ　
れる。なぜなら、40年１月10日に、新工場が完成と当時に鹿瀬工場製造のアセトアルデヒドの
生産を停止しているからである。つまり、近未来的には現在のి機化学工場は࠳するのでは
ないかと石༉化学への移行を早くから考えていたことが感じられる。
　一方、チッソ水ມ工場はి気化学工業から石༉化学工業への転換がれ、ࣙめるためには、
新しい工場の設置が絶対条件であり、かつ国としてもアセトアルデヒドの生産が必要不可欠で
あったのである。それゆえ、このような経Ңにより認定ױ者数に相違が生じていると考えられ
る。

ᾊ　ݪҼٻ·Ͱのؒ࣌がかっͨཧ༝にͭいて
ݪຊ水ມපより۽Λ要しͨのにରして、ॻには৽ׁ水ມපはؒ࣌にٻҼݪຊ水ມපの۽　　
Ҽٻ·Ͱのؒ࣌が૬ର的にかっͨとهされているが࣮ࡍはͲのようなҧいが͋っͨと͓考え
Ͱすか、͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　昭和ి工鹿瀬工場や素水ມ工場や行政機関は原因確定を可能なかぎり、時間を引き延ばす
工作を試み両県とも原因追求に時間を要したが、新ׁ水ມ病は素水ມ病というモデルがあっ
たので熊本水ມ病より原因追求までの時間が相対的に短かったのである。
　
ᾋ　কདྷに近いੈ代の学शൃ表のにͭいて
　　খ中学生にରしては、学श成Ռൃ表ձのΛ設けられてい·すが、ޙࠓ、কདྷに近いੈ代（大
学生）の人ʑのൃ表のΛより多͘ੵۃ的に設けͨいと͓考えͰすか、͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　将来に近い世代への人々（大学生等）への発表の場を設けることより、むしろ小、中学生等
の若い世代に対して学習発表の場が重要である。
　なぜなら、「ニセױ者」等の差別や偏見は未だに存在することと、小学生間などのいじめが
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起こることと同じことであると捉えられ、若いうちにいじめや差別などの考え方を直していく
必要があるからである。
　そこで、環境と人間のふれあい館様の方ではいじめに関する資料を子供たちに配布し、他人
にどのような影響がでることやいじめに対しての考え方を提供することにより、同時に差別や
偏見の在り方について考える機会となっている。

ௐࠪΛऴえて
　環境と人間のふれあい館の設立では、人々からの反対の声を受けて相当難儀されたことから、
反対の声に۶せず設立に尽力された方々に感を受けた。
　さらに、新ׁ県庁では、『差別は残っていない』という見解に対し、塚田館長は『差別は
残っているとおっしゃられた』のが心に残っていて、人類を含めて動物社会でも差別・偏見は
なくならないので差別・偏見が残っていたとしてもどのように変えていくかが重要だと感じた。
　そこで、新ׁ水ມ病による差別や偏見をもやい直しにより無くしていくという取組みが行わ
れているが、未だに差別や偏見が少なからずあるので、子供たちに対していじめの現状を教え、
考えさせることにより結果として差別の在り方について考える機会を提供できる場があること
にڻきました。このような場があることにより、初めて新ׁ水ມ病の教訓や正しい認識を後世
に継承できると考える。

────────────────────────────────

ᶙ　ʮѨլ͑ʙとͩ͜ϓロδェΫトʯͷௐࠪᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ࣌ʧ　2017年３月１日９時30分〜
ʦώΞϦϯάઌʧ一般社団法人あがのがわ環境学舎　山崎　陽様
ʦ文ʧ　石田૱子（龍谷大学法学部２回生）

１　「Ѩ賀野川えʙとͩ͜プϩδΣクτ」にͭいて
ᾇ　「Ѩ賀野川えʙとͩ͜プϩδΣクτ」（ུশ̢̛事業）が県ிからҰൠࣾஂ๏人͋がのがΘڥ
学ࣷにҕୗされなけれならなかっͨのはなͥͰすか、ৄし͓͘ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　'M事業の始まり
　平成16年、水ມ病関西ૌুの最高ࡋ判決が下され、国で水ມ病における何らかの補助事業を
始めようとする意識が高まって、ཌ年にかけて実際にいくつかの補助事業メニューが形作られ
ていった。そんな中で、当時の新ׁ県知事であったઘ田氏が新ׁ水ມ病の公式確認から40年が
経った平成17年に掲げた「ふるさとの環境づくりએ言」をきっかけに、国の補助事業メニュー
に基づき策定された様々な事業が一੪に動き出し、その中の一つとして「地域再生」を目指す
事業が提案された。
　しかし、事業が開始されて以降、具体的にどのように「地域再生」を進めていくかという点
で行き詰まった。そんな時、参考となったのが平成２年より熊本県水ມ市でطに始まってい
た「もやい直し」だった。水ມ市の「もやい直し」では独自の地域再生の取組が様々な形で行
われていて、それにならって新ׁ県の阿賀野川流域でも「新ׁ版もやい直し」を始めることと
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なった。
　②　あがのがわ環境学舎設立までの経Ң
　'M事業が開始されて、まずは地元関係者や被害者支援団体の関係者、学者などから構成さ
れる推進委員会が設置された。そして行政は委員会の運営をサポートする事務局の立ち位置と
して事業が推進されていった。しかし、行政からは毎年一定の予算が出ているものの、その予
算がいつ途切れてしまうかも分からない上に、人事異動の多い行政が地域の中にࠊをਾえつけ
つつ、常に変化し続けྟ機応変な対応が求められる「地域再生」という取組を主導し続けるの
は困難なのではないかという懸念が生まれ始めた。
　そこで、推進委員会のメンバーが主体となって、地域への継続的な関与が可能で、かつ、い
ざとなったら収益事業にも取り組める民間団体を作ろうということになった。行政ではなく、
民間団体が主導するという点での大きな違いは、Ծに行政からの予算がなくなった場合に収益
事業を始めることで存続のために必要な利益が見込めることであり、現在は環境学習プログラ
ムの提供やデザイン制作の業務などを請け負ったりしながら、運営存続のために収益事業の構
築に取り組んでいる。
　
ᾈ　「Ѩ賀野川えʙとͩ͜プϩδΣクτ」が県ிからҕୗされるલとޙͰはͲのようなม化が͋り
·しͨか、۩ମ的に͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　委託前後の変化
　県庁から委託するにあたって、もともと推進委員会のメンバーであった人々が環境学舎の理
事となって活動するようになったという点で、組織の形として表面上の変化はあったが、運営
という内容の変化はあまりなかった。
　②　推進しやすくなった点
　委託前後で行政が̢̛事業の事業主体である点は変わらないものの、委託前は行政が推進委
員会の実質的な事務局だったことから実務上の推進主体もある程度担当していて、具体的な事
業行動に対する行政内部の事前承認作業や地域や委員との調整業務がかなりの分量で発生して
いたため、なかなか思うように事業が進まないことがあった。しかし、民間団体として活動し
始めた委託後は、行政が大まかな委託業務の事前承認や事業ಜを担当する役割に徹し、環境
学舎が地域との調整や個別事業のا画運営をある程度の自由なࡋ量のもとに進められることが
多くなって、事業自体を推進しやすくなった。
　③　課題となった点
　一方、一般的な課題としては行政側では人事異動等で代ସわりが多く、行政との繋がりが事
業の経年変化に合わせてബれていくのはよく指摘される事実である。そして実際に、担当者が
変わるうちに県職員と会う機会も以前よりは減少し、県庁の担当部ॺ内に環境学舎の設立や地
域再生に関する経Ңを語れる人が徐々に少なくなることが課題点として挙げられるかもしれな
いが、事業を推進するにあたってもとは推進委員会だった環境学舎のメンバーが中心に動いて
いるため、大きな課題は現在のところ生じていない。
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ᾉ　人ʑが৽ׁ水ມපのྺ࢙や܇ڭと͖合う͖っかけになっͨ͜とが͋れ、ৄし͓͘ฉかͤ͘
ͩさいɻ

（ճ）

　①　運営側から見た地域住民へのイメージ
　大前提として、当たり前のことなのだが多くの流域住民が๊く関心事は自分の生活や仕事の
ことが中心で、水ມ病のことばかりを四六時中考えて暮らしている住民はいないと考えている。
そして、そういう人々を前に正面から「水ມ病について、本気で考えていきましょう」と呼び
かけても、なかなか相手にしてもらえないと思っていた。
　②　実際の地域住民の思い
　しかし、実際に阿賀野川上流域に暮らしている住民に話を聞くと、メディアに対する不満を
๊いていることが分かった。それは、新聞などで取り上げられる水ມ病に関する情報は、常に
被害や運動家たちの動きなどに関する内容ばかりで、自分たちが住む場所に関して負のイメー
ジばかりが植え付けられて、いつも悪く思われているということに対する不満であった。さら
に、実際に住民たちが感じている地域の実態はメディアで報道されるものとは違う部分も多く、
新聞記者たちが新ׁ水ມ病に関する地域の実態を偏った見方や取材に基づき記事を書いている
ことにもりを感じる住民が多かった。

　③　地域住民による賛同のきっかけ
　そして、'M事業の一環であるロバダン（端ஊ義）で住民の意見を聞いた際、阿賀野川流
域において水ມ病という影の部分ばかりを多く取り上げるメディアのようでなく、同時に光の
部分も取り上げてバランスのいい情報発信の方法を採るならば、地域再生に協力したいと考え
る住民は多くいることが分かった。そうして、「阿賀野川え〜とこだプロジェクト」では「光
と影」というのがテーマになった。
　それまでは、運営側としても地域再生には水ມ病について考えることが第一だと思っていた
が、実際に住民の意見を聞いたことで、今まで人々が阿賀野川流域では新ׁ水ມ病だけが起
こったかのように考えがちだったこと、どんな歴史にも光と影の部分があるということに気が
付いた。そして同時に、阿賀野川流域の地域が持つ光の部分を人々に知ってもらうことの必要
性に気付かされた。

ཅ༷　࡚ࢁ ώΞϦϯάの༷子
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２　「やいし」にͭいて
ᾊ　「やいし」はѨ賀野川্流域からணखしͨそうͰすが、্流域から事業Λスλーτさͤͨ
͜とͰۤ࿑されͨ点Λ͓ฉかͤͩ͘さいɻ

（ճ）

　①　阿賀野川上流域の住民が๊えている葛藤
　阿賀野川の上流域には、かつて新ׁ水ມ病の原因ا業となった昭和ి工鹿瀬工場があり、周
辺には昭和ి工の社員やその家が多く暮らしていた。そうした中、「もやい直し」事業には
貴重な資料などを所有している昭和ి工の関係者の存在が判明したが、なかなか関係者からの
協力は見込めなかった。当時、彼らにとって昭和ి工は自分たちの生活を左右する絶対的な存
在だったからである。そのため、ి話をかけて協力してもらえないかと頼んでもڋ否反応を示
され、別の人にはౖ໐られたりすることもあったという。
　しかし、そんな上流域もかつては昭和ి工の恩恵を受けて繁栄したとはいえ、水ມ病問題発
生以後は徐々に過疎化が進んでいることも事実であった。そこで、'M事業の運営側は、「も
やい直し」への協力を得るという目的だけでなく、再び上流域を復興させたいという思いを住
民に熱く語りかけた。これは、地域再生が水ມ病に関するものだけが目的でなく、光の部分に
ついても触れる形で進めていくものだということを理解してもらうことが出来ると考えたから
である。そうすると、光の部分についての情報発信には協力しようという上流域の住民が名乗
り出てくるようになった。住民たちも、地域を復興させたいという気持ちをそれぞれに๊えて
おり、葛藤していたことが分かる。そうして、一緒に地域再生を進めているうちに、彼らが所
有していた昭和ి工の貴重な資料も提供してもらえることもあった。
　②　「もやい直し」の進め方
　最初のうちは、住民からి話口でౖ໐られた経験もあったそうだが、決してその経験をマイ
ナスと捉えず、それだけ住民の興味をऒく事業であると考えた。ౖ໐られた相手には直接会い
に行ったこともあった。そうして、住民の声なども参考にしてたどり着いた「もやい直し」の
進め方が、阿賀野川において光の部分とも言える「水ມ病ではない部分」について、あえて真
画運営するパネル८回展でاに取り組むという方法である。例えば、あがのがわ環境学舎が
は数千点の写真資料の中からݫ選されたものが並ぶが、その内容の８割を「水ມ病ではない部
分」が占めるなど、̢̛事業のイベントでは新ׁ水ມ病の部分と新ׁ水ມ病以外の部分とを意
図的に「２：８」もしくは「３：７」くらいの割合で構成している。また、一般的な公害学習
や公害関連のイベントではどちらかと言うと公害が発生した後の被害者やࡋ判の動きを主に
伝えるものが多い中、あがのがわ環境学舎が公
害学習を行う際には「なぜ水ມ病が発生するに
至ったのか」という水ມ病が表面化する以前の
過程や発生に至るメカニズムを深く理解しても
らうことに重点が置かれている。誰もが（被害
側であれ加害側であれ）当事者になり得るとい
うことを理解してもらったうえで、誰かを責め
るのではなく、発生に至った過程やメカニズム
を理解することこそ公害を二度と繰り返さない
ようにするという最も重要な教訓を得てほしい Ѩ賀野川
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のである。こうした方法のもとでは、水ມ病に関する影の部分は２割で少ないと感じたり、被
害やࡋ判関係が少ないと感じる人もいるかもしれないが、実際にイベントを訪れたりプログラ
ムを受講した人々の感想には、水ມ病について印象深かった、新しく有用な見方を得られたと
書いている人がたくさんいるという。
　こうした活動を地道に重ねていった結果、もともとは「水ມ病に関することに協力したくな
い」と考えていた住民から、貴重な資料や情報を受け取れるという可能性もある。実際に資料
を提供してもらうこともあっただけではなく、以前と比較しても地域住民とのかかわりが深
まったという。

生にͭいて࠶のలに地域ޙࠓ　３
ᾋ　「Ѩ賀野川えʙとͩ͜プϩδΣクτ」が࢝·って、ࠓͰ1�となり·すが、͜れ·Ͱの׆
ಈͰಘられͨ成Ռや、ޙࠓࢦしてい͘「͋がのがΘڥ学ࣷ」の࢟Λ۩ମ的に͓ฉかͤͩ͘さ
いɻ

（ճ）

　①　今までの成果
　地域の中でのネットワークがたくさん出来たことで地元の人々と仕事が出来ていると感じら
れるようになったことのほか、水ມ病や「阿賀野川え〜とこだプロジェクト」についての認知
度が上がったこと、そしてイベントなどを開催すると地域住民の多くが情報誌「阿賀野川え〜
よこだより」に目を通しているということも分かり、10年の活動の成果を感じられる。こうし
た成果によって、公害関連イベントには通常、公害に関心のある人が多く参加する傾向にある
ため、いつも同じإぶれになることが少なくないが、̢̛事業のどのイベントの参加者も特に
公害問題に関心を持っている訳ではない流域住民が大半を占め、イベント講師も地元関係者で
ある。こうした流域住民の参加が大半を占めるイベントを毎回、ا画運営できる状況が最大の
成果と言えるかもしれない。
　②　これからの活動の展望
　いつか実現させたいと考えていた原因ا業である昭和ి工との協働取組が平成26年２月より
進んだ。具体的な事業内容としては、昭和ి工側は参加者に対して水ມ病について語るのでは
なく、現在の排水処理の仕組みを実際の工場に入って学んでもらうことを目的とした環境学習
などと言ったプログラムづくりの提案であった。話を持ち掛けると、昭和ి工側も興味を持っ
た。実は新ׁ水ມ病公式確認50年前後ということもあって、昭和ి工側も地域再生に関する何
か新しいことを始めたいと考えていたところであったのだ。そこから協働取組が始まり、あが
のがわ環境学舎が推進する新ׁ水ມ病が発生するに至った歴史の学習と組み合わせることで、
新ׁ水ມ病がなぜ発生してしまったのか、そして現在はどのような排水処理を行っているのか
を同時に学べる環境学習が出来上がった。
　これをきっかけに、様々なا業や団体から環境学習に参加したいとの要望があり、最初は
様々な団体を受け入れていたが、現在は対象をا業・行政・教育機関にߜり、大学生を中心に
公害学習を実施すると共に、ا業社員や行政職員へのC43研मを行っている。
　これらの活動は２〜３年前から始まったことではあるが、今後は本格的にا業や行政を対象
とした研म事業を拡大していくと共に、その過程でا業を対象とした収益事業の構築を急ぎ、
一方で主に県内教育機関へ公害学習を無ঈで提供する方途の実現を模索・検౼したいと考えて
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いる。

ௐࠪΛऴえて
　今まではࡋ判の変容や、ױ者の認定基準がどのように変化したかなど水ມ病発生後のことば
かりに目を向けてきました。しかし、あがのがわ環境学舎では、公害の発生から長い年月が経
過して、原因ا業のほぼ全ての社員が、新ׁ水ມ病が公式確認された昭和40年以降に入社した
人々となった状況もצ案して、被害の実態解明やا業・行政の責任追及という方向性ではなく、

「なぜ新ׁ水ມ病が発生したのか」について冷静かつ地道に学ぶことで社会全体にとって有用
な教訓を得るという方向性を推進しています。その結果、原因ا業が地域再生に参画し易くな
る未来を切り開きつつ、人々が原因ا業に対する偏見を持ったり、責めたりするのではなく、
公害を引き起こす側の当事者に誰もがなり得たこと、そうした当事者の立場に立った際にどの
ような行動を実際にとり得るのかといった問題への理解を深めようとしています。私はこの話
を聞くまでは、被害を受けたױ者だけが差別や偏見を受けたと考えていたが、実際は原因ا業
の関係者も苦しんでいたのだと思うようになりました。
　水ມ病は発生から50年が経過していますが、私は今回のヒアリングを通して水ມ病について
は発生した原因を知ることで今後の公害防止に努めることが出来ること、そして水ມ病発生後
の流れを知ることで水ມ病という歴史を決して風化させてはならないと感じることが出来ると
分かりました。
　また、阿賀野川といえば新ׁ水ມ病、というイメージを๊くのも一種の偏見だということを
理解する必要性があり、阿賀野川のみならず公害などでマイナスイメージを๊かれている地域
には必ず光の部分があり、そしてそれを正しく知ることが重要であると考えます。

────────────────────────────────

ᶚ　ࡔ東ห護࢜・৽ׁ水ມපௐࠪᴷʮ࣭ঢ়ʯʮճʢฤूʣʯᴷ
ʦ　࣌ʧ2017年３月１日15時_
ʦώΞϦϯάઌʧ新ׁ県ห護࢜会　坂東克彦ห護࢜
ʦ文　ʧ野間元綺（龍谷大学法学部２回生）
　
ᾇ　ࡔ東ห࢜ޢにͭいて

（ճ）

　坂東ห護࢜は、新ׁ水ມ病の第一次ૌু、第二次ૌুに携わっていた。第一次では、公害
問題において、初めて不法行ҝを認めさせるなどの成果をあげられた。第二次ૌুでは、ห護
団長を務められた。また、新ׁ水ມ病だけでなく、熊本の水ມ病などさまざまな公害問題に取
り組んでこられた。
　そして、ห護団長を退かれてからは、新ׁ県の水ມ病についての新ׁ県の条例の作成に尽力
し、現在は、認定৹査の際の参考人として水ມ病問題に取り組んでおられる。
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ᾈ　৽ׁ水ມපૌুとは
（ճ）

　昭和ి工鹿瀬工場が排出した水ۜで阿賀野川が汚染された。その水ۜをઁ取した魚を阿賀野
川周辺の住民が食べ、水ມ病を発した。水ມ病を発したױ者が、1967年昭和ి工に不法行
ҝによる損害ഛঈを求めてૌুを起こした。このࡋ判は、日本初の本格的な公害ࡋ判であり、
それから起こる公害ࡋ判の先例として、公害ࡋ判を語るうえでなくてはならないものであった。
新ׁ水ມ病の第一次ૌুでは、公害ࡋ判の法的責任を明確にすることや、原告が負う立証責任
が軽減されるなど、これまでの常識を෴すものであった。また、現在も新ׁ水ມ病ૌুはノー
モアミナマタ第二次ૌুなどとして続いている。

ᾉ　ݱ在のೝ定੍にͭいて
（ճ）

　現在の公健法による認定制度では、環境省による通知に基づき、県で認定৹査を行なってい
る。そして認定基準は、1977年に環境省が通知した「認定には複数の状が必要」というもの
が長年基準とされてきた。現在の認定基準では、「感覚障害だけでも、٬観的資料があれば認
定する」というようになってきている。例外的に٬観的証ڌがある場合認定している。

ᾊ　ࡋΛ͜ىす·Ͱのۤ࿑にͭいて
（ճ）

　当時はだれも公害についてࡋ判を起こそうなんて思いもしなかったから、ױ者にࡋ判を起こ
すようૌえかけることや、原告を見つけることに苦労した。被害者は、農家の人も多く、みん
な国にたてつくことをݏがっていたから。
　これのࡋ判は、ห護࢜が原告を୳すことから始めているので、中には「ห護࢜主導のࡋ判
だ」と൷判する人もいた。これについて൷判する人もいる。
　確かにこのࡋ判はห護࢜主導のࡋ判になってしまっている。しかし、ห護࢜主導であったと
してもやらなければいけないࡋ判だった。

ᾋ　ղの݁にͭいて
（ճ）

　第一次ૌুでは、加害者だった昭和ి工が、今回の和解では、原因ا業とされていることや
和解金の額が低すぎることなど、坂東ห護࢜には納得することのできないものだった。他のห
護࢜からは『ห護団長は、多数に従うべきだ。今、解決をしないとこれからずっと解決しなく
なる』などと言われたため、他のห護࢜・被害者たちとの方法性の不一致が生じࣙ退した。

ᾌ　ݱ在のೝ定੍にͭいて
（ճ）

　現在の認定制度では、申請主義を取っている。まずこれが認定制度の問題点である。公害被
害者の本質として、被害者は被害を言わないというものがある。これは、差別や偏見を恐れて
言わないというだけでなく、被害を申告してしまうと仕事がなくなることや、結ࠗできなくな
ることを恐れている。
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　なので、ݑ法25条がある以上、申請制度ではなく社会福ࢱの問題として解決しないといけな
い。

ᾍ　ܰい状のऀױは、水ມපとਃࠂしない΄うが、Ұ生তిΛ࠘んͰい͘人生Λૹらな͘て
ΉのͰ幸ͤなのͰはないかɻࡁ

（ճ）

　それは、それぞれの考え方。そういう考え方があっていいのだ。坂東ห護࢜は、第二次ૌু
の和解によって他のห護࢜とは、まったく違う考え方だった。しかし、『一人ぐらい和解に反
対する人がいないと日本の法律家はഅ鹿にされる』と言っていた人もいた。このように、水ມ
病に対する考え方は、一つでなくていいのだ。

ௐࠪΛऴえて
　水ມ病についてマスメディアは、現在生存されているױ者に焦点を当てている。ܶ型のױ
者はすでになくなっているので、水ມ病というと、感覚障害や視野狭窄などのܶ型のױ者に
比べると状が比較的軽いױ者しかいないと思われがちである。実際に私もそうだった、坂東
ห護࢜に実際のࡋ判で使った映像を見せてもらうまでは。
　私のイメージしていた水ມ病ױ者とは、あまりにかけ離れ、衝ܸ的なものだった。そこに映
されていたのは、歩くこと・話すことさえできないױ者だった。
　確かに、ױ者主体ではなくห護࢜主体のࡋ判になると、ࡋ判を起こそうと思っていないױ者
にもห護࢜がࡋ判を起こすようૌえかけるということなので、一般にはよいことではないと思
われる。しかし、そのように൷判する人は、直接、ܶ型のױ者を見ていないからであると考
える。当時、直接ױ者と関わった人なら、二度とこのような公害問題が起きることのないよう
に、ࡋ判を起こそうとしたはずだ。
　以上のことから、坂東ห護࢜が携わった公害ࡋ判は、坂東ห護࢜が直接、ױ者と関わってき
たからこそ起こすことのできたࡋ判だと考える。

ௐࠪΛऴえて
　新ׁ研मを通じて我々は新ׁ水ມ病に向き合ってきた。高度経済成長期と共に、４つの公害
がॱに発生した。新ׁ水ມ病は、熊本県水ມ市に次いで第２水ມ病として世を૽がせた。いや、
今もその問題が完全に解決したとは言えないだろう。
　行政側、ห護࢜側、民間ا業側、三者のヒアリングを通して、未だ残る問題に触れた。ױ者

のώΞϦϯάの༷子࢜ޢ東หࡔ
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の認定までに多くの時間がかかる点、ױ者の高齢化、原因ا業との向き合い方などである。
　一概にこれらを解決することは難しいが、一つこの研मを通じて言えることは、新ׁ県は、
そして県民、ا業は新ׁ水ມ病と正面から向き合っていることである。多くの問題が残る一方
で、それぞれの立場から解決策を模索続けている。昭和ి工や行政から水ມ病に関わることは、
一見難しいようにも思える。しかし、昭和ి工は民間ا業と協働して、新ׁ水ມ病を教訓に置
きながら他ا業へのC43を行うことで、より良いا業作る取り組みを行っている。また、行政
側もױ者の高齢化に伴い、認定までのスムーズ化を図ろうとしている。
　公式認定から50年が経過している今、新ׁは前に進んでいる。福島の原発問題や、その他の
公害問題など、日本にはまだ新しい問題が起こっている。新ׁ水ມ病研究は、これから先の日
本の公害問題と向き合うヒントとなると考える。
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૬ղੳྨڕϝタόーίーディングにΑる"/%ڥ

	　
龍谷大学ཧ学部・ࢣߨ/里山学研究センター・研究員

山中　༟थ

はじめに
　滋賀県東近江市地域を集水域とする愛知川とその周辺水域を対象として、環境DNAメタバー
コーディングによる魚類相の調査を実施している。環境DNAとは土中、水中などの環境中に
含まれるDNA全般を指す用語で、微生物のみならず、魚類などの大型生物が体外に放出した
DNAも含まれている。放出源は未だ明確にはなっていないが、これら大型生物の上皮組織

（体表面や管の内นなど）が更新されて剥がれ落ちた細胞が環境中をඬっていると考えられ
る。微生物学の分野では、古くから環境DNAの分析によってその場に生息する微生物群集を
明らかにするような手法が用いられてきていたが、2011年にフランスの研究チームが外来種で
あるウシガエル┖┥┲┥ⓤ┧┥┸┩┷┦┩┭┥┲┥のDNAをため池の水から検出できたとする報告（'icetola et 
al. 2011）をして以降、大型生物の検出への環境DNA分析の適用例が急速に増加している（高
原ら2016）。単७には環境中から集めたDNAをPC3やシーケンシングといったط存の分子生物
学的手法によって分析し、種を識別するための適切なマーカー遺伝子を使って同定・検出を行
う技術である。初期の研究ではウシガエルをはじめとして、コイ┇┽┴┶┭┲┹┷ⓤ┧┥┶┴┭┳（Takahara 
et al. 2012）、ブルーギル┐┩┴┳┱┭┷ⓤ┱┥┧┶┳┧┬┭┶┹┷（Takahara et al. 2013）など、特定の種を対
象に分析する「種特異的な検出」がほぼすべてを占めていた。その一方で、Minamoto et 
al.（2012）に始まる、複数種を同時に検出する試みも進んできた。2015年になり、Miya et 
al.（2015）では魚類全般のDNAを環境DNA試料中からユニバーサルに増幅し、次世代シーケ
ンサーでの分析と組み合わせて種組成を網ཏ的に明らかにできる分析技術が確立され、このよ
うな環境DNAメタバーコーディングを用いた研究・調査が一般化しつつある。本研究報告で
は、簡単に環境DNAメタバーコーディングの方法論を解説したのち、伊庭内湖と、それにほ
ど近い琵琶湖本湖の湖岸に位置する長命寺で採取した環境DNA試料から得られたデータを紹
介する。

境%/"ϝλόʔίʔσΟϯάのݪཧとํ๏
　商品にషられたバーコードのようにDNAԘ基配列の一部を「ピッ」と読み取って種を同定
するのが、バーコーディングであり、大量の同定作業をハイスループットに行うことをメタ
バーコーディングと呼ぶ。バーコーディングの要ఘは、効率よく種を識別できる遺伝子領域を
選定することにある。Miya et al.（2015）においては、ミトコンドリア124領域をバーコーディ
ング領域として利用している。Miya et al.（2015）はこの124領域の中に「超可変領域」、すな
わち種間でのԘ基配列の差異が明瞭に読み取れる、非常に変異に富んだ領域を発見して、種の
同定に用いている。ただ、このようにバーコードとして優秀な領域を見つけたとしても、それ
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だけではバーコーディングには利用できない。次の段階では、このような領域を「ڬむ」形で、
DNAをPC3（ポリメラーゼ連鎖反応）によって高濃度に増幅する必要が出てくる。特に環境
DNAの場合は水中をඬうDNAの濃度は極めて低く、一旦PC3によって増幅しなくては、Ԙ基
配列を決定するシーケンシングに供することができない。Miya et al.（2015）では超可変領域
のちょうど外側に、多くの魚種で共通するԘ基配列があることに着目し、PC3で増幅する領域
を指定する役割を持つ「プライマー」（Mi'ishプライマーと名付けられている）をこの部分に
設計した。つまり、種の識別に使うバーコードをڬんだ領域を、どの種でも構わず増幅したの
ちに、次世代シーケンサーで網ཏ的なシーケンシングを行うという事である。バーコードの中
身は変化に富んでいて種の識別にศ利でありながら、PC3の段階では1セットのプライマーで
種を選ばず増幅できる、というのがポイントである。
　本研究ではMi'ishプライマーと、里山学研究センターでߪ入した次世代シーケンサー
Mi4eR（illumina社）を利用して、環境DNAメタバーコーディングを実施している。今回用い
た環境DNA試料は、2016年11月に伊庭内湖で採取したもの、そして、比較として2015年12月
に琵琶湖本湖の湖岸（近江八幡市長命寺町）で採取したものである。調査時には現地で0.5-の
湖水を採取して直ちにろ過し、ろ紙を冷ౚ保存で研究室へ持ち帰った。このろ紙から、水中
をඬっていた環境DNAを:amanaka et al.（2016）の方法に従ってந出して試料を得た。得ら
れた環境DNA試料は冷ౚすれば半永久的に保存・利用が可能である。これらの試料をMiya et 
al.（2015）のプロトコルに従ってMi'ishプライマーでPC3増幅し、次世代シーケンサーで網
ཏ的なシーケンシングを行った。得られたԘ基配列情報をMiya et al.（2015）が整備したデー
タベース、すなわち各魚種のDNAԘ基配列情報が格納されたデータベースに照会し、種の同
定を行った。

ಘたれた݁果と解આ
　結果として、表１の通り、長命寺では23種、伊庭内湖では20種、総計では28種の魚類が確認
された。オオクチバスやブルーギル、フナ┇┥┶┥┷┷┭┹┷ⓤ┷┴⓲などのように琵琶湖でも内湖でも確認
された種がいる一方で、一方でしか確認されない種もいた。琵琶湖でのみ確認されたのはシロ
ヒレタビラ┅┧┬┩┭┰┳┫┲┥┸┬┹┷ⓤ┸┥┦┭┶┥ⓤ┸┥┦┭┶┥やウグイ┘┶┭┦┳┰┳┨┳┲ⓤ┬┥┯┳┲┩┲┷┭┷などで、内湖でのみ確
認されたのはタモロコ┋┲┥┸┬┳┴┳┫┳┲ⓤ┩┰┳┲┫┥┸┩┷やモツゴ└┷┩┹┨┳┶┥┷┦┳┶┥ⓤ┴┥┶┺┥などであった。あ
るقઅ（今回は൩ळ）のみのデータ、かつ、採取した年が異なるサンプルでの比較であるので
こうした種組成の地点間差がどういった意味を持つのかについては確たる解ऍができない状況
ではあるが、東近江市の愛知川下流域に位置する両水域で、1قઅだけで見ても30種近い魚類
が生息していること、そして、琵琶湖と内湖とでは種組成に多少の差があるかもしれないこと
が示唆された。すでに愛知川を含めた周辺の琵琶湖流入河川では昨年Նに、そして琵琶湖と内
湖においては継続したقઅ的なサンプリングを実施しており、今後の分析によって愛知川周辺
水域での種組成やそのقઅ変化情報、そしてそこから推測される、河川、内湖、琵琶湖の間で
の魚類の移動について知見が得られる見込みである。なお、2015年から2016年にかけての琵琶
湖本湖の全周囲で4قઅに採取した試料をすべて分析したところ、全体で50種が検出されてい
る。
　なお、表１の和名欄を見るとわかる通り、種のレベルまで同定できない分類群もあった。こ
れは、今回利用しているバーコーディング領域では、種間でԘ基配列が重複してしまい区別で
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きない種がいるという事を示している。例えばフナであればήンゴロウブナ┇┥┶┥┷┷┭┹┷ⓤ┧┹┺┭┩┶┭ⓤ
とフナ属という区分になっており、琵琶湖にいるフナ属３種のうち、ギンブナ┇⓲ⓤ┥┹┶┥┸┹┷ⓤ
┰┥┲┫┷┨┳┶╓┭はニゴロブナ┇⓲ⓤ┥⓲ⓤ┫┶┥┲┨┳┧┹┰┭┷と区別できないということである。こうした分類群
は正確には複合種やlineageなどと呼ぶのが適切で、種と呼ぶのは間違であるが、本報告文の
中では簡ศのために種いう語を用いた。こうした複合種の問題はバーコーディング領域を変え
ることでしか解決されることはないため、より高解像度の同定ができる領域へ乗り換えること
も必要かもしれない。しかし、どの種のDNAも押しなべて増幅できるようなプライマーを設
計可能、かつ、更に種間での差が大きい領域を見つけるというのは困難を極める。本研究では
今後も、現時点でもっとも高いバーコーディング能力を持つMi'ishプライマーを基本として
利用することになるだろう。
　流域一貫で健全な水系の接続性が保たれることが、多様な空間利用をしている琵琶湖淀川水
系の魚類群集の健全な生活史の維持につながる。今後もプロジェクトの中で広い空間スケール
でのモニタリングを続け、種ごとの移動や空間利用について、そしてそこに人ҝが関わる不都
合が起こっていないかについて、明らかにしていきたい。

Ҿ༻文献
'icetola G', Miaud C, Pompanon ', Taberlet P（2008）4pecies detection using environmental DNA 

from water samples. ┆┭┳┰┳┫┽ⓤ┐┩┸┸┩┶┷⓰ⓤ⓸ⓤ⓾ⓤ⓸⓶⓷–⓸⓶⓹⓲
Minamoto T, :amanaka H, Takahara T, Honjo MN, Kawabata ;（2012）4urveillance of fish species 

composition using environmental DNA. ┐┭┱┲┳┰┳┫┽⓰ⓤ⓵⓷ⓤ⓾ⓤ⓵⓽⓷–⓵⓽⓻⓲
Miya M, 4ato :, 'ukunaga T, 4ado T, Poulsen +:, 4ato K, Minamoto T, :amamoto 4, :amanaka H, 

Araki H, Kondoh M, Iwasaki W（2015）Mi'ish, a set of universal PC3 primers for metabarcoding 
environmental DNA from fishes : detection of more than 230 subtropical marine species. ┖┳┽┥┰ⓤ
┗┳┧┭┩┸┽ⓤ┓┴┩┲ⓤ┗┧┭┩┲┧┩⓰ⓤ⓶ⓤ⓾ⓤ⓵⓹⓴⓴⓼⓼⓲

Takahara T, Minamoto T, Doi H（2013）Using environmental DNA to estimate the distribution of an 
invasive fish species in ponds. └┐┓┗ⓤ┓┒┉⓰ⓤ⓼ⓤ⓾ⓤ┩⓹⓺⓹⓼⓸⓲

Takahara T, Minamoto T, :amanaka H, Doi H, Kawabata ;（2012）Estimation of fish biomass using 
environmental ┈┒┅⓲ⓤ└┐┓┗ⓤ┓┒┉⓰ⓤ⓻ⓤ⓾ⓤ┩⓷⓹⓼⓺⓼⓲

高原輝彦，山中裕樹，源利文，土居秀，内井喜美子（2016）環境DNA技術の現状と手法確立に向けた
展望．日本生態学会誌66 : 583–599.
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表１��命ࣉとҏఉ内湖のࢼྉΛ༻いͨڥ%/"ϝλόーίーσΟϯάの݁Ռɻ

学名が太字となっている種は、どちらか一方の地点でしか検出されなかった種を示す。
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琵琶湖؛Ϥシ܈མについてฉ͖औΓ調ࠪ

	　
龍谷大学ཧ学部
森ຊ　݈ޗ

龍谷大学ཧ学部・।教授/里山学研究センター・研究員

ԣ田　ַ人

１．はじめに
　ヨシ群落は琵琶湖の自然景観において豊かな郷土の原風景であり、魚類・鳥類などをはじめ
様々な生物の生息場所、湖岸の侵食防止、水質保全等多様な機能を有しており、豊かな生物相
を育み、琵琶湖の環境保全の面でも重要な要素の一つとなっている（内藤2012）。また、ヨシ
はかつて࿄や戸・୨などの建具・家具、כ෪き屋根・֞根などの建築資材、燃料やༀࡎなどに
加え、琵琶湖の伝統的漁法であるえり漁やྊ漁の漁具にも使用されるなど、生活の様々な要
素として利用され人々の暮らしや文化と深く関わり、それらを支えてきた（淡海環境保全財
団2002）。しかし、湖岸の埋め立てや琵琶湖総合開発による公共事業、湖岸公Ԃ、湖岸道路の
建設などにより、湖岸の状況が変化した。また、内湖でのヨシ等のந水植物の生育面積は琵
琶湖全体の生育面積の約60�におよぶため、内湖はヨシ群落にとって貴重な存在であるが、埋
め立てや干拓により1940年代には延べ面積2902ha、37内湖にヨシ群落が存在していたものが、
2005年現在残っているのは425ha、23内湖になった（西野・浜端2005）。
　ヨシ群落の保全について、滋賀県が1994年に「琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」を制
定し様々な取り組みが進められてきたが、かつてのヨシの生育状況を知る人が年々減少し、持
続可能なヨシ群落の保全を考える糸口が少しずつࣦわれていると思われる。
　この報告では、かつてのヨシの生育状況を知る人に聞き取りを行い、ヨシの生育状況の記Ա
の一端を記録することを通じて、持続可能なヨシ群落の保全を考える一つの情報を提供できれ
ば良いと考え、実施した。

２．ௐࠪ地およͼௐࠪํ๏
　ヨシ群落保全計画で目標としている昭和30年代頃までの生活を実体験として記Աしている
方々を調査の対象とし、期間は2016年11月〜2017年１月の間に行った。聞き取りは、滋賀県草
津市ࢤಹ地区の地域住民１人と滋賀県近江八幡市の地域住民２人、西の湖周辺でヨシを使用し
た生業をおこなってこられた１人の計４人から行った。主な聞き取りの内容は、ヨシ群落の昔
の様子、現在までの保全の取り組み、問題点やこれからの課題についてである。
　西の湖周辺では、近江八幡市八幡堀付近で1948年（昭和23年）生まれ69ࡀの女性１名から、
近江八幡市安土町下豊浦在住では1930年（昭和7年）生まれ85ࡀ男性と1947年（昭和27年）生
まれ70ࡀ男性の２名から、聞き取りを行った。
　草津市ࢤಹ周辺では、1942年（昭和17年）生まれ75ࡀで草津市ࢤಹ中町在住の男性から聞き
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取りを行った。

３．ฉ͖取り݁果
　ᾇ　近江ീ഼市の湖पล�1�4�（ত23）生·れ6ࡀ�のঁ性の͓し
　古事記や日本書紀では日本のことは豊ѵ原ਸ਼穂の国と記されていて、古くからヨシは日本の
風景の一つとして人々に親しまれ、美しいものとされてきた歴史がある。西の湖のヨシは、古
くから江洲や円山の名で全国に集荷され、࿄や障子などに加工、屋根材に用いられるなど
して利用されてきた。Նになると障子がヨシを使用した࿄（よしず）に取り換えられ、人々
がྋを感じ、Նの風情の１つとして親しまれていた。しかし、家ి製品の普及や家づくりの変
化の影響などで、障子を取り換える文化自体がなくなってしまった。また安い中国製のヨシが
༌入されたことにより、高価な国産の࿄は中国産のものに追いやられ、衰退していく原因の
一つとなった。ヨシの伝統的な利用は、生活様式の変化により減少していった。ヨシ෪き屋根
は多くの建物に使用されてきた。ヨシ෪きの屋根は家を風や雨から守っていくうちに、１本1 
本が少しずつ短くなり、屋根のްみが減っていき、म理が必要となる。そのम理には多くのヨ
シが必要となるため、毎年刈り取りし、利用していた。ヨシ෪きの屋根も現在では建築基準法
で（新築が）ې止されているため、新しく෪きସえを行うことができなくなってしまった。そ
のため、かつては西の湖周辺の地場産業の一つとして重要な存在だったヨシ産業も衰退してい
くしかなくなってしまった。ヨシを刈り取り、焼いて、再生させる。この一連の過程の中で、
苦労し、面倒な事を人々が行っていく過程こそが文化であり、守るべき伝統なのではないのか。

　ᾈ　近江ീ഼市の湖पล�1�3�（ত７）生·れ�5ࡀのஉ性の͓し
　ヨシは水をড়化する作用があり、水質でヨシの品質や状態も変わってしまう。昔は水の綺麗
な状態が続いていたため、西の湖周辺では、良質なヨシがたくさん採れていた。良質なヨシは
高値で売ることができていた。しかし戦後、食料不足による米の増産や道路建設などのため、
ヨシが生えている場所が埋め立てられ、ヨシが消えてしまった。さらに、農ༀ、家庭排水、工
場排水などで水質が悪くなり、西の湖が汚れていった。ヨシが持つ、ড়化作用によりそれらの
汚水を吸い取ってしまい、ヨシのܪが汚れてしまい、ࠇく変色してしまうようになった。ひど
い時にはほとんど製品にならず、良質なヨシを生産できなくなった時もあった。現在では、伝
統的なヨシ産業や文化を子ども達に伝える活動を行っている。ヨシは昔から身近な存在で必要
なものであると伝えていくことも、ヨシを保全していくには重要な事であると考えている。

　ᾉ　近江ീ഼市の湖पล�1�4�（ত22）生·れࡀ��のஉ性の͓し
　今から60年ほど前には、西の湖は湖の底にあるや魚などが見ることができるぐらい水がき
れいだった。西の湖がある場所付近は、大中の湖と呼ばれる大きな内湖が存在していた。戦後
の食ྐ難の影響などで大中の湖の干拓が行われ、田んぼや畑を作るために、干拓が行われた。
この地域では漁業が主な産業の一つであったが、干拓により農業へと変化した。西の湖では昭
和60年ごろからブラックバスやブルーギルが増えてきた。琵琶湖で外来魚の問題が૽がれてい
た時には、西の湖でも生息が確認されるようになった。ウシガエルも昔はいなかったが、湖の
水が汚れてきたため、増えたと言われていた。「近江八幡の水郷」は、2006年に国の重要文化
的景観として選定された。そこには西の湖のヨシ群落の景観も含まれており、景観の現状を維
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持していく取り組みも行われている。また、西の湖はラムサール条約湿地にも登録されている。
県の条例により、現在はヨシ刈りが公的な機関によって管理されているため、個人が気軽にヨ
シを利用することができなくなっている。

　ᾊ　市ࢤಹ地区�1�42（ত1�）生·れ�5ࡀஉ性の͓し
ಹ地区では、昭和30年代には、子供が琵琶湖でӭいで遊べるぐらい水がࢤಹ中内湖があるࢤ　
きれいであった。内湖の水、琵琶湖の水、水路の水は、飲めるほどきれいであった。水路や内
湖には、魚がたくさんいて、子供たちは、よく釣りをして遊ぶ事が多かった。昭和40年代まで
はࢤಹ地区でも琵琶湖沿岸で、漁業が行われていた。その頃はヨシ群落もたくさんあり、魚の
すみかや産卵場所としての役割をはたしていた。ヨシ帯をそのまま漁に利用した漁法があった。
湖岸部や内湖にあるヨシ群落を囲い、ヨシの中にいる魚を一気に獲るという漁法で、ヨシが漁
業を行う人々にも利用され、漁業を行う人々にも欠かせない存在であった。ࢤಹ中内湖周辺で
はヨシは貴重な資源であり、ヨシ෪き屋根、࿄などに利用していた。湖岸道路の建設により、
ヨシが刈り取られた、その影響により魚の数が減少し、漁業も衰退を余儀なくされた。また水
路に利用されていた土地が、道路化、ฮ装化された昭和60年代から急激に、内湖や水路の水質
が悪くなっていった。

４．ฉ͖取りௐࠪをऴ͑て
　今回の聞き取りの結果、طに西村ほか（2012）や宮内（2009）などで報告されていることで
はあるが、ヨシ群落の衰退の様子を知ることができた。以下に簡単に列挙する。
　ヨシ群落減少の原因として、人々の生活様式の変化や、ヨシを利用した産業の衰退、埋め立
てや干拓などがあげられた。昭和30年代までは、ヨシ群落は人々の生活に必要な存在であり、
保全を特に意識することなく、ヨシ群落が保全されるサイクルができていた。品質の良いヨシ
を生産するためには自然の生育に任せるだけではなく、積極的に人間がヨシを管理する必要が
ある。しかしながら、ヨシの利用の仕方は大きく変化した。ヨシを商品として扱い産業のため
に必要なものとしていた時代から、自然景観としてヨシ群落を保全し、保護活動のためにどう
すれば良いのかを考えていく時代へと変化したことが、聞き取りを通じて確認することができ
た。
　ヨシ群落の保全再生を考える場合、世代によって持っているヨシ群落に対するイメージが異
なるため、保全に向けての意識の形成が十分にできていないかもしれない。今回のような聞き
取りを通じて、ヨシ群落についてのイメージが共有できれば、保全への意識形成に役立つので
はないかと思う。今回の報告が、そのような役目を果たせればいである。
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宮内ହ介編（2009）「半栽培の環境社会学」昭和堂
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淡海環境保全財団（2002）　琵琶湖のヨシ再生に向けた植栽条件に係る調査研究報告書
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ԣ田　ַ人

１．はじめに
　近年、日本の登山者数は減少傾向にある。レジャー白書によると、登山の参加人口の推定人
数は2009年の1230万人をピークに徐々に下降し、2015年では730万人となっている（日本生産
性本部2016）。しかし、百名山や世界遺産などの人気の高い山には登山者が集中する傾向があ
る （環境省関東地方環境事務所2016）。そのため人気の高い山では、登山者数が増えることに
よる登山道の荒廃が起こっている（加藤2000ʀ大城2010）。登山道の荒廃が進むと、周辺植生
の破壊、登山者が通行する際の危険度の増加、景観破壊といった問題が起こるため、登山道の
整備を行う必要がある。また、登山道を整備する際には、景観を損ねることがないよう、適切
な整備を行わなくてはならない（八巻2008）。そのため登山道の荒廃の実態調査を行う必要が
ある。
　登山道の荒廃の調査はそれほど多くない。調査が行われていない理由としては、気象などの
条件のݫしい山岳地域においては研究活動を行うことが困難であること、登山道の調査方法と
して主に用いられている方法は構造物設置を必要とするため、簡単に行うことが出来ないこと
などが挙げられる。簡ศに調査を行うことが出来れば、調査する山域を増やすことが出来ると
思われる。
　登山道の調査法は大きく分けて簡易評価法、断面積測定法、ステレオ写真測量法の３種類
に分類される。調査法の３種類の中で、主に用いられているのは断面積測定法である（渡辺
2008）。断面積測定法は登山道の荒廃の特徴を握することに適しているが、登山道に不動点
を設置する必要があることや経過を見るため、何年も計測を継続して行わなくてはならないこ
とから、容易に行えるとはいえない。
　そこで地上写真判別法に注目した。この方法は簡易調査法に分類される調査法である。調査
方法は、登山中・下山中に荒廃している地点を目視で確認し、その地点のҢ度・経度・標高を
記録し、荒廃の様子を写真におさめる。地上写真判別法は、調査者の技量の影響を受ける欠点
があるものの、登山道に起こっている荒廃を概略的に握・評価できるという点で、他の調査
法に比べて優れている。この調査法で荒廃状況の調査を行うことが出来れば、更に調査の簡ศ
化が図れるため、今まで未調査だった山域で荒廃の現状を知ることが出来ると考えられる。
　地上写真判別法を用いて得られた荒廃の傾向と周囲の状況等から、荒廃が起こった理由を推
測することを本研究の目的とする。
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２．ௐࠪ地およͼௐࠪํ๏
2-1　ௐࠪ地の概要
　調査は、比良山系奈ヶ岳で行った。奈ヶ岳は標高1214m、滋賀県西部に位置する山であ
る。地質は、全体的に花崗岩の明るい地ഽが見られるが、ྏ線では堆積岩、変成岩が目に付く。
この花崗岩は中生代に貫入した岩体がོ起後、浸食作用を受けて露出したものである。堆積岩、
変成岩は中、古生代の海底での堆積および花崗岩の貫入にともなう変成の結果できたものであ
る（昭文社2016）。近隣の南小松観測所（アメダス）の1981年から2010年の年平均値では、気
温は14.4ˆ、年降水量は1897.6mmである（気象庁2017）。
　今回調査した御఼山ルートは、地形図では図１のようになっている。標高差は約970m、登
山道の総距離は約４kmである。登山道は同じような道が続くのではなく、地形、周辺植生と
もに変化してゆく。樹林帯部は主としてスギ人工林で、標高が上がるにしたがいブナ帯となり、
ྏ線でࠊ丈以上の樹木のない草地となる。

2-2　ௐࠪํ๏
　調査は2016年８月13日、17日の下見後、９月24日に行った。
　調査法としては、登山・下山中に荒廃している地点を目視で確認し、その地点のҢ度、経度、
標高を記録し、荒廃の様子を写真におさめる地上写真判別法を用いた。これらの写真を基に、
各地点の荒廃の種類や進行段階を分類した。
　登山道の荒廃は、渡辺・依田（2008）に従い、土侵食、拡幅化、複線化、植生破壊の４つ
の種類に分類した。土侵食とは、地表面を構成している土が何らかの原因によって消ࣦす
ることである。拡幅化は、従来の登山道よりも道幅が広がることである。今回の調査では、人
が歩く幅を考慮し、約１mよりも幅の広いものは拡幅化とみなした。多くの場合、登山道の拡
幅も土侵食を伴うが、ここでは下方への表層土の消ࣦを土侵食と呼び、側方への登山道
の拡大を拡幅と呼ぶ。複線化は、従来の道がటᖚ化する等、登山者が歩きにくくなったため、
多くの登山者が登山道の草地等の上を歩くことになり、そこが新たな登山道となることで、
従来の登山道と新しい登山道が並行する状態である。植生破壊とは、登山者によって植生に影
響が見られる荒廃の事である。木の根や表皮が、触れられたり踏まれたりすることで、めくれ
てしまったり、登山者が通行の際、樹木を折ったりすることが例として挙げられる。登山者が
良く触れられる地点に多く見られる（渡辺・依田2008）。
　荒廃の進行度合いは、荒廃の今後の進行の可能性や、放置した際に起こる問題を加味して、
段階的に分類した。分類の方法は、大雪山国立公Ԃで用いられている評価法を参考にして４段
階に分けた（環境省北海道地方環境事務所2015）。次に示すのが新たに設定した段階である。
１．大規模な荒廃があり、今後進行していくことが予想されるもの。
２．登山道に大規模な荒廃があるものの、この数年の進行速度はく、今後５〜10年での進行

もいと予想される。または、登山道に中規模、小規模な荒廃があり、この数年の進行速度
は早く、今後５〜10年で進行すると予想されるもの。

３．中、小規模な荒廃があり、この10年の進行速度はく、今後５〜10年での進行もいと予
想されるもの。またજ在的危険性があると思われるもの。

４．荒廃が見られるが問題性が低いもの。今後収ଋする、または新たな登山道として定着する
と考えられるもの。例えば倒木をආけるための複線化等がこれにあたる。
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　これら荒廃の種類と段階の分類を行ったデータと周辺の状況などから、荒廃がおこる地点に
共通する傾向や荒廃の原因などを考察した。

３．݁果
　荒廃箇所は全体で45か所あった。図２に荒廃地点を地図上に示した全体図を、表１に各荒廃
地点の情報を示す。荒廃の段階や特徴から、樹林帯の区間、コル周辺区間、斜面をトラバース
する区間、టᖚ化した急斜面部の区間、御఼山周辺ྏ線の区間、奈ヶ岳周辺ྏ線部の区間、
の６区間に分けた。区間ごとに荒廃の特徴などをまとめる。

　ᾇ　थྛ帯෦　
　地点１から地点16が֘当し、区間の長さは約700mである。写真１にこの荒廃地点の代表的
な状況を示す。区間の前半には特に荒廃が進んだ地点はなかったが、樹林帯部後半は、木の根
や、石が露出している地点が多く見られた。地点９から地点16が֘当するこの区間の後半部は、
複線化した箇所が多く、何本も道が出来ている地点もあった。

　ᾈ　ίϧपล
　地点17から地点23までがこの区間に֘当し、区間の長さは約560mである。この区間では全
体的に荒廃地点は少なかった。荒廃の特徴として、コル周辺の平たんになっている地点で拡幅
化が長く見られた。また、急斜面部をつづら折りで登っていく箇所には、ほとんど荒廃が見ら
れなかった。

　ᾉ　ࣼ໘Λτϥόースする区ؒ
　地点24、25がこの区間に֘当し、長さは約350mである。この区間はほとんど荒廃がなかっ
た。また、斜面をトラバースする地点には荒廃が見られなかった。

　ᾊ　టᖚ化しͨࣼٸ໘෦
　地点26から地点33がこの区間に֘当し、区間の長さは240mである。この区間の特徴として、
各地点の荒廃の段階は強くないが、短い区間に集中して荒廃が見られた。また、土がట状で
荒廃の影響を受けやすいこと、下草や木の生え方で登り側と下り側から道の見え方が異なる点
も特徴である。例えば、写真２では木の根により段差が出来ているが、斜面上部からは段差は
見られず、歩きやすく感じる。このような場所では登りは段差をආけるが、下る際に段差に気
づいても回ආせずに段差をそのまま下ることになりやすく、複線化が起きやすい。この区間で
は、このような登り側と下り側で異なる見え方をする地点が多くあり、この見え方が異なる地
点では複線化が多かった。

　ᾋ　ޚ఼ࢁपลྏઢ
　地点34から地点36が֘当し、区間の長さは約520mである。荒廃箇所はほとんど見られなかっ
た。ひとつ前の区間であるటᖚ化した斜面部と同じような、登りと下りで違う見え方をする地
点が見られた。この区間は下草が増え、まっすぐ見通せないため、正しい登山道を見極めるの
が難しい地点があった。



260

里山学研究センター 2016年度年次報告書

　ᾌ　ಸϲַपลྏઢ෦
　地点37から地点45が֘当し、区間の長さは約1200mである。複線化が特に進んでいた。比較
的はっきりとした複線化が起こっており、写真３のように道がつながって拡幅した道となって
いる場所も多く見られた。約1200mの間で９地点の荒廃があり、荒廃した区間１つ１つの距離
も長くなっていた。

ߟ．４
　ここでは、奈ヶ岳御఼山ルートで見られた荒廃要因を推測してみたい。
　荒廃に対する要因はほとんどが次の３つの理由から生じていたと考えられる。
　A．表土がࣦわれ、露出してきた根、石を登山者がආけたため生じた
　B．登山者から見たとき、登り側と下り側で登山道の見え方が異なるため生じた
　C．斜度が低いため、登山者が登山道を外れて歩きやすいため生じた
　D．その他
　この荒廃要因を地点ごとに検౼し、表２に分類して示す。荒廃理由は複合的に起こるため、
複数の理由をもつ地点もある。
　「その他」と記した地点の荒廃要因について、少し詳しく説明する。地点７、８、23に関し
ては倒木をආけたためにできたものである。地点33に関しては、ట状になった道をよけるため
複線化したと思われる。
　特に荒廃が特に進んでいたのが、地点９〜16の樹林帯区間の後半、地点26〜33の土がॊらか
い斜面区間、地点37〜45の奈ヶ岳直前のྏ線区間である。この３区間を荒廃が特に進んでい
るとみなした根ڌとして、樹林帯区間の後半と奈ヶ岳直前のྏ線区間では、荒廃の進んだ段
階１のものが見られた。土がॊらかい斜面区間では、特に強い荒廃地点は見られなかったが、
約240mに荒廃地点が８個あり、他の区間に比べて、荒廃がີ集していた。
　各区間の荒廃要因に特徴が見られた。樹林帯区間の後半では表土がࣦわれて、現れた根や石
を登山者がආけるために道を外れて生じた複線化が多かった。この区間は下草が少ないため、
登山者が道を外れて歩きやすいことも、荒廃が進んだ要因の１つと考えられる。
　土のॊらかい斜面区間では、登山者が見たとき、登山道が登り側と下り側で異なる見え方を
するため起こる荒廃が多くあった。下草が生え、道をまっすぐ見通すのが難しいことが、その
要因と考えられる。下りは登りよりも視界が広くなり、体力的にݫしいものではないため、登
山道とは異なる所が目に入りやすい。このように登山者が山を下る際に、登山道を離れること
によって起こる荒廃は、白山でも報告されている（小川2005）
　奈ヶ岳周辺ྏ線区間では、かなり進んだ複線化が見られた。斜度が低く、樹高の高い樹木
がないため、登山者が登山道を外れやすいことが、荒廃の起こった要因と考えられる。また、
この区間はྏ線で風が強いことや、雪が長い期間残りやすいなど植物の生育環境面でݫしく、
植生の回復もいと思われるため、荒廃が回復せず進行していると思われる。

５．今後の課題
　今後の課題として、簡易調査法を用いて、他の山域でも調査を行うことがあげられる。簡易
調査法を用い、様々な山域の荒廃の現状を調査することで、より詳細な研究や、荒廃の対策を
考える上で有効な情報となると考えられる。
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図１　ޚ఼ࢁϧーπ地形図　（国地ཧӃ地図8FC൛よりҾ༻）

図２　ޚ఼ࢁϧーτ　ߥഇ地点　શମ図（(14ཧΞプϦ　#BTF$BOQ）
　　　　図内ه߸のઆ໌　ઢ　ొࢁ道　੨ߥ　ضഇ地点
　　　　ᒵ৭࢛֯　थྛ帯の区ؒ、ίϧपลの区ؒ
　　　　৭࢛֯　ࣼ໘Λτϥόースする区ؒ、టᖚ化しͨࣼٸ໘෦の区ؒ
　　　　৭ޚ　఼࢛֯ࢁपลྏઢの区ؒ、ಸϲַपลྏઢの区ؒ
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表１　֤ߥഇ地点のछྨとஈ֊の分ྨҰཡ

区間名 地点番号 分類 段階 緯度 経度 高度(m) 平均斜度(%)
2 拡幅化 3 N35.14.939 E135.52.247 418
3 複線化 3 N35.14.946 E135.52.265 433
4 複線化 3 N35.14.963 E135.52.289 461
5 表土の流出 2 N35.14.966 E135.52.309 477
6 拡幅化 3 N35.14.965 E135.52.359 503
7 拡幅化 2 N35.14.975 E135.52.398 534
8 拡幅化 4 N35.14.983 E135.52.421 555
9 複線化 1 N35.14.985 E135.52.415 556
10 複線化 1 N35.14.989 E135.52.422 562
11 複線化 1 N35.14.991 E135.52.431 571
12 複線化 1 N35.14.990 E135.52.444 581
14 表土の流出 2 N35.15.000 E135.52.467 599
15 複線化 1 N35.14.992 E135.52.507 627
16 拡幅化 2 N35.15.000 E135.52.510 635
17 拡幅化 3 N35.14.994 E135.52.526 645
18 複線化 3 N35.14.993 E135.52.538 651
20 表土の流出 3 N35.15.017 E135.52.740 783
21 複線化 3 N35.15.045 E135.52.816 830
22 表土の流出 3 N35.15.067 E135.52.855 837
23 複線化 4 N35.15.089 E135.52.946 857
24 拡幅化 3 N35.15.178 E135.53.058 916
25 複線化 3 N35.15.177 E135.53.083 930
26 複線化 2 N35.15.177 E135.53.093 935
27 複線化 2 N35.15.199 E135.53.106 953
28 複線化 3 N35.15.224 E135.53.107 964
29 複線化 3 N35.15.242 E135.53.120 979
30 複線化 2 N35.15.246 E135.53.124 982
31 複線化 3 N35.15.292 E135.53.168 1008
32 複線化 3 N35.15.336 E135.53.320 1061
33 複線化 1 N35.15.360 E135.53.413 1066
34 複線化 3 N35.15.422 E135.53.46 1052
35 複線化 2 N35.15.532 E135.53.474 1086
36 複線化 2 N35.15.621 E135.53.532 1092
37 複線化 1 N35.15.693 E135.53.533 1103
38 複線化 3 N35.15.720 E135.53.539 1107
39 複線化 1 N35.15.728 E135.53.540 1107
40 複線化 1 N35.15.759 E135.53.563 1117
41 複線化 1 N35.15.775 E135.53.575 1128
42 複線化 1 N35.15.777 E135.53.603 1127
43 複線化 1 N35.15.778 E135.53.626 1127
44 拡幅化 1 N35.15.785 E135.53.646 1133
45 複線化 1 N35.15.817 E135.53.719 1175

コル周辺

樹林帯 27.0

30.7

5.8

斜面を
トラバース

泥濘化した
斜面

御殿山周辺
稜線部

武奈ヶ岳
周辺稜線

4.6

20.1

11.8
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表２　֤ௐࠪ地点のߥഇ要Ҽ
　"．表がࣦΘれ、࿐出して͖ͨ根、ੴΛొऀࢁがආけͨͨΊ生ͨ͡
えํがҟなるͨΊ生ͨ͡ݟ道のࢁと͖、ొりଆと下りଆͰొͨݟからऀࢁొ．#　
　$．ࣼがいͨΊ、ొऀࢁがొࢁ道Λ֎れてา͖やすいͨΊ生ͨ͡
　%．そのଞ

地点番号 A B C D
2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 ○

10 ○

11 ○

12 ○

14 ○

15 ○

16 ○

17 ○

18 ○

20 ○

21 ○

22 ○

23 ○

24 ○

25 ○

26 ○

27 ○

28 ○

29 ○

30 ○

31 ○

32 ○

33 ○

34 ○

35 ○

36 ○

37 ○

38
39 ○

40 ○

41 ○

42 ○

43 ○

44 ○

45 ○
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ࣸਅ1　地点1�

ࣸਅ2　地点31

ࣸਅ3　地点43
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െ͞غ์ޙ࠾Εた里山の林চ২ੜ
─െܦޙ࠾ա年のҧいにΑる২ੜのҧい─

龍谷大学ཧ学部
ᖛ田　໌里

龍谷大学ཧ学部・।教授/里山学研究センター・研究員
ԣ田　ַ人

１．はじめに
　里山は、人間の文明と無関係な原始的な自然ではなく、人間と自然の関係が維持されるよう
に、昔から人間の手が加えられてきた「二次的自然」であり、人間の文化とともに存在する自
然である（村澤2015）。人びとの活動を通じて、薪炭材や建築資材を得る場として、山ࡊ・木
の実・茸などの食材や肥料・ણ維などの供給源として、また狩ྌ・採集の場として、里山は用
いられてきた。人と自然の関わり合いの変化とともに里山の利用も1950年代から変化し、放置
される森林が目立つようになってきた（谷֞2015）
　里山が放置されたことにより、里山特有の生物の生息域の消滅や生物種の減少が問題となる。
里山は人が関わり続けることによって維持され、生態系サービスがより良い形で提供され続け
るのであるから（横田2015）、里山林の生物多様性を回復させるために、適切な保全活動を行
うことが重要だと思われる。
　本研究では、放置された伐採経過年数の異なる２つの伐採地を取り上げ、伐採後の植生を比
較し、植生遷移の流れの中で理解することで、放棄里山の保全管理について検౼してみたい。

２．ௐࠪ地およͼௐࠪํ๏
2�1　ௐࠪ地の概要
　滋賀県大津市にある龍谷大学瀬田キャンパスに隣接する里山林（通称「龍谷の森」）を調査
地とした。龍谷の森は北Ң34 5˃8 、˄東経135 5˃6 、˄標高140m 〜170mに位置し、瀬田丘陵の一
֯を占めている。1994年に龍谷大学がߪ入した時には管理放棄された里山林であったが、現在
は大学のフィールドワーク実習の環境学習や里山保全活動に利用され、環境省の重要里地里山

（環境省2016）にも選定されている。

2�2　ௐࠪプϩッτの設定
　伐採後の経過年数が異なる２ヶ所を調査地とし、2007年に伐採された土地を調査地A、2015
年に伐採された土地を調査地Bとした（図１）。調査地Aは北Ң34 5˃7 4˄4.0”、東経135 5˃6˄
0.18”に位置し、伐採前はヒノキ植林とコナラ群落が混在する植生で、龍谷大学里山学研究セ
ンターの方々が皆伐実験区として伐採した伐採地である。調査地Bは北Ң34 5˃7 2˄8.1”、東経
135 5˃6 1˄0.9”に位置し、伐採前は竹林とヒノキ植林、アカマツ-ソヨゴ群落が混在する植生で、
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「龍谷の森」里山保全の会の方々が保全を目的として2015年に伐採した伐採地である。
　調査地内に帯状調査区を作り、その中に１m×１mのプロットを10ヶ所ずつ設定した。

りऔりௐࠪמ　2�3
　プロット内で種ごとの最大高を、折れईを用いて測定・記録した。続いて、プロット内の
植物を、種毎にႩ定ばさみ、刈り込み鎌、刈り込みばさみを用いて地際から刈り取った。刈
り取ったサンプルは実験室に持ち帰り、種類を同定し、葉・ܪ・生殖器に区分けした。区
分けしたサンプルは、定温通風乾燥機（DK400ヤマト科学株式会社製）を用い85ˆ、20時間
乾燥させた。乾燥させたサンプルをデシケータで保管し、適切なサイズのి子天ട（A:120・
B93200H 4HIMAD;U社製、A9205 METT-E3 TO-EDO社製）を用いて乾燥重量を測定した。

３．݁果とߟ
　調査地A・Bで採集した植物種を表１に示す。刈り取った植物の配列及び学名は佐竹ほか

（1981, 1982a, 1982b, 1989a, 1989b）、岩௬（1992）にڌった。調査地Aでは36科45属53種、調
査地Bでは16科17属20種の植物を採取した。科レベルで見ると、調査地Aはバラ科とイネ科が
５種と最も多く、次にモチノキ科、ツツジ科、モクセイ科、カヤツリグサ科が３種となって
いた。調査地Bはモチノキ科が３種で最も多く、次にブナ科とウゴキ科が２種と多かった。表
１の「調査地A・B」の߲目では、生育していた種にʓ印を示している。調査地A・Bどちら
にも生育しているのは、アカマツ（└┭┲┹┷ⓤ┨┩┲┷┭╔┳┶┥）、ヒノキ（┇┬┥┱┥┩┧┽┴┥┶┭┷ⓤ┳┦┸┹┷┥）、ア
オツρラフジ（┇┳┧┧┹┰┹┷ⓤ ┸┶┭┰┳┦┹┷）、ヒサカキ（┉┹┶┽┥ⓤ┮┥┴┳┲┭┧┥）、アカメガシワ（┑┥┰┰┳┸┹┷ⓤ
┮┥┴┳┲┭┧┥┷）、イヌツή（┍┰┩┼ⓤ┧┶┩┲┥┸┥）、ソヨゴ（┍┰┩┼ⓤ┴┩┲┨┹┲┧┹┰┳┷┥）、ヤマツツジ（┖┬┳┨┳┨┩┲┨┶┳┲ⓤ
┳┦┸┹┷┹┱）、コバノガマズミ（┚┭┦┹┶┲┹┱ⓤ┩┶┳┷┹┱）、サルトリイバラ（┗┱┭┰┥┼ⓤ┧┬┭┲┥）の10種類
であった。
　表２に調査地A・Bに生育する種の出現プロット数と現存量を示す。現存量は、種ごとの乾
燥重量の合計を生育していたプロット数で割った平均の乾燥重量で示している。調査地Aの
方が調査地Bより重かったのは、10種中アカマツ、ヒノキ、イヌツή、ヒサカキ、サルトリイ
バラの５種で、最も重量差があったのは調査地Aが537g、調査地Bが1.65gのイヌツήであった。
調査地Bの方が調査地Aより重かったのは10種中ソヨゴ、アカメガシワ、コバノガマズミ、ヤ
マツツジ、アオツρラフジの５種で最も重量差があったのは調査地Aが2.16g、調査地Bが116g
のソヨゴであった。
　プロットのごとの現存量、優占種と遷移段階を表３に示す。調査地Aの現存量の平均値は
407g m-2、調査地Bは162g m-2だった。調査地A・Bの現存量の平均値に有意な差があるのか
を統計検定を行ったが、t（10）�1.16, p�0.27となり、現存量の平均値には有意な差は見られ
なかった。遷移段階は各種ごとに、①ད地、②一・二年草本、③多年草本、ᶆ陽樹林、ᶇӄ樹
林、の番号を振り分け、プロットごとの遷移段階の平均値を算出した。調査地Aの遷移段階の
平均値は3.54、調査地Bは4.15だった。優占種は、調査地Aは10プロット中５プロットがイヌツ
ή、２プロットがニシノホンモンジスή（┇┥┶┩┼ⓤ┷┸┩┲┳┷┸┥┧┬┽┷）、続いてクスノキ（┇┭┲┲┥┱┳┱┹┱ⓤ
┧┥┱┴┬┳┶┥）、ネズミモチ（┐┭┫┹┷┸┶┹┱ⓤ┮┥┴┳┲┭┧┹┱）、イボタノキ（┐┭┫┹┷┸┶┹┱ⓤ┳┦┸┹┷┭┪┳┰┭┹┱）が
１プロットであった。調査地Bでは、10プロット中５プロットがソヨゴ、２プロットがサルト
リイバラ、続いてヌルデ（┖┬┹┷ⓤ┮┥┺┥┲┭┧┥）、ヤマツツジ（┖┬┳┨┳┨┩┲┨┶┳┲ⓤ┳┦┸┹┷┹┱）、コバノ
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ガマズミが１プロットであった。調査地Aの優占種には、木本だけでなく草本も含まれていた。
遷移段階が最も低いのはプロットA10の3.2、最も高いのはプロットB11の4.5であった。

ߟ．４
　調査地Aは、一年草が３種、多年草が10種の草本類と、シダ植物を６種採取することができ
た。湿地を好む植物種が７種確認され、ヤマドリゼンマイ（┓┷┱┹┲┨┥ⓤ┧┭┲┲┥┱┳┱┩┥）やユキ
ノシタ（┗┥┼┭┪┶┥┫┥ⓤ┷┸┳┰┳┲┭┪┩┶┥）が生育するプロットは伐採されていない樹木付近に設置され
ていた。伐採されていない樹木によってः光され、局所的に湿潤となり、湿地を好む植物種が
生育していたと考えられる。調査地Bは伐採経過年数が１年であるのに草本が採取されず、木
本のみが確認された。服部・石田（2000）は、小面積の伐採後の林分では適湿地の消ࣦや樹林
内の乾燥化によってシダ植物や着生植物がみられなかったと報告している。調査地Bで一年草
などの草本が生育していなかったのは、伐採による周辺環境の変化が影響を与えたものだと考
えられる。
　調査地Aは伐採後９年が経過しており、一般に想定される植生遷移の流れ（伊藤2014）に
沿って推移していると思われる。一方、調査地Bは木本のみの生育が確認され、本来遷移初期
に出現すると考えられる草本類が確認できなかった。周辺環境の変化の影響もあるが、伐採作
業時の踏み固めや萌芽中心の回復のため、草本類がまだ侵入できていない状態と思われる。
　一次遷移を考えると、一年生草本から徐々に高木化、ӄ性化して極相に至ると考えられ、今
回採用した遷移段階を数値化するアイディアを用いれば、徐々にプロットの遷移段階の平均値
が徐々に増加すると予想される。調査地Aはその流れに沿っているものの、調査地Bは萌芽中
心の再生となったため、遷移段階の平均値が最初から4.15と高く、よく知られた遷移の流れに
沿っていくのか判断しにくい。里山の萌芽更新を視野に入れた回復過程を検౼しなければなら
ない。

Ҿ༻文献
服部保・石田߂明（2000）宮崎県中部における照葉樹林の樹林面積と多様性，種組成の関係．日本生態

学会誌　50：221-234
伊藤哲（2014）エコロジー講座７　里山のこれまでとこれから　林の再生能力を活かす　日本生態学会
岩௬男（1992）日本の野生植物　シダ　平ຌ社
環境省（2016）「重要里地里山」の選定　閲覧日2017.1.13
　https://www.env.go.jp/nature/satoyama/sentei.html
村澤真保呂（2015）「里山という問題」pp.1-21：村澤真保呂・牛尾洋也・宮浦富保 編　里山学講義 晃洋

書房
龍谷大学里山学研究センター（2015）施設紹介　閲覧日2017.1.18
　http://satoyama.kenkyu.ryukoku.ac.jp/facility/
佐竹義ี・原寛・理ढ़次・富成忠夫（1989a）日本の野生植物　木本ᶗ．平ຌ社
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平ຌ社
谷֞岳人（2015）「里山の環境教育」pp.58-71：村澤真保呂・牛尾洋也・宮浦富保 編　里山学講義　晃洋

書房
横田岳人（2015）「里山の生物多様性」pp.119-135　村澤真保呂・牛尾洋也・宮浦富保 編　里山学講義　

晃洋書房

図１　ཾ୩のの概ུٴͼௐࠪプϩッτの位置
　　（ཾ୩大学ཬࢁ学研究ηϯλー（2�15）より）
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表１　ௐࠪ地"・#Ͱ採集しͨ২छ
　　　（学໊はࠤ΄か（1��11��2B1��2C�1���B1���C）、ؠ௬（1��2）にڌっͨ）
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表２　ௐࠪ地"・#に生ҭするछの出ݱプϩッτ数とݱ存ྔ

表３　֤プϩッτのݱ存ྔとભҠஈ֊
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দଜࣜվྑܕυラム؈༼の性能について
─༼ɺന༼とൺֱしてࠇ─

ঁ子大学・名誉教授/里山学研究センター・研究員ژ
ਐ　　܂ߴ

はじめに
　2013年12月末に大津市堂１丁目にある南部義彦さんの畑に、１級建築࢜である松村賢治氏が
開発した新型のドラム؈炭窯を２基設置して、2014、2015年と２年間連続して使用してきたが、
ドラム؈のゆがみが大きくなったので2016年１月16日に新しい炭窯に取りସえて炭焼きを継続
してきた。その際に出来たばかりの龍谷大学農学部１回生の女子大生が２名参加して協力して
くれた。とても積極的な学生さんで、炭焼き体験をしてみたいという強い希望があり参加した
と言っていたのが印象に残っている。
　2016年もこの新しい松村式改良型ドラム؈炭窯を使用した。いままで３年間炭焼き試験を
行ってきた成果に基づき従来から使われているࠇ炭窯と白炭窯と比較しながら、この新しく開
発されたドラム؈炭窯の炭焼き性能について評価報告したい。

造と性能ߏ༼のࠇ．１
　わが国のࠇ炭窯は粘土と石から作られるので、全国各地で築窯されてきた。いうまでもなく
土と石は各地で異なり、炭材の樹種や大きさも色々あるので各地に適した炭窯が作られてきた
１）。
　いままでに作られてきた各種の炭窯には何々窯と名づけられているが、基本的な構造は変ら
ない。炭窯の構造で一番大切な点は排Ԏ口の位置と大きさおよびԎ道の大きさと形にある。排
Ԏ口はどの炭窯でも窯の奥の底に接した所に作られる。
　各地の炭窯には多少の違いがあるが、大正時代に当時の東京大学農学部教授であった三浦八
郎氏が設計した窯が三浦式標準窯と呼ばれてࠇ炭窯として全国各地で使われてきた。三浦標準
窯は、各地の炭窯の大きさを平均して炭窯の構造を決めたもので平均的な窯となっている。
　通常使われているࠇ炭窯では、ขき口の燃焼により内部の炭材を最初はゆっくりと乾燥させ
る。徐々に乾燥させることで中心より乾燥して細い割れ目がはいる。また樹皮はີ着するので
良い炭となる。いわゆるクヌギの٠割れ炭が出来る。この期間は24時間程かかる。この期間を
ৠ煮といい、煮るようなつもりで温度を上げてゆくことを表している。炭材が乾燥するに従い、
もくもくと水Ԏが出る。この水Ԏを窯の外にそのまま出さずに窯内部にとどめて、窯の中に水
ৠ気が上下四方に流動させながら炭材を一様に乾燥させる。水ৠ気であたためるので、ৠ煮と
呼ばれており、このૢ作はわが国の炭焼き技術に固有で、このૢ作によりわが国の炭は形が良
い炭となる1）。
　このৠ煮期間にはԎಥからৠ気の多いԎがでるが、これを水Ԏという。この排Ԏ温度は70度
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図１　ࡾӜࣜ༼の構造１）

図３　ࠇ༼の化ۂઢ１）

図２　ඪ४ࠇ༼の構造３）
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表２　Ԏ৭͓よͼ༼内෦Թม化１）

表１　ԣ置͖型ドϥϜ؈༼の化プϩηス
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以下である。
　ขき口で燃焼をすると、窯内部の上昇するにつれて真っ白な水ৠ気のԎが発生する。このと
き、窯が着火したという。Ԏの温度は82〜83度ぐらいになる。この時一定の熱を窯内部に送り
込むように配慮することが大切である。窯内部の炭材は天井の方から分解が始まり、次第に窯
底の方へ分解が進む。炭化が進行するにしたがいԎの温度も上がりԎの色はやや色がかった
色となる。その内に木ਣषが次第に強くなり、Ԏの量が次第に少なくなってくる。この頃から
主に炭材のセルロースが分解され始めている。この頃のԎにはਣ酸等の有機酸が多く含まれる
ので、木ਣӷを採集することが出来る。Ԏの量が多くなると炭素分がガス化して燃焼する1）。
　日本のࠇ炭窯はゆっくりと炭焼きをするような構造をしているが、良い炭を焼くためである。
排Ԏ口が奥の下部に作られ、径が10cm程度でԎが出にくい構造になっている。Ԏの温度が180
度を超えて200度近くなるとタール分の多いԎとなる。
　再びԎの量が多くなりモクモク出る。このときにはリグニンの分解がさかんとなり、やがて
Ԏの色にチラチラと青いԎが混じる。このときԎの温度は220度を越して、Ԏは再び少なくな
る。やがてԎはബい青色から濃い青い色となり、Ԏが見えなくなる。
　この時が炭化の終了で窯口をີ閉してԎ道口も閉じる。窯口の炭材は灰になるが、この時に
窯口を閉じるのがれると灰が多くなり炭の収量は減少する。いつ窯の口を止めるかが炭焼き
の一番大切なポイントであり、炭窯の内部温度を高くして灰になる部分を少なくするのが経験
がものをいう難しい所である2）。
　炭焼き名人は、Ԏの色を、水Ԏ、
きわだԎ、本きわだԎ、白Ԏ、青白
Ԏ、青Ԏ、Ԏ切れ、というように色
を見極めて区別している。このԎの
色の見極めが、炭材により時間も異
なるので難しい。窯止めをしてから
出炭までには、早くて３日はかかる。
炭窯は土窯なので冷えにくく徐々ࠇ
に冷えるので良い炭が出来る。急冷
すると炭が割れが入りやすい。白炭
は急冷しても結থ化しているのでこ
われない。
　炭窯の温度が100度まで低下すれ
ば窯を開けても炭には火はつかない
が、200度程度で窯開けをすれば再
び発火するので、温度の低下を確認
してから外気を入れる必要がある。

２．ന༼のߏ造と性能
　白炭窯は窯内部温度が1000度を越
すので、粘土では天井が落ちてしま
うので、窯の周นと天井を石かレン 図４　ന༼の構造３）
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ガを使用する必要がある。この石組みは素人では作
るのが難しく、専門の炭焼きさんに依頼する必要が
ある。白炭窯には備長炭のようにカシを焼く窯と、
ナラを焼く窯（例、ळ田窯、吉田窯）とがある。吉
田窯の方が一般の炭材が使え、使いやすいので各地
には１回に４〜５ඨ出しが出来る小型の白炭窯が作
られている。
　白炭窯の特色は、第一に周น、天井を火性の岩
石で作ることにある。第二には、窯口から炭をかき
出しやすいように平面図はۊ着型が多い。第三には、
窯の高さが高い、窯の高さが高いと天井と窯の底と
では温度の差が大きく、炭化しにくいが、出炭後に
すぐに炭材を投げ入れるため窯底は熱くなっている
のでこの心配はない。
　白炭窯の炭化曲線を示すと、図５に示したように
炭化の最終到達温度がࠇ炭窯と異なる。ࠇ炭窯では
最高400度ˆ程であるが、白炭窯では900度ˆ近くに
もなる。

２-１．ന༼Ͱのਫ਼࿃（Ͷらし）のやりํ３）

ࠇ。炭を焼く時の精࿃は炭化の終わりに窯口を狭くしてそのままにしてから窯口を止めるࠇ　
炭窯の温度を上げないで時間をかけて木炭の中のش発性成分を少なくするためである。
　これに対して、白炭窯のねらしは炭化の終わりに窯口を徐々に大きくして大量の空気を入れ
る。このようにすると、炭の中の未分解の成分が分解してガスとなりこれが燃焼して窯内部の
温度はさらに高くなる。この真っ赤になった炭を引きずり出して消ค（けしこ）をかけて消す。
消คには、灰に細かい焼け土、乾いた砂を35％くらい混ぜて水を加えて、にぎってもわずかに
しめり気がある程度に加えてから使用する。しめり気があるので炭の表面に灰が白くつくので
白炭と呼ばれる。灰の中のカリが多少炭の表面について炭の火つきをよくする。
　白炭焼きの特徴は、
　①　石窯を使うので高温になってもいい。
　②　炭化終了後に空気を入れ、十分にねらしを行う。このため炭は硬くしまり急冷してもこ

われなくなる。
　③　取り出した炭は消คで消火する。このために火つきが良い炭となる。
　ᶆ　出炭したら窯が熱いうちに炭材を投入し連続して製炭するので炭化時間が短ॖできる。
　白炭は炭素含量が91〜94％と高く、比重も1.8、着火温度も440度以上と高い。硬度は11〜20
度と硬い炭である。
　一方、ࠇ炭は天井部分の木炭は高温だが窯の底部は温度が低くなり焼きむらが大きい。ش発
性分は10〜25％くらいに分布する。炭素含量は85〜90％と白炭より少なく、比重も1.24〜1.5と
低い。硬度は９〜18度とॊらかい。着火温度は330〜390度程と低く、精࿉度は５〜９である。

図５　ന༼の化ۂઢ１）
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しかし、発熱量は、白炭では6,700Kcal/gに対して、ࠇ炭は7,200〜7,600Kcal/gと白炭よりも高
い。
　つまり、硬度とີ度は白炭のほうがࠇ炭よりも高いが、発熱量は逆にࠇ炭の方が白炭よりも
1,000Kcal/gも高いので、使用する目的で使い分ける必要がある。蒲焼きや焼きの場合には
一定の温度が長く保たれる白炭が向いており、すぐに火がついて熱を利用したい暖房などには
。炭がむいているࠇ

2-2．थछによる材の性質のͪがい１）

　樹種の色々な部分をৠし焼きにすると炭が出来るが、通常の樹木の幹の部分には水分は35％
程度で、木質部にはセルロースが45％、ϔミセルロースが20〜30％、リグニンが20〜30％から
なる。炭材の直径が30センチ以下なら20〜30日乾燥すればいい。幹材を割って、握りこぶしの
幅約10センチくらいが適当で、これ以上太い木は割って使う。炭材には生木を少し乾燥した程
度がよい。
　伐採直後は水分が約50％くらい含まれているので、このような生木材をつかうと水分のৠ発
に時間がかかる。一方、乾燥しすぎた炭材を使用すると急炭化して軽い炭が出来るので、ほど
ほどの水分が必要で経験から約35％前後が良いことがわかっている。通常は、ळからౙ、春の
初め頃が伐採に良い時期である。この期間は、樹木の生長が止まっているので樹皮がはがれに
くく良い炭ができる。
　樹木により炭の性質は異なり、コナラ炭は固くて火持ちが良い炭であるが、クリ炭はೈらか
くて、立ち消えする炭になる。ドングリのなる樹種、クヌギ、コナラ，ミズナラ類は良い炭に
なる。特に、クヌギ炭が最も良い炭になり茶の湯炭となる。カエデ類、トネリコ、リョウブ、
ヤチダモ、マテバシイ、ツバキ、サザンカなどはナラ炭やクヌギ炭についで良質の炭になる。

表２　ࠇとനの性質のҧい１）
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市場ではこれらを「特選炭」と区別するところもあるが、一般にはクヌギ、ナラ、カシ炭以外
を「雑炭」としている。ブナ、シラカバ、カシ、シナノキなど大部分の樹種はೈ質な炭となり、
これらも市場では雑炭と呼ばれる。ウルシ、ハゼなどはരというパチパチとはねる炭となる
ので市場では販売していないが、クリ炭は安くて立ち消えするので鍛冶屋ではクリ炭やマツ炭
を使う１）。
　なぜ樹種により炭の性質が異なるかというと、木材に含まれる化学成分が原因となっている。
クヌギ、カシ、ヤマモモ、マングローブなどタンニンを多く含んでいる木材は硬い炭になる。
ところが、クリ炭はタンニンを多く含んでいるのにೈらかい炭になるのはタンニンの性質が違
うためである。クヌギのタンニンはカテコールタンニンであり、クリのタンニンはガロタンニ
ンである。前者は硬い炭になるが，後者はガサガサした炭となる。
　また，炭の断面をి子顕微ڸで拡大観察（図６参照）すると、多くのが見られこののサ
イズが10〜40ミクロンの場合はマクロと呼ばれ、このマクロの大きさが硬い炭とೈらかい
炭の差となる。硬い炭であるクヌギ、カシなどはマクロの径が小さく、スギ、アカマツ、カ
ラマツなどの針葉樹は径が大きく、のนもബいので軽くてೈらかい炭となる。つまり、針葉
樹の幹のԾ導管は広葉樹の幹の導管に比べて太くて大きくนがബいことが、炭の硬さの原因で
あることになる。
　木材の主要化学成分は、セルロース、ϔミセルロース、リグニンでありセルロースとϔミセ
ルロースを合わせてホロセルロースという。このホロセルロースは炭水化物で類のような鎖
状化合物であり、リグニンは炭化水素でベンゼンのような環状化合物である。これを合計する
と木材の95％に達する。

　木材の熱分解成分は、ホロセルロースの熱分解成分とリグニンの熱分解成分が混合したもの
（図７参照）で、木炭はセルロース炭とリグニン炭の混合したものである。リグニン炭は石炭

図６　༿थと༿थの断໘のి子ݦඍࣸڸਅ１）
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に近い性質がある。見た目には同じように真っࠇだが、リグニン炭は火つきが悪く、ホロセル
ロース炭は火つきがよい１）。
　木材の微量成分は残りの５％ぐらいであるが、この微量成分により炭の性質が違ってくる。
タンニンはその量と種類が樹種により異なるので、木炭の性質が異なる。
用途により炭の樹種が決められている。家庭用燃料にはクヌギ、ナラ、カシ炭が向いており、
火ༀ用にはキリ、マツ、ハンノキ炭がよく、研ຏ炭にはホホノキ、アブラギリ炭が適している1）。

2-3．化ۂઢʙ化のプϩηス１）

　木炭の95％はセルロース、ϔミセルロース、リグニンで出来ているので、木炭化はホロセル
ロースがホロセルロース炭に、リグニンがリグニン炭になることである。
　炭焼きをするとはじめに180度ˆぐらいでϔミセルロースが分解する。次にリグニンの一部
が300度ˆくらいで分解が始まり、セルロースは275度ˆぐらいではげしく分解する。最後にリ
グニンの残りが約350度ˆくらいで分解する（図８参照）。

　木材を熱すると100度ˆくらいから水ৠ気が出てくるが、180度ˆになるとϔミセルロース成
分が分解し、リグニンの一部が分解していਏԎが出てくる。次に275度ˆくらいになるとセ
ルロース成分が分解して目にしみるਏいԎが出てくる。さらに350度ˆくらいになると、リグ
ニンの残りが分解して白いԎが出てきて最後にࢵ色のԎに変化する。400度ˆくらいになると

図７　ηϧϩースとϦάχϯの分ղΨスൃ生ྔ１）

図８　化のプϩηスۂઢ１）
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Ԏは無色になり炭化は終了する。
　炭窯で炭を焼く時は大量に焼くので炭窯の中は温度が均一ではなく、炭材は均等の温度では
焼けていない。窯の天井は高温でも窯の底部は低い温度であるが、炭化が終了するとすべて炭
化する。木材の45〜50％がセルロースなので、セルロースの熱分解温度は275度くらいに集中
してはげしく分解し、そのさいに150〜200Kcal/gの分解熱を発生する。この分解熱で燃料を
加えなくても炭化が進むが、この現象を「自発炭化」という１）。炭焼きの達人は、この自発
炭化をしっかりと見極めている。
　実際の炭焼きでは、この分解熱の他に分解して出来たガスを燃やして最後の熱を補う必要が
ある。それが「精࿃（ねらし）」といわれるૢ作である。

３．松ଜࣜվྑܕυϥϜ؈༼のߏ造と性能
　ドラム؈はアメリカの女性ジャーナリスト、ネリー・ブライ（Nellie Bly）女史が1903年に
グリセリン入りの金属୬をヒントに石༉の༌送用・貯蔵用容器として原型を考案したのが始
まりである。今やこのドラム؈は世界中で使えわれているが、100年前とその形状がほぼ同
じ（図９参照）である。いまでは２億万本近くも出回っているが、それほど支持された理由は、
人間が動かせる最大のサイズであり、製造コストがリーズナブルでリサイクル性が高いことで
あろう。
　この200リットルのドラム؈を横にして、前方に
ペール؈を取り付け、後方下側に直径15センチの一
番上部をTにした長さ２メートルのԎಥを取り付け、
上部から炭材を取り出せるフタを取り付けた炭窯を
開発したのが松村賢治氏である。このドラム؈炭窯
は従来のものとは異なり、炭化時間がどのような炭
材でも２時間以内で製炭でき、３〜４時間後には出
炭出来るという画期的な炭窯となっている。従来の
全国各地で使用されているドラム؈炭窯では、炭焼
きには６時間以上かかり、窯口を閉めてから窯が冷
えるまで一൩かかるので、２日間ないと炭を取り出
せなかったが、この松村氏が開発した改良型ドラム
後４時過ぎにはޕ炭窯では朝９時過ぎから点火して؈
炭を取り出すことが可能となった。これ以前には、簡
単スミヤケールという装置を使っていたが炭焼きに丸一日かかりཌ日に出炭していたのでやは
り２日間かかっていた。２日間ではなかなか学生達の参加が難しかったが、この新しいドラム
（炭窯を使用することで環境教育を目的とした炭焼き体験活動が一日で完了することができる５؈

（里山学研究「里山と東アジアのコモンズ」龍谷大学里山学研究センター2014年度年次報告書
（2015）p.166〜174参照）。
　そこで2016年12月25日に新しく設置した松村式改良型ドラム؈炭窯に、温度センサーとデジ
タル温度計を取り付けて炭焼き実験を実施した。センサーは１本は窯の中心部分に、もう一本
は窯内部のԎಥの入り口に設置した。炭材は、龍谷の森から搬出してきた径が約５センチ程度
の雑木（おそらくソヨゴ、リョウブ等）で数ヶ月放置して乾燥した木材で、長さ40センチ程度

図̕　ドϥϜ؈の構造２）
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に伐りそろえたものを窯にܺ間なく詰めた状態で炭焼き実験を実施した。その結果を図10に示
した。
　この結果を見てڻいたことがいくつかある。まず最初に、実験前はドラム؈炭窯内部は高く
ても700度ˆ前後かなと思っていたのが、900度ˆ近くまで上昇していたことである。この温度
は通常のࠇ炭זの最高温度400〜500度ˆをはるかにこえており、白炭窯の窯内部の温度にඖ敵
することが明らかとなった。また、Ԏの色と窯の内部の温度がシンクロナイズしていたことで
ある。Ԏಥから出る白い水Ԏが次第にಁ明になり、青色からࢵ色に変化して無色になった時が
最高温度の達した時である。この時は、ほぼ100％炭が出来上がった。この時、炭材は約62kg
入れて出炭は11.8kgなので、収炭率は約19％となった。
　この炭焼き法で出来た炭はࠇ炭でೈらかい雑炭であるが、龍谷の森に放置された雑木を集め
てきたことでまずは里山の保全となる。もちろん、二酸化炭素の減にもなり、いざという時
の防災燃料として炭が確保出来るという、少なくとも３つの目的をもった環境教育プログラム
としての炭焼き活動が可能となった。一日で完了出来るの点でこの松村式改良型ドラム؈炭窯
の最大の利点である５）。

３．ম͖ମࢀݧՃ者のײ
　2017年２月22日に実施した炭焼き体験活動に参加した龍谷大学'armの８名の学生の炭焼き
の感想を次に報告する。いかに彼らが感激したかがよくわかる。
　今の時代、炭焼きという非日常的な体験は学校でも体験する機会はあまりない。
　私たちは原子力であれ火力、風力、水力であれ発ిして、ి気エネルギーにすることで大変
ศ利な現代生活を満٤している。しかし、一旦大災害がおこればたちまちインフラが破壊され
ి気エネルギーは利用出来なくなる。その時に原始的と考えられる薪や炭の熱エネルギー利用
法を出来る術（すべ）を心得ているかいないかが生死を分けるのである。

図1�　দଜࣜվྑ型ドϥϜ؈༼の化ۂઢ（චऀݪ図、2�16）
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　松村氏から実際に聞いた話ではあるが、あの3・11の東北大地震の時に家を流されפさで震
えていた方があちこちにおられた。ある地域で壊れた家の材を燃やして火をขいて暖をとろう
としたら役場の人が来て「ダイオキシンが出ますから、火は使わないで下さいʂ」と言われた
という。その場にいた素直な方々は、その指導にしたがいそのため何名かが低温状でくな
られたという。ところが、別の地域では「何を言ってるんだʂ火をขかなきゃפくてみんな死
ぬんだʂԶが専任を取るʂ」と言い張って、火をขいてあのפ空で生き延びた人もいたという。
実に生死を分けた決断である。

ম͖ମݧのײ
　ઙ井大య　農学෦１ճ生　出地　大ࡕ
　炭焼き全くしたことがない素人でありましたが、非常に良い経験になりました。炭焼きをす
るにあたって、木のことについての知識が必要であるのだなと感じました。何が燃えやすく枝
に火を点火させやすいなど今までずっと通っている龍谷の森にまた新たな発見をすることがで
きました。炭焼きはただただ焼くだけでは灰になるので、高温に達したときにドラム؈のなか
をີ閉させて無酸素状態にしてৠすような感覚でするときれいな炭ができるというこの過程を
はじめてしりました。火をおこす際には、初めは᥉



草
ㇱㇷ

など燃えやすいものから投下してそして
枝、最終的には太い木をクロスに配置して通気性をよくする。
　うまい人はマッチ１本でも火をおこせると聞いたので、自分もできるようになりたいと思い
ました。斧で木を切ったり、のこぎりで竹を切ったり日常では経験できないことができて本当
によかったです。次の行事もできるだけ参加させてもらいたいと思っています。本当にありが
とうございました。

作りମݧ
　ѳඒ༤ᠳ　農学෦１ճ生
　初体験である炭作りはとても楽しいものでした。初めての経験でしたし、༑人たちと一緒に
一つの作業に頭できるのはサークル活動と同じですがいつもとは全く違う活動で新鮮味があ
りました。また一緒に作って食べた焼きҶはとてもおいしくてびっくりしました。
さつまいもはよく店頭に置いているように身近でおいしくなるのは簡単に想像できましたが
ジャガイモがあそこまで美味しくなるとは思いませんでした。それにジャガイモからはしっか
り味がして、調味料が一つも使われてないのにはڻきました。また炭作りだけでなくڒや斧な
どの使い方火のおこし方のコツなど普段なかなか触れないけれど知っていると役に立つことも
多く知れてよかったです。
　また自分たちの身近なところにもいろんな出会いがあっていろいろな経験に結び付くのだな
と思いました。お話して戴いたとおり一期一会をより一層大切にして色んなものを見たり試し
たり自分の力にしていけるようにしたいと思いました。
　今回の体験はとても楽しかったです。今度マッチ一本で火をおこす練習もしてみようと思い
ます。
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作りମݧ
　　川ౢय़ً　農学෦৯ྉ農業γスςϜ科１ճ生
　炭焼き実習は初めての経験でした。何もかもが初めての私たちに丁寧にご指導していただき
ありがとうございます。火はなかなか燃え広がらず、斧を使った薪割りなどみなさんが簡単そ
うにやっていることも、自分でやるとなかなかできずに苦戦しました。周りの人にアドバイス
を求めるだけでなく、どうしたら上手にできるかを自分で考えて、ࣦഊしてもいいからまずは
やってみることが大切だと分かりました。
　炭作りを成ޭさせるには火加減にムラを出さないことや、Ԏಥから出るԎの色がಁ明に近く
なったら火を消すことがポイントになります。また、薪の積み方や太さも成ޭに関わっていま
した。ஏずかしながら私は焼きҶが大好きで売っているのを見かけたら必ずと言っていいほど
買うのですが、炭焼きの過程で作った焼きҶは市販のものとは比べ物にならないくらい美味し
くてڻきましたʂ 自分で作ったほうが安くて美味しいなんて最高です。今回の炭焼きは大成
ޭで、ୟくと「キンキン」と金属Իがする炭をたくさんつくることができました。
　ి気が普及してスイッチひとつ押すだけでほとんどのことができる現代では、炭を使うこと
自体が少なくなりました。しかし、もしもి気が止まってしまったら今までి気しか使ってこ
なかった人達は料理や風呂を沸かすことはおろか、暖を取ることも難しくなってしまいます。
今回の炭焼き体験は、炭をつくる過程で火の起こし方や巻の割り方などを学ぶことができる貴
重なものでした。またこのような実習があるときは、ぜひ参加させてくださいʂ

ম͖ମݧについて
　ଜঘً　農学෦資源生科学科１ճ生
　生まれて初めて炭焼きをさせていただきました。以前から、木材は普通に焼けば灰になるは
ずであるのに、炭はどのようにして作られているのかと疑問に思っていました。先日の松村式
改良型ドラム؈炭窯での炭焼きは中の温度やԎ、火の様子などで炭が完成するまでの工程がと
ても分かりやすく、無酸素状態にすることで、炭素と酸素が結びつき二酸化炭素になり、燃え
尽きて灰になることなく、木材中の水分が抜け、炭素分が残って炭になるということが分かり
ました。今回の炭焼きは成ޭしたが、ドラム؈内を無酸素状態にするタイミング次第で、木材
が燃え尽きて灰になったり、完全に水分が抜けきらなかったりするので、そこが炭焼きの難し
いところだと思いました。あと、ドラム؈の上で焼いていたサツマイモやジャガイモは本当に
おいしかったです。やはり、遠赤外線で焼いたからなのでしょうかʁまた機会があれば参加で
きればと思います。

ম͖ମݧを͠てみて
近య྄　農学෦１ճ生ࠤ　
　炭焼き体験は、様々なことを学ぶことができた貴重な体験になりました。炭の詰め方や火を
つけて温度をしっかり上げていく方法、そしてԎが白色からಁ明に変わっていくことなど炭焼
きで大事なことを学べてとても楽しかったです。初めて炭焼きをしたので分からないことだら
けだったけれど、いろいろと教えていただいて、思っていた以上の良い炭ができたのでとても
良かったです。また作ってみたいと思いました。
　竹切りも初めての体験だったけど、刃を端から端まで使って切る方法を教えていただいてと
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ても勉強になりました。しかし、߄てるこ
とと׳れにより調子に乗ること、そして܉
手をはめ忘れることには、気をつけないと
いけないと思いました。
　たかくわさんがおっしゃった話で、ࣦഊ
してもࣦഊしてもあきらめないことが大切
だと分かりました。何事にもチャレンジし
ていこうと思いました。

ম͖ମݧをऴ͑て
　中川はるな　ཾ୩大学ࣾձ学෦ίϛϡχ
ςΟマネδϝϯτ学科
　今回炭焼きを体験させていただいて、思っ
たことは、炭が自分たちの手で１日で作れ
る、ということにڻきました。炭はホーム
センターなどで買うものだと思っていたし、
作り方ももちろん知りませんでした。
　炭を焼くという貴重な体験だけでなく、
薪割りに竹切り、など普段町に住んでいた
らなかなかできないようなことまでさせて
いただきました。
　遠赤外線で焼いた、ジャガイモにサツマ
イモもとても美味しくて自分たちの手でも
のを作るということの楽しさや難しさも学
べました。ぜひまた、炭焼きがあれば参加
したいと思いました。貴重な体験をさせて
いただきありがとうございました。
　
ম͖
　人Ұر　農学෦২生命科学科１ճ生
　今日の炭焼きを通して私が得られたことは、私たちがいかに普段ి気やガスなどのインフラ
に頼って生きてきているかが身に染みてわかった。自分で燃料となる木からरい、そして自分
で火をつけその火を保つということは、とても難しいことであり普段であればガスのખをひね
るだけで火がつけられるが、自らの力で火をつけ何かを行おうとすると、普段の何十ഒもの労
力が必要となるが、私たち人類は何千年もの間調理や温まろうとすると火をおこしてきたが、
現代の私たちはその何千年間も行ってきた火をおこすという行ҝを忘れ、ศ利で簡単なガスの
ખをひねるだけでガスが出ることを当然と思っているが、考えてみてほしい。もしガスがこの
世からなくなったら、私たちは調理や温まることができるだろうかʁ
　きっと多くの人間は火を起こせないだろう。だからこそ今日のような先人たちから火の起こ
し方を学び、そして文明の利器に頼らずに火をおこすという経験はとても貴重なものとなり、
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私は今日の炭焼きを通じて何かを作り上げることの大切さや成ޭしたときの達成感そして生き
抜く術を先人たちから学べたと思う。さらに行きしなに枝をरう途中にも普段はさして注目し
て見ない野草や、普段は気にもしない樹木などに注目することによって森には様々な木や植物
が存在しており、その多くが燃料や食料に使用でき、植物ごとに異なった容姿や個性的な性質
などを持っており、ある講義で聞いた言葉だが、フィールドワークや観察は「鳥の視点と虫の
視点を持つべき」と言われたのだが、鳥の視点は大きく全体を一転にัらわれずに見ることが
できるが、逆に細かいものは見ることができない。逆に虫の視点では細かいものを集中してみ
ることができるが、大きく全体を見回すことはできない。フィールドワークにおいてはこの２
つの視点を観察する対象物に合わせて切りସえることが重要なのであり、今日でいえば１つの
木の種類などは虫の目線でみなければならないが、森全体の植生などは鳥の視点で見なければ
ならない。ここからわかるように、我々は常に定まった概念、視点にัらわれがちであるが、
時には視点を変えてみると今日のような新しい発見があるのだと知ることができて良かった。
　最後に今日お世話になった皆様と一緒に活動してくださった方々に感謝の気持ちをここに書
いて終わりとしたい。今日お世話になった方々へありがとうございました。

ম͖ମݧをऴ͑て
　দඌथ　ཾ୩大学農学෦৯ྉ農業γスςϜ学科　２ճ生　出地　ੴ川県　
　今回の炭焼きの体験は、サークル活動が終わって帰る途中で高܂先生にお会いして、そのご
縁があって参加させていただくことができました。今回のこの炭焼きの体験はとても内容のີ
度が濃く、自分にとってすごく激的で、かなりいい体験になりました。
　内容で良かったところはいくつかあって、まず、過去に生きていた人たちはすごく頭を使っ
て生きていたのだということが知れたことが良かったです。火をつけるにしても火が消えない
ようにしたり、どういうॱ序でどういうものを燃やすのかを考えたり、組み方を変えて空気の
通り道を作ったり、空気の送り方を考えたりするなどたくさんのことを考えて火をつけている
ということを知りました。火をおこすことは、今の時代はガスを使えば簡単にできますが、そ
れを使わなければなかなか大変な作業だということを学ぶこともできたし、自分たちの頭を
使って色々考えて火を燃やして生活していた先人のҒ大さを知りました。そして、それと同時
に人の考えをただ享受するだけじゃなく、最近よく言われている風ைですが、自分で考えるこ
とが大事だということが改めて認識できたと思います。
　次によかったことは、炭窯で焼きҶをつくり、そのおいしさを共有できたことです。みんな
で一生懸命作業して作った焼きҶは格別においしかったです。また、その味をメンバーのみん
なと共有することができたことも良かったです。おいしいものを人と分かち合い、一緒に感想
を言い合えるということは人間関係を築いていくときの一つの方法にもなるし、人間関係が希
ബになっている現代で必要な過渡なのではないかと思いました。
　今回の炭焼き体験はとてもいい経験になり、充実した一日を送ることができました。人との
つながりが色々な機会を生んでくれて、自分の力になってくれているし、人生を豊かにしてく
れるから人との出会いやつながりは大切だと思いました。それにより、龍谷'A3Mができた
一年目で色々な人が関わってくれたおかげで土地をआりることができた時等の気持ちを思い出
すことができましたし、それ以外でも、たくさんの人が自分を支えてくれているのだと思いま
した。再認識したことですが、今後はもっと出会いやつながりを大事にしたいと思いました。
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４．おわりに
　私は、今後は全国の༮稚Ԃや保育Ԃ、小中学校でも今は使われなくなったゴミ焼却の設置
場所に、このようなドラム؈炭窯を設置して、その地域のࣺてられているസ、Ⴉ定枝、不要に
なった木材や竹材をՆ休みやౙ休みに炭にする活動を環境教育プログラムの一つとして実施し
て頂くことができればいいなあと考えている。子どもたちにとって、二酸化炭素の減の見え
る化ともなる。
　今の若者達も、これからどんな大災害がऻうかもしれず、万一そうなった時にԎが出ない炭
の利用（室内でも暖がとれること）を知っていることで生き延びることができるかも知れない。
若者や子ども達がこのようなローテクノロジーの炭焼き体験を一度はすることがこれからはま
すます大切ではなかろうか、と思うのである。私の老ം心ᐜ༕に終わらないことを念っている
のだが。

文献
１．改訂新版　日༵炭焼き師入門（1994）岸本定吉、ਿ浦ۜ治　総合科学出版
２．すぐにできるドラム؈炭やき術（2005）ਿ浦ۜ治、広若࢜म　創森社
３．炭やき教本（2003）恩方一村一品研究所編　創森社
４．炭焼きの二十世紀（2003）ി山߶　࠼流社
５．里山学里山と東アジアのコモンズ（2015）龍谷大学里山学研究センター 2014年度年次報告書　p.166

〜 174
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ϝυϋΪにݟらΕるଳԽ現
　

ఇژՊ学大学ੜ໋環境学部ࣗવ環境学Պ・教授/里山学研究センター・研究員
　߶ೋؠ

ఇژՊ学大学ੜ໋環境学部ࣗવ環境学Պ・�ੜ
খ林　龍ঢ

ʲはじめにʳ
　メドハギ（┐┩┷┴┩┨┩┾┥ⓤ ┮┹┲┧┩┥ var. ┷┹┦┷┩┷┷┭┰┭┷）はマメ科ハギ属の多年草で、道端等でよく見
かける雑草の一種である（図１）。高さは１m程度までになり、ܪは木質化するがౙには枯れ、
ཌ年にはまたܪが伸びだしてくる。葉は多くのマメ科植物と同様に３出複葉で、小葉は細長く
頂小葉は２ຕの側小葉よりもやや大きい（図２）。花期は８〜10月で葉ᡫに固まってつく（図
３）。
　一方、帯化（たいか）とは植物に見られるح形の一種で、௲化（てっか）、石化（せっか）
などともいう。植物の種によって帯化の頻度には差があり、マメ科やキク科では比較的起こり
やすいとされている（藤田1949）。帯化は植物のܪ頂にある成長点で異常が生じることにより

図１．ϝドハΪ

図３．ϝドハΪのՖ

図2．ϝドハΪの３出ෳ༿

図４．ηΠϤλϯϙϙのՖの帯化
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起こり、ܪがፏ平で太くなったり、多数の花が直線状に並んで࡙いているように見えるような
変形が見られるようになる（図４）。
　また、Ԃ芸植物のケイトウはح形として生じた帯化を遺伝的に固定させたものである。図ؑ

（佐竹ら1982）などに記載はないもののweb上ではメドハギの帯化に関する多くの記述があり
（ブログ自由研究のツボ2008、田中川の生き物調査ୂ2007）、帯化しやすい植物の一種として知
られている。そこで、山梨県上野原市にあるఇ京科学大学上野原キャンパス周辺に生育するメ
ドハギを対象として、個体数並びに帯化個体の調査を行い、帯化の頻度を調べた。

【材料および方法】
１．調査地
　山梨県上野原市の
ఇ京科学大学上野原
キャンパス周辺
２．調査方法
　上記キャンパス周
辺でメドハギの生育
個体数が多い場所を
３地点選び（図５）、
生育個体数ならびに
帯化個体数を調べた。

【結果および考察】
　調査地３地点にお
けるメドハギの個体
数、帯化個体数、帯化率の結果を表１にまとめた。
　生育個体数が多くなると帯化が見られるようになり（図６、７）、個体数が比較的少ない調
査地Ｃでは帯化が見られなかった。全体として帯化個体の発生率は約１％であった。帯化は図
６に示すように、ܪの途中から先に見られることもあり、成長点に起こったح形であることが
わかる。
　帯化が発生する原因は一種類ではなく、細ەの感染やࠛ虫・ダニなどによる成長点の食害

（藤田1949）、土に含まれる化学物質リン酸トリス（+-CA4Tテレビウォッチ2008）、ి࣓
（自然観察日記2015）など様々な要因が考えられている。メドハギについては帯化個体由来の
種子も得ているので、今後は栽培を行い、遺伝的要因や化学物質、ٖ似食害処理などの影響を

図５．্野ݪΩϟϯύスपลのௐࠪ地

表１　ఇژ科学大学্野ݪΩϟϯύスपลに生ҭするϝドハΪに͓ける帯化
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調べていく予定である。

ʲҾ༻文献ʳ
ブログ自由研究のツボ．（2008）．
　http://blog.mayqy.info/pages/user/search/ keyword��83�81�83h�83n�83M
藤田哲夫．（1949）植物ᙚ形ላ．共立出版．
+-CA4Tテレビウォッチ．（2008）
　http://www.j-cast.com/tv/2008/09/24027386.html
佐竹義ี・大井次三郎・北村四郎・理ढ़次・成忠夫．（1999）日本の野生植物　草本ᶘ（新装版）．

平ຌ社、東京
自然観察日記．（2015）．
　http://fujikirara.jp/nikki/info.php no�18
田中川の生き物調査ୂ．（2007）．
　http://blog.goo.ne.jp/tanakagawa_shinogi/e/f3dc1257a90bea2cc43cb0b26bb62acc

ஶऀ
岩瀬߶二：ఇ京科学大学生命環境学部自然環境学科　教授
小林龍昇：ఇ京科学大学生命環境学部自然環境学科　４年生

図６．ϝドハΪの্ܪ෦の帯化

図７．ϝドハΪのܪઌ෦の帯化
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ཅੜ͖の調ࠪୂと੨谷く͵͗ଜ
─Ӊ࣏川のϤシで୦݀ॅډを;͖かえる─

龍谷大学名誉教授・研究フェロー /里山学研究センター・研究員/ཅੜ͖ͷௐࠪୂ
ኍ　ᚸҰ

　2016年12月15日に「琵琶湖・淀川流域　ヨシ原サミット」（同実行委員会主催）が開催され、
参加して城陽生きもの調査ୂの活動を報告した。2016年と2017年の１月に、宇治川河川敷のヨ
シ場で子どもたちとともにヨシ刈りし、これを使って、４月から青谷くぬぎ村の୦穴住居の屋
根をふきସえる、と。南山城城陽の地で、おとなと子どもが共同して地域の生きものを調べて
きた城陽生きもの調査ୂが、青谷くぬぎ村という里山作りに関ってきた経Ңと活動を述べる。
ච者がかつて行った「自然学校」および今も行っている「ヤクザル調査ୂ」の活動と、城陽生
きもの調査ୂを、環境教育の観点から比較すること、を私の研究テーマとしたい。

１．ཅ生͖のௐࠪୂと੨୩͘͵͗ଜ։ଜ
　ච者らは1996年の５月から10月に、子どもたちも含めた住民180人の参加を得て城陽市内全
域のセミガラ採取調査を行い、８種のセミ類の生息分布を確認した（好ኍ他、2000）。これを
踏まえて1997年２月に城陽生きもの調査ୂを結成した。その目的は、
　①　城陽市を多様な生きものと共存できる町にする。
　②　そのため子どもたちとともに様々な生きものの調査をして子どもたちの成長に役立てる。
　③　城陽市の環境を知り、問題があれば行政に提言する。
　セミに続いて城陽市のツバメ類、キノコ類、タンポポ類、ホタル類、カエル類の生息調査を
子どもたちとともに行った。
　1999年、城陽市最南部、青谷在住の青谷ക林振興会会長さんが、城陽市中北石神に所有の山
林約1500௶を、「城陽親と子のܶ場」と「城陽生きもの調査ୂ」に、「子どものためなら自由に
使ってよし」と貸して下さった。そこに生えていたハチク、モウソウチクを伐採し、地下ܪを
掘り起こして広場をつくり、道をつけた。ཌ2000年春にはタケノコ堀りと山ࡊ料理会を子ども、
おとなで楽しみ、竹炭焼きも体験した。2001年Նまでにモウソウチクをたくさん伐採し、ここ
を「青谷くぬぎ村」と名づけた。ळ９月に行くと広場は草ぼうぼうで、倒れた竹が山のよう。
この日はおとな、子ども60人の参加でみるみるยづき、子どもたちは山の斜面でつるにぶら下
がってターザンごっこをしたり、のこぎりで竹を切ったり、竹やぶの内や外に思い思いのൿີ
基地を作って楽しんだ。

２．੨୩͘͵͗ଜに୦݀ॅډをݐてる
　2001年11月、כぶき職人の山田խ史さんが青谷くぬぎ村の作業に来て、「ここにכぶきの୦
穴住居を作りませんかʁ」と提案した。彼は「城陽親と子のܶ場」の元「青年」のリーダー
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だった。「城陽親と子のܶ場」、1990年以前は「བ南親と子のܶ場」の「青年」は、高校生、大
学生、若い社会人の集まりで、独自の会合をもち、中学・小学生、༮児のܑ・姉貴分として、
宿ധキャンプを行い、日常的にも頼りがいのあるすぐれた人生の先輩集団だった。子どもたち
は、自分たちより少し年上の子どもや青年と一緒に活動すると、良きにつけ悪しきにつけ、自
分の将来のモデルを見ることができて、それらを真似たり、ڋ否することで安心して育ってい
ける。
　山田さんが設計図を書き、2002年１月20日くぬぎ村中央に深さ50cmほどの平らな୦穴を掘
り、ཌ月より毎月１度の作業で立て始めた。110mの穴を掘りコナラの柱を６本立て、モウソ
ウチクで骨組を作り、นに割り竹を立て回し、ヨシをଋねて屋根を一段ずつふき、2003年軒付
けに入り、2004年仕上げにかかって、５月23日に６×８m、高さ3.5mの୦穴住宅が完成。11月
に完成記念コンサートを行った。この間子どもたちは୦穴住居作りの手伝いの他、舞いギリに
よる古代火おこしや竹細工、ขき火、基地作りにんだ。
　それから10年、୦穴住居の骨組はしっかりしているものの、כぶき屋根は傷んで雨もりする
ため、2015年11月補म計画を立てた。これに基づき、2016、2017年１月にヨシ刈りして、乾か
したヨシで2017年４月〜７月、山城ל෪屋根工事（山田խ史代表）の方々と屋根の全面ふきସ
えを行う。

３．ཅ生͖のௐࠪୂɺࣗવֶߍɺϠΫβϧௐࠪୂの境ڭҭをൺֱする
　３つの活動を比較して、環境教育とは何か考え、深める。

　ᾇ　自然学ߍ
　これは1976年、龍谷大学文学部哲学科教育学専攻の４回生だったਿ田ਔࢤ（前静岡女子高校
教員）が提案し、龍谷大学教員だった加藤西郷、近藤Ү夫、௰田ৠ治、好ኍᚸ一が賛同して、
龍谷大学・同短期大学他の学生とともにا画・運営してきた、京都の子どもたちの自然観察、
野外活動の場であった（加藤、1989、1990ʀ好ኍ、1993）。
　毎週学生、教員、ときに子どもたちやその親が集まってゼミのごとく議論して毎月の例会
テーマを決め、学生が主体となり、ときに教員も加わって下見して、そのテーマの見どころと
安全を計った。Նや春には自然観察を中心とした暮しを、子どもとおとなが共同して作る宿ധ
例会を行った。

　ᾈ　Ϡクザϧௐࠪୂ
　1989年、屋久島のԐ害多発地域におけるヤクシマザルの生息実態を調べるため、ヤクシマザ
ル研究者の有ࢤがつくった組織で、学生のボランティア調査員をืって、1990–1992年までに
屋久島一周海岸域、標高̌mから400-500mまでの群れの分布と個体数を調査した（:oshihiro 
et al.,1998）。1993年-95年には山頂部までの垂直分布を調べた（好ኍ、2002）。1996年-2016年
には標高1000m付近にキャンプして、照葉樹林─ヤクスギ林移行帯の7.5km2で、群れの分布と
個体数の変化を調べ、植生との対応を見ると共に、下部海岸林との比較を行っている（Hanya 
et al., 2005）。前期、後期各10日間、ベテラン調査員、若手研究者、ボランティア調査員の全
国各地から参加する学生や、ときに高校生、社会人が、ヤクシマザル調査という共通目標の下、
同じזの൧を食べてີなつき合いをする。その中で学生が化ける。ときに専攻を変えたりする。
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これは環境教育の１つの極かもしれない（好ኍ、2002）。
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Ѩોに͓͚るম͖ʢCVSOJOHʣとݪҡ࣋の特घ性
　

Ѩો࠶ݪੜٞڠ会会長/国立研究開発法人研ߏػ西ຊۀ研究センター・ઐ員/
里山学研究センター・研究員

Ղ　ڮߴ

　降水量が多く温暖な日本では、草原は自然のままに放置しておくと、やがて森林群落へと遷
移する。火山の噴火や河川の൙ཞなどの強いཚを受けた場所を除けば、自然の状態で草原が
維持されることはむずかしい。しかし、かつて日本列島の各地に草原が広がっていた（野田ら 
2011ʀ小椋 2012）。その中でもࠇボク土で෴われているような場所は、長く草原が続いた証で
あるとされ（岡本 2005、2009）、火山灰が堆積した地域に認められることが多い（小路 2003）。
最近では、このࠇボク土に含まれる無数の微ཻ炭（植物炭化物）によって、߃常的な野火に
よってその草原が維持されていた可能性が指摘されている（岡本 2005、2009ʀ小椋 2012）。
　世界中に草原は数多く存在するが、そのほとんどがサバンナのような乾燥地域に存在してい
る。一方、火入れ（burning）を実施しているという点でも、また、その目的（野生動物や放
家சのࣂ料資源の確保）においても、わが国の草原管理と類似している例は少なくない。し
かし、熊本県阿ો地域で行われてきた野焼き（火入れ）等の草原管理システムでは、家சの放
のみならず、広く農耕生活全般にわたる野草資源の循環的・多用途利用を支えてきたという
大きな特徴がある。また、自然条件では森林に遷移する温暖湿潤な気候帯で行われていること、
炭素蓄積量を増加させるなど高い土保全機能をもつことも注目すべき点である。さらに近年
では、農業者のみならず市民ボランティア、ا業などの多様な主体の参画による草原保全活動
が展開されているという現代的な重要性も有している。

１．মാס૩地ݪのՐೖれとѨોのম͖とのҧい
　阿ોの野焼き（火入れ、burning）に類似する農法としては、世界的に広く見られる「焼畑
農業」（slash and burn farming）がある。一般に、焼畑農業（以降は焼畑と略す）は、森林を
伐採して焼くことで農地を確保し、焼けた植物や土に含まれる養分を利用して雑穀やҶ類、
野ࡊ等の畑作を行う農法である。焼畑は、現地の農民によって伝統的に実施されてきた土消
ಟや土栄養分増加の効果を持つ持続可能な農法だとする見解もあるが、一方では、焼畑は土
や生物にダメージを与えることが多く、休ؓ期間が短い場合には持続的農業とは言いがたい
面もあるとする研究例も多い。土浸食や制御不能な森林火災をしばしば引き起こすことなど
の理由から、現在、多くの国では焼畑は規制される方向にある。しかしながら、阿ોの野焼き
は草資源の持続的かつ多様な利用を可能にする持続的な農業システムであるという点で焼畑と
は大きく異なる。
　たとえば、焼畑の場合には燃焼量が多く、また、長時間ゆっくりと燃え続けるため、温度は
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地表面で数百ˆ、地表から5cmの深さでも数十〜数百ˆにのぼり、雑草や害虫のみならず、地
中の植物（種子や根ܪ）やࠛ虫の多くを死滅させる（4uttieら 2005ʀ津田 2008）。それに対
し、草原の野焼きは短時間で燃え尽き、移動していく。そのため、地中の温度はそれほど高く
ならず（Iwanami 1969ʀ岩 1988ʀ津田 2008、2010ʀ高橋 2011ʀ須賀 2012、表1参照）、多
様な草本植物やࠛ虫等が生き延びることができる。休眠芽の位置が地上にある木本類はԌのダ
メージを受けても、休眠芽が地下または地表近くにある草本植物や地中で越ౙするࠛ虫や小動
物にはほとんど影響がなく、生物多様性を維持することができる。Ԍが短時間で燃え尽き移動
するのが草原の野焼きの特徴で、また、野焼きの際の土中の炭素燃焼・放出は極めて少ない

（Tomaら 2010）。
　また、阿ોの野焼きは、bush control（かん木、低木を抑圧すること）により家சのࣂ料と
なる草の生育を促し、草資源量を確保することが主目的であり、この点において焼畑の目的と
は大きく異なり、むしろサバンナ、中央アジア、南アメリカ等の乾燥・半乾燥気候帯の地域の
burning（火入れ）と類似している（4uttieら 2005ʀIndree � Magsar 2007ʀ須賀 2012）。こ
れらの地域では、放家சの可食草を増やす目的でburning（火入れ）が行われているが、後
述するように、阿ો地域では家சのࣂ養だけでなく、農業全般で利用される草資源の確保を目
的に火入れが行われてきた点が異なる。このように、阿ોの野焼きは、世界的に極めてユニー
クな特徴を持つことが分かる。
　'AOの ňGrassland of the worldŉ の第12章では、草原の火による管理について詳しく述べ
られている（4uttieら 2005）。それによると、草原の管理において火入れは強力なツールであ
り、邪魔になる木本植物などを取り除き、若い放用の草を増やすことができる。その一方で、
野鳥などの野生生物に大きな影響や深刻なダメージを引き起こしかねないし、火入れの制御は
かなり難しく、多くの手間と労力を必要とする。そのため、多くの先進国では行政的な植生管
理制御を実施している。たとえば、ӳ国の┇┥┰┰┹┲┥優占放地では火入れのローテーションが
必要で、場所ごとに火を入れる年次を変えることでモザイク構造のヒース（heath）が形成さ
れているが、ここでは、火入れ時期が法律（The Muirburn Code）によって定められており、
野生動物への影響が最小限にとどまるように配慮されている（4uttieら 2005）。
　阿ોの場合も、地域共同体の民主的なルールのもとで火入れ（野焼き）が続けられ、持続的
利用と環境保全の両立を可能とする「賢明な利用」がなされてきたこと、さらに近年は、絶滅
危惧種の保全など生物多様性保全への配慮努力とその効果が大きいこと（Takahashiら 2017）
は、注目すべき事がらである。

２．ݪՐೖれにお͚るѨોの特घ性
　阿ો草原の火入れは、上述した世界中で広く実施されている「草原火入れ（burning of 
grassland）」に比べても、次のような様々な点において、特異なものであるということができ
る。

　ᾇ　ؾ݅
　第一に、草原が広がるサバンナ、中央アジア、南・北アメリカなどの地域は、いずれも乾
燥・半乾燥地帯に属するため、比較的草原植生を維持しやすい。たとえば、北アメリカのプ
レーリーでは、数年から数十年に一度の火入れ（burning）で草原植生を維持することができ
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る（4argent � Carter 1999ʀ'uhlendorfら 2009）。また、アフリカのサバンナにおいても同様
である（4iegfried 1981ʀTrollope � Trollope 2004）。これに対して、阿ો地域を含むアジア
モンスーン地域の極相は「森林」であり、放置すれば確実に広葉樹林に遷移していく。このた
め、草原を維持するには頻繁な人ҝ的火入れ等の管理が不可欠であり、それを達成するのに地
域コモンズによる強力なコントロール（ガバナンス）が機能してきた。このように、本来は樹
林が広がる高温多湿の「草原維持が困難な条件（地域）」であるにもかかわらず、これほどの
大規模の草原が農業活動（野焼き、採草、放）によって千年以上もの長期間にわたり維持さ
れてきた点は特චすべきものである。
　もちろん、森林地帯で草原が維持されてきたことだけをことさら特徴として主張することは
できない。たとえば、オーストラリアやN;、北米大陸でも、極相が森林の地域で草原が維持
されてきたところは多い。また、韓国の済州島や台湾の陽明山でも草山が維持されているが、
現在火は使われていない（放と刈り取りのみ）。阿ોでは、計画的な火入れや採草、放に
よって千年以上も森林地帯で草原が維持されてきたことが大きな特徴である。

　ᾈ　利༻的
　第二に、草原を維持管理する目的が大きく異なっている。他の多くの国や地域において草原
の火入れ（burning）が草の生育を促し、放に利用するという目的にとどまるのに対し、阿
ો地域における草原の利用目的は、家சの放のみならず農耕生活の全般にまたがっている。
すなわち、稲作（または畑作）農業における循環的利用を目的とする草資源の確保が中心にあ
り（大ୌ 1997ʀ瀬井 1994）、家சࣂ料としての利用はその一部でしかない。かつては、草原
で放される牛അの大半が食用としてではなく田畑の耕作のためにࣂわれ、また、家சࣂ料
のほかに緑肥、堆肥・ӛ肥、屋根資材、燃料としても野草が採草され、利用されてきた。草原
に生える野草は、地域循環的な農業システムの要であり、その維持・確保は阿ોの農業の根幹
に関わるものである（図1）。

　ᾉ　ૉஷཹ
　阿ોの野焼きは、土への炭素貯留の観点からも特異的である。阿ો地域には広くࠇボク
土（Andosol）が分布している。このࠇボク土は日本に広く分布する土で、堆積した火山灰
上に草原が長らく続くことで生成され、極めて多量の炭素を含んでいる。ࠇボク土に蓄積され
ている炭素は、主にイネ科植物の地上部が燃えた微ཻ炭や、根などの地下組織の分解物からな
る（Tomaら 2010、図２参照）。土中の植物ܔ酸体（プラントオパール）や微ཻ炭の分析か
ら、阿ો地域では１万年以上も前から野焼き（火入れ）が行われ、草原環境が維持されていた
と考えられており（宮縁・ਿ山 2006）、長期にわたって炭素蓄積が続けられてきたことが推測
される。
　阿ોのࠇボク土における平均炭素蓄積量は１ha当たり232tであり、世界に類を見ない極め
て大な炭素蓄積地帯となっている。これらの炭素の１年間の吸収量は、CO2換算でha当たり
6.9tに相当するが（Tomaら 2013ʀ第10回全国草原サミット・シンポジウム実行委員会 2015）、
これを阿ો地域全体の野焼き草原面積16,351ha（熊本県 2013）に換算すると、阿ો地域の全
世帯数の８〜９割に相当する約21,000世帯が排出するCO2を草原が吸収・固定している計算に
なる。また、阿ોの草原の野焼き（火入れ）は、Ԍが短時間で燃え尽きて移動していくため、
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土中の温度はほとんど上がらず、土炭素を燃やすことがない（Tomaら 2010）。
　このように、イネ科植物の優占を維持するために毎年実施される野焼きが、土中に炭素固
定を増大させる機能を有しており、そのことが生産性の高い安定した草資源の再生をもたらし
ているのである。野焼きで草原を維持しながら、不耕起で草資源を利活用し、かつ土中に炭
素も固定する（Howlettら 2013）という人間と自然のサイクルが、１万年以上にもわたって続
いているのはڻ嘆に値する。
　一般に、火入れは生態系の炭素蓄積量を減少させると考えられている（たとえば、4uttieら 
2005）。しかし、阿ોでは継続的な火入れ（野焼き）の下でも、大量の炭素を土中に蓄積し
てきた（Tomaら 2010）。このことは、野焼きと草資源の利用が1万年以上にわたって繰り返さ
れても、土浸食や炭素の減少による土地荒廃が生じなかったこと、つまり極めて持続的な農
業利用が行われてきたことを意味する。このような賢明な利用がなされてきた地域は世界的に
も希である。今後も野焼きを継続し、阿ોの草原を人々が利用しながら維持・再生していくこ
とは、地球温暖化防止にも大きく貢献するものである（当真 未発表：第10回全国草原サミッ
ト・シンポジウム実行委員会2015）。

　ᾊ　生多༷性อશ
　阿ોに生息する植物は約1,600種といわれ、このうちの草原性の植物は約600種にのぼる。と
くに、阿ોの草原域にはハナシノブ、ヒゴタイ、ヤツシロソウ、オオルリシジミなど希少な動
植物が多数生息しており、日本国内でも絶滅危惧植物が集中している「生物多様性ホットス
ポット」の一つである（内野 2016ʀTakahashiら 2017）。これらの草原性の生物は、野焼きを
代表とする人ҝ的ཚによって草原環境が保たれてきたことにより、今日まで生存することが
できた。
　生物多様性という意味では、大陸と陸続きだったණ河期に分布を拡大したと考えられている
動植物が阿ોでは多く、このことが阿ોの生物相の大きな特徴となっている。これらの動植物
たちは、後ණ期の温暖化とともに生育地がॖ小し、消滅する運命にあったが、人間による適度
なཚ（野焼き、草の採取など）によって残存した草原の明るく清な環境が、これらの生
物たちの貴重なレフュジア（ಀආ地）となった（須賀 2012ʀ内野 2016ʀTakahashiら 2017）。
阿ોにおける伝統的な草原管理は、結果的に地球温暖化から日本の生物多様性を守ってきたと
もいえる。

　ᾋ　ࡂݮܰ・ࢭ
　阿ોは極めて不安定な地盤に立地している。これは、1）比較的新しい火山活動によって形
成された地形であるために十分に安定化していないこと、2）カルデラは急傾斜地が多いため
地震や風雨などによって崩れやすいこと、3）地表面は軽くて固まりにくい火山灰がްく堆積
していること、4）降水量が多いこと、などに起因する。そのため、自然にまかせるかあるい
は植林によって森林化すると、地上に大量のバイオマスや水分を保持することになり、大規模
な崩落の危険性が高まる（ֿ原 2016）。しかし、草原として維持管理・利用すれば、地上バイ
オマス量を小さく保つことができ、降水を地下に速やかに浸ಁさせられるため、土砂災害の軽
減に寄与するとともに、優れた景観・生態系の安定化にも貢献するものと考えられる。このよ
うに、不安定な地盤でも長期間にわたり地形や景観が保たれているのは、草原を維持する農業
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活動によるところが大きい。こうした減災機能が目に見える形で残っていることは特徴的で、
中央アジアやサバンナの草原では見られない。

３．現代తอ全ํ๏にお͚る特徴
　入会権に基づく地縁の共同体による伝統的な草原管理の仕組みは、戦後のཚ開発などの現代
的課題に対しても抑制的機能を果たしてきた。近年、生物多様性や環境保全など草原のもつ
様々な公益的機能が注目されるようになった時代だからこそ、この伝統的な׳習がもつ公共性
と自治性が再評価されるべきであろう。また、阿ોの草原は、阿ોくじΎう国立公Ԃの重要な
景観要素になっており、ཚ開発の抑制や保全管理を環境行政サイドと連携して行っていること
も特徴としてあげられる。
　さらに近未来も含め、現在の草原維持・管理の仕組みも重要な点である。近代化に伴う社会
的変化、農業人口の減少・高齢化は、阿ોの野焼き（火入れ）の維持における大きな脅Җと
なっている。このような先進国に共通の課題に対応する形で、阿ોでは農業者などの地元住民
に加え、相当の規模で組織された市民ボランティアの参加によって、野焼き（火入れ）・ྠ地
切り（防火帯切り）作業を支援する仕組みが整っている。また、地域外のا業等によるC43活
動や阿ો草原再生ื金（表2）、行政による事業・助成金など、多࠼な資金や人材、メニューに
よって草原が保全・管理されている（高橋 2014ʀTakahashiら 2017）。
　自然再生推進法に基づき平成17年（2005）に発足した阿ો草原再生協議会は、異なる意見や
考え方をもつ多様なメンバーのパートナーシップを実現し、全体のコンセプトを開発する機
能を発شしている（阿ો草原再生協議会 2007、2015）。草原の維持再生の活動を推進するため、
保全活動のリーダーやキーパーソンが地元コミュニティにしっかり根を確立し、構成員の合意
に基づいて各員の役割分担を調整している。また、阿ો草原再生の範囲は阿ોくじΎう国立公
Ԃのエリアを有しており、そのため、草原再生は国立公Ԃの管理・運営に不可分に関連してい
る。多様な参加者の協力に向けて得られた知識と経験は、近い将来に公Ԃ管理の具体的なシス
テムへと発展することが期待される（Takahashiら 2017）。
　このような、農業者のみならず社会全体で、民が一体となって草原というコモンズの維持
管理が行われている例は他に類を見ないものである（Takahashiら 2017）。とくに先進国にお
いては、農業技術や社会が急速に変わっていく中で、「伝統的農業システムの維持・継承の一
形態」として、さらには「現代的な農業コモンズ管理の象徴」として特චに値するものといえ
る。
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表１　֤地のՐ入れに͓ける೩ྉྔとߴ࠷Թの関係

図１　Ѩોݪの農ߞ࿈とそ͜から生·れるՁ
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図２　Ѩોの野ম͖ݪのૉੵ（概೦図）

表２　Ѩો࠶ݪ生ืۚの׆༻状گ（Ѩો࠶ݪ生ืۚ事ہ資ྉより）
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「ཾ谷の森」里山อ全の会の׆ಈ報告
　

ʮ龍谷ͷ森ʯ里山保શͷ会ŋ෭දੈ人/龍谷大学ཧ学部ŋ࣮ݧॿख/
里山学研究センター ŋ研究員

林　珠乃

　2016年度の「龍谷の森」里山保全の会は、月に２・３回の定例活動日に間伐、薪作りなどを
実施しながら、ण木材工業等の他団体の里山保全活動をサポートすることで、里山保全活動
の普及にも努めた。龍谷大学環境ソリューション工学科の「博物館実習」の受講生と協働し
て、ヒノキの間伐材を用いて作成した板に龍谷の森に関する研究の成果を掲示し、「龍谷の
森ミュージアム」の整備を行った。また、龍谷の森近߫で農業活動を行う龍谷大学公認サーク
ル「龍谷'arm」のメンバーが保全の会の活動に加わり、新たなឺができた。
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ͦのଞ研究ۀ一ཡ

Ǻࢽࡶ文ǻ
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interactions：Interaction of ┇┹┷┧┹┸┥-┑┳┱┳┶┨┭┧┥ versus ┇┥┷┷┽┸┬┥-┍┴┳┱┳┩┥. Plants 5：43. 
2016. 査読有

２　岩瀬߶二・Ե幡平、西表島の海岸植物の多様性、ఇ京科学大学紀要12：57-74. 2016、査
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４　3amamonjisoa N, 3akotonoely H, :. Natuhara. Animal or algal materials：food 
toughness, food concentration and competitor density influence food choice in an 
omnivorous tadpole. Herpetologica 72. 2016年7月. 114-119. 査読有

５　3amamonjisoa N, Iwai N,  Natuhara :・Post-metamorphic costs of larval animal diet in 
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６　3amamonjisoa N, 3akotonoely H, Natuhara :. 'ood preference in relation to food 
protein content and toughness in a pond dwelling tadpole. +ournal of Herpetology 51. 2017
年３月. 47-51. 査読有

７　3amamonjisoa N, Natuhara :. Hierarchical competitive ability and phenotypic 
investment in preys：inferior competitors compete and defend. +ournal of ;oology doi：
10.1111/jzo. 12406. 2016年10月. 査読有

８　高橋Ղ孝・井上խਔ、三ළ山ススキ草地の種多様性を指標する植物種のந出、島根県立三
ළ自然館研究報告 15：13-19、2017年3月31日（印刷中）、2017、査読無

９　大谷一郎・高橋Ղ孝・堤　道生、ススキ（Miscanthus sinensis Anderss.）の導入方法の
違いがススキの定着ならびに植生に及ぼす影響、日本草地学会誌 62：75-78、2016、査読有

10　高܂　進、ਿが21世紀の日本をٹう、国際いけ花学会論文集、2017
11　Takashi :amamoto, Hiroyoshi Kohno, Akira Mizutani, Ken :oda,4akiko Matsumoto, 3yo 

Kawabe, 4hinichi Watanabe, Nariko Oka,Katsufumi 4ato, Maki :amamoto, Hisashi 4ugawa, 
Kiyotaka Karino,Kozue 4hiomi, :oshinari :onehara and Akinori Takahashi.  Geographical 
variation in body size of apelagic seabird, the streaked shearwaterCalonectris leucomelas. 
+ournal of Biogeography （+. Biogeogr.）43. 801-808. 2016

12　須川　߃、京都府・冠島のオオミズナギドリの巣穴数の35年後の変化、A-U-A（No. 52, 
2016春号）：26-30、2016

13　須川　߃、大阪バードフェスティバル2015『カラーマーキング調査が開く野鳥の世界』
ブース展示報告、A-U-A（No.52, 2016春号）：43-51、2016

14　須川　߃、ツバメの集団ねぐらを通してヨシ原を守る、野鳥、2016年７月号、No.806：16、
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15　須川　߃、ツバメの渡りと集団ねぐら、ソングポスト、201（2016年８- ９月号）：16-18、

2016
16　須川　߃、いのちの森と京都の自然、いのちの森 No.20：61-63、京都ビオトープ研究会、

2016
17　須川　߃・狩野清貴、京都府冠島におけるオオミズナギドリ　現状と課題、月ץ海洋９月

号（オオミズナギドリ特集号（上））：409-414、2016
18　須川　߃、湖北地方で越ౙする亜種オオヒシクイの繁殖地の୳求（特集巻頭エッセイ）、

み〜な、vol. 129：2-3、2016
ç
Ǻ図　ॻǻç
１　宮浦富保、「植物間の競合：種間競争、種内競争」、造林学第四版（୮下健・小池孝良編）、

朝倉書店、84-91、2016
２　高橋Ղ孝、阿ોの草原「阿ોの文化的景観」保存調査報告書　ᶘ：詳細調査．（阿ો世界

文化遺産推進室編），阿ો市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿ો村・西原村、阿
ો、p159-210、2016

３　Takahashi :, Neef A, :okogawa H. Conservation and restoration of traditional 
grasslands in the Mount Aso region of Kyushu, +apanrThe role of collaborative 
management and public policy supportr. 4hifting Cultivation Policies：Balancing 
Environmental and 4ocial 4ustainability （Cairns M ed.）．Centre for Agriculture and 
Biosciences International （CABI），Oxfordshire.（印刷中）．2017

ç
Ǻそのଞの研究成Ռ（ϫーΩϯάϖーύー、ϗーϜϖーδ、ޱ಄ൃ表、ࣾձߩ献）ǻç
１　ळ山道༤・小野奈々・平山奈央子・中村公人・橋本ܛ子・皆川明子、「愛知川流域圏にお

ける水利システムの特性と課題」、水資源・環境学会大会、2016年６月４日、法政大学
２　ळ山道༤、 「琵琶湖研究の経験からみた湿地のワイズユース」、地理科学学会ळق学術大会

シンポジウム「湿地のワイズユースを考える−自然の保護と活用を८る諸問題−」、2016年
11月26日、広島大学

３　Iwase, K., Oppata, 4., Tajima, H., 'uruhashi, T., Terashima, :. Ecological characteristics 
of coastal parasitic vine, ┇┥┷┷┽┸┬┥ⓤ ┪┭┰┭┪┳┶┱┭┷ in :aeyama Islands. 9th International 
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琵琶湖ਫҐの1ü0年ɺ

特にͦのࣗવมಈ͓ΑͼظਪҠ

龍谷大学ཧ学部・ࢣߨ/里山学研究センター・研究員
中　ߊ

龍谷大学ཧ学部
٢田　ఱే、Ҫ্　߁༟

１．はじめに
　湖পにおいて、湖水位は、その環境（西野, 2008ʀୢ己, 2008, 2009ʀ金子ら, 2011a、2011bʀ
東, 2014）や景観（横田, 1994ʀ宮本・野, 2002ʀ佐野, 2003ʀ松尾・井出, 2007）などを決定
付ける最も重要な要因のひとつである。現在では国内のほとんどの大規模湖পにおいて、水位
は人ҝ的に管理されるに至っている。琵琶湖においても、流出河川である瀬田川に洗堰が設置
された1904年以降、洗堰での放流量を制御することにより湖水位の調整がされるようになった

（内務省土木局, 1913ʀ宮川, 1915, 1916ʀ清水ら, 1925）。
　琵琶湖の水位の現在にも続く系統的な観測は、瀬田橋のたもとに鳥居川量水標が設置され
た1874（明治７）年２月４日に始まる。2017年時点では、すでに143年間もの継続的な観測の
蓄積があることになる。このうち、当初の30年ほどは湖水位の人ҝ的な調整の及ばなかった期
間であり、これは大規模湖পの自然水位変動の貴重な記録遺産といえる。鳥居川量水標の創設
以来1962年末までの水位は、『淀川水系水文資料 びわ湖』（近畿地方建設局, 1963）に収録され
ている。同書に掲載される数値は、『琵琶湖水位流量表：明治７年-昭和29年』（近畿地方建設
局, 1950）によっていて、しかし、そのうち「1874-1903年の水位については、原表不明」と書
かれている。この鳥居川水位は長らく琵琶湖の湖水位を示す数値とされてきたが、1992年４月
１日以降は、公式の湖水位として、ย山、彦根、大ݎ、ߔ田、三保ヶ崎の湖岸５地点での単७
平均値が用いられることになった。
　滋賀県では、2008年６月17日に県政史料室を開設し、県保有の公文書のうち明治期から昭和
戦前期まで約１万の県を「歴史的文書」と位置づけ、2013年３月に県の有形文化財に指
定するとともに、同室で閲覧に供している。この県のうちに、鳥居川量水標創設以来の観
測月表が含まれていた。県におけるこの観測月表こそ、県保管の正本で、つまり、上述の
ࣦわれた原表であると思われる。ところで、あまり知られていないようであるが、1880年代か
ら1950年代頃まで、図１に示すように、琵琶湖のまわりには多いときで30地点を越える水位観
測点が県により維持されていた。上記の県は、これら観測点についてもその大正期頃まで
の観測月表をおおむね網ཏしている。
　琵琶湖の場合、湖水位それ自体の学術的検౼は、実のところ、湖流（須田ら, 1926ʀ岡本・
森川, 1961ʀ遠藤ら, 1981ʀ戸田, 2014）や静振（Nakamura and Honda, 1902ʀ須田ら, 1926ʀ
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豊 原・ 土 生, 1938ʀImasato, 1984ʀ 関・
谷口, 1994）などの水文現象に比してそ
れほど豊富とは言えない。湖水位を扱
う場合でも、月平均値や一定の期間の
平年値を使った考察（前田, 1910ʀ須田
ら, 1926ʀ高谷, 1928ʀ琵琶湖工事事務所, 
1985ʀ豊田, 1991ʀ原ら, 1995）、限定さ
れた期間での解析（岩木ら, 2014）、ある
いは、特に災害の際のいくつかの特定の
個別事例の検౼（清水ら, 1925ʀ滋賀県, 
1966）などに限られる傾向にある。また、
すでに明治期には湖水位が人ҝ的ૢ作の
下にあったが故に、それへの関心事が、
特に治水利水の観点から議論するような
もの（金森, 1918ʀ山内, 1935）になるの
も、やむを得ないこととも言える。
　ここでは、県に含まれていた観測
月表を主要な原資料として用い、洗堰設
置以前の自然の水位変動にまかされてい
た時代も含めて、その変動の特性をこの
明治以来の長期間の記録をもとにあらた
めて検౼したい。湖水位の自然変動はそ
れ自身興味深い検౼対象であるとともに、
むしろ歴史上は継続的にこの状況にあっ
たわけで、水位の自然変動の特性の理解は、例えばそうした時代の環境や景観などの考察を行
う際にも重要な前提知識となる

２．琵琶湖のਫҐ観ଌ
　かつて県によって維持されていた琵琶湖の水位観測点を表１にまとめた。これら観測点の位
置は図１にࠇ丸で示した。大津と三保ヶ崎は近接しているので、図のॖईでは重なっている。
また、図の白丸は現在運用中のテレメータ観測点で、表１にも含めている。このほか、県によ
る量水標の設置は、1891（明治24）年以降には瀬田川沿いにもあったが、それらについては別
。にৡりたいߘ
　これら観測点の水位記録のうち、今回の解析に用いたものを表２に示す。これらはすべて、
観測月表などから著者らがデータ起こしを行い、また、別途、点検も行ったものである（水文
水質データベースによるものを除く）。県の観測月表のすべてを対象とするには労力が過
大となるので、今回はこの表に示したもののみに限定した。また、鳥居川の観測月表は県
では全期間が網ཏされてはおらず、そのため表２のDで示す部分は『淀川水系水文資料 びわ
湖』（近畿地方建設局、1963）で補った。ただ、同書にはいくらかのデータ誤りが残っている。
同時に、の観測月表における記載値誤りも無いわけではない。いずれも、誤記が明白で

図１　琵琶湖の水位観ଌ点�（ه߸は表１Λ参রɻج൫地図ใ
の水֔ઢと県界Λഎܠにඳ͘ɻ）
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ある場合は訂正して用いた。4で示
すのは国土交通省の水文水質データ
ベースで公開されている1991年以降
のテレメータ観測値である。以下で、
県におけるこれら観測点の水位
記録の性格について触れておく。

　2�1　ௗډ川
　鳥居川で県に含まれるのは、
量水標設置当初から1886年末までと、
洗堰ॡ工直前の1904年９月から1921
年末までの観測月表である。1874

（明治７）年２月に鳥居川に量水標
を設置したのは当時の内務省土木ྈ

（松浦・藤居, 1993, 1994）であった。
が、その創設時から1885年３月末ま
での11年余の期間、実際にその管
理運営を担当していたのは滋賀県で
あったと考えられる。鳥居川の観測
月表を含む「明ね１」には、内
務省土木ྈの大坂分局（のち淀川出
張土木局）から県Ѽの観測月表の送
付依頼状やその受取状（1877年１月
８日付ほか多数）があわせて௲じ込
まれている。また、別のの文書

「明う15-1-41」は、1874年８月17日
付の០ྩから内務ڢѼの観測人月給
未分のಜ促状である。これらの文
書の存在が当時の県の担当実務を証
していていて、このことが、県
における量水標創設以来1886年まで
の観測月表が鳥居川水位記録の県保
管の正本であると考えるゆえんであ
る。
　県に௲じ込まれている実際の
観測月表を図２に示す。鳥居川創設
後初となる1874年２月のそれである。
月表は『田川通田橋際測標』と
題されていて、この表題は1884年１
月分まで丸10年間そのまま使われた。

表１　琵琶湖の水位観ଌ点Ұཡ
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「鳥居川」の文字がはじめ
て現れるのはそのཌ月分か
らである。つまり、当初は
その地名は、観測点名とし
ては用いられていなかっ
た。また、そこから読み取
れるように、これは「瀬田
川」水位であって「琵琶湖」
水位とは認識されていない。
実際、琵琶湖と瀬田川の境
界が法律として制定される
のは、1896年制定のچ河川
法においてである（滋賀県，
2012）が、その20年以上も
前から、瀬田橋地点は瀬
田川のうちと認識されてい
たことになる。
　明治初期におけるこうし
た量水標の設置は、オラン
ダ人টᡈ技術者（ドールン
とリンドは1872年２月、デ＝レーケとエッセルは1873年９月に来日）の指導によるとされる

（近畿地方建設局, 1973ʀശ岩, 2002ʀ島崎・市川, 2007）。図２に見るように、観測月表の水位
がすべてईੇ分で表記されていたことは興味深い。県の文書「明う175-296」（1885年８月
５日付）は、同年に県が独自に大津など５ヶ所に設置する（2.3અ参照）ことになる量水標の
新調伺であり、そこに図３に示す量水標ई木の図面が付属する。それによると、ई木は長さ12
ई（6.363m）で、ࠇ白紅白に塗り分け、下から１ई（0.303m）ごとに一から十二までの漢数
字を書く仕様であった。また、別の文書「明あ220-2-84」（1887年10月18日付）には、地元大
津ࣣ軒町の業者によるई木の見積書もఴえられていて、確かに和製であった。また、このよう
に当時の量水標には負の目盛りがなかったことから、観測水位がそもそも負値とならないこと
が想定され、それ故、ई木の設置もまたそのようになされていたであろうことが示唆される。
　水位の観測は、岸近くに設置した量水標の目盛りを目視により読み取る方法をとる。図２に
見るように、当初、鳥居川での観測は日に一度であった。その時間が朝７時であったのは、創
設当月は２月であって明け前では目視に差し支えたからであろう。４年後の1878年３月には
朝６時観測に、さらにその後、朝༦正６時での一日二度の観測に移行している。その後、鳥居
川には、瀬田川大規模浚渫の始まったのと同じ1900年の５月１日よりӳ国製の自記水位計が導
入されたが、観測人の目視による朝༦の水位観測は、自記水位計の運用の終わるのと同じ2003
年まで継続していたようである。今回用いた県の1904年以降の観測月表は、そこへの書き
込みなどから、観測人によるものと考えられる。

表２　ຊߘͰ༻いͨ水位観ଌه録
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อϲ࡚ࡾ　2�2　
　三保ヶ崎の量水標は、琵琶湖ૃ水の建設（1885年６月２日起工、1890年４月９日ॡ工）に先
立ち、その取水予定地での琵琶湖水位を調査確認する目的で、京都府により1881（明治14）年
８月に設置されたものである（京都府参事会, 1896）。ただし、水位の定常観測はそのཌ年８月
からであったらしい。県「明ね２」には、この月から始めて1885年８月分までの観測月表
が含まれていた。これは、1892年11月に県が京都府より取り寄せたものであり、そのࢫの京都
府よりの同月８日付の送付状が当֘にあわせて௲じ込まれている。なお、三保ヶ崎量水標
設置のཌ々年の1883年４月には、ૃ水の予定経路の測量も完了し、ౢ田道生により二千分一の
大ॖईの『琵琶湖ૃ水ऽ上白川間通水路目論見መ測ᅷ』が完成している。

　2�3　県設置の観ଌ点
　滋賀県による量水標の設置は、鳥居川や三保ヶ崎にややれて1885（明治18）年９月より始
まった。その事情は、県の文書「明う175-394」（1885年７月３日付ほか）に詳しい。そこ
には、「土木局ニテ建設アリシ多橋際量水標ニテ観測スル水位表ニᎦリ其要ニ供セシモ本
年四月以来֘水位表ᙛኗϔ備置之分ハ廃セラレ」と書かれる。つまり、鳥居川量水標の管理が
淀川出張土木局の直となったことで、観測月表が県庁に届けられなくなったことが契機で
あったことが読み取れる。県により当初設置された５地点のうち、大津、ݎ田、今津、長浜で
は、当時、湖にྟんで庁舎があった現地のܯ察ॺが水位観測を担当した。長命寺については、
同ߓに営業所のあった太湖ؿધに観測を依している。県による量水標の設置は、表１にみる
ようにその約10年後の1894年からの３年間でॱ次数を増した。1885年設置のうちの上記４地点
を除けば、鳥居川と三保ヶ崎も含め、いずれも現地在住の方が観測人として雇用されているよ
うである。
　県においても、鳥居川のそれからは20年以上れるが、大津（1921年３月22日）、ݎ田（1921
年９月10日）、今津（1921年11月12日）、松原（1922年12月12日）、༄川（1923年６月６日）、南

図２　滋賀県「໌Ͷ１」のௗډ川観ଌ݄表�໌࣏�2݄ 図３　ྔ水ඪई図໘
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浜（1923年９月22日）で自記記録計の設置があった（高谷, 1928）。上述のように、県の観測点
での目視観測は昭和に入って徐々に数を減らし1950年代には廃されたようである。現在は、琵
琶湖の水位観測は、国によるテレメータ観測に一元化されている。鳥居川同様、今回用いる表
２の観測データは、自記記録計の導入以降であっても、�4�と�D�の部分を除き、目視による値
である。

　2�4　水位の৴པ性
　次章からの解析に先立って、観測値の信頼性について若干の考察を加える。図４は1897年の
一年分の水位値を６観測点について描いたものである。以下、観測月表のईੇ分の水位は図で
はメートル法に換算して表示する。図の観測点のうち鳥居川は右目盛りに記の水位値となる
が、他の５観測点ではグラフの重複をආけるため、そこからそれぞれ指定の値だけ上方にずら
して描いてある。また、これら５観測点の背後の灰色グラフは、鳥居川の水位値をそれぞれ複
製したもので、それとの比較の目視のため観測点ごとに同じだけずらして描く。つまり、ࠇと
灰のグラフがちょうど重なっていれば、その観測点と鳥居川での水位値が合致していることに
なる。
　琵琶湖においては、通常の状態では、つまり静振や吹送などの過渡的な（長くて１日２日
の）現象を除いては、湖水高が湖周の観測点ごとに大きく（例えば数十cm）異なるというこ
とはない。図でもおおむねその傾向がよみとれるが、長浜とݎ田では、一部期間で、他の観測
点とはかなり異質な水位変動を呈していることに気が付く。観測地点が、例えば、流入河川や
あるいは人工水路などの湖水以外の影響を受けやすいところにあるとするなら、このような水
位変動が実際に生じていた可能性も否定できないかも知れない。が、むしろこれは、両地点で
は観測の実地にやや問題があったことを示しているのではないか。例えば、ݎ田では、グラフ
の水平部分が何ヶ所かあり、その数日間は水位値が変化していないことになる。決められた朝
༦６時の観測時間は現地ॺでのۈ務時間外であろうから、宿直職員の担当であったかもしれな
い。全くのԾ定だが、湖水位の変化なしとして目視観測が実際には実施されず前日の水位値を
そのまま転記したとすれば、このようなことが生じるであろう。ただ、図４の長浜やݎ田のグ
ラフも完全にでたらめというわけでもなく、１ई（30cm）程度の誤差まで許容するのであれ
ば、その範囲では背景の鳥居川の灰色グラフと合致しているという言い方もできる。また、今
津については、図４の場合は鳥居川水位とのずれは小さい。が、今回解析対象とした観測点創
設から1917年までのうちには、今津でも、長浜やݎ田と同様の記録結果となっている場合が散

図４　1���（໌3࣏�）ௗډ川΄か6ϲॴ水位�（ࠓから野井·Ͱは、それͧれ
（川水位のෳͰ͋るɻډのփ৭άϥϑは、ௗܠの数分ͣらしてඳ͘ɻഎࡌه
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見される。
　これに対し、民間人が観測を担当した赤野井とߤ運会社に依していた長命寺では、図４に
おいて、鳥居川水位とのずれははるかに小さく、ほとんどの期間で縦軸のひと目盛り10cmに
も満たない。この三地点は全く独立した観測であることを考えれば、このずれの程度で、それ
ぞれの水位観測の信頼性と観測値の精度が担保されているとみることができる。
　ただ、より詳細に赤野井と鳥居川の水位グラフを比較してみると、赤野井の水位が系統的に
常に数cm高い。もちろん、下流側の鳥居川の水位値の方が、流水を維持する河川抗の存在
のため当然低くなるだろう。ただ、その場合でも、長命寺と赤野井とで、鳥居川との水位差は
それほど異ならないはずだが、図４では長命寺の方が、わずかに数cm程度ではあるが、明ら
かに水位差が小さい。この水位差の存在は、観測点ごとに̌点高のずれが生じていることを示
しているものと考えられる。実際、長命寺の1894年４月の観測月表には、「本月三日ྵ点Ϯ沿
岸測量ノ結果ニヨリ二ੇ三分上昇セシ」（2.3ੇ�7.0cm）と書かれていて、それまでの測定値を
赤字ですべて補正したことがあった。
　ちなみに、琵琶湖水位に５地点平均を用いることになった1992年４月１日の際も̌点高の補
正が行われており、鳥居川で＋9.5cm、彦根で＋16.6cm、補正幅が最大となった三保ヶ崎では
＋24.7cmにも達している（近畿地方整備局河川部, 2009）。従って、このときの観測水位はこ
の補正値分だけ逆ූ号の向きに不連続となっている。ただし、今回用いた明治大正期の水位記
録すべてで、図４と同様のグラフを作成した限りでは、観測点ごとに̌点高の系統的なずれは
存在しても10cmは越えない程度のようであった。̌点高については、5.3અでもさらに議論す
る。
　なお、観測月表用紙は、図２に示したように分のܻ（３mm単位）まで記載する仕様となっ
ている。が、࿘のある湖面や常に流水する河川面について、その精度までの目視での水位観
測は容易ではない、あるいは実際的ではないであろう。そのためか、例えば、鳥居川での記録
である図２では、そのܻの欄には̌と５しか入っていない（ただし、いつもそうであるわけで
はない）。ちなみに、現在のテレメータ観測でも、水位値は１cm単位である。

３．ચԃ設ஔҎલのࣗવਫҐมಈ
　瀬田川洗堰が通水を開始した1904年11月以降、琵琶湖水位は人ҝ的に管理されるようになっ
た。洗堰の建設は、琵琶湖からの流出部である上流の瀬田川から下流の淀川河口部までの全
域の治水を目的とした「淀
川改良工事」のうちの一事
業であった（内務省土木局, 
1913ʀ 宮 川, 1915, 1916ʀ 清
水ら, 1925）。瀬田川につい
ては、1902年１月の洗堰着
工に先立ち、その大規模浚
渫が1900年より開始されて
いる。これは、橋の３町
ほど（300m）上流から下流
へ50町（5.5km）の区間の幅

表３　໌ظ࣏の瀬田川ᔱᕕ
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60間（108m）全体を３ई（90cm）掘り下げようとする史上最大規模のものであった。表３に
その過程を示した通り、洗堰建設や大日山掘も含め９年のࡀ月を要した。本章では、この大
規模浚渫や洗堰の設置がなされる以前の、自然にまかされていた時代における琵琶湖の水位変
動の特性について検౼する。

　3�1　水位のมಈ特性の概要
　1874年から1900年までの鳥居川水位を図５a, bに示す。あわせて、三保ヶ崎、長命寺、赤野
井の水位も、しかし雑をආけるため、うちどこか１地点のみ重して灰色でグラフ化した。
後者が琵琶湖水位を代表しているとみなすものとすると、瀬田川水位（鳥居川観測値）との差
は多くの期間で数cm以下である。ୠし、湖水位が高くなり瀬田川流量の大きい状態のときに
は、この差は、例えば1896年９月のように20cm程度にもなることがある。この場合や1900年

図５B�1��4（໌࣏�）ʵ1���（໌21࣏）�ௗډ川、ࡾอϲ࡚、命ࣉに͓
ける水位ه録（֤のج४ઢは�1Nɻന্ҹはߴ࠷水位、ࠇ下ҹは
、録Ͱه水位্ঢ෯、それͧれの1���·Ͱのؒ࣌水位、ඛ形は�2࠷
数ࣈはॱ位Λࣔし、表４、５にରԠしているɻ）
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２月などの例外的な場合を除き、独立な観測である両水位の差は数cmであり、この程度でこ
れら観測点での観測値の信頼性があるものと見なしてよいと思われる。
　明治期の琵琶湖水位については、年平均水位などの統計値は別として、水位変動を直接視認
できるこのような原観測値による水位グラフはあまり流通していないようである。琵琶湖が自
然の水位変動のもとにあったこの期間において、その特性について図５より容易に指摘できる
いくつかの点をここで述べておく。その詳細は以下でॱ次議論する。
　まず、図５では、各年ごとの基準線を�１mの水位にとっていることに注意する。現在では、
鳥居川水位が�１mともなれば洪水とみなされるような記録的高水位の扱いである。明治後期
に瀬田川大浚渫が行われる以前は、この程度の水位はむしろ通常の状態であった。
　図５からは、湖水位については、例えば気温のような回帰的な通年変動は全く期待できない
ことが一目瞭然である。年ごとの個別性が極めて大きい。これは、降水がそのようなものであ
ることの直接の反映である。

図５C�1���（໌22࣏）ʵ1���（໌33࣏）�ௗډ川、ࡾอϲ࡚、野井に
͓ける水位ه録（֤のج४ઢは�1N）
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　それでも、一年を通しては、ౙ期における水位変動と比べると、Ն期は変動幅が大きくまた
より急激な水位増加を示す傾向が読み取れる。これは、Ն期には集中した降水がより多いこと
の反映である。しかしながら、Ն期を高水位期とみなすのは間違いで、例えば1876年、1883年、
1886年など年によって逆に低水位となる場合もある。従って、ౙ期は湖水位の安定期、Ն期は
変動期と理解しておくのが適切であろう。
　Ն期の低水位は、Ꮲ天が継続することによる。まとまった降雨のない限り、水位は低下し続
ける。1876年Նの渇水の際には９月中०に大きな降雨があり、その一度の降雨で顕著な水位上
昇をみた。が、1894年には、Ն期の水位低下が年をまたいでいて、ある程度の水位を回復した
のはようやくཌ春２月になってからであった。
　明治以降の琵琶湖の最高水位は1896年９月に生じていて、朝༦６時の定時観測では、鳥居川
で９月12日18時の12.35ई（3.74m）、赤野井ではཌ13日６時の12.79ई（3.88m）であった。しか
し、時に誤解されるのであるが、̌mからこの水位までの水位上昇があったわけではない。こ
のときは、記録的水位をもたらす降水の生じる前の９月６日の段階で、すでに湖水は1.7m前
後もの高水位にあって、そこからの水位上昇は２mほどであった。同様のことは、例えば1885
年７月の際にもあてはまる。

水位ߴ　3�2　
　琵琶湖の水位が自然変動にまかされていた1900年までの鳥居川での高水位記録を表４に示
す。県に観測月表の欠いている1887-1900年については、近畿地方建設局（1963）を参考
に、前田（1910）、金森（1916）、清水ら（1925）で補った。一部に原の記録を確認できない
部分を含むので、表４の当֘個所は空欄になっている。その点でこの表は定的なものである。
図５における白上矢印の数字は表のॱ位と対応している。1896年の琵琶湖大増水のみが注目さ
れるが、表４は、水位記録のある明治期のわずか27年間でも、鳥居川水位で２m近くの、ある
いはそれを越える大増水が少なからず生じていたことを示している。

表４　1��4（໌７࣏）–1���（໌33࣏）に͓けるௗډ川Ͱのߴ水位ه録
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　こうした高水位記録のうち８事象について、鳥居川での水位変化を図６に示した。この図で
は、それぞれの事象で増水から減水に移行する時点を日数の̌に選び、−13日から＋72日まで
の期間で水位を描く。降雨による一連の水位変動過程を見やすくするため、事象ごとに増水が
始まり減水が終わるまでをࠇ色、それ以外を灰色で描いた。この図より、増水時については、
どのときにもすでに増水前の時点で＋１mを越える相応の水位となっていて、そこに降雨によ
る増水がさらに加算されたことで記録的な高水位に達したことがわかる。しかし、その増分量
は、1896年９月の一例を除けば、１mに満たないのである。表４の右端に、それぞれの最高水
位を記録する時点までで、72時間の期間での水位上昇幅の最大値を記した。この数値からも、
上述の所見が改めて確認できる。
　最高水位に達した数日後、降雨で増水した河川もいをࣦって琵琶湖への流入量が減じ、瀬
田川からの自然放流量を下回るようになると、湖水位は減少に転じる。図６の減水時に目を移
すと、鳥居川水位が３m以上になった1896年９月においては、日に７cm程度の減水となった
ことがわかる。この減水率は、現在の洗堰の全開放流時にも近い速さである。この減水率から
琵琶湖面積を700km2として瀬田川流量を概算すると、
　　　（700km2×７cm）ʸ（24×60×60s）� 570m3/s
である。もちろん、この見積もりは琵琶湖への河川流入を考慮しない過小評価である。金森

図６　ચ堰設置Ҏલのௗډ川に͓ける૿水࣌の水位ܦա�（ߴ水位ॱにฒͿ表ه
の８事にͭいて、そのにͪΛEBZ��にとるɻփ৭のࣼઢはݮ水
の҆にඳ͘ɻ）

図７　1��4（໌࣏�）-1�26（তݩ）に͓けるௗډ川に͓ける�2ؒ࣌水
位্ঢ෯のؒ分
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（1916）には洗堰設置前後での流量実測
値が記載される。それによると、1896年
９月11日に鳥居川水位11.75ई（3.56m）
のときの寺辺での計測で毎ඵ35775立方
ई（995m3/s）、同月30日に鳥居川水位
8.75ई（2.65m）のときで毎ඵ27035立方
ई（752m3/s）とする。
　他方、図６より、湖水位が２m程度以
下のときは、減水率はわずか２cm/day
くらいでしかないことがわかる。このこ
とは、一旦上昇した湖水位は容易にはも
との水準に戻らないことを意味する。つ
まり、まとまった降雨が繰り返しあった
場合、一回の増水量はそれほどでなくて
も、この積算効果によりどんどん湖水位が上がってゆくことになる。例えば、図５からは、特
に1885年や1889年の高水位において、この効果がよく働いていることがかわる。

　���　þù࣌間ਫҐ্ঢ෯
　上述のように、そもそもの前提として、最高水位値は水位上昇幅とは異なる。琵琶湖の場
合、降雨による水位上昇の特性時間（一回の降雨で顕著な水位上昇が持続する時間）はおおむ
ね２日程度あるいはそれ以下である。ここでは一回の降雨による直接の琵琶湖の水位上昇が代
表される時間幅を72時間ととり、72時間水位上昇幅が10cm以上となる場合に、その発生頻度
のྐྵ日分布を調べてみた。図７がそれで、洗堰設置後も含んで1874年から1826年までを対象と
した。なお、横軸の日にちは、各事象の72時間の開始時間にとる。図７と同様の水位上昇幅図
は、48時間と96時間についても作成したが、96時間では図７と大きくは異ならず、48時間では
図７の場合からは上昇幅がかなり小さくなる例が目立つ。このことが、ここで72時間を採用し
た理由でもある。岩木ら（2014）は、２年間の水位記録より、降水後に水位上昇が安定するま
でに要する時間（これは、上述の「水位上昇の特性時間」より有意に長い）を見積もってい

表５　1��4-1���に͓けるௗډ川の水位ه録

図８　ચ堰設置Ҏલのௗډ川に͓ける水位の水位ܦա�（表هの15分Λ݄
ΛそΖえて重Ͷてඳ͘ɻ定ݮ水࣌はࠇ৭、そうͰないと͖はփ৭とす
る）
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図̕B�C　1��1（໌34࣏）-1�6�（ত35）�ௗډ川、野井（1�1�·Ͱ）に͓ける水位ه録
　　　　　（֤のج४ઢはʶ�Nɻ1��4Ҏ߱はચ堰による水位ཧがなされるɻ）
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図̕D�E　1��1（໌34࣏）-1�6�（ত35）ௗډ川、野井（1�1�·Ͱ）に͓ける水位ه録
　　　　　（֤のج४ઢはʶ�N）
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図̕F�G　1�61（ত36）-1�62（ত3�）、1��1-2�16�ௗډ川、ยࢁに͓ける水位ه録
　　　　　（֤のج४ઢはʶ�Nɻ1��1Ҏ߱、ௗډ川はςレϝーλ観ଌ１ؒ࣌、ยࢁは平ۉɻ）
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て、積算降水100mm以上のとき70時間以
上と評価している。
　図７を見ると、72時間水位上昇幅の最
高値は1896年９月７日からの156cmで、こ
の１例を除けば、次の記録は79cm、次
いで60cm代が５例、50cm代が５例とな
る。上昇幅が50cmを越える以上の12例で
は、図にその発生年も記入した。これら
を含めて30cm以上となるのは、この統計
をとった53年間で43例であり、これらが
年に一度ほどの頻度の大きな降雨で琵琶
湖に生じる水位上昇幅を代表していると
みなせる。その発生時期については、４
月初०に２例あるほかは、６月中०から
10月中०に限られる。つまり、年に一度
あるかないかの大増水でもその水位上昇
幅は１mには達せず、それも原則的にՆळ
期にしか生じない。ちなみに、直近の例
だと、2013年の台風18号豪雨の際、同年
９月15日18時に−22cmであった鳥居川水
位はわずか24時間のうちに�66cmにまで
達している。このとき、72時間での水位
上昇幅が最大となったのは９月13日18時
からの98cmで、図７の統計からみても確
かに記録的な増水量であったことになる。
他方、水位上昇が20cm以下の事象につい
ては、年間を通じて発生している。

　3�4　水位
　1900年までの鳥居川での低水位記録を
表５に示す。図５におけるࠇ下矢印の数
字は表のॱ位と対応している。2.1અで量
水標にはそもそも負値の目盛りがないこ
とを述べた。実際、鳥居川水位が初めて
量水標下端を下回り負値を記録するのは、
瀬田川大規模浚渫の始まったཌ年である
1901年10月のことである。

図1�　1��4（ ໌ ࣏ ７） -1�62（ ত 3�） 、
1��1-2�16��ௗډ川に͓ける水位の分
のܦม化
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　低水位記録は、渇水年の顕著な水位低下
がՆ期に生じることから、Նの終わりの８
月後半から９月にかけて達成されることが
多い。しかし、水位回復は降雨によるしか
ないので、Ꮲ天がその後も継続すれば、例
え ば、1879年、1894年、1898年 の よ う に、
ळやౙに低水位記録を得る場合もある。た
だし、その場合でも、ౙ期にはいると水位
低下はずいぶんい。
　渇水時のՆ期に特徴的に見られるこの大きな水位低下の生起する経過を定量的に評価するた
めに、1900年までのうち12の低水位年について、初Նから൩ळまでの水位変化を図８にまとめ
て示した。視認性を良くするため、継続的な水位低下のある期間のみࠇ色、それ以外の期間を
灰色で描いた。自然の状態で、瀬田川からの流出量は水位の下がるほど減少する（金森, 1916）
から、降雨のない状態では水位の低いときほど水位減少もそれだけ緩やかになるはずである。
実際、図８においても鳥居川水位がおおむね0.8mより高いときは、図の上方ほどࠇ線の傾き
が大きく、確かにその傾向は読み取れる。ところが、図のそれより下方、鳥居川水位の0.8m
以下においては、年ごとに多少の違いはあるもの、少なくとも７月から10月頃の期間において
線の水位低下率は水位の絶対値による変化があまり見られず、だいたい一日あたり１cm程ࠇ
度の割合に固定されるようである。これは、例えば、Ն期の２ヶ月間に降雨がなければ60cm
の水位低下がもたらされる速さとなる。このことは、図５からも見て取れ、実際、渇水年のՆ
の水位減少はその程度となっている。洗堰設置前の瀬田川流量と鳥居川水位の関係を示したق
H-2式
　　　2ʦ立方ई毎ඵʧ� 174×（Hʦईʧ� 3.096ð2

によれば（金森, 1916）、例えば鳥居川水位50cmのときは流量110m3/sとなり、これは、琵琶
湖面積700km2として1.3cm/dayの湖水位減少に相当する。鳥居川水位が低いときに琵琶湖の水
位低下の速度が鳥居川水位によりあまり変わらないことは、このような低水時にはՆळに湖面
からのৠ発が減水要因としての寄与をより増すことの反映である（伊藤・岡本, 1974ʀIkebuti 
et al., 1988ʀ遠藤ら, 2010）。

４．琵琶湖ਫҐの経年ม化
　本章では、明治初期からの鳥居川水位の経年変化を確認する。図５の続きとして、1901年か
ら1962年までと、1991年から2016年までの鳥居川水位を図９に示しておく。1917年までは赤野
井、1991年よりはย山のそれも含む。1991年以降、鳥居川は１時間値であるが、図の雑を
ආけるためย山については日平均値を用いた。図９e, fで鳥居川とย山のグラフを比較すると、
1992年４月に̌点高を補正したもののそのずれが徐々に大きくなり、2016年には10cmほどの
差になっていることがわかる。これについては、5.3અでさらに議論する。この̌点高のずれ
の部分を除いても存在する両地点での水位差は、洗堰放流量に応じた河水面の表面傾斜のため
である。瀬田川ૃ通能力の大きくなった現在の全開放流時（〜800m3/s）には、例えば2014年
８月のように、この水面差は30cm以上にもなることがある。
　鳥居川水位を年ごとに統計処理した結果を図10に示す。よく使われる年平均値ではなく、中

表６�図1�に͓けるഎܠ৭のඳըൣғ
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間値を用いることにし、図ではクロスで示した。さらに、年ごとの最高最低水位に加え、いわ
ゆる分位点も示す。50ʶ35�分位点は、正規分布の場合であればほぼʶ1Мに相当する（Мは
標準偏差）。これは図ではࠇ太線で表現され、この範囲がその年に典型的にみられた水位値の
存在域と言える。
　図10では、1900年以前と1901年以降とで水位値をとる範囲が異なることが極めて明瞭にුか
び上がる。加えて、1900年以前では水位値そのものが高かっただけでなく、年間の変位幅が際
立って広い年のあることも目立つ。しかもそれば、低い水位へではなく、おおむね高い水位へ
の変位でもたらされていることが特徴的である。洗堰設置以降、このような極端な増水は少な
くなった。そもそもかつてのこのような異常高水位が何回かのより小さな増水の積算効果によ
るもの（3.2અ）であったことに留意すれば、その理由は明白であろう。
　よく知られているように、現在の琵琶湖の水位管理は、洗堰設置前に比して約１m下げられ
た状態でなされている。注意すべきは、図10が示すように、それが段階的に行われて来たこと
である。水位値の変化は、1901年、1919年、1939年、1951年に生じている。図10には示してな
いが、同じ変化は1980年代にもあった。図10では、年間の中間値の存在範囲を背景の濃灰色で、
50ʶ35�分位点の存在範囲をബ灰色で塗り分けた。表６には、図10におけるそれらの範囲の変
遷を示す。濃灰色で示した年間の中間値の存在範囲は、明治の瀬田川大浚渫時に50cm程度低
下したほか、その後はそれぞれ都度10−20cmずつ低下している。こうした水位値の段階的な
低下を記録したのは、自然変動によるものではもちろんなく、管理目標とする基準の水位をそ
のように段階的に変更したことの帰結である。
　年間の変動幅については、洗堰による水位管理がなされるようになった1904年以降において
も、例外年はあるが、年変動幅はほぼ常に１m近くはあることがわかる。3.3અの統計によれば、
一回で琵琶湖の水位を数十cmも増水させるような降雨は年に一度は発生していることになる
から、水位管理がされていたとしてもこの程度の年変動幅の存在することは理解できる。むし
ろ、洗堰設置前の自然の流下にまかせておいた時代でも、年間の変動幅がこの程度あるいはそ
れ以下の１mを越えない年がそれなりに存在していることの方がڻきであろう。例えば、鳥居
川量水標創設からの10年間をみてみると、水位の年変動幅について言えば相当に安定している。
このことは、この明治前期の10年間を、『瀬田川洗堰ૢ作規則』（近畿地方整備局, 2014）の制
定された1992年からの平成前期の10年間、と比較してみればよくわかるであろう。

５．·とめとߟ
　1874年に当時の鳥居川村地先の瀬田川岸に量水標が設置されてからまもなく150年となる。
その年月は、洗堰設置前の琵琶湖水位が自然変動をしていた期間と、設置後の人ҝ的水位管理
が施されるようになった期間の双方に渡っている。量水標創設当初、水位観測の管理運営の実
務を担っていたのは滋
賀県であった。県保管
の正本と考えられる同
所の観測月表が、その
後に県が独自に設置し
た量水標のそれらとと
もに、県政史料室で公

表７　琵琶湖湖水の水利ྔݖ
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開している県に含まれていた。本ߘでは、これらをデータ起こしするとともに、運用中の
テレメータ観測点の水位値も併用して、明治初期以来の琵琶湖水位の変動をあらためて検౼し
た。以下で、その結果を振り返るとともに、これらが意味するところについて考察を行う。

　5�1　湖水位の自然มಈ
　琵琶湖水位が自然変動をしていた明治前半期において高水位を記録したときの水位経過は、
図６にまとめて示した。1896（明治29）年の琵琶湖大増水で鳥居川水位が３mを越えたときに
は、現在の洗堰全開時にもඖ敵する瀬田川流量を計測していて、湖水の減水も７cm/dayの速
さであった。しかし、この場合を別として、鳥居川水位が２m程度もあるときですら、減水は
2, 3cm/dayでしかなった。この減水率では一旦上昇した水位はなかなか低下せず、まとまった
降水が繰り返しあるような場合には、その度に水位上昇がྦྷ積することになる。このことが自
然水位変動をしていた時代の特徴であり、1900年以前の増水年において実際に生起していたこ
とは、図５からも確認することができる。
　琵琶湖における流域降水量と湖水位の上昇幅の関係については、報告（MM生, 1896ʀ山内, 
1935ʀ琵琶湖工事事務所, 1985ʀ岩木ら, 2014）により水位上昇を測る定義などがまちまちで
はあるものの、いずれも、十分な降雨のあるとき、例えば、降水量が50mmを越えれば、「１
日２日のうちに生じる琵琶湖の水位上昇幅は、流域全体での平均降水量の約３ഒ」と解ऍさ
れる。これより、例えば流域全体を平均して200mmの降雨があれば、ཌ日には琵琶湖は60cm
増水することが予想される、ということになる。このことのおおむね成り立っていることは、

『滋賀県災害誌』（滋賀県, 1966, 1979, 1990, 2000, 2011）所収の出水時の降水量分布図から県内
全体での平均降水量を目算し、本ߘの図５や図９より読み取れるその際の水位変化と対照させ
れば容易に確認できる。一回の降雨によると見なせる72時間の琵琶湖水位上昇幅は、図７に示
した通り、1896年９月の琵琶湖大増水の際の一例を除き、80cmに満たない。洗堰で水位管理
を行っている現在、一回の降雨で対応すべき湖水上昇幅としては、通常は、つまり数年に一度
の豪雨についても、この程度を想定しておけば良いことになる。
　むしろ増水時の過ࠅ事象として想定しておくべきは、湖水位上昇幅のみでなく、増水した湖
水の洗堰からの放流が長期にわたって制限される可能性であろう。Ծに、琵琶湖を２mも増水
させるような降雨（上記の単७換算では流域平均で700mmほどの降水量）があったとすると、
琵琶湖流域以外の近畿圏全体においても当然相応の降雨をみるであろう。その際、例えば、Ծ
に宇治川のどこかで破堤が生じるとするなら、ڊچ椋池に相当する区域が浸水にみまわれるこ
とになる。そうなれば、破堤被害域での何らかの対処が済むまで、洗堰を開放することは難し
いと思われる。現状でも、全開放流を行えば湖水位をかなり急速に降下させることはできる

（例えば、2013年９月。洗堰全閉は同月16日の12時間のみで、ཌ々日からは全開）が、過去に
も実際に、1917年10月や1961年７月の際のように、洗堰設置後でもその放流制限が長期に継続
し水位を容易に下げられなかったと思われる事例がある。このようないわゆる過ࠅ事象での出
水量を、河川内部に留めておくことは本来的に不可能であって、上述の宇治川の場合では、ڊ
椋池であった区域をあらかじめ遊水地として確保しておくなどの方法でしか対処できないであ
ろう。
　一方、琵琶湖水位が自然変動していた時代の低水位発生時の水位経過は、図８にまとめて示
した。低水位の発生には、Նळでの長期のᏢ天が前提となる。その際には、瀬田川流量からの
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流出に加え湖面からの直接ৠ発により、少なくとも１cm/day程度の割合で減水した。つまり、
２ヶ月間まとまった降水がない状況が続けば、自然変動で60cmほどの水位低下に至る。洗堰
設置以降で渇水が生じたときにこれ以上の減水があれば、人ҝ的要因と言ってよいかもしれな
い。有名な1994年の大渇水時には、７月14日に日平均値で−34cmであった鳥居川水位は、９
月14日には−126cmになった。つまり、２ヶ月で92cmの減水となり、自然変動の時代の減水
率より有意に大きい。
　現在湖水に設定されている水利権は表７の通りとなっている（京都市参事会ʀ1896ʀ京都
市, 1913, 宇治川ి気株式会社, 1916）。瀬田川が琵琶湖の流出河川ということはよく言われる
が、2004年頃からՆ期の洗堰流量の実績は平水時にはわずかに20m3/sほどとなっている（水
資源機構, 2014）。つまり、現在、平水時の湖水の最大の流出先は、洗堰上流の右岸360m地点
から分水する宇治発ి所導水路である。

　5�2　瀬田川ᔱᕕと琵琶湖水位
　琵琶湖水位は、図10からわかるように段階的に低下してきた。年間の水位分布の低下は、
1901年、1919年、1939年、1951年、及び1980年代に生起している。この水位低下は瀬田川浚渫
によりもたらされたものと考えがちであるが、実態はやや異なる面もある。洗堰のない時代で
ある1901年の50cm前後の水位低下は確かに浚渫と同時進行であった。が、その後の水位低下
は、浚渫に関係なく、あるいは浚渫後ではなくむしろ浚渫に先立って、生じている。表８に、
明治中期以降の浚渫を含む瀬田川改मの歴史を簡単にまとめた（近畿地方整備局, 1973, 1993ʀ

表８　໌࣏中ظҎ߱の瀬田川վमのԊֵ
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琵琶湖総合開発協議会, 1997）。1919年の水位低下の際は瀬田川浚渫はなかった。が、このとき
には、その前々年９月末の淀川大洪水を契機にした洗堰の水位管理の変更が行われたと考えら
れる。
　1939年と1951年については、対応する瀬田川浚渫はその開始が1943年度と1955年度からで
あって、どちらの場合も水位低下が浚渫に数年先んじている。この前者の浚渫の始まる前年の
1942年度からは、それまで実施されたことのなかった利水放流がౙ期に行われるようになっ
た。図９c, dからは、その結果、その年度以降は毎年12月下०からཌ年２月末ぐらいまでの間
に50cmから１mもの水位低下を起こしていることがわかる。戦時体制下でのこの利水事業は
戦後もそのまま継続したのである。
　1901年については、瀬田川浚渫との関係を調べるために、その前後数年の水位変化をまず確
認しておく。図５bにおいて、1900年までの４年間の鳥居川水位は、1897年と1899年の一時的
な増水時を除き、おおむね40cmから100cmの範囲に入っている。特に、浚渫の始まった1900
年の水位値は、ほぼ年間を通してこの範囲内にあった。一方、1901年からは、図９aより、こ
の年10月初०にほぼ0cmに達する水位低下をみた後、ཌ年３月頃まで半年近くその低い水準を
保っていることがわかる。それまで一度も経験のない鳥居川での負値水位が観測されたのも
この際である。このような未経験の低水位が半年近くも維持されることが可能であったこと
は、明らかに浚渫の効果とみなしてよいであろう。また、この水準が維持されつつも、さらな
る水位低下のなかったことの背景には、渇水被害を防ぐためそれ以上の水位低下をආけたこと
があったのかも知れない。洗堰起工（1902年１月）から通水（1904年11月）までの期間を含む
1902年から1905年までの毎年の最低水位がこの̌cm前後であったのも同様の理由によるとす
るなら、浚渫がこの水位を下回らないよう注意深く行われた可能性がある。また、その洗堰の
設置後から1919年までの15年の間、図９a, bの水位記録からも、最低水位が̌cmを下回らない
よう水位管理がなされた形跡がみえる。
　さて、このときの浚渫は、表３にも示すように、1900年４月に橋南約18mに位置する８
町地点から下流へと開始された。当初瀬田川最上流（0町地点）から開始するはずであったが、
橋付近からに変更になったのは、浚渫による瀬田川河水位低下で、「Ӫધノߤ行ニ支障ナカ
ラシメンコトϮ期」すためであった（宮川, 1915）。このことは、このときの浚渫区間が、当時
の瀬田川流域で最も河床の高い部分を含んでいたことを意味するものと考えられる。1900年度
には、８−14町区間については、計画通り３ईの掘り下げを完了した。同年度中には完了しな
かった14−24町区間は、ཌ年1901年度に予定の深さまで浚渫し終えている。この1901年度には、
24−37町区間も浚渫に取りかかった。従って、上述の水位低下は、ここまでの浚渫でもたらさ
れたもののはずである。確かに、1901年５月下०には大日山切取が起工したが、1902年６月ま
では「水面上ノ掘ᮓ」を行ったのみであるので、1901年時点の水位低下の要因には成り得ない。
また、洗堰が設置される43−44町地点やその下流の大戸川の合流地点でも、1901年度までに工
事は開始されていない。
　こうして浚渫による効果が早くも1901年10月には現れたことは、それまで琵琶湖の湖水位が
平水時に高く保たれるようになっていた原因が、1901年までに浚渫が実施された橋（８町地
点）から稲津（37町）までの区間、特にそのうち1901年度に入って浚渫を完了したܬ谷（14
町）から石山寺（24町）までの区間にあることを示唆する。ただし、念のため注意しておくと、
もしそうだとしても、高水位時において瀬田川のૃ通能力が十分でなかった要因が、大日山に
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よる川幅狭窄や大戸川合流部での滞砂である可能性まで排除するものではない。平水時の湖水
位を決める物理要因と増水時の湖水位の減水の速さを決めるそれとは、第一義的には別なので
あって、前者は瀬田川の最高河床高、後者は瀬田川の河水位ごとのૃ通能力である。

　5�3　̌点ߴ
　４章では、鳥居川とย山とで1992年４月に補正した̌点高のずれが徐々に広がり、四半世紀
後の2016年には10cmほどにもなることを述べた。ずれは鳥居川水位値を基準としてย山のそ
れの方が高くなっている。このずれの発生が、当֘期間における量水標設置場所の地֪変動の
Ԗ直成分の違いによるとするなら、鳥居川を基準としてย山はこの10cmほど余計に沈んでい
ることになる。現在運用中のこの他のテレメータ観測点もあわせると、2016年にはずれの大き
いॱに大ߔ、ย山、ݎ田、沖ノ島、三保ヶ崎、彦根であった。いずれの地点でも、鳥居川より
数cmから10cm程度ではあるが高い水位値を記録する。これを地֪変動で説明するのであれば、
鳥居川より琵琶湖本体側でより沈降が進んでいることになる。Ծに25年で10cmでも、2500年
だと10mもの差に相当するので、琵琶湖水位の長期変動を考える際に、もし湖岸の異なる地点
で地֪変動のԖ直成分にこれほどの差が存在するのであれば、無視出来ない要因となる。
　ळ田（1997）は、瀬田川の、特に南郷付近の河床が地震によりོ起して湖水位の上昇をもた
らし、琵琶湖の各所に存在する湖底遺跡の成立する原因になったと論ずる。ここで述べた水位
観測点間の̌点高のずれの経年拡大の存在は、地震によらなくとも、定常的な地֪変動だけで
見かけ上同じ結果をもたらす琵琶湖水位の上昇が引き起こされる可能性を示している。ただ、
この結論は水位観測値のみから得られたものであり、水位観測点の設置方式や水位値の観測方
法に、数十年もの長期にcm程度の絶対精度を保つほどの信頼性が担保されるかどうかは直ち
には判断できない。例えば、1992年以降国土地理院が設置したి子基準点を用いるなど、この
場合とは独立で精度の保証される手法による検証も必要であろう。

地形図ظ࣏໌　5�4　
　昨年度の里山研年次報告書において、琵琶湖岸の景観復元や湖岸線変遷の検౼を地形図のみ
で行う際の問題点について検౼した（中川, 2016）。その際、すでに1873年７月の年記の地籍
図において、1960年代の空中写真に写し込まれているのと同様の形状で描かれる烏丸半島が、
1892年測図の正式二万分一地形図「草津」と1893年測図の「ݎ田」の図葉では正しく表現され
ていないことを指摘した。地籍図とこれら地形図の図葉の製作年はわずか20年ほどしか違わな
いのである。そこでは扱わなかった別の例として、1892年測図「瀬田」においは、瀬田橋
のՍかる中島が南北100mほどのそら౾のような丸に近いପ円形で示されることがある（横田, 
1994）。
　この明治中期に測図された正式二万分一地形図は県内をほぼ網ཏする地形図としては最初期
のものであり、その点からよく利用される（横山, 2002ʀ金子ら, 2011a, 2011b）。正式図「草
津」の測図年である1892年と「ݎ田」の1893年において、1892年３月９日から1893年７月12日
まで、わずか５日間を除き鳥居川水位はずっと70cmを越える状態にあった。図５bからもわか
るように、1893年Նには水位低下をみているものの、1892年においては150cm以上となる増水
を二度経験している。地形図では、例えば土地境界を示す目的の地籍図などとは異なり、測量
した状態そのままを記録することを意図していると思われる。従って、このような高水位に
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あって、例えば標高86m以下となる湖岸の低平な陸面がその際たまたま冠水していたとしても、
当時のその現況に基づいて湖岸線を表現した可能性がある。現在では上述の橋中島は、法面
が護岸され南北長350m程度に細長く、そら౾というより、そのさやの形状になっている。明
治中期地形図では川中にしていた部分（そら౾部分の北にも南にもある）には、今では鉄筋
コンクリート造のビルが建られている。現在、ここは中島でも最も低い地表面で、標高は86m
を少し越えるくらいであり、鳥居川水位に換算して150cm程度に過ぎない。
　明治中期の正式二万分一地形図は、そのまま大正期の五万分一地形図の原図としても用いら
れているので、後者にも注意が必要である。正確を期すのであれば、昭和中期以降に国土地理
院によりஞ次ࡱ影されてきた空中写真を用いたり、明治初期地籍図など信頼に値する歴史資料
をこれら空中写真との比較で情報ો生を試みて利用するなどの方法をとるべきである。

　本ߘの主要なデータは滋賀県所蔵の県によるもので、その利用に際しての県政史料室の方々のご

協力に感謝いたします。図１は国土地理院の基盤地図情報を用いて作成したものです。
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ࣗવ؍ܕ༡าಓのཧஅに͓͚る考ྀࣄ༝
─̎つのམނࣄࢬૌুのݕ౼を௨して─

龍谷大学法学部・教授/里山学研究センター・研究員
ླ　龍

　はじめに
　１．奥入瀬遊歩道落枝事故ૌু
　２．尾瀬木道落枝事故ૌু
　３．営造物責任・工作物責任の判断における具体的考慮事由の比較
　結びにかえて

はじめに
　2003年８月４日、青森県の景勝地奥入瀬ܢ流沿いをる遊歩道の「休ܜ地」付近で休ܜして
いた観光٬にブナの木から落ちてきた枝が直ܸし、その観光٬は大けがを負った。同人は、後
に詳述するように、青森県や国に対して同地や同木の管理責任を問うૌুを起こした。いわゆ
る奥入瀬遊歩道落枝事故ૌুである。このૌুは最高ࡋまで争われ、国・県の管理責任を肯定
して終結した。このૌুは自然公Ԃや自然公Ԃ内遊歩道等の管理のあり方にܯ鐘を໐らすもの
として社会的に大きく取り上げられるとともに、森林管理にあたる人々には大きな衝ܸを与え
たとのことである。国と県は߇ૌ৹での和解をڋみ、߇ૌ棄却を受けて上告、上告受理申立を
行ったが、その背景にはこのૌুがその後の国有林管理のあり方に大きな影響を与えるとの国
の危機意識があったのではないかと推察されるし、それは現場で森林管理に当たる人々の「感
覚」を代หするものだったのではないかとも想像される。それに対して、法学関係者の間では
判決はどちらかといえば当然の結論と受け止められていると言っていいであろう1。ච者にとっ
ても、これまで営造物責任や工作物責任について形成されてきた判断枠組みからすると、認定
された事実関係に照らして見る限り、奥入瀬遊歩道、あるいはそこに隣接する樹木が、そのよ
うな施設や工作物として通常有すべき安全性を備えていない、すなわち設置・管理にᘥᙪが
あったとの判断は、少なくとも意外性を感じさせるようなものではない。
　この判決は一般公衆に開かれた遊歩道やその周囲の森林等の管理に１つの指針を示すもので
ある。現実にこの判決に照らして管理を見直す動きが見られる。しかし、この判決が現実にど
のような管理責任を課すことになるのかは必ずしも理解しやすいものではない。過剰な管理を
追求したり、あるいは逆に管理責任が問われることを恐れて市民のアクセスを制限するような
対応がなされるのではないかと危惧される。本ߘでは、奥入瀬遊歩道落枝事故ૌু判決、およ
びそれと隣接した時期の、そして同様の落枝事故でありながら国や県の責任が否定された尾瀬
木道落枝事故ૌু判決を詳細に検౼することにより、自然環境を楽しむための遊歩道について
求められる管理責任の判断枠組みと考慮事由を明らかにしたい2。
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１．Ԟೖ༡า道མࢬ事ނૌু
　ᾇ　事࣮関係
　Aは2003年８月４日、内縁の夫Bとともに奥入瀬ܢ流に観光に訪れ、同日ޕ前11時50分ころ

「石ヶ戸」の遊歩道近くに立っていたところ，頭上のブナの木からの落枝（「長さ約７メートル，
直径約18ないし41センチメートルの枯れ枝」と認定されている）がAを直ܸし、胸椎脱ӓ骨折
等の傷害を負った。
　本件事故現場付近の土地は国の所有で、そのうち本件事故現場付近から南西および北東に延
びる遊歩道部分については国が青森県に貸し付け，県が整備，管理している。ただし、本件事
故現場付近の土地自体は当֘遊歩道には含まれていない。また、落枝により被害を与えたブナ
の木を含む本件事故現場付近の立木は国の所有である。
判所の認定した事実によれば、当日は「天で無風状態」、「本件ブナの木及びその他の樹ࡋ　
木の枝は、本件事故現場付近及び本件遊歩道を含む観光٬が通常通行ないし立ち入る場所の頭
上を෴っていたことが認められるところ、これらの樹木及びその枝は、年月の経過によりいつ
落下するかわからないままで」あったにもかかわらず、県は「年１回歩道等の安全性の点検を
行ったのみ」で、「落木等の危険のある枝の伐採や、立ち入りを制限する柵ないし෴いの設置
等を行うことも」、「掲示等により枝の落下等があり得るࢫをܯ告し、観光٬等に注意を促すな
どのા置を講じることもなかった」。
　原告は、選択的に，①国に対しては遊歩道及びブナの木の所有者及び設置管理者として、青
森県に対してはこれらの設置管理者として、国ഛ法２条１߲の営造物責任、②国及び県に対し
て、それぞれの各公務員が遊歩道及びブナの木の管理行ҝを行うについて職務上の注意義務を
ଵったとして、国ഛ法１条の責任、③国および県に対し，所有、占有するブナの木の栽植，支
持のᘥᙪにより本件事故が発生したとして、民法717条２߲の工作物責任（竹木支持のᘥᙪ）、
そしてᶆ国と県に対し、自らが༠致する観光٬に対し安全を確保して危険を回ආすべき信義則
上の義務があるのにこれをଵり，本件事故を発生させたとして、安全配慮義務違反の責任によ
り、連帯して，Aについては本件事故により生じた治ྍ費や逸ࣦ利益などの損害，内縁の夫で
あったBについては，固有のҚ謝料等のഛঈを求め、ૌুを提起した。
　　本ૌুは最終的には最高ࡋまで争われ、原告の勝ૌにより終結したが、最高ࡋでは形式的
な判断がなされているだけなので、以下では一৹の東京地ࡋ判決と߇ૌ৹の東京高ࡋ判決につ
いて検౼する。

　ᾈ　東ژ地ࡋܾ3の概要と営造、作断に͓ける考ྀ事༝
　　ᾜ）判決概要
　東京地方ࡋ判所は、青森県の本件遊歩道についての営造物責任、および国による本件ブナの
木の支持のᘥᙪを認め、県と国に損害ഛঈを命じる判決を下した。
　本件事故が生じたのは、県が国からआり受けていない、いわゆる「空白域」であったため、
県の管理責任が及ぶかが問題とされたが、歩道との利用上の一体性や具体的な利用状況等から、
県が本件事故現場を「事実上管理し、これを含めた周辺一帯を、本県遊歩道と一体として観光
٬らの利用に供していた」と認定したうえで、結論的には、「本件事故は、被告県の遊歩道の
管理のᘥᙪにより生じたものである」とした。
　また、国の民法717条２߲の責任については、同条同߲にいう「竹木」に天然木が含まれる
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かどうかが問題とされたが、栽培されていない「単に自生している天然木については、同߲の
責任の対象から除外される場合があることは否定しえ」ないとしつつも、「天然木であっても、
占有者等が一定の管理を及ぼし、その効用を享受しているような場合には、これに対する『支
持』があることにほかならない」としたうえで、本件ブナの木は天然木ではあるが、本件ブナ
の木を含む遊歩道に近接した山林部分の自然木については、営林ॺは「森林と人との共生林」
としての「ந象的管理」に加えて、環境省や県の実施する合同点検に参加して危険性への対処
方策をとるなどしており、「支持」をしているものといわざるをえないとした。そして、「多く
の観光٬が散策や休ܜのために立ち入る場所に存在した本件ブナの木としては、その有すべき
安全性を欠いた状態にあった」として、国の民法717条２߲の責任を認めた。

　　ᾝ）営造物責任、工作物責任判断における考慮事由
　国家ഛঈ法２条１߲は「道路、河川その他の公の営造物の設置ຢは管理にᘥᙪがあつたため
に他人に損害を生じたときは、国ຢは公共団体は、これをഛঈする責に任ずる。」と定めてお
り、この国や公共団体の責任を営造物責任と呼ぶ。同様の規定として民法717条があり、その
１߲では、「土地の工作物の設置ຢは保存にᘥᙪがあることによって他人に損害を生じたとき
は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害をഛঈする責任を負う。ただし、占有者
が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害をഛঈしなければな
らない。」と定められており、この責任は工作物責任と呼ばれる。そして、これら営造物責任
と工作物責任は同じ判断枠組みを採用しているものとされる。すなわち、土地工作物の設置・
保存のᘥᙪ（工作物責任）、あるいは営造物の設置管理のᘥᙪ（営造物責任）があった場合に
は過ࣦの有無を問題とせずに工作物占有者・所有者、あるいは営造物設置・管理者たる国・公
共団体にはそれによって生じた損害のഛঈ責任が課されるのである。
　では、遊歩道の落枝事故については、遊歩道がどのような状態であれば遊歩道の設置者に営
造物の設置管理者としての責任が問われるべきᘥᙪがあったとされるのであろうか。
　本判決は、青森県の営造物管理のᘥᙪを判断するに当たって、まず「国家ഛঈ法２条１߲の
営造物の管理のᘥᙪとは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうところ、本件
においては、前記⑴に認定、説示した本件事故現場付近の状況にかんがみ、被告県によって本
件事故現場付近の通行の安全性が確保されていなかった場合には、本件事故現場付近の管理に
ついて通常有すべき安全性を欠いたものというべきである」とする。そしてその上で、以下の
ように具体的に安全性が確保されていたかどうかを検౼している。すなわち、判決は、「本件
事故現場付近及び本件遊歩道に存立する本件ブナの木及びその他の樹木の枝は、本件事故現
場付近及び本件遊歩道を含む観光٬が通常通行ないし立ち入る場所の頭上を෴っていたことが
認められるところ、これらの樹木及びその枝は、年月の経過によりいつ落下するかわからない
ままであり、本件事故現場付近を通行する観光٬等は、常に落木等の危険にさらされていたに
もかかわらず」、「被告県は、前提事実⑷の合同点検の対象として、年１回歩道等の安全性の点
検を行ったのみで、その他本件事故現場付近の上記の危険性に対して、落木等の危険のある枝
の伐採や、立ち入りを制限する柵ないし෴いの設置等を行うこともせず、また、本件事故発生
時点において、掲示等により、枝の落下等があり得るࢫをܯ告し、観光٬等に注意を促すなど
の処置を講じることもなかった」。「そうすると、本件事故現場付近は、被告県によって通行の
安全性が確保されていなかったものといわざるを得ず、その管理について通常有すべき安全性
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を欠いていたものというべきである」としている。
　さらに判決は、「山林における落枝は通常みられる自然現象であることからすると、一般的
な事故発生の予見が可能であったことは明らかであ」る。また、本件事故はれほぼ無風とい
う状況で発生したものであり、被告県による樹木の伐採に対する法ྩ上の制約も、「樹木の伐
採がすべてېじられ、その判断ないしࡋ量が否定されるまでのものではない」ことなどからし
て、「本件事故は、回ආしがたい事故であったとまではいえ」ないとして、「本件事故は、被告
県の遊歩道の管理のᘥᙪにより生じたものと認められる」と結論づけている。
　営造物管理のᘥᙪを「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」とするのは、昭和45
年の最高ࡋ判決4以来の判例法理を踏ऻするものである。そのうえで本判決は、具体的に、本
件で問題となっている営造物、すなわち被告が管理している遊歩道や、その付近の観光٬が通
常通行ないし立ち入る場所について、常に落木等の危険にさらされ、危険な状態にあったにも
かかわらず、安全点検は不十分、危険な枝の伐採や立ち入り制限の柵等の設置もなく、掲示に
より観光٬に注意を促すなどのા置もࣥられていなかったのは、このような営造物についての
通常有すべき安全性を欠く状態であったと判断したものである。加えて、管理者に事故発生の
予見可能性があり、かつ結果回ආ可能性がない場合ではないとして、本件事故は管理者である
県の管理のᘥᙪにより生じたものであると最終的に結論づけている。このような形で予見可能
性および結果回ආ可能性の有無を判断の枠組みに持ち込むのも近年の判例法理5に従ったもの
ということができる。
　以上に見たように、営造物責任の判断についてこの判決は近年の一般的な判例法理に従った
もので6、具体的な判断も一見すると極めて合理的なものに見える。しかしながら、本ߘの視
点から見ると、実は最も問題となる点には答えていないということもできる。すなわち、景勝
地の遊歩道を具体的に想像してみればわかるように、樹木の倒壊や落枝による事故の危険性は
ந象的な意味では常に存在しているし、例えば、道から転落する可能性があるようなところで
は一応の防止策がとられているであろうが、歩行者のあらゆる行ҝに対して安全が確保されて
いるわけではない。そうすると、ந象的に危険があり、管理者がそれを認識できたはずだとい
うだけではなく、当֘遊歩道ではどの程度の安全が確保されねばならないのか、あるいはどの
ような危険がある場合にはどのような対処がされなければならないのかという点を判断する基
準が問題とされなければならないはずである。その基準は同じ歩行者用道路であっても異なり
うるはずで、たとえば都市部の主要幹線道に付随する歩道に求められる安全性と登山道に求め
られる安全性の基準は同じではないであろう。おそらくは当事者の主張がそのような点に及ん
でいなかった等の事情もあるのであうが、この判決では当֘営造物（の類型）について通常求
められる安全性はどのようなものかという、求められる安全の基準に関する問題が過されて
いるように思われる。
　次に国の工作物責任であるが、民法717条２߲は、先に引用した一般的な工作物責任を定め
る１߲に続けて、「前߲の規定は、竹木の栽植ຢは支持にᘥᙪがある場合について準用する。」
として、民法717条１߲の責任は、竹木の栽植ຢは支持にᘥᙪがあった場合にも及ぶことを規
定している。本判決においては、判決概要のところで述べたように、本件ブナの木について民
法717条２߲が適用されるかどうか、すなわち本件ブナの木について民法717条２߲のいう「竹
木」の「支持」があったと見ることができるかどうかが問題とされ、それが肯定された。その
うえで判決は、「本件事故現場付近を含む本件遊歩道及び本件空白域には多くの観光٬等が立
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ち入り、散策や休ܜのためにこれらの場所を利用していたこと、奥入瀬ܢ流石ヶ戸を散策する
観光٬等の頭上を樹木の枝葉が広く෴っていたこと、本件事故当時は天でほぼ無風状態で
あったことなどの事実を併せて考慮すると、多くの観光٬等が散策や休ܜのために立ち入る
場所に存在した本件ブナの木としては、その有すべき安全性を欠いた状態にあった」として、

「本件ブナの木の支持にᘥᙪがあったもの」と判断した。
　本判決は支持の「ᘥᙪ」について詳細には語っておらず、基本的には本件事故現場について
の青森県の営造物責任の判断枠組みが踏ऻされている。しかしながら、県の営造物責任につい
ての判断とは違って、国の民法717条２߲の責任に関する「ᘥᙪ」の判断においては、上で引
用したように、「多くの観光٬等が散策や休ܜのために立ち入る場所に存在した本件ブナの木
としては」という形で、竹木に求められる安全性の基準が、当֘竹木が置かれている状況によ
り異なることを前提にした判断がなされている。いわゆる「天然木」の支持についてのᘥᙪが
問題となったがために、天然木一般との差異化を図るべく、当֘天然木たるブナの木が置かれ
ている状況をᘥᙪの判断にあたって問題とせざるを得なかったものと思われるが、これは天然
木、あるいは竹木に限らず、他の一般的な工作物あるいは営造物についても同様に問題にされ
なければならない問題のはずである。

　ᾉ　東ࡋߴژܾ�の概要と営造、作断に͓ける考ྀ事༝
　　ᾜ）判決概要
　東京高ࡋも、青森県の営造物責任と国の工作物責任を認め、߇ૌを棄却した。内容的にもほ
ぼ地ࡋの判決を維持したが、工作物責任（竹木）の考え方について説明を大きく変更したほか、
ૌ人の主張に答えるかたちで、営造物責任および工作物責任におけるᘥᙪの߇ૌ৹段階での߇
認定等について説明を追加している8。
　天然木が民法717条２߲の竹木に当たるかという点について、判決は、「天然木について、

『竹木』に当たらないとして、その内包する危険を一律に無視するような限定解ऍはとらず、
その『支持のᘥᙪ』を問えるものとすることが社会的にみても相当な解ऍであるというべきで
ある。そして、次߲で述べるとおり、竹木の支持のᘥᙪの判断に当たっては、それが生立して
いる自然的、社会的な状況に照らして判断されるべきところ、天然木であるという事情は、そ
の生立する自然的、社会的な状況に反映されている限りで、ᘥᙪの有無を判断する要素として
考慮されることになる」とする。そしてその「支持」については、「竹木の『支持』とは、土
地工作物の『保存』とほぼ同義に、竹木の維持、管理を意味するものと解するのが相当」と判
示した。
　地ࡋ判決が「天然木であっても、占有者等が一定の管理を及ぼし、その効用を享受している
ような場合には、これに対する『支持』があることにほかならない」という形で、比較的条
文の文言の範囲内での解ऍを展開していたのに対して、高ࡋ判決は、民法717条２߲における

「竹木の支持」の範囲を、天然木をも含めた「竹木一般の管理」へと大きく拡大した。このよ
うに解すると、あらゆる竹木についての管理が民法717条２߲の対象になり得るということに
なるが、これについてはその竹木が置かれている自然的、社会的状況によって求められる安全
性の程度が異なるとすることにより、ᘥᙪの判断のところで限定をかけることができる構成に
なっている。
　このような解ऍは基本的に肯定的に理解できるものだと思われるが、それが工作物責任につ
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いての根本的な考え方に影響を与えるものである点には注意を要する9。

　　ᾝ）営造物責任、工作物責任判断における考慮事由
　判決は上で引用した竹木の支持についての解ऍの議論に続けて、そのᘥᙪの判断基準につ
いて、「もともと危険を内包する竹木について、その安全性につき社会的に期待されるレベル、
したがって、その有すべき安全性の程度は、それが生立する自然的、社会的な状況によって異
なるものであるから、竹木の支持のᘥᙪ、すなわち維持、管理のᘥᙪの有無についても、その
生立する自然的、社会的な状況に照らして、その有すべき安全性の程度を判断することが必
要である」と述べている。そして「それが生立する自然的、社会的状況」の内容については、

「樹木の安全性に対する社会的な期待のレベルは、人の参集度、通行量などに応じて決まるも
のであり、人が接近する可能性のある樹木のすべてについて、落木、落枝が生じさせないとい
う安全管理が当然に期待されているわけではない」と述べている。
　さらに、国の工作物責任および青森県の営造物責任における具体的なᘥᙪの存在について、
判決は、①本件事故現場を含む一帯の天然林は「原則として自然の推移に委ねることを基本と
して、森林生態系等の特性に応じ、必要な管理を行うものとされ、国有林野管理計画における

「自然維持タイプ」に֘当しているとはいえ、②「本件事故現場は、観光٬が多数参集する場
所であり、かつそのように形成された場所でもあった」のであるから、本件ブナの木のそのよ
うな生立状況に照らせば、安全性への社会的な期待は高かった。③「本件ブナの木は、観光٬
の頭上を枝葉が広く෴った形で生育していたのであって、落枝があった場合に観光٬に人的被
害を及ぼす危険性は高く、被害の程度も重大であるとみられた」から、県、国には、「その管
理において、周到な安全点検が求められていた」。そして、ᶆ生きている木でも太い枝の落下
はごく普通におこり、高老木ではその頻度は高まる。本件ブナの木は高老木であり立ち枯れに
近い状態であったから、「߇ૌ人らは、本件事故前において、本件ブナの木から落枝が起こり
えることを予測することができた」。さらに、ᶇ߇ૌ人らが事故発生前まで毎年４月に行って
いた安全点検は、「点検時間はわずか３時間程度であって、樹木については倒木数本を除去し、
危険木をときに１本くらい伐採する程度で」、事故後の緊急点検等と比較しても「危険木の発
見、除去という点では、時期的にも、時間的にも、内容的にも、きわめて不十分なものであっ
たというべきであって、本件ブナの木の落枝の危険性がこの点検で発見することができなかっ
たことをもって、結果回ආの可能性がなかったなどと見る余地はない」とした。
　管理のᘥᙪを判断する考慮事由とされているものを整理すると、まず②参集度があげられて
いる。ただし、「そのように形成された場所でもあった」とも付け加えられており、単७な事
実としての参集度ではなく、人々がどの程度参集するものとして構想された場所かというよう
な点も考慮されることになるのであろう。さらに、この点に関わっては、①本件ブナの木を含
む近隣の森林が国有林野管理計画における「自然維持タイプ」に֘当し、「原則として自然の
推移に委ねることを基本として、森林生態系等の特性に応じ、必要な管理を行うものとされ」
ていたことも一応考慮されているとみるべきであろう。そのような国有林管理上の行政的な位
置づけも考慮されたが参集度等の状況の方が優越し、安全性への社会的期待が高い場所である
と判断されることになった。次に③本件ブナの木は大きな危険性を内包しており、周到な管理
が必要とされていたことがあげられている。さらに、ᶆ具体的な事故の予見可能性と、ᶇ実際
の管理の不十分性を踏まえた上での結果回ආ可能性があげられている。
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２．尾木道མࢬ事ނૌু
　上記東京高ࡋ判決から２年後の2009年、福島地ࡋ会津若松支部で、尾瀬の木道で生じた落枝
死事故について、木道管理者である福島県や落枝木管理者である国の責任を否定する判決が
下された10。これはどのような判断枠組みに基づき、具体的にはどのような事情を考慮して判
断されたものであろうか。以下検౼する。

　ᾇ　事࣮関係
　2006年10月７日、Aがその息子Bらと計３名で尾瀬の木道を歩いていたところ、ブナの木か
ら落下した枝が直ܸし、死した。事故現場周辺の林野は国が所有、管理しており、事故現場
付近の木道は福島県が敷地を含む土地を国からआり受け、設置、管理しているものである。
判所の認定した事実によれば、本件ブナは「その外観上、枯木であったことは明らか」でࡋ　
あるが、木道から最短距離で約６メートル、事故現場からは約７メートルの地点にあり、落枝
した本件枝が本件木道の上にかかる状態にはなく、本件落枝木の枝の先と事故現場とは「４
メートルより離れていた」。事故当日における事後現場付近の天候は「風雨とも強く、一般人
がཛྷとも表現できるような状況で」、特に風が強く、「本件事故時には、ॠ間的に最大15メート
ル前後の風が吹き、本件枝も、そのಥ風ないし強風により本件ブナから折れて本件事故地点に
飛ばされたものと認められる」。また、本件木道について、県の職員による८視が߃常的に行
われていたとは認められないが、県の環境部の参事がސ問を務め、負担金名目で県がその運営
費を支出するなどしている「H公Ԃ清協議会」は、所属するCが休ܜ所に常றし、「平成１８
年５月１日から10月７日までの間、本件周辺木道を含むルートを63回ほど८視」するなどの管
理をしていた。
　Bは、①福島県と国に対して、本件木道および周辺林野についての営造物管理責任、②同じ
く両被告に対して、その職員が落枝等の危険のあるにもかかわらず木道設置ルートの変更等の
ા置をࣥることをଵったとして、公務員の不法行ҝによる責任、③本件木道に関する県の土地
工作物責任、および本件ブナの木に対する県と国の土地工作物責任、ᶆそして県と国に対し、
木道を通行する観光٬に対して負う安全配慮義務違反の責任があるとし、AのҚ謝料、逸ࣦ利
益等の損害（AからBが単独相続したとする）、およびB固有のҚ謝料等のഛঈを求め、提ૌし
た。
　本ૌুは、次に検౼するように、福島地ࡋ会津支部で請求棄却の判決が下され、߇ૌはなさ
れず確定した。
　
　ᾈ　ܾの概要
　判決は、本件木道については県が設置、所有、管理しており、県との関係で営造物であるこ
とには当事者にも争いはないとしてこれを肯定するが、国については、現場を含む「国立公Ԃ
の一般的事業ࣥ行権」を有し、また県に対して敷地等に関する貸आ契約上の一定権限を有す
るが、木道について「事実上の管理をしていたと認める」ことはできず、国の営造物とは言え
ないとする。また、国有林野であるとともに自然公Ԃに属する周辺林野の営造物性については、

「国有林野は、一義的には、治山、営林事業等を通して最終的に国民の福ࢱに寄与するもので
あるが、直接に公の目的に供されるとは解されず、本件周辺林野が国有林であることから直ち
に公の営造物に֘当するということはできない」。また、「国立公Ԃは、都市公Ԃのような直接
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に公の目的に供用する営造物である公Ԃと異なり、自然そのものが公Ԃとなり、その自然をあ
るがままの姿で維持、管理し、観察、୳勝の対象とするものであるから、国立公Ԃに指定され
た区域全体が公の営造物となるのではなく、人工の加わっていない川や樹木等は、専ら自然観
察ないし୳勝の対象にすぎないのであって、公の営造物とはならず、前記目的のために設置さ
れた歩道、休ܜ所等の施設のみが公の営造物に֘当する」として、国、県との関係ではともに
公の営造物には֘当しないとした。県との関係では、「本件周辺林野が本件木道に及ぼす影響
が、被告県の本件木道の設置管理責任の有無を判断する一事情とはなり得るが、それは、被告
県の本件木道に係る営造物責任ຢは土地工作物責任の問題として検౼されるべきこと」とも述
べている。
　本件ブナについて国が「竹木の支持をしていたといえるか」という点については、「天然木
においても、倒れたり落枝する危険性を内包している点では人により植えられた庭木等と何ら
変わるところはないから、天然木も同条߲（民法717条２߲ʜච者）にいう竹木に֘当すると
解され」、「天然木であることは、その生立する自然的、社会的な状況に反映される限りで、そ
の支持のᘥᙪの有無を判断する要素として考慮すべきである」とする。また、「竹木の支持と
は、土地工作物の保存とほぼ同義に、竹木の維持、管理を意味すると解すべきである」として、
国が竹木の支持をしていたものと認められるとした。県については、本件ブナの木が国から貸
し付けを受けた土地の外にあったことから、県が支持していたとは認められないとした。
　以上のような議論により、本件木道についての県の営造物責任、および本件ブナの木に対す
る国の民法717条２߲の責任が問題とされることとなった。そして結論的には、それぞれ「設
置ຢは保存」および「支持」にᘥᙪはなかったとして、県および国の責任が否定された。
　他の請求理由に対する判示内容の説明は省略するが、結論的には判決は県および国の国ഛ法
１条の責任、ならびに安全配慮義務違反による責任についても否定し、原告の請求を棄却した。

　ᾉ　営造、作断に͓ける考ྀ事༝
　まず、県による木道の設置ຢは管理にᘥᙪがあったか否かという点について、判決は「公の
営造物の設置ຢは管理のᘥᙪとは、当֘営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいう
と解され」るとの、判例法理に従った定義づけを行ったうえで、「そのᘥᙪの存否については、
当֘営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的
に判断すべき」との、これも判例法理に従った判断基準の定立を行っている。
　具体的には、①本件木道周辺の国有林野は「原生的な森林生態系の維持等自然環境の保全が
第一として管理されており、常に周囲の国有林野の倒木や落枝等のந象的危険が存在している
一方で、本件木道を通行する観光٬は自然をあるがままの状態で観察・୳勝することができ、
観光٬もそれを求めて訪れる」こと、②尾瀬地域には多数の観光٬が訪れ、本件事故現場も年
間数万人が通行していると認められるが、「標高1,400メートルを超える亜高山帯に位置し、入
山には登山ۺ等の装備が必需品とされ、本件事故現場はె歩による最低数時間のཱྀ程を要する
場所に位置していること」、③「本件事故現場付近は特に観光٬が休ܜ等により立ち止まる状
況にはないこと」、ᶆ「本件ブナは本件木道から約６メートル離れており、本件枝（直ܸした
落枝ʜච者）は高さ10メートル以上に位置しており本件木道に෴い被さる状況にもなく、被告
県の管理範囲外に位置していたと認められること」という事情をあげて、それらを考慮する
と「本件木道については、木道自体のؕや段差といった損傷、本件木道の範囲内にあって通
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行を阻害するような倒木や枝、自然に本件木道上に落下する枝等によるものといった通常の利
用状態においても生じる可能性がある事故はともかく、強い風雨等の悪天候といった例外的な
条件下における事故は、むしろ利用者による注意によりこれを回ආすることが求められており、
そのような事故の発生まで防止できる程度の安全性を備えていることが必要であるとは解され
ない」と、本件木道が備えるべき安全性の内容について判示した。その上で、ᶇ事故当日は強
風の吹く、通常とは異なる悪天候であり、本件落枝については「本件ブナが枯木であったこと
も一つの要因であるが、その主たる要因はそのような気象状況下での強風によるものと認めら
れること」11、ᶈ被告県は実質的にはH公Ԃ清協議会に「依存」して木道の管理をしていた
が、その協力関係からして県は清協会の管理行ҝの存在を前提として管理を行っていたと認
められることなどを考慮すると、「本件事故は、例外的な条件下で発生したもので、被告県に
よる本件木道の管理に不十分な点があったということはできず、本件木道について、通常有す
べき安全性を欠いた状態にあったとは認められない」と結論づけた。
　判決のこの点についての論理構造をච者なりに整理するなら、本件木道の社会的な位置づけ
として、①本件木道周辺の林野がどのようなものとして行政的に位置づけられ、観光٬等に受
け入れられているか（それは木道管理としての周辺林野への関わりに影響する）、②木道通行
者がどのような覚ޛ、準備そしてスキルをもって木道を通行しているか、③木道利用の形態と
してどのようなものが想定されるかという点が考慮され、本件木道が備えるべき安全性として
ᶆ通常時の利用における安全性が求められ、例外的状況に置ける安全性までは求められないこ
と等が導かれているということになろう。そして、ᶆで確定された安全性の基準をもとに、ᶇ
本件事故は求められる管理の枠外で生じたものであること、ᶈ現実に県は求められる管理をし
ていたことが認定され、「本件木道について、通常有すべき安全性を欠いた状態にあったとは
認められない」との結論が導かれているといえよう。
　本件ブナについての国の「支持」に「ᘥᙪ」があったかという点に関しては、判決はまず、

「民法717条２߲にいう『ᘥᙪ』とは、同条１߲にいう『ᘥᙪ』と同様、その物が通常有すべき
安全性を欠いた状態にあることをいうと解されるところ、倒木落枝等の危険をもともと内包し
ている竹木については、その安全性につき社会的に期待される程度、すなわち竹木が通常有す
べき安全性の程度は、それが生立する自然的環境によって異なるものであるから、その支持の
ᘥᙪの有無を判断するに当たっては、当֘竹木の生立する自然的及び社会的状況等の諸般の事
情を総合考慮して、具体的個別的に判断すべき」とする。そのうえで、具体的には、県の営造
物責任についての考慮事由として挙げられていた①からᶈまでのうち、①からᶇまでと同じ事
由を挙げて、それらを「総合考慮すれば、本件ブナの支持について、このような悪天候下にお
ける事故の発生さえも防止できる程度の安全性を備えることが社会的に期待されていたとまで
は認められないというべきであ」り、「本件ブナが外観上枯木であったことは明らかであった
ことを考慮しても、本件ブナの支持について、通常有すべき安全性を欠いた状態にあった、と
いうことはできない」と結論づけている。
　県の木道についての営造物責任を判断する際の考慮事由のうち、ᶈH公Ԃ清協議会を通じ
ての県による管理が行われたいたという事由は国にはあてはまらないので挙げられていないが、
その他の考慮事由は同じものである。
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３．営造・作のஅにお͚る۩ମతྀߟ事༝のൺֱ
　奥入瀬遊歩道落枝事故ૌু߇ૌ৹判決および尾瀬木道落枝事故ૌু判決において、遊歩道

（木道等も含む）の管理責任の程度や性質を決定するための考慮事由としてあげられている事
情は、①問題となる箇所を含む遊歩道の安全性に影響を与える周辺森林の管理に関する法的行
政的な位置づけ、②一般観光٬が気軽に訪れることのできる場所か、訪れる者の側に一定の覚
したりすることܜや準備、あるいはスキル等が必要な場所か、③通行者が立ち止まったり休ޛ
が想定されている場所か、ᶆどの程度の通行量、参集度が見込まれる場所か、ᶇ事故発生の危
険性の程度および事故が発生した場合の重大性、とまとめることができよう。これらの考慮事
由によって、営造物たる当֘遊歩道がどのような道として、すなわちどのような安全性が確保
されるべき道として社会的に了解されているのかが確定され、そのように確定された「求めら
れる安全性」が実際に備わっていたかどうかが判断されることとなる。
　両判決は基本的には同様の考慮事由を取り上げているが、それぞれの考慮事由の取り上げ方
の軽重、判断への影響度の強ऑは異なる。たとえば国有林野管理計画における「自然維持タイ
プ」に֘当している等の事情について、尾瀬判決においては一定の重みのある考慮事由とされ
ているが、奥入瀬߇ૌ৹判決においては観光٬の参集度の方が重視され、それよって෴されて
いる。また、その遊歩道の通行量、参集度についても、奥入瀬判決ではかなり決定的な意味を
持つ考慮事由とされているが、尾瀬判決では想定される通行者にとっての当֘遊歩道の位置づ
け（一定の装備が必要、そこに至るには一定距離の踏破が前提等々）についての考慮の方が優
越的な位置を占めている。
　竹木の支持のᘥᙪについての考慮事由は、両判決とも実質的に上で検౼した遊歩道の工作物
責任における考慮事由と同じものである。

݁ͼにか͑て
　本ߘで検౼した２つのૌুの３つの判決によって、自然観賞型の遊歩道が備えるべき安全性
を判断する際に具体的にどのような事情が考慮されるかという点はかなり明らかになった。し
かしながら、遊歩道や森林の管理に関する具体的な指針を求めるという観点からするなら、い
まだ十分な基準が示されているとは言えないであろう。これら判決では、考慮事由は示されて
いるものの、それら考慮事由相互の関係、優劣等を判断する枠組みが示されていないからであ
る。
　考慮事由相互の関係、優劣等を判断する一般的な枠組みの定式化は困難ではあるが、それへ
向けた検౼の第一歩として、以下、奥入瀬遊歩道と尾瀬木道について「求められる安全性」の
違いをもたらしたものが何かを検౼することにより、結びにかえることにしたい。
　判決において奥入瀬遊歩道と尾瀬木道について求められている安全性、当֘営造物が「通常
有すべき安全性」とされているものを比較すると、前者においては相当に高いものが求められ
ている（「安全性への社会的期待は高」く、「周到な安全点検が求められていた」）のに対して、
後者においては安全だけではなく、別の価値、すなわち「自然をありのままの状態で観察・୳
勝する」ことができる場所として維持するという価値とのバランスが求められているという印
象を受ける。このような違いをもたらしたものは何であろうか。判決で直接的に語られている
わけではないが、尾瀬木道ૌু判決での木道の「ᘥᙪ」に関する議論の底流には、尾瀬は、そ
こでの自然の保全が特に重要な場所であり、そのような自然を享受すべき場所であることが、
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単に行政的な位置づけというだけではなく、歴史的な積み重ねを通じて社会的にも浸ಁしてい
るという現実への配慮があるように感じられる。
　そうだとするなら、そのこと自体は十分に説得的であろう。しかしながら、今日的な自然
享受のあり方として、観光化による自然生態系等への過度な人工的改変を抑制するとともに12、
良好な自然生態系や景観を有する場所への市民的アクセスを飛躍的に拡大させようとする立場
からすると（ච者は遊歩道のあるなしにかかわらず、国有地等への市民的アクセスが格段に広
げられるべきだと考えている）、尾瀬のように「ありのままの自然」を享受すべき場所として
の社会的な了解が例外的に強固に成立しているところ以外においても、過度な改変のない「自
然」を享受することの社会的な価値にもう少し配慮した「有すべき安全性」についての判断が
求められるように思われる13。もちろん、そのような場所でも重大事故を防ぐための管理が必
要とされることは当然であるが、同じ遊歩道といっても求められる安全には質的な違いがある

（たとえば一般的な観光地と登山の行路の一部のようなところでは求められる安全性は相当に
異なる）ことを前提とした、類型的、段階的な判断がなされてよいと考える。
　「フットパス」14ウォーキングなど、自然観賞型、景観享受型のレクリエーションが盛んに
なりつつある今日、そのような新しいレクリエーションに求められる安全性の質に関する社会
的な了解の形成が必要になってきている。本ߘがそのような問題についての社会的な合意形成
へ向けた議論の一助となればいである。

ˎமに掲げたもののほか、以下の判例൷評を参照した。
ㅡ加藤了「判൷」　『判例地方自治』298号81〜85ท、2008年２月
ㅡ北河ོ之「判൷」『判例地方自治』283号109〜114ท、2006年12月
ㅡ佐々木ઘ顕、宮田߁「判൷」　『判例地方自治』289号４〜９ท、2007年５月
ㅡ長尾ӳ彦「判൷」中京法学43巻１号253〜262ท　2008年７月
ㅡ久松生「判൷」『環境法研究35』95〜99ท、2010年10月

──────────
１　後に掲げる判例評ऍ等はおおむね判決の結論に好意的である。
２　営造物責任や工作物責任のᘥᙪをめぐって٬観説と義務違反説の著名な対立があるなど、本ߘで扱

う諸判決の検౼に当たって理論的に詰めるべき問題は多いが、本ߘではそのような点には基本的に立
ち入らず、諸判決において具体的にどのような事情がどのような位置づけをもって考慮されているの
かという点に焦点をߜった検౼を行う。

３　東京地判平18年４月７日判タ1214号175ท。
４　最判昭45年８月20日民集24巻９号1268ท。
５　最判昭50年６月26日民集29巻６号851ท、最判昭53年７月４日民集32巻５号809ทなど。
６　営造物の設置・管理のᘥᙪについては、営造物管理のᘥᙪを「営造物が通常有すべき安全性を欠い

ていること」とする昭和45年最高ࡋ判決（前掲ம４）に加えて、その判断基準について「当֘営造物
の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべき」と
する昭和53年最高ࡋ判決（最判昭53年７月４日民集32巻５号809ท）以来の判例法理が確立している。
本判決および当ૌু߇ૌ৹判決においては後者の法理についての言及はないが、両判決とも、諸事情
の総合考慮という点では実質的には後者の法理も含めてそれら判例法理にしたがった判断をしている
と見ることができる。ただし、特に地ࡋ判決においては、（本文中に述べるように）「通常有すべき安
全性」という基準の相対性についての配慮がないことと、後者の法理を引用していないこととの間に
は通じるものがあるようにも思われる。
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７　東京高判平19年１月17日判タ1214号175ท。
８　被害者側の附帯߇ૌに基づき損害の算定についても大きく変更（増額）したが、本ߘでは扱わない。
９　工作物責任について、条文の文言上は「工作物の設置及び保存」および「竹木の栽植ຢは支持」の

ᘥᙪについての責任とされており、いわば自然状態に対して手を加えて危険を増大させたことを理由
として、一般の不法行ҝよりも重い責任を課すࢫ規定しているものと解ऍすることが可能であり、ま
た自然でもある。それに対して高ࡋ判決の論理は、工作物責任の規定を、竹木をも含めた工作物一般
の管理者に対して、自然状態を改変したというようなことがなくとも一般の不法行ҝよりも重い責任
を課す規定と理解すべきものとなっている。この考え方によれば、工作物責任を、工作物という本来
的に危険性を内包するものを維持・管理する者の責任、すなわち、危険性を新に生じさせたかどうか
ということは問題とせずに、७ਮに、危険性を内包する物を管理する者の責任として理解することに
なろう。ところが、一方では、今日において危険性を内包するものは工作物には限らないから、解
ऍ論的には不法行ҝの一般規定である民法709条において、本来的に重大な危険性を内包する物の維
持・管理をする者についての、例えば、物に内在するந象的なレベルでの重大な危険性についての認
識が期待される場合には、具体的な結果発生の予見可能性を問題にせずに不法行ҝ責任を認めるなど
何らかの解ऍ的な対応が求められている。そうすると、そのような一般的な危険物管理の責任の法理
と、717条が規定する「工作物」責任の法理との棲み分けをどうするかが問題となり、それは本来的に
は「竹木」の「支持」について解ऍする前提問題たる位置を占めることになる。

10　福島地会津支判平21年３月23日自保ジャーナル1816号181ท。
11　営造物設置・管理のᘥᙪが問題になったࡋ判例においては、「被害者の行動が営造物の通常の用法に

ଈしたものであったかどうかが重視されており、営造物には、設置管理者において通常予測し得る危
険の発生を防止するに足りる程度の性能を要求しているものと解される」（森田ߒ美「判൷」『平成18
年度主要民事判例解説』（判例タイムズ増1245ץ号）104ท〈2007年９月〉）とのことであるが、本ૌু
においてもこの事情、すなわち、異常な悪天候のなかで、木道からは一定の距離のあったところから
飛んできた枯枝によっておこった事故であるという点が実質的には結論を決定づけたのではないかと
思われる。

12　山根܆は、奥入瀬遊歩道落枝事故߇ૌ৹判決に対して「安全対策を強調することによる自然生態系
の損傷、景観の阻害等の社会的デメリットを考慮する必要がある」との「反駁」が考えられるとして
いるが（山根「判൷」『行政関係判例解説　平成18年』46ท〈2008年１月〉）、ච者はまさにそのような
考えである。ただし、本文中に述べるように、一律に安全性を切り下げるというのではなく、道の類
型に応じて「求められる安全性」は段階的に異なるものと考えるということであり、逆に言えば、少
なくとも自然観賞型の遊歩道としては、個々の状況のなかで「自然生態系の重大な損傷を伴わないで
確保できる「安全性」に応じた類型の道を設置すべきであるということにもなる。

13　ここでは、尾瀬木道落枝事故ૌু判決の「自然をありのままにؑ賞・୳勝する」との表現を受ける
形で、ච者も「ありのままの自然」、「過度な改変のない自然」というような文言を用いている。しか
しながら、これまでの「龍谷大学里山学研究センター」の研究が示すように、日本の自然の多くは人
の手が入ることによって良好に形成・維持されてきた「文化的自然」、「二次的自然」である。ここで
ච者が言いたいことは、自然観賞型の遊歩道については周囲の原生自然を守れということ、あるいは
全く手を入れない管理をすべきであるということではない。少なくとも自然観賞型の遊歩道等が設置
されているようなところでは、人の手が加わりつつ歴史的に形成されてきた良好な「自然」なり景観
なりを極力維持する方向での「Ժ当な」管理を目指すべきであり、そのような方向で観光地化のため
の「自然改変」を限界づけるべきであるということである。そして、求められる「管理」は、個々の
場所についての自然科学的・専門的な研究に基づくことはもちろんとして、やはり最終的には、それ
を踏まえた、何らかの形での社会的な合意により決められるべきものだと考える。

14　日本の「フットパス」については、神谷由紀子編著『フットパスによるまちづくり』（水༵社、2015
年）参照。
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愛知川に͓͚るՏচߴのมಈ
　

龍谷大学ཧ学部・教授/里山学研究センター・研究員
༡ຏ　ਖ਼ल

龍谷大学里山学研究センター・ത࢜研究員
ଠ田　ਅ人

　2013年９月16日，台風18号の大雨により京都ཛྷ山・渡月橋付近が冠水したことはまだ記Աに
あるだろう．このときの大雨により，琵琶湖流入河川も大増水し，琵琶湖西岸の安曇川では河
口から約２kmに設置されているྊは破壊され，石田川やӏ川では河口近くの河床に0.5〜１m
の土砂が堆積した．このように降雨の状態，ただしくは流況の状態により，河川の様子は常に
変動している．
　河川は土砂をたえず下流へ搬送し，地形や流量によってそれぞれの場所の河床に土砂を堆積
させたり，河床を洗掘し土砂を流出させたりする．このような河川の河床高の時系列の変動を
各地に設置されている水位計の記録より類推することができると考えた．
　愛知川は鈴鹿山脈に源を発し，滋賀県東部（湖東地域）を流れ，下流部では扇状地を形成し
て琵琶湖に流れ込む，延長48kmの一級河川である．この愛知川には６基の水位計が設置され
ている（表１，図１・２）．これらの水位計は主に高水に対する防災用に設置されているもの
で，その計測値は滋賀県土木防災情報システム（http://shiga-bousai.jp/index.php）上でリア
ルタイムに表示されている．ただし残念ながら，平水時あるいは低水時の状態が正しく示され
ているかどうかははっきりしない．これら水位計の記録は，過去10年分のものがホームページ
上に公開されているので，ここでは，愛知川に設置されている水位計の記録から2007年〜2016
年の河川水位の変動を追跡してみたい．

愛知川に設ஔ͞れているਫҐ計
　愛知川の最上流に設置されている水位計は如来堂のもので，真ܢ橋の上流側右岸に設置

（写真１a）され，河口からの距離は約37kmである．ここの下流側には永源寺ダム（ダム堰堤
は河口から約31km）があり，その下流に旦渡橋水位計（河口から約29km）がある．ただし，

表１．愛知川に設置されている水位ܭ
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旦渡橋付近の水位はダムからの放水量に大きく依存しているため，ここでの検౼からは除外し
ている．その下流には紅葉橋水位計が橋中央部に設置されている（河口から約27km，写真１
b）．紅葉橋付近から下流が扇状地地形となる．御河辺橋水位計は橋の下流側左岸にある（河
口より約18km，写真１c）．国道８号線の御橋の下流側右岸に設置されている水位計（写真
１d）は下流から約12kmのところにある．最下流の水位計は河口から約５kmの葉枝見橋中央
に設置されている（写真１e）．各水位計は河川水位の状態にもよるが，必ずしも水面に接して
いるわけではない．ここでは，愛知川に設置されている水位計のうち旦渡橋を除く５つの水位
計について，2007年１月１日から2016年12月31日までのޕ前６時の記録を用いて，河川水位の
時系列変動を比較した（図３）．

図１．愛知川の水位ܭの位置（4VQFS�.BQQMF�%JHJUBMのը૾Λվม）

図２．愛知川の河川ޯと水位ܭの位置
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愛知川流域にお͚る߱Ӎのه
　降雨は河川流量に大きな影響を及ばす．気象庁では降雨の強さを，１時間雨量30mm以上
50mm未満のものを「激しい雨」，同50mm以上80mm未満のものを「非常に激しい雨」，同
80mm以上のものを「な雨」と区分けしている．これらを参考に，愛知川流域の降雨量の
代表として東近江市永源寺に設置されている滋賀県の雨量計の記録から，2007年１月１日から
2016年12月31日の間の日降水量50mm以上のものをまとめてみた（表２）．
　もっとも多かった降雨は，2013年９月16日の245mm/日で，これは頭に述べた台風18号に
よるものである．ランク８位の９月15日のものと連日であることから，このとき愛知川付近で
は380mm以上の雨が降ったことになる．次に多かったのは，2011年７月19日の204mm/日であ
り，これは台風６号の影響による．ランク３位は2015年９月９日の184mm/日で，台風18号の
影響による．ランク４位は，台風12号の影響による2011年９月２日のものであるが，これは９
月４日まで連日50mm/日以上の雨が降り，合計320mm以上が降り，2013年９月に次ぐ記録の
降雨であった．その他，2012年９月30日の150mm/日は台風17号によるもの，2014年８月９日
は台風11号の影響によるもので，ཌ10日とあわせて220̼̼以上の降雨があった．2011年９月
21日の139mm/日の記録は台風15号の影響によるものである．2011年５月11日の降雨は前線の

ᾲ　ޚ河ลڮ水位ܭ

ࣸਅ１．҆ಶ川に設置されている水位ܭ（2�16８݄12）．

ᾳ　ޚ幸ڮ水位ܭ ᾴ　༿ڮݟࢬ水位ܭ

ᾰ　དྷಊ水位ܭ ᾱ　ߚ༿ڮ水位ܭ
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影響によるものであるが，多くの大雨が台風の影響によるものでる．
　なお，永源寺において日降水量が80mmを超える大雨は，2011年以降に多く，2007〜2010年
には少なかった．

֤ਫҐ計ଌॴにお͚るਫҐมಈ
　１）དྷಊに͓ける水位มಈ（図３ΞɼΠ）
　如来堂における平常時の河川水位は概ね＋0.5mから＋1.0mの間で変動していた．2008年９
月３日に河川水位が＋2.14mまで通常より約1.5̼上昇した後，最低水位（以下，河川水位が低
い値で安定しているときの水位を示すものとする）が0.2〜0.3m高くなった．この前日，永源
寺の雨量計では66mmの日降水量が記録された（表２）．その後もこの程度の水位に上昇する
ことは頻発しているが，2016年まで最低水位が急激に変化することはなく，むしろ徐々に下
がっているように見て取れる．このことは如来堂における河床が，2008年以降，徐々に下がっ
ていることを示唆している．

に͓ける水位มಈ（図３ɼΤ）ڮ༿ߚ（２　
　紅葉橋では，2010年に最低水位が急に大きく上昇しているが，この原因は不明である．以後，
通常の河川水位は＋1.0mから＋1.5̼の間で変動していた．ただし2010年に河川の最低水位が
＋1.1m程度であったものが，2011年にかけてわずかに下がり，2012年３月〜５月に小規模な
増水が続いた後に河川の最低水位は＋1.2mまで少し上がった．そして上述の2013年の台風18
号による大雨（表２）により９月16日に河川水位は＋3.55mまで，通常よりも３m以上上昇し
た．それにともない，紅葉橋の最低水位は＋0.5m程度まで約0.5m急に下がり，2016年にかけ

表２．東近江市Ӭ源ࣉに͓ける߱水ྔ5�NNҎ্のه録（2���ʙ2�16）
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図３B．֤水位ܭଌॴに͓ける水位มಈ（2���-2�11ɼདྷಊ・ߚ༿ޚ・ڮ河ลڮ）
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図３C．֤水位ܭଌॴに͓ける水位มಈ（2�12-2�16ɼདྷಊ・ߚ༿ޚ・ڮ河ลڮ）
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図３D．֤水位ܭଌॴに͓ける水位มಈ（2���-2�11ɼޚ幸ڮ・༿ڮݟࢬ・琵琶湖）
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図３E．֤水位ܭଌॴに͓ける水位มಈ（2�12-2�16ɼޚ幸ڮ・༿ڮݟࢬ・琵琶湖）
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て河川の最低水位が＋0.4̼までさらに徐々に下がったと見て取れる．

に͓ける水位มಈ（図３ΦɼΧ）ڮ河ลޚ（３　
　御河辺橋では激しい水位変動が記録されているが，水位計を管理している滋賀県河ߓ課によ
ると，高水位の記録は正しいが，極端な低水位の記録は誤作動によると考えらえるとのことで
ある．したがって，極端に低い水位の記録を除いて傾向を捉えてみると，当初，通常の河川
水位は−1.5mから−1.0mの間で変動し，2010年までは河川の最低水位が−1.5m程度であった．
大きな降雨として2011年７月19日に永源寺にて204mmの日降水量を記録（表２）したཌ日の
７月20日に＋0.49mまで，河川水位が約２m上昇し，同年９月２日〜４日に320mm以上の降水
量を記録（表２）したときには河川水位が−0.11mまで上昇した．その影響と思われ，河川の
最低水位が−1.0m近くまで約0.5m上がり，そして2012年にかけてその最低水位が下がっていっ
たと見て取れる．さらに，2013年９月の台風18号による大雨の後，９月16日に河川水位が＋
1.39mまで上昇し，その後の河川の最低水位が−1.5m程度に上がり，そして2016年にかけてそ
の最低水位は−2.0m前後にまで，約0.5m徐々に下がったと見て取れる．

に͓ける水位มಈ（図３Ωɼク）ڮ幸ޚ（４　
　御橋では，通常の河川水位は−2.0mから−1.0mの間で変動しているようであったが，残
念ながら河川の最低水位の記録がはっきりせず，この10年間の最低水位の変動の様相は握し
がたい．なお，2013年９月の台風18号による大雨の後，河川水位が＋2.54mまで，４m以上上
昇し，その後の最低水位が少し高くなったと見て取れるが，これも明確ではない．

　５）༿ڮݟࢬに͓ける水位มಈ（図３έɼί）
　葉枝見橋では，通常の河川水位は−1.3̼から−0.5mの間で変動していた．2011年までは河
川の最低水位が−1.3m程度で大きな変化が見られなかったが，2012年３月から５月にかけて
小規模な増水が続いた後，2013年にかけて最低水位が−1.7m程度まで約0.4m下がった．さら
に2013年９月の台風18号による大雨の後，河川水位が＋4.09mまで，５m以上上昇し，河川
の最低水位は約0.3m上がり，その後2014年にかけてその最低水位は約0.2m下がった．さらに
2015年７月16日に永源寺で78mmの日降水量を記録（表２）したときに葉枝見橋の河川水位は
−0.19mまで上昇し，同年９月９日に184mmの日降水量を記録したときには河川水位は＋0.22m
まで上昇した．それにともない，河川の最低水位が約0.3m上がり，その後2016年にかけてわ
ずかに下がったと見て取れる．

　６）琵琶湖水位のมಈ（図３αɼγ）
　2007年から2016年の琵琶湖の水位は比較的明瞭なقઅ変動が示されており，毎年，概ね４月
にかけて＋0.1̼程度まで湖水位が上昇し，以後−0.2m程度に下がり，さらにळにかけて−0.4m
〜−0.5̼まで低下していた．ただし，これらの変動は，琵琶湖総合開発により定められた琵
琶湖水位管理に基づき，主に琵琶湖からの流出部である瀬田川南郷洗堰において湖水の流出量
調અを行った結果である．なお，この琵琶湖の水位変動は愛知川の河川の水位，とくに最低水
位と連関していないように見える．
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愛知川にお͚るՏচߴのมಈ
　河川では，洪水時に大量の砂を流送し，河川ޯ配が緩やかになった扇状地では流送土砂の
相当部分が堆積する（室田明 編著1986，「河川工学」技報堂出版，p.176）．また，土砂の流送・
堆積は，降雨，土，河川ޯ配，植生，人工構造物など多くの要因に左右され，実河川におけ
る土砂動態や河床変動の解析は困難なままである（田代喬 2013，In：川ಹ部࠸ߒ・水野信彦 
म，中村太࢜ 編「河川生態学」講ஊ社，p.13）．しかしながら上述のように，高水に対する
防災用の河川水位計により，低水位の変動をある程度追跡することができる．
　愛知川における降雨強度と河川の最低水位の変化を表３に改めてまとめた．最も降雨が多
かった2013年９月の場合，紅葉橋においてのみ河川の最低水位が低下し，それ以外の場所，お
よび他の降雨の場合，御河辺橋や御橋，葉枝見橋など下流ではもっぱら河川の最低水位が上
昇した．最低水位の上昇は河床の上昇を示唆するものであり，すなわち，大量の降雨があると
愛知川下流域では河床に土砂の堆積が起こったと考えられる．ただし，ほとんどの場合，上流
の水位計では最低水位の低下，すなわち河床の低下と考えられる現象は起こっておらず，また
永源寺ダムより上流で土砂生産および土砂流送が起こったとしてもその大半はダムに貯まるこ
とを考えると，下流部で堆積する土砂は永源寺ダムの下で合流する和南川などの支流から供給
されたものと想定せざるを得ないが，土砂生産の実態は不明である．
　一方，急激な最低水位の変化が認められない場合，小規模な降雨が続くなかで，河川の最低
水位が徐々に低下していることが多く示された．これは各所の河床の土砂が流送され，河床が
徐々に低下していることを示唆するものである．なお，この現象が愛知川ダムによる上流から
の土砂供給の制限によるものかどうかは不明である．
　愛知川では，近江鉄道や東海道新幹線も渡る御橋付近から御河辺橋付近の広い範囲で瀬切
れが頻発することはよく知られており，とりわけアユなど，琵琶湖と河川を回遊して暮らす生
物などにとっては，河川の表流水の連続性は重要な課題である．とはいえ，愛知川がそもそも
どういう河川であるのかを明らかにしたうえで，河川環境の現状について議論する必要がある．
そのためには，本ߘで扱ったことも含め，今後はさまざまな事象について検౼を重ねていく必
要がある．

表３．愛知川に͓けるओな߱Ӎと河川の࠷水位のม化（˚：࠷水位の্ঢɼ˝：࠷水位の下ɼʶ：ݦஶなม化なし）．
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里川とਓʑの関ΘΓ
─琵琶湖पล地域のらしから考える─

龍谷大学政策学部ਗ਼水θϛφーϧ̏ճੜ
・ग़口ਅੜथ・໌߂ຊ෩ً・谷口ࡔ・෩അ・Տ࡚༎美・西大ເ・Ҫ্༟美ࢳ

西ଜ大ً・長谷Ҫయ・林ಸ子・ኰ開源・ມ༗ل
龍谷大学政策学部・।教授/里山学研究センター・研究員

ਗ਼水ສ༝子

１　はじめに
　近代化が進み、私たちはऄ口をひねれば水を使うことができる。多少汚れたものを流しても、
下水道が完備されているためそのまま流れることもない。他にも、治水・利水を目的とした行
政による河川管理や整備が行われるなど、私たちは安心・安全でศ利な生活を送ることができ
るようになった。
　その一方、毎日の生活を送る中で“自然との関わり”が希ബ化していることに気づいている
だろうかʁ自然との関係だけでなく、“人と人のつながり”までもࣦいかけていることを知っ
ているだろうかʁ自然と関わることの必要性を見出せなくなっている人も少なくないのだ。
　私たちは自然との関わりが希ബ化した現代において、環境社会学の“生活環境主義”や“里
川”という概念を基に人と自然が関わることの意味を明らかにしたい。その答えを導き出すた
めに、最も身近な自然である水に着目し、琵琶湖周辺地域における人と自然の関わりがどのよ
うに変化してきたのかを調査する。

２　ཬ川の֓೦
ձ学とはࣾڥ　2-1　
　環境社会学は、フィールドワークを通して生活者の視点から人と自然の関わりを明らかにす
る学問だ。そして、私たちの社会で展開される様々な自然環境の利用や保全に関わる事柄を具
体的に分析し、人間にとっての自然の価値や両者の関係性
の在り方を考えていく際に有効なアプローチとなる。地域
が๊える課題への解決策を見出すためにも、自ら現場に出
向き、そこで暮らす人々の声にࣖを傾けることが求められ
る。

　2-2　生ڥ׆ओ義
　1970年代に琵琶湖における環境問題へのアプローチには、
有力な２つの主義が存在した。これまでの生態系や自然を
人の手を加えずに守る“自然環境主義”と、科学技術の進

図１　生ڥ׆ओ義にͭいて
にචऀ作成جΛ（���川、2ेޒ・川ߥ）
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歩により問題解決をしていこうとする“近代技術主義”だ。この２つは、現場で生活する人々
の暮らしをあまり優先することなく物事を進める傾向にあった。そこで、“生活環境主義”の
立場が登場した。
　生活環境主義は、生活をする人々の価値観や知識（�生活知・実ફ知）、社会的関係を重視
した生活者の立場から環境との関わりを୳究する考え方だ（嘉田，2008）。その地域に暮らす
人々の“生活”に着目し、いかに自然を利用し保全しているのかを記述することを重視する。
この際の基本的な視点の１つが“経験論”である。ここでいう経験は、ある人や集団にとって
の、過去の記Աされている時間の蓄積のことである。行ҝだけを切り取って分析するのではな
く、暮らしの歴史や時間軸からみた経験を分析することが、生活環境主義の重要な要素なのだ

（荒川・五十川，2008ʀ鳥越，1984）。

　2-3　ཬ川
　　2-3-1　ཬ川の概೦
　里川とは、「地域の人々の生活とີ接な関係性を持つ、最も身近な川」とされている（鳥越・
帯谷，2009）。目の前を流れる川は、その地域に暮らす“みん
なのもの”であるという考え方によって、人々は身近な川を
生活の中で管理・利用してきた。その中で、実用的価値・経
済的価値・精神的価値・社会的価値・観念的価値などといっ
た多面的な価値を見出してきたとされている。具体例として
は次のとおりだ。
　ˎ　実用的価値ʜ生活用水、水運、農業用水。
　ˎ　経済的価値ʜ数字で表すことができる。漁

ㆍ㇇㇍ㆄ

Ꭴ。
　ˎ　精神的価値ʜ楽しみ、感謝、誇り、༊し、思い出。
　ˎ　社会的価値ʜつながり、信頼、規範、遊び場、防災。
　ˎ　観念的価値ʜ信仰の対象。
　里川は、人々が毎日の生活の中で水を利用する“資源”としての価値に限らず、他にも多様
な価値を生み出すものであったのだ。

　　2-3-2　ཬ川の概೦が生み出されͨഎܠ
　かつて人々は、身近な川の水を飲用や洗୕、農作物などの洗い物などに使っていた。また、
物資や人々の移動つまり水運としても川に依存していた。他にも、農地に引き込み農業用水や
生業としての漁Ꭴ、火災時の防火用水をもたらす防災、そして子どもたちの遊び場として使っ
ていた。このように人々は、毎日の生活の中で様々な用途のために川を利用してきたのだ。１
本の川を地域に暮らすみんなで利用するからこそ、集落で定められた“ルール”や常識として
の“わきまえ”が生み出されてきた。そして、そのルールやわきまえの基、地域の人々が共同
で維持管理するため、次第に“信頼”や“人と人のつながり”も生まれてきた（鳥越・帯谷，
2009）。
　また、人々は、生活から出た残りの水（台所や風呂水などの家庭からの排水や人間のし）
は、肥料として畑にまいて再利用するなど、排水といわれるような不要な水は一ణもなかった。
水は、限りある資源として、“もったいない”という意識のもと、ていねいに使い回して利用

図２　ཬ川の生み出す多༷なՁ
（ௗӽ・帯୩、2���）Λجにචऀ作成
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されてきたのだ。この背景には、川には神様がいるというように、川を信仰の対象とし、汚水
を流すことがռめられてきたことなどがあった。昔の人々は、目の前にある川とີ接に関わる
中で、多様な価値や地域独自の知識・工夫を自然と生み出す、“近い水1”としての水利用が当
たり前であったといえる（嘉田，2003ʀ小坂，2010ʀ鳥越，2006）。
　ところが近年、みんなのものであった川は、公（国や地方政府）のものとなり、治水や利水
を目的とした水路の埋め立てや道路の拡幅が行われ、水道や上下水道なども整備された。ศ利
な世の中になった反面、人々と川の関わりは希ബ化し、人と人の関係性や地域コミュニティも
崩壊されてしまった。身近な川と関わる中で、多様な価値やルールなどの相互規制を生み出し
てきた近い水としての水利用がࣦわれていった。だからこそ、かつての川と共に生きた暮らし
の在り方を里川の概念として定義づけ、見直していくことが求められたのだ。
　私たちは、日本の水政策が移り変わっていくきっかけとなった舞台といわれる琵琶湖周辺地
域に着目することで、里川の概念は、今を生きる私たちにとってどのような意味があるのかを
考えていきたい。そして、環境社会学において重要な課題となっている、自然の多様な価値は
どのように生まれてくるのかという“顕在化の過程”をより具体的に明らかにしていく。

３　ཬ川の֓೦かΒ見る琵琶湖पลにお͚るਓとਫのؔわり
　3-1　琵琶湖पลに͓ける人と水の関Θりの概要
　　3-1-1　水のඃΛ࠷খݶにするͨΊのվम事
　かつて琵琶湖周辺のほとんどの地域で、湖水や川水、湧水、井戸水などが飲料水として利用
されていた。その一方で、河川は洪水の危険性を๊え込むといった負の側面を持っていた。滋
賀県全体で頻発した水害に対処するための治水政策の一例として、1971（昭和46）年に着手さ
れた守山市の野洲川改म工事が挙げられる。この改म工事は、川底が周辺の地面の高さよりも
高い位置にある天井川の解消を目的とし、水害の被害を防ぐためのものであった。しかしその
影響で、以前の湧水（伏流水）を利用していた生活がࣦわれ、次第に人々の川や水に対する関
心を希ബ化させ、“遠い水2”にしてしまった。

　　3-1-2　։ൃによる人ʑの川れの֦大
　そして、遠い水をさらに拡大させてしまったのが1972（昭和47）年の琵琶湖総合開発3計画
特別ા置法の成立である。日本は高度経済成長期に入ると、阪神地域において人口の集中と産

1900ᖺ 1911ᖺ 1925ᖺ 1945ᖺ 1955(30)ᖺ 1970ᖺ 1975(50)ᖺ 1989ᖺ
᫂ ṇ ᖹᡂ

社 会 状 況

䚷䚷䚷䚷䚷䚷 㒔ᕷᆺὥỈ

Ỉ㉁ởᰁၥ㢟

ከ┠ⓗ䝎䝮ィ⏬ 　　　琵 琶 湖 総 合 開 発 (1972～ )
䚷Ᏺᒣᕷ㔝Ὢᕝᨵಟᕤ(1971䡚)
䚷⏝Ỉ౪⤥ᴗ(1975䡚)

Ỉ㈨※㛤Ⓨ(1961䡚) 　　滋 賀 県 営 水 道 導 入
ୗỈ㐨ἲไᐃ(1900) ୗỈ㐨ἲᨵṇ(1958)

水 環 境 問 題

水 政 策

ᖺ௦
ᡓ๓ᮇ ᡓᚋᮇ

治 水 政 策

利 水 政 策

水 との 関 わ り 㐲䛔Ỉ㏆䛔Ỉ

㣗⣊ቑ⏘䞉ᖸᣅ
㒔ᕷ䞉ᇙ䜑❧䛶

㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ

ὥỈ⿕ᐖ

表１　滋賀県に͓ける水政ࡦのม（Յ田ɼ2��3Λجにஶऀ作成）
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業の急伸が発生し、下流の水需要が急増したため琵琶湖の水資源開発が求められた。それは、
琵琶湖周辺地域の保全や開発を目指すということがૂいであった（嘉田，2003ʀ高崎，2013）。
1975（昭和50）年代以降、琵琶湖総合開発の用水供給事業により、水道が導入されるように
なった。いつでも自由なだけ用水を取り入れ、排水を出すことができる用排水分離方式により
水田の排水も大きく増えた。また急速な人口の増加や生活様式の変化が原因となり、家庭排水
が増え水質汚染問題が課題となった。それによって1900年に制定された下水道法が改正された。
　このように、開発が進むにつれて、地域住民の水との関係が希ബ化し川離れに拍車をかけて
しまった。近い水を利用してきた人々にとって川や水は遠い水となってしまったのだ。

　　3-1-3　ཬ川の概೦がܧঝされる地域
　琵琶湖周辺には、上下水道整備や開発が進んだ中でも以前のような人と水の関わりが継承さ
れ、維持されている地域もあれば、ࣦわれてしまった部分はあるものの、まだ昔のような水と
の関わりが残っている地域もある。そこで私たちは、このような里川の概念がࣦわれかけつつ
も残っている“伊庭集落”と、今なお受け継がれ続けている“針江集落”の２つの地域に着目
した。

　3-2　人と水の関ΘりがࣦΘれかけͨҏఉ集མ

　ௐࠪ概要
　ㅡ１回目：2016年７月20日　　 ２回目：2016年10月19日
　ㅡ滋賀県東近江市伊庭集落
　ㅡ伊庭庄の歴史を語る会M氏、正ݫ寺住職
　ㅡ内容：伊庭の歴史と水辺の暮らし

　　3-2-1　ҏఉ集མのجຊใ
　　　ᾰ　位置情報
　伊庭集落は滋賀県東近江市伊庭町であり、東近江市の能
登川地域に含まれる。伊庭町は、湖東平野に残る水郷集落
の一つで伊庭内湖と接した集落である。（図３）
　伊庭町の面積としては、約2，232，190m2である。

　　　ᾱ　人口

　　　ᾲ　産業、生業
　伊庭を含む能登川流域では、江戸時代から麻織物の製造が盛んで、内湖4の湿気を含んだ気

ேཱྀ䠄ே䠅 ୡᖏᩘ䠄ୡᖏ䠅
㈡┴ 1,414,510 560,242

ᮾ㏆Ụᕷ 115,210 42,892
ఀᗞ⏫ 1,983 653

図３　ҏఉ集མの位置（˒）
（滋賀県地図マϐΦϯよりҾ༻・චऀ作成）

表２　ௐࠪ地域の人ޱ（滋賀県)1Λجにචऀ作成）
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候が麻織物に適していた。湖上交通の要衝であったため商店も多く、全戸数のおよそ３分の１
が商業を営んでいたという。
　また、琵琶湖と水路でつながり、生き物の産卵や育成の場となっていた内湖には多くの魚が
生息した。内湖での漁業の多くは農業を営みながらのものであり、おかず獲り5程度のものだっ
た。（能登川の歴史編集委員会，2012ʀ2015）。
　
　　3-2-2　ҏఉ集མに͓ける人と水の関Θり
　かつて能登川の西部には、大

ㆠㆂㆪㆉ

中の湖
㆓

や小
㆗㇇ㆄㆪㆉ

中の湖
㆓

と呼ばれる内湖が広がっていた。その内湖畔
の集落（伊庭を含む）の景観を特徴づけていたものは、ホリやカワと呼ばれる水路であり、そ
れらは集落から内湖を介し琵琶湖へとつながっており、舟の通路として利用されていた。また、
ホリやカワの水は日々の洗い物や飲料水にも使われ、人々の暮らしには欠かせない存在であっ
た。伊庭の坂下し祭りも、現在では៳

ㆌㆬㆋ㆕㇄ㆾ

山から神輿を引きずり下して८させるものであるが、
かつては神輿を舟に乗せて集落内の水路や内湖を८っていた。山から下りてきた神様が、里と
内湖をॕ福して回ったのだ。
　しかし、時代の変化により徐々に水路が汚れていき、次第に井戸（地下水）を掘るようにな
り、水路の水は雑用水として利用されるようになった。そして、上下水道の普及により水路の
水は使われなくなっていった。また現在では、車社会の発達により、交通手段が舟から自動車
へと変わる過程において、カワトを含めた水路が埋め立てられ、道路に変わっている。昔は人
一人が通る幅しかなかった道路が、今では車がすれ違うことができる程にまでに拡幅されてい
る。

　ᾰ　伊庭集落をۦけ८る水路のかつての利用
　伊庭内湖に接する伊庭集落では、水路が集落内を縦横に
८り、内湖での漁Ꭴや水田への往復に舟を日常的に利用し
ていた時代があった。各家は道には面していなくとも水路
には必ず面していたこともあり、水路で水仕事などをす
るために設けられた“カワト”が各家に多く残されている。
カワトとは、水路へと降りるための石段で、以前は一戸に
一つはあったといわれている。伊庭の住民はそのカワトを
使って水路の水を汲み、生活用水として利用していた。例え
ば、米とぎ、飲料水、洗୕、お風呂の水などの利用法がある。
また、集落から内湖に行くために、“田舟”という舟を使い、
水路は水運として道路の代わりを果たしていた。その田舟
の舟着場としてもカワトを利用していた。
　田舟は人々にとっての移動手段として、内湖での漁Ꭴや
水田との往復のために毎日の生活の中で使われ、Շ入りの
時も舟に乗って来たといわれている。
　水路の利用は、生活用水や水運だけでなく、子どもたち
がタライ舟に乗って、遊ぶための遊び場としての利用もあっ
た。そういったこともあり、水路が汚れていたらみんなで

図４　Χϫτ
（2�161�݄1�චऀࡱӨ）

図５　Θれな͘なっͨ田स
（2�16７݄2�චऀࡱӨ）
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除を行っていた。
　　「Ҏલは、ΧϫτのないՈはないとݴえる΄ͲͰ、水࿏は自分のՈののͰな͘、か
いのՈののͰなかっͨɻ」

というMさんの言葉からも、住民がみんなで水路を利用していたことがわかった。また、水路
は誰の所有物でもなく、集落の総有に近い感覚であったことが推察される。水路は各家から内
湖までつながっており、住民は他人が使うことを意識しお互いに配慮があったとことがわかる。
　このように伊庭集落を縦横に८る水路は、人々の生活に“実用的価値”をもたらし、人と水
の関わりをとおして住民同࢜の関係をつなぐ“社会的価値”を生みだす役割を担っていた。

　（b）　時代の変化によりࣦわれていった水との関わり
　時代の変化によって、伊庭集落での水利用が希ബ化した背景には、大きく２つのことが挙げ
られる。
　１つ目は、内湖を干拓して農地を造成したことで水路が途絶え、田舟で移動できる範囲が狭
くなったことにある。
　琵琶湖の内湖や湿地の多くは、戦後の食ྐ不足と人口増加に対応するために干拓6された。
しかし、大中の湖と小中の湖の干拓が完成した時には米が余る時代にಥ入し、干拓された農地
でも使われない農地が存在した。
　この内湖の干拓により、内湖での漁業・漁Ꭴや内湖を横切るような移動ができなくなり、水
路が水運機能を果たさなくなった。昭和30年代まで使われていた田舟も、農作業の機械化によ
り、農作業道具を運ぶためには使われなくなった。そして、移動手段を自動車に転換する過程
において、水路は埋め立てられ道路となった。
　２つ目は、近代化が進み暮らしがศ利になったことにより、水路の水利用へのࣥ着心がなく
なったことである。時代の変化によって生活様式が変わり、水路の水が徐々に汚れていった。
人々は井戸（地下水）を掘るようになり、かつて生活用水として使われていた水路の水は、汚
れたものを洗うだけの雑用水として利用されるようになった。さらに、上下水道の普及により
安心で安全な水が手に入るようになり、水路の水は使われなくなった。
　このように、伊庭集落では昭和30年代以降に生業・生活のあり方の変化に伴って水路への物
理的な関わりと精神的な関わりがともに希ബになり、水路が持っていた多面的な価値がࣦわれ
たことがわかる。

　ᾲ　現代にも残る水・水路利用
　伊庭は内湖の干拓や水路の埋め立てによって、昔の生活や風景はࣦわれたかのように思われ
たが、現在まで残っているものもあった。
　水路の中には生があり、そこでޥをࣂっている。昔は木で囲いその中でࣂっていたが、木
は腐りやすいため現在はパイプで囲って作られている。
しͨら、ࣽ付けにࡴに、Ұඖ্͛て͖てϘϯと࣌は͝がないな͊ってなっͨࠓ」　　
ҰඖͭͿしͨら大มな͝がͰ͖るɻみなޥͰຯोになるɻ（ࠎ）に、Ξϥ
さんは、ྫྷଂݿにハϜやらιーηーδやら入れはるやΖ？それみͨいなんやɻ」

とMさんは話した。生に食べた後の鍋をつけておくと、ޥがきれいにしてくれたそうだ。
　また、生活における水や水路の利用と同じように人々の水への信仰心もあり、「汚いものは
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絶対に故意に川には流さない、川には神様がいる。」といって、水神を祀る家もあった。その
名残もあり、現在でも伊庭集落では、毎月１日と15日ではカワトにお供え物をしているそうだ。
このような水に対する信仰心は、“観念的価値”として捉えることができ、今の生活において
も大切に守られている。
　他にも、水路とのかかわりを示すものとして、舟板の再利用が挙げられる。伊庭集落を歩い
ていると、舟の形をしたญを見かけることができる。これは昔使っていた田舟の板を倉のญと
して再利用しているものだ。ここからも伊庭集落では、昔から人と水がີ接に関わっていたと
いうことを֞間見ることができる。

　ᾳ　水辺景観の保全と継承
　このように伊庭集落にはカワトをはじめ、水と人々の営みによって生み出された貴重な風景
や知恵が残っている。そこで、平成21年に滋賀県の教育委員会文化財保護課が“近江水の宝7”
として、伊庭の水郷と伊庭内湖を20番目に認定した。
　それ以来、東近江市はこの風景を市民共有の財産として次の世代へ引き継いでいくとともに、
景観を活かしたまちづくりを推進するため、平成26年８月１日から伊庭集落を“湖

ㆿ ㆚ ㆹ

辺の郷伊庭
景観形成重点地区”に指定した。これにより、景観法8に基づく一定規模の建築・開発などを
行う際の景観に関する基準を定めるようになった。その効果もあり、昔の人と水の関わりはほ
とんど残っていないものの、景観という形で現在に残されている。そして、昨年の４月に伊庭
の水辺景観は滋賀県の日本遺産9“琵琶湖とその水辺景観−فりと暮らしの水遺産”に認定さ
れ、水辺景観の保全・継承に対して再び関心が高まりつつある。

　3-3　人と水の関Θりがडけܧがれている江集མ

　ௐࠪ概要
　ㅡ第１回：2016年６月26日 、第2回：2016年９月９日
　ㅡ滋賀県高島市針江集落
　ㅡ針江生水の郷委員会、地域住民の方々（'さん男性・女性、Mさん、:さん）
　ㅡ内容：針江のカバタと町並み、琵琶湖畔

　　3-3-1　江集མのجຊใ
　ᾰ　位置情報
　針江集落は、湖西地域で最大の安

ㆀ ㆩ ㆋ ㇏

曇川下流の扇状地の左岸に位置している。周辺は南北に連
なる比良山系に続く開けた自然豊かな里山だ。安曇川の伏流水が湧水となり、また山間深く流
れ出る水が田畑を潤し、各河川に集められた水は農地を८り琵琶湖へと流れ込んでいく。集落
面積は田畑、居住区を含め約130haで、集落の中央には針江大川が流れている。
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　ᾱ　人口

　ᾲ　産業、生業
　高島ちͫみといったॖ織10が有名で、安曇川の湧水の美
しさと、場所によっては水が金気を含んでいるため、ࠠ染
めに都合がよく美しい糸に仕上がる。昭和30年から50年代
に農業と漁業を生業にしながら副業として織物や೨糸11も
盛んに行われていた。しかし、原料需要が国内から国外へ
移ると大規模化が求められ、家内工業が大型工場へと変
わっていき、廃業する人が続いた。現在は、大型工場以外
に家内労働的なところも少し残っているようだが、昭和40年代後半まで続いた高島ちͫみの全
盛期は終わりを告げた。
　現在の針江集落では、世帯数の半分ほどがサラリーマンへと変わったものの、自分たちが食
べる分だけは土日を利用して農漁業が行われている。９名の農家による針江有機米栽培グルー
プは、針江大川の川除で出たや米ぬか、レンήを緑肥12に使うという昔ながらの環境への
負担を最小限に抑えた農業を行い、“針江げんき米”というブランド有機米として生協などに
販売している。針江地区で取り組まれているみずすまし水田プロジェクトは、休耕田に水路を
作り湿地化させ、絶滅危惧種のスジシマドジョウが発見されるなど、人と生き物が共生できる
農業を大切にされている。

　　3-3-2　江集མに͓ける人と水の関Θり
　針江集落をはじめとする湖西における多くの地域は、自然の水（湖水、川水、山水、湧水な
ど）を飲料水や生活用水として利用していた。針江地域では、地域一帯から湧き出る豊かな水
を生活用水や農業用水として利用しており、水は貴重な生活資源として人々に恵みを与え続け
ている。
　このように針江集落の人々は、水と共に関わり合って生きてきた。そのような集落で共有さ
れていた暮らしの営みの風景は、カバタが象徴する針江の水文化をあらわすものである（小坂，
2010）。

　ᾰ　生活に埋め込まれたカバタの価値
　ㅡカバタ文化
　針江集落では、四قを通じて変わらない水量・水温（13ˆ
前後）のೈ水である“生

㆗㇇ㆄ㆚

水”と呼ばれる湧水がある。生水
を飲料水や生活水として利用するために使われている特徴
的な洗い場のことを“カバタ”という。生水がᆵ

ㆤㆼㆂ㆐

池に溜め

図６　江集མの位置（˒）
（滋賀県地図マϐΦϯよりҾ༻・චऀ作成）

ேཱྀ䠄ே䠅 ୡᖏᩘ䠄ୡᖏ䠅
㈡┴ 1,414,510 560,242
㧗ᓥᕷ 52,486 18,132
᪂᪫⏫ 11,122 43,21

㔪Ụ㞟ⴠ 721 227

表３　ௐࠪ地域の人ޱ（滋賀県ߴౡ市)1Λجにචऀ作成）

図７　Χόλ
（2�16６݄26චऀࡱӨ）
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られ、その水は洗面器などにとってإ洗いや飲み水に利用
される。ᆵ池では、下洗いした野ࡊや果物を浸けたり食器
を洗ったりし、ᆵ池からあふれた水は端

ㆯ㆟ㆂ㆐

池に落ちる。端池
にはޥやフナなどをࣂっており、魚たちがごはんཻや食べ
残しなどをきれいに食べてくれる。魚たちは水をড়化して
くれるのだ。魚たちがড়化してくれたきれいな水は、川（水
路）を通り隣のカバタへと流れていく仕組みになっている。
　元池ˠᆵ池ˠ端池ˠ水路をくり返しながら集落を流れる
針江大川、そして琵琶湖へと流れていく。
　各家庭に、先代から大切に守り伝えられてきた自分専用のカバタがあり、その水は飲料水・
洗إ・風呂水・野ࡊや飲み物を冷やすことなどに利用されている。水道導入後は、カバタの水

（生水）と水道水を目的によって使い分ける家庭、地下水をポンプで汲み上げ家の中に取り込
んで利用する家庭など、使い方は様々であるが今も毎日の生活の中で大切に使われている。

　ㅡカバタの実用的価値
　針江集落の人々は、水道が導入されても毎日の生活用水としてカバタの水を使い続けている。
ऄ口をひねれば水が出るけれど、それでもカバタまで降りていき、しゃがんで水を使う。
　カバタを利用することが生活の一部として身体に染みついている。
　　「水道水に比てΧϧΩष͘な͘て͓いしいからɻ」「水道代͋·りかからないからɻ」
と言った:さんと'さんの言葉から、カバタの水を利用し続けることに今も合理的な理由があ
ると納得できる。しかし、実はそれだけではんく水質の良さやศ利さ以外により本質的な何か
がある（川田，2013）からこそ、針江の人々はカバタの水を今もなお利用し続けている。その
ヒントはMさんにとってのカバタの存在・価値にあった。
　　「ྫྷଂݿͰྫྷやしͨのはྫྷえす͗てし·うが、ΧόλͰྫྷやしͨΠνδクや౧なͲは、
その··のຯが分かるɻΧόλの水Թの14ʙ15ˆ͘らいͰྫྷやしͨ΄うがみඈͣ
にͪΐうͲいいɻ」

　　「ౙは、౬かしثにしな͘てΧόλの水Ͱྫྷͨ͘ないし、͓とかચうのにख
れてし·うからΧߥれないɻ水道水の͓౬のํͰચえいいけれͲ、͓౬Ͱચうとखがߥ
όλの水Λうɻ」

　このように１年中変わらない水温の（Նは冷たく、ౙは温かい）カバタをうまく使いこなす
“知恵”や“工夫”がそこにあった。

　ㅡカバタの観念的価値と精神的価値
　　「Χόλは、地形的にͭ͘Ζうと思ってͭ͘れないʜఱのܙみなんͰすɻそういう地域
にॅんͰいるとͶ、͋りがͨいなっていうँײのͪ࣋ؾ͋るし、そういう自然がして
͘れͨ水文化ってのकってい͖ͨいɻ」

という'さんの言葉から、カバタは“水神様の宿る場所”としても大切に守られてきたことが
分かる。１年の始まりは、カバタからいただく若

㇏ㆉㆿ㆚

水を神様にお供えしたり、カバタで汲んだ水
を使ったお雑煮を食べるという習׳があるという。
　このように、カバタは神な場所としても大切に守られ、信仰の対象としての“観念的価

図８　Χόλのみ
（江ύϯϑレッτよりҾ༻）
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値”や、水に感謝し大切に使うという“精神的価値”を生
み出してきたのだ。その価値は、針江集落ならではの水文
化として、人々の心の中に存在し続けている。
　ㅡカバタの社会的価値
　集落の各家庭のカバタが水路や川でつながっているから
こそ“わきまえ”を持ってカバタを利用し、維持管理して
いる。
　　「ΧόλっていうのはͶ、１ຊの川の水Λ্流から下
流みんなͰっているɻͩから、্流の人ʑは川にԚ
いのΛ流さない・ࣺてないというのがͨりલの生
࣋ؾなのͶɻそうやって্流の人ʑは下流の人ʑの׆
ͪΛ考えて、川Λ͖れいにって͖ͨɻ下流の人ʑは্流の人ʑが川の水Λ͖れいにっ
て、下·Ͱճして͘れているɻ͋りがͨいな͋というँײのͪ࣋ؾΛれないɻ」

という'さんの言葉から、集落内はもちろん、上流域（源流域の朽木）から下流域（琵琶湖や
淀川、大阪湾）にかけてみんなできれいな水を守り、大切にする人々の作法が存在するという
意識が伺える。これらは、誰かが決めたものではなく、人々が水と関わる中で自然と生み出さ
れてきた価値観や知恵である。
　このようにしてカバタは、人々と水の関わりだけでなく、人々の間につながり（信頼関係）、
規範などの“社会的価値”をもたらし、感謝や思いやりの心といった“精神的価値”も生み出
している。毎日の生活用水としての実用的価値や湧水を使うことで得られる経済的価値以上
に、毎日当たり前のようにカバタを利用するという経験の中で生み出された生活の知識（�生
活知・実ફ知）があるからこそ、カバタ文化は今も人々の生活の中に埋め込まれ、生き続けて
いるといえる。

　ᾱ　カバタの価値を守る仕組みづくり
　ㅡ針江生水の郷委員会の取り組み
　今から12年前、NHKの「里山・命८る水辺」という番組で、針江集落のカバタ文化が取り
あげられたことをきっかけに、人々が集落を訪れるようになった。小さな集落にಥ然外部の
人々が入り、勝手に庭先に入って家庭の敷地内にあるカバタを見に来るなど、集落の人々の生
活やプライベートが脅かされるようになった。そこで、ある世代を中心に地元住民有ࢤが針江
生水の郷委員会を立ち上げた。そして、観光地でないことを前提として、地元住民がガイドと
なり訪問者を受け入れるツアーという形で集落内のカバタを案内するようにした。見学料とし
て１人1000円という比較的高額の設定をしているのは、訪問者が過剰に増えることにࣃ止めを
かけるというૂいがあるためである。個人の敷地内にあるカバタは、委員会で了解を得ること
ができた家庭のカバタのみをツアーコースに設定する。また、集落内の空き家を活用して宿ധ
施設を運営し、１人１ധ3000円でカバタのある暮らしを実際に体験することができる。
　このように、委員会が訪問者に対する仕組みづくりを徹底することで、訪問者から対価を得
ながらもカバタ文化を売り物にすることなく、集落の生活環境やカバタ文化を大切に守ること
に貢献することをめざしている。
　委員会は日常的なツアーガイドだけでなく、世界湖প会議に参加して針江のカバタを発信し

図̕　流域Λӽえͨ水・人のͭながり
（ώΞϦϯά内༰Λجにචऀ作成）
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たり、メディアの取材に協力したりと、外部に対して積極的な情報発信も行っている。委員会
メンバーの̮氏によれば、こうした外部への発信とコミュニケーションを通して針江のカバタ
文化に対する評価を受け取ることで、その価値を再認識することができる。これが委員会の活
動の原動力の一つとなっていると考えられる。

　ㅡ集落による共同資源管理活動
　しかし、当初は委員会の活動はカバタという集落の共有資源を使って“金け”していると
捉えられ、住民から൷判があったという。野田（2014）によれば、そうした住民からの൷判に
対して、委員会は針江区（自治会）と共同で針江大川にコイを放ったり、花のプランターを置
くなどカバタ案内以外に集落の環境を向上させる活動に取り組み、次第に理解を得ていったと
いう。
　針江集落を流れる針江大川を人々は“使い川”や“里川”と呼び、集落の共有の財産として
水を利用し、維持管理してきた。今も３月・５月・７月・11月の年４回、集落総出で川除が
行われている。これは、集落に暮らす人々みんなで作業をするという社会的な意味に加え、川
の水が安全に流れて൙ཞを防ぐという防災の意味も含まれている。また、清によってが刈
りとられた川は、居場所がなくなって出てきた魚がたくさんいる。その魚を追いかけて、子ど
もたちがかいどり（手づかみ）を楽しむ場にもなっている。針江大川は、集落の人々と水のつ
ながりだけでなく人と人を結びつけていたり、地域での防災にもつながったり、子どもたちの
遊び場になるなど“社会的価値”を生み出す川でもある。
　カバタは各家庭のものであるが、針江大川、ヨシ原、かつての内湖などは集落総出で清な
どを行い、共同資源管理が行われている。針江集落の人々は、カバタから琵琶湖へとつながる

“里川”を毎日の生活の中で当たり前のように利用する中で精神的価値や実用的価値などを享
受してきた。
　̮氏によれば、現在は集落全体が訪問者を受け入れ、「お٬さんが来はるから、きれいに使
おうʂ」というような意識が生まれているという。野田（2014）の指摘を踏まえるならば、同
時に生水の郷委員会は集落の共有資源を私的に利用しているのではないという共通認識が形成
されていると考えられる。
針江集落の人々は、外からの視点をきっかけに今までの生活に埋め込まれていた様々な価値や、
それを集落共同体で守っていることを再認識したと言える。

　ᾲカバタ文化の継承
　ㅡ身体の一部としてのカバタ
　針江集落の人々にとってカバタは生活の一部であるのと同時に、切っても切れない存在で、
まるで身体の一部のようなものである。その例として、'さん宅では家を新しく建てかえる際
に、やむを得ず昔から使い続けてきたカバタをつぶさなくてはいけなくなった。新しい家にも
新しい立なカバタをつくることにしていたものの、先祖代々受け継がれてきたカバタのᆵ池
がレッカーで上げられていくのを見て、ऐしいという気持ちを通り越して、“௧み”さえも覚
えたそうだ。
　　「ચいΛしͨり、とって͖ͨ大根Λ入れてચって௮作っͨり、͓Λ作っͨͤいΖΛ
入れて͓͘とみんなޥが৯て͘れͨりʜそんな͋りがͨいのΛ分かっとるのに、ٸにᆵ
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池ΛͭͿされͨらٽけるよɻ代ΘりΛ͜しらえて΄しいΘってݴってೋとಉ͡ᆵ池は
Ͱ͖ないͰすやんɻ」

という言葉からは、カバタをࣦうことが自分自身の過ごしてきた時間や経験を含む心象風景や
ルーツまでもࣦうことと同然であるといえる（川田，2013）。このような感覚は、他に置き換
えることのできないカバタとの身体的関係性があったからこそ生み出されてきたものである。
　このようにカバタは、集落の人々の生活とີ接な関係性を持つ最も身近な水辺であり、毎日
の生活の中で利用する資源としての価値に限らず、多様な価値を生み出すものであった。それ
は針江集落の人々にとって、特定の誰かが外部者に対して切り取って“売る”ことができるも
のではなく、集落全体として守りその価値を享受し続けていくべきものなのである。

　ㅡ里川の価値を継承するという課題
　　「子Ͳのࠒから、Χόλって大事ͩよっていうような事Λڭえられて͖ͨɻのഎ中Λ
、えΛकりଓけて͖ͨɻそれΛकりଓけてい͘うえͰڭてҭっているから、ੲのそういうݟ
ってえてい͘のはݴの代に͜うͩよって࣍、の自分の͋りがͨさというのΛれͣにࠓ
自分らの命ɻ」

　　「のいう͜とΛฉかないといけない࣌代から、ࠓは自༝な࣌代にมΘって͖ているɻそ
れ（Χόλ）Λいかにकりଓけてい͘かっていうのは、࣍のੈ代にはগししい事Ͱ͋る
が、ࠓ·Ͱଓけて͖ͨ大事なॴ（Χόλ）Λޙのੈ代にकっていって΄しいɻ」

　　と̛さんはޠっͨɻ͜のݴ༿からੈ࣍代のएऀにΧόλΛडけܧいͰらいͨいという想
いがݟてとれるɻしかし、एいੈ代ͰΧόλΛいଓける人は多͘ないɻ生༷ࣜ׆がม化
する中Ͱ、生׆の中にຒΊࠐ·れていͨΧόλ、ͻいてはཬ川のՁΛڗडしづら͘なっ
ていると考えられるɻ

ߟ　４
　4-1　２ͭの地域からݟえͨ琵琶湖पล地域に͓けるཬ川
　多様な価値の顕在化過程を明らかにするために、人と水の関わりがࣦわれつつも面影を残し
ている伊庭集落と、昔から受け継がれ続けている針江集落の２つの地域に着目してきた。
　伊庭集落は、内湖の干拓や車社会の到来などによりࣦったものは多いが、針江集落のように、
水との関わりの中で多様な価値を生み出してきたことが分かった。生活用水として利用する実
用的価値にとどまらず、そこには毎日の生活の中で生み出される生活の知恵（�生活知・実ફ
知）や技が存在し、また水を信仰の対象とする精神的価値、人のつながりは水のつながりと捉
える社会的価値を生み出している点は同じであることがわかった。地域の人々とີ接な関係性
を持つ身近な川（水）をみんなのものとして管理・利用する、“近い水”としての里川的な関
わりがあったことを確認できた。そして、伊庭集落と針江集落で多様な価値が顕在化する過程
の発展段階が異なっているということも分かった。
　
　4-2　֎෦との関係がͨらすՄ性と՝
　針江集落の人々は、外からの視点によって自分たちの当たり前の生活を見直し、カバタ文化
が集落の宝であることに気づいた。そして、私たちのような生まれた時からऄ口の水しか知ら
ない人々との対話（自分たちの暮らす地域を言葉で伝えていくこと）の中で、カバタを通した
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水との関わりの経験を継承することを試みている。この
経験の継承を通して、針江の人々は集落の魅力を再発見
し、外部の人間は、自然は多様な価値を持っていること、
自然と関わり続ける中で生み出されてきた生活の知恵や
技を知ることができる。そして何より、自然の価値を“資
源”としかとらえることができない生き方をしているこ
とに気づくのだ。このような関係性は、双方にとって意
味のあることであり、地域づくりを進めていくうえでも
重要な視点なのである。これが本ߘで言う価値の顕在化
過程である。
　針江集落の人々が共同で守ってきた里川を、人と自然
の関係性の総体として今後継承することが課題である。
　伊庭集落は、針江集落のカバタのように、今の時代もカワトや田舟を使った生活をしている
わけではない。しかしながら、日本遺産に認定されたこともあり、今後水辺景観を将来世代に
守り伝えようとする動きが出てくると考えられる。
　現在は、まだ地域住民の間で自然との関わりの中で見出された多様な価値を明確に表現する
ガイド育成などが十分でない現状であるものの、一方では日本遺産認定によって針江集落が一
貫してආけてきた観光地化が進んでしまう可能性もある。伊庭集落の人々が自ら生活に埋め込
まれた里川的価値を認識する過程なしに、切り取られた水辺景観が資源化され“売り物”にさ
れることは果たして里川の多様な価値を継承することにつながるであろうか。
　伊庭集落にとって今後の課題は、集落全体の財産である水辺の暮らしと景観を管理する体制
を改めて整えていくことであろう。そのためには、集落の人々が地域の水辺景観の多面的な価
値に気づき、自ら守り継承する内発的な動機を持てるかどうかが重要である。上述したように、
価値の顕在化過程における外部者の評価がその重要なきっかけになる可能性もある。集落の
人々との対話の中から、一人ひとりの自然との関わりの“経験”にふれることができれば、集
落に点在する“伊庭集落で暮らす人々の文化・伝統を語るストーリー”を水辺景観と共に未来
に残すことができるのではないだろうか。

５　おわりに
　琵琶湖周辺の地域は、多様な自然の価値や時代の変化の中で私たちがࣦってしまったものに
気づかせ、問いかけてくれる。そして、今を生きる私たちが忘れかけている大切なものを教え
てくれる地域だ。
　私たちは毎日の生活の中で、ऄ口をひねれば水が出るという生活を当たり前のようにしてい
る。水を資源として利用することが目的となっている“遠い水”としての関わり方をしてきた
のだ。
　今回の研究での、自然と共に生きてきた地域の人々とのふれあいを通じて、私たちは“人と
人のつながり”や“わきまえ・思いやり”などを大切にして、水と多様な関わりを持つ生き方
を知った。私たちは、ศ利であることが豊かさであると捉えてしまいがちな現在の社会の中で、

“本当の豊かさ”を忘れてしまっていたことに気づかされた。そして本当の豊かさというのは、
“人と自然との関わりの中で見出される多様な価値を受け取ることのできる生き方”なのでは

図1�　Ձのݦ在化աఔ（චऀ作成）
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ないか。
　普通に生活していたら気づくことができないような目には見えない豊かさを感じることがで
きる。それが人間の想像力や創造性の源ઘとなる。これこそ人と自然が関わることの意味であ
ると私たちは考える。
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──────────
１　近い水とは、井戸や川水や湧水といった、人々から近い水源からの水のことで、地域や人々の工夫

によって得られるもの（嘉田，2003）。
２　遠い水とは、遠い水源から長い管を通じて運ばれてくる水で、いわゆる近代化によって得られる水

道水（嘉田，2003）。
３　琵琶湖総合開発とは、琵琶湖の自然環境の保全と水質の回復を図りつつ、水資源の利用と関係住民

の福ࢱを増進することで近畿圏の健全な発展に寄与することを目的として、1972（昭和47）年度から
25年間かけて実施された。事業は自然環境を守るための保全対策、琵琶湖周辺の洪水被害を解消する
ための治水対策および水をより有効に利用できるようにするための利水対策の３つの柱で構成された

（滋賀県内湖再生全体ビジョンより）。
４　内湖とは、琵琶湖の一部であったが土砂などによってִてられた水域のこと。
５　おかずัりとは、田んぼと湖、川を行き来しながら農業と結びついた魚ัをしている。その中で、

畑仕事の帰りに仕掛けに入った魚をัってカバタに入れ、食卓のオカズに１品ఴえるという待ちの漁
法のこと。

６　干拓とは、水面や低湿地などを堤防で閉め切り、内湖の水を排水して新たに農地を作ること。
７　近江水の宝とは、滋賀県の教育委員会の文化財保護課が、滋賀県内から昔の風景が残っている由緒

あるところを100箇所選定するもの。
８　景観法とは『我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策

定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活
環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び
地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。』（景観法：第一章を引用）

９　日本遺産とは、『地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを日本遺産
として文化庁が認定するもの。また、日本遺産は登録・指定される文化財（文化遺産）の価値付けを
行い、保護を担保することを目的とする世界遺産とは異なり、地域に点在する遺産をその地域の魅力
として活用し、発信することで、地域活性化を図ることを目的としている。』（文化庁HPを引用）

10　ॖ織とは、೨
㇈

りの強い横糸を使い、織り上げた後に温湯でもんでॖませ、布全体にしぼを表した織
物のこと。

11　೨糸とは、織物や糸を１本または２本以上そろえて೨りをかけた糸のこと。
12　緑肥とは、生きている状態にある緑色の植物を田畑の土中にすき込んで作った肥料のこと。
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琵琶湖Ԋ؛域のࣾ会・จԽに関するจݙϨϏϡー
　

龍谷大学大学Ӄ政策学研究Պത࢜課ఔ
ยۅ　　༔

龍谷大学政策学部・।教授/里山学研究センター・研究員

ਗ਼水ສ༝子

１．ຊߘの目త
　本ߘは、琵琶湖沿岸部の生活・生業にかかわる社会的・文化的な側面についての先行研究を
整理したものである。琵琶湖周辺に関する研究はかねてより盛んに行われており、研究対象と
して資源利用・管理や生業活動、マイナーサブシステンスを扱ったものなどがあり、学問領域
としては環境政策論、景観保全論、生活文化論、生態学、地理学、民俗学、社会学など多岐に
わたる。
　琵琶湖に関する研究は、ある１つの自然環境（水域）に関する研究という意味では、社会科
学・人文学に限ったとしても例外的な蓄積を誇ると言ってよいだろう。そのすべてをۛ味する
ことはできないが、何に関心が向けられ、どのようなアプローチがとられてきたかといった一
定の傾向が明らかになれば、今後の琵琶湖に関する社会科学・人文学研究の方向性を考える際
の手掛かりになるだろう。
　　本ߘでは、大௬（1991）の言うところの「水界」、つまり「人々と関りを持っている水の
あるところ全て」に関わる研究群の中から琵琶湖沿岸域の社会的・文化的な側面に注目した研
究を対象とし、主に1990年以降に書かれたものを「生業・生活」、「調査・政策」、「里山・里湖
景観」の３つの視点に分けてレビューを行った。それぞれの研究群が、琵琶湖沿岸域の暮らし
や生活の変化をどの様に捉え、何を論じてきたのかを整理する。

２．֤研究܈のϨϏϡʔ
　2�1　琵琶湖Ԋ؛域の生業・生׆
　琵琶湖の漁Ꭴ活動から見たものに大௬（1991）、大௬（1998）、ӎ田（2001）、ӎ田（2005）
がある。大௬（1991）は、琵琶湖岸に位置する知内における村人の漁Ꭴ活動と水界との結びつ
きの変容を明らかにしている。第二次世界大戦後の漁業制度改革により水界の分断が始まり、
村人の大半が漁Ꭴ活動に関われなくなり、知内の人々にとって水界は生活や意識から程遠いも
のとなった（大௬，1991）。また大௬は、現代資本主義体制のもとで行われる漁Ꭴ活動、特に
沖島での漁師の生活と環境の関わりについても考察を行った。沖島の漁師には、自らの生活の
ために資源として働きかける自然と、ほとんど働きかけを放棄する自然の２種類の自然があ
る。そこには自然を徹底的にコントロールしようとする意ࢤはなく、獲れなくなった漁獲資源
や価値が低いものに対しては働きかけをやめ、他の対象に働きかける。そのため、そこに資源
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の保護回復という視点はなかった（大௬，1998）。ӎ田（2005）は、沖島とݎ田の漁民が有害
外来魚ۦ除に対しての働きかけを、漁民を取り巻く社会・経済システムの違いから明らかにし
た。沖島の漁師達は漁獲物を全て同じ場所に水༲げし、そこの指示のもと漁Ꭴ活動を行うので
田の漁師達は個別に行商人や流通業者と取引関係ݎ、除事業にも参加しやすかったのに対しۦ
を持っていたため、ۦ除事業に参加する事が難しかった（ӎ田，2005）。また、ӎ田は沖島の
漁師の山アテの呼称から漁Ꭴ活動においてધ上でどの様に陸地景観を認識しているのかも明ら
かにしている。漁師は陸地景観に対し全体から部分へと視認範囲をߜり込みながら、ધഫの位
置をより正確に定位し、山アテの呼称として身体や道具といった身近なものを連想しながら簡
易に認識し、「山」型には「もの」的表現を「崎」型には「こと」的表現が多くなされるなど、
呼称表現の違いが生じている事がわかった（ӎ田，2001）。
　古代より漁Ꭴ活動が行われてきた琵琶湖であるが、かつては「ࡴ生ې断」や「放生」儀礼に
絡む習׳や「ې漁場」が設けられていた（嘉田ほか，2001ʀ鎌谷，2013）。「ࡴ生ې断」や「放
生」といった習׳は、神道的な不ড়観が仏教的なࡑの思想と結びつき制度化されたもので、そ
れらの習׳をもとに「ې漁場」が設けられたと考えられる。「ې漁場」は最初こそ宗教的なも
のであったのだが、近世頃から領域支配的なものに変化した。とは言え、これにより近代的な
資源管理制度が導入されるまで琵琶湖独自の生態系は守られてきた。だが、現代社会では「ࡴ
生ې断」や「ې漁場」の概念はほとんどど残らず、「放生」や「供養」といった文化が一部で
残っているだけである。
　堀越（1999）は琵琶湖周辺の食生活について言及し、閉ざされた生態系の中で独自の進化を
遂げた魚介類を獲るために琵琶湖では40もの漁法が開発され、そこで獲れた魚から琵琶湖独特
のナレズシ文化が形成されたと述べている。ナレズシには各家庭の流儀があり、ハレ食や神饌
にも用いられてきた。このナレズシを作るための漁Ꭴ活動に用いられる道具について研究を
行ったのが佐野（2011）と西川（2002）である。佐野（2011）は、琵琶湖を代表する漁法であ
るエリを用いた漁法の発達について考察している。エリとは、湖প河川の浅い水域に設けられ
る定置性のؕᜪ漁法であり、全長１kmにも及ぶ大型かつ精巧なエリは、琵琶湖にしかみられ
ないものとされてきた。これは、琵琶湖の地底条件に加え琵琶湖固有種の生態学的条件に対応
した事や数回の技術発展があった事が理由として挙げられている。西川（2002）は、ヨシの
様々な利用方法や歴史を紹介しているが、エリやヤナについても触れており、ヨシで編んだエ
リは中が非常に明るく魚の入りが良かったが１年しか利用できなかった事、中国にも似た漁法
があるがヨシでのエリ漁は日本独自のものである事、生時代にはヤナ漁が行われていた事等
を紹介している。また、著者の実家はヨシのԷ売りを行っていたため、ヨシの生産に関わる年
間作業や仕事の手ॱ等にも触れられており、ヨシの利用や歴史についてかなり詳しく言及した
著書となっている。ヤナ漁について生じた利害対立とその社会的背景について考察した伊藤

（1991）は、伝統的な漁法が守られてきた背景として「琵琶湖の自然条件に適合した漁法、言
いかえれば、合理的な漁法であったからといえよう。しかも、漁法だけでなく、漁具の資材に
ついても、たとえば、エリの資材が竹・ヨシからできているように地元で入手可能な材料をつ
かっていた点もその理由であろう」と述べ、近年の「琵琶湖総合開発」によりこれらの伝統が
ࣦわれる事を危惧している。
　漁Ꭴ活動により得られた魚は沖島のように一ヶ所に集めて加工・販売される事もあれば、ݎ
田のように漁師と付き合いのある流通業者によって各家庭に販売される事もある。かつて、琵
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琶湖の北部には「ボテフリ」と呼ばれた魚行商人が存在し、主に農村地域を中心にその日獲れ
た魚を行商していた。「ボテフリ」は現在、車での移動販売や村にある昔ながらの小売商店と
して形を変えながら残っている（⇶，1994）。
　また、琵琶湖は漁Ꭴ活動だけでなく舟運の主要経路としても利用されていた。出口（1994）
によると、かつて「キタブネ」と呼ばれたધ頭が湖北地域と大津や近江八幡を往復し、瓦や薪
柴を運んでいた。だが、都市経済生活の変化から水辺と人々の多様な関係が途切れたため、舟
運は衰退していった。
　琵琶湖沿岸域の住居に注目したものとして山崎（1999）がある。山崎は琵琶湖周辺の住居の
特徴を地形や気象条件といった風土や生業から違いが生じた事を示し、近年では生活の近代化
により住居も均質化しつつあり、新しい住居も含めた琵琶湖の住文化を継承する必要を述べて
いる。
　また、松尾らは伊庭内湖を中心に周辺集落の古老に対してヒアリング調査を行った結果、同
じ内湖周辺の集落であっても、内湖と集落の位置関係や漁業権や田舟の有無等の違いによって、
人々と内湖の関わり方に違いがある事を明らかにした（松尾ほか，2007）。

　2�2　琵琶湖Ԋ؛域Ͱ行Θれͨௐࠪ・政ࡦ
　琵琶湖沿岸域の住民が水利用や水環境の変化に伴って自然をどのように認識しているのか、
またそれが政策や活動にいかにつながるかという観点から行われたいくつかの研究がある。
　嘉田（1991）や古川（1991）は、琵琶湖岸から概ね２km以内の342の自治会長を対象にアン
ケートや聞き取り調査を行い、水道水の導入により人々が水の「流れ」に対する関心をࣦい、
それまで伝統的に利用されてきた川や井戸、湖が使われなくなり、それらの利用とセットに
なっていた用排水システムも川の排水路化や内湖の消滅で崩壊した事を明らかにしている。さ
らに、生活の実利性が追求される様になった事で、地域の個性に応じた用排水のつながりに対
する認識もࣦわれてしまったので、今後は現代社会の中でいかにして伝統的心性を生かして再
構築するかが課題であると述べている。
　新（2008）ۄは、人と二次的自然の関わりを「琵琶湖お魚ネットワーク」を事例に、市民参
加型調査で情報を収集した。市民参加型調査とは、専門家だけでなく地域に最も詳しい情報を
持つ地域住民の参加のもと行う調査で、個人で行う研究とは異なり大量の広い地域のデータを
解析する事が可能である。ここでは、琵琶湖お魚ネットワークの参加型調査を契機に滋賀県内
で形成されたネットワークの例が紹介されており、参加型調査の社会的意義が確認されている。
　中小都市圏での自然再生に対する地元住民の意識構造の解明に取り組んだ高橋らは、近江八
幡市西の湖周辺でアンケートとインタビューを行い、地域住民にとって象徴・アイデンティ
ティと感じられる動植物が、自然環境保全への動機付けとなっている事を明らかにした（高橋
ほか，2013）。また、新ۄらは、高島市内の歴史的文化背景と年齢構成や居住年数といった社
会属性が似ている隣接する３集落（針江、深ߔ、Ԃ）で、水環境や保全活動に関する意識・
行動についての比較アンケート調査を行い、ボランティア団体が行う環境保全活動が地域住民
の意識にどの様な影響があるのかを考察している。保全活動への参加について、針江では環境
ボランティアを中心とした保全活動に関する「呼びかけ」があった分だけ他の２集落より高
かった事が明らかになった（新ۄほか，2009）。
　行政としてこうした住民参加型の調査をどのように活かすのか、という問題意識から、嘉田
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らは生活環境主義に立脚した治水政策である「流域治水」を標ᒗしている。地域住民からのボ
トムアップで議論を展開し、縦割り行政の意思決定の困難さを克服しようとしている。その上
で、地域に長きにわたり蓄積された治水文化に学び、実行可能な治水の選択ࢶを増やすための
仕組み・制度を用意する事が、滋賀県の流域治水であるとしている（嘉田ほか，2010）。
　平山らは、滋賀県における世論調査の結果の属性割合を分析する事で、琵琶湖を含む滋賀県
の水環境に対する県民世論の長期的変遷を握する事を試みた（平山ほか，2011）。平山らに
よると、県民は水環境を守る施策に対する満足度が高いものの、今後更に琵琶湖の保全施策に
取り組むべきと思っており、実際に活動を行う県民の割合も増えてきた可能性が高く、今後も
この割合は上昇すると予想されている。また、佐々木らは、琵琶湖河川レンジャーの活動報告
書の分析から住民と河川行政との連携のポイントを明らかにし、河川レンジャーが情報収集を
各課の担当者へ行う事が、住民と河川行政の連携に大きな役割を果たすとした（佐々木ほか，
2008）。

　2�3　琵琶湖Ԋ؛域のཬࢁ・ཬ湖ܠ観
　ここでは里山・里湖景観を「保全」、「所有・利用」、「経験」の３つの視点から考察する。
　琵琶湖沿岸域における里山・里湖景観の保全について論じた研究としては、嘉田（1996）や
佐野（2003）、佐野（2008）、横張ほか（2009）などの研究がある。嘉田（1996）は、村落の保
全機能（人間・作物・領土）を踏まえながら、領土の中の「水」に焦点をあてて村落が果たす
べき保全機能について、マキノ町知内の例を引き合いに社会組織や生活文化の面から論を展開
している。嘉田によると、これまでの農村整備には生産や機能重視といった「男の論理」が優
先されてきたが、今後は水の持つ多義的な世界観を見直し多様な主体の関りのもと、農村景観
の中に埋め戻す必要があると述べている（嘉田，1996）。
　佐野は、歴史地理学的手法を用いて、琵琶湖沿岸域の入江内湖を対象に、主に近世以降の景
観から地域住民の生業活動と内湖の環境変化を分析を試みている。入江内湖の生態的環境とそ
の伝統的環境利用システムは、昭和初期の水位低下に伴う生物資源の減少と、半農半漁の生業
形態から専業的活動への変化を契機にして崩壊した事を明らかにし、多様な価値を持っていた
内湖が「農地への転換」という単一の価値観へと集約された事が、内湖の干拓促進につながっ
たと指摘した（佐野，2003）。
　横張らは、近江八幡のヨシ原の面積の分布変化から、水郷地帯の伝統的景観であるヨシ原も
時代の社会状況に合わせて大きく変容してきたことを論じ、農村景観の保全はջ古趣味ではな
く、創造的な行ҝとして認識する必要があると述べている（横張ほか，2009）。「里湖」と呼ば
れる琵琶湖の水辺景観は民俗文化の豊かさと深く連動しており、水辺景観を構築してきた生業
技術は、今後の水辺の保全・生態म復にも応用可能であるという指摘もある（佐野，2008）。
　しかし、水辺景観の保全・再生は、地域住民の生業・生活の技術だけでは実現が難しい。例
えば、水辺の生業技術を持つと考えられる内水面漁業を行う漁師の中には、外来魚ۦ除の補助
金に頼らざるを得ない者もいる。一方で、外来魚を釣りという形で楽しむ遊漁者もおり、漁業
者だけが努力をしたところで外来魚問題は解決するわけではない。遊漁者も含む多様な地域住
民と関わる形で外来魚ۦ除を進める事で、生態系や水辺景観を保全・再生することが必要にな
る（山内ほか，2013）。
　里山・里湖景観の所有・利用については、藤村ほか（2006）と嘉田（1997）、遊ຏほか
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（1998）をここでも引用する。藤村らは琵琶湖北岸に位置する西浅井町の岩熊集落でのヨシ帯
をめぐる社会関係について考察している。内湖の周辺に存在するヨシ帯には岩熊の人間の総有
感覚がજんでおり、この感覚は近代的所有制度が施行された今日でも、琵琶湖沿岸各地の人々
に残っていると報告されている（藤村ほか，2006）。
　嘉田は余ޖ湖周辺で行った調査から、「共有自由資源」「共有契約資源」「共有制限資源」「私
有資源」の４つの資源タイプが同一空間に重層的に折り重なった資源利用形態である「重層
的資源利用」が行われている事を明らかにし、そこでは「所有」よりも「利用」が重視され、

「労働（働きかけ）」と「資源の循環的利用」の中で村落生活を維持しようとする生活保全の原
理が働いている事を明らかにした（嘉田，1997）。また遊ຏらは、余ޖ湖周辺の川並集落の調
査から、生活の中で余ޖ湖周辺の土地に対して働きかけ続け（時には過度とも言える資源利用
もあったが）、余ޖ湖周辺の環境を維持してきたと述べた。だが、現在は余ޖ湖下流域での整
備により、生活場面のほぼ全てで湖との付き合いがなくなり、水系環境や生物に対して影響が
出た事が判明した（遊ຏほか，1998）。
　最後に里山・農村景観とそれを形成する人々の内面世界（経験）について、環境社会学の生
活環境主義および経験論の立場から論じた研究としては藤村（1994）、ദ尾（2014）、嘉田ほ
か（2000）、堀内ほか（2009）、野（2009）がある。藤村は、日本の伝統的な「むら」に生き
る人々が周囲の自然をどの様なものとして経験しているのかを、西浅井町岩熊集落を事例に明
らかにした。藤村によると、岩熊では人間関係が成立する範囲内の全ての空間が「公」であ
り、その上に様々な濃淡を持った「私」が塗られているとし、自然は社会生活から切り離して
経験されるのではなく、人との関係の強ऑ（濃淡）に基づいた距離を持ち、自然と社会生活の
明確な境界線は存在しないとした（藤村，1994）。ദ尾は、野洲市の集落にて環境配慮的な農
業（魚のゆりかご水田プロジェクト）が、どのようにして非農業者を含めた集落の「暮らしの
中」に入る事ができたのか、「記Ա」をキーワードに検౼した。暮らしの中に当たり前に存在
していた「魚」を環境指標とし、集落の中に圃場整備前の「楽しく、嬉しく、心がわくわくす
る様な記Ա」をש起できた事がポイントだったと述べている（ദ尾，2014）。嘉田らは、この
様な「記Ա」について琵琶湖周辺の３世代にわたって「水辺の遊び」を切り口に調査した。水
辺空間の変遷により現代の子供たちが水辺で遊べなくなり、安全ではあるが面白くなくなって
きている事に対して疑問を呈している（嘉田ほか，2000）。堀内らは、大津市八屋戸地区の森
山集落で面接形式での聞き取り調査を行い、かつて、里山の空間や資源が子供の遊びの中で多
様な利用がされていた事を明らかにした（堀内ほか，2009）。また、琵琶湖周辺の住民参加に
おけるヨシの半栽培という伝統の継承性を検౼した野（2009）は、ヨシの利用の仕方は地域
毎に特色が異なり、その利用の度合いや手入れの方法も異なっているため、ヨシの様な身近な
自然を守る活動に必要とされているのは、科学的知識に基づいたマニュアル化された活動では
なく、自分達の生活を良くするために必要な関わり方を問い続ける事であると述べている。

ߟ．３
　各研究群のレビューから明らかになったことは、以下の諸点である。
　第一に、琵琶湖沿岸域における人と自然の濃ີな関わりを示す多くの習׳、儀礼、技術等の
民俗文化の存在と、その変化である。地域ごとにこまやかに異なっていた民俗文化は、主に第
二次大戦後、とくに高度経済成長期に変化が始まったという認識が共通して見られる。変化の
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契機は制度改革、生業活動の専業化、生活様式の近代化（西洋化）と均質化などが指摘されて
いる。世代交代を重ね、今後は高度経済成長期以降に生まれ育った世代が大半を占めるように
なっていくが、琵琶湖沿岸域の生業・生活はどのような変化を遂げるのか、そのஹしを丁寧に
捉える必要がある。
　第二に、陸路では240km以上にも及ぶ琵琶湖沿岸域の各地域が、多様性を持ちながらも琵琶
湖への接続という点で共通性・一体性を持つという認識が見られることである。そのことは、
滋賀県という一つの政策主体が治水・利水のあり方や農業のあり方などを考える際の基本と
なっている。したがって、政策形成過程はボトムアップ的にならざるを得ず、参加型調査や地
域ごとの取り組みを起点とした過程となる。一方で、どの地域に暮らす人々も水を介して琵琶
湖と接続しているということの意味は、十分に深めて論じられていない。
　第三に、今後の景観の保全・再生における新しい里山・里湖文化形成の重要性である。琵琶
湖沿岸域における生業・生活を通して人々が形成してきた文化（技術、習׳、規範、意識な
ど）が、里山・里湖景観の形成においてきわめて重要な要素であることは、文化的景観の議論
などを見ても共通理解と言ってよい。しかし、ࣦわれつつある人々の営みと景観をどのように
保全・再生するのかと問うた時、昔の生活に戻ることを住民に求めることは現実的ではない。
しかし物理的な景観を標本的に保存することは、本当の意味で景観の価値を継承することには
ならない。そこには新しい文化の形成と発展が必要であり、それは里山学研究センターが構築
しようとする“4atoyamaモデル”の重要な要素でもあるとච者は考える。
　琵琶湖沿岸域で様々に取り組まれている活動が、人々と自然との関係をどのような仕組みで
再構築しようとしているのか、そこにどのような里山・里湖文化と言うべきものが生れている
のかを୮念に見出していく研究が必要であろう。

参考文献
伊藤（1991）߁「漁場相論─の漁業史」鳥越ᚠ之，嘉田由紀子 編『水と人の環境史琵琶湖報告書』

株式会社御茶の水書房.（pp.87〜124）
ӎ田宗平（2001）「琵琶湖におけるધ上からの陸地景認識に関する研究」『ランドスケープ研究：日本造

Ԃ学会誌』64（5）（pp.751〜754）
ӎ田宗平（2005）「環境問題と環境民俗学─「地域」環境問題から地域を読みなおす視点─」『地域政策

研究（高崎経済大学地域政策学会）』第７巻第３号（pp.1〜15）
大௬恵美（1991）「水界と漁Ꭴ─農民と漁民の環境利用の変遷」鳥越ᚠ之，嘉田由紀子 編『水と人の環

境史琵琶湖報告書』株式会社御茶の水書房.（pp.47〜86）
大௬恵美（1998）「現代の自然─現代の琵琶湖漁師と自然とのかかわり」『ץق人類学』19（4）（pp.186

〜211）
ദ尾珠紀（2014）「環境配慮的な農業を支える田をめぐるむらの記Ա─滋賀県琵琶湖畔の農村集落の調査

から─」『滋賀大学環境総合研究センター研究年報』vol.11 No.1（pp.33〜43）
嘉田由紀子（1996）「村落社会と水環境問題への文化論的アプローチ」『農業土木学会』第64巻第１号
嘉田由紀子（1997）「生活実ફからつむぎ出される重層的所有観─余ޖ湖周辺の共有資源の利用と所有─」
『環境社会学研究』（3）（pp.72-85）

嘉田由紀子・遊ຏ正秀（2000）『水辺遊びの生態学─琵琶湖地域の三世代の語りから─』社団法人農村漁
村文化協会.

嘉田由紀子・橋本道範（2001）「漁Ꭴと環境保全─琵琶湖のࡴ生ې断と漁業権をめぐる心性の歴史から୳
る」鳥越ᚠ之 編『講座環境社会学 第３巻 自然環境と環境文化』有൹閣.（pp.47〜76）



377

研究論文

嘉田由紀子・中谷恵߶・西ቇ照ؽ・୍健太郎・中西એ敬・前田美（2010）「生活環境主義を基調とした
治水政策論─環境社会学の政策的境位─」『環境社会学研究』（16）（pp.33-47）

鎌谷かおる（2013）「日本近世の内水面漁業におけるې漁場について─琵琶湖を事例に─」『国際常民文
化研究書』2（pp.15〜20）

佐々木和之・仲間ߒ一（2008）「住民と河川行政との連携手法についての研究」『水資源・環境研究』
Vol.21（pp.47〜55）

佐野静代（2003）「琵琶湖岸内湖周辺地域における伝統的環境利用システムとその崩壊」『地理学会評論』
76（1）（pp.19〜43）

佐野静代（2008）「「里湖」研究の意義─水辺の「二次的自然」をめぐって─」『滋賀大学環境総合研究セ
ンター研究年報』Vol.5 No.1（pp.31〜37）

佐野静代（2011）「近世・近代史料による琵琶湖のエリ発達史の再検౼」『国立歴史民俗博物館研究報告』
第162集（pp.141〜163）

新ۄ拓也（2008）「市民参加型調査が社会に与える及効果に関する研究─琵琶湖お魚ネットワークを事
例として─」『水資源・環境研究』Vol.21（pp.35〜46）

新ۄ拓也・広瀬༤（2009）「地域に根ざした水環境保全事業が住民の環境保全の意識・行動に及ぼす影
響についての社会調査─高島市の湖岸集落を事例として─」『水資源・環境研究』Vol.22（pp.25〜36）

高橋卓也・岩井Ү次郎・竹下賢（2012）「自然再生に対する地域住民の意識構造に関する研究─滋賀県近
江八幡市西の湖を対象として─」『水資源・環境研究』25（pp.57〜65）

⇶理恵子（1994）「魚行商人の人づきあい」鳥越ᚠ之 編『試みとしての環境民学─琵琶湖のフィール
ドから─』༤山閣出版.（pp.99〜120）

出口থ子（1994）「琵琶湖水運と陸の環境変動」鳥越ᚠ之 編『試みとしての環境民学─琵琶湖のフィー
ルドから─』༤山閣出版.（pp.34〜53）

西川嘉ኍ（2002）『ヨシの文化史─水辺から見た近江の暮らし─』サンライズ印刷株式会社.
平山奈央子・川津優貴・井手৻司（2011）「琵琶湖を含む滋賀県の水環境に対する世論の長期的変遷に関

する研究」『水資源・環境研究』Vol.24（pp.13〜21）
藤村美穂（1994）「自然をめぐる「公」と「私」の境界」鳥越ᚠ之 編『試みとしての環境民学─琵琶

湖のフィールドから─』༤山閣出版.（pp.147〜166）
藤村美穂・田३・野ް史（2006）「琵琶湖と有明海における水資源の伝統的利用と変容〜その１社

会関係からみたヨシ帯〜」『低平地研究』15（pp.43〜46）
古川　জ（1991）「川と井戸と湖─湖岸集落の伝統的用排水」鳥越ᚠ之，嘉田由紀子 編『水と人の環境

史琵琶湖報告書』株式会社御茶の水書房.（pp.241〜277）
堀内美緒・深町加津枝・奥　敬一・岡田加奈子（2009）「滋賀県西部の農村集落における昭和前期の子ど

もの遊びを通した自然資源と空間の利用」『ランドスケープ研究』72（5）（pp.673〜678）
堀越ণ子（1999）「ふなずしを育んできた里」滋賀大学教育学部附属環境教育湖প実習センター 編『び

わ湖から学ぶ─人々のくらしと環境』大学教育出版.（pp.104〜114）
野ް史（2009）「半栽培から住民参加へ─琵琶湖のヨシをめぐる住民活動から」宮内ହ介『半栽培の環

境社会学─これからの人と自然』株式会社昭和堂.（pp.227〜247）
松尾さかえ・井手৻司（2007）「伊庭内湖を中心とする小中の湖の干拓前の状況と機能、維持管理手法に

関する調査研究」『環境システム研究論文集』Vol.35（pp.401〜408）
山内ᠳ太・矢ౢ　（2013）ݫ「釣りとۦ除事業から考える琵琶湖の外来魚問題」『水資源・環境研究』

Vol.26，No.1（pp.1〜6）
山崎古都子（1999）「くらしと住まい」滋賀大学教育学部附属環境教育湖প実習センター編『びわ湖から

学ぶ─人々のくらしと環境』大学教育出版.（pp.94〜103）
遊ຏ正秀・嘉田由紀子・中山અ子・橋本文՚・藤岡和Ղ・村上ٓ༤・ۅ畑長༤・ۅ畑正ۅ・߂畑　貢・

畑博夫（1998）「身近な水辺環境における「人─水辺─生物」間の相互作用ۅ・畑静߳ۅ・畑みか乃ۅ



378

里山学研究センター 2016年度年次報告書

─滋賀県余ޖ湖周辺の事例から─」『環境技術』27（4）（pp.289〜295）
横　張真・渡部陽介（2009）「農山村における文化的景観の動態保全」『ランドスケープ研究』73巻１号
（pp.10〜13）



ࢽಈ׆．̑





381

活動日誌

ࢽ　ಈ　　׆

ᾇ　運営会ٞ
１）第１回運営会議（2016年４月22日開催）
２）第２回運営会議（2016年５月27日開催）
３）第３回運営会議（2016年６月30日開催）
４）第４回運営会議（2016年７月30日開催）
５）第５回運営会議（2016年９月30日開催）
６）第６回運営会議（2016年10月28日開催）
７）第７回運営会議（2016年11月25日開催）
８）第８回運営会議（2016年12月22日開催）
９）第９回運営会議（2017年１月19日開催）
10）第10回運営会議（2017年２月17日開催）

ᾈ　全ମ会ٞ
１）第１回全体会議（2016年７月30日開催）

ᾉ　研究会
１）第１回研究会（2016年４月20日）
２）第２回研究会（2016年６月３日）
３）第３回研究会（2016年６月９日）
４）第４回研究会（2016年６月16日）
５）第５回研究会（2016年７月30日）
６）第６回研究会（2016年10月14日）
７）第７回研究会（2016年10月24日）
８）第８回研究会（2016年11月４日）
９）第９回研究会（2016年12月１日）

ᾊ　γϯϙδϜ
１）「流域のくらしと奥山・里山〜愛知川から考える〜」（2017年３月４日開催）

ᾋ　ௐࠪ合॓
１）長浜市役所ヒアリング現地調査（2016年８月20日〜21日実施）
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